




ミリのおしえ
一昭和61年 8月台風10号による災害記録一

栃木県茂木町





はじめに

このたび、多くの皆様がたをはじめ、関係機関のご協力

により、昨年本町を襲った台風10号の生の姿を記録にまと

め、ここに「災害記録誌」を発刊する運ぴとなりました。

振り返ってみますと、ちょうど 1年前の 8月4日から 5日未明にかけて、有史以来の328,5ミ

リという豪雨に見舞われ、各地の河川は氾濫、崖崩れ、幹線道路の寸断と本町は完全に陸

の孤島と化してしまいました。なかでも市街地は、逆川の大洪水によって見るも無惨なガレキ

のまちに変わってしまったのです。そして尊い 3人の生命を奪い、被害総額も約 110億円

に達する未曽有の大災害となりました。改めて、亡くなられたかたがたに心からごめい福

をお祈り申し上げます。

特に、今こそ我が郷土を過疎の町から脱却させ、自立した生活基盤をもって生きがいと

誇りある町づくりを目指そうとした矢先であり、それを思うとかえすがえすも無念でなり

ません。しかしながら、これまでにない厳しい試練に遭いながらも黙々と泥と汗にまみれ

ながら復旧作業に取り組んでいる町民の姿を見たとき、なんとしてもその気持ちに報いな

くては、と心に薔ったのです。幸い、全町民がこの苦境に屈することなく一丸となって努力

を続けた結果、また、県内はもとより全国各地からお寄せいただいた心温まるご厚志によ

りほとんど傷あとも分からないくらい町並みも整ってまいりました。

そこで私どもは今回の貴重な体験を教訓として、再びこのような災害に遭わぬよう強い

町、安全な町づくりを目標に新たなスタートを切ったのです。まず、町づくりの基本は治

山、 治水であることを改めて知らされました。 普段何げなく空気のように享受している

「安全」というものが、これらの努力の上に成り立っているのです。

そのためにも、ただいま行われつつある河川の大改修を何としても町民の皆様の協力の

もとに完成させなくてはなりません。町民の生命と財産を守るとともに、遠大なるテーマ

を掲げ、強い精神力をもって必ずや近い将来りっぱな町をつくり、全国のお世話になった

かたがたへ恩返しをしたいと考えております。

この「災害記録誌」が、少しでも皆様のお役に立ち、また、次代を担う子、孫たちに生

きた資料として受け継がれていったならどんなにか有り難いことと思います。

終わりに、本町の復旧に対しご援助、ご奉仕いただいた多くの皆様がたに心から感謝を申し上

げますとともに、本書の刊行に各方面から寄せられましたご協力に深くお礼を申し上げます。

昭和 62年 8 月

茂木町長阿部武史
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▲軒下まで泥水が押し寄せた国道294号線上横町地内



▲那珂川の氾濫で水没した大瀬のヤナとふるさとセンター

► 那珂川の氾濫で流される

生井地内の住宅

△水田も冠水し逆川の護岸も崩れた木幡大橋付近



....ゴミがたまり流れの障害となった仲橋

▲山からの鉄砲水によって県道も寸断された深沢下乙地区
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△泥と汗にまみれながらガレキを片づける下郭内の皆さん



災害対策本部 解 散 ま で の

主な動き

月日 事項等

8月4日1 ・大雨・洪水注意報（午後 1時10分）

・大雨・洪水替報、強風注意報（午後

8時30分）

・襄岡土木事務所から 20時現在で逆川

の替戒水位 (1.8メートル）突破の通

報（午後 9時45分）

•町災害対策本部設附（午後10時）

・避難命令発令（午後11時45分）

5日 1 ・電気一部停電（午前 3時）

•自衛隊の出動要請（午前 3 時45分）

・電話一部不通（午前 4時）

•最高水位測定（午前 4 時）

・上水道、簡易水道断水（午前 4時）

•町田地区で土砂崩れにより 2 人死亡

確認（午前 4時20分）

・災害救助法が適用（午前10時）

・自衛隊の給水車の派遣要請

•上の町で水死者確認（午後 2 時47分）

・県防災行政無線が不通

・日本赤十字社栃木支部医療班、診療

開始

・緊急物資到着

・送電開始（午後 5時）

•上水道60％復旧（午後 6 時）

•渡辺栃木県知事災害視察

6日 1 ・防疫薬剤散布開始

12 

•町議会全員協議会（災害対策につい

て） （午前 9時）

•町内ガレキの除去作業開始

・し尿くみ取り開始

・上水道95％復旧

•町の義援金受け付け開始

•渡辺栃木県知事災害視察

月日 事項等

8月7日I.町内の交通規制開始

・商工業者の災害状況調査

・防疫薬剤散布、クレゾールの配布終

了

・全壊、半壊等被害家屋調査（町）

・罹災証明発行開始

8日 1 ・緊急議員全員協議会（議会としての

対応） （午前10時）

・北高岡地内根本マサ宅避難命令（午

後 6時）

・簡易水道95％復旧

9日 1 •藤尾文部大臣災害状況調査

・綿貫国土庁長官を団長とする政府調

査団災害状況調査

•町内の災害状況調査（県の応援）

•水道100％復旧

•緊急議員全員協議会（議会としての

対応） （午前10時）

10日 1・救援物資支給

11日 1 ・天野建設大臣災害視察

・衆議院災害対策特別委員会調査団災

害視察

・自民党本部災害対策委員長災害視察

・稲村環境庁長官災害視察

•町議会全員協議会（調査団の対応と

今後の対策）

•町内の医療機関診療開始

・救援物資、町民センター、茂木小学

校体育館満ぱい



月日

8月12日

13日

15日

16日

17日

19日

20日

21日

22日

23日

28日

30日

事 項 等

・消防団、町の消掃

・日赤医療班診療終了（午前 9時）

ー・電話の復旧完了（午後 0時）

・交通規制解除（午後 5時）

•町内の区長会（救援物資について）

・し尿くみ取り終了

・スーパー開店

・県総務部長、 土木部長災害視察

・商工業者の災害状況調査終了

•町民税納期延長決定

・ごみ焼却開始

・参議院災害対策特別委員会調査団災

害視察

・救援物資各家庭へ配布

•町議会全員協議会（災＇害の対応）

（午後 1時）

•町長県庁へ災害復旧の要望

・ごみ収集大作戦開始 (2回目）

・救援物資各区長宅へ配布

•町長各省庁へ災害復旧の要望

・被災者災害見舞金配分委員会

・ごみ収集終了

・建物共済水害見舞金配布

•町議会全員協議会（陳情について）

（午前11時50分）

月日

9月2日

5日

7日

9日

25日

26日

30日

10月1日

2日

3日

10日

11日

14日

24日

事 項 等

•町長各省庁へ陳情

•町長、町議会議員各省庁へ陳情

•町内小中学校からの義援金を児童生

徒に配分

・クリーン大作戦

・逆川河川改修説明会始まる

・ごみの焼却完了

・局地激甚災害適用 （閣議決定）

・局地激甚災害遮用 （政令公布）

・逆川河川改修事務所開設

•町長各省庁へ災害復旧の要望

•町長知事へ災害復旧の要望

・並松ごみ焼却場裂土終了

・北高岡地内恨本マサ宅避難命令解除

•町胄議会全員協議会（災害復興計画等）

（午前 9時）

・災害対策本部解散
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....気象衛星「ひまわり」から撮影した台風10号（昭和61年 8月 4日午前 9時）可視画像

第 1章 気象の記鐸





第 1節 概 要

1. 気象の経過

7月29日午後9時、フィリピン束方海上に発生した弱い熱帯低気圧が8月1日午前3時、ルソン

島の東で台風10号となった。その後、台風は北束に進み沖縄沖大東島の南を通り、中心気圧

985ミリパールの勢力を保ちながら速度を速め4日には本州の南方海上に達した。

一方、千島付近に中心をもつ高気圧があって、北日本に張り出していた。この状況下で、

台風は、 4日午後9時、静岡県石廊崎の南約120キロの海上で中心気圧980ミリパールの温帯低

気圧に変わり、 5日未明にかけて房総半島を縦断した。その後、進行速度がきわめて遅くなり、

5日早朝には福島県沖を通過して、さらに6日朝には三陸沖でほとんど停滞状態となった。

本町では台風がもたらした高温多湿な気流によって、低気圧に伴う前線が活発化したこと

と、温帯低気圧の移動が遅くなったことが重なって、風が強まり豪雨となって5日午前6時こさ

ろまで降り続き、その後天気は回復し暑い一日となった。

19 



2. 地上の天気図

(1) 台風10号の経路図

(2) 4日午前9時の天気図
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降雨の状況

本町の降雨は、台風10号の北上に伴い4日午前4時ごろから降り始めた。役場の雨批計では、

4日午前4時から5日午前6時までの26時間の総雨載は328.5ミリに達した。郡内およぴ隣接す

る市町村の降雨散を調べてみると二宮町の360.4ミリに次ぐ降雨があった。

郡内およぴ隣接する市町村の雨呈

（単位ミリ）

市町村名 茂木町 市貝町 益子町 芳賀町 其岡市 二宮町 笠間市 七会村 御前山村 烏山町

雨 k
 

r"i 
328.5 318.5 297.1 311.4 327.0 360.4 180.0 291.0 236.0 292.5 

時間別の雨最（表参照）を見ると4日午前4時から降り続いた雨は、特に5日午前1時から2時

にかけては、 56ミリを記録した。

茂木町の雨羅は、年間およそ1,400ミリとなっているが、

も達し、降雨のすさまじさを物語っている。

この二日間で、年平均の5分の1に

時間別雨量

（単位ミリ）

時 間
4日

4時～12時 12時-16時 16時ー20時

5日

20時ー2時 2時-4時 4時～ 6時 公
"
5

↓ホ 雨 ,`’4 
―/
9
 ,＇{ 

雨 批 17 27 51 180.5 44 

，
 

328.5 

※1時間当たり最大雨批 8月5日1時～2時 56ミリ
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第 2節 気象通報

1. 淀意報・警報・情報の発表

(1) 注意報・警報の発表状況

i也 域 穂 類 発表時 間

大雨．洪水注意報 4日 午後 1時10分

大雨・洪水警報、強風注意報 4日 午後8時30分

栃 木県 洪水警報 5日 午前 6時15分

洪水・強風注意報 5日 午後 2時50分

i共水注意報 5日 午後5時20分
fi平 除 6日 午前11時30分

(2) 台風と低気圧に関する気象情報発表状況

地 域 種 類 発表時 間

第1号 大雨と台風10号に関する情報 4日 午後 6時50分

第2号 大雨と低気圧に関する情報 4日 午後10時30分

栃 木県 第3号 ” 5日 午前 0時30分

第4号 ” 5日 午前 2時30分

第5号 ” 5日 午前 4時20分

2. 発表内容

(1) 途意報・警報

22 

◎ 4日 午後1時10分発表大雨・洪水注意報

「台風10号が接近し、これから明日昼ごろにかけて大雨となり、今後の雨拭は多い所で

1時間に30ミリ前後、総雨批は、平野部で70-100ミリ、山沿いでは100-150ミリの見込み

です。河川の増水、氾濫、低地の浸水、崖崩れに注意してください。」

◎ 4日 午後8時30分発表大雨 ． 洪 水 警 報 強 風 注 意 報

警告文 台風の接近でさらに100ミリ前後の雨が降り総雨批は200ミリを超える見込み

「大型で並の台風10号が今夜半すぎから、明早朝にかけ、当地方をかなり接近して通過

する見込みです。県内では今朝から既に100ミリ前後の雨が降っており明朝までにさらに100

ミリぐらいの雨が降り、総雨批が平野部でも200ミリを超えるところがある見込みです。河

川の氾濫、浸水、山崩れ、崖崩れ等災害の起こる恐れがありますので、厳童に警戒してく

ださい。また北よりの風、最大風速は15メートル前後となりますのであわせて注意してく

ださい。」



◎ 5日 午前6時15分 発 表 洪 水警報

「引き続き、河川が増水・氾濫、低地の浸水に厳重に警戒、大雨の恐れがなくなりまし

たが、今までの雨で河川が増水、氾濫、低地の浸水に厳重な警戒を要します。」

◎ 5日 午後2時50分発表洪水・強風注意報

「洪水警報を解除し、洪水注意報・強風注意報に切り替えます。県内の河川の水位はピ

ークを過ぎ、滅少に向かっていますが、まだ、警戒水位を越えている所がありますので、

なお、注意を続けてください。また、台風崩れの低気圧に吹き込む北西の風が強まって、

最大風速が12メートルに達する所がある見込みですので、あわせて注怠してください。」

◎ 5日 午後5時20分発表洪水注意報（県南部）

「県内の河川の水位は減少していますが、南部ではまだ警戒水位を超えている所があり

ますので、なお注意を続けてください。強風注意報は解除します。」

◎ 6日 午前11時30分 発 表 洪 水注意報解除

(2) 台風と低気圧に関する気象情報

◎ 4日 午後6時50分発表大雨 と台風10号に関する情報（第 1号）

「大型で並の台風10号は、 4日夜半すぎ県内に最も接近して通過する見込みです。

台風10号の中心は、 4日18時現在、静岡県御前崎の南230キロ、北緯32度40分、東経137度

50分にあって1時間に55キロの速さで北北束に進んでいます。中心気圧は980ミリバール、

中心付近の最大風速は25メートル以上の暴風雨となっており、中心から束側600キロ、西側

400キロ以内では、 15メートル以上の強い風が1次いています。台風は今後、 5日朝6時には北

緯138度、束経140度、半径は160キロ内に達する見込みです。

今後の雨批は、平地で50-80ミリ、山地で80-120ミリの見込みです。また、明日の朝ま

での総雨屈は平地で120-150ミリ、山地で150-200ミリで多いところで250ミリに達する見

込みです。河川の増水、氾濫、低地の浸水、崖崩れ、山崩れなどじゅうぶん注意してくだ

さい。

早朝の降り始めから4日午後6時までの雨批は、八方が原69ミリ、日光85ミリ、方塞山87

ミリ、宇都宮53ミリ、その他も50-60ミリとなっています。」

◎ 4日 午後10時30分発表大雨と低気圧に関する情報（第2号）

「現在、大雨・洪水警報を発表しています。厳重な警戒が必要です。

台風10号は4El 21時に温帯低気圧に変わりましたが、まだ強い雨が断続的に続きますので、

厳重な警戒を要します。河川の増水・氾濫、低地の浸水、艤崩れ、山崩れなど大きな災害

の起こる恐れがあります。

4日降り始めてから22時までの雨批は、那須126ミリ、五十里91ミリ、八方ガ原142ミリ、

黒磯105ミリ、八溝山102ミリ、土呂部119ミリ、大田原110ミリ、日光139ミリ、今市113ミ

リ、塩谷98ミリ、足尾93ミリ、方塞山139ミリ、高根沢108ミリ、鳥山108ミリ、鹿沼111ミ
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リ、宇都宮118ミリ、総生116ミリ、真岡120ミリ、足利106ミリ、佐野115ミリ、栃木115ミ

リ、小山118ミリとなっています。」

◎ 5日 午前0時30分発表大雨と低気圧にl½Jする情報（第 3 号）

「現在、大雨・洪水警報を発表しています。厳重な警戒が必要です。

台風10号から変わった低気圧が関東南部を北束に進んでいます。なお、大雨が降り続い

ており厳重な警戒を要します。河川の増水、氾濫、低地の浸水、徹崩れ、山崩れなど大き

な災害の起こる恐れがあります。

4r：l降り始めてから5日午前0時までの雨批は、那須169ミリ、五十里132ミリ、八方が原202

ミリ、黒磯128ミリ、八溝山131ミリ、土呂部167ミリ、大田原146ミリ、日光184ミリ、今市

160ミリ、塩谷138ミリ、足尾132ミリ、方塞山190ミリ、高根沢155ミリ、烏山157ミリ、鹿

沼148ミリ、宇都宮153ミリ、総生150ミリ、真岡170ミリ、足利147ミリ、佐野157ミリ、栃

木140ミリ、小山158ミリとなっています。」

◎ 5日 午前2時30分発表大雨と低気圧に 1及lする •I胄報（第 4 号）

「現在、大雨・洪水警報を発表しています。厳重な警戒が必要です。

台風10号から変わった低気圧が房総半島沖にあって、北北束に進んでいます。なお、大

雨が降り続いており、厳重な警戒を要します。河川の増水・氾濫、低地の浸水、胞崩れ、

山崩れなど大きな災害の起こる恐れがあります。

4日降り始めてから5日午前2時までの雨聞は、那須230ミリ、 Ji十里176ミリ、八方が原262

ミリ、黒磯186ミリ、八溝山179ミリ、土呂部217ミリ、大田原215ミリ、日光204ミリ、今市

202ミリ、塩谷192ミリ、足尾139ミリ、方塞山205ミリ、高根沢239ミリ、烏山252ミリ、鹿

沼193ミリ、宇都宮227ミリ、葛生168ミリ、真岡234ミリ、足利154ミリ、佐野175ミリ、栃

木159ミリ、小山177ミリとなっています。

なお、 5日午前2時までの最大風速は、宇都宮北の風10メートル、日光束北束の風7メート

ルです。最大瞬間風速は、宇都宮北の風20.2メートル、日光束北東の風18.4メートルです。」

◎ 5日 午前4時20分発表大雨と低気圧に関する梢報（第 5号）

「現在、大雨・洪水警報を発表しています。厳重な警戒が必要です。

台風10号から変わった低気圧が、茨城県南部にあって北北束に進んでいます。なお、県

の束部を中心に大雨が降り続いており、厳煎な警戒が必要です。今後の雨祉は、 50-80ミ

リ、所によっては、 100ミリに逹する見込みです。河川の増水、氾濫、低地の浸水、樅崩れ、

山崩れなど大きな災害の起こる恐れがあります。

4日降り始めから5日午前4時までの雨屈は、那須265ミリ、五十里189ミリ、八方が原293

ミリ、黒磯230ミリ、八溝山204ミリ、土呂部230ミリ、大田原260ミリ、日光216ミリ、今市

207ミリ、塩谷209ミリ、足尾150ミリ、方塞山217ミリ、高根沢322ミリ、烏山?,87ミリ、鹿

沼204ミリ、宇都宮240ミリ、蕗生170ミリ、真岡306ミリ、足利157ミリ、佐野179ミリ、栃

木171ミリ、小山188ミリとなっています。」



▲林橋付近で流された人を助け出す自衛隊のヘリコプター

第 2章 災害時の対応





第 1節 町の防災体制と対応

1. 注意体制と警戒体制

(1) 注意体制

4日午後 1時10分、宇都宮地方気象台か

ら大雨・洪水注意報が発表されたため、 i肖

防茂木分署は、有線テレビ放送 (CATV)

の「FM緊急放送施設」を通して、町、消防

団員、防災協力隊員およぴ消防茂木分署員

に気象l背報を伝達し注意を促した。

消防茂木分署に設躍してある「 FM緊急放~

送施設」ここから各消防団員、消防署員、防

災協力隊員に通報がある

▲茂木小学校東側に設置してある水位計

(2) 警戒体制

4日午後 8時30分、大雨・洪水警報が発令され、更

に午後 9時45分、建設課長宅に栃木県真岡土木事務所

企画調査課から「20時現在、逆川は警戒水位 (1.8メー

トル）を突破した」という電話連絡があった。建設課

長は、消防・水防担当の厚生課消防交通係長に連絡し

た。これを受けて消防交通係長は、町長、助役が公務

出張で不在のため、瞑生課長、消防団長、消防茂木分

署長に連絡をした。茂木分署からただちに全消防団員

と町職員30人で構成している「防災協力隊」に CATV

の「FM緊急放送施設」でただちに役場に集合するよう

通報した。防災協力隊員 9人、建設課職員 2人、税務

課職員 1人、総務課職員 1人が集合した。水道課職員

は、 5日午前 0時、事務所に 4人、後郷浄水場に 2人が集合し警戒体制にあたった。警戒

体制中、町民から土砂崩れ、橋りょう流出、死亡、行方不明等の電話連絡を受けたがすで

に庁舎周りが 1メートル以上の増水のため対応できなかった。役場に集合した町職員およ

ぴ防災協力隊員は、特に重要な書類である戸箱簿等55冊とその他害類を 2階へ搬出した。

27 



▲浸水した役場 1階

2. 災害対策本部の設置と対応

町長と総務課長は町議会総務常任委員会の研修で秋田県、助役は東京へ公務出張中であっ

たため、建設課長、厚生課長、消防茂木分署長、茂木町消防団の正、副団長および茂木地区

消防分団長で協議し、 4El午後10時茂木lIII災害対策本部を 1階厚生課内に設置し、町内各地

での被害情報把握等の調査を開始した。

対策本部では、逆川の越水の恐れが出てきたため町民に対する避姉命令の発令を検討し、

川西地区の住民を茂木小体育館、川束地区の住民を町民センターに避難させることとした。

午後11時45分、市街部町民（約1,400I世帯、 5,700人）に対し、サイレンの吹嗚およぴ有線テ

レピ、消防自動車により、避難勧告を実施した。しかし、避難者が20人と少なかったため、

再度 5日午前 1時13分サイレンの吹嗚を行い、また、消防自動車 3台でサイレン、拡声器に

より避難を呼びかけた。

午前 2時ごろ、消防交通係長は町長に災害対策本部設附、公用車およぴ一般車の流出等役

場周辺の状況を報告した。これを受け町長および町議会総務常任委員会一行はただちに帰庁

態勢をとった。

午前 3時ごろ庁舎 1階浸水のため、災害対策本部を 2階会議室へ移動した。このとき「栃

木県防災行政無線電話」と「茂木町防災行政無線屯話（移動系）」が浸水のため使用不能とな

ると同時に、全館が停危になった。自衛隊出動要請を検討していたところ午前 3時40分に町

長から「出発する」という電話連絡があったので、災害対策本部は、町長の許可を得て午前

3時50分県庁消防防災課長に対し正式に自衛隊の出動を要請した。

午前 4時屯話が不通となり、災害対策本部は完全に孤立してしまった。
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3. 消防団の対応

消防団長は、大雨・洪水警報発令以前の午後

7時30分に市街部の団員 (4部84人）を召集し、

各部内の危険地域の警戒およびパトロールを実

施するように指示した。

栃木県真岡土木事務所から、午後 8時現在で

逆川の普戒水位 (1.8メートル）を突破している

通報が入ったため、以前から河川調査で把握し

ている河川に隣接してなお低地である危険地域

住宅の十石地区の 4世帯13人について消防団員

が個別訪問を行い現在の状況を知らせた。

十石地区は、市街部を流れる逆川上流地区の

ため第 1分団第 1部の団員20人を配備し警戒に

つかせるとともに非常の際に備えて避難するよ

う呼ぴかけた。 ▲人命救助にあたる消防団員（駅前で）

豪雨は降りやまず雨足は強まるばかりで、逆

川の増水は早く越水となり午後 9時十石地区 4世帯 (13人）、上郭内地区で 1.,北帯 (5人）、

桔梗町地区で 5世帯 (19人）、林地区で 2.,止帯 (8人）の 4カ所で住宅の浸水が始まったため、

土のう籾み作業 (4カ所で約2,200袋）を開始するが河川の増水は激しくなるばかりで、和み

上げる土のうはすぐに押し流されてしまう状況であった。

このため災害対策本部は、避難命令を発令し、サイレンの吹嗚およぴ有線テレピによる広

報を実施したが、豪雨のためサイレンの音が消され、また、深夜のため就哀中の祉帯が多く

身に迫る危険が分からず避難者が20人と少なかった。

楽雨と増水は激しさを増すばかりで、道路冠水、役場正門前が約0.2メートルとなり危険の

度合いはいっそう増してきたため団員84人により一軒一軒戸別訪問し就寝中の世帯を起こし

ての避難誘導を実施した。これにより避難者は茂木小体育館に約200人、町民センターに約200

人となり、消防団員の必死の避難誘溝が実を結ぴ死傷者を最小限度に止めることができた。

その後、町を縦断する国道123号線は水深1.5-2.5メートルの濁流となり、一般家庭で使用

しているプロパンガスのポンベが多数流れ出した。中にはガスを吹き出し引火して火災を起

こし住宅を焦がすこともあった。これらに対して消防団員が泳いで現場に行き鎖火させた。

また団員を各所に配置し竹ざお等で流れるガスポンベを回収して栓を締める作業を行った。

市街部の団員84人の約90％は自宅が床上浸水の被害を受けているにも帰宅できない状況と

なった。

また、町内の避難誘禅等を実施しているなかで、市街部から14キロ離れた富蒲田地区で土

砂崩れが発生し家屋が押しつぶされ、家人 2人が土砂に埋ってるので地元消防団から救助の

ための人員応援要請があった。しかしその時点では、洪水と道路寸断のため、町．が孤立して

しまい現場へ行くことができなかった。
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4. 防災協力隊の対応

災害対策本部から「 FM緊急放送施設」で召集を受けた町職員30人で構成されている「防

災協力隊」およぴ一般職員は、ただちに役場内災害対策本部に集合し指示を待った。 4日午

後11時45分、災害対策本部の避雌命令発令と同時に、市街部の行政区に出向き老人世帯、・母

子世帯等を重点に避難誘郡にあたった。

また、その間市街部の増水状況の様子を対策本部に知らせる1肯報伝達の任務を行った。

~
町
職
員
一
＿
＿
十
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
「
防
災
協
力
隊
」
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第 2節県内官公署等の体制

および対応

1. 栃木県の対応

消防防災課では、地域防災計画の定めにより注意体制を敷き、水防業務を開始するととも

に市町村等へ気象情報を伝達し注意を促した。午後 8時30分、大雨・洪水警報が発令された

ため、警戒体制に突入し市町村等へ気象情報

を伝達し警戒を促す一方被害状況の報告を求

めた。また、水位の上昇している逆川に対し、

午後 8時45分、水防警報を発令し更に警戒を

促した。

輿岡土木事務所では、大雨・洪水警報が発

令されたために 6班で形成されている防災班

を非常召集し、 4日午後 8時ごろから管内の

パトロールを開始した。茂木町には 2組 (8

人）が現場パトロールに入り、河川、道路等

の状況調査報告をした。 ▲木幡・野沢商店前の道路流失現場

1組は北高岡地内の地滑り、木幡地内野沢

商店前および深沢地内石沢交差点付近の道路

流出現場の通行止の処囲と福手地内藤谷津橋

付近の土砂崩れ現場の土砂排除作業にあたっ

た。

別組は、小井戸地内山崩れ現場の通行止の

処置をした。その後、鮎田川林地区左岸決壊

現場へ急行し土のう袋の手配をしたあと県道

牧野大沢線方面のパトロールに行ったが巽状

はなかったので茂木町中心部の榎本橋へ向

かった。 5日午前 1時榎本橋付近が越水し始
▲深沢•石沢交差点の道路流失現場

めたので現場を離れ、事務所へ戻ろうとしたが、橋はすでに水没し、道路が寸断されてしまっ

たため、戻れず道路状況を報告した。また、自衛隊が茂木に入るという連絡を自動車無線で

受け、県道茂木宇都宮線の土砂排除をし進入路の確保にあたった。

午前 6時、消防防災課長は、多くの市町村で被害が更に拡大すると判断し、総務部長と協

議の上、災害対策本部の設置について知事に具申した。午前10時10分「栃木県台風10号災害

対策本部」を設置すると同時に芳賀庁舎内に芳賀支部を設箇した。
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2. 警察の対応

警察本部は、 4日午後 9時「災害警備連絡室」を設置し、各警察署に対して被害情報の収

集、出動体制の確立等を指示した。 5日午前 3時災害警備連絡室を「県警災害警備本部」に

切り替え、県機動隊、管区機動隊、交通機動隊、機動通信隊等を出動させ、被災者の救出救

護、行方不明者の捜索、交通整理、通信の確保等の災害警備活動を行った。

茂木警察署では、 4日午後 9時55分主要地方道那須・黒羽・茂木線小井戸地内山崩れの消

防通報を受け、当直者 2人が出動し片側通行の措罹をした。午後10時10分署員に「非常召集」

をかけ署長以下15人が集合。 3駐在所については待機の発令をした。午後10時45分ごろ十石

地区、午後11時15分ごろ馬門地区、更に午後11時45分災害対策本部から避難命令が発令され

ると同時に砂田、郭内地内の住民の避難誘禅にあたった。午後11時 5分茂木警察署に「災害

警備本部」を設置した。

5日午前 1時10分通行人

から国道123号線馬門地内

山崩れのため通行不能との

通報、署員 2人が出動し通

行止の処置をした。午前 2

時 2分増井林橋付近で救助

を求めているという通報、

次長以下4人が出動したが

確認できなかった。午前 3

時15分町田菖蒲田地内土砂

崩れで 2人の生き埋めの通

報、刑事係長以下 4人が出

動したが、増水、土砂崩れ

のため引き返した（午前 4

時20分女性 1人、男児 1人

死亡確認の消防通報）。午前

5時10分飯野地区で家族 6

人が増水のため家にとり残

されているとの通報、飯野

駐在所員が出動し、地元の ....上横町ガード付近からポートで町に入る機動隊

協力を得て午前 6時37分全員救出した。午前 7時36分機動隊が茂木クラリオン付近に到着し、

ボートで町に入る。午前 7時42分役場付近で女性 2人がとり残されているのを機動隊が発見

し、午前 8時 7分無事救出する。午前 8時 4分県警ヘリコプター「なんたい」が茂木警察署

に到着する。茂木警察署長外 3人が塔乗して空から機動隊の誘動と被害の実態調査を行う。

午前10時20分対策本部からひとり器らしである茂木町大字茂木1605番地川俣カノさん (65歳）が

行方不明になっているという連絡を受け、機動隊19人が出動して付近を捜索する。午後 2時

47分自宅付近のところで死体で発見される。
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: §晏＇翌く 99

□冒

▲寺町橋の障害物を撤去する自衛隊員

3. 陸上自衛隊の対応

陸上自衛隊は台風10号の接近に伴い、気象li,i報の収集に努めた。 5日午前 4時 5分、知事

から災害派造の要訥があり、ただちに宇都宮駐屯地全部隊に対し非常呼集を行い災害派造部

隊を編成し、出動準備に入った。午前 4時50分、第12特科連隊から人員24人、車両 3両を派

追、現地までの接近経路を偵察しつつ前進した。午前 5時55分、第 4施設群から人員24人、

車両 5両、ポート 6隻を、午前 7時37分、第12特科連隊の第 2次派造部隊として人員45人、

車両 7両を茂和町に派追した。

33 



4. 消防茂木分署の対応

4日午後 8時、降雨批が消防茂木分署測定で123.9ミリに達していたため、分署では、那珂

川および逆川の巡視に出かけた。この時点で、逆川の茂木小学校束の水位は警戒水位(1.8メー

トル）を0.25メートル越え2.05メートルに達していた。午後 8時30分、宇都宮地方気象台か

ら、大雨・洪水警報並びに5釦風注意報が発表され、引き続き河川の危険箇所の巡回および水

位の測定を行った。午後11時、逆川の榎本橋付近が越水まで0.4メートルとなり越水の恐れが

出てきたため非番職員を召集した。

午後11時45分、逆川下砂田地内で越水し、また雨も激しく降り続いていたため、茂木町役

場内に設置された災害対策本部は、町内危険区域の住民に避難するための通報を分署に依頼

した。これを受けた分署では、一斉指令機 (FM緊急放送施設）で「逆川増水のため町内危険

区域のかたは、町民センター、茂木小体育館へ避難してください」と放送し、また有線テレ

ビ (CATV) で同文のテロップを放送するとともに、サイレン吹鳴 (6回）を行った。 5日

午前 1時13分、災害対策本部から第 2回目の避難命令が無線であったため、再度サイレン吹

鳴 (6回）を行った。しかし、深夜で熟睡者があり、加えて雨音も激しく、避難命令のサイ

レンが聞こえない家もあると思われたので、 1分隊非番員は、逆川増水で最も危険と思われ

る区域の家を優先し、順次避難するよう各家に呼びかけ、または起こし避難をさせた。避難

に遅れた人もあったので、ロープ・はしご等を使用し救助した（男16人、女13人）。午前 3時

30分、消防自動車が増井地内で道路に水があふれ走行できず、安全地帯である増井団地に移動

した。一方、救助にあたった非番職員も下新町塩沢油店付近で増水のため救助活動ができず

水の引くのを待って帰署した。
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5. 東京電力栃木支店茂木営業所の対応

東京屯力栃木支店は、 4日午後 5時20分気象庁発表の情報に基づき、県内各営業所およぴ

事務所に対し、警戒体制に入るよう指示し関連工事会社に対しても出動の要請をした。

茂木営業所の当直者 2人は、大雨・洪水警報が発令されたため、茂木営業所長と地話で対

応策について協議した。 5日午前 1時30分、茂木営業所事務室に浸水が始まり、午前 2時10

分水深約 1メートルに達したため、茂木営業所長は、真岡常業所長に屯話で茂木地区の水害

状況報告をするとともに、応援班派造の要請をした。午前 3時30分、其岡営業所は復旧要員

を召集する一方、県内各営業所へ応援班派造の依頼をした。午前 7時35分、県内 6営業所30

人の応援班が到着した。

▲東京電力茂木営業所付近の浸水
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6. NT  T茂木電報電話局の対応

4日午後 4時30分、栃木支社は

管内各現場機関長に、今後の気

象・河川情報の収集およぴ屯気通

信設備の現状把握の事前準備警戒

体制を発動し、災害時に備えて災

害対策機器の点検、社員の呼び出

し体制および情報連絡体制の確立

等を指示し、午後 5時に各現場機

関に'IVi報連絡室を設囲した。

一方、栃木支社は、午後 4時30

分に1青報連絡室を設置し、現場機

関、関束総支社およぴ県消防防災

課との情報辿絡体制を確立すると

ともに、宇都宮地方気象台からの

気象情報を収集するため、 2人の

待機体制をとり、逐次l胄報の交換

を行った。 ▲唯一の通信手段となった孤立防止用無線機

5日午前 2時45分、茂木局長か

ら栃木支社情報連絡室へ「事務庁舎の床下に浸水が始まる」という第 1報。午前 2時50分、

栃木支社は真岡局へ「孤立防止用無線機の携帯、土のう、排水ポンプの籾み込み、増水を考

廊し荷台の高い車両の使用、パトロール中の情報交換の実施」という内容のパトロール出動

の指示をした。其岡局は指示事項を準備し出発したが、道路は寸断され増水のため現地に到

若できなかった。午前 2時55分、栃木支社は関束総支社へ茂木町の状況を連絡した。午前 3

時20分真岡局、 3時30分栃木支社、 3時48分関束総支社は、おのおの1胄報辿絡室から災害対

策本部へ切り替えた。午前 3時55分、栃木支社は、宇都宮局へ非常用移動屯話局装粧、可搬

無線車を、関束総支社災害対策本部へ大容批可搬形屯話局装搬、術晶車載局を、小山局に可

搬無線車の出動準備をそれぞれ指示した。午前 4時20分、栃木支社応援班が真岡へ出発。 4

時43分、茂木屯報電話局の交換機室が床上0.5メートル程度浸水し、交換機能の停止により約

4,300加入の市内外発着信が不能となった。茂木局長は、唯一の通信手段である孤立防止用無

線機を濁流の中、町民センターに迎ぴ茂木の通信網の孤立を救った。
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J;,.茂木駅付近の浸水

7. 日本国有鉄道（現JR東日本（株）の対応

水戸鉄道管理局は、 4日午後 7時50分、管理局に災害対策本部を設置するとともに復旧体

制を確立した。

襄岡線は、 4日午後10時 2分茂木駅到舒の最終列車まで述転をした（真岡線設置の雨抵計

により 1時1}｝］当たり 25ミリ以上および連続100ミリ以上で運転中止となる）。茂木駅の当直者

2人は、午後11時ごろから駅前通りおよび線路内を水が流れ出したため駅の周りの点検を始

め、また切符等の書類を整理し床上浸水に備えた。幸い駅の敷地が高かったため、近隣住居

者の避難場所となり、駅を解放し住民の安全を確保した。
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,I;.被害がいちばんひどかった桔梗町付近

第 3章 被害の状況





第 1節 被害の概況

未曽有の災害をもたらした台風10号は、過去 マべ

に何回か発生した災害（水害）をはるかにしの

ぐものであった。

人的被害は死者 3人、重軽傷者58人であった。

家屋の被害は全壊23棟、半壊76棟、一部破損11

棟、床上浸水735棟、床下浸水163棟であり、罹

災lit帯は788戸、罹災者数は2,880人に上った。被

寅は町全域にわたり、耕地、道路、河川、橋りょ

う等広範囲に発生した。

住家の密集している市街部は、逆川と坂井川
▲激流と化した国道を、自動車等が流されていく

が急速に増水し、 4日午後11時ごろから越水し 下砂田付近

始め、 5日午前 4時ごろには市街部の約80％が水没してしまった。

このため屯気、水道、ガス、電話等に壊滅的な被害を受けた。市街部の道路は激流と化し生

活用品、両品、自動車等が押し流されて行った。

河川沿いの住民は警察官、消防署員、消防団員、防災協力隊員によって避雌誘消されたが、

濁流により逃げ遅れた人は、住家 2階、屋根の上、屋根裏、押し入れなどで、暗やみの中、不

安におぴえながら水位の下るのを待った。

▲上横町ガードの上から見た市街地 ▲桔梗橋付近の増水
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災害対策本部が設置された役場は、 1階が約 1メートル浸水し重要書類や防災無線が冠水し

てしまった。

このように予想もしなかった豪雨災害により一夜にして町そのものの機能を失い、ゴミと泥

水の町となった。

この災害による被害状況は次のとおりである。
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災 害 確 定 報

告

市町村名 戎i オこ 町・ 区 分 裾i 咽F
災害名 台風10号及びその後の低気／王に 流失・埋没 ha 25 

よ る 災 杏
田

冠 7]< ha 815 

確定年月 El 9月 9日 確該ヒ
丈JI]

流失・埋没 ha 20 

報告者名 大 括＜ ＾ -「J

良l5 そ 冠 7K ha 283 

区 ク｝ 被 害 文教施設 カ所・ 12 

人 死 者 人 3 病 院 カ所 5 

il(J 行一方不明者 J¥ 

゜
皿‘‘’・ 路 力戸斤 357 

籾： 魯負 I 軍 傷 人 4 杯け り よ う カ所 3 

害 I軽 1紡 人 54 i可 JJI カ所 148 

f束 23 の t巷 i弯 カ ni•

全 数: 椛 僻 23 1沙 防 カ所

1主 人 74 泊栢｝施設 カ ni~

柑i 76 崖 }`J上}i れ 力fりt 154 
斗£ ）災 椛幣 71 紗と述［オく迅i カ所・ 5 

家 人 263 ネ皮唱子紺 舟日 猿

柑{ 11 f也 7K 道 戸 3,677 

一 音l5 硯とすIl 世幣 11 屯 竺99千L9~ 回線 4,200 

被 人 28 屯 気 戸 4,913 

柑[ 735 カ中 ス 戸

床上没水 枇 9!il: 694 プロック塀等 カ所

雷 JI. 2,543 

柑束 163 罹災憔帯数 柑淵：； 788 

床下浸水 枇幣 138 祁！ 災 者 数 人 2,880 

人 525 

>
建 牛勿 f牛

il 公共建物 柑{ 危 匝灸 牛勿 f牛
そ の イ也 柑［ 17 ~E そ の ｛也、 f牛
区 分 籾； 害：

〗翡ニ: 

名 利； 茂木町災害対策本部

公立文教施設 千円 28,275 設匹場所 茂 木 IIIJ 名と 場

／此材＊水産業施設 千円 1,011,000 設 粧 8 月 4 日 22 JI寺

公立土木施設 千円 2,509,215 箭 i牧 10月 24日 12 JI寺

その他の公共施設 千円 220,042 99: f帷散日時は、この報告啓作成

4ヽ 計上 千円 3,768,532 f炎のため、後でつけ加えた。

そ
農産被害 千 l可 615,767 

材木産被害 千円 20,000 

畜 産被害 千円
の

7K産被害 千円

f也、
商工被害 千 P:J 6,546,000 

そ の f也、 千円 消防職貝出動延人員 人 I 182 

祝皮 害： 紐玲、 各且 千円 10,950,299 消防団員出動延j＼員 J¥ 430 

備
災害発生場所 ）交木町・-P:J
グ乏害発生年月日 /I召和61年 8月 5日

災害の概況 昭和61年 8月 4日夜半から 8月 5日未明にかけて本町を通過し

た台風10号により町の中心部が床上浸水し被害を受けた。雨批

は、 8月 4日午前 4時から 8月 5日午前 6時までに328.5ミリを

考
記録した (1時間当たり最大雨批 8月 5日午前 1時から 2時ま

で56ミリ）。

＠蹄災1阻：怜数、罹災者数は、住宅被害のうち全壊・半壊・床上浚水の合計である。
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第 2節被害の状況

1. 人的被害および家屋の被害

(1) 人的被害

死者および負傷者は栃木県全体で72人で

あった。その内84％にあたる61人が茂木町

民である。内訳は死者 3人、重傷者 4人、

軽傷者54人である。死者について原因別に

みると、水死者1人（市街部）、槌崩れによ

り住家の中で生き埋めとなり死亡したもの

2人（農村部）となっている。人口が密集

している市街部の大部分が水没したのにも

かかわらず摘牲者が少なかったのは、暗や 42人の命を奪った、土砂崩れ現場

みと豪雨と濁流のため人の動きがなかったこと、避難命令が的確に行われたことによるも

のと思われる。人的被害状況は次のとおりである。

（単位・人）

死 者 負 傷 者
区 分 計

うち水死 重傷者 軽傷 者

茂 木町 3 1 4 54 61 

栃木県合計 6 2 7 59 72 

(2) 家屋の被害

河川の氾濫、山崩れ、艇崩れによる町内全域の被害状況は次のとおりである。

区 分 棟 数 世. 帯 数 人 数

全 壊 23 
棟 23 

)•; 

74 
人

半 壊 76 71 263 

一部破損 11 11 28 

床上浸水 735 694 2,543 

床下浸水 163 138 525 

合 計 1,008 937 3,433 

（注）非住家は含まない
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2. 交通および通信設備の被害

(1) 交通の被害

ア．真岡線……茂木町地内では、茂木駅構内の線路敷が 2カ所土砂流失、番の前地内の線

路敷の土砂流失、十石地内の線路肩が土砂崩れで不通となった。

ィ．国鉄バス・束野バス・茨城交通……土

砂崩れ、道路の流失により

全面不通

ウ．町営バス……坂井川の越水で車廊が浸

水しバスの乗降口のス

テップまで冠水したが、

車庫車両とも大きな被害

はなかった。被害額は15

万8,000円でその内訳は、

修理代 8万2,000円、流

出したスペアータイヤ）溝 ▲赤石地内の土砂崩れ現場

入代 7万6,000円であった。

工．タクシー… 2社あるタクシー会社のうち市街部逆川の上流にある茂木合同タクシーは

比較的被害は少なく 5日に営業できた。通信手段のない報道関係者のフィ

ルムや記事の運搬に走り回った。道路にはクギなどが散乱していて車のパ

ンクが頻繁に発生した。

柏タクシーは逆川の下流に位置していたので、濁流により車廊を壊され、

営業車 4台が流失し大きな被害を受けた。

◄
流
さ
れ
折
り
重
な
っ
た
タ
ク
シ
ー
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(2) 通信設備の被害

ア 県防災行政無線電話および町防災行政無線電話（移動系）

県防災行政無線電話およぴ町防災行政無線電話（移動系）は、消防交通係のある 1階

厚生課に設置してあった。役場内が約 1メートルの床上浸水となり 5日午前 4時ごろ不

通となった。

災害のための防災行政無線屯話が、予想もしない災害を受けその使命を果たせず、泥

の付着した無惨な姿となった。被害状況は次のとおりである。（冠水により使用不能）

0 （県）防災行政無線電話機（親機）主制御装置およぴ（子機）遠隔制御機 合計 4台

0 （町）防災行政無線電話機（親機）主制御装置および（子機）遠隔制御機 合計 4台

0 （町）防災行政無線電話機（車載携

帯型）厚生課建設課農林課水道課

合計 9台

イ 日本電信電話株式会社通信設備の被害

区

逆川の越水で茂木局の交換機室は床上

50センチ浸水し、 5日午前 4時43分には

交換機の機能が停止し、約4,300加入電話

の市内外発着信が不能となった。

また、茂木局で市外回線を中継してい

る逆川局および茂木北局は午前 5時43分

に市外発着信が不能となった。 ▲豪雨や濁流によってかたむいた電柱

茂木局長は1.5メートルの濁流の中、必死の覚悟で孤立防止用無線機・ (T Z-60) を町

民センターに連び出した。これにより茂木局の通信孤立を救った。

なお、茂木局の直接的被害額は 1億 6千万円を超えた。

電気通信設備の被害状況

分 発生 日 時 件 数

市内外通話不能 5日 午前 4時43分 茂木局 4,271加入

市外通話のみ不能 5日 午前 5時43分 茂木北局 561加入，逆川局 715加入

被災害電話機等 屯話機 600個，公衆電話機 80個

被害専用回 路 27回線（警察，消防，貯金局，銀行等）

電 柱 電柱傾斜 24本，下部支線（抜け） 14本

ケープル等 ケープル切断11カ所
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ウ 日本ビジョンサービス（株）の被害（有線テレピ）

地元の話題、町のお知らせ、消防団の非常召集、災害情報の提供などで住民と密着し

ている日本ビジョンサービス株式会社（有線テレビ）は、スタジオが市街部の中心に位

茜していたが、放送施設は、すべて 2階に設置してあったので被害がなく、停電した時

間だけ放送不能になった。



工 新茂木テレビ共聴組合の被害

茂木町全域に張りめぐらしてある幹線ケーブルや電柱に被害をうけた。被害状況は次

のとおりである。

放送機器（ヘッドエンド） 1基、幹線ケープル約10キロメートル、軍柱 50本、

増幅機 13台

被害総額は1,700万円にも上がった。復旧作業の結果、 5日午後 5時には、約60%、10El 

99%、11日には全域復l日した。

3. 電気．水道およびLPガス施設の被害

(1) 電気施設の被害

送

配

そ

A ロ

束京電力株式会社栃木支店の営業区域では、配電線路19回線が被害を受け、延べ16,225

戸が停電し、茂木町を含む芳賀郡市で、停電戸数が7,528戸と全体の46％を占めた。

今回の被害の特徴は、逆川等の中小河川の氾濫が各所で起こったため、支持物（電柱）

の流失・折損・倒壊・傾斜が52基にも達し、家屋の流出・佳1J壊により取引用計器（メーター）

109個が流失・破損し、他に引込線29カ所に断混線が発生した。

また、山崩れが発生したために、茂木町を中心とした地域で、送屯線鉄塔周辺14カ所に

土砂の流失があった。

電気施設の被害状況 （単位千円）

設 備 被 害 の 概 要 復 旧 毀

供給支障事故は発生しなかったが、烏山町と茂木町を通過し

電 線 ている送屯線鉄塔14基の周辺部に土砂の流出が見られたので土 22,000 

留め対策を実施した。

電 線
真岡営業所管内で、地柱52基、取引用計器（メーター） 109個、

46,500 
引込線29カ所、その他19件、合計209件の被害を受けた。

の 他
逆川が氾濫により、茂木営業所の建物をはじめ通信設備、測

37,000 
定用機器・エ具類・オンライン端末機などに被害を受けた。

計 105,500 

（注）復旧骰は栃木県全体の額

(2) 水道施設の被害

水道施設は、上水道・飯野地区簡易水道・

須藤地区簡易水道の 3施設で、3,065戸が半

日から 5日問の断水となった（須藤地区の

一部、約300戸は断水しなかった）。

飯野地区簡易水道の取水・浄水場は、逆

川の氾濫により完全に水没し、水位は1.7 

メートルに達し、さらに、流木が場内と建

物の内部に流れ込んだために壊滅的な被害

を受けた。また、上水道の取水場も約50セ 一
ごへ｀
へシ＿

▲流木が押し寄せた飯野地区簡易水道の取水

浄水場
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ンチ冠水、ブロック矛打の一部が崩壊し、フェンスも倒壊した。被害は少なかったが、須藤

地区簡易水道の取水場も約30センチ冠水した。上水道、須藤地区は、那珂川の水位がもう

少し高かったら被害は莫大な額に上がったと思う。

配管の関係では、 3施設で、橋りょうに添架している管の流失が 3カ所、破損が 5カ所

（伏越 1カ所）、埋設してある管の破損 7カ所、露出した管が22カ所、給水管の破損105カ

所と甚大であった。

また、家屋の流失等により、批水器 8個が行方不明となり、蛇口、ポイラー等の被害も

174件に達した。

家を流出した人や井戸水を使用できなくなった人達も多く、 8、 9月の 2カ月間の批水

器の開閉栓は96件となり、通常の 3倍の届け出となった。後日行われた国道・県道・町道

等の災害復旧工事のために、配水管 2カ所、給水管 5カ所の布設替工事を行った。

水道の被害状況
（単位千円）

区 分 上 水 逍 飯野地区簡易水逍 須藤地区飾易水逍 被11f額

0冠水0.5m 盛土一部流失 0水没1.7m 盛土流失 冠水0.3m 盛土一部流失

0プロック積崩壊(2カ所） 〇テレメーター卦忍屯気計装槃、 OJI又水，}ト溢水

l =38.Sm 86.0m• モーター、送水ボンプ、プロ

0フェンス及ぴ！’＇ 1扉倒壊 アー、滅歯機、残塩計水没、引

取水場の被iIf
ネットフェンス83.7m大型引 込屯柱、引込屯源盤倒伏flll災 24.930 

戸 1碁 〇浄水池まわりの配管破1/l、浄化
槽流失

0ネットフェンス及ぴI'’l廊倒壊
ネットフェンス125.0m、大型引

戸 11&

0林橋添架部(SGPSOA)流失 0牛越橋添架部(SGPSOA)流失

0観光橋 11 (11 50A) 11 

橋りょう添架 0滑川 橋 " (" SoA)破!JI
部及ぴ伏越部 0弾正橋" (11 100A) 11 

21,110 

の流失・破損 0桔梗橋 II (II SOA) II 

〇砂田橋 II (II lOOA) II 
0十石橋伏越(" 80A) " 

0下新町地内(ACP,f,100) 0下1ぎ又地内 (VP(PR),/, 100) 

0上砂田地内(VACP,f,P,f,507)5 
0坂井中地内 (VP(PR),f,100)

〇林地内( ) 
0,！翡1’'］西地内 (VPef,50)

配水管の破狽 0大藤地内(ACP¢75) 5,020 

※国 逍294号線坂井下地内
(ACP,f,75) 
0斑県道下伊勢畑・増井線林地内
(ACPef,75) 

0上新二区、北1：/i100112)、桔梗町(2)、 0栗生(2)、本郷、所．． れ、渕f11(3)、 0飯野北、東地内

中小井戸、榎本町、河井水源逍 尾軽、秘生田、下；庁又―I又 坂jJ; DIP(A)、VP管

配水管の露出 路 中、 1L石 ,/,100-¢,50 計 2カ所 3,000 

DIP(A)、ACP、VP(PR)管 DIP(A)、VP(PR)符

,f,250-¢,50 計 8カ所 ,f,200~,f,75 計12カ所

連合給水管の 0下砂田地区外 10カ所

破損及ぴ露出

0黒田西地区外 8カ所 2,000 

批水器の破損 6佃 2個

及ぴ流失

a1- 25,390 T・l1J 26,170 刊’l 4,500 T・l'I 56,060 

48 



水道加入者の被害状況

区 分 給水管 蛇 ロ ポ湯沸イ器フ等ー 温水器 メーまター その他 計 被害 額
(（" 9 t1:9 9 11~’ わ9り11~’ { ｛1: 9 (（1 9 (T・l11) 

屋 内 22 23 38 2 19 104 2,546 

屋 外 65 13 53 11 15 157 4,221 

計 87 36 91 13 34 261 6,767 

(3) LPガス施設の被害

LPガス施設は、一般消股者家庭で、家屋の流出・倒壊・浸水によって、 LPガス容器

の流出、配管の折損、ガス施設の冠水など、 736戸、 1,908件の被害があった。また、 LPガ

ス販売所の被害も大きく、事務所内への浸水により、台帳等の水没等で後まで影蓉する被

害が 6件あった。 LPガス容器の被害は242本で、うち168本が回収されたものの74本がい

まだに不明である（その後、回収が進み、昭和62年 6月末では53本不明である）。

L pガス販売所および消費者の被害状況 昭和61年 8月31日現在

販 志Jし 所 消 骰 先

麟{9J t9 i町環99/？‘k) | 車 両9t99 1台帳99’) 
被 害 戸 数 被 害 件 数 ((1)1 被害傘ぎ〗(I') 

流出
半壊

床上 床下 コンロ
風呂釜

ガスi蘭il配管折 メータ•— 調整器

全壊 浸水 浸水 楊悔器等 昔報器 損等 交換 交換

6 I 1 I 41 231 61 21 43 642 30 547 67 423 137 339 4011 8,349 

L pガス容器の被害状況 昭和61年 8月31日現在

区 分 流出（埋土を含む） 回 Ji又 未 回 収

容器の種類(kg) 50 20 10 他 計 50 20 10 他 計 50 20 10 他 計

J阪 売 所 13 74 62 1 150 6 55 33 

゜
94 7 19 29 1 56 

消 骰 先 8 29 55 

゜
92 5 24 45 

゜
74 3 5 10 

゜
18 

計 21 103 117 1 242 11 79 78 0 168 10 24 39 1 74 

し
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4. 土木関係の被害

(1) 概要

被害は町内全域にわたり大きな被害をもたらした。

本町の年間の降水謳は1,400ミリ程度だがこの台風10号で降雨箪300ミリ以上を記録し年

間降雨量の 5分の 1が 4日・ 5日の両日で降ってしまった。このため広範囲にわたり激甚

な被害が発生した。

(2) 河川の被害

50 

河川の被害は243カ所で32億6,715万

6,000円である。

河川の管理別にみると、県管理河川103カ

所26億7,750万9,000円 (82%) 町管理河川

5カ所1,588万4,000円 (0.5%）、その他の

河川135カ所 5億7,376万3,000円 (17.5 %) 

であった。 ▲各所で決壊 Lた逆川

河川の被害状況 （単位千円）

区分 箇所数 河川数 被害額

県管理河川 103 10 2,677,509 

町管理河川 5 1 15,884 

その他の河川 135 44 573,763 

計 243 55 3,267,156 

県管理河川の被害状況 （単位千円）

河川名 箇所数 被害額 河川名 箇所数 被害額

逆 JII 56 2,221,527 鮎田川 6 24,524 

塩田川 4 31,677 高田川 5 27,487 

坂井川 7 25,212 神井川 1 5,589 

深沢川 11 289,657 菅又川 2 2,182 

木須川 7 39,685 八反田/II 4 9,969 

計 103 2,677,509 



町管理河川の被害状況
（単位千円）

河川名 I箇所数1 被害額 1 摘 要

菅又川 5
 

1s, 884 I準用河川

その他の河川の被害状況
（単位千円）

河川名 箇所数 被害額 河川名 箇所数 被害額 河川名 箇所数 被害額

生井川 6 75,212 所草川 1 6,394 塩田川 2 7,420 

大沢川 4 19,779 烏生田川 2 58,624 誓‘岱 1 2,352 

平沢川 2 6,457 桜 /II 3 4,313 行田川 6 16,021 

桧山川 ， 41,481 坂井川 2 2,748 関根川 4 12,352 

竹原川 10 29,405 菅又川 4 4,689 菖蒲沢Ill 2 4,207 

割石川 1 3,996 元古沢/II 1 1,374 鐙石川 3 22,Jl85 

高田川 5 12,728 山中川 2 5,720 篠田川 1 2,919 

神井川 3 21,463 百目鬼Ill 5 6,743 四ツ川 1 5,051 

余洲川 8 15,691 門庭川 2 2,631 入山沢川 1 7,465 

根本川 5 10,995 後沢川 2 5,481 西入沢/II 1 783 

三枚坂Ill 1 3,861 牧 /II 2 9,373 大租日川 1 6,745 

梨沢川 1 4,604 原 /II 1 4,619 深沢川 2 33,489 

鮎田川 3 30,192 お士お川し 3 9,205 宿川 3 9,254 

八溝川 2 7,106 床ノ沢｝II 5 13,521 吹田川 4 11,503 

赤坂川 4 3,252 根古屋Ill 4 10,060 計 135 573,763 

砂防指定の被害は、鮎田川 1カ所520万8,000円であった。

(3) 道路の被害および橋りょうの被害

道路の被害は420カ所で 9億7,089万6,000円である。

道路の種類別にみると国道15カ所、 3,896万8,000円、県道44カ所、 1億4,540万7,000円、

町道361カ所、 7億8,652万1,000円、である。橋りょうの被害は 6カ所6,291万9,000円であっ

た。

▲流失した飯野・牛越橋
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道路および橋りょうの被害状況
（単位千円）

道 路 橋 り よ う

区分 箇所数 被害額 路線数 区分 箇所数 被害額 橋りょう数

国 道 15 38,968 2 県道橋 2 920 2 

県 道 44 145,407 12 町道橋 4 61,999 4 

町道 361 786,521 173 

計 420 970,896 187 計 6 62,919 6 

国道の被害状況 （単位千円）

路線名 箇所数 被害額

目道123号線 5 10,959 

国道294号練 10 28,009 

計 15 38,968 

県道の被害状況 （単位千円）

路線名 箇所数 被害額 路線名 箇所数 被害額

宇都宮笠問線 4 12,393 上宿桜田線 8 49,085 

郁須懇羽茂木線 3 12,269 中飯岩瀬線 4 18,104 

水戸茂木線 5 7,924 山内大藤線 3 12,565 

御前山芳質練 5 6,870 赤沢茂木練 2 6,986 

黒田市塙真岡練 1 4,517 牧野大沢線 2 3,658 

下平上境線 4 6,109 下伊勢畑増井線 3 4,927 

計 44 145,407 

町道の被害状況 （単位千円）

路線名 箇所数 被害額 路線名 箇所数 被害額

罰翻烏生田線 5 7,183 坂井平線 3 10,727 

日野辺刈生日緑 3 6,833 神井木幡線 1 2,824 

茂木九石線 3 8,502 高岡小宅線 2 5,255 

中郷光福線 3 5,937 飯野河井線 1 4,178 

北滝中郷線 6 9,142 大禰小井戸線 5 15,744 

馬門河井線 1 1,629 桔梗中郷線 2 2,200 

立石生井線 1 1,421 坂井天矢場線 1 3,207 

烏生田竹原練 3 6,157 久保桧山沢線 1 3,397 

赤石刈生日線 4 8,166 馬門十三曲線 3 5,669 

尾軽渕田線 2 3,772 広見田日野辺線 1 2,033 

千本平線 4 5,666 天子柳沢線 2 1,946 

千本上管又線 2 1,414 木幡天子線 3 13,374 
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（単位千円）

路線名 箇所数 被害額 路線名 箇所数 被害額

下菅又上菅又線 2 3,881 篠日土地越緑 ， 25,782 

持乃倉小井戸練 5 16,774 木幡大平線 1 1,172 

神井鮎田線 1 1,136 千本刈生田線 2 2,873 

大帷子線 1 3,865 山根麦久保線 3 16,796 

河井小深線 2 5,171 大門尾軽線 2 3,480 

高畑 線 1 2,024 尾軽立石線 5 16,392 

烏生田大畑緑 2 6,653 渕田所草線 3 10,238 

下り松吹上線 2 7,131 立石所草線 2 2,380 

戸崎中郷線 1 3,126 堂久保本獅線 3 20,053 

塩前烏生田線 3 4,802 中根石末線 2 8,330 

竹原生井線 6 10,653 西0)内新田線 1 2,483 

古内線 3 7,708 布沢線 1 3,552 

下管又狐穴線 2 4,361 中根増井線 1 924 

田谷松本線 2 13,584 上神井線 3 3,737 

田谷中線 2 1,660 花田銭神道線 1 4,369 

前山板戸線 1 1,563 神井森作線 2 4,617 

天矢場下菅又線 2 1,135 木幡前久保緑 2 3,831 

三田内線 1 1,278 茂木上神井線 2 7,076 

上管又広見田練 2 2,983 精進携ーの鐸緑 2 2,735 

狐穴上菅又線 1 2,593 天子斧久保線 2 8,972 

涌井長久保線 1 4,137 仏相線 1 1,763 

町田芋渕線 1 8,952 清水山口線 1 2,699 

馬場四ツ／1|線 2 2,237 林石沢線 7 23,241 

四ツ川線 2 5,709 山口奈良駄線 4 10,598 

山口線 1 1,440 三坂十文字林線 2 2,998 

山口入線 1 781 神井鮎田線 1 1,459 

深沢岩の入緑 1 603 青梅鮎田線 6 19,332 

高岡小宅線 1 3,998 三沢線 4 9,625 

引内河原線 1 2,619 上鮎日余洲線 6 10,671 

中町田線 1 1,705 根本新福寺線 8 15,021 

田谷並松線 1 1,425 福手並柳線 5 5,966 

坂井下郷線 1 1,207 鐙石線 2 7,153 

深沢大羽線 1 506 久根下山神線 1 2,951 

上新砂田線 1 1,748 並柳焼森線 1 497 

茂木上神井線 1 3,398 八構三枚坂練 2 2,202 

桧木茂木線 1 3,110 一本杉河原内緑 1 5,151 

下神井線 3 7,494 青木前小櫃練 1 1,705 
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（単位千円）

路線名 箇所数 被 害額 路線名 箇所数 被害額

三坂北山日線 3 4,959 杭手橋石河原線 3 6,979 

高野坂桜線 1 3,872 谷津前栄田線 2 3,480 

吉ケ入線 2 2,970 桜栄田線 1 817 

堀の内加納谷tIt様 2 3,410 河原ーツ橋線 1 781 

藤谷津橋線 1 1,953 ヒサゴイ山下練 2 1,305 

堂下水名原線 2 1,775 石沢線 2 1,859 

正神場明通線 2 4,866 鉾田篠田線 5 4,174 

硯石新福寺線 1 1,634 練藤線 1 1,030 

小山原線 3 13,912 田中前台の前練 1 1,363 

吉添今宮線 3 8,624 出口前星の宮緑 2 2,744 

寺下今宮線 1 9,260 横手桜木線 2 6,782 

飯島二松田線 3 7,343 対面楊條順楯線 2 1,318 

二松田境の内線 2 1,736 筑内線 1 2,593 

花立戸線 1 2,095 倉本台の前線 2 1,613 

境松線 2 1,374 柵内タンガン魏 1 621 

柿木田線 1 3,443 寺所北線 1 2,051 

倉本岩の入線 1 2,383 水の木庚串塚線 2 2,383 

吹田北線 1 558 門庭坪線 1 1,089 

吹田長坂線 1 2,877 片倉堀の内線 1 568 

小深河又線 5 8,089 宿長倉線 2 1,065 

入郷河又線 2 1,076 牛河辺線 1 2,735 

小原沢入腐緑 3 4,538 義明線 1 1,133 

甲大子線 1 761 後郷東線 2 1,468 

山崎元古沢線 1 699 滝(/)脇天神坂緩 1 1,513 

後腐小井戸線 3 1,419 塩日桐ケ久保緑 2 2,544 

城山公園線 2 3,232 田谷中線 2 5,070 

榎本八幡線 1 1,364 梅沢並松線 2 5,862 

茂木福手線 2 1,434 岩崎天矢場練 1 1,278 

黒田長芝線 1 1,705 岩崎梅沢線 1 1,900 

黒田生井線 3 9,467 小井戸八幡線 2 3,081 

天矢場谷日線 2 2,635 光福館線 1 1,882 

三条目寺内線 1 578 戸崎中綿線 1 1,811 

道木橋線 5 3,024 寺山入郷線 1 497 

烏生田大領線 1 2,664 根岸川面線 1 557 

九石立石線 5 11,164 十石橋線 1 1,971 

後谷線 2 3,226 三条目東角線 2 2,767 

馬舟谷口線 2 3,440 三坂中線 1 2,984 

赤沼大橋線 1 944 計 361 786,521 
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▲路肩決壊の町道堂久保本郷線（町田地内） ....路肩決壊の町道天子斧久保線（天子甲地内）

橋りょうの被害
（単位千円）

橋りょう名 被害額 摘要 橋りょう名 被害額 摘要

牛越椅 59,509 流出 弾正橋 380 イ甜ii壊

滑川橋 460 一部lll壊 林 橋 920 'む"ー格四をii含壊

観光栂 1,650 流出 計 62,919 召点Iii9i懐v3g橙-

▲欄干が一部流された弾正橋

(4) 公園の被害

公園の被害は榎本児蛮公園93万円、並松

運動公園 1,373万円であった。

▲欄干が流されてしまった林橋

~
水
の
力
で
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(5) 住宅の被害

住宅の修理対象戸数、半壊は71戸、一部破損11戸であった。

▲土砂崩れによる被害（立石地内） ▲洪水による被害（桔梗町地内）

(6) その他の被害

56 

その他の被害は地滑りおよび急傾斜地の被害として9,450万円である。

（単位千円）

事 業 名 箇所数 被害額

緊急地滑り対策事業 1 77,100 

緊急急傾斜地崩壊対策事業 1 17,400 

計 2 94,500 

崖崩れによる被害

崖崩れによる被害箇所は、 8カ所で人的被害は 2人となっている。家屋の被害は 8カ所で

その内訳は全壊 3棟、半壊 3棟、一部損壊 2棟であった。



5. 農林水産業の被害

(1) 概 要

農林水産業の被害は20億3,664万8,000円で、その内訳は農業被害は10億2,766万6,000円

(50.5%）、林業被害は、9億8,355万7,000円 (48.3%）、水産物被害は2,542万5,000円(1.2%)

である。

農業関係の被害は農地、農業用施設が222カ所、 2億1,858万1,000円、農作物の被害は

1,141.7ヘクタール6億3,026万円、畜産物の被害は、 267万5,000円である。

林業関係の被害は、治山の被害154カ所、8億9,410万円、林道等の被害37路線6,970万7,000

円、山林、林産物等の被害 1,975万円である。

水産物関係は、魚類、養魚施設の被害で2,542万5,000円である。

(2) 農林水産業の被害

区 分 概 要 被 害 額

農幽業用施地設 阻所畑、頭流首出埋工没損壊等i、o2力2所8、3ヘ揚ク水タ機ー損ル壊、2水カ所路、損橋壊3り9カょ所う流道出路6損カ壊所48カ 218,581 
農

農工作芸物作物の被、害桑等、1）14捉1蚕7ヘ、農ク協タ倉ー庫ル保（水管稲物、被陸害稲、、ヒ岬ニ菜ー、ル果ハ樹ウ、ス飼、料納作屋物、農作物等 806,410 

業 畜産物等 家畜、家きん、畜産物（生乳）畜舎等 2,675 

小計 1,027,666 

治崩 壊 地山 荒廃深流及び山腹崩壊地154カ所 (12.13ヘクター）レ） 894,100 

林 林道 等 林道 9路線、作業道28路線 69,707 

山 林 人口林5.87ヘクタール 天然林6.26ヘクタール 16,430 
業

林産物 シイタケほだ木、4,300本 3,320 

小計 983,557 

｀ 
水産物等 魚類、養魚施設 25,425 

小計 25,425 

合 計 2,036,648 

（単位 千円）

(3) 農業の被害

農業の被害は農地及び農業用施設が2億1,858万1,000円、農作物が6億3,026万円、養蚕

が25万2,000円、共同利用施設が608万4,000円、非共同利用施設が2,689万円、農協倉庫

保管物が1億4,292万4,000円である。

農地および農業用地施設の被害

区 分
数 量

被害額
件数 咀閂 （千Fl)

農 地 117 22.83 88,793 

水路損壊 39 42,789 

農業用施設
道路損壊 48 48,365 

頭首工損壊 10 15,907 

揚水機損壊 2 11,212 

橋りょう流出 6 11,515 

合 計 222 22.83 218,581 

◄
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(4) 農作物の被害

区 分 被害面積(ha) 損害量 (t) 被害額（千円） 備 名平

水 稲 815 748 231,282 

陸 稲 13 0.8 232 

野 菜 6.2 19.8 5,266 
トマト、キュウリ、
ナス、インゲン

飼料作物 6.5 97.8 1,481 デントコーン

果 樹 0.1 50本 215 ユズ

工芸作物 273.4 748.4 387,122 コンニャク、タバコ

桑 1.5 0.7 1,260 

その他 26 105.8 3,402 

計 1,141.7 1,721.本3 630,260 50 

区

蚕

蓑蚕の被害

（単位千円）

分 I数砿 I被害額

E
5
 

3
 

252 

(5) 共同利用施設の被害

米麦低温倉庫の被害

（単位千円）

区 分 被害額

動 力 盤 300 

低温パッケージ 427 

低温倉庫 1,932 

計 2,659 

コンニャク処理加工施設の被害

（単位千円）

区 分 被害 額

コンニャク乾燥機 542 

地下、既設タンク 2,883 

計 3,425 

(6) 非共同利用施設の被害

（単位千円）

小 破 中 破 大 破 全 壊 計
施 圭ロ凡 名

被害紐 被書金額 被害枇 被害金額 被害金額枝害金頷 被害ftt 被害鼠 被也金額 被害紐

ビニールハウス ］棟 4, 500 1棟150m' 4,500 l,500m' 

パイプハウス l棟 50 1棟33m' 50 33m' 

育苗ハウス 11粛 50 1棟33111' 50 33m' 

飼料 タンク 1基 80 l基 80 

バルククーラー 1基 650 1基 650 

納 屋 塁 16,200 4棟 5,360 42820棟m' 21,560 120m' 

計 1基19棟 21,350 1基6棟 5,540 22基.04265m梱' 26,890 1.860m' 186m' 
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(7) 膜協倉庫保管物被害

（単位千円）

区分 数紹（俵） 被害額

米 (30kg)13, 660 121,091 

麦 (60kg) 504 5,649 

肥 料 1,193 

飼 料 30 

農 薬 416 

コンニャク荒扮 11,050 

その他 生活資材等 3,495 

計 142,924 

(8) 畜産の被害

畜産の被害は、家畜の死亡等、畜舎の損壊、また畜産物においても道路の決壊により

生乳を廃棄する等の被害を受けた。

家畜の被害
（単位千円）

畜産物の被害
（単位千円）

区分
被 害 頭 数

死亡行方不明
被害額 区分数謎 I被害額

乳用牛 1頭 500 生乳 8 t 800 

豚 1頭 45 

猪豚 2頭 600 

計 2頭 2頭 1,145 

畜舎の被害は牛舎で73万円である。

(9) 林業関係の被害

林業関係の被害は、降雨足300ミリ以上の集中豪雨のため山腹崩壊、林道、作業道の路

肩決壊、路面洗掘等、スギ、ヒノキの造木材の倒伏、埋没等、また林産物の埋没等、大

きな被害を受けた。

（単位千円）

区 分 数 鼠 被害額

治 山 崩壊地 荒廃漢流、山腹崩壊154カ所Cl2.13ha) 894,100 

林道 路線数 9路線 (25カ所） 52,057 

作業道 路線数 28路線 (76カ所） 17,650 

人口林 5.87ha 10,859 
山 林

天然林 6.26ha 5,571 

林産物 西特’ま月1林物 シイタケほだ木4,300本 3,320 

計 983,557 
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(10) 治山の被害状況

区分 カ所数 数絨 被害額 区分 カ所数 数最 被害額 区分 カ所数 数涵 被害額
ha 千l'l h a 千ド1 Im 千l'I

北裔岡 15 1.13 88.400 桧山 3 1.26 63,600 飯野 4 0.40 28,000 

飯 10 1.33 111,900 深沢 7 0.51 23,700 馬門 3 0.26 16,000 

福手 8 0.76 19,500 下管又 1 0.03 2,000 牧野 3 0.40 83,000 

＇・小山 2 0.04 4,200 河又 1 0.01 1,200 生井 3 0.18 13,000 

茂木 1 0.03 5,000 千本 5 0.16 11,000 烏生田 6 0.16 12,200 

小貫 12 1.58 124,800 入郷 4 0.29 24,500 大瀬 2 0.11 5,500 

鮎田 17 0.59 49,900 坂井 2 0.11 10,000 町田 10 0.62 47,500 

青梅 1 0.01 400 山内 8 0.55 50,000 小井戸 3 0.34 23,700 

上菅又 4 0.62 26,000 神井 6 0.28 13,900 上後郷 3 0.05 4,000 

黒田 2 0.05 11,500 木幡 3 10,000 計
',i蔚 I”’ 千Fj

0.11 154 12.13 894.100 

竹原 3 0.05 3,700 林 2 0.11 6,000 

▲渕田地内の山崩れ

(It) 林道の被害状況

路線名 箇所数 被害数 路線名 箇所数 被害額

放桧山線 5 7,830 赤堂線 4 6,172 

辰沢線 5 16,902 牧野小原沢線 1 2,225 

小貫深沢線 5 10,002 大桶平裔津戸練 1 4,401 

台の前線 1 1,305 裔Ill新日並柳緑 1 1,058 

大瀕栗生線 2 2,162 計 25 52,057 

（単位千円）

の
り
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(12) 作業道の被害状況
（単位千円）

路線名 箇所数 被害額 路線数 箇所数 被害額 路線名 箇所数 被害額

農田下ノ内線 4 3,500 五蔵線 2 200 中山線 2 100 

竹原後田線 2 1,000 池ノ入線 3 500 小貫2号線 2 700 

梨ノ木沢線 7 850 小貫4号線 2 300 神井中山線 2 100 

大峯線 6 500 神井育谷津線 6 300 鮎田割石線 2 500 

菖蒲沢南線 2 200 長崎入線 3 1,500 雨巻笹原線 1 500 

ウグイス線 2 500 小貫 1号線 6 1,900 鮎田上線 2 700 

下菅又狐穴線 2 700 小井戸3号線 1 300 河井大沢線 1 100 

小井戸 1号線 2 200 郷南1号線 3 200 松ケ峯線 1 200 

小井戸2号線 1 100 小貫5号線 1 400 計 76 17,650 

鎧石線 2 100 小貫3号線 6 1,500 

▲路肩が決壊した黒田下ノ内線（黒田西地内） ▲道路が流出してしまったウグイス線（鮎田下地内）

(13)水産物の被害

水産物の被害は、 2カ所で2,542万5,000円である。

水産物の被害状況

区 分 数 軍-"' 被害額 備 考

魚 類
kg f・ I’l 

鯉マ2ス004k, g2 、00鮎kg8 , 00 0 kg 12,400 19,425 

養魚篇設 ’’'，)「 6,000 
管理椋、1じ気設備、井戸

2 モーター冷i束冷蔵血、池等

計 25,425 

61 



6. 商工業関係の被害

(1) 商工業災害の状況

62 

商工業関係では、町中心部の市街部が大

きい被害を受けているが、これは、逆川・

坂井川が氾濫し、あふれた水が鉄砲水と

なって押し寄せたためで、町内は一夜にし

て、ヘドロやガレキの山と化し、工場や商

店街も甚大な損害を受けた。被害額は、総

額65億円余に達した。

▲泥だらけになった商店内

被害を受けた事業所およぴ被害額
（単位千円）

業 種 事 業 所 数 被 害 額

工 業 35 1,000,000 

卸小 売 業 220 3,446,000 

飲 食 業 38 

そ 他 140 
2,100,000 

の

合 計 433 6,546,000 

今回の災害により、激甚災害の指定を受けるため、中小企業庁の指導により、県におい

て被害に関する実態調査を緊急に実施することとし、茂木町の被害の状況を 8月19日～21

日までの 3日間、商工労働部経営指導課が中心となり調査を実施した。その結果をもとに

して 9月26日の閣議で茂木町が激甚災害に指定され、 9月30日施行となった。



7. 医療関係施設等の被害

茂木町の医療施設は、そのほとんどが町内に集中しているため水害に遭い医療機関の機能

が停止した。炎暑の中で伝染病の発生が心配されたが、いちはやく芳賀赤十字病院の救護班

が役場に置かれ応急処置にあたった。

また、保健所（真岡、佐野、足利）の応援を得て防疫薬剤散布を実施したため伝染病等の

患者は発生しなかった。

施設の種類 施設数 被害施設数 被害の状況

病 院 1 1 床上浸水

医 院 6 4 床上浸水

歯科医院 4 3 床上浸水

接骨 院 5 4 床上（下）浸水

マッサージ 8 7 床上浸水

計 24 19 
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8. 文教関係の被害

文教関係の被害は、集中豪雨により逆川が氾濫したため、逆川流域の学校施設が土砂崩れ、

浸水等の被害を受けた。特に浸水のひどかった給食センターは調理機器が泥水につかり給食

機能をマヒした。また、町民センターは別館ホール、倉庫が浸水にあったが、そのほとんど

を救援物資配布所として使用した。町営プールは、夏休みの利用期間中であるにもかかわら

ず休業した。

今回の被害は、たまたま夏休みということもあって、児童、生徒や授業等に直接被害がな

かったことが幸いであった。

文教関係の被害額は、公立学校施設関係被害3,004万4,000円、社会教育体育関係被害2,197

万8,000円となっており、被害総額は5,202万2,000円。

公立学校関係被害状況

施 設 名 施設数 被害施設数 被害金額 被害状況
(f,f'JI 

小 学校 13 4 17,935 土砂崩れ等

中学校 4 2 4,915 II 

高等学校 1 

゜ ゜給食センター 1 1 7,194 I床上浸水

計 19 7 30,044 

.....町民センター付近の浸水

社会教育社会体育施設等の被害状況

施設名 施設数 被害施設数 被害金額 被害状況
i 1―a }リ）

公 民 館 1 1 7,980 床下浸水

地域公民館 73 2 228 床上浸水

運動公園 1 1 13,730 法面崩壊

町営プール 1 1 40 泥流入

計 76 5 21,978 
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9. 役場および公共施設・金融機関の被害

(1) 庁舎内の被害

庁舎内の浸水状況は、周りの水位の上昇につれて、しだいにその高さを増し、やがて庁

舎南側のサッシ戸が音を立てて破れ、泥水がせきをきったように流れ込み、一瞬のうちに

80~100センチの泥水の海となった。

この高さの書類、事務機器は、消防交通係などによって 2階に運び上げた戸籍簿の一部

を除いては、すべて泥水に浸った。同時に県と町の防災無線の親機も泥水に浸り使用不能

となった。

泥水の引いた庁舎内は、あたり一面ヘドロと倒れた机、カウンター、散乱した書類でさ

んたんたる状況となった。

庁舎内の被害状況は、冷暖房機が水没したのをはじめとして、コンピューター、ワープ

ロ、複写機、印刷機などのOA機器、事務用品なども水に浸った。特に被害がひどかった

のは住民課の戸籍簿や税務課の土地台帳等で、住民課では、戸籍簿を元の状態にするのに

4~5年の歳月を要すると考えられる。また一階にある各課でも重要な書類や台帳などが

水に浸りダメージは大きかった。

被害額は、冷暖房機の修理や、庁舎の床の張替え、事務机や備品の賠入、書類や台帳の

修復のための費用などで4,100万円以上に達した。
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冠水による庁舎内の被害状況

課 名 書類関係の 被 害 その他の被害

機械室水没（冷房機・暖房機故障）

宿直室破損、電気室浸水

床（リノリウムの張替）

総 務
ファクシミリ 1台

ワープロ 2台 テレビ 2台

写真現像室破損、コピー機 1台
ロビーのイスー式 印刷機 1台

シュレッター 1台

戸籍簿 37冊 住民情報処理用コンピュータ（タ

除籍簿 22冊 スク80)

改製原戸籍簿 21冊 戸籍謄抄本発行用コピー機

戸籍・除籍見出簿 2冊 印鑑証明書発行用コピー機

電算関係書類、戸籍住民関係 タイプライター 2台

住 民
綴等、住民課関係書類 認証器 1台

窓口関係用紙類 除籍謄本発行用リーダープリン

住民移動関係書類 ター

有償バス関係書類 戸籍簿保管庫 2基

国民年金手帳（全住民） 机・イス、 10組
国民年金関係書類

外人登録関係書類

保健衛生関係書類 薬剤収納小屋破損

保健 衛生
医療記録レセプト個人台帳 自動血圧計 1台

保健指導用ビデオ・スライド 動力噴霧機 1台

等 1式 机・イス、 14組

生活保護者台帳 防災無線機 8台

消防団員名簿 防災無線親局 1局

厚 生
消防団基金に関する文書 机・イス 8組
戦没者遣族援談に関する文書

引揚者援護に関する文書

厚生課関係書類

道路台帳、工事関係綴 トランシット 1台、カメラ 2 
設計図面、用地測量図 台

用地契約書類、道路占用台帳 机・イス 14組
建 設 登記嘱託書綴 測羅器具ー式

都市計画関係書類

建築関係書類

都市公園関係書類

農林業関係綴 パソコン 1式（農林事務処理用）

農業振興地域計画図 レベ）レ
水田再編野帳

トランシット
森林簿

農 林 土地改良関係書類 シュミットハンマー 各 1台

用地契約書類 コンパス

用地測誠図 カメラ
登記嘱託書類 机・イス 14組
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課 名 書類関係の 被 害 その他の被害

農家台帳 60冊 机・イス 4組

農地銀行台帳

農業委員会
農業者年金被保険者カード

(270枚）
嬰地移動関係受付簿

s. 40~61 

農作共済関係書類100冊 机・イス 7組

蚕繭 II 20冊 カメラ 1台

農業共済 家畜 II 40冊
園芸 II 15冊
建物 II 50冊
業務 II 20冊

農家台帳 5,000枚 机・イス 13組
課税基本台帳 5,000枚 計算機 5台

納税申告書 6,000枚
納税者一覧表 7冊

税 務 土地台帳 80冊
課税台帳 17冊
名寄台帳 17冊

公 図 2,285枚

計算書 205冊

60年度出納証書（全部） 金庫カギ・扉の耐火材とりかえ

定期証書 ワープロ 1台
出 納 室 机・イス 5組

電話器 1台

応接セットー式

契約書関係書類 ビデオカメラ 1台

商工関係・観光関係・消費者 ビデオ 多数

関係 カメラ 1台

金融関係・中小企業関係・雇用 机・イス 5組

対策協議会関係の台帳・書類

商工観光 陶土工場・大瀬キャンプ場・

観光物産会館・牧野運動公園

等の施設関係の書類

写真および写真のネガ

1,000枚
パンフレット類 30,000部

道路・河川占用書類 水道料金計算用コンピューター

各種契約書 ー式、貯蔵品倉庫水没

水道事業認可関係書類 カメラ 3台

水道完成図書 漏水探知器 1台、発電気 1台

水 道 給水工事受付台帳 自記録水圧測定器 1台

給水台帳 ハンマードリル 1台

オフコン用帳票 (1年分） 計算機 10台
施設管理簿 机・イス 10組、木製ロッカー 2個

握水器台帳 冷房機・暖房機各 1台
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(2) 庁舎外の被害

庁舎外の水位は 1~1.5メートルに達し

た。駐車場は濁流の通路となり、自動車や

生活用品、ドラム缶などが押し流されて

いった。

車庫の公用車、菩戒のため出勤した職員

の車、消防団員の車、出張中の職員の車な

どがすべて泥水につかり、押し流された。

100メートルも下流に流された公用車も

あった。 ▲水が引いた直後の役場前庭

濁流が去った駐車場はヘドロと土砂が厚くたまり、すべりやすく異様な臭いとともに、

自動車や流れてきた粗大ゴミがあちこちに散乱していた。

公用車、車庫等の被害は次のとおりである

公用車……自動車 41台（内 4台廃車）、バイク 5台（内 1台廃車）、自転車 3 

台（廃棄）

車庫……シャッターの破損 2カ所

駐車場……舗装の損偽 ヘドロの流入

門扉……破損 3カ所、フェンス損偽 1

倉庫 …… 2カ所（上郭内）

(3) その他公共施設の被害

施設名 被害の状況

消 防 水防小屋 1棟、消防自動車 3台、指令車 1台、協力隊車 1台

茂木郵便局 貯金保険端末機、事務機器、軽四輪 1台、オートバイ 16台、ボスト 9本
床上浸水95センチ、郵便、貯金業務 6日 保険業務13日開始

ふるさと 1階浸水、営業不能 9月10日開業 被害額1,049千円
セン タ ー

商工 会館 床上浸水60センチ、事務機器

陶土精製所 進入道路土砂崩れ 被害額 1万2,000円

大 瀬 バーベキュー棟横土砂崩れ、第 2ファイヤー広場上土砂崩れ
キャンプ場 被害額 121万4,000円

大瀬 無料 せせらぎ休けい所流出、公衆便所、駐車場浸水、被害額380万円
休け い所 橋 1カ所流出、道路、階段破損、被害額185万円

(4) 金融機関の被害

施設名 被害の状況

足利銀行 端末機、 AT機、 CD機、事務機器
床上浸水150センチ、 6日9時開店（コンピューター稼動）

宇都宮 同 上
信用金庫 床上浸水150センチ、 6日開店（ 7日コンピューター稼動）

栃木 相互 同 上
銀 行 床上浸水150センチ、 6日開店

茂木町農業 茂木支所のコンピューター端末機、自動支払機

協同組合 床上浸水10センチ、 6日より稼動



....街頭でのゴミ撤去作業

第 4章 応急的な復旧





第 1節 概 要

町は、災害対策本部を設置し、人命の救助を第一に考え、自衛隊の派造を要請するとともに、

災害状況の調査および把握を早急に行い、災害応急対策を実施し、被災住民の生活の安定と生

活環境等の緊急的な復旧に努めた。

▲ガレキ等の撤去作業をしている皆さん
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第 2節 生活関連緊急対策

1.生活用水

水道施設・設備の被害は、この激流の中で、どのくらいであるかは、確かめることは非常

に困難であった。

このような状況のもと、上水道については、 5日午前4時に、配水池のバルプを閉じた。そ

の後、水没している地域の水が引くのを待って調査点検を開始した。これにより、各箇所の

被害状況を調べ、安全とされる区域への給水は、午後から開始した。

しかし、橋りょうに添架されている水道管の被害が大きかったため、前後のバルプを閉じ

ておいた。

須藤地区簡易水道については、大瀬にある取水場が30センチ浸水したほか、

水が確認されたため、 5日午前8時に渕田配水場のバルブを閉じた。高畑系統、

水した世帯がなかったことは幸いであった。

飯野地区簡易水道については、取水場が完全に水没してしまい、当初は手のつけようがな

かった。この取水場の復1日は 6日～8日まで徹夜作業などの懸命な努力により、牛越椅が流出

して給水ができない飯野牛越地区を残して 8日には送水を開始することができた。 6日～8日

までの生活用水の確保として町は、給水車および給水タンク車を自衛隊・宇都宮市などの関

係機関の協力を得て、地理に明るい町職員が同乗し、給水活動を行った。

▲県内市町から応援にかけつけた給水車による給水活動
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生活用水の応急給水状況

支援市町村等名 給水機器対応車（トン車） 5日 6日 7日 8日 9日 合計

4.0 3台 3台 6台
自 衛 隊

2.0 1台 1台 2台

4.0 1台 1台 2台
宇都 宮 市

2.0 1台 1台 1台 3台

鹿 沼 市 2.0 1台 1台 2台

ム-r 市 市 1.0 1台 1台

小 山 市 2.0 1台 1台

国分寺 町 2.0 1台 1台

氏 家 町 2.0 1台 1台
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2.電気

電気は、日常生活において、欠かすことのできないものであるため、供給の停止による町

民への影響は非常に大きいものであった。電気の応急対策も、今回の災害発生時の重要なも

のの一つであった。

このため、束京電力株式会社栃木支社は、水害状況報告のもと、各営業所からの応援をは

じめ、関電工、栃電工、関束電気保安協会などから延べ584人の出動により、被害の復l日にあ

たった。この電気の復旧に出動した車両は延べ357台であった。

区 分 復旧出動人貝（単位：人） 復1日出動車両（単位：台）

月 日 8/5 6 7 8 ， 10 11 合 計 8/5 6 7 8 ， 10 11 合計

束 屯 91 33 29 23 13 6 12 207 28 16 14 25 19 8 11 121 

恨l 電 工 106 33 22 20 12 6 4 203 46 18 13 17 11 5 4 114 

栃 屯 工 27 13 21 17 8 8 6 100 12 6 8 7 4 4 4 45 

保 安 協 会 7 7 8 8 

営配サービス 12 2 14 2 2 

屯気工事店組合 11 11 11 18 12 5 46 

束屯屯気通信課 10 8 8 8 8 42 5 4 4 4 4 4 21 

＾ ロ

計 264 89 80 68 33 20 30 584 110 46 39 71 46 17 28 357 

また、床上浸水の家屋1,168軒については、 5日～9日までに、屋内の配線設備の調査を実

施した。この作業には、社員のほか、関電工、関束電気保安協会およぴ栃木県電気工事業工

業組合が加わり延べ124人が点検調査にあたった。

0調査内訳茂木営業所付近一帯 937軒

｝このうちさらに再調査313軒実施北高岡 付近一帯 186軒

大瀬・林付近一帯 45軒

0調査結果 良好 998軒 85.4% 

不良 170軒 14.6% ※不良170軒については不良箇所

計 1,168軒 100.0% を切り離して一部送電を行った。

参 考 （単位：軒）

区 分 良 好 不 良 計

次調査 824 344 1,168 

再 調 査 174 139 313 
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3.電話

NTT栃木支社およぴ真岡局の現地災害対策本部は一体となり、災害対策機器および復旧

要員を栃木支社管内をはじめ、関束およぴ全国へ出動要請、緊急復旧の体制を確立した。

この緊急事態に復1日作業員は、いち早く駆けつけ、台風一過襄夏の炎天下、堆柏した流出

物および泥水の中という悪条件にもかかわらず、不眠不休で復旧にあたり、 8日午後7時45分

に災害対策機器KD20大容飛可搬形電話装置がサーピスを開始した。このときには、全員か

ら自然に大きな拍手が沸きあがった。

電気通信設備の緊急復旧については、次のとおりである。

(1) 特設公衆電話の設置

浸水から10時間後の5日午前11時30分に水が引き茂木地区に入れるようになって、 4時間後

の午後3時には他局収容の6カ所に 8個の公衆屯話が設置された。その開通状況は次のとおり

である。

特設公衆電話設置状況

き9沢几 置 場所 収容局 設粧台数 運用開始時分 使用 機 器

茂 木 局 真 岡 24 5日午後 3時08分 T Z-403 

” t」甘lIL 子 2 5日午後 6時00分 ケーフ` ル

茂 木 北 局 緒川 3 5日午後 3時00分 ケーブル

逆 JII 局 笠 間 3 5日午後 6時45分 ケーフ` Jレ

茂木 小学校他 大 阪 40 6日午前 1時35分 術晶（新潟）車載局

茂木中学校 他 広 ＇食叩 39 6日午前 1時30分 衛星（名古屋）車載局

v町民センターに仮設された
「特設公衆電話」を利用する皆さん
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(2) 伝言取次ぎサービス

伝言取次ぎサービスは、屯話が不通となっている地域へ着信系通信を補うもので、この

システムは宇都宮電報電話局で伝言を受け付け、茂木町民センターヘファックス送信し、

あて名ごとに配達したもので、新間、テレビに報道され、全国から安否を気づかう人々か

ら2,046件の利用があり、町民より大変喜ばれ好評であった。

伝言サービス受付数およぴ配達件数は次のとおりである。

受 付 件 数 配 達 件 数
件月 日 残 数

当 日 累 計 当 El 累 骨1-

5日 395 395 71 71 324 

6日 986 1,381 593 664 717 

7日 457 1,838 995 1,659 179 

8日 156 1,994 335 1,994 

゜9日 40 2,034 40 2,034 

゜10日 10 2,044 10 2,044 

゜11 H 1 2,045 1 2,045 

゜12日 1 2,046 1 2,046 

゜
(3) C23K非常用移動電話局装置による加入者救済

加入者の通信を確保するために、 C23K非常用移動電話局を設置し、 KD20大容魁可搬

形電話局装置による全加入者救済までに、 663加入を救済し、通信の確保を行った。

(4) K D20大容量可搬形電話局装置の輸送と設置
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KD20大容批可搬形電話局装置のトレーラー輸送にあたっては、東京総支社烏山局から

埼玉県警、高速道路交通機動隊、栃木県警の協力のもとに、パトカーの先達を依頼し茂木

ヘ搬入した。

この装置により、全加入者を救済するため、大拭加入者データ、局データの原票を至急

作成し、 7日午後2時30分にはこれら必要なデータファイルなどが現地へ到着した。

復 1日作業の諸準備とともに、加入者宅の巡回、呼出試験、加入者回線試験およぴ回線開

通等の復旧のために大拭の動員を実施し、 8日午後7時45分には切り替えが完了した。



台風 10号に伴う茂木局電気通信設備故障復旧工事線表 凡 例 ----—作業期問
運用サーピス期間

項：～～～～ミ El 出 勁 先 8/5 8/6 8/7 8/8 8/士 9 8/10 8/月11 8/12 8/水13 備 考
（火） （水） （木） （金） （）  （日） （）  (K) （）  

閉茂
害発 生 ,¥:<13 19: 45回復 り応数

体 木 局） 。加入電話

関東総支社
3 : 48 災害対策室 20:00緊急支援本部 12:00解散 茂茂木木j局局 、1.27 1 

t 5 6 l 

8／・1準備斉戒体制 災害対策室 20:00 情報連絡室 。公逆衆電川話局
7 l 5 

栃 木支 社 3:30 
l 6: 30 8 3回線 (41個）

制
只岡電報電話局

8/,,祁備斉成(、K制 3: 20 災害対策室 0 公専衆用線 2 8 8回線

1 7: 00 。 線 2 7回線

孤立防止無繰
常時 設 置

6: 40 3箇所 町民センター・戊木町晨協

(TZ-60) ・逆川保育所に設匠

ケープル 笠緒問局， 塩子局． 10:2.5 15:00 6箇所 電話機 (S)台 t6:3o 戊木（塩子局 2台）．逆川（笠

特 （他局収容） 川局 •- -- ， ， 問局3台）．茂科t（緒川局3鈴

茂匠木局前•町民センター設設 T（ Z-403 宇都 宮 局
11:35 15:08 2臨所 電話機 (24)台 10:30 

公 一対向） l 
次

衆 肝．男藤 岡 3箇所 電話機 (43)台22:30 01:30 16:00 
茂木中学校設屈

電 （名 古 屋） l 
措

話
衛 星 車 栽 局

新 潟 22:30 3箇所 咤話機 (40)台01 :35 15:00 
茂木小学校設屈

（新 潟）
匠

支小社． 宇都応宮援局． 986/1.381 457/1.838 156/1.994 40/2.034 10/2.044 l /2.04 5 1/2.04 6 
伝言取次サーピス 1379:5 30 

9:00 
町民センター設屈

山局等応

C 2 3-K 宇郡宮 局
16:00 6:oo⑤ 663加入 19:,15 

茂木局設匠
優先

+--

加入者
宅（電話機内） 

17:00 109台 11:30 PBから DPに取替
(1 0 9) 

次

TZ-403 士浦局． 小 山 局
21:15 20回線 1,i:00 茂木北局～n岡局救済

措 公衆線

PCM り障回線 2 6 8 16:oo 12:00 

置

茂装木11'1:局のを P1とCM理 27回 線 戊木局～只岡局問のPCM
専用線 PCM 

16:0o 3:50 
回線を修復

KD-20 烏支社山竹局内（） 東京総 0:05 12:00 19：心 S) 4271加入
茂木局設置

一般 7---y ー一—

次 加入者
宅（電話機内） 

DP加入者のPBマルチ化(109台） 不出加入者等のローラ作戦 (3,823加入） 20:00 公衆電話 7 6回線回復

措 （家屋流失 2,BOX損失 5)

置
公衆線 PCM 烏山局．宇都宮局

16:00 6:25 252回線 PCM2 4-
PCM 2 4 B化

稼 慟 数（直営） 366 3 7 3/7 3 9 3 5 9/1,098 '137/1.535 282/ 1.817 160/1,977 200/2.1 77 157/2.334 94/2.4 28 
合計 3,0 l 2 名

99 （請負） 33 141/174 14 8/ 3 2 2 138/ 460 33/ 493 39/ 532 28/ 560 12/ 572 12/ 584 

7
7
 



7
8
 

真 岡 局

＼
 

Z 

／勺＼
::i'ら2号

PCM-24④ At 93回線〗口
（既設ケープル 2OOP) 

C 2 3k 

＼
 

園

ヽ

—
卜

し
二
二並

真岡局～茂木北局

④At 2 o回線

緒川局

茂木北局

は：ミ入'{f 
窃

茂
窃

小

窃
宇
都
宮
信
用
金
庫

学

校

IO 20 

木

駅

IO 

茂木小学校

入

|-加言

0
3
7窃
局

4
 

\
｀
〗
窃
町
民
セ
ン
タ
ー

l 4 

前

10 

窃

KD2 0 

応

木 局

EODXD 

窃 3
 

| （茨城支社管内）

I 

S D 6回線

18 0 m 

l 
塩子局

茂木中学校

＼
 

急

駐
車
場

窃
ス
ー
パ
ー

窃

町

役

窃

中

学

校

19 

名古屋準ミリ

（広島加入）

場

11 

復

13 

旧 概

窃
檜
山
地
内
・
小
林
タ
パ
コ
店

窃
青
梅
地
内
・
民

家

柱
上
接
続

逆

其岡～逆JII④At
2 2回線
（既設ケープル）

要

JI[ 局

窃

飯

駐

在

所

窃

郵

便

局

前

窃

局

前

SD 6回線

2 。に

笠問局

図



4. LPガス

LPガスの販売店は応急の対策として、激流にのみ込まれた家を主に、（社）栃木県高圧ガ

ス保安協会芳賀支部および（協）芳賀 LPガス保安センターの応援を受け、各消役者宅を回

り、調査・点検などを開始した。

まず、最初にしたことは、各家の倒れたボンベを起こすことから始まった。しかしながら、

販売店自身も被害に遭った中での、調査・点検は容易ではない作業であった。

50キロ4本立用集合装猥の立ち上がり配管接続部より破損し、ボンベともども流出した家や、

ポンベが外壁に固定されているところでは、ボンベと配管ごと流出した家などがほとんどで

あった。

これらの応急的なガス供給設備の復l日に努力し、災害後、 3日間で約50%、10日目には95%

の家庭での供給が可能となった。

また二次災害が生じなかったのは、ガス漏れはしていたが停電およぴ紆下まできた水のお

かげで点火源がなかったことも、不幸中の幸いであった。

応急措置を行っていて思ったことがある。それは、 LPガス50キロポンベが充瑣してある

状態でも、その比璽は水より低いのである。つまり、水に浮いてしまうということは分かっ

ていても、それを前提として、ガスの設備はしていないのが現状であった。しかし、心の救

いは、被害のひどい場所にもかかわらず、転到防止チェーンをプロテクターをとおしてかけ

たものや、供給管と圧力調整器の間のホースが金具付のものを使用していた設備は安全であ

ったことである。やはり安全設備はなくてはならないものであった。激流の中で、ポンベの

バルプが開いたまま、プロパンガスが液状で噴出しながら流れていくのを見たときは、どう

なることかと思ったが、関係機関の協力のもと、流出した LPガス容器の回収も 12日に実施

した。なお流出したボンベによる二次災害の危険の防止に対しても、安全措置対策の実施を

した。

LPガス設備の調査・点検の実施状況

月 日 8/5 6 7 8 ， 10-16 17-23 24-31 小計 未実施 合計

戸 数 343 341 322 279 258 494 330 277 2,644 56 2,700 

LPガス設備の復旧状況

月 日 8/5 6 7 8 ， 10~16 17-23 24-31 小計 未複旧 合計

戸数 112 177 160 182 118 145 34 8 936 ※ 14 950 

※ 未複旧は家屋流出、倒壊により不能となったもの
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5. 医療活動

町内の医療機関が全面的に診旅不能となったことから、日本赤十字社栃木県支部が芳賀赤

十字病院から、救護班を派造し、役場敷地内に救護所を設置し、救護活動を開始した。

被災を受けた町民に救護所の開設を知らせることは、町所有車が水害により全滅したため、

日赤車、警察の広報車により広報した。

予想したより、茂木の被害状況がひどいため、役場 2階公室を仮JI民所として使用し、 24時間

の医療活動を執った。

開業医の診療不能や各家庭の救急薬品等の流出により、この救護所の活動は町民にとって、

医療活動の拠点となり、一時は、救急カットバンでさえ不足気味となり、一人当たり数枚し

か与えられない状況であった。

この医療活動は、町内の開業限が一部診療を開始した13日までの9日間にわたって、芳賀、

足利、大田原の日赤 3病院からの救護班 8班60人にて診瞭にあたり、取り扱い患者も 1,542)¥. 

にもおよんだ。

救護班医療活動状況

班名 阪釈活動日 診釈恐者数 病院名 班名 限瞭活動El 診旅患者数 病院名

1現E 5~6日 121 芳賀赤十字病院 5plE 9-10 El 202 足利赤十字病院

2JlJJ: 6-7日 229 ” 6砂［ 10-11日 180 大田原赤十字病院

3Jl1E 7~813 319 ” 7））圧 ll-12EI 125 足利赤十字病院

4））圧 8-9日 263 大田原赤十字病院 8JlJE 12-13日 103 芳賀赤十字病院

計・ 9EJJl',J 1,542 

▲役場敷地内に設置された日赤の救護班
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6. 防疫活動

町はその機能がほとんど壊滅状態となったため、県に防疫活動の依頼をした。これを受け

県は、管轄の其岡保健所の職員を中心に、県庁、各保健所の職員により実施した。

(1) 実施体制

5日、真岡保健所長以下職員 3人が現地を調査し、その結果、伝染病の発生の予防を最大

の眼目とし、消毒班、保健班、査材調達の3班を設骰をした。

消毒は、 2人1組で20組編成を目途として、夏の暑い時期でもあるため、短期集中的に実

施した。また、あわせて、町民に対する広報および保健婦による健康チェック、生活指禅

を巡回により行った。

(2) 消毒作業

作業にあたっては、一部の町村の支援や民間業者による消誨作業の自主的な応援もあっ

た。

0日程 6日 伝染病発生防止のため、町内の20行政区へ薬剤を配付

62人による消毒作業（午前10時～午後7時）

7日 44人 ！I （午前7時～午後7時）

8日 12人 ！I (午前9時～午後7時）

※ 役場玄関前にクレゾール、消石灰を置いて随時配布した。

0噴霧器 33台

0薬剤クレゾール

日/

次亜塩索酸ナトリウム

消石灰

▲防疫活動に従事する県職員

3,400本（各戸配布2, 200本を含む）

3,100本（井戸消毒用）

46 t 
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(3) 検病調査

真岡保健所の保健婦を中心に、県庁から医師1人が派遣されて実施した。

OH程等 6日 医師1人保健婦6人による各戸巡回

7日 ” ” 
8日 保健婦 2人による各戸巡回

(4) 広報活動

82 

町の広報網を最大限に利用しながら、真岡保健所の広報車やチラシにより、伝染病や食

中毒の予防についての周知を行った。

以上のように、今回の被害が極めて大きかったにもかかわらず、伝染病の発生が1件もな

かったことは、防疫活動がいかに徹底されたかが評価されるものであった。



7. 廃棄物処理

浸水祉帯の多い町内は、ほぼ便所の機能が倅止してしまったため、 6日から七井のクリーン

センター、宇都宮市、佐野市からそれぞれ応援を得て、茂木中学校に大型バキューム車を配

置し、小型パキューム車で各家庭のし尿を、 2分の 1くむという処理方法をとった。 7日、各自

治体および、民間業者から、 17台の支援により、被災憔幣の収集率は40％に達した。 8日、道

案内のため、町職員がバキューム車に同乗し収集に当たり、ほぼ100％終了した。町外につい

ても、 7日から申し込み順に実施、逆川地区 2台、中川地区 2台、須膝地区 1台にそれぞれll|「職

員が同乗し収集した。この間にくみ取りした1止帯数は、 870戸、くみ取り収集したし尿は、 263.

7キロリットルにおよび、芳賀地区広域行政事務組合の衛生センターで処理した。

また、災害の大きかった市街地のゴミは、菓大な姑に上り、町のゴミ処理場では、処理が

不可能であるため、並松運動公園の駐車場建設予定地に搬入することとし、建設業者38社の

協力により、延ベダンプ343台、ペイローダ124台、プルドーザ27台、バックホー28台、述転

手502人、普通作業人497人、および、民間団体等の協力を得て、 6日～11日までの 6日間と、

20日～24日まで 5日間の 2回、 11日間にわたり行われた。当初は、多くの障害物により交通渋

滞を起こし、作業は困雄を窮めた。この間並松述動公固駐車場建設予定地に排除された土砂、

流木、家財等のゴミは、 45,000立方メートルに上り、悪臭を放っため、 39日の日数を要して

焼却処分し、その後70センチ平均で裂土した。

~
9
/
 

►

並
松
に
集
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れ
た
ゴ
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の
山
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8. 緊急食品の確保

町災害対策本部は、自炊不可能な人に対する食料品の確保として、災害救助法の適用によ

I) 7日、レトルト食品3,200食、パン2,000食、牛乳500本、 8日、レトルト食品1,000食、パ

ン 1,300食、牛乳400本、ジュース 1,020缶を県に要硝した。ただし、翁料品等の配付を受け

る人の数は 1日 (7日だけ） 5,700人にも上ったため、不足分は、民間からの善意で届けられ

た食料品によって補った。

5日、昼I}廿より、民間から届けられた食料品は、一時町民センターに預かり、 1日3回の割で

配付した。自炊が可能となった12日まで行われ、この間、民間から届けられた緊急食料品は、

73団体に上り、 10,030人余りの人が、食料を確保できた。

▲町民センターに食料品等を取りに来た災害を受けた皆さん
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9. 緊急輸送路の確保

5日午前 8時、救援、災害復旧用の交通網を確保するため、町職員で組織している防災協力

隊員が、幹線道路の災害状況および流出物の堆梢等による交通不能箇所の調査をした。

特に、大きな被害を受けた町の中心部（上新～下砂田）の道路状況については詳細に調査

し、災害対策本部へ報告した。なお、通行不能な主要幹線道路は、国道123号線、国道294号

線、県道上宿桜田線、県道中飯岩瀬線であった。

県警本部では、交通規制担当係員、隣接警察署員を茂木替察署に派造し、交通実態の調査

および茂木町への車両乗入れの規制を行った。

6日～13日までの 8日間は、茂木警察署員、他の所属署員およぴ防災協力隊員等で緊急物資

輸送車両、応急災害復旧用車両等の通行を確保するため、国道123号線、国道294号線の交通

規制をした。交通規制にあたった警察官延べ224人、防災協力隊員等延べ240人であった。

なお、緊急物資輸送車両には⑮の標章を公安委員会、県知事が交付した。

▲緊急車両にはられたステッカー
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10. 緊急物価調査

県では、災害による生活関連物資の供給減または供給とだえから生ずる価格高騰を抑制す

るため、被害規模の最も大きかった本町を対象に価格調査を実施した。

市街地のほとんどの家庭が被災したため、日常生活を営む状態でなかったので、

も少なかった。

食生活については、救援物査等で困ることは少なかった。

一般小売店は、復1日に時間を要した。廃業した店舗もあった。

緊急物価調査の結果

（単位：円、カッコ内は％を示す）

8月分 調 木旦 日
調 査 品 名

県平均 8月13日 8月26日

食 ノゞ' ン (1袋） 155 150(96.8) 150(96.8) 

即 席 め ん (100 g) 73 66(90.4) 68(93.2) 

食 ま ぐ ろ （赤身100g) 337 325(96.4) 398 (118.1) 

鶏 卵 (Mサイズ10個） 201 183 (91. 0) 178(88.6) 

キ ヤ ベ ツ (1kg) 105 85(81.0) 91 (86. 7) 
料

き う (1kg) 257 (97. 0) 336 (126. 8) ゆ り 265 

ピ マ ン (1kg) 447 495(110. 7) 653 (146.1) 

品 レ 夕 ス (1kg) 287 236(82.2) 329 (114.6) 

豆 腐 (100 g) 21 17(81.0) 17(81.0) 

牛 乳 (1 1/,) 223 215(96.4) 198(88.8) 

>
ガソ IJ ン（レギュラー1£) 120 120(100.0) 

L p カ‘ ス (5m') 2,725 2,500(91. 7) 

灯 油 （店頭1g) 58 60 (103. 4) 

テイッシュベーパー (400枚） 142 80(56.3) 130(91. 5) 

日 トイレットペーパー (4ロール） 253 178(70.4) 
用

洗たく用洗剤 (2.65kg) 886 910 (102. 7) 910(102.7) ． 
雑 台所~用洗剤 (600m.e,) 303 210 (69. 3) 220(72.6) 
貨

品 ラ ツ プ 186 183(98.4) 198(106.5) 

ポ I) 袋(65X 70cml0枚） 174 123 (70. 7) 150(86.2) 
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第 3節 幹線道路および

鉄道の応急復1B

幹線道路

道路、橋りょうの被害状況を調査し、緊急を要する箇所については、応急工事を実施した。

なお、小規模な災害箇所については、地元建設業者の協力を得て、土砂の除去、述搬、陥没

箇所の埋め戻し等を実施し、交通の確保に努めた。

主な応急工事箇所

0町管理道路

〗路線名

河井小 深 線

飯野河井線

馬門十三Ill!線

箇 所

河 井

河 井

ツ立星 谷

涌井長久保線 飯野床の沢

中根堺井線 馬l’']中根

涌井放 線 飯 野

赤石刈生田線 赤 石

延長 備 考

22 

41 

228 

58.5 

14 

44.5 牛越橋仮設

29 

〇県管理道路（一般国道、主要地方迫、一般県逍）

路線名 箇 所 延長 備 考

国 道123号線 馬 門 70 土砂崩落

国 道294号線 Ill ]. 田 300 

宇都宮笠間線 益子町との境 11 土砂取片付

上宿桜田線 木 幡 65 道路決壊

中飯岩瀬線 深 沢 30 

御前山芳賀線 市貝町との境 30 

下平上 撹 線 山内甲 12 

下伊勢畑増井線 増 井 180 

路線名

桔梗中郷線

久1呆桧山沢線

渕田所平線

茂木上神井線

天子斧久保線

四ツ川線

路線名

国 道294号線

那須黒羽茂木線

黒田市塙）＇翡岡線

上 宿 桜 田 線

II 

中飯岩瀬線

上宿桜田線

” 

（単位メートル）

箇 所 延長 備 考

中小井戸 11 

飯野桧山沢 79 

所 _,，-99-; • 13 

上 神 井 22 

天子 甲 108.5 

深 沢 62 

（単位メートル）

箇 所 延長 備 考

J反 ~I' 100 

塩 谷 100 

黒 Ill 30 

小山横手橋付近 124 路訂決壊

北高岡 140 

石 沢 60 

十 石 60 土砂崩落

十 石 20 地滑り
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2.交通

鉄道

真岡線は日夜の復l日作業により段階的に復1日し、 10日に全線復旧した。

5日、 6日 2日間不通

7日（午後3時44分） 下館→真岡間 開通する。

9日（午後6時） 益子→市塙間 開通する。

10日（午後7時） 市塙→茂木間開通する。

※ 不通区間はパス代行で旅客輸送をした。

国鉄パス……茂木→烏山間の国鉄バスは国道294号線の土砂崩れにより 5日～9日までの5日間

述休となった。復旧作業により 10日午後6時30分に開通した。

束野バス・・・・・・真岡←→茂木間 5日運休 6日開通した。

茂木←→河井間 5日運休 6日開通した。

茂木←→大瀬問土砂崩れ等の被害箇所が多く、復1日するのに16日間を要し、 21

Hに開通した。

茨城交通・・・・・・茂木←→笠間間、バス路線の道路が大規模な流失、土砂崩れにより復旧が遅

た。 5日連休、木幡地内の道路の流失により 6日～14日まで、束ノ宮CC入口で

折り返し運転を行い、 15日開通した。

茂木←→御前山間、この路線には被害はなかったが茂木市街部に進入できず、

5日～8日まで不通となり、 9日開通した。

茂木←→石塚問、被害はなかったが5日だけ不通となり 6日開通した。

町営バス……坂井川の越水で車庫が浸水しバスの乗降口のステップまで冠水したが、車庫、

車両とも大きな被害はなかった。 5日は述休し、 6日から平常運転した。

被害額は15万8,000円でその内訳は、修理代8万2,000円、スペアータイヤ購入代

7万6,000円であった。

▲線路が浸水した真岡線
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3. 交通規制

(1) 道路管理者による交通規制

道路、橋りょうの被災およぴ市街地の災害復1日による交通規制箇所について、道路管理者

は、次のような応急対策を実施した。

ア、う回路の標示

規制標識、案内看板の設置

イ、被害箇所の安全確保

バリケード、赤色灯、 トラロープ、テープ、ポール等設置。

ウ、主な路線の交通規制状況

各路線の交通規制状況

逍路

No I 路 線 名 規 制 箇 所 I 被災状況及び規制内容 I 規制i1年"" I 解除時l19J | 摘 要
種9ill

11 主 那須—!/.\羽一茂木 茂木町塩田 土砂崩落により 片JI: 8/4 20 : 00 8/5 23 : 00 

2 | - |」こ宿ー桜田 ” 木幡 路訂欠iliにより 全止 8/5 0: 00 10/28 17 : 00 

3 I J; I U[I須一黙羽一茂木 茂木町狂liiiijUI～ぬ山町境 雨拭規制により 全止 8/5 2: 00 8/5 23 : 00 

4 | - I御前山一芳買 茂木町 山内～茂木町牧野
＂ 全止 8/5 2: 00 8/5 23 : 00 

5 牧野一大沢 茂木町小深～秘山町小木i)i 土砂／;1落により 全止 8/5 2: 00 8/7 16: 00 

6 下可L上坑 茂木町山内～茂木町河又 雨抵規制により 全lk 8/5 2: 00 8/6 18: 00 

7 赤沢一茂＊ 茂 木 町 飯 野 ” 全止 8/5 2: 00 8/6 20 : 00 

8 国 123勺▲ 茂木町 ．9!l1"1 
＂ 全止 8/5 2: 00 8/5 11 : 15 

， 国 294号 茂木町町田 土砂崩落により 全止 8/5 3: 00 8/13 10 : 00 

IO 中飯ー岩瀬 茂木 町 深 沢 ” 全止 8/5 4 : 30 8/20 20 : 00 

I] 御前111--'½' 賀 茂 木 町 中 根 土砂崩落により 全止 8/5 4 : 30 8/5 23 : 00 茂木町と ilii1町の境

12 !！.!rn-11サ窃一j’tlMI 茂木町 i!.llfl 土砂崩落により 全止 8/5 6: 00 8/13 10 : 00 

13 国 294号 茂木町 ）反11: ” 全止 8/5 6: 00 8/15 13 : 45 

14 [l:I 123号 茂木 町 茂 木 路ifii冠水によリ 全止 8/5 5: 00 8/5 23 : 00 

15 - -t． 窃ー桜 rn 茂木町小Ill ” 全止 8/5 8: 00 10/25 6: 00 I I註橋付近

16 - Jこ宿ー桜田 茂木 町 北 硲IMI ” 全止 8/5 8: 00 8/8 10: 30 

17 - r|，飯一府瀬 茂木 町 石 沢 ” 全止 8/5 8: 00 10/16 6 : 00 

18 — 下平一 上坑 茂木町甲 路訂欠すJIにより 全Jlo 8/5 7: 00 9/20 9 : 00 

1 9 上宿一桜 Ill 茂木町 ～I-石 土砂崩洛によ＇） 全Jlc 8/5 10 : 00 8/6 17:00 

2 1 下伊勢畑ー増井 茂木 町 林 橋 落橋1こより 全」L 8/5 10 : 00 8/7 18:001 逆川

21 上宿ー桜田 茂木 町 十 石 地すぺりによリ 全ll: 8/8 18 : 30 62年5/1末予定

※ 1);1• ● ●● • •国道、 主・・・・・・主淡地方逍、 一・・・・・•一般J\！道
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(2) 警察による交通規制

90 

県警災害警備本部は、 5日交通部課員をもって県内の交通障害等の状況を把握した。

ア、本町の障害発生状況

道路決壊 5 

道路冠水 3 

河川増水 5 

土砂崩れ 8 

橋りょう流出 1 

計 22

イ、本町の交通規制

5 El茂木警察署に、交通機動隊員、隣接警察署員等30人と白バイ 9台、パトカー6台が

派造され、道路交通法に基づく交通規制が実施された。

6日～13日までの8日間に、延べ交通機動隊員等224人、白バイ 143台、パトカー73台

で、災害対策基本法に基づく、交通の制限が次の区間で行われた。

0国道123号線

茂木町大字増井1,042番地先（増井T字路） ～茂木町大字坂井342番地先（天矢場T

字路）までの4.4キロの区間

0国道294号線

茂木町大字茂木1,796番地先（山田屋前T字路） ～茂木町大字千本267番地先（千本

T字路）までの5.5キロの区間



第 4節 その他の応急対策

1．保健衛生関係

飲食店等許可業種の営業再開に当たって、安全確保のため、真岡保健所食品衛生監視員2人、

宇都宮保健所食品衛生機動班員2人、食品衛生専門監視指導班環境衛生課員2人により 11、12

日にわたり、 111業種への監視指溝を行った。

許可業種営業再開に対する監視指導の状況

許 可 業 稲

施 旦l 
め

忍<>I 晨>* 羹

み

闊>
ア

［ ［ 
し

璽>
丼1・， ； イ よ

設 晨
ス

贔`  期 日 ク

'! 数
ム

>
8月11日実施 12 1 1 1 1 10 4 1 1 1 21 

8月12日実施 67 1 1 1 1 1 41 10 6 4 11 1 1 1 5 3 1 1 90 

計 79 2 2 2 1 2 51 14 7 4 11 1 1 1 6 4 1 1 111 
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2. 建設関係

(1) 道路側溝の排土および清掃対策

市街地の道路側溝は、河川の越水による 1こ砂およびゴミの堆粕、埋没の破害を受けたた

め、排土およぴ泊婦を実施した。 121 1に、 ‘ii'i防団第2、3、4分団の消防自動車9台、広域の

消防自動車2台、 llO人がi一＿1＼動して、路Ihiおよび側溝に放水し、清婦にあたった。

被害箇所 国追123号線等177カ所（延長1,900メートル）

応急的な処理場所を並松述動公園！il孔11.場建設予定地とした。

(2) 地滑り対策

6 日午後5時ごろ、 ·I-•石地内の地盤がゆるみ、地滑·りが発生した。県道上宿桜田線の路而

に陥起現象が起き、山地崩落の危険が生じたので、交通規制を行うとともに、付近の住宅

に対し8日午後6時避難命令を tliし、次のとおり応忍対策工事を行った。

盛土工事（延長38.6メートル） 235万1月 椀壁工事（延長18.0メートル） 237万円

訊1iJ望1'¥/tfilJ 374万円 計846万円

(3) 急傾斜地崩壊対策

台風10号による集中豪雨によって、茂木町地内154カ所で、崖崩れが発生し、住宅倒壊お

よぴ崩落土砂で交通不能となったため、排土作業を実施した。

◄

土
砂
崩
れ
に
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3. 農林関係

111 治山対策

住宅節の裏側に堆積した崩落1_．．砂について、二次災替を防止するため、地域1主民の協力

のもとに緊急排土を行った。

(21 林道対策

付近に住宅があり、地域住民の利Jllする連絡林道を中心に設甚区域の安全の確保および

辿行の確保のため、崩落土砂の排除、路面整備等を行った。

(31 作業道対策

被害を受けた作業道のうち、生活閲連作業逍について、通行の確1呆を図るため、地域住

民の協力のもとに崩落土砂を排除した。

(4) 観光施設の応急対策

観光施設利用者の安全を確保するため、危険区域の立ち入りを禁止した。水害を受けた

ふるさとセンターには、 5人の宿泊者があったが、安全な場所へ移動させた。
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4. 文教関係

災害救助法の適用により茂木町の小中学校被災児童生徒に対しては、教科書、文房具等学

用品の無償給付を行った。小、中学校別の被害状況は次のとおりである。

区 分 人 数（人） 単 価（円） 金 額（円）

小学校 教科書 103 1,386 142,821 

児 里二 文房具等 193 3,283 633,620 

中学校 教科書 56 10,933 612,266 

生 徒 文房具等 125 3,594 449,280 

合 計 477 19,196 1,837,987 
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広報活動

災害時の広報活動は、非常に重要であった。各被災家庭への連絡は通信網の機能が停止し

てしまったため、広報車による巡回広報がとられた。

本町の広報車は、水没して使用不能であったため、茂木警察署、市貝町、襄岡市、栃木県

の応援を得て広報活動を行った。

広報回数、内容は、救援物賽（翁料品、野菜等）の配付、廃棄物の処理、薬剤の配付、電

気製品の修理相談開設、災害緊急副噴相談開設等で日増しに多くなっていた。 15日発行の町

報「もてぎ」 8月号で災害状況速報を、 20日には、災害特集号として、町報「もてぎ」を発行

し、写其入りで被災の様子や災害復旧に要する骰用に対する臨究制度、流失や紛失した年金

証苫、保険証等の再発行手続きのお知らせをした。

0広報車による広報活動の主な内容

l 水害状況調査のため、係員が被災者の皆さんのお宅を訪問しますので、ご協力をお願い

します。

2 救援物査の野菜が届きましたので、必要なかたは道路まで出てきてください。

3 水害の後片付けのため、水道の使用批が多く断水の恐れがありますので、節水にご協力

ください。

4 ゴミ収集を一時打ち切りますので、ゴミを歩道に置かないで、路上に出すようにしてく

ださい。

5 水害で教科曹や学用品などが、水に浸ったり、流されたりした茂木小学校の児章の皆さ

ん8月9El （土）午前8時までに登校するようお願いします。

6 救援物衰の朝食および日用品配布の準備ができましたので、必要なかたは容器を持参の

うえ、町民センターまでおいでください。

7 消瑚用の薬剤を配布しますので、必要なかたは役場までおいでください。なお伝染病が

発生しているという噂が流れていますが、そのようなことはありませんのでご安心くださ

しヽ。

8 救援物資のゴザが届きましたので、必要なかたは町民センターまでおいでください。

9 商工業関係災害緊急融査の相談を、 8月12日（火）午前10時から当分の間、商工会館で1]ij

きますのでお気軽にご相談ください。

10 水に浸ったテレビや冷蔵廊などの修理の相談を、屯気商のかたがたが茂木小で間いてい

ます。ご相談ください。

11 このたぴの水害で床上浸水以上の被害を受けた1止帯に、郵便はがきを無料で交付します

ので8月10日 (El) 午前11時から午後6時まで、町民センターヘおいでください。

12 水害により紛失した運転免許証の再交付を受けるかたにお知らせします。連転免許セン

ターでは、受付を午前10時まで延長して、当日交付をしています。茂木警察署に手続きを

しますと3日ぐらいで交付になります。

13 ただいま、ゴミの排除作業をしています。ゴミ収集は、皆さんの家庭の清掃が終わるま

で実施しますのでご安心ください。

その他、役場では、各課の窓口業務等を町滓Ii「もてぎ」、「お知らせ版」で知らせた。
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6. 罹災証明書の発行

被災後の緊急融資制度およぴ各種多方面にわたる滅免、軽減制度が設けられたためその制

度を活用するにあたり、罹災証明書（厚生課発行1,023通）、罹災確認書（商工観光課発行472

通）を被災住民に発行した。
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7. 義援金
◄

義
援
金
を
受
け
取
る
阿
部
町
長

(1) 義援金の受付

茂木町の被害状況がテレピ、ラジオ、新聞等で報じられた後、 6日から県内はもとより、

全国各地から義援金が届けられた。

なかには、義援金といっしょに励ましの手紙を添えて送られてきたものもあった。

このように、各方面からの善意に対応するため、災害対策本部と教育委員会が窓口とな

り義援金の受け付けを行った。

(2) 義援金の状況

義援金は、災害対策本部が受け付けしたものが、 616件で1億2,284万2,311円また、教育

委員会で受け付けしたものが、 107件の505万8,633円であった。

(3) 義援金の配分

台風10号被災者災害見舞金配分委員会を設粧（構成員37人）し、 8月22日に委員会を開催、

被害状況等勘案し、一1止帯当たりの基準を、住宅全壊（流出） 20万円、住宅半壊10万円、

床上浸水5万円、床下浸水1万円、住宅一部損壊2万円、非住家損壊（半壊以上） 2万円、事

務所（床上浸水以上） 3万円、行政区協力骰1戸当たり 500円とした。 27日役場において配分

基準に碁づき区長を通じ配分した。

水害見舞金支給内訳 （単位円）

被 災 区 分 戸 数 1戸当り単価 金 額

全 壊 20 200,000 4,000,000 

流 失 5 200,000 1. 000,000 

半 壊 58 100,000 5,800,000 

床 上 692 50,000 34,600,000 

床 下 173 10,000 1,730,000 

部 損 壊 24 20,000 480,000 

非住家損壊（半壊以上） 17 20,000 340,000 

事業所（床上以上） 48 30,000 1,440,000 

行 政 区 協 力 喪 4,854 500 2,427,000 

計 51,817,000 
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8. 救援物資

▼救援物資を配達する
ポランティアの皆さん

(1) 救援物資の受付

県内各地はもとより、全国から数多くの救援物査が寄せられた。

このように、町に寄せられた救援物費の受け付けは、茂木町民センターを中心に行った。

救援物衰の状況

被災後における救援物衰は、主に、おにぎり、インスタント食品、パンなどの痰料品で

ありり、県内の団体中心に援助を受けた。なかには、同じ茂木町の町民でも、市街地のあ

まりにもひどい状況を見て、痰料などの援助をしてくれたかたがたもあった。

災害報逍により、全国から寄せられた救援物賽は、次第に多くなり、茂木町民センター

では対応することができず、その受け付け、 1呆管場所を茂木小学校体育館、茂木中学校体

育館へと拡大していった。その救援物衰は、タオル、衣類、ゴザ、'.:、野菜、直乞物など、

生活に必要なあらゆる物衰が寄せられてきた。そのほとんどが、個人や各種団体からの許

愁；のものであった。

(2) 救援物資の配分
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救扱物衰の配分は、茂和町民センターにて行った。当初は特に被災者のかたがたへの食

事や日用品を中心に、 ili）・1.昼・タの 3回、広報車を出してその配布の周侠l]徹底をした。

その後、町議会議員を主力とした被災者への救援物究の宅配なども実施された。

数多く寄せられた救援物衰を被災者に均等に配布するため、被災者台帳を基にして、各

種婦人会、ポランティア、中学校生徒などにより行政区ごとの区分けをし、 19日一斉に、

議会議貝、町職具、各種婦人団体、ポランティアの協力により、 トラックにて各行政区長

に配布した。



▲小山地内県道の災害復旧

第 5章その後の

本格的な復旧





第 1節 災害復 18

1.災害復旧の概要

農地、農業用施設等の復旧のうちで国庫補助対象事業は昭和62年 6月 1日現在で 100％完了

したが町単補助は期限が10月16日までになっているので、今後復旧箇所はさらに増える見込み

である。また河川、道路、その他の復旧は次の表のとおりで、学校、公園等の被害は学校 6カ

所公園 2カ所で 6月 1日までに全面復旧した。また家屋の被害でいちばん大きかった町内も災

害の約 2週間後には膨大なゴミの山もかたづき、 1カ月後にはほとんどの商店に商品も並びエ

場もほぼ 9割操業を開始し、街の中の人の顔にも少しずつ活気と明るさをとり戻してきたが、

これからが本格的な復旧であり、町民の総力をあげて魅力ある町づくりが今後町民に与えられ

た課題である。

災害復旧概要

昭和62年6月1日現在

区 ノ刀＼ 被害数 復旧数 復旧金額 復旧率 摘 要

河 ー級河川 103 53 
ITfl) 51.1%5 ) 221,882 

準用河川 5 5 12,794 100.0 

) 1 | その他の河川 135 1 4,500 0.7 

道 国 道 15 15 38,968 100.0 

県 道 44 44 145,407 100.0 

路 町 道 361 344 689,212 100.0 17カ／i）fは
別工’li

橋り よ う 6 5 62,919 83.3 
そ

砂 防 1 

゜ ゜゜の
学 校 6 6 30,043 100.0 

他
園公 2 2 14,660 100.0 

農 農 地 117 117 88,793 100.0 
ha 

面積 22.83
地 水路損壊 39 39 42,789 100.0 お
よ 道路損壊 48 48 48,365 100.0 

i 設

頭首工損壊 10 10 15,907 100.0 

揚水機損壊 2 2 11,212 100.0 

橋りょう流出 6 6 11, 515 100.0 
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2.生活関連の復旧

(1) ゴミ処理

水害で生じたゴミの巣積場所となった並松運動公園駐車場建設予定地へのゴミの搬入は、

25日までとした。その後も、ゴミの不法投棄があったが、災害のゴミの収集はこの日で終了し

たことになる。

集められた膨大なゴミ（搬入試45,000立方メートル）は、下流域への流失による汚染、およ

び蚊・ハエなどの害虫の発生を防ぐために、 3回にわたって消毒、殺虫を行った。

ゴミは、たっぷりと水分を含んでいるため、燃やすには困難を要したが、約 1カ月かけて、

重機（ブルドーザー・バックホー）を借り上げ、重油を使って、ゴミ （可燃物）全体の95％を

焼却することができた。次に、 10トンダンプで 1,000台分の土で、約70センチ疫土を行い整地

した。ゴミの山だった 8月のころとは見違えるように10月10日には復旧した。

なお、ゴミの中には、有害物質が含まれている恐れがあるので、今後、浸出水の水質検査を

行うなどして、環境汚染を監視していくことになっている。

消毒費 約30万円

ゴミ焼却費 約300万円

裂土・整地費約2,000万円

▲町の被災地から集められたゴミの山 (8月） ....ゴミ焼却・覆土・整地した後 (10月）

(2) 水道

水道の復旧は、上水道、須藤地区簡易水道は全箇所終了 (62年3月31日現在）し、飯野地区

筒易水道は流失した牛越橋の架け替えと同時に施工する箇所 (62年8月完了予定）を除き終了

した。
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3.通信設備の復旧

1) 電気

5日のうちに幹線以外のところは復旧し、 9日に被害世帯の調査を完了した。

過去に例のない早さで、電話・通信を確保した今回の茂木町の災害復旧作業は、延べ約3,000

人を動員し、復旧総額約 1億4,000万円をかけて日夜復旧作業に当たった結果であった。

昭和62年 1月23日、午前 0時には、 KD 20大容批可搬形電話局装躍から従来の交換機へ切り

替えを実施した。
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第 2節復lBのための

融資制度等

1.商工業者への融資

(1) 国の融資制度

中小企業の臨資等について、茂木町が局地激甚災害として指定を受けた。これは、商工業者

への融資上の特別措置で、国民金融公庫と中小企業金融公庫から災害貸付を受けた場合に限り

紬資利率年6,4％が、年3.0％になるが、 3年目以降については確定していない。なお、限度額

は1,500万円である。

国民金融公庫の紬資を受けたのは25事業体であった。

また、中小企業金紬公庫の紬資を受けたのは 2事業体であった。

(2) 県の融資制度

県の融資制度としては、「台風10号商工災害緊急対策資金」がある。限度額は2,000万円で、

年4.5％以内の利率で、隠資期間は10年以内である。この融資を受けた事業体は81事業体であり、

融資額は 9億3,900万円であった。

(3) 町の融資制度

茂木町では「茂木町災害紬資利子補助」を行った。

ァ，融資使途 罹災による商品、原材料購入等の運転資金および店舗や住宅等の修繕資金

イ．紬資限度額 300万円

ゥ．躁資利率 年5.5%

工．利子補助 率 年2.75%

この実紹としては、 409件で、貸付額は10億9,150万円で、利子補助額は3,800万円である。

なお、これには農林災害についても適用された。

(4) 住宅金融公庫

住宅に被害を受けた人に対し、次のように災害復興住宅の建設資金、家屋購入資金、または

補修資金の紬資を行った。

0建設の場合……………… 5割以上の被害を受けた人

紬資限度額 木造で300万円以下

利 率年5.05%

fi'i 還期間 木造で25年以内
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床面 積 13rri'以上 120面以下

なお、この実績は 6件で4,540万円であった。

0購入の場所……………… 5割以上の被害を受けた人

融資限度額 木造新築家屋で1,300万円以下

利 率年5.05%

償還期 間 木造新築家屋で25年以内

床 面 積 40m'以上 120rri'以下

0補修の場合………………補修に要する額が10万円以上の被害を受けた人

融資限度額 10万円以上 400万円以下

利 率年5.05%

償還期 間 10年以内

なお、この実績は 1件で400万円であった。

(5) 崖近接等に住んでいる人に対する補助制度について

崖地の崩壊、土石流、地滑り、出水等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域

内に建っている危険住宅を、安全な場所に移転を促進するため、補助する制度がある。

105 



2.農林業の補助および融資制度

(1) 町単独補助

農業に対する災害復旧の国庫補助は、 30万円以上の災害でないと該当しないため、町議会ぉ

よび、農業委員会の要望により、町は10月の議会で農林災害復旧事業補助条例を制定した。 1

カ所の工事骰が10万円以上30万円未満の農地または、農業用施設で、農家が実施した農林災

害復旧事業に対し交付される。農業用施設には、その事業費の35%（自己負担65%）、農地には、

事業毀の30% （自己負担70%）の補助をすることにした。農業用施設被害24件、被害額 715万

6,000円、農地被害54件、被害額1,732万 4,000円のうち489万8,000円の補助金の交付をした（昭

和62年 6月 1日現在）。昭和62年10月16日まで災害補助の受け付けをし、交付をするので今後

増える見込みである。

(2) 融資制度

ア、融資

脹業関係の災害復旧のための演金融資制度の利用を P Rをした。茂木町牒協による災害資

金融資は、農家に対し 66件 1億5,760万円の融資となった。また、世帯更生資金の農業に

対する援助資金貸付は、 3件160万円であった。

イ、災害に対する共済制度

茂木町農業共済事業では、昭和61年度の水・陸稲の支払共済金は6,416万円となり、台風10

号による被害として、水稲で 1,538万円が早期に支払いされた。 60年度の支払共済金と比べ

ると5.7倍となった。
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3.税金・水道料金の減免

(1} 税の減免

町では被災者の経済的な負担をいくらかでも軽くしようと、町税の軽減や免除をする「昭和

61年8月の台風10号に伴う梨雨による被災納税者に対する町税の滅免に関する条例」を 8月30

日に制定し、これにより税金の滅免を実施した。

減免の対象になる税金

災害を受けた日 (8月 5日）以降に納期が来る税金が対象となった。ただし昭和61年度分の

町民税…..…• 2 ~ 4期分

固定資産税… 3~ 4期分

国民健康保険税 2~4期分

〈町民税〉

ア、本人が死亡したり、障害者等になった人

理 由

•死亡した場合

•生活保護法の規定により生活

扶助を受けることになった場合

●障害者となった場合

軽滅または

免除の割合

全 部

全 部

9 /10 

イ、本人または扶養親族が所有する、住宅または家財の損害額がその価格の10分の 3以上で、

前年中の所得金額が600万円以下の人

損害の程度

3/10以上5/10 5/10以下

所得金額 未満のとき のとき

• 300万円以下であるとき 1 /2  全部

●450万円以下であるとき 1/4 1/2 

●600万円以下であるとき 1/8 1/4 

ウ、農作物に被害を受けた人で、滅収による損失額が平年の農作物の収入の10分の 3以上で

前年中の所得金額が600万円以下の人

所 得 金 額 軽滅又は免除の場合

●180万円以下であるとき 全 部

●240万円 ', 8/10 

• 330万円 ', 6 I 10 
• 450万円 ，， 4 /10 

●600万円 ク 2/10 
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〈固定資産税〉

ア、本人所有の宅地および牒地、山林等に損害を受けた人

損害 の 程度
軽減または

免除の割合

被害面租が該当する土地の面租の

• 8/10以上であるとき 全 部

●6/10以上8/10未満であるとき 8 / 10 

●4/10以上6/10未満であるとき 6 / 10 

●2/10以上4/10未満であるとき 4 / 10 

ィ、本人所有の家屋および償却資産に損害を受けた人

損 害 の 程 度 軽滅または免除の割合

●全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき 全 部

または復旧不能のとき

●主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合 8 / 10 

で、家屋の価格の6/10以上の損害を受けたとき

●屋根、内装、外装、建具等に損偽を受け、居住または使 6 / 10 

用目的を著しく損じた場合で、家屋の価格の4/10以上6/10

未満の損害を受けたとき

●下壁、畳等に損偽を受け、居住または使用目的を損じ、 4 / 10 

修理または取替を必要とする場合で、．家屋の価格の2/10

以上4/10未満の損害を受けたとき

〈国民健康保険税〉

ア、障害者になった場合は、税額の10分の 9を滅額した。

ィ、本人または被保険者の所有する住宅または家財の損害額がその価格の10分の 3以上で前

年中の所得額が600万円以下の人。

所＼得金額度

軽滅または免除の割合

3/10以上 5/10以上

5/10未満のとき のとき

●300万円以下であるとき 1 /2  全 部

●450万円 ', 1/4 1 /2  

●600万円 ，， 1/8 1/4 

ウ、股作物に被害を受けた人で、農作物の滅収による損害額が平年の農作物の10分の 3以上

である人で、前年中の所得金額が600万円以下の人

所 得 金 額 軽減または免除の割合

●180万円以下であるとき 全 部

●240万円 ，，， 8 ／ 10 

●330万円 ', 6 ／ 10 

●450万円 ク 4 ／ 10 

●600万円 ，， 2 ／ 10 
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税金の減免実績

昭和61年における災害被災者に対する地方税の減免措置の実施状況

（単位：人・円）

： 区分

個人住民税

減免対 滅免額
象納税

者数道府県艮税市町村民税 計

昭和61月8

月鍔台風およ
羹尉 526 9,322,180 17,323,280 26,645,460 

1こ
係る分

(2) 水道料金の減免

ア．対象

軽自動車税 固定資産税

減免対 減免対

象納税
滅免

象納税
額

滅免額

者数 者数

゜゜
447 2,968,690 

全壊、半壊、流失…… 8月分、 9月分は全額免除した。

国器短兌 合 計

減免対 減免対

象納税 滅免額 象納税 滅免額

者数 者数

288 21,779,350 1,261 51,393,500 

床上、床下浸水••……• 8月分、 9月分に限り去年同月分の使用水批を超える分だけ免除

した。

ィ．実績
（単位円）

全額免餘 一郁免除
8月分計

全額免除 一部免除
9月分計

全額免除 一郁免除
区 総 額

分
8月分 8月分 9月分 9月分 計 計

件改 金屈 件薮 金額 件数 金 稲 件穀 金 額 件穀 金 額 件ほ 金 額 件ほ 金額 件穀 金 額 件改 金 稲

上水 70 213,320 13 ~6, 110 83 249,430 50 243,710 620 3,391,280 610 3,634,990 120 457,030 633 3,421,390 753 3,884,420 

筒水 5 10,380 5 10,380 3 6,430 24 56,920 21 63,350 8 16,810 24 56,920 32 13,730 

計 15 223,100 13 16,110 88 259,810 53 250,140 644 3,448,200 691 3,698,340 128 413,840 657 3,484,310 785 3,958,150 
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4.福祉制度

(l) 災害援護資金の貸付

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づく貸付制度の対象となる人

で、台風10号災害で被災し、生活の早期立て直しのために資金を必要とする人に対し、次の要

領で資金の貸し付けを行った。

区 分 内 容

資金の使途

貸付限度

利息

据置期 間

伯還方法

災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な資金

180万円以内

年3%

3 年

据置期間を含み10年以内、年賦または半年賦

災 害援護資 金 貸 付状 況

-＼  区分
申 込 貸 付 決

貸付種別 件 数l金 額 件 数 1 金

世帯主の負傷による貸付

住居の全壊等による貸付 2 3,000 2 3,000 

住居の半壊による貸付 2 1,600 2 1,600 

家財の損害による貸付 12 7,100 12 7,100 

合 計 16 11, 700 16 11, 700 

(2) 世帯更生資金の貸付

世帯更生資金貸付制度要綱（昭36.4.6厚生事務次官通知）に基づく貸付制度の対象となる低

所得者等で、台風10号災害で被災し、住宅の補修等の資金を必要とする人に対し、次の要領で

資金の貸し付けを行った。

区分 ＿資～金柚別 更生資金 住宅資 金 災害援護資金

資金の使途
生業を営むの 住宅を改築、補修しまたは 災害を受けたことによる困窮か

に必要な資金 保全するのに必要な資金 ら自立更生するのに必要な資金

貸付限度 89万円 100万円 60万円

利 息 年 3% 年 3% 年 3%

据置期間 1年以内 6カ月以内 1年以内

倣還方法 7年以内 6年以内 7年以内
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世帯更生資金貸付状況

こ 分
申 込 貸 付 決 定

件 数 金 額 件 数 金 額

更生資金 2 1,890 2 1,890 

住宅 資金 6 7,000 6 7,000 

災害援設資金 8 4,500 8 4,500 

合 計 16 13,390 16 13,390 

（単位千円）

(3) 寡婦福祉資金の貸付

母子および邸婦福祉法に基づく貸付制度の対象となる寡婦世帯で、台風10号災害で被災し、

住居の補修について資金を必要とする人に対し、次の要領で資金の貸し付けを行った。

区分 ー資金種別 住 宅 資 金

資 金 使 途 建物の主要構造部分を補修するに必要な資金

貸 付 限 度 150万円以内

利 息 年 3 ％ 

据 掴 期 間 2年以内

倣 還 方 法 据置期間経過後 6年以内、年賦または半年賦

寡 婦 福 祉 資金貸付状況
（単位千円）

区分 I 申 1 込 1 貸付 1 決定
件数金額件数金額

住 宅資金 5
 

5,000 5
 

5,000 
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第 3節 町の中の動き

1.クリーン作戦

9月 7日、茂木町商工会青年部30人と消防団300人が道路のヘドロを排除するため「クリーン

作戦」と名付け、上新町から榎本町にかけて消防用ホースにより順次散水を実施した。

理作業とかちあわないように早朝より暑い日ざしの中行われた。

112 

クリーンアッフ大作戦
| 9 月 7 日（日） 午前が寺～ 1 2B寺（雨天決行） I 

対象地域：茂木町内

自 B勺：道路のi青 輝 （玄間先より直道まで）

突然ですが、路上の清掃を実

施したいと思います。

みんなで一致協カヽ未来に向け

て若さあふれる私たちの茂木町

をつくってゆきましょう。

（茂木町 商 工 会 青 年 部 ）

·次のことにもご協力下さし‘-------—•---

1．消火栓より放水しますので7日（日）の節水になしことぞご協力下さい。

2.上新町より榎本町にかけて順次散水してゆきます。

3.ゴミの収集ではありません。絶対に路上に出さないで下さい。

4.警察の協力も得ておりますので、指示にしたがって下さい。

5.道路の清掃の際には軍に注意してください。

協賛茂木町・茂木町商工会

茂木町商工会婿人部

茂木町消防回



2.フラワーボックス

『うるおいのある町を』をキャッチフレーズに、商工会では100万円の経費をかけて 8月29日

から翌年の 3月まで「フラワーボックス」を300箱、町内の国道両側、上・下郭内の一部、および

茂木小学校前歩道に設置した。商店の人が「フラワーボックス」の水かけなどの管理を行い、

百日草、ベコニア、アスターのかれんな花を咲かせ、商店街復興の一役を担った。現在「フラ

ワーボックス」の管理は、町内の子ども会に引きつがれ、四季折々の花を咲かせている。

....商店街に設置されたフラワーボックス
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3.各種ボランティアの活動

茂木町連合青年会（涌井卓志会長、会員144人）は、 6日早朝より町内のゴミ集めを始め、

集めたゴミは午後 8時ごろ、会員たちが乗ってきたトラックで並松運動公園駐車場建設予定地

に運んだ。また町民センターにおいて、救援物資の受け入れや配布の作業にあたった。

7日には、天理教の45人が、ひとり器らしの老人宅の後片づけ、土砂の排除作業などを、益子

町七井教会に宿泊して12日まで行った。

9日には、県内およぴ茨城県の一部の支店から募った足利銀行員172人が、大型バス 2台、

マイカーに同乗して茂木に入り、学校や駅などの公共施設の復旧作業に携わるほか、被災した

家庭や工場などの後片づけの手伝いをした。その他各種団体、民間による多数のボランティア

のかたがたの心温まる行為は、不眠不休で作業におわれていた披災町民の大きな手助けとなり

町復興への力となった。

名 称 作 業 内 容 名称 作業内容 名 称 作業内 容

茂木町連合青年会
ゴミ収集、救援物資の受入れ、

赤帽組合 米の配布、ゴミ収集 益子町青年団 救援物資の整理、配布
配布等

天 理 教 土砂排除、片づけ作業 市貝町役場賊員 救援物?i0)受け付け配布 野木町青年団 救援物資の整理、配布

足利銀行 ゴミ等の後片づけ 創価学会 ゴミ収集、片づけ作業 都賀町青年団 救援物費の整理、配布

婦人防火クラブ
救援物質の整理、配布、町民セ

立正佼正会 ゴミ服集、片づけ作業 真岡市育年教窒 救援物質の整理、配布
ンター椅子洗い、古文書の整理

婦人ボランティア 田中家古文書の整理 茂木高校生徒 町営プール、児童公園の情掃 真岡青年会議所 ゴミ収集

連 合婦人会 救援物費の整理、配布 茂木町教職員 救援物資の整理 栃木県連合青年団 救援物費の整理、配布

婦人ドライバーズクラプ 救援物費の受け付け、配布 茂木町の中学生 救援物費の整理 町議会議員 米晴湘、ゴミ収集輝翻訊i

茂木 保育 1lll 救援物資の受け付け配布 市貝町青年団 救援物資の整理、配布

※ボランティアについては、受け付けした団体のみ掲載した

;_;心99ら

....茂木高校生が町営プールの清掃 ....連合青年会と赤帽組合の皆さんがゴミの収集
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▲昭和62年 8月5日に行われた防災訓練

第 6章防 災措置





◄

8
月

1
1日
天
野
建
設
大
臣
が
茂
木
町
を
視
察

第 1節 災害視察・陳情

・激甚災害指定

災害発生後の国・県の対応を中心にして、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関

する法律に基づく激甚である災害の指定までの動きを追ってみた。

8月 5日

午前10時10分、渡辺知事を本部長とする栃木県台風10号災害対策本部を設置、茂木町と益子

町への災害救助法の発動を決定。

タ、板橋一好県議会議長、知事に対し救済対策を文害で要請。

民社党県連、共産党県委員会も被害者救済対策を申し入れる。

6日

町議会全員協議会で、激甚災害指定申請を決定。

自民党北関東三県幹事長、政調会長会議で、政府と自民党本部に迅速な救援、復旧策を文書

で申し入れる。

7日

県、激甚災害法を本県に適用するよう国に要望することを決定。

民社党台風10号災害現地調査団（団長小沢貞孝、国会議員ら 6人）が、茂木町を現地調査。
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8日

渡辺知事、国土・建設・農水・自

治・大蔵・厚生省を回って、激甚災

害法の造用と災害復旧での国の支援

を要請、「台風10号に伴う豪雨による

災害復旧対策に関する要望書」を提

出。

渡辺知事、県議会代表との懇談の

中で、今秋本県の防災体制を総点検

することを明言。

参議院災害対策特別委員会で、台

風10号による災害対策が取り上げら

れ、上野雄文委員は、激甚災害の指

定、農業共済金の早期支払いなど、

被災地に対する救済を急ぐよう政府

に要請。

9日

午前10時30分、藤尾文部大臣、茂

木町を視察。給食センターが被害を

受けていることに対して「 8月27日

の 2学期始業式までに復旧するよう

に」文部省に電話で指示。

午前11時40分、台風10号被害政府

調査団（団長綿貰国土庁長官、一行

15人）茂木町を視察。渡辺知事と阿

部町長は、同長官に対して、①激甚

•8 月 9 日 藤尾文部大臣が茂木町を視察

災害法の指定、②幹線道路の復旧、③傷んだ橋の架け替え、④仮設住宅の確保、⑤河川改修を

陳情。

11日

天野建設大臣、茂木町を視察。渡辺知事と阿部町長は、国土庁長官に対してと同様な陳情を

する。このほか、稲村環境庁長官と衆議院災害対策特別委員会（伊藤宗一郎委員長ら 23人）、自

民党本部災害対策委員会（井上孝委員長ら 4人）がそれぞれ茂木町を視察。阿部町長は、①激甚

災害法の適用、②逆川を中心とした河川の抜本的改修を陳情。

県議会では、県選出国会議員と関係者に対し、 「台風10号に伴う豪雨による災害復旧対策に

関する要望書」を提出。大蔵・厚生・農水・建設・自治各大臣、事務次官、関係局長に、①財

政援助措置、②激甚災害の指定、③県内中小河川の改修、治水事業の促進、④特別交付税配分

への配應など。

19日

参議院災害対策特別委員会（久保亘委員長ら 22人）茂木町を視察。
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30日

町議会臨時議会、災害に係る補正予算

9月25日

事務次官会議で、栃木県の激甚災害法適用と茂木町の局地激甚災害に指定することを決定。

26日

閣議決定。

「昭和六十一年八月四日から六日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及ぴこれに対し

適用すべき措置の指定に関する政令」 （昭和61年 9月30日）では、栃木県が指定になり、農林

関係、土地改良、共同施設の災害復旧で国庫補助のかさ上げ、天災融資法に基づく被災農業者へ

の融資の貸付額増額が適用。茂木町として局地激甚災害の指定を受け、中小企業者一人につき

1,000万円まで国の低利融資の適用。

参議院災害対策特別委員会で、上野雄文委員は、茂木町の災害に対して「過疎地での災害で

あり、このために過疎化が進むことがないよう特段の行政的配應をしてほしい」と要望。

建設省近藤徹治水課長は、逆川の改修について、 「今回、河川激甚災害対策特別事業に採択

されたので、 5カ年計画で改修を進める」と、答弁。

農水省青木敏也審議官は、農業共済の支払いについて、 「全損的被害地域については仮払い

の形で支払いを進めており、収穫後早い時期に支払いができるよう指導している」と、答弁。

....渡辺知事と阿部町長、本県選出国会議員が視察団に状況説明

自治省山本重三防災局長は、激甚の指定で公共土木施設関係が対象外になったことについて、

「査定見込み額が基準に達しなかったため、個別市町村での被害が甚大であれば局地激甚災害

の指定もあり、査定が終わり次第、年度末にも指定する考えだ」と、答弁。
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第 2節 防災対策

1.河川改修

災害後ただちに町、県は国に対し河川激甚災害対策特別緊急事業の指定を受けるべく要望し

た。県においては、逆川河川改修対策班を編成、当町に事務所を開設した。町の対応としても逆

川改修対策プロジェクトチーム班を編成、河川改修に伴う関係者と県河川改修班との間に入っ

ってお手伝い役を務めることになった。町の中心部、商店街も壊滅的な被害を受けてしまっ

たので町と商工会が中心となり商店街復興計画作成委員会を発足、 21世紀へ向けての商店街を

いかにすべきか勉強会も同時に始まった。

現河川の市街地許容流蜃は毎秒190トンであり、このたびの大雨は毎秒流拭390トンにも達し

氾濫することになった。市街地の河川改修状況を見ると昭和 7年ごろから災害復旧事業、災害

防除施設工事など応急的な工事を実施し、 27-29年にかけて長さ 800メートルの河川局部改良

工事を実施30年代に現河川の形となった。なぜ、そのときに改修工事を継続しなかったのか。

市街地のため河川沿いに人家が密集しており、河川幅を広げることが困難であり、現実的に

は抜本的な改修は不可能であった。

今日、大災害が起きて初めて現実的な問題となってきた。百年もこのような大災害のない

時点に逆川河川改修の話をしても実現は、無理であったかも知れない。

しかし、今回は改修工事をやらなければならないときがきた。二度と災害の起こらない河川

造りをしなければならない。

そのために、いろいろな方法が検討された。例えば上流に河川バイパス、ダム、遊水池やト

ンネル、または新しい河川造りなど。しかし現実問題として短い期間 (5カ年間）に再度災

害が起こらないうちに、経済性、技術的なこと、町の活性につながるなど総合的に判断した結

果、現川改修が最も良策であるとの結論に達した。しかし河川改修の大部分が市街地のため、で

きるだけ移転者を少なく考えなければならない。そのためにはできるだけ河川幅を広げないで

川底を掘り下げる方法で実施されることになった。

この激特事業による改修延長は5.8キロで、実施される幅員17.7-31.4メーメル、最大流

屎毎秒390-510トンが可能となる河川改修が行われる。上流北高岡から深沢川合流点まで8.25

キロは災害復旧助成事業により 61~64年度に実施される。深沢川合流点上流については災害関

連事業により改修が行われる。下流那珂川合流点から馬門地先まで延長4.3キロに対しては、小

規模河川局部改良事業で実施など 4本の柱より改修事業が行われることになった。

全延長21.3キロ総事業費143億7,300万円の巨額が投じられ改修される。

この大事業は、関係住民の理解と協力が不可欠であり、移転を余儀なくされるかたに対して

は、犠牲者とならないようじゅうぶんな補倣と配應が必要である。
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2.逆川河川改修激特事業

(11 概要

この事業は、 「逆川河川激甚災害対策特別緊急事業」という。河川法に基づき、逆川を管理

する県と、地元茂木町がいっしょになって計画を立てた。これは、国の補助制度として、昭和

51年度から始まった事業である。 5年間で河川を改修し、再び災害が起こらないようにするも

のである。

今までの例だと、全体事業費が10億円～ 150億円で、これは一般被害額に相当する。また、

被害規模では、流出、全壊家屋が50戸以上、浸水家屋が2,000戸以上のものが該当になってい

た。この事業によって改修された河川として、長野県の島崎川、宮崎県の鬼附女川、島根県の

益田川、浜田川、鹿児島県の加瀬田川などがある。栃木県では、今回の逆川が初めてのことで

ある。

この事業の対象となる区域は、逆川については、北高岡の十石橋付近から、林の林橋付近ま

での延長5.4キロと、坂井川の逆川合流地点から、八幡町鉄道敷地跡のめがね橋付近までの0.4

キロ、総延長5.8キロである。 61~65年度までの 5年間で完了する。総事業毀は85億円である。

工事方法は、今まで川幅が狭かったため、今回のような水害になってしまったということか

ら、川幅を広げ、川底を掘り下げ、堤防を造るというものである。

河川改修全体計画図
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(2) 今回のような形で逆川河川改修をする理由

ァ．川底を掘り下げて川幅を狭くできないか？

今回の改修では、 8月の水害を考え、同じような洪水があっても絶対に氾濫しないという水

屈を考え、毎秒390-510トンの水が流れることを想定した。

•川底を下げず川幅を広げた場合。

川幅は91メートルとなり、堤防などを含めると約100メートルになってしまう。

●川幅を変えず川底を下げた場合

深さは10メートルにもなってしまう。

イ．管理道路はなぜ必要か？

管理道路は、堤防の上の平らな部分を利用する。堤防の幅は、水の流れる抵によって決めら

れ、逆川の場合、最低でも 3メートルの幅が必要になる。ここは、日常の河川の見回りや洪水

のときの監視、水防活動のためや護岸などが崩れたときの補修用資材運搬になくてはならない

ものである。

なお、現在川沿いに町道がある区間（安養寺橋から観光橋までの左岸と滑川橋から新弾正橋

までの左岸）は、 4メートルとし、管理道路と町道を兼ねて利用する計画である。

ゥ．河川を他に流す方法はないか？

北高岡からバイパスを通して神井川に流す方法や、宇都宮市の釜川のように川の下に川を流す

方法などが検討されたが、費用がかかり過ぎること、更に、この事業が 5年間と決められてい

ることなどから、時間的にも不可能である。

計画横断図（国道・仲橋下流地点）
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(3) 経過

.... 9月9日 河川改修説明会の様子

茂木町での逆川河川改修激特事業の動きは次のとおりである。

9月 9日

河川改修説明会（午前11時～議会、午後 1時～区長、午後 3時～各関係団体長等対象にして）

18日～20日

地権者、関係者に対して説明会

27日

代替地についての地権者会議

10月 1日

町職員の中から 10人を逆川改修対策プロジェクトチームとして委鵬

11月10日～25日

改修に伴う地権者説明会

16日

仲の内地区地権者会議

12月 3日

阿部町長、建設省に河川改修陳情

●改修当初スケジュール

61年度ー林地内200メートル

62年度ー林橋から下流700メートル

63年度一材料喬から逆川大橋1,050メートル

64年度一逆川大橋から安養寺橋1,450メートル

65年度ー安養寺橋から上流2,000メートル、坂井川400メートル
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3.移転者対策

茂木町は、町の中心部が壊滅的な被害を受けた。二度とこのような災害を繰り返してはなら

ない。そのために逆川河川改修を行わなければならない。

しかし、河川改修することにより移転を強いられる地域の関係者の理解と協力がなければど

んなりっぱな改修計画も絵にかいた餅である。

改修に伴う第ーは、移転者に対するじゅうぶんな補償と配應がなければこの事業は、推進す

ることができない。決して移転者はこの事業の犠牲者であってはならない。移転を余｛義なくさ

れる皆さんの納得行くまでの話し合いが必要である。

この河川改修も、市街地のため移転を強いられるのは110戸と多くなる。しかし、この改修事

業は実施しなければならない。改修事業を行わないと災害が繰り返されるかも知れない。やむ

をえないことである。あの台風10号のような大洪水が起きても毎秒 390トンの流水が可能な河

川にしなければならない。

前述したようにこの世紀の大事業も移転を強いられるかたへのじゅうぶんな配慇と補俄、

代替地のあっせん、町営住宅への優先入居などの細かな心遣いがたいせつである。

町においても東部仲の内町田地区に区画整理組合の設立をみて開発がされる運びとなった。

▲土地区画整理事業が行われる仲の内町田地区

住宅専用区域として約9,300平方メートル、商業関係区域として約13,200平方メートルの区画

整理をし移転者のため代替地として受け皿を準備している。

しかし、現在居住している所からあまり離れたくない、近隣に居住したいなどの希望もあるの

で逆川改修プロジェクトチームは、自分に割り当てられた区域の関係者とじゅうぶんな連絡を

取り窓口となり県とのパイプ役として努力しているところである。少なくとも河川改修により

関係者の本町より人口流失の原因となるようなことがあってはならない。
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4.誇れるまちづくり

「逆川とその周辺の景修による憩いの空間づくり」をキャッチフレーズに本町も62年度に誇れ

るまちづくり事業を行うことになった。この事業は 5年間に行う事業で、事業費は 3億1,500

万円である。

この事業は逆川河川改修事業に伴う付帯工事を主に、茂木らしいまちづくりを考えて行かなけ

ればならない。

茂木町第三次総合開発計画に基づき茂木町商店街復興計画提言書、まちづくり推進委員会の

提言書などを尊重し災害復旧事業との融合性を持った、逆川とその周辺の景修による憩いの空

間づくりをテーマとした全国に誇れる茂木らしい誇れるまちづくりを進めていく。
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第 3節 防災計画

1.防災 措置

今回の水害の教訓から、次のような点を事前に講じておくべきである。この災害は、天災で

はあるが、事前に防災に関する措置を講ずることによって、少なからず災害の規模を縮小でき

たからである。

(1) 河川沿岸の点検

▲御本陣橋をせき止めた材木やゴミ

特に、町中心部の水害を考えてみると、橋に大屎の木材などが詰まり、それがダムの役目を

し、そのために水の流れが、橋の両側、主に道路に流れが向いたということがある。これらの

ゴミは、多く沿岸に野積みになっていた材木や古物類など、また不法投棄されたゴミなどであ

る。

このことから、不法な、また安易な置き方でこれら沿岸から流れる恐れのあるものを再点

検し、撤去するよう行政指導していく必要がある。

(2) 土砂崩れ危険箇所の点検と該当地区の避難場所の指定

地域での災害を考えると、土砂崩れによる家屋破壊ということがいちばんに挙げられる。

今回の水害による犠牲者 3人のうち 2人までが、哀山の土砂崩れによる犠牲者であることを、

私たちは忘れてはならない。こればかりではなく、大事には至らないまでも、土砂崩れにより
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家がつぷされる文字通り間一髪で家を飛び出したという人は何人もいた。

このことから、土砂崩れ危険箇所の点検、特に、人家に及ぼす可能性のある箇所について再

点検する必要がある。茂木町には、そのような箇所を数多くかかえているから、すべてについ

ての安全な場所への移転は不可能である。だから、集落内でそのような場所を把握し、最小限

人命が守れるよう雨屈によって早期に避難できるよう避難場所の指定と、避難訓練を、地域ぐ

るみでしていく必要がある。

(3) 防災連絡網の設置（特に上流との連絡）

今までにも、数年に 1度、台風などにより、市街地の越水はあったが、今回も含めて、その

場、つまり、市街地だけの状況判断であった。雨最についていえば、雨試計は、今まで役場と

消防茂木分署での観測であり、逆川の水位については、茂木小学校わきに設置してあった。問

題は、上流部にどれだけ雨が降ったかで、今回の災害では、上流部に雨獄計がなかったため判

断できなかったが、周辺市町の状況、また地元の人の話などから、上流部の方が更に雨最が多

かったようである。

このことから、逆川上流部との連絡が密にとれるようにする必要がある。一つに、人的連絡

網で、深沢、小貫、飯等逆川上流部の人に依頼して、その地区の状況を連絡してもらうシステ

ム作りをすることである。二つに、物的連絡網で、上流部に雨最計を設置し、上流部の雨凰状

況の情報を把握することである。ただし、このことについては、既に水道課で計画中である。

(4) 避難場所の設置

市街地について、今までも避難場所はあったが、それを知っている人は少なかったのではな

いか。また、住民側にも避難するなどという意識がなかったため、家に取り残された人が数多

くいた。避難場所を設置するということは、場所を特定するだけでなく、緊急時に活用できる

ような住民側の意識や住民に対する円滑な誘導ができるということだと思う。

(5) 災害時連絡網の整備

今回の水害で意外なもろさを示したのは、緊急連絡網である。防災無線は、水没し使えなく

なってしまった。また、緊急連絡用が一つの目的である有線テレビも災害時には機能しなかっ

た。特に、 5日午前 3時に停電してからは何の役にも立たなかった。

このことから、本来の目的である緊急連絡用に使える連絡網を改めて検討する必要がある。

(6) 災害用備蓄資材等の整備

災害時に必要な資材、機材等を整備し、しかもすぐ利用でき場所に確保しておく必要がある。

また、飲食料などの備蓄についてどれだけ必要であるかということは見当つかないが、今回の

水害で床上浸水になった家では、食料は全くなくなってしまった。緊急時に最小限必要な飲食料

などの備菩などについても検討する必要がある。これについて、町で今年度浄水機を 4台整備

した。これは、プール、河川等の水を飲料水に替えるものである。これにより、緊急時の飲料

水が確保できることになった。

さらに、このことに関連して、緊急時に給食センターを利用して炊き出しができるようにす

る必要がある。今回の水害では、給食センターは浸水して利用できなかった。
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(7) 今後の町づくりの上で考慮すべき事項

防災を考えた場合、特に今回の水害について言うと町全体の地形を見る必要がある。一つに

市街地に向かって河川が集中していたこと。もう一つは、それらの川は、距離にして15-20キ

ロ、標高差300-500メートルをいっきに流れ落ちてくるということ。

そして、市街地について言えば、コンクリートやアスファルトで固められ、更にかつてあっ

た水田が埋めたてられ構造物が建てられている。このため、今回のように橋が関止められた場

合、水は道路に流れ込み、鉄砲水となったのである。しかも、茂木町にあっては、河川が市街

地を包むようにして流れているのである。よって、同じような河川の氾濫のあった益子町と被

害の差が出たのである。

このようなことから、一つに、遊水池となる場所を考えなければならないであろう。もう一

つは、上流部にあっては、山林の保水機能がじゅうぶんに生かせるようにする必要がある。

また、市街地周辺部にあっては、各地で幹線道路の土砂崩れにより交通網が寸断された。

土砂崩れ危険箇所の点検整備と同時に、緊急時のう回路も考えておく必要がある。
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2.防災体制

いったん災害が起きた場合の体制も考え、それが実際活動できなければならない。そのため

町の防災計画に基づき、日ごろから防災訓練により確認しておかなければならない。

また、この防災体制は、役場職員、消防団などのものだけでなく、住民側の防災体制という

ことも考えなければならない。つまり、地域内での防災体制、全町的な防災体制ということを

考えなければならない。今回のような大規模な災害にあっては、個々の災害ではなく地域的な災

害であるため、地域ぐるみでの防災体制ということが必要になる。 更に、 一地域が災害を受

けた場合の災害復旧ということを考えると、他の地域の協力は不可欠である。全町的なことを

考えると、今回の水害は、中心地の被害が大きかったため、商店街が、最低 2週間は機能する

ことができなかった。このため、被災しなかった人も、生活必需品を手に入れるのも大変だっ

たという状況がある。このような問題をどうするか、検討の余地はある。
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3.啓 も ろっ

今回の水害では、不意を打たれたようなところがある。私たち一人ひとりが防災の意識とい

うことで無防備であった。このことから、常日ごろの防災意識を持っための措置として、次の

点が挙げられる。

(1) 防災の日設謹と防災訓練

1986年8月 5日の惨事を忘れないことがまず必要である。そのため、この日を防災の日とし

て全町的な防災訓練と、防災についての知識を高めることが必要である。そして、災害が起こ

らないよう、あるいは最小限に抑えるよう地域をあげて再点検する必要がある。

(2) 避難の心得作製、各戸配布

いったん災害が起きた場合、速かに避難できるように、避難の心得を各戸に配布することで

ある。この避難の心得の内容としては、避難する目安となる状況、避難すべき行動、避難場所

などが挙げられる。
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町民の防災上の心得

1. 台風に対する心得

(1) 一般家庭の災害対策

ァ 台風等が近づく前の準備

（ア） ラジオ、テレビで気象予菩報、情報並びに防災上の注意事項をよく聴視して、その内

容に応じた対策を立てる。台風が近づくと、深夜でも気象情報等が放送されるので、

台風の位罹や、進路予想や、暴風雨圏を確かめるようにする。

（イ）停電に備えて、 1褒中電灯、携帯用ラジオ等を用意する。

（ウ）いざというときの避難場所を確認しておく。

（エ）隣り近所の人との連絡方法を決めておく。

（オ）洪水の警報、避難命令などがどういう経路で自分のところに伝達されるか、良く確か

めておく。

イ 台風等が近づいてきたときの準備

（ア）飲料水を容器に入れて用意しておく。

（イ）大工道具を出しておく。

（ウ）洪水等の危険がある地域に住んでいる人は、避難のときの準備として次のものを用意

しておく。

(a) 食料2~3食分と飲料水

(b) ロープまたは帯

(C) 下着 1~2着

(d) 1.5m程度の竹または棒

(e) 重要品、貫重品、印鑑など

ウ 台風が襲ってきたとき

（ア）水害の恐れがあるときは、次のようにする。

(a) 儀は高い台の上に積み重ねる。

(b) たんすは引き出しを抜いて高い所へ置く。

(C) 押し入れの下段のものはできるだけ上段へ移す。

(d) 電気、ガス、その他の家財道具の処理をする。特に火の元は必ずきっておく。

(e) 学用品の保存に注意する。

（イ）大雨が長く続くと地盤がゆるみ、崖崩れの起こる危険があるのでじゅうぶん注意する。

（ウ）堤防や護岸の近くに住んでいる人は、川等の水かさに注意する。

工 避難するときの注意

（ア）平素から避難場所と安全な道順とをよく覚えておく。

（イ）町長から避難準備の勧告や指示があったら、いつでも避難できるよう準備をする。女

子、子ども、老人、病弱者は早めに避難させる。

（ウ）避難命令が出たら、まず火の始末をし、戸締まりを完全にする。

（エ）携帯品としては、非常食糧（少なくとも 2食分程度）、飲料水、医薬品、賞重品、印鑑

現金、着替えの衣料、夜間には懐中電灯などが必要である。

（オ）頭には、帽子、頭きん、ヘルメットなどの防具を付け、できるだけ衣類でおおうように
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する（索足や褪は危険である）。

（力）単独行動は避け、資任者を中心に老人や子どもを先にして、家族または隣り近所そろって

避難するようにする。また浸水地域から避難する場合には、誘導者の指示に従い、水

にさらわれぬようロープや網でつなぐことも必要である。

（キ）避難の指示はサイレン、半鐘等によるほか、伝令やCATV放送によって行われるこ

とになるので、じゅうぶん注意するとともに近隣にも伝えることが必要である。

オ 台風下の行動について

（ア）外出するときは、目的、行き先、経路、帰宅予定時刻等を知らせておく。

（イ） 2人以上の場合は、お互いに手をつなぐとか、ロープや竹ざお等で連絡して歩く。

（ウ）壊れそうなへいのそばなどを通るときは、下敷きにならないようへいから離れて歩く

（エ）道に沿って川や池がある場合は、風に吹き飛ばされないように風上の側へ寄って通る

（オ）嵐の中では、お互いの声がなかなか届かないので、指導者はメガホン、携帯用拡声機

等を用意しておく。

（力）夜間には、懐中電灯等が必要であるが、このような道具は、できるだけ身に付けてお

くようにする。

（キ）水びたしになって一面海になったときは、知らない道は決して一人歩きしない。

（ク）泳ぎに自信があっても、木材や畳がどんどん流れてきて危険なので注意する。

(2) 台風時の風に対する対策

ア 屋 根

かわらぶきの場合は、風向きの軒先、南束側の妻がわら、棟がわら、裏側の棟に近いか

わらは、よくめくられるのでじゅうぶん調べて縛ったり、風の入りそうなところにしっくいを詰

めるなどの手当てが必要である。

トタン屋根のときは、その止め方をじゅうぶん調べて止めくぎの少ないものに亜鉛くぎ

を増してしっかりさせておくようにする。

イ 窓、出入口

窓、出入口は、じゅうぶん注意しなくてはならない。伊勢湾台風でも効果のあったものは、

しっかりした雨戸であった。すべての戸が一つになってはじめて効果があるので、一枚外

れたら吹き抜けるような反対側の雨戸を開けないと、屋根などを吹き飛ばされて思わぬ被

害を受けることがある。戸は「印ろうじゃくり」，これがないときは、かんぬきを付けてし

っかり縛るようにする。ガラス戸のところは、特にガラスとさんの取り付けを調べる必要

がある。ガラスを押さえるさんの木ねじはどうか、パテは落ちてないかなども良く調べ、

ガラスののみ込みが少なく外れかかっているときは危険なので取り替えておいた方が良い。

ウか べ

132 

建物の南東の妻かべ、軒裏の小かべが多く被害を受けるので、芯まで土かべでなく、モ

ルタル塗りに防水材の入った「リシン」を用いて補強する必要がある。板かべのときは、

下地のさんがあらく板の止めくぎが少ないと風にもぎはがされることがある。風圧は押し

つけるだけでなく逆に引っ張る力も働くことを忘れてはならない。＜ぎがゆるんで浮き

上がったり、留めくぎの少ないもの、下地のさんが浮き上がっているものがないかを注意

してみる必要がある。



工 へ し‘

最近ブロック造りのへいが多いが必ず鉄筋を入れること。木製のものは柱に支柱を立て

なるべく風の吹き抜けるすきまを入れた方が良い。

2.地滑りに対する心得

(1) 地滑りの原因

地滑り地帯は、地質的にぜい弱である上に風化作用によって、いわゆる粘土が生成されてい

るが、これに豊富な地下水が作用して、水の通りにくい異なった堅い地盤の上で地滑りが誘

発される。自然的な原因としては、降水、地下水、地裳などで、人為的な原因は、道路の盛

土、地取りなどが挙げられ、これらの作用がある場合は、間接的に、また直接的な原因とな

るのであるが、このなかで大きな影響を与えるものは降水や地下水の作用である。

(2) 地滑りの予知と予防

地滑りの起こる前には、次のような現象がよく起こる。

ア 地下に住む小動物が家屋内にはい上がる。

イ 井戸水、湧き水、ため池等の水が急にかれる。

ウ 水田の水もちが悪くなる。

工 地滑りが起こる前に木の根が裂ける。

オ 地滑りくぼ地の上方の急傾斜面に亀裂が生じる。

カ 地鳴り、家鳴りが聞こえる。

キ 地滑りの起こる数日前、山肌の岩石がボロボロ崩れ落ちる。

以上の状態になれば地滑りは近いと考えなくてはならない。 したがって、地滑り、山崩れ等

の危険がある所に住んでいる人は、楽雨、大雪、地裳等の際は特に注意を怠ってはならない。

不幸にして地滑りや山崩れが発生したときは、土砂の流れる方向と直角の方向で安全な所に

すみやかに避難できるようにふだんから準備しておく必要がある。

3. 大地震のときの心得

(1) 大地裳のときは、まず丈夫な家具などに身を寄せる

大地裳が起こったら、まず丈夫な家具等に身を寄せて、後の行動を考える。あわてて逃げ

出してはいけない。木造家屋の 2階は、 1階よりも危険度は少ないから無理に降りることは

ない。階下でも、すぐに安全な空地に避難できる場合は別として、あわてて戸外に逃げ出す

ことはかえって危険な場合が多い。

家の中では丈夫な家具に身を寄せるか、机やベットの下にもぐるか、柱の多いところにい

るのが比較的安全である。ただ家具類は、転倒したり、移動しないように平常から固定して

おくことが肝要である。

防火上注意を要する危険な建物や老朽または構造上から弱い建物はじゅうぶん注意を要する。

(2) あわてて戸外に飛び出すな

屋根がわらや窓ガラスの破片など頭上への落下物が多いのであわてて外に出ることは危険

である。逃げる場合は座布団などをかぶって出ると良い。 1まだしで飛び出すことは危険であ

る。大地裳のときなど、手前勝手に逃げ出すと群集のもみ合いで、大事を引き起こす危険が

あるので注意を要する。

(3) 狭い路地、へいのわき、崖のふちを避けよ

狭い路地やへいのわきに近寄ると、家が倒れてきたり、かわらなどが落ちる心配のない戸
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外に出てもへいが倒れてけがをしたりするので注意をする。特にプロックベいは危険である。

崖や川べりには、平行して地割れが起こったり、地滑りが起こるので避ける。

鉄道や道路など人工的に土盛りしている所へ荷物を運んだり、避難するのは危険である。

(4) なによりも、まず火の始末

地裳と感じたら、なにをおいても、火の始末をすること。大地裳のときは、消火が困難で

あり、それに火元になることが多い。これに加えて、動力は止まり、水道管は切れて水道が

止まり、消火用水が得られず、家屋の倒壊のため消防車が出動できなくなり、大火災になる

恐れが多い。

石油ストーブ、コンロなどは倒れないように工夫するとともに、地裳のときはすぐに消す

ことが肝心である。

学校、研究所、薬局、発火性の薬品や油類のある所では、平常から取り扱いに注意し、消

火の用意や消火の訓練をしておく必要がある。

(5) 5分過ぎたらまず安心

大地裳のときは、普通激しい上下運動から始まり、家を破壊したりするような裳動が継続

する時間は、大体 1分前後とみてよい。従って 5分過ぎたら、地裳の直接の危険は過ぎたと

考えて良い。

なるべく早く、落ち着きを取り戻し、火の元の注意、家族の安全を確かめ身辺のことを片

付けるなど、適切な活動を開始するよう心がけるべきである。

(6) 人命救助には消火が第一

大地裳の際、火を出さないようにすることが第一であるが、火が出たら、すぐに消し止め

ることが、人命を救うためにも最もたいせつなことである。倒壊家屋の下敷きになっている

人を救い出すためにも火事が出ては、どうしようもない。

大きな荷物を持って避難することも危険である。関東大裳災の際、各所に起こった大きな

惨事は、荷物に火が燃え移って生じたものが多い。

(7) 山地では山崩れ、傾斜地では崖崩れに注意

大地裳のとき、山地では雷鳴のような音と共に山崩れを起こし、ことに谷に沿っては、上

流からは土砂が流れ下り、その通路に当たるものすべて洗い去ることがあるので、谷間に住

む人は、不断の山崩れに注意し、いざというときは、両岸の斜面に逃げるのが良い。

過去に地滑り、山崩れのあった所や、最近人工的に傾斜地を切り崩して造られた土地や、

急な斜面に造られた石がきなどは、じゅうぶん注意する必要がある。

(8) 低地では浸水に注意

一般に低地では、河川堤防が破壊されたり、地裳、地滑りのために川がせき止められて浸

水することがあるので注意が必要である。

(9) 確実な情報に従い、余裳を恐れるな

大地震のあと混乱に乗じ、余裳や、その他人心を不安にするようなデマが飛ぷことがある

ので、各人がじゅうぶん注意することが肝心である。地裳、余裳などの自然現象の推移につ

いては、気象庁、気象台から情報が発表され、また町の災害対策本部から、適切な情報や指

示事項がなされるはずであるから、携帯ラジオ等によって、それらの情報を受け、これによ

って行動することが必要である。

大地裳のあとでは、余裳が続くことが多いが、本震より規模が小さいのが原則であり、や
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たらに恐れることはない。

(10) 秩序を守り、衛生に注意し、我れ勝ちの行動は混乱のもと。

大地裳のときは、上下水道が破壊されたり、電気、ガスが止まったり、交通、通信の障害

が起こったり、低地では浸水したり、いろいろな事態が一時に生じる。このような状況下では

衛生状態も悪くなり伝染病などが発生するとともに、種々の混乱や不便が起こる恐れがある

ので、各人が理性ある行動をとることが必要である。

災害時には、とかく我れ勝ちの行動をとりやすいがこれは混乱を起こすもとであるので大い

に慎まなければならない。

特に避難などのため交通の混乱を起こすような行動は避けるべきである。

大地裳のような事態では、各人が秩序を守り、力を合わせて不幸を最小限にとどめるよう

努めることがたいせつである。

Ill) 不意の地裳に、日ごろの用意がたいせつ

ア 携帯ラジオ、懐中電灯類の用意

イ 飲み水、消火用水の用意

ウ 家具類の固定、発火危険物の始末

エ 非常時の避難方法は、日ごろから携帯ラジオ、懐中電灯、マッチはいつも場所を決めて

非常袋にまとめておき、とっさの場合すぐに持ち出せるようにしておくことがたいせつで

ある。

非常時の避難方法、逃げ道、逃げ場所などは良く研究し家族で話し合っておくことが必

要である。

4 災害時において家庭に準備すべきもの

(1) 照明器具……ひもをつけだl裂中電灯、マッチ、ライター

(2) 大工道具……金づち、のこぎり、ペンチ、くぎ、ロープ、針金、板切れ、竹ざお、ナイフ

(3) 食糧……飲み水、水筒、パン類、缶詰

(4) 炊事道具……七輪（コンロ）、木炭

(5) 応急医薬品……マーキュロ、リバノール、メンソレータム、脱脂綿、包帯、ばんそう膏

(6) 容器類……風呂敷、リュックサック、ビニール袋

(7) 情報手段……地図、鉛筆、携帯用ラジオ

(8) その他……ヘルメット、頭巾、座ぶとん、貴重品類

（科学技術庁発行「防災」より抜すい）

(3) 河川愛護

いったん水害になってから河川に関心を持つのでは遅い。常日ごろから河川に関心を持つこ

とが水害を最小限に抑える第一歩である。水害が起こったら放置してある材木、ゴミはどうな

るか、このようなことに関心を持つことである。河川はゴミ捨て場ではない。河川愛護の意識

を高めるために、河川、沿岸の清掃なども考えられる。

ところで、この河川の愛護は、用水路、側溝、堀などについてもいえる。市街地を流れる用

水路では、ゴミがつまり、ごく狭い範囲で浸水するなどということがときおりある。また、地域に

あっては、土手の草を刈ったままにして、大雨によ一，て堀がつまるなどということがある。
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クリーン作戦は道路だけでなく、側溝なども必要ではないだろうか。

(4) 災害目安箱の各戸設置

各戸に雨獄計を付けることは難しいことですから、箱を用意し庭先に置いて、この箱に線を

つけ、雨試の目安にし、このへんまで来たら注意しなければならないという箱を設置したらど

うだろうか。
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第 7章まとめ





茂木町は八溝山系の中にあり、大部分が古生代または第三紀の表土の浅い岩石）爵の上に成り

立つ標高200メートル前後の山地が70％を占め、中心部が盆地状をなしている。この中心部に市

街地を形成し、全体の4分の1の人口が集中している。町を南北に流れている逆川が市街地中心

部でだ行している。また、逆川をはじめ大小5本の川が中心部に流れ込んでいる。したがって、

集中豪雨や台風があれば災害の発生しやすい地形になっている。那珂川の急流が町の北部を流

れ、町の南北を貰流している逆川が茨城県境で合流している。今回の大水害は、この逆川が氾

濫したのである。

町の年間降水姑は過去10年間の統計を見てみると、一年間におよそ1,400ミリとなっている。

昭和60年の月別雨批をみると、 6月に372.5ミリ、 4月に198.6ミリ、 2月に167.5ミリ、 8月に137.6

ミリなど100ミリを越す月は、 6回を数えている。 372.5ミリ降った6月では逆川の氾濫はなく、

公共土木の災害も 33カ所であった。

しかし、昨年8月の台風では328.5ミリとこの一月に降ったのとほぼ同じ雨屎が2日間で降った

わけである。圃場整備の促進や、山林の開発、そして河川改修の立ち遅れなどが要因となり、

あの大災害をもたらしたものと思われる。

過去の水害の歴史を見てみると（茂木町の災害年表を参照）、今回の規模に近いものは、約200

年前の天明6年7月14日～17日に「大雨降り続き逆川大洪水……」と記録されている。また、お

よそ100年前の明治11年9月13日～16日、「暴風雨により逆川が出水し、茂木町全体が江河のよう

になる」とある。

茂 ー
1

、オ
の “

y
 

くバ E
'
 

9
エ害 表

1702年 （元禄15年） 7～8月、 40年ぶりの大風、大水で、天子村家7件つぶれ、こ

の年大分不作となる

1728年 （享保13年） 9月1日～21]、60年米の大雨で逆川洪水、山崩、川欠、田畑

損し田作3分作、世上困窮となる

1758年 （宝暦8年） 5月中、那珂川洪水、水損、川欠があり、田畑が流されたの

で、大瀬村は火打石運上金上休止願を、烏山代官所へ出す

1777年 （安永6年） 4月、大嵐、変残らず相損ず、艇fi叶義した大瀬村百姓は夫食（食

糧米）下賜願を烏山代官所へ出す

1786年 （天明6年） 7月14日～17日、大雨降り続き逆川大洪水、上流小貫村の田

地は砂河原となり、山崩れで家多く沿れる （上郷9軒、吹田23軒7人死、仏の山・

笠間城崩れる）那珂川も大洪水、田方残らず荒て米価100文で5合に上昇困窮す

1822年 （文政5年） 6月21日～22日、両日中大雨、大川（逆川）洪水家流れ (ii篠

縄村1軒、高岡村6紆、神井村1軒、坂井村山崩れ家演れる。 37年前より水位は1尺

下、 8月22日大川岸の稲流れる）

1838年 （天1呆 9年） 7月 7日～29日まで、雨降りつづき、逆川べりの田畑1丈余

の大水に流され、用水堀・堰・堤防等破損、 9月不作で食糧不足につき、雌府は洒

造家に酒造高3分の1に減高命ずる

1846年 （弘化3年） 7月～8月、逆川大洪水。用水堰流出20カ所、橋りょう同20カ所、

山崩50カ所、川際堤防決壊3カ所、長さ300間余の被害が出る
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1851年 （嘉永4年） 那珂川大洪水、被害村の河井村は年賦金上納延期願を茂木藩

へ出す

1856年 （安政3年） 8月、夜暴風雨深沢村76軒中3軒倒れ、 1堂大破

1871年 （明治4年） 7月9日、茂木暴風雨で30戸破壊、牧野5戸、飯野4戸、坂井

3戸、鮎田、小深、河井、山内、芦沼2戸等

1878年 （明治11年） 9月13日～16日、暴風雨により逆川が出水し、茂木町全体

が江河のようになる

1910年 （明治43年） 8月11日、逆川河水氾濫して、茂木の大半が浸水し、安旋

寺橋、寺町橋、正明寺橋、裏町橋、下橋流出する

1920年 （大正9年） 10月、暴風雨により逆川氾濫し、茂木町内で床上浸水610戸

の被害を出し、茂木屯灯の供給区域である茂木、七井、長倉、益子、祖母井、市

塙は長期停慮となる

1938年 （昭和13年） 9月15日、大暴風雨のため逆川、那珂川大洪水。須籐村内で

浸水20戸、流出3戸の被害出る。上河井河岸流され廃業

1949年 （昭和24年） 8月31日～9月1日、キティ台風により逆川氾濫

1986年 （昭和61年） 8月4日～5日、台風10号崩れの集中豪雨 (32.5ミリ）で逆川

大洪水（死傷者61人、全半壊家屋99棟、浸水家屋898棟、河川決壊243カ所道路決

壊420カ所）

さらに、大正時代に1回、昭和に入ってからも 13年、 24年と逆川が氾濫して、大きな被害を

けている。この年表から見ても分かるように、過去に十数回床下浸水や床上浸水の被害を受

ている。8月4日～5日の水害は100年に1回の被害であるように思われる。昭和24年の水害から

37年間もたっている。全く水害の経験をしていない人も多く、また万が一経験したとしても

れてしまった人もいて、過去の経験をじゅうぶん生かせたとは言い切れない部分もある。

の記録や対応を知っていたなら、もっと打つ手もあったことと考える。

昨年の8月4日、 5日の台風10号とその後の低気圧によって町は有史以来の被害を受け、

は濁流にのまれ、ガレキ化して、家屋は崩壊、交通網は寸断され、農地は荒れ、尊い3人の命

も蒋ってしまった。

町民の皆さんの復興へ向けての懸命の努力と、全国の皆さんから寄せられた物心両而にわ

るご援助により、日一日と明るさを取り戻してきた。 1年が経過した今、あの悪脱のよう

のあとは町内から消え去ろうとしている。しかし、災害のあったことは、まぎれもなし

ある。この事実を後憔に伝えるのは、私たちの使命である。関係する多くの皆さんのご協力

より災害の様子をまとめた災害の記録誌を発行する述びとなった。この冊子が今後の

防災意識の高揚と啓もうに役立つことを願ってやまない。

終わりに、資料の提供をいただいた皆さまに心より感謝申し上げます。
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＜ 災 害 体験記＞





妻といっしょに流されて

上郭内 平野教雄

8月4日、午後 7時

いつもより 1時間ほど早く閉店。強い降りの雨を心配しながら御本陣橋に水位を見に行く。

いつもの雨のときと同じくらいの水位なので安心して帰宅。家族（妻、子ども 3人）と、いつ

ものようにテレビを見ながら夕食。このときは、まだ大水害のことなどもうとう感じなかっ

午後 8時45分

ピーンピーンピーン、消防マイクが林地区への出動を告げる。火事のときのようには急がな

い。役場前の消防小屋へ 4~ 5人集まった。消防車はなかった。桧山部長以下、副部長、班長

まで、午後 8時ごろから出動していたようである。小泉、山崎、私の 3人で歩いて林地区へ。

依然として大水害は感じず。 I『疇1盲マ璽•こ～｀／瓢〗 ＼ 

午後 9時45分ごろ 一
かなり雨が強くなってくる。林地区に到

着。郵便局に勤めている河又さん宅に桧山部

長以下何人かお茶を飲んでいた。いつものよ

うに冗談を交わす。私も河又さんにジュース

をごちそうになる。 30分くらいして鮎田川の

水位が異常に上昇したことを告げられ、鮎田

川へ。「越水までまだまだ 1メートルくらい

ある」と小泉、山崎と話しをする。だが今回

はおかしい、異常だ。 30分とたたないうちに ▲平野さんが流された下郭内地内

越水までの距離が50センチ、 30センチ、 10センチと迫り、とうとう越水。道路に水が流れ出

し、魚までが私たちに緊急事態を告げるかのように道路上を泳ぎだした。近所の家の周りに土

のうを積むが、積むのよりも水位が上がるほうが早い。どうしようもなくなった。レンガのマ

スターに頼んでおいたおにぎりが届く。おにぎりをみんなの所へ運ぶ。運んでマスターの車の

ところへ戻ると、 5分とはたっていないのにタイヤが水でみえなくなっている。「マスター！

早く車を出さないと」私は叫んだ。私の頭の中に以前テレビで見た長崎の水害の光景がよぎっ

た。御本陣橋が、家が。マスターの車に飛び乗り、何人かで家の方に向かった。

午後11時ごろ

消防車に乗って来た羽石さんらと御本陣橋に行き川を見たが、越水までは 2~3メートル＜

らいあり安心した。何人かで消防小屋へ。びしょぬれになった服を脱ぎ、パンツ 1枚になりス

トープに火をつけて服を乾かした。夏なのに異常に寒い夜である。 14~15軒に電話をする。お

やじの所は、すでに通じなかった。また御本陣橋へ。越水まで30-50センチメートルしかな

い。家に戻る。
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5日、午前 1時30分ごろ

妻と 2人で、お店の品物、書類等を 1階の茶の間に運ぶ。

午前 1時45分ごろ

家の裏庭へ川を見に行く。水があふれ始めた。茶の間の荷物を 2階へ。 3往復目には、畳が

プカプカ。家族の記録がいっばいのビデオテープの棚が、ひっくりかえって泥水の中へ……。

今回の水害で失くした物で私のいちばんたいせつな物である。「久子、諦めよう」。 30分と経

たないうちに腰まで水に浸ってしまった。

午前 2時45分ごろ

バックを両手に、妻と子どもたちのいる町民センターヘ。石塚さんの前で道路（川！）

切ろうとした。真ん中辺まで行った。流れが強い。「危ない」私が叫んだ。足がすべった。妻

といっしょに川の中へ。無我夢中だった。着いたのは役場の玄関だった。役場には、役場の

人、消防関係の人、何人かいた。水がどんどん増えてきた。役場の書類を机の上に上げるのを

手伝った。窓ガラスが「ガチャーン」と音をたてて割れた。水が入ってくる。役場の 2階へ。

妻が「お父さん、子どもたちは大丈夫かしら？」と聞く。町民センターに電話をするが通じな

い。妻と自分に言い聞かせる「 3人ともよくできた子どもたちだ。大丈夫」

まで、ただぼんやりと時をすごしたような気がする。

午前 8時ごろ

子どもたちは無事だった。おやじたちも無事だった。家に帰ると家の中はヘドロだらけ。店

の陳列台は、ガチャガチャ。頭は？レンガのマスターが、おにぎりと飲水を持って来てくれ

た。水がとてもうまかった。河井の鉄っちゃん（従兄）が、いろいろな片づけ道具を持って来

てくれた。レンガのマスターは、毎日三度の食事と手伝いを 2週間も。鉄っちゃんは毎日10日

間も手伝いに。その他、毎日何人も手伝い、後片づけ、お見舞いに来てくれた。

みなさんほんとうにありがとうございました。

残っていたのは屋根と柱だけ

桔梗町 藤間則子

8月4日一日中雨が降り続き、夜になっても一段と激しく降っている。私の家は桔梗橋のた

もとにある。水位がぐんぐんと上がっているのが目に見えて分かる。午後 9時ごろから、また

雨が強くなり、これは大変だと思いながら、何をしてよいのか、ただおろおろするばかりだっ

た。

懐中電灯を手に川の水位を見ると、橋げたまでもう少しで上ってしまうのです。近所の人た

ちと話をしながら川を見ていた。子どもたちに、母が「茂木に嫁いで20年になるが床上浸水し

たことは一度もないので心配ないよ」と言った。そのうち消防のかたが来て橋の所で待機して

くれたが水がどんどん増水するばかり。大きなゴミやドラム缶、材木など濁流に押し流されて

くる。

これは大変だと思う間もなくサイレンが嗚る。橋の所でトラックが止まりゴムがっばで身を

固めた人たちが土のう積を始めましたが、それも20分もたたないうちに濁流におし流されてし
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まった。

私も子どもたちも大あわて。車だけはと思

ぃ男の人に出してもらおうとサッシ戸を 1狙け

たとたんにものすごい勢いで台所に水が入っ

て来た。みるみるうちに床上浸水が始まり、

それでも親子 4人はまだ家の中。大きな声で

「早く避難しろ」と言う消防のかたの声。あ

）てて位はい一つ持って泥水にひざまでつか

ながら親戚の家に避難した。そこで一夜を

あかした。
....濁流に壊された藤間さん宅

明け方 4時ごろ家や車が濁流におし流されていくのを見た。家は大丈夫かなと思った。とこ

ろが近所の人が来て私の家が流されてしまったことを聞いた。体がガタガタと震えた。早く家

が見たい。そんな気持ちで時間を待った。 10時ごろひざまでつかりながら歩いて家まで行っ

た。なんと無残な家に、家の中の物が何一つなく、家財用具ー式流出してしまった。残ってい

たのは屋根と柱だけ。私と子ども 3人で何もない家の中でぼう然と立っていたら、実家の兄弟

たちがテレビで知ったとかけつけてくれた。 「則子どうした。子どもたちは元気か」の声に

思わず涙がこぼれて抱き合ったままだった。

家族 5人、 2階で過ごす

下砂田 下山 顕

降り続く雨は庭からまわり玄関に入る。塵とりを使って外に掃き出したり、溝を掘り、流れ

こむ水を回していた。裏川は静かにふくれ上がり不気味に満水を保っていた。深沢の妹から、

「今夜の雨と水はいつもと違う」との電話があった。たぶんホテル清山の下を流れる逆川が普

段と違い狂った様相を見て、川沿いにある当家を心配しての連絡だったと思う。“災害が忘れ

たころにやって来た’'5年前、やっとの思いで土地建物を求めた。川岸のため地盤を高く基礎

棚いを補強しじゅうぶん洪水を配慇した設計

にまとめたつもりであった。しかし、豪雨は

とどまるところを知らず水かさを増しさらに

激しく、屋根を打つ音は恐怖の限り、濁流は

本流と道路を遠慰なく飲み込み、家族 5人は

避難命令を耳にしながらその時期を逸し 2階

で不安と、これは現実なのかと信じられない

悪夢の一夜を過ごした。

台風10号の前には、なすすべもなく壊滅的

な被害と残された泥類にあ然とし、あらため ▲越水が早かった下砂田地内

て自然の力に屈服させられた気持ちであった。県内で死者 6人。茂木lllJl,800戸に水魔のツメ
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あとを残しなのがら、何事もなかった現流を見ると、なにをか言わんやである。気持ちを持ち

直しての復興元年も衣食住に事欠く中で黙々と続けられ、

〇家族の協力、契（きづな）の再発見。

〇やる気になればできる自信、感謝の気持ち等

作業を通じて忘れてはならない貴重な体験をした。

台風10号を契機として茂木町を再度水害から守るべく抜本的河川改修が河川法適用の事業と

してスタートした。我が家を含め移転等やむをえない住宅も数多いと聞く。今まで地元に親し

み喜怒哀楽を共にすごした愛する土地を移動することは物心ともに割り切れないものがある。

またその中で代替地補償額等の交渉が今後の課題となろう。災害に強い美観を保った町づくり

のため、円滑なまた思い切った施策に一町民として大いに期待して行きたいと思う。

1 9 8センチも濁流が

下砂田 渡邊淑子

先日、電柱に向かって背のびをしてみると主人の指先がやっと届く高さに黄色いテープが巻

いてありました。

198センチ、これが一瞬のうちに我が家をのみこんだ濁流の水位の高さです。 4日夜半屋根

を打つ豪雨の音に目をさましたとき、ちょうど 2回目のサイレンが嗚り梱いていました。主人

はすでに階下で外の様子を見ており、歩道まで冠水した水が自動車の通行によって波となり、

ドアのすきまから浸水を始めていました。それでもまだ、あれほどの大洪水になるとは夢にも

おもっていませんでした。「座卓の上に畳をのせておけば、だいじょうぷ。」主人の指示に従

って一枚目の畳を持ち上げたとき、音もなく床下から浸入してきた水の力で残りの畳がかわら

せんべいのように折れまがりみるみるうちに床上まで浸水してしまいました。ガラス越しに見

える道路はゴウゴウと濁流がうずまき押し寄

せる水にドアはきしみ、これは大変なことに

なったと、身近にある物を手渡しで 2階へ運

ぶ作業を懸命に続けました。雨はいぜんとし

て強く降り続き、もう階段の 6段目まで浸水

し、タンスや冷蔵庫がさして広くもない部屋

のなかで、ひしめきあいぶつかりあって異様

な音をたてていました。

「早く雨がやまないかしら。雨さえやめば」

祈るような気持ちで差し出す懐中電灯の光の

なかで水位はじりじりと上がり続けています。私はこのときになって初めてことの重大さに気

づき、身ぶるいするほどの恐怖に襲われ、子どもの手をしっかりにぎったまま、したたり落ち

る濁流にまみれて立ちつくしておりました……。

146 



川の中に家が建っているよう

弾正町 河原良一

午後11時ごろ、雨の音で目が覚めた。窓を開け川を見ると橋下50センチくらいの水位だっ

た。しかし、みるみるうちに30センチくらいずつ、水位が上がってきた。道路はもうすでに川

となっていた。その間、 20分くらいだった。事務所の中に水が入りそうになったので出入口の

ガラス戸を締めた。だが、水に押されてガラ

スが割れて、ゴウゴウと水が入って来た。あ

っという間のことだった。近所に電話をして

いるうちに、イチョウ、マツなどの庭木がい

とも簡単に流れて行った。まもなく車も舟の

ように川に向かって流れ出し、まるで、川の

中に家が建っているようだった。別棟に逃げ

ようとしたとき、ガラス戸が倒れ、割れたガ

ラスで妻が足にケガをした。子ども部屋の出 ▲濁流に土台も流されてしまった河原さん宅

窓に二人が乗って外を見たが、もうどこも川となっていた。出窓の下10センチまで来たのでこ

れでは家ごと流されるかも知れないので、ロープを柱にしばって近所に逃げようと思ったが、

今度はぐんぐん水が引き始め命拾いした。

家は土砂に押されて全壊

坂井北

「ドドーン、 ドーン」という岩の落ちる

音、「ガシャーン」というガラス戸をつき破

って、家の中をメチャメチャにする音、その

音はまさに恐怖でした。その何分か前、大雨

の音で寝つかれずにいた母は、パラパラとい

うサッシ戸をたた＜音に気づき、心配になり

寝室のサッシ戸を開けてみると、そのときは

すでに、普通は 1メートルぐらい間のある石

垣が押し出されて、目前にまでせまっていま

した。これは危ないと思い、父や私たちを起

冨田 隆

▲裏山が崩れてつぶれた富田商店

こし回り、すぐ家の外に逃げるように言いました。それから私は寝たきりの祖母を抱きかか

え、妻は子どもたちの手をとり外へ逃げましたが、そのとき、外はまさにバケツの水をひっく
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り返したような大雨で道路にまで川の水があふれていました。 50メートルほど離れた倉庫へ皆

入りました。毛布の 1~2枚持って来なくてはと思い、父と私は家の中に戻りましたが、その

ときはもう大岩が落ちるショックで家が大きく揺れ、立っているのがやっとの思いでした。近

くにある毛布類をもってくるのがやっとでした。しかし、着る物も少しは出さなくてはと思

い、もう一度、家へ戻ろうと息い、行ってみると、もうすでに家は土砂に押されて、全壊し

ていました。その間わずか10分間ぐらいだったと思います。もう少し出るのが遅いか、 2度目

に入るのが早いかしていたらと思うと、今でも背筋が寒くなる思いがします。私たち一家は、

あの日の出来事は、一生涯忘れられないでしょう。

家が舟のように揺れ

林 鯉沼英夫

今ごろなんの電話だろうと受話器をとっ

た。「だいぶ増水してるので注意してくださ

い」とのこと外に出て見た。この分なら大丈

夫だろうと気にしなかったが、あっと言う間

に玄関に浸水して来た。母を背負って避難し

ょうと何回か外に出て見たがどうにもならな

かった。そのうち西側の壁が壊れ濁水が流れ

こんで来た。これは大変だと 2階に上がった

が舟に乗っているように揺れてとても不安で

いられず、東側の外屋に出てしまった。 ...家をもぎとられた鯉沼さん宅

おかあちゃんが、「早く避難していればよかったのに申し訳なかったね」と、母に詫びてい

る。目の前に高台がありながら、どうしようもなくただ濁流を見つめているばかりだった。

もう思い出したくない。少し強い雨が降れば裏に出て川の様子を見ずにいられない。一日も

早く改修をお願いするのみです。

皆さんの温かいご援助ほんとうにありがとうごさいました。

車の中で一夜を過ごす

上新一区 根本のり子

あの台風10号が、まさかこのような大洪水を引き起こすとは、思いも寄らないことでした。

朝から降り出した雨は夕方も降り続きましたが、雨量はさほど多くなく、家のすぐ裏を流れ

る逆川もじゅうぶん余裕があり、あふれるとは考えられませんでした。とは言え十石地内の逆
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川は毎年のように氾濫をくり返し、多くの田んぼを不作にし、周りの家々に被害こそなかった

がいつも不安を与えていたのです。

その夜の 7時ごろから、ちょうど雷雨のように急に雨足が強くなってきたのです。 8時ごろ

消防団の人から、これからしばらく降り続くので注意するようにとの連絡を受けました。子ど

もたちにはすぐ避難できる服装で布団に入らせ、主人は川の様子を見回っていました。

11時、雨はますます強くなり、ついに堤防を越えてしまったのです。庭先に流れ出した水は

みるみるうちに増え、子どもたちを起こして

車で家を出るときには車がやっと走れるほど

に増えていました。

その間15分ぐらいだったと思います。そし

て流れはとても強く大人でも足がすくわれそ

うでした。

私たちが家を出るとき、消防車のマイクの

声が聞こえましたが、雨音に消されて内容は

全くわかりませんでした。それから川があふ

れそうになったらすぐ土のうを積むといっ晶
→ ぎ ▲低地のため越水が多い十石地内

も、急激な出水に、間に合わなかったようでした。

その夜、車の中で一夜を過ごしましたが、午前 1時になっても、 2時になっても、強雨はや

まず、 4時になってやっと小降りになってきました。

夜が明けて、周りを見わたすと、我が家は無事でしたが、土砂崩れで屋根まで埋もれてしま

った近所の家や、倒れかかった家に水の恐ろしさを改めて知らされました。

2階からロープで逃げた

御園町 森田昭治

昭和61年 8月5日未明、わきを流れる坂井

川が、氾濫して大水害にみまわれました。最

初に氾濫し始めたのは、わきの川ではなく、

前方から水が押し寄せ、庭に、そして、み

るみるうちに家の中にと押し寄せてきたので

す。畳は浮き上がり、家具類などが次々と倒

れ始まり、そのときは、あっという間の出来

事なので何をどのようにしたらよいかわから

ず、そのうちに外に逃げることも不可能とな

ってしまった。幸いにして私の家は、 2階が ▲坂井川が越水した御園町地内

あったために、 2階に逃げました。しばらくして、消防署の人に、外に逃げるように指示され

たため、雨の降る中を 2階のテラスからロープをかけて隣の屋根づたいに逃げました。
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そのときは、ただ逃げるのに、無我夢中でしたから、あのような所からロープーつにつかま

りながら逃げることができたのかもしれませんが、後で恐怖感がわいてきました。

あのときの思いは、もう二度としたくないと思います。このことだけは、現実に遭った人で

はないと分からないことだと思います。ですから二度とあのような大水害に遭わないために

も、一日も早く河川の改修が必要だと思います。

階段の 5段半まで水が

上砂田 桧山吉弘

8月4日午前 3時30分、雨の中長男がバイ

クで北海道へ 1週間の予定で旅行する。 4日

午後 4時、川水が濁り水かさが上がり、石垣

の中ほどまで出ている濁水特有の悪臭を感じ

る。どしゃ降りが続く。 4日午後 6時30分、

川の水位上がる。いやな予感がする。午後 7

時20分、夕食をすませ目覚まし時計を午後11

時に合わせ 8時に寝る。

午後11時に川の水位見に行く。石垣の上段

までには 1メートルほど余裕があった。私の
＾濁流に壊された桧山さん宅付近

予感も外れたようでホットする。どしゃ降り続く家に戻りテレビを見る。 8月5日午前 0時30

分トイレに行き用便をすませ排水すると水の引きがおかしい。裏へ出て見るとマンホールまで

水がきている。私は精神的動揺を感じる。水が出るぞ。店に戻りまずお客様の預かり商品を 2

階に上げる。隣人の鬼沢さんが我が家を案じてシャッターをたたき、起こしに来てくれた。午

前 1時20分、下館の兄より電話来る。でも足元まで水がきているので数秒で電話切る。これが

最後の電話になった。腰まで水につかり商品も棚に上げる。でも 1メートル62センチの水位で

は……シャッターが抜ける。ガラスが割れる。店中が激流化した。午前 2時10分、 2階へ避難

する。

腰まで濡れて寒さを感じる。キッチン）レームの棚にウィスキーのあるのを思い出し取りに行

きラッパ飲みした。飲みつけないものを飲んだせいか30-40分就寝する。午前 4時15分、目が

覚め階段を下りる。 5段半まで水がある。店の中は、ガランガラン。我が家の最大マイナス記

録を見る。 5日午後 6時30分、長男が青森より帰る。話によると青森の駅でビバーク。朝、駅

待合室のテレビで茂木町の水没を知り青森より帰る。 1泊で茂木～青森を往復した1,200キ

ロ、これも我家の記録になるだろう。以上私の記録と記憶ですので多少の時間のズレがあると

思う。
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逆川は吠えていた

上の町 手嶋崇夫

8月4日午後4時。朝から降り続けている雨は、その勢いを衰えることなく、いっそう強く

降り続けている。ラジオから流れる天気予報では、本土に接近していた台風10号が熱帯低気圧

になったことを報じている。この雨も明日の朝までにはやむだろうと、どこか遠い国の出来事

のように、そのニュースを聞き流していた。わたしはふっと、祖父の話を思い出した。茂木

は、地震もない、水害もない、平和ないい町なんだといつも言っていた。そしてわたし自身

も、自分たちの町は災害とは無縁なのだと、何の根拠もなくぐう話を、まるで神のごとく信じ

ていた。しかし、そのことが覆されるのに、それから半日も要することはなかった。

8月5日午前0時。闇を引き裂くように、雨が激しく降り続けている。家のわきを流れる逆

川は、いままで見たこともないような、激し

いうねりを繰り返していた。橋げたまであと

50センチもあるだろうか。雨はその勢いを衰

えさせるような気配は、どこにも見あたらな

い。いままでとは何かが違う。逆川は吠えて

いた。そのときになっても、父も私も、そし

てこの町の多くの人たちが、この町に限って

とか、自分の家だけは安心だろうと、信じて

いた。
、 .....水が引いたあとの安養寺橋付近

午前1時30分。遠くで、かすかにサイレノ

が聞こえる。ゴツン、ゴツンと橋に材木がぶつかる。橋げたまで水が届いたら、あっという間

にごみがたまり、流れが両側からあふれてきた。庭先の道路を水が駆け上がってくる。車庫が

やられる。「俺が動かす」。ヘッドライトの 5メートル先は何も見えない。大通りはそれでも

まだ30センチくらいしか水はきていなかった。物産会館まで何とか車を動かした。

家の庭は怒とうのような流れのなかにあった。水が腰まで来ていた。水の勢いで足が取られ

る。水圧でなかなかドアが動かない。祖母がまだ家の中にいる。 2階だ。部屋に入った途端、

じゅうたんがポコポコと動く。じわぁと、じゅうたんが浮きだした。「大変だぁ」。

祖母は階段の上にいた。両わきに持ちきれないほどの紙袋を抱えて。その祖母の紙袋を何と

か小さな荷物にまとめて、下に降りた。階下ではいすが浮いていた。飾り棚が倒れてきた。水

が祖母の腰まできていた。「だめだぁ。」もう逃げられない。玄関の扉が流れの中に消えてい

く。大きなげた箱が流れていく。「助けてくれぇ」。橋にものがぶつかるたびに家が震える。

窓のすぐ下を逆川が流れていく。「ションベンがしたくなったぞぉ」俺は小便をするぞ。こ

の自然の猛威を目の前にして、何も抵抗できない悔しさのために、せめて小便をする。自然の

神の目の前で、小さな人間の営みが、なんて他愛のないものか見せてやる。

午前4時。僕の小水が逆川に吸い込まれていった。
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孤立した人を無事救出

飯野久 桧山茂喜

危険警戒水位を上まわる増水に、我々消防団に第一報全員三角（みすま）集合。雨はどしゃ

降り、伊川勢橋の橋げたまであと 1メートル、団員は各戸へ家財道具の搬出手伝い。

河川の流れも時間がたつにつれ轟音になり、床下浸水し、前の県道も水につかり車も通れな

い状態になる。消防本部も移動、住民に避難命令。しかし、長年住んでいる家と離れたがらな

い様子、だれもがこれほどの増水は考えていなかった。ゴミや材木が橋げたにひっかかり始

め、あちらこちら床上浸水になり住民の避難

が始まった。しかし、一軒だけ増水が早く避

難できず救出も何回となく試みたが、水の流

れが激しく、二次災害の恐れもありできなか

った。とり残された家の人から、家の中の水

位が高くなって、今後電話ができないとの電

話連絡、田や畑も増水で見えなくなり濁流化

していった。

5日の朝 1時ごろ、電話不通、停電、水道
•· A水没した飯野東地区

も止まり、すぺての通信網が不通になり、陸

の孤島になりました。国道は土砂崩れ、那珂川橋も通行止めになる。明け方水没した 2階か

ら、懐中電灯で〇やXの信号、必死で助けを求めている様子、早急に救出しなければ。まず自

衛隊のヘリコプターを、団員の一人がアマチュア無線を使って頼んだが、よそにも出動してい

るとのこと。そのうち、屋根だけ見えていた納屋が濁流に傾きかけ、大きな音と共に流れてい

った。その様子を見ながら、とり残された人たちも不安と恐ろしさで身の縮む思いではなかっ

ただろうか。だいぶ明るくなってきたころ、昨夜は気づかなかった欄干のそばのパイプにつか

まっている人を発見、増水と濁流でどうすることもできず、魚釣りの名人 2人に無理に頼ん

で、舟で無事救出。助かった人たちみんなが青白く疲れた様子。その中にも喜びの顔があっ

た。無事を祈りながら見守っていた人たちも大きな拍手で喜んだ。ご協力ありがとうございま

した。

すべての道路が寸断

福手 小幡隆

夏といえば台風はつきもの。しかし、こんな台風とは。いつもは風の方ばかり気にしている

コンニャク農家にとっては「雨台風恐るるに足らず」と思っていたのに、 「とんだことにな
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った。」というのが感想でしょう。

私個人にとっては、 8月5日は誕生日、女房が赤飯を用意したものの、赤飯どころではなく

なってしまいました。

私の家の西側はすぐ鮎田川になっています。河川改修はしたものの土石が川底にたまってい

たせいもあってか、土手を含めても 2メートルほどしかないため、夜中の 2時ごろ、雨のいち

ばん強かったころでしょうか、すぐ川近くの農機具置場に泥水がかぶり始めてきました。ず

ぶ濡れになって農機具を全部移動させました。このとき家の灯がついていたのは、自宅と隣の

2件だけでした。大水の怖さをつくづく感じました。

その後、川のような道路を軽トラックを走

らせ、近所を見回りましたが、午前 4時ごろ

にはすぺての道路が寸断され、田は湖のよう

になって水没し、畑はいたるところで地滑り

を起こしてコンニャクをつぶし、手のつけよ

うがありませんでした。ただ、近所にはけが

人もなく、家屋などにもさほど被害はなく

「不幸中の幸い」でした。しかし町全体を見

れば、尊い命をなくされたかたがあり、また

家や車を流されたり、ほんとうにお気の毒で正

した。
▲被害を受けた福手地内の農地

茂木町は今復興を始めています。ただ復興させるだけでなくこれまで以上の町にしようと、

町づくりを含めて考えています。私たち一人ひとりの力は小さいながらも、 2万町民総力で災

害のない安全な町をつくろうではありませんか。

とりあえず、 「できることは自分たちの手で」、それが今いちばんの協力ではないでしょ

うか。
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＜災害関係町報、新聞記事等＞





〇エ もア ｀ ロぶ
特

／

／”8-
8
,
E
l
 2
0
E
I
 

1
5
7
 

午前 8時ごろ、足銀わきから
仲橋を写す

午
前

9
時
ご
ろ
、
飯
野
東
地
内r

f
ぷ̀
ゞ

血・学

八
思
抽
犀
苓

V

困
苔
6
1
$
8
,
E
J
~
►

今
回
の
水
害
で
、
八
月
十
日
現
在

の
拭
害
状
況
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の

で
整
。
し
ま
す
．
今
後
、
新
し
い
状

況
や
、
披
災
者
の
皆
さ
ん
に
有
利
な

惰
に
つ
い
て
は
、
お
っ
て
、
町
報

も
て
ぎ
の
号
外
等
で
お
知
ら
せ
し
ま

す。

ワヽ譴左曳冥醤l
午前8時ごろ、クラリオン上空から町を望む（写真提供・共同通信）

•
生
笥
絹
沼
沃
地
内

｀゚台風10号災害

被害状況 (8月10日現在）

成災世帯•••••• 933世帯教科苦流失…188人 II 
搾災世帯<t・・・・・・3.433人

（小掌生"'人．中学生 3人la 

全壊家屈…………17棟
農林業関係(8 月 8 日現在）大’•
農 地…… 138カ所

流出 9 … … … … 6棟
森

頭甘工………17カ所・魚
半壊 9 … … … …76棟

用水路……•••88 カ所く
一部損壊ャ・………•• 7椋

農 道………33カ所
床上浸水……… 735棟 ぽ ．．．．．．．．． 8カ所

床下浸水……… 163棟
掲水憐……… 3カ所

非（主玄等浸ホ．．．．．． 581棟
がけ崩れ…… 144カ所

死令…........． 3人
地沿り……… 1カ所

行方不明………… 1人
林 道……•••37 カ所

負（●者…………58人
ホ稲••……•81.5 ha 

河"'決填………90カ所
紐稲……•••13 ha 

道路決填…… 302カ所
コンニャク…...270 ha 

山及びがけ屈れ… 145カ所 桑．．．．．．．．． 1.5,'a

ほ梁流失……...2カ所
野菜類………27 ha 

商工業関係…500事業所
1笞宕額約1“氾円｝タパコ…….・・ 3Aho ...8月5日午前9時ごろ、下砂田地内で撮影

災
害
発
生
の
経
緯

8
月
4
日

2
1
時
4
5
分

県

か

ら
2
0
時
現
在
で

逆
川
の
符
成
水
位

（
一
・
八
い
）
突
破
の

通
骸

22時
00
分
町
災
害
対
策
＊
部
設

置

2
3
時
4
5
分
荘
臨
命
令
発
令

8
月
5
日

2
賭
45
分
自
衛
ほ
の
出
勁
要
閑

3
時
00
分
電
話
不
通
と
な
る

4
時
00
分
最
高
水
位
測
定

9
月
4

8

4
時-

．．．．．．．．． 

1
7
%
 

2
年

1
凡

，
 

7
 

一
…
…
…

2
.
`

6
寺

l
g
 

-
．．
 
：
 ．．．．． 

51.勺

0
寺

5
 

2
9
 

…
 ...... 

0
%
 

8
 

ー

8
月
5

8

2
時-

．．． 

i
 .. 
“
%
 

4
時一

…
…
…

9
%

6
時

総
雨
駄
三
二
八
・
五
｀
F

一
時
間
当
た
り
最
大
雨
試

8
月
5
日
一
時
ー
ニ
時
五
六
％

（
観
潤
地
点
・
茂
＊
町
役
場
）

降

雨

量



1
5
8
 

台
風
十
号
の
災
害
で
、
た
＜

さ
ん
の
か
た
が
破
害
を
受
け
ま

し
た
。
復
旧
す
る
の
に
膨
大
な

費
用
が
か
か
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
県
や
町
な
ど
で
、
実
施
し

て
い
る
融
資
制
度
を
紹
介
し
ま

す
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

こ利用くたさい

融！責胴

く≪
火 害 援護資金

災害を受けた世帯に対して、災守抜渡資全の臨

沢があります。o,月 9笈額 180万円以下

0利率年3%

oi貧還期間 10年以内

＊ i浮しいことは、厚生諜へ

農業災害復旧資金
災害を受け、農業用施設や哀地などの復1日をす

るための災害復IB沢金の臨沢があ 'Tます。

＜農業用施設の復旧＞

〇限度額 1施設当たり200万円

0利率年6.05%

0償還紺II開 ］5年以内

＜農地の復旧＞

〇限度額事業費自己"Hl相当額

0利字年4.6%

Ollt還期間 25年以内

＜林道などの復旧＞

0限度額事業費X0.8

0利率年4.6%

〇償還期"'' 20年以内

＊詳しいことは、農林諜へ

匿

茂木町災害融資利子補助
町が災害を受けたかたに対し、次の災害箕付に

ついて、臨貨9ll率の 2分の 1を補助します。

l．臨貨（史途 り災による商品、原1イ料購入等

の運転責金及び店舗や住宅穿の

修繕液金

300万円

年5,5%

年2.75%

昭和62年12月31日まで

昭和61年 9月30日まで

商工観光諜の発行するり災確認

杏

＆取扱令臨機閃 足利銀行、栃木相互銀行、宇都

宮mm金庫の茂木支店

＊詳しいことは、商工観光諜ヘ

2．臨沢限I虻割i!

3．臨沢利率

4．利子補助宇

5．臨貨期 1991

6.IIl L込み期1991

7．必要苔類

行政区別住宅被害率 町
内
で

56％
が
漫
水

世 帯 更 生 資金
世帯更生資金（災害抜護沢金）を、低所得世帯

に対し．災害を受け自立するのに必要な経費とし

て臨沢があります。

0限度額住宅の作繕2】0万円以下

0利宇年3%

0償還期間 7年以内

＊詳しいことは、社会福祉協議会へ

J:新一区 33% 林 I 9% 飯並柳 I21% 

上新―区 98 増 井 12 飯 野 南 8 

弾正町 13 中小井戸 2 仮野久 3 

下新町 92 塩 田 3 飯野束 19 

上の町 98 上後郷 3 飯 ff ;it 5 

仲 町 100 馬 1’'] 西 13 山内下平 6 

御園町 40 馬 I',J t1’ 3 山内甲 4 

大 'l 96 坂井北 3 小深宿 3 

八幡町 18 坂井 中 5 入 郷 13 

上横町 100 坂井 下 5 牧野小原沢 6 

下横町 94 小貰吹田 19 Iふ生 田 11 

西郭内 97 小 it 上 ， 大瀬平 22 

」：郭内 37 小貫中 3 大 畑 13 

下郭内 94 小買 下 4 竹 原 6 

上砂田 100 深沢 上 7 生 井 3 

下砂田 98 深沢中 6 町田栗生 15 

桔梗町 60 深沢 下 甲 ， 黒 田 西 2 

榎本町 36 深沢下乙 ， 町田本郷 ， 
小倉町 13 飯 中 4 町田渕田 18 

仲の内 7 飯 下 23 町田立石 8 

上神井 7 小 山 11 町田松蒲田 8 

上鮎田 7 ＊ 幅 37 町 田 大 沢 8 

i’f 揖 7 北高岡甲 31 千 本 中 恨 8 

桧 山 3 北高岡 乙 14 上菅又 3 

夜害世帯
按害率＝

全世帯
XlOO 

(8月13日現在調ぺ）

町
史
に
残
る
大
災
害
に
よ
っ
て
、
逆
川
流
域
を
中
心
に
、
町

の
広
範
な
地
域
で
被
害
を
披
り
ま
し
た
。
八
月
十
日
現
在
の
住

宅
被
害
調
査
で
は
、
行
政
区
で
言
え
ば
、
百
二
十
行
政
区
の
う

ち
、
七
十
二
行
政
区
の
皆
さ
ん
の
家
で
何
ら
か
の
被
害
が
あ
り

ま
し
た
。
茂
木
町
全
体
で
は
、
お
よ
そ
二

0
％
の
住
宅
が
浸
水
し

ま
し
た
。
市
街
地
に
つ
い
て
言
え
ば
、
五
六
％
が
浸
水
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
台
風
十
号
に
よ
り
、

被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
町
民
の
告
様

に
心
か
ら
お
兒
露
い
申
し
上
け
ま
す
。

去
る
四
日
か
ら
五
日
の
未
明
に
か

け
て
焚
っ
た
牽

mに
よ
り
、
茂
＊
町

は
市
街
地
を
中
心
に
壊
滅
的
な
打
撃

を
交
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ホ
の
引
い
た
街
の
中
は
泥
沼
化
し
、

道
路
、
ぽ
梁
は
い
た
る
と
こ
ろ
寸
転

さ
れ
、
傾
斜
地
は
土
砂
崩
れ
、
そ
の

う
え
、
電
話
回
線
も
不
通
と
な
り
、

ま
さ
に

9
の
孤
島
と
な
っ
て
し
ま
い

ー丸となって

町の再建を

茂木町長

阿部 武 史

中小企業基盤強化資金 母子・寡婦福祉資金

中小企業者、中小小売業者の運転沢金とし、中

小企業碁繋弛化沢金の泣資があります。

0限度頷 2,000万円以下

0利率年5,3%

om還期1991 5年以内

荘；詳しいことは、役場商工観光諜又は，商工会へ。

母子家庭，亦婦家庭が水布を受け、住宅を9祖繕

・建築をする）9れ合、特別臨iそがあります。

0臨＼そ限1虻頷 150)jFl 

o,，1 平年3%

OM還11月1991 6年以内

＊詳しいことは、社会福祉協議会へ

ま
し
た
。

今
ま
で
、
＊
媒
は
災
害
の
少
な
い

土
地
と
言
わ
れ
紐
け
て
い
た
言
葉
を

完
全
に
打
ち
潤
す
に
余
り
あ
る
自
然

の
漱
し
さ
を
身
を
も
っ
て
知
ら
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
も
、
尊
い
三
人
の
生

命
を
も
奪
い
去
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

今
こ
そ
、
我
が
郷
土
を
過
疎
の
町

か
ら
脱
却
さ
せ
、
自
立
し
た
生
活
某

竺
を
も
っ
て
、
生
き
が
い
の
あ
る
町

づ
く
り
に
全
町
あ
げ
て
取
り
租
も
う

と
し
た
矢
先
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

を
思
う
と
頂
ね
重
ね
無
念
さ
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
試
練
に
あ
い
な
が
ら
も
、
黙
々
と

泥
と
汗
に
ま
み
れ
、
後
始
末
に
励
ん

で
い
る
町
民
の
背
さ
ん
の
姿
を
兄
た

と
き
、
何
と
し
て
も
そ
の
気
待
ち
に

穀
い
な
く
て
は
と
m
心
い
ま
す
。

大
災
害
に
遭
っ
て
か
ら
十
改
日
が

過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
町
民
の
竹

さ
ん
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
は
、
目
を

兄
は
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

県
は
も
と
よ
り
、
各
市
町
村
、
そ
し

て
全
国
各
地
か
ら
の
応
扱
、
声
援
を

い
た
だ
さ
し
み
じ
み
と
そ
の
あ
り
が

た
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
力
の
結
染
が
、
披
災
地

を
訪
れ
た
大
臣
を
は
じ
め
｀
図
会
議

員
の
先
生
が
た
か
ら
復
旧
の
＂
t
さ
や
、

良
さ
に
対
す
る
賞
贅
の
言
葉
と
な
っ

て
表
わ
れ
た
も
の
と
忠
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
一
〗

で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
か
ら
真
に
ゼ
、

9

ロ
か
ら
の
出
発
と
劣
え
て
い
ま
す
⇔

踪
か
に
こ
れ
か
ら
の
歩
む
道
屯

こ
れ
ま
で
以
上
に
琺
し
い
研
皿
が
あ

り
ま
す
が
、
今
回
の
一
丸
と
な

2]

協
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
何
が
不
可
加

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

雄
い

m神
力
と
高
い
信
念
を
斑
け
、

ほ
ん
も
の
の
町
づ
く
り
の
た
め
忠
い

き
っ
た
鹿
策
で
こ
の
政
大
な
危
悛
を

采
り
切
っ
て
い
く
覚
切
で
す
。

町
民
の
行
さ
ん
に
と
っ
て
も
大
変

な
こ
と
は
じ
9

う
ぷ
ん
承
知
し
て
い

ま
す
が
、
今
．
＊
町
が
誼
か
れ
て
い

る
立
埠
、
実
状
を
必
非
と
も
ご
瑾
鰐

を
い
た
だ
き
、
郷
土
再
建
の
た
め
、

ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
な

し
ま
す
．

こ
れ
か
ら
先
、
決
し
て
悪
い
こ
と

だ
け
は
続
き
ま
せ
ん
。
胚
命
に
努
力

し
て
い
け
ば
行
さ
ん
と
共
に
心
を
う

喜
び
を
分
ち
あ
え
る
と
き
が
来
る
も

の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

必
ず
近
い
将
来
、
り
っ
ば
な
町
を

つ
く
り
、
全
国
の
お
世
話
に
な
っ
{
{

背
さ
ん
に
息
返
し
を
し
よ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
た
め
に
も
、

私
の
念
狐
と
し
ま
す
、
ほ
か
の
可
に

は
な
い
キ
ラ
ッ
と
光
っ
た
可
づ
く
り

に
黛
励
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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私たちの茂木町◇面積172.51平方｀芯◎9月 1日現在人口19.551人（男9.579人・女9.972人） 4,919世帯
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狂
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困
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未来に向けて

一致協力

悪夢のような水害から 1ヵ月がたちました。

まだ、いたるところに水害の傷跡は残っていま

すが、町民の皆さんの必死の努力と、町外から

の心温まる支援によって、少しぢつ活気づいて

きました。 q月 7日に1ふ商工会青年部の「い

つまでもくよくよしてはいけない、みんなで協

力して、未来に向けて私たちの茂木町をつくっ

てゆこう」という呼びかけにこたえて、道路の

清掃を行いました。

区 分
持って 手続に 役均窓の口
くるもの くる人

国（老民齢年幅金祉証年9’金f） 印 鑑 本家族人又は 住民諜の人

印鑑証明登録証 木了印釦人モつを正証なもど鑑’の'，｝ 1 本 人 ，， 

印鑑証明廃止届 弓 ' 

保 険 訓． 印 鑑 本家族人又は 4 
の人

老人医療
4 本代人又は 保衛健生諜受給者証 理の人

乳児医祝沼 保印検鑑証 ' 厚生諜
桔者，it.

妊9t婦医沢叙格者証 ， ヽ a 

付子家庭貨格医叙打証 ，， 4 ，， 

爪度心身沢倍医叙打証 ろ

身体閃；応り手供
写真一枚 ＊代理人又は 4 
印鑑 の人

来 tll鑑証明登録証、実印などを流失してしまっ

た人は、印鑑証明廃止届を出してください。

農地・農業施設の
災害復旧事業について
崩れた水ll1，畑などの農地及び用徘水路，農道・

頭竹工などの農業用脆没は、国の補助を受けて復

旧することができます。

補助を受ける条件は

l l箇所のエ,1,が30万円以上のもの

2.戻道の幅只が1.2m以 l：のもの

3,農業In施設は、 2人以 l：で使用しているもの

また、 119人it担がありますが、補助字は、次の

とおりです。

種 類 I補助宇 I 個人負担

戻 J 也 50% 

農菜Itl施設 I 65% 

＊詳しいことは、農林諜ヘ

50% 

35% 

たくさんの竹さんから、こ協JJをいたださ、 9

91 7 19. 8 9:I に -f定していました、町民•;; （お崩

敷列；1i）の述行は、台風10サの大災害のため中止

いたします。

なお、代金については、区Jとさんを通してお返

しします。

米年のご協力をお願いいたします。

金庫を預っています
鉄製の金I'l1を預っています。且詞地内にあり

ました。たて40口、横48.5cm、;1万さ37=のもので

す。心当たりのかたは、役均総務諜へおいでくだ

しヽ六
J

電気料の支払延長と
電線復旧工事の免除

按方を受けた世帯に対し、料金の支払い廷長、

工}It費の免餘などがとられます。

◎ 7月` 8月、 9月分の屯気料については、そ

れぞれ 1カ11納期が廷此になります。

◎ 電気が使えなくなった勁力機械などの非木料

金は、 6カ月199l免9令になります。

◎ 住宅の再述II年の電線工1It費負担金及び仮，没住

宅の臨時工事費が免除になります。

＊詳しいことは、束電茂木サービスステーションヘ

水道のお願い
◎ 水道の使1111かが多く、 1行水の恐れがあります

ので、節水にご協力ください。

◎ 給水装沢に3紐を発兄したら、公認工9It店 1こ

修理を頼んでください。

◎ 8月分の検針は、 911分といっしょに実厖L

ます。

高等学校授業料の減免
水害により、保海名などが芳しいill古を受けた

ときは、授業料の減免措；汎がとられます。

＊詳しいことは、茂木91・，;穿学校へ

--11!J報もてぎ災宮特集号 ll'l和61年8月10日(4)-
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逆川改修

逆JI!改修全体計画区間L• 5,800m 

全体計画図

（逆JIIQ-5,400m 坂井川 £~400m)

正明寺橋

9 桔梗橋
-ュ^99 9 9 9 ー、~

水量

仲橋

御本陣橋

榎本橋

改

業
川

事
河
修ー

」
ー
・
・

（
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

量-390¼

ご
疇

、水量-750

！ 

水量ーAOnt/＿） 1 JII I 
農道橋

を
目
指
し
て

悪

夢

の

よ

う

な

出

来

事

を

二

度

と

繰

り

返

さ

な

い

た

め

に

｀

強

い

町

」

を

目

指

し

て

県

と

町

が

計

画

を

立

て

ま

し

た

。

こ

の

一

大

事

業

の

概

要

が

ま

と

ま

り

ま

し

た

の

で

お

伝

え

し

ま

す

。（
四
ペ
ー
ジ
ま
で
）

県
内
で
は

初
め
て
の
大
事
業

逆
川
な
ど
の
一
級
河
川
を
管
理
す
る
の
は
、
県
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
事
業
の
計
画
は
、
県
の
河
川
謀
と
町
が

い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
立
て
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、
「
逆
川
河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急

事
業
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
の
補
助
制
度
と
し
て
、

昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
事
業
で
す
。
苫
し
く
激

甚
な
災
害
を
受
け
た
地
域
に
つ
い
て
、
五
年
間
に
河
川
を

改
修
し
、
再
び
災
害
が
起
こ
る
こ
と
を
防
止
す
る
も
の
で

，゚
 

な
お
、
県
内
で
は
、
こ
の
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
河
川

と
し
て
は
、
今
回
の
逆
川
が
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
全
国

的
に
も
あ
ま
り
な
い
も
の
で
す
。

市
街
地
で

総
延
長
5
、

8
0
0
話
の
改
修

こ
の
事
業
の
対
象
と
な
る
区
域
は
、
逆
川
に
つ
い
て
は
、

北
高
岡
の
十
石
橘
付
近
か
ら
、
林
の
林
橋
付
近
ま
で
の
延

長
五
千
四
百
＂
＂
で
す
。
ま
た
、
坂
井
川
に
つ
い
て
は
、
逆

川
合
流
地
点
か
ら
、
八
幡
町
鉄
道
敷
地
跨
の
め
が
ね
ほ
付

近
ま
で
の
延
長
匹
百
＂
＂
で
す
。

激
甚
災
害
と
は
…
…
…

「
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
置
が
国
か
贔
定
さ
れ
ま
す
。

①
公
共
土
木
襲
器
醤
事
業
等

琶

特
別
の
財
政
爵
等
に
問
す
る
，

（
欝
碧
墨
蘊
っ
い
て
恩
指
に
関
す
る
特
別
の
財
政
扱
助

眉
水
産
業
に
関
す
る
特
別
の
助

定
し
た
災
害
を
い
い
ま
す
。

こ
の
法
律
の
規
定
で
は
、
「
国
民
成
輝
置
．

経
済
に
若
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
か
③
中
小
企
案
に
関
す
る
特
別
の
助
成

つ
、
当
該
災
害
に
よ
る
地
方
財
政
の
措
置

負
祖
を
級
和
し
、
又
は
披
災
者
に
対
の
そ
の
他
の
特
別
の
財
政
扱
助
及
び

す
る
特
別
の
助
成
を
行
う
こ
と
が
特
助
成
の
拮
置

に
必
要
と
認
め
ら
れ
た
災
害
」
と
な
＾
曲
の
、
「
逆
川
河
川
章
甚
災
害

っ

て

い

ま

す

。

対

策

特

＂

只

埠

窪

菜

」

は

、

こ

の

法

激
甚
法
に
よ
る
特
別
捐
置
は
、
大
律
で
い
う
激
甚
災
害
の
指
定
と
は
別

き
く
次
の
四
つ
に
区
分
さ
れ
ま
す
a

の
事
莱
で
す
。
河
川
法
に
碁
づ
く
特

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
ぺ
き
措
別
事
棠
で
す
0

「
水
害
に

茂

木

の

市

街

を

流

れ

る

逆

川

の

大

改

修

工

事

が

始

ま

り

ま

す

。

あ

の

始

ま

る

逆

川

大

改

修

『
水
害
に
強
い
町
』
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..水害で流された後、仮橋が架けられた

飯野の牛越橋

●応急工事をする箇所

99 

化にべ等

開誓り雰閃色せぎ舌うう
9 が,_,,符
委な {i点り' 16 
めま現総る
にし 1£ 設；口j

応力
はたでに'"
‘° 1iつや

怠所
おこ Ciい追 エが
占の八て蹄
て筒力は

ヽ ，li
＿＿所 91t‘U;

十
五
氾
円
か
か
り
よ
す
。

こ
の
工
事
を
始
め
る
に
は
、
旧

の
森
定
官
に
よ
る
森
定
が
必
要
で

す
。
し
か
し
、
緊
怠
を
要
す
る
箇
所

に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
に
、
県
の
指

示
に
従
っ
て
、
工
事
を
始
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
八
月
三
十

日
の
臨
時
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
十
六
カ
所
で
す
。

逆 JII 

用地幅 36-44m 

31.0~36.0 
27.2~31.4 

I
-
A
因ー一詞

15.2～⑳4 水量ー390~510只

縮尺＝ 1/400

路線名 箇所名 路線 所

河井小深線 河 井 涌井放線 鋲キ9f赳ほ

餃 9f河井線 河 井 赤石刈生田線 赤 石

桔梗中怒線 中小井戸 渕田所卒線 所 1,; 

久保桧山沢腺 伍桧町山沢 党久保本築線 町 田

島門十三曲線 器','J 谷 茂木1：神井線 上神井

涌井，，久保線 飯床99f ; 9 "s 天子斧久保線 天(2子か所甲） 

中 9艮増井線 謳r'l 9艮 四ツ III 線 深 沢

田谷松本線 坂 井

戸
ロ

被
害
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
、
災
害
箇
所
は
増
え
｀
災
害
の
大
き
さ

を
改
め
て
知
ら
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
披
害
調
査
を
含
め
て
、
復
旧

に
向
け
て
事
務
的
手
続
き
を
進
め
て
い
ま
す
。

億
円

地
は

33億
円

坂井川

カ
所
が

7
 

□
23, 

農
業
閃
係
で
は
、
農
地
や
戻
道
、

水
翔
ほ
、
せ
き
な
ど
の
農
業
IIJ
厖

設
に
つ
い
て
、
五
千
五
百
九
カ
所
に

被
古
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
箇
所
を

復
旧
す
る
た
め
に
は
｀
お
よ
そ
三
十

三
憶
五
千
万
円
か
か
り
ま
す
。

こ
の
う
ら
、
一
カ
所
三
十
万
円
以

上
の
回
所
は
、
国
庫
抽
助
対
象
に
な

り
ま
す
が
、
こ
れ
が
二
百
三
十
七
カ

所
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
個
人
負

担
金
が
あ
り
ま
す
。
農
地
で
五
3
%．

農
業

m誨
設
で
三
五
％
で
す
。
そ
の

貨
担
分
を
出
し
て
も
い
い
と
い
う
巾

し
出
が
あ
っ
た
の
が
百
六
士
ニ
カ
所

で
す
。

用地幅

21.5 

屈 的

I-~ 

j 

27.5 

L.W.L 

13.2 

♦農地の被害状況

水量ー240¼ 
縮尺~ 1 /400 

精 99 箇所数

I j也 (1376.4. 8l 4 2ha) 

ため沌！ 2 
5叉~

頭甘エ 106 
菜

水 路 1.040 
Ill 

印水椴 11 
庇

道 蹄 795 
出交

ほ 梁 7l 
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こ
の
区
間
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
川
幅
が
狭
か
っ
た

た
め
、
今
回
の
よ
う
な
水
害
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
か
ら
、
今
回
の
水
鼠
に
酎
え
得
る
た
め
の
計
画
を
立

て
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
の
区
間
に
つ
い
て
は
、
川
脳
を
広
げ
、

川
底
を
掘
り
下
げ
、
堤
防
を
造
る
大
改
作
工
事
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

逆
川
に
つ
い
て
は
、

JII
底
を
二
＂
＂
掘
り
下
げ
ま
す
。
そ

し
て
、
川
幅
を
お
よ
そ
五

H
広
め
、
店
さ
八
十
名
、
幅
六

二
豆
の
堤
防
が
付
き
ま
す
か
ら
、
お
よ
そ
十
五

H
広
ま

り
ま
す
。

こ
の
計
画
は
、
今
年
度
か
ら
六
十
五
年
度
ま
で
に
完
了

す
る
予
定
で
す
．
総
事
業
費
は
、
約
八
十
五
倍
円
で
す
。

こ
の
計
画
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
該
当
地
域
の
行
さ

ん
の
協
力
が
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
、
地
域

の
説
明
会
な
ど
で
、
地
域
の
行
さ
ん
へ
の
具
体
的
な
説
明

と
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。
あ
の
災
害
を
二
度
と

繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、
み
ん
な
で
、
こ
の
計
画
を
実
現

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

下
流
は
改
修

上
流
は
災
害
復
旧

逆
川
大
改
修
は
、
市
街
地
以
外
の
流
域
に
つ
い
て
も
同

時
に
進
め
、
市
街
地
の
大
改
修
と
の
整
合
を
図
り
ま
す
。

特
に
、
市
街
地
の
改
作
に
よ
り
影
管
の
大
き
い
林
ほ
か

ら
那
珂
川
合
流
点
ま
で
は
、
今
後
河
川
の
改
修
を
実
粍
し

て
い
き
ま
す
。

市
街
地
よ
り
上
流
部
に
つ
い
て
は
、
既
に
河
川
の
改
修

が
進
ん
で
い
ま
す
の
で
、
今
回
の
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事

を
中
心
に
行
い
ま
す
．

一町報もてぎ

5
年
で85

億
円
の
計
画

陀和61年 9月158 (4)― 
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善意の物資を被災者に
全［月から心温まる救1'，19＼てがたくさん寄

せられました。その I,しば、 9支木小• 9|4ャfl

館、町民七ンターホールがいっばいになる

ほどでした。

8)12091、多くのポランティアの人たち

の手を記）て、行政区ごとに区分けし｀按

災地の99さんに配りました。

． ． に4•ぺ•• §給茫‘.. ... ---

＾町営プールを清掃する茂木高生

◄

茂
＊
小
か
ら
運
び
出
す
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん

水
布
昨
の
珪
屁
誘
導
か
ら
、
一
夜

叫
け
て
か
ら
の
復
111
ま
で
、
泊
防

ul

の
竹
さ
ん
は
、
文
字
述
り
不
眼
不
休

で
活
加
し
よ
し
た
v

こ
の
大
税
古
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
猿
牲
れ
が
少
な
か

っ
た
の
も
、
市
防
団
の
背
さ
ん
の
活

踪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

n分
の
家
も
技
布
に

造
い
な
が
ら
、
の
ぺ
四

g-t＿
卜
人
の

粁
さ
ん
が
出
勁
し
ま
し
た
e

ま
た
、
白
街
ぽ
の
芍
え
も
七
十

人

．

慇

拉
111
に
あ
た
り
ま
し
た
。

八
月
卜

111
、
天
野
建
設
大
臣
が
、
茂
＊
町
を
訪

れ
、
投
お
状
品
を
品
翠
し
ま
し
な
ま
た
、
こ
れ
と

前
後
し
て
、
応
比
文
部
大
臣
、
碑

n
m土
庁
妓
咲

証
村
環
埴
庁
屹
＂
、
衆
，
怒
埠
院
災
古
対
策
抒
別
委

の
背
さ
ん
な
ど
が
、
相
次
い
で
未
町
し
ま
し
な

子
ど
も
た
ち
の

こ
ず
か
い
な
ど

義
援
金
集
ま
る

全
国
各
地
か
ら
西
．
採
金
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
，
中
に
は
、
テ
レ
ビ
や

新
問
の
ニ
ュ
ー
ス
で
茂
＊
町
の
代
払

を
知
っ
た
町
内
外
の
十
ど
も
た
ち
が

こ
づ
か
い
を
出
し
合
っ
て
船
め
た
ぉ

金
念
け
て
く
れ
る
均
合
も
多
い
で

J
 

没
水
し
た
町
常
プ
＇
ル
や
児
京
公
固
な
ど
の
げ
揺
に
、

茂
木
ヤ
9
校
生
が
あ
た
り
ま
し
た
。
こ
の
他
二
十
五
団
体
の

町
内
外
の
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
行
さ
ん
が
、
炊
き
出
し
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
面
で
町
の
復
旧
に
力
を
貸
し
て
く
れ
ま
し
た
。

町
内
外
か
ら

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手

建設大臣ら来町

＾阿部町長の説明を閏＜天野建設大臣

ニ
ュ
＇
ス
な
ど
に
よ
る
と
、
逆
川
の
は
ん
ら
ん
に
よ
っ
て
、

茂
＊
町
一
常
に
は
は
な
は
だ
し
く
按
心
り
が
出
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
知
り
、
ほ
ん
と
う
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
e

茂
＊
町
の
中
を
流
れ
る
逆
川
が
、
悪
腐
の
よ
う
に
荒
れ

ll-

て
、
町
の
ほ
と
ん
ど
の
家
や

HIlHIが
水
没
し
た
こ
と
を
知
り
、

た
い
へ
ん
心
配
に
な
り
ま
し
た
。
一
時
は
、
屯
気
も
巾
え
、
欧

棗
も
な
く
｀
た
い
へ
令
使
を
含
と
で
し
ょ
う
と
復
111

作
業
も
合
’
イ
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
ば
い
え
、
洪
水
の
後

ば
、
後
片
付
け
が
、
ほ
ん
と
99
に
大
究
な
こ
と
と
忠
い
ま
す
，

こ
の
お
令
は

,.Itぼ中
学
校
の
生
徒
全
い
が
わ
ず
か
な
が
ら
出

め
た
も
の
で
す
，
＂
戊
木
町
交
巾
慇
＂
の
按
古
行
の
か
た
に
役
を

た
せ
て
い
た
だ
さ
た
い
と
忠
い
ま
す
，

．
で
は
、
茂
＊
町
の
特
さ
ん
、

"11
も

"rv屯
ち
脊
、
元
の

生
活
に
戻
れ
る
よ
う
、
く
れ
ぐ
れ
も
む
体
に
気
を
つ
け
て
が
ん

ば
っ
て
く
だ
さ
い
。

災
害
時
の

ピ
デ
オ
・
写
真
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

町
で
は
｀
今
阿
の
衷
占
を
記
録
と
し
た
い
の
で
す
e

し
て
残
す
た
め
、
翠
古
の
時
の
ピ
デ
記
滋
は
と
か
く
簿
れ
て
し
ま
う
も

ォ
ゃ
写
真
を
島
め
て
い
ま
す
い
の
で
す
。
今
の
う
ち
に
、

9

つ
の
形

漿
与
い
る
と
き
は
、
あ
ま
り
と
し
て
残
L
て
む
か
な
け
れ
ば
な
ら

勁
け
ま
せ
ん
か
ら
、
例
え
様
っ
て
い
な
い
と
名
え
ま
す

9

背
さ
ん
の
む
砕

て
も
、
面
の
地
区
の
記
録
だ
と
思
ち
の
嘉
な
資
料
を
提
｀
ま
た
は

い
ま
す
も
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
持
ち
貸
し
て
く
だ
さ
い

g

寄
り
｀
ピ
デ
オ
な
ら
ば
、
―
つ
の
記
薔
名
の
ビ
デ
寸
テ
ー
プ
、
ま
た
一

紐
画
の
よ
う
な
も
の
を
、
写
真
な
ば
吐
真
を
お
朽
ち
の
か
た
ば
‘
役
場

ら
写
岳
集
を
作
り
、
災
害
の
記
録
と
文
賽
広
帷
堕
恐
述
紐
く
だ
さ
い
，

詞羞弓リ阪寇

A'鼠

◄

医
療
活
動
に
あ
た
る
日
赤
の
医
療
班

/
~
•
~
~
●
、

9
.
‘

｀
 

24時間体制で医療活動
＂赤の医祝班が、水古直後から茂木町に人 9J

のぺ56人が2•1時119194•;[91 で救没活的にあたりまし

たC 8 91 1811 までに、 l.5•12 人が、訟度を受け

J~ したっ

避
難
誘
溝
・
復

IBに

消
防
団
、
大
活
躍

急
その後

並松はゴミの山
水古によって出たゴミの、 9品99,iの拾て叫になった並松述勁

公園には、 8月201」のl,l終ゴミ収船 1ご］までに、およそ 2万立

方t'、 2'ンI・ラ J ク 9万台分のゴミが集まりました。近くの

住民への影＇芹もあるため、町では近くに穴を 9i砂焼却しては

を減らしがI'. める作業をしていま.,•。

この他、復IUのための建設機械や作業Uなどは、次のとお

りです。 9.,｛f99g)＜型99i7台、小型9|i2台、ポー 1・12隻．プル

Fーザー33台、パ，クホー22台．シ．，ペルローダー，91102台．

ダンプ 99-349台、給水 il112台． L尿汲取91150台．

, 19；業lll.396人。

V 薬剤散布する保鍵所職員

石
ほ
小
字
佼
生
徒
会
長

岡

田

泰

宏

防
疫
も
万
全

水
も
の
後
、
伝
腐
裔
生
し
な
い
よ
う
訊
悶
保
健
所
に
よ

そ
岳
剤
散
布
を
行
い
ま
L
た
。
こ
の
仕
巾
，
に
は
の
ぺ
＂
ト
一

人
が
あ
た
り
ま
し
な
索
＂
ぶ
防
疫
体
制
の
お
か
げ
で
．

切
は
出
ず
に
す
み
ま
し
た
。



協

ふ

し

菟

は

、

油

斯

が

災

寮
又
き
く
し
た
原
因
で
あ
る
と
出

じ
て
い
る
が
、
今
回
腐
＾
＂
は
、
私

滉
霞
と
し
命
断
で
は
な
か
っ
た
。

翌
―
し
お
け
る
何
凹
か
の
洪
水
の
経

雙
素
ば
し
た
が
た
め
で
あ
る
c

払
え
＂
め
て
、
近
所
の
人
た
ち
は
、

空
L
り

011安
と
し
て
、

F
水
の

詈

g毒
ま
で
培
秀
れ
ば
伐

過
去
の

緒
験
を
過
信

上

砂

田

鬼

澤

松

太

郎

台
風
10
号
は
、
茂
木
町
に
大

き
な
つ
め
跡
を
残
し
去
っ
て

行
き
ま
し
た
。
一
＿
一
百
二
十
八
，

r

と
い
う
降
雨
星
を
だ
れ
も
が
想

像
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
水
零
で
、
家
屋
が
流
出
し

た
人
や
濃
水
し
た
人
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

後
世
に
伝
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
｀
こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り
の

貴
重
な
資
料
と
も
な
る
増
水
の

様
子
や
、
い
ろ
い
ろ
な
体
験
な

ど
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
紹
介

し
ま
す
。

老
ヽ
、
京
は
静
か
に
勁
き
出
し
た
が
、

mの
中
へ
は
行
か
な
い
で
い
合

＊
か
少
し
引
き
、
勁
い
て
い
た
我

が
ぷ
は
｀
他
京
の

011で
止
ま
っ
て
く

れ
た
の
で
、
品
水
の
中
を
行
っ
て
兄

もし
1

京
＂
＂
も
布
団
も
す
ぺ
て
が
泥
に

？
か
り
使
い
も
の
に
な
ら
な
く
な
っ

て
い
ま
し
セ
，

5

し
ピ
C
茂
木
の
按
古
を
知
り
、

秤
＇
け
図
ぷ
て
く
れ
た
應
の
十

ど
も
4
i

ら
や
近
所
の
人
た
ら
の
手
助

「避難命令を伯川しない人も」

～水害の体験から～

八
月
四
日
刺
文
の
と
き
、
テ
レ
ピ

ニ
ュ
ー
ス
を
兄
て
、
台
風
が
関
東
地

方
へ
の
上
紐
の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う

い
や
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

夕
方
の
四
時
河
川
の
兄
回
り
に

出
た
帰
り
、
泊
防
分
冴
へ
寄
り
、
六

時
に
再
び
河
川
の
兄
回
り
に
出
ま
し

令
い
つ
も
よ
り
増
水
の
＂
十
さ
が
気

に
な
る
の
で
、
分
団
い
の
出
勁
を
要

閲
す
る
た
め
斉
謀
副
団
長
と
団
長
中

へ
電
話
を
し
ま
し
た
。

午
後
八
時
、
分
団
い
が
集
合
、
各

部
所
へ
配
設
に
つ
き
ま
し
た
。
午
後

十
一
時
ご
ろ
林
公
民
館
下
に
土
の
う

を
積
み
始
め
た
が
、
人
手
不
足
の
た

め
私
の
独
斯
で
一
分
団
五
部
、
六
部

の
応
扱
食
印
t
ま
し
た
。
約
二
昧
問

作
業
し
た
が
、
水
鼠
が
多
く
作
業
は

中
止
王
の
う
が
流
さ
れ
た
）
。

そ
の
こ
ろ
、
邪
内
や
十
石
も
土
の
う

mみ
作
業
中
だ
が
増
水
の
＂
と
さ
に
迅

い
つ
け
ず
、
午
後
一
時
過
ぎ
、
作
業
中

け
に
よ
っ
て
、
ゴ
・
く
な
ど
は
き
れ
い

に
な
っ
た
が
、
四
十
年
近
く
住
み
な

れ
た
家
は
二
度
と
兄
ら
れ
な
い
。
忠

え
ば
辛
く
悲
し
い
こ
と
で
し
た
c

こ
の
災
古
こ
そ
、
茂
＊
町
に
と
っ

て
―
つ
の
試
諌
で
も
あ
り
ま
す
c

苦
し
み
も
悲
し
み
も
そ
れ
を
来
り

超
え
、

n力
で
立
ち
直
・
だ
ほ
か
は
あ

り
ま
せ
ん
ワ
く
よ
く
よ
し
な
い
で
、

茂
＊
町
に
は
今
、
明
る
い
希
吼
の
悶

が
llり
始
め
た
の
で
す
。

を
上
げ
始
め
る
と
い
・
9
不
文
律
が
あ

る
。
ま
た
、
各
家
庭
と
も
洪
水
の
た

め
の
翌
即
名
を
川
寇
し
て
お
り
、

芹
段
は
窃
沢
布
に
岱
納
し
て
お
い
た
。

川
の
構
氾
上
、
水
が
あ
ふ
れ
て
も

巾
田
地
に
広
が
る
の
で
庄

Ic何
ぢ
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
今
ま
で
一
度
も

な
力
，
た
、

台
風
の

H
が
西
を
通
れ
ば
東
北
の

風
が
吹
き
込
み
、
逆
川
は
水
か
さ
が

•
I
eが
る
こ
と
も
よ
く
承
加
し
て
い
る

の
で
あ
る
，

と
こ
ろ
が
、
台
凪
10
衿
は
温
常
低

気
圧
に
な
っ
た
こ
と
が
・
T
レ
ビ
で
流

れ
て
お
り
風
も
な
く
、
将
通
の
タ
ャ

ぐ
ら
い
に
名
え
て
い
た
。

台
風
の
接
近
が
罪
じ
ら
れ
る
と
さ

は
、
多
く
の
人
が

mが
っ
ぱ
に
恨
中
霜

燈
姿
で
、
川
の
状
況
を
兄
に
来
る
の

で
あ
る
が
、
今
回
は
ま
ば
ら
で
あ
っ
た
。

私
は
、
台
風
の
巡
行
方
向
、
風
向

き
に
つ
い
て
は
敏
感
で
あ
っ
た
が
、

粋

m鼠
に
つ
い
て
は
、
全
く
の
熙
知

増
水
の
早
さ
に

追
い
つ
け
ず

上

横

町

渡

辺

純

一

郎

止
、
近
所
の
人
を
大
声
で
、
そ
し
て

ポ
ン
プ
小
の
マ
イ
ク
で
起
こ
し
て
歩

く
が
、
侶
Illし
な
い
人
も
多
数
い
て

た
い
へ
ん
困
り
ま
し
た
。

午
前
江
世
一
十
分
こ
ろ
、
分
団
"

を
高
い
所
へ
迎
殿
さ
せ
た
が
、
そ
の

時
点
で
も
今
回
の
よ
う
な
事
態
は
名

え
ら
れ
ず
、
分
団
い
の
大
手
が
自
宅

へ
帰
り
着
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
非

常
に
残
念
で
し
た
。

私
も
役

mの
二
釈
で
一
夜
を
過
ご

し
ま
し
た
。
あ
る
部
で
は
兄
叫
り
所

の
近
く
の
民
家
の
二
防
へ
逃
げ
込
み
｀

ま
た
、
あ
る
団
い
は
三
人
で
電
住
ヘ

朝
ま
で
よ
じ
上
っ
て
い
た
り
、
あ
る

団

U
は

n宅
の
前
ま
で
き
た
が
、
大

通
り
を
歩
け
ず
池
家
の
一
面
へ
避
醒

し
、
自
分
の
暉
品
が
流
れ
出
す
の
を

兒
て
た
と
い
う
佐
缶
を
受
け
ま
し
た
。

朝
平
く
、
自
衛
ほ
の
部
楳
が
来
て

い
た
だ
き
、
本
部
公
に
高
恨
沢
孜
＃

で
あ
っ
た
。

今
ま
で
の
洪
水
の
後
砕
水
鼠
に
つ

い
て
名
え
た
り
調
ぺ
た
こ
と
は
一

1

と
し
て
な
か
っ
た
。

と
こ
う
か
、
降
在
試
三
百
二
十
八
．
い

と
い
う
ゲ
リ
―
7
的
集
中
森
田
で
あ
る

こ
と
を
後
で
知
っ
た
も
の
の
、
今
で

も
実
感
と
し
て
は
わ
い
て
こ
な
い
。

我
が
衣
の
カ
ミ
さ
ん
は
、
休
み
な

＜
粋
り
続
く
な
と
心
配
し
て
い
た
が
、

私
は
こ
の

mで
洪
水
に
な
る
な
ど
と

は
そ
の
と
き
全
然
七
え
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
か
ら
は
、
私
設

m鼠
計
を

名
え
た
い
と
忠
っ
て
い
る
。

午
後
八
時
ご
ろ
予
忠
ど
お
り
消

防
の
出
勁
命
令
が
出
ま
し
た
。
な
ぜ

予
想
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
こ

数
年
、
雄
い

mの
た
び
に
硝
防
団

に
出
勁
命
令
が
出
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
今
回
の
大
災
士
＂

を
f
期
で
き
な
か
っ
た
の
が
い
ま
さ

ら
な
が
ら
悔
し
く
て
仕
方
あ
り
ま

せ
ん
。
会
議
の
中
で
出
た
「
百
年
に

令
、
何
を
す
べ
き
か

上

横

町

大

塚

康

行

バ
キ
ッ
I
．
と
い
う

音
と
と
も
に

町

田

立

石

山

口

信

子

長
を
お
願
い
し
て
、
泊
防
団
｀
符
察

翌
役
場
、
自
叩
隊
と
の
合
阿
会
議

が
開
か
れ
ま
し
た
。

我
々
は
、
自
衛
ぽ
と
比
ぺ
る
と
、

工
作
能
力
に
劣
り
水
守
に
対
し
て
は

無
力
惑
を
深
く
感
じ
ま
し
た
．
午
前

中
の
内
に
、
五
部
、
六
部
は
と
四
部

い
の
一
部
に
出
勁
し
て
も
ら
い
、
役

鳩
前
へ
応
扱
し
、
本
部
が
問
け
る
よ

う
に
広
場
の
空
理
を
し
ま
し
た
。

午
後
は
、
お
宮
下
の
行
方
不
明
夫

の
捜
索
に
入
り
、
午
後
五
時
解
散
し

自
宅
へ
帰
り
、
家
族
の
無
事
を
喜
ぴ

店
内
を
兒
た
と
き
、
京
菜
も
こ
れ
で

終
わ
り
か
と
ガ
ッ
カ
リ
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
団
い
の

Ill勁
作
棠

中
に
家
庭
が
損
古
を
受
け
た
と
さ
は

役
塙
で
、
損
害
の
保
悶
を
し
て
く
れ

な
い
と
、
今
回
の
よ
う
な
場
合
、
出

勁
人
い
が
減
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

、。
フ`カ突

然
、
パ
キ
ッ
9
．
と
い
う
行
で
目
党

め
ま
し
た
。
な
ん
と
も
身
の
す
く
む

よ
う
な
粍
子
ど
も
を
抱
き
か
か
え

て
立
ち
上
が
る
と
阿
時
に
、
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド

10(
？
）
の
よ
う
な
揺
れ
が

起
こ
り
ま
し
た
．

あ
あ
だ
め
か
な
あ
と
思
っ
た
瞬

間
、
フ
ッ
と
止
ま
り
ま
し
た
。
神
様

が
倒
れ
る
寸
前
の
家
を
支
え
て
く
れ

た
よ
う
な
忠
い
で
し
た
。

陪
段
の
電
気
が
つ
い
た
。
「
だ
い

じ
ょ
う
ぶ
か
ア
」
「
だ
い
じ
ょ
う
ぷ

ょ
＊
」
の
声
を
か
け
合
い
な
が
ら
下

一
度
の
大
洪
水
に
で
も
な
っ
て
死
人

が
で
な
い
と
行
政
は
店
を
上
げ
な
い

の
だ
ろ
う
か
」
と
、
言
っ
た
誼
菜
が

今
碑
く
切
中
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る

も
の
を
北
え
ま
す
。

今
、
我
々
町
民
に
残
さ
れ
た
謀
四

は
何
で
し
ょ
う
か
。
今
、
何
を
す
ぺ

き
で
し
ょ
う
か
。
廂
工
会
胄
年
郎
の

言
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
名
え
ま
す
。

暉
店
fJj
は
、
水
古
の
イ
メ
ー
ジ
を

ぬ
ぐ
い
き
れ
ず
、
今
ま
で
以
上
に
崩

団
が
狭
ま
り
、
ま
た
紐
買
力
が
減
少

し
て
い
ま
す
。

顧
客
を
吸
引
す
る
た
め
に
、
町
と

町
と
は
、
し
烈
な
競
↑
を
屈
間
し
て

い
る
中
で
の
後
追
で
す
。
し
か
し
、

一
個
一
側
の
商
店
の

h
は
小
さ
く
て

も
集
結
す
れ
ば
大
き
い
も
の
で
す
。

例
え
ば
、
お
兒
鐸
い
金
の
一
部
を

出
し
合
っ
て
出
蹄
灯
を
つ
け
る
と
か
、

歩
道
を
タ
イ
ル
張
り
に
す
る
と
か
し

て
町
の
芙
化
に
努
め
、
商
店
IJi
の
イ

メ
ー
ジ
を
一
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
息
い
ま
す
。

一
週
間
に
一
度
の
他
市
町
の
大
即

店
舗
で
の
買
い
物
が
習
憫
つ
い
て
い

ま
す
。
一
度
つ
い
た
5
"
慎
は
、
な
か

な
か
元
に
戻
り
ま
せ
ん
。

時
間
が
た
て
ば
解
決
す
る
な
ど
と

い
う
安
易
な
行
え
で
は
な
く
、
今
こ

そ
闊
的
に
行
勁
し
て
行
く
と
き
だ

と
息
い
ま
す
。
今
や
ら
な
け
れ
ば
い

つ
や
る
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
河
川
改
修
に
伴
う
暉
工
会

と
し
て
の
正
確
な
梢
媒
の
提
供
と
対

夫
と
息
子
は

土
の
う
積
み

拮

梗

町

糸

井

良

子

り
ま
し
た
。
一
陪
の
床
は
、
パ
リ
ン

パ
リ
ン
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

緑
側
か
ら
は
だ
し
で
と
ぴ
出
し
た

が
、
外
は
ど
し
ゃ
砕
り
の
雨
、
速
よ

く
無
事
だ
っ
た
車
に
采
り
込
み
、
と

に
か
く
家
か
ら
離
れ
よ
う
と
い
う
こ

と
で
、

n分
の
家
が
兄
え
て
．
安
心
で

き
る
均
所
へ
平
を
移
勁
し
ま
し
た
。

ど
し
ゃ
降
り
の

mの
中
、
命
を
取

り
切
め
た
一
瞬
、
車
内
の
時
計
は
、

午
前
二
時
で
し
た
。
薄
明
る
く
な
っ

て
か
ら
、
投
が
を
出
し
て
家
の
様
ふ
~

台
風
10
号
に
よ
っ
て
流
れ
て
し
ま

っ
た
私
の
家
は
、
昭
和
二
十
三
年
戟

後
間
も
な
く
、
あ
の
川
辺
に
苦
労
し

て
逹
て
た
家
で
し
た
。

小
さ
な
家
だ
が
匹
人
の
子
ど
も
を

育
て
学
校
に
通
わ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な

息
い
出
を
残
し
て
彼
ら
は
こ
の
家
か

ら
巣
立
っ
て
行
っ
た
あ
と
、
親
二
人

の
生
活
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

小
や
み
な
く
紐
＜
袖
凪

mが
一
段

と
激
し
き
苓
増
し
た
八
月
匹
日
夜
半
、

小
深
に
嫁
い
だ
姐
よ
り
泊
防
団

nが

出
勁
し
た
が
そ
ち
ら
は
大
丈
火
か
？

の
電
話
が
あ
り
ま
し
な

な
ん
と
も
な
い
上
と
答
え
た
も
の

菜
安
が
つ
の
り
夫
、
心
ト
を
た
た

き
起
こ
し
ま
し
た
。
二
人
と
も
桔
梗

麿
た
も
と
に
上
の
う
を
訊
み
爪
ね

ま
し
た
。

111を
の
ぞ
く
と
ぼ
げ
た
ま

で
二
十
＂
，
ぐ
ら
い
で
す
’

応
が
必
咬
と
m
心
わ
れ
ま
す
，
こ
れ
は

河
川
工
市
を
す
る
均
＾
＂
に
、

mに
移

転
の
皿
四
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く

町
全
体
の
ビ
ジ
~
ン
で
夕
べ
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
「
行
行
の
住
め
る
町

づ
く
り
」
を
―
ナ
ー
マ
に
後
網
打
を
含

め
て
布
い
地
域
づ
く
り
の
担
い

t
を

一
人
で
も
多
く
JH
や
し
た
い
と
ぢ
え

神
様
、
家
を

流
さ
な
い
で

下

砂

田

渡

辺

貞

治
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を
兄
に
行
っ
て
み
ま
し
た
c

衷
山
が
大
き
く
崩
れ
、
京
の
東
側

に
あ
っ
た
畑
を
つ
ぶ
し
て
道
蹄
ま
で

違
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
か
か
っ

た
京
へ
の
土
砂
は
、
後
側
に
あ
る
台

所
を
つ
ぷ
し
、
玄
閲
を
一
＂
り
近
く
前

へ
押
し
出
し
ま
し
た
。

今
で
も
土
砂
崩
れ
の
大
き
さ
を
兄

る
た
び
、
よ
く
命
が
助
か
っ
た
な
と

ぞ
く
っ
と
す
る
息
い
で
す
。
家
族
全

U
ケ
ガ
も
な
く
無
市
だ
っ
た
こ
と
に

尉
を
な
で
お
ろ
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
に
忠
い
も
よ
ら
ぬ
＊

守
に
み
ま
わ
れ
た
あ
の
夜
は
降
る

m

を
気
に
し
つ
つ
家
に
い
ま
し
た
。
衷

に
あ
る
川
の
ホ
は
だ
ん
だ
ん
培
す
ば

か
り
で
、
そ
の
う
ち
台
所
の
下
か
ら

水
が
入
っ
て
き
て
、
代
や
京
具
を
あ

げ
よ
う
と
し
た
が
、
水
の
出
は

"rv

怠
で
、
す
ぐ
膝
ま
で
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

切
よ
り
生
命
だ
と
す
ぐ
前
の
消
羽

さ
ん

t
は
二

m建
て
な
の
で
．
そ
こ

へ
二
人
で
水
に
流
さ
れ
な
い
よ
う
に

逃
げ
ま
し
た
。

mは
激
し
く
降
り
大
通
り
な
ど
は

大
き
な
川
と
な
っ
て
、
私
の
京
は
ど

う
な
っ
た
か
と
二

mか
ら
窓
を
開
け

て
兄
る
と
、
暗
く
懐
中
屯
灯
の
光
に

よ
る
と
ま
だ
濁
流
の
中
に
あ
り
ま
し

●

jo 

9‘ 

神
様
ど
う
か
家
が
流
さ
れ
な
い
よ

う
に
と
手
を
合
わ
せ
祈
っ
た
が
だ
め

で
し
た
。
前
の
通
り
か
ら
来
る
水
が

こ
れ
は
必
ず
水
が
采
る
。
た
い
ヘ

ん
だ
と
忠
い
、
地
に
足
つ
か
ず
で
一

つ
三
つ
と
荀
物
を
二
酢
へ
迷
ぴ
ま
し

令
問
も
な
く
サ
イ
レ
ン
の
音
と

M

時
に
没
水
が
始
ま
り
ま
し
た
。

代
が
沼
き
上
り
，
タ
ン
ス
が
ひ
っ

く
り
か
え
り
ま
し
た
。
当
然
の
よ
う

に
停
電
に
な
り
、
眠
れ
ぬ
ま
ま
に
開

に
日
を
話
ら
せ
ば
ギ
ギ
ギ
ー
と
坪
い

行
と
と
も
に
突
然
口
り
の
屈
似
が
流

れ
出
し
ま
し
た
。

ア
ぷ
紐
が
屈
恨
が
と
、
あ
と
は
ぶ

菜
に
な
ら
ず
歩
中
で
庄
恨
伝
い
に

g

子
の
住
む
ア
パ
ー
ト
に
迎
難
す
れ
ば
｀

こ
こ
も
応
の
孤
島
と
化
し
、
放
布
を

翠
さ
係
を
奸
れ
っ
て
岱
ち
ま
し
な

夜
明
け
の
な
ん
と
仕
い
こ
と
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
一
夜
明
け
れ

ば
全
県
で
家
屈
の
全
壊
が
六
十
ヒ
戸

と
か
…
…
…
。
住
み
旧
れ
た
玄
全

町
を
去
る
人
の
あ
い
さ
つ
が
キ
リ
で

切
を
突
か
れ
る
忠
い
で
す

0

ぎ
う
と
光
る
茂
＊
町
の
使
叫
"

の
近
い
こ
と
を
切
に
切
に
咆
み
ま

t

て
さ
ま
し
た
，

町
の
間
兌
は

H
屯
っ
た
成
果
を
K

げ
る
ま
で
に
は
蝙
叶
間
は
か
か
り
ま

す
，
し
か
し
、
こ
の
逆
域
の
中
で

h

を
―
つ
に
結
出
し
、
詞
じ
lj
向
性
を

拮
っ
て
町
を
．
色
あ
る
党
か
な
も
の

に
仕
上
げ
て
行
く
と
い
う
こ
と
変
’
‘

こ
の
時
代
に
生
き
て
い
る
人
の
使
命

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

ー （9) 昭和61年 9月158 町報もてぎ＿ 一町報もてぎ 紹和61年 9月158 (8)― 
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▲
昭
和

13年
の
逆
川
は
ん
濫
（
伸
橋
付
近
）

（歴史は語る）

三
十
年
に

上
砂
田
石
島
秀
夫

八
J
J
.
-
U
か
ら
四
＂
と
其
型
的
な

恥

番

の

喜

悶

、

気

爵

凩

の
哀
怜
を
F
A
Xで
記
録
を
続
け
、

四
11iE午
翠
ふ
サ
真
に
「
今
夜
は
洪

水
の
＂
成
必
要
」
と
祖
＂
し
、
役
瓜

の
気
象
坦
ぷ
阪
に
拍
示
し
ま
し
た
c

スっ閾s
 

力ーー
・
台
風
10"り
は
｀
平
和
な
緑
の
町
に
、

ほ

悠

喜

氣

磨

桟

し

て

去

っ

た

。

自
然
の
力
の猛

威

下
郭
内
矢
野
さ
つ
え

そのとき、わたしは•••

,( 
-

,
5
 

f
,
 

~>

f
苓各、
5
y
9
"

い、、

';,1
や

‘、,
4

、
、
く
、
ヽ
、
＼

§
~
~
 

無
線
で
連
絡

1702年 (Jt1A15年） 7~8月、 40年ぶりの大風、

大水で、天子9t家 7奸つぶれ、この年大分不作
となる

1728年（享保13年） 9月 1日～ 2日、 60年来の大
雨で逆Ill洪水、山旗、 JII欠、田畑損し田作 3分
作、世上困窮となる

1758年（宝9:＂98年） 5月中、那珂｝"洪水、水/II、

"'欠があり、 Fil俎1が流されたので、大瀬村は火
打石追．l：令1：休止顔を、 91山 {t•9m所へ 99ヤ,.

1777年（安永 6年） •1 月、大嵐、変残らず4111JIず．
釦長した大瀬村百姓は夫杖 Ifaa米）下賜願を
，；山代官所へ出す

1786年（天明 6年） 7月14日～17日、大雨悶り続
き逆JII大洪水、上流,jヽ 貫村の田地は砂河原とな
り、山崩れで家多く漬れる （上匹 9軒、吹田
23軒 7人死、仏の山・笠問城崩れる）那珂Jllも
大洪水、田方残らず荒て米価100文で5号に上
昇自窮す

1622年（文政 5年｝ 6月21日ー22日、両日ヽIしki1]、
大川（逆J91）洪水玄流れ (tE9迅村 19F、高岡村
6 9f．神JI：村 19F、坂JI•9f山崩れ京潰れる。 37
年前より水位は l尺下、 8月22臼却"}｝の節流
れる）

1638年（天保 9年） 7月 78~29日まで、 fl.j降り
つづき、逆｝,,ぺりの田畑 1丈余の大水9こ流され、
用水坦・堰~ほ•以抒｝j芍破Ill 、 9 }］不作でf99』不
足につき、如仔は洒造家に洒造高 3分の 19こ沿
高命ずる

1846年（弘化 3年） 7月～ 8月、逆）［（大洪水。用
水壇流出20ヵ所、橋梁同20ヵ所、山扇50ヵ所、
川際堤防欠壌 3ヵ所、長さ 300問余の破害が出

る
1851年（嘉永 4年）那珂｝"大洪水、按害村の河井

村は年賦金．Js納 廷J9間を茂木藩へ出す
1856年（安政 3年） 8月、衣暴風「j)深沢村769F中

3紆J到れ、 1堂大破
1871年 (9'，J治 4年） 7月 9日、茂木暴風9j)で30戸

破填、牧野 5戸、飯野 4戸、坂）93戸、鮎Ill、
小深． 9iJ・）（こ、山内． ma2戸等

1878年（明治11年） 9月13日～16日、暴風雨によ

り逆Jllが出水し、茂木町全体が江河のようにな
る

1910年（明治43年） 8月11日、逆／l（河水氾濫して、
茂木の大半が浸水し、安養寺橋・寺町橋・正明

寺構・裏町構・下橋流出する
1920年（大正 9年） 10月、暴風雨により逆III氾濫

し、茂木町内で床上浸水610戸の裟害を出し、
茂木電灯の供給区域である茂木・七井•長倉・

益子・祖母井・市塙は長期停電となる

1938年（昭和13年） 9月15日、大暴風雨のため逆
川、那珂Il1大洪水。須藤村内で浸＊20戸、流出
3戸の故害出る。上河井河岸流され既業

1949年（昭和24年） 8月31日～ 9月 1日、キティ
台風により逆JII氾 濫

1986年（昭和61年） 8月 4日～ 5曰、台風10号崩
れの集中豪市 (328.5ミリ）で、逆J11大 洪 水
（死傷者62人、全半壌家屋99棟、浸水家屋1.585
棟、河Ill決 壌90ヵ所、道路決壌302ヵ所）

逆
川
の
大
洪
水

• 

こ
の
嗅
門
に
よ
る
集
中
交
由
は
、

去
る
昭
和
五
十
六
年
八

H
-
t
-
U

醤
が
県
凶
山
市
を
中
心
に
発
生
し

た
も
の
と
同
じ
で
あ
り
大
洪
水
で
し

こ
c，
 

私
は
、
四
H
午
後
ヤ
一
時
か
ら
術

轟
い
を
開
始
す
ぺ
く
湖
整
中
に
家

内
よ
り
「
無
線
ど
こ
ろ
で
は
な
い
か

ら
外
を
兄
て
く
だ
さ
い
」
と
ぶ
わ
れ
、

戸
外
を
兄
た
ら
泊
也
＂
い
や
他
の
泊

防
団
い
が
前
の
衣
に
対
し
、
土
の
う

を

mん
で
い
ま
し
た
。

阻
澁
か
ら
水
が
あ
ふ
れ
、

n
tは

水
深
ニ
ト
[
'
の
川
に
な
っ
て
お
り
、

花
姑
阻
と
と
も
に

m靴
に

mが
っ

ば
、
へ
，
ド
ラ
ン
プ
を
つ
け
て
区
長

と
し
て
町
内
を
＂
迄
し
ま
し
た
。

非
常
巾
態
を

r測
し
、
サ
イ
レ
ン

を
庇
さ
、

T
V
に
て
荘
炸
命
令
を
罪

私
ど
し
の
小
さ
な
頑
で
は
と
う
て

い
想
像
も
つ
か
な
い
大
自
然
の
力
の

猛
成
、
恐
ろ
し
さ
を
身
に
し
み
て

感
じ
さ
せ
ら
れ
た
出
ネ
巾
で
し
た
。

あ
れ
か
ら
ご
名
＂
余
り
厳
し
い
残

衿
の
中
、
町
は
す
ば
ら
し
い
立
ち
虹

り
を
兄
せ
て
い
ま
す
。
す
ぺ
て
を
失

っ
た
悲
し
み
と
、
や
り
均
の
な
い
怒

り
を
じ
っ
と
出
ぇ
，
黙
々
と
復
旧
作

業
に
打
ち
込
む
人
々
の
姿
に
、
私
は

k
n然
の
力
に
膝
る
と
も
劣
ら
ぬ
人

間
の
力
の
位
大
さ
を
兄
せ
ら
れ
た
忠

，
 
．． 

＾
 

し
て
1

巨
大
な
大
白
然
の
前
に
は
、
余
り

に
も
小
さ
い
一
人
ひ
と
り
で
す
が
、

「
天
災
は
、
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
来
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
茂
木
町
の
災

容
も
、
ま
さ
に
ふ
い
を
打
た
れ
た
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
特
に
、
水
害
に

は
、
無
防
備
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
こ
の
教
訓
を
忘
れ
ず
、
こ
れ
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は

「
ほ
ん
と
う
に
水
害
の
少
な
い
町
な
の
か
ど
う
か
」
、
歴
史
的
に
見
て
み

ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
、
お
よ
そ
三
十
年
に
一
度
は
逆

川
の
大
洪
水
と
い
う
言
葉
を
拾
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 度

認
L
た
こ
ろ
は
、
大
通
り
、
役
均
前

臀
と
も
に
水
深
五
十
H
'
を
姐
え
て

い
ま
し
た
。

flj
足
の
讐
に
翌
化
を
ぢ
え
、

器
醤
翡
を
朴
画
し
た
が
作
電
‘

魯
発
腐
様
に
よ
り
麿
笞
器
を

闊

翌

雙

、

森

象

叫

慰

．

氏
が
H
ふ
貼
女
部
に
対
し
て
、
一
叩
胆

¢
9
`
 

闘
助
け
念
府
’
て
状
況
を
懇
應

故
助
を
依
頚
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
が

l
i
u午
前
六
睫
私

況
慇
菜
深
滋
路
よ
り
二

"2午

前
一
吐

t̂“}

急
培
水
の
厭
因
は
、
流
木
が
ほ
げ

た
に
碓
積
し
、
流
水
を
旧
翠
に
し
た

こ
と
な
ど
が
名
え
ら
れ
ま
す
．
な
む
、

私
が
船
示
し
た
裳
写
真
（
気
象
衛
邑

が
活

mさ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念

に
m
3
つ
て
い
ま
す
e

み
ん
な
で
女
え
合
い
協
力
L
＂̂えば

こ
ん
な
に
も
大
さ
な
力
が
出
せ
る
の

だ
と
改
め
て
邪
心
し
ま
し
た
。

全
日
各
方
面
か
ら
の
多
大
な
援
助

を
は
じ
め
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の

人
々
の
廿
身
を
岱
し
ま
ぬ
ご
協
力
と

勢

い

m
心
い
や
り
に
支
え
ら
れ
て
、

茂
木
町
は
り
っ
ば
に
立
ち
直
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

私
も
こ
の
災
布
を
良
き
孜
訓
と
L

て
、
お
お
ぜ
い
の
皆
様
か
ら
受
け
た

改
々
の
ご
息
を
忘
れ
ず
に
、
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
人
と
人
と
の
和
を
大
UI

に
し
て
生
き
て
行
こ
う
と
忠
い
ま
す
。

八

n四
日
、
午
前
中
か
ら
粋
り
出

し
た
印
は
、
激
し
く
蹄
面
を
打
ち
、

最
近
珍
ら
し
い
来
illだ
な
あ
と
い
う

感
じ
で
兄
て
い
ま
し
た
。

五
＂
午
前

0
時
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、

町
の
年
表
で
あ
る
可
教
育
委
員
会

発
行
の
「
茂
木
の
あ
ゆ
み
」
を
兄
て

み
ま
し
た
．
そ
の
中
で
、
最
切
の
災

害
に
つ
い
て
の
記
述
が
出
て
く
る
の

ぱ
、
一
七

0
二
年
（
元
松
一
五
年
）

の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
他
、
＊
＊
茂

先
生
芳

r
茂
木
の
胚
史
』
と
新
聞
報

道
な
ど
か
ら
、
茂
＊
町
の
災
害
年
表

を
作
っ
て
み
ま
し
た
。

一
七
二
八
年
に最

初
の
記
述

こ
の
中
で
、
特
に
、
今
回
の
大
洪

水
に
近
い
規
楳
の
災
古
だ
っ
た
と
予

忠
で
き
る
も
の
を
、
杏
い
て
あ
る
内

容
か
ら
判
斯
し
て
太
字
で
示
し
て
み

ま
し
た
。
そ
の
最
初
が
、
一
七
二
八

年
（
卒
保
一
三
年
）
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
か
ら
今
年
の
大
洪
水
ま
で
に
、

過
去
に
二
阿
ほ
ど

n分
の
家
で
も

屹
燥
宋
や
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
ヘ
没
＊
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
も

死
者
が
出
た

の
が
痛
ま
し
い

上

の

町

古

口

貞

治

マじ

低
い
所
か
ら

水
が
押
し
上
げ
る

木

幅

関

光
春

の
か
な
と
油
斯
し
た
＂
代
＂
ち
で
七
問

に
あ
る
物
や
タ
パ
コ
を
ぷ
い
所
へ
片

づ
け
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
阿
の
水
は
「
ア
ノ
」

と
い
う
間
に
増
＊
し
、
水
が
引
か
な

い
の
で
す
。
引
く
ど
こ
ろ
か
、
低
い

所
か
ら
水
が
押
し
上
げ
て
く
．
？
力

で
し
た
。

午
前
0
時

"t'分
ご
ろ
、
一
段
洛

す
る
と
甜
防
団
の
呼
び
出
し
が
あ
り

ま
し
た
。
四
年
く
ら
い
前
に
も
嬰
防

が
決
填
し
木
は
の
．
部
が
床
ド
没
水

し
た
こ
と
が
あ
り
ま

t

今
回
は
、
そ
れ
以
上
だ
と
忠
い
、

数
奸
に
迎
難
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
｀

蚊
初
の
女
に
行
っ
た
と
さ
は
｀
牲
"

庄

mを
打
つ

m行
に

11を
貨
ま
し
｀

外
の
様
十
を
兄
る
と
、
道
路
に
冠
水

し
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も
と
違
う
状

況
に
、
低
地
に
住
む
手
珀
さ

A
が
心

配
に
な
っ
て
訪
れ
て
み
る
と
、
す
で

に
家
財
の
整
理
に
と
り
か
か
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
し
た
。

腐
を
求
め
て
、
家
財
の
毀
理
を

手
か
い
、
翡
に
戻
っ
て
み
る
と
、

前
の
小
庫
に
没
水
が
あ
り
、
小
の
移

勁
が
必
疫
に
な
っ
て
い
ま
し
た
心

川
の
様
十
を
観
咲
す
る
と
、
安
梵

寺
院
が
行
水
問
近
、
此
谷
井
侶
地
わ

き
の
道
蹄
に
冠
水
が
始
ま
り
、
な
芸

+
贔
に
通
ず
る
町
追
を
越
え
よ
う
と

す
る
水
駄
で
し
た
。

危
険
を
感
じ
て
家
に
謀
り
、
家
の

中
の
怒
理
に
行
手
し
た
と
こ
ろ
に
、

九
回
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
平
均

し
て
、
二
十
八
年
に
一
度
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

前
回
の
水
害
か
ら
で
は
、
三
十
七

年
た
っ
て
い
ま
す
。
一

1

干
年
、
四
十
年

と
汀
え
ば
、
京
族
で
は
一
世
代
違
い

ま
す
。
全
く
水
布
を
経
験
し
て
い
な

い
人
も
多
く
、
万
が
一
経
験
し
た
と

し
て
も
、
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

れ
が
安
心
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
安
心
J

が
、
危
該
を
知
ら
な
い
た
め
の
「
安

心
」
で
ば
、
ほ
ん
と
う
の
安
心
で
は

な
い
で
す
ね
。

時
代
の
経
過
で

披
害
も
変
わ
る

地
形
的
に
も
、
川
が
市
街
地
に
梨

中
し
て
お
り
、
出
中
萩

mな
ど
で
は

く
ら
い
の
水
が
、
こ

"
l
l
に

"v.

き
は
、
ひ
ざ
小
俯
と
な
り
、
午
節

時
こ
ろ
だ
っ
た
と
m
i
．
ッ
が
、

9
;

て
も
堤
防
が
崩
れ
．
瞬
に
し
て
企

増
え
、
家
も
小
も
水
間
も
ダ
ハ
？

冠
水
し
て
し
ま
い
ま
し
た

あ
る
ぺ
さ
は
ず
の
追
罪
、
J
U
‘

が
流
さ
れ
、
あ
る
い
は
崩
れ
洛
だ

加
の
よ
う
に
大
き
な
石
や
ゴ
ミ
<i

の
山
に
な
っ
て
い
ま
し
た

llが
た
つ
に
つ
れ
、
按
古
が
増

る
ば
か
り
で
す
が
、
今
凹
の

m賦

百
年
に
一
皮
と
は
い
っ
て
も
、
ニ

慇
＂
を
孜
訓
と
し
て
、

．． 

度
と
今

の
よ
う
な
災
古
が
発
生
し
な
い
よ
・

に
顔
う
ば
か
り
で
す
。

町
内
危
険
と
の
屯
話
連
絡
ゎ
受
け

が
、
水
が
押
し
寄
せ
て
玄
閃
の
バ

繁
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
も

「
器
難
し
よ
う
」
と
い
ぅ
斎

占
に
促
さ
れ
荘
知
を
間
始
L

を｝

ば

、

京

腐
JO
ま
で
水
は
来
て
い

代
や
家
JC
は
、
成
り
行
き
に
“
"

ま
ま
で
し
た
。

屑
闊
で
一
夜
を
あ
か
'
}
、

り
を
見
る
と
、
一
面
湖
水
の
ご
と
9

様
を
＂
も
、
大
通
り
は
激
む
と
化

て
、
小
学
佼
の
政
底
を
見
れ
ば
、

こ
も
波
を
打
っ
て
流
れ
て
誉
{
L
^

我
が
京
の
家
其
は
、
ナ
ペ
て
ふ
へ

贔
固
し
に
な
り
、
減
＊

eと
も

i

慈
ぁ
大
き
さ
に
ぼ
ぅ
誓
し
た
が

川
俣
カ
ノ
さ
ん
の
死
は
、
給
も
痛
・

し
い
も
の
で
し
た
。

水
に
努
い
が
つ
き
、
暴
れ
川
に

可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
し
か
も

時
代
の
経
過
は
、
過
去
の
経
験
で
は

想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
事
態
を
も

も
た
ら
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
許
全
f

た
い
し
た
按
害
で
は
な
か
っ
た
こ
4
j
.

•
ふ

が
、
大
き
な
技
害
と
な
る
こ
と
も
あ

る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
単
な
る
砕
鯰
パ

だ
け
で
な
く
．
こ
れ
か
ら
は
、
今
の
“

状
品
を
名
え
、
災
布
を
み
ん
な
で
芯
．

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
・
ヘ
柱

と
も
か
く
、
「
茂
木
町
は
水
喜

起
こ
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
｀
今

回
の
災
古
を
き
っ
か
け
に
、
深

ig.

＊
腐
史
に
刻
ん
で
お
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
も
う
二
度
と
忘
れ
一
‘

は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。



＾二宮尊徳の計画で造られた

神井のトンネル

置興・闘斃の道を稟めて

10
月
2
5
.
2
6
日
茂
木
を
会
場
に

1
6
5
 

参
加
し
ま
し
ょ
う

大
会
の
日
程

一町輯もてぎ 昭和61年 9月158 (14)-

[ 

税

税

税
民
詞
盟

定

民

町

固

旧

以
Je1
二
つ
の
臣
金
が
対
象
に
な
り

ま
す
が
、
該
当
す
る
人
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

区分

2

4

8

 

/

I

I

 

l

l

l

 

対 象

219l、3191、4期分

3期、4期分

2期、3期、99191分

所:得金額： 度、

軽滅又は免踪の割合

3/105以l上lの0未と満き S/10以上のとき

•300万円以下で 1/2 ・全部
あるとき

•450万円以下 ヶ 1/4 1/2 
•600万円以下 ャ 1/8 I/ 4 

全部

I/ 2 

I/ 4 

ー (131 昭和61年 9月158

固定資産税 目民健康保険税 町
の
税
金
が

披
災
を
受
け
た
人
の
経
済
的
な
負

担
を
い
く
ら
か
で
も
軽
く
し
よ
う
と
、

町
税
の
軽
減
や
免
除
を
す
る
「
昭
和

六
十
一
年
八
月
の
台
風

10
号
に
伴
う

豪
雨
に
よ
る
破
災
納
税
者
に
対
す
る

町
税
の
減
免
に
関
す
る
条
例
」
を
八

月
＿
―
-
十
日
に
制
定
し
ま
し
た
の
で
紹

介
し
ま
す
。

0
減
免
の
対
象
に
な
る
税
金
は

災
古
ャ
受
け

t
C
H
｛
八
月

Ji日）

以
粋
に
納
期
が
来
る
悦
金
が
対
象
に

な
り
ま
す

C

た
だ
し
、
昭
和
六
十
一

年
度
分
に
限
り
ま
す
。

ij町民
税
）

-
＊
人
が
死
亡
し
た
り
、

rs士
"x

i
N
に
な
っ
た
人
。

二
本
人
又
は
扶
茨
親
族
が
所
打
す

る
、
住

t
又
は
京
財
の
懇
晶
唸
”

そ
の
価
岱
の
卜
分
の
三
以
上
で
、

前
年
中
の
所
得
金
額
が
六
百
万
円

以
下
の
人
。

全
国
報
臨
大
会
開
く

全
国
の
報
蕊
関
係
団
体
が
一
堂
に
集
ま
っ
て
開
か
れ
る
大
会
が
、
今
年

は
茂
木
町
を
主
会
場
と
し
て
来
る
十
月
二
十
五
日
（
土
）
か
ら
二
日
問
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
台
風

10
号
に
よ
る
大
き
な
災
害
を
受
け

た
茂
木
町
で
す
が
、
全
国
各
池
か
ら
の
参
加
者
を
お
迎
え
し
て
少
し
で
も

町
に
活
気
を
呼
び
お
こ
す
と
共
に
、
災
害
を
復
興
し
新
し
い
町
づ
く
り
の

道
を
勉
強
す
る
機
会
と
す
る
た
め
｀
関
係
者
に
よ
っ
て
準
偉
が
這
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

減免に

理 由
軽減又は

免餘の訓合

•死亡した場合 全 部
•生活保直法の規
定により生活扶

全部助を受けること

になった場合

•関守者となった 9/10 
Jり合

損 / / 経減又は
害の程度

免餘の割合

按害面積が該当する土地の面積の

• 8/10以上であるとき 全部

• 6/10以上8/10未満 み s / 10 
• 4/10以上6/10未潤 み 6 /10 

• 2/10以上4/10未満 今 4 /10 

所 得 金 額
軽減又は

免餘の割合

● 180万円以下
全部

であるとき

• 240万円ク 8 / 10 

• 330万円ろ• 6 I JO 

• 450万J-l-1,,. 4 /10 

•600万円 ，， 2 /10 

ー
ね
作
物
に
伎
ヤ
り
を
―
ざ
い
た
人
で
，

ば
収
に
よ
る
姐
失
額
が
ギ
年
の
農

作
物
の
収
人
の
卜
分
の
＿
―
-
以

K
で

前
年
中
の
所
得
令
額
が
六

"IJ円

以
下
の
人

〈
固
定
資
産
税
〉

一
本
人
所
布
の
宅
地
及
び
戻
地
、

山
林
等
に
損
布
を
受
け
た
人
c

か
ら
の
茂
木
を
＂
~
て
れ
L

て
ゆ
く
の

に
も
参
名
に
な
る
点
が
あ
る
と
忠
わ

れ
ま
す
。
全

U
以
外
で
も
閃
心
の
あ

茂
木
報
徳
会
の
活
動

全
日
骰
砧

K
会
の
全
叫
地
を
引
き

受
け
祁
偉
を
迎
め
て
い
る
の
が
茂
木

沿

9
会
で
す
。
こ
の
会
は
昭
和
三
ふ
＇

r
 

所得金額，

•300万円以下
であるとき

•450万円み

•600万円ヶ

〈
国
民
健
庫
保
険
税
｝

損 害 の 程 度 翌告王口下 9 のる二額ー

5110未満15/10戸
の，1,価住木の ra
人の格屯人—I- ；9, 

のとき
のとき ゜所の又又分ー打

l!I I・ は は の に
金分玄按 Jしな
額の IHf足 を つ
が三の険滅た
六以 III打頷均
百＿1こ古のし合
Jj で額所まは
Fl‘ が布す‘
以前そす°税

る
か
た
が
大
吠
参
加
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

恨
砧
会
と
は
、

A
戸
時
代
の
た
北
沿
効
し
て
い
ま
す
。
そ
の
加
盟
団
体

h
忍
＂
＇
地
の
牧
・
ヘ
ふ
紐
｝
を
現
の
．
つ
笈
知
媒
砧
会
は
、
昭
和

．．
 

一卜

代
に
生
か
ー
た
め
剋
佃
し
丈
践
す
＇
っ
匹
年
の
伊
勢
｛
火

2

風
に
行
し
災
古
を

こ
と
を

11的
と
ー
る
団
仕
で
、
名
称
交
け
た
地
Jj
の
人
た
ち
に
呼
び
か
け

悲
歪
さ
ま
で
す
が
北
海
追
か
ら
四
て
復
典
を
な
し
と
げ
「
閑
を
鋲
じ
て

り

を

．． 

ト
Je
団
体
が
あ
り
、
全
日
屈
と
な
す
」
と
い
う
点
来
を
大
現
し

で
連
絡
協
議
会
（
会
JC
ふ
m
史
．
郎
て
い
ま
す
。
二
の
沿
勁
に
閃
係
し
た

＂缶

N
K衣
政

12、
巾
務

9
長
・
内
荘
か
た
も
へ
9
回
の
大
会
に
は
参
加
さ
れ
る

茂
男
た
ガ
ラ
ス
社
及
｝
を
つ
く
っ
て
，

r定
に
な
っ
て
い
出
す
の
で
、
↓

1

れ

亀

忍

伍

他

苓

次

郎

｝

は

外

時

く

の

態

を

抱

え

t"
し
ん
で
い
ま
し
た
ず
に
す
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

代
木
問
名
↓
＂
年
前
｝
に
神
が
小
川
が
、
こ
れ
を
心
配
し
た
藩
医
中
村
玄
順
こ
の
よ
う
に
茂
ふ
・
町
は
．
―
宮
淳
地
と

県
小
I
l
l
旗
の
g
民
と
し
て
生
よ
れ
た
が
t
-
5
"
先
t
の
も
と
を
胡
れ
て
指
収
を
は
深
い
凹
係
に
あ
り
．
経
済
人
で
あ

•
C
i

人
で
す
が
．

ltし
い
家
の
経
済
を
ャ
一
求
め
、
そ
の
後
生
生
の
"
[
て
た
Jj針
に
と
共
に
技
印
行
で
も
あ
っ
た
ふ
＂
＂
先
牛

の
相
が
で
地
駿
の
交
通
を
使
利
に

1
っ

茂

木

と

二

宮

尊

徳

名

神

翡

＞

い

直

｛

卜

／

ネ

ル

｝

や

小

て
直
し
た
大
閃
が

t"'分
〈
保
‘
似
の

11
に
と
ま
り
、
そ
の
命
に
よ
っ
て
野

川
桜
町
｛
現

h
の
二
宮
町
物
部
）
の
＇
「
っ
て
財
政
再
建
を
追
め
た
と
い
う
歴
松
の
切
り
通
し
、
店
店
水
利
の
た
め
餃

頂
地
に
派
逍
さ
れ
て
地
駿
間
発
｀
経
史
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
天
保
年
問
の
大
野
の
源
丘
ぜ
き

t"が
追
ら
れ
よ
し
な

済
併
建
を
な
し
と
け
ま
し
な
そ
の
凶
作
の
加
も
．
一
宮
九

t
の
指
内
の
お
か
そ
の
跨
は
今
で
も
残
り
、
ナ
，
時
を
う
か

こ
ろ
細
川
唖
茂
＊
、
谷
I
l
l
部
｝
は
多
げ
で
按
四
飢
・
・
～
死
に
す
る
人
｝
を
出
さ
が

•
9

こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
年
に
羽
石
恭
元
町
長
が
中
心
で
桔

成
さ
れ
、
現
在
の
会
い
は
四
十
八
人

．
名
っ
て
い
ま
す
．
発
足
の
年
に
二
宮

存
邸
生
苺
百
周
年
を
記
念
し
神
井
地

内
の
町
打
林
を
惜
り
受
け
て
杉
、
ヒ
ノ

キ
念
印
＂
令
｀
報
磁
林
を
作
り
ま
し
た
．

こ
の
沿
砧
林
は
後
に

m杭
さ
れ
て
現

介
の
而

N
は
的
一
｛
い
に
な
っ
て
お
り
、

今

も

紺

災
t
い
の

F
で
下
刈
り
等
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
（
上
の
写
真
）
・
ま
た

昭

但

19
卜
丘
年
城
山
の
た
ば
こ
神

社
に
副
抽
一
宮
炸
他
命
の
御
神
体
を

合
祀
し
士
し
た
。
毎
月
十
七
日
を
定

例
日
と
し
て
、
報
徳
研
究
の
話
し
合

い
等
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

｛
会
長
・
岡
島
保
、
副
会
此
・
伊
痒

保
明
、
同
・
久
徳
武

巾
舷
屈
・
茂
木
可
公
民
館
内
）

三
戻
作
物
に
技
小
ば
受
け
た
人
で
、

農
作
物
の
減
収
に
よ
る
lJl古
額
が

平
年
の
農
作
物
の
十
分
の
三
以
上

で
あ
る
人
で
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
六
百
万
円
以
下
の
人
。

0
手
続
き
は

そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
限
前
七
日
前
ま

で
に
、
政
免
巾
請
杏
を
税
務
ぶ
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＇^日恨徳大会のII代のあら'5
しは次のとおりです。

•第一日十月二十五日（土）受付午前．0る。
間会式·o:~o往g.1こ00

じは翌屯"F妥．1こJioJ,99‘”f;'，・1
茂木恨徳会長従島保

分科会．四．．． o 
0メーンテーマ

殴他の逍をどのように

実践していくか，

玄庭・学校地駿社会・料均で

采災寄復興のために

どのように実践していくか

夕屈曼・―§00

町外の参加行．八f.o)
（＂合に移勁

•第二日十月二十六日（日）命災＂午前在00

危賛ふ＂疑

森会
嬰式・o,.. •o 

町外の怒加灯ば終．ー後）

（．一宮町の遺跨兄．． r 

|＊|＊ー
岱町．船のかたの参加を歓

迎いたしま工資料代K裔）。
JCII三卜＂よでに公民館内K会

t傍9に巾込んでください。

所得金額 軽免餘減の又割は合

● l80万円以下
全部

であるとき

•2•10万円 '， 8 I 10 

•330万円 4 6 / 10 

● 450万円タ 4 /10 

● 600万円 '， 2 /10 

損害の，，程度， 免軽捨減の又割1合9 

•全壊、流失，埋没等により家歴 全 部

の原形をとどめないときまたは

復lH不能のとき

•主要構造部分が悴し< !itiりし、 8 /10 
大修理を必婆とする場合で、家

屈の価格の6/10以上の損布を受

けたとき心

•Ii!II}、内装、外装．建具等に損 6 / JO 

褐を受け｀居住または使用目的

を苦しく損じた場合で、玄I品の
価格の4/10以J:6/10未満叫JI害
を受けたとき

•下墜、ダぷ1{,Iこijif格を受1九居住 4 I 10 
または使用目的を損じ、修理ま

たは取抒を必要とする場合で、

家／i！の條格の2/10以上4/10未満

の損害を受けたとさ

.
―
本
人
所
打
の
玄
屈
及
び
憤
却
沢
疎
に
損
布
を
受
け
た
人
。

町報もてぎ―



1
6
6
 

t知

..花のある明るい町にと、商工会が

設置したフラワーポックス

台
風
10
灼
に
よ
り
茂
＊
町
中
心
部

の
商
店
街
は
、
填
滅
的
な
技
方
を
受

け
存
し
た

o
l
i打
一
十
あ
る
事
店
所

の
う
ち
、
約
八

0
％
に
あ
た
る
四
面

三
ャ
阻
品
漿
屡
姿
け
ま
し
た
。

絲
品
は
流
出
、
お
店
は
北
だ
ら
げ

と
む
停
な
状
況
で
し
た

°
-
Hも
"
+

く
復
衰
し
よ
う
と
、
み
ん
な
で
が
ん

ば
っ
て
い
ま
す
。

町

と

商

工

会

が

共

同

で

そ
こ
で
、
町
と
崩
工
会
が
共

M
で

滴
店
街
の
復
毀
計
向
を
名
え
よ
う
と

没
木
町
血
店
街
復
興
計
画
作
成
巾

棠
」
が
九
月
か
ら
ス
ク
ー
ト
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
＾

こ
の
市
業
は
、
今
阿
の
災
害
を
、

た
だ
単
に
復
旧
だ
け
に
と
ど
め
ず
、

商
店
街
の
配
置
と
か
、
今
、
町
に
必

要
な
商
店
は
何
か
な
ど
、
碁
本
的
な

こ
と
か
ら
兄
虹
し
、
二
十
一
世
紀
へ

向
け
て
の
商
店
街
づ
く
り
を
H
指
そ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

災
お
は
、
復
旧
し
た
だ
け
で
は
、

元
と

M
じ
で
す
。
今
ま
で
よ
り
も
．

よ
り
良
く
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

9

ま
た
、
逆
川
の
河
川
改
修
と
商
店

街
の
復
界
は
大
き
な
つ
な
が
り
を
も
っ

て
い
ま
す
。
改
作
に
よ
り
、
移
転
を

す
る
商
店
な
ど
も
出
て
き
ま
す
。

た
だ
河
川
の
改
修
を
す
れ
ば
よ
い

逆
川
の
河
川

改
修
に
も

敬老会は

中止に

と
汀
う
こ
と
で
な
く
、
暉
店
街
の
発

殷
に
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
河
川
改
修
に
つ
い
て
も
、

い
っ
し
ょ
に
研
究
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
町
民
の
仔
さ
ん
に
、

簡
店
街
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
な
ど

の
ア
ン
ケ
ー
ト
翌
苓
し
た
り
、
災

古
を
受
け
た
が
、
復
旧
を
し
飛
臨
的

に
発
殷
し
た
可
な
ど
を
視
京
し
、
指

導
を
受
け
る
こ
と
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
事
業
が
名
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

阿
四
十
四
年
囮
月
一
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
で
、
高
存
学
ば
を
卒
棠

し
た
人
（
六
士
歪

込
み
の
人
を
含
む
｝
ま
た
は
、
こ

れ
と

1
tぶ
以
上
の
学
力
を
打
す
る

人
で
、
か
つ
茂
木
可
に
居
住
し
て

い
る
人
（
就
学
の
た
め
一
時
的
に

可
外
に
居
住
し
て
い
る
人
も
含
む
）

〈
保
健
婦
｝

昭
和
―
―

-t年
四
月
二
日
以
後

に
生
ま
れ
た
人
で
高
等
学
校
を
卒

菜
し
た
人
ま
た
は
、
こ
れ
と
詞
等

以
上
の
学
力
を
布
す
る
人
で
、
保

悶
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
人

（
六
十
二
善
肖
で
資
倍
取
得
予

茂
＊
町
瞬
い
の
採

m試
験

を

次

の

定

打

を

含

む

）

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

0
試
験
の
日
時
・
場
所
及
び
方
法

0
採

用

人

員

〔

第

一

次

試

験

〕

一

一

靡

乱

二

人

日

時

卒

一

年

1
月

千

一

日

翡

婦

；

問
い
合
わ
せ
先
総
粒
諜
靡
係

こ
の
翌
は
、
荘
く
と
も
、
来
年
一

0
受

駿

資

格

午

前

九

峠

詮

間

始

皐
1
1
1
内
紐
豆

の

三

月

ま

で

に

ま

と

め

、

復

郎

計

画

〈

一

般

事

務

臓

〉

場

所

其

岡

翡

年

婦

人

会

館

の
指
ば
と
し
て
、
町
へ
提
出
す
る
こ
昭
和
三
十
七
年
四

IIニ
H
か

ら

試

験

翁

札

肩

"
9
 

必
要
な
人
は
、
お
早
め
に
巾
'
-
全

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

[

|

應
作
成
屈
，
た
っ
て
は
、
商
一

工
会
且
ト
ニ
人
と
町
臓

U
五

人

が

中

一

ま

も

な

く

締

め

切

り

で

く

だ

さ

い

。

心

に

な

っ

て

逃

め

る

こ

と

に

な

っ

て

な

お

、

こ

の

制

度

は

、

り

尖

に

'

い

ま

す

。

こ

の

成

果

が

大

い

に

開

ー

町

の

災

全

る

商

品

、

原

け

料

購

入

な

ど

の

翌

さ

れ

ま

す

。

沢

金

や

お

店

、

住

宅

な

ど

の

修

退

な

お

、

車

務

閲

は

役

均

商

工

観

光

こ

の

制

度

は

、

茂

＊

町

に

住

む

人

金

と

し

て

臨

衣

を

交

け

る

人

に

限

5

点

に

な

っ

て

い

ま

す

。

お

気

づ

き

の

や

茂

＊

町

で

事

業

所

を

呼

い

ん

で

い

て

ま

す

。

点
や
い
ろ
い
ろ
な
線
ば
な
ど
が
あ
り
台
風

m号
に

よ

る

災

古

を

受

け

た

人

希

咽

す

る

人

は

、

り

災

踪

認

登

ま

し

た

ら

、

ど

し

ど

し

述

絡

を

し

て

が

、

茂

木

町

農

協

や

足

利

銀

行

、

砺

必

要

に

な

り

ま

す

の

で

、

役

場

呼

く

だ

さ

い

。

＊

印

互

銀

行

．

宇

都

宮

は

m金
庫

の

観

光

諜

へ

ご

相

談

く

だ

さ

い

茂
木
女
店
か
ら
復
旧
の
玄
全
亘
百

裔
か
ら
学
ぶ
い
い
汀
い
〗
〗
い
旦
口
子

津

年

台
風
の
水
古
で
茂
木
町
は
大
き
な
い
体
験
が
で
き
た
と
m
や
っ
て
い
よ

t

慈

晏

脊

ま

亙

誓

一

ま

た

、

心

身

共

に

つ

か

れ

困

り

出

6

絵

悶
蒻
襄
vら
い
没
水
し
て
て
い
た
と
さ
に
い
た
だ
い
た
た

<

h

J

＇ 

J
"
[

：
ぃ
ロ
一
ほ
□
疇
〗
一
一
鵬
戸

L
紅
〗

床

F
の

ヘ

ド

ロ

臀

を

し

た

り

、

と

い

い

と

息

い

ま

す

。

こ

の

屯

＾

危

恨

を

み

ん

な

で

協

む
れ
た
物
を
沈
っ
た
り
朝
か
ら
夕
方
さ
ん
の
扱
助
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
水
布
が
起
さ
、
茂
＊
町
令
体
の
．
―
し
、
助
け
令
い
な
が
ら
再
び
叫
ふ

ま
で
知
き
ど
わ
し
で
、
何
度
も
何
度
ま
せ
ん
。

0
％
が
没
水
し
、
あ
と
か
た
ず
け
も
茂
木
町
を
作
り
ま
し
ょ
う
↑

も

水

布

さ

え

な

け

れ

ば

…

…

と

思

っ

こ

の

と

き

の

温

か

い

ご

巴

を

忘

れ

そ

し

て

、

全

田

の

む

世

話

．

い

{

}

た

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

ず

に

｀

と

こ

か

が

災

布

に

あ

っ

た

と

た

み

な

さ

ん

に

．

H
も

"y、5
泣

け
れ
と
ホ
害
の
と
き
に
家
族
み
ん
い
う
と
き
に
は
、
一
刻
も

"rv茂
木

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

と

い

い

A
%

な

で

協

力

し

て

仕

事

を

し

た

こ

と

に

町

で

も

扱

助

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

っ

て

い

よ

t

来
年
の
三
月
ま
で
に

ま
と
め

商
店
街
の
発
展
を
目
指
し

復
興
計
画
作
定
委
が
発
足

で
は
、
例
年
十

ll
に
改
老
会
を
間
い

て
さ
ま
し
た
。
し
か
し
，
今
年
は
、

慇
＂
に
い
た
め
つ
け
ら
れ
た
町
を
忠

い
、
先
ご
ろ
5
9

人
ク
ラ
プ
支
部
仕
会

議
が
開
か
れ
、
今
年
の
敬
甚
会
の
中

止
が
決
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
席
上
、
と
人
グ
ラ
プ
の
行
さ

ん
か
ら
、
「

f
定
さ
れ
た
敬
老
会
の
た

め
の
手
間
と
沢
金
を
、
町
の
復
餃
の

た
め
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
j

と
い

,
9
中
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
敬
老
年
金
の
女
給
と
名
高

の
配
布
は
行
い
ま
す
。

町職員を

募集します

万
円
）
の
臨
沢
を
受
け
た
均
合
．
臨

沢
利
字
の
二
分
の
一
を
町
で
掃
助
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
{

今
ま
で
に
、
三
伝
八
十
三
人
の
人

が
利

mし
ま
し
た
が
、
六
十
一
年
九

月
三
ャ
日
で
締
め
切
り
ま
す
の
で
、

大
変
だ
と
息
い
ま
す

c

そ
れ
と

M
時
に
こ
の
茂
木
町
を
研

し
い
茂
木
町
に
変
え
て
い
く
の
に
も

そ
う
と
う
な
努
力
が
必
要
で
す
。

木
製
の
T
蒻
人
ダ
ン
ド
を
＂
＇
門
の

石
川
さ
ん
が
、
逆

111
詞

門

地

堕

（
第
二
次
試
駿
〕

第
一
次
試
斐
枯
打
に
は
、
両

接
試
咲
及
び
論
元
＂
｝
文
試
験
を
、

当
臼
午
後
行
い
ま
す
．
＇

0
合
格
発
表

{
v
,

六
士
年
十
一
月
末
日
ま
で
に
，

,
j
 

本
人
あ
て
通
知
し
ま
す
。

0
採
用
予
定
六
十
二
年
匹

H-n‘

0
給

与

月

訊

九

万

li予
fig円

（
高
年
兄
込
み
）

〇
応
募
期
問

六
十
一
年
九
月
二
十
日
か
ら

六
十
一
年
十
月
十
＂
日
ま
で

0
受
駿
手
紐

巾
込

m紙
及
び
腹
盟
註
品

嬰
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ

写

真

二

枚

、

翌

裔

名

翌
器
証
明
茂
沢
腐

等
を
添
え
て
総
務
諜
偲
栢
雙

出
し
て
く
だ
さ
い
。

で
拾
い
届
け
て
く
れ
ま
し
た
-

ス
ク
ン
ド
の
中
に
は
、
＂
＂
の

5

女
の
卜
の
吃
兵
が
人
っ
て
い
ぷ
じ

た
い
せ
つ
に
保
存
l
て
い
合

今
阿
の
水
古
で
流
さ
れ
て
ー
，
5

へ

も
の
と
息
い
よ
す
。
心
当
た

o
g

は
、
懇
均
総
務
＂
で
瓜
か

2
ぷ

す
の
で
お
い
で
く
だ
さ
い
さ

写
真
ス
タ
ン
ド
を

縮
い
ま
し
た



1
0
,
E
i
-
%
 

台
風
10
号
に
よ
る
災
害
で
｀
茂
木
町
が
激
甚
災
害
法
の
適

用
に
な
り
ま
し
た
．
栃
木
県
が
晨
林
災
害
の
復
旧
事
業
に
つ

い
て
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
｀
災
害
復
旧

な
ど
に
対
し
て
、
国
庫
掃
助
平
引
き
上
げ
な
ど
の
措
置
が
取

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
融
資
等
に
つ
い
て
は
、
茂

木
町
が
扇
馳
激
甚
災
害
と
し
て
詣
定
を
受
け
ま
し
た
。

g
い
閃
係
の
慇
＂
で
は
、
次
の

9

1

点
が
ぶ
松
接
閃
係

t
?
Jこ
ろ
で
す
。

8
．
つ
は
、
度
業
協
阿
組
合
述
＾
＂

食
、
農
枯
中
央
令
叩
．
そ
の
他
の
全

臨
慎
閃
か
ら
の
店
休
棠
経
貨
行
に
対

商
店
街
復
興
の
た
め

計
画
作
成
委
員
決
ま
る

凸
風
10
サ
で
、
壊
滅
的
な
打
撃
を

受
げ
た
商
店
街
の
復
興
計
画
を
丼
え

'
｛
う
と
「
茂
＊
町
涸
店
街
復
興
計
画

翡
哀
答
」
が
懇
し
た
こ
と
は
、

九
＂
”
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

九
月
二
十
九
日
、
第
一
回
目
の
安
い

会
が
問
か
れ
ま
し
た
。

切
全
合
で
は
、
二
十
五
人
の
胃

翠
嘱
さ
れ
、
委
且
公
に
永
井
茂
さ

ん
涵
工
会
長
）
を
選
任
し
、
全
ぽ

反
り
ま
し
た
。

委
U
名
さ
ん
ば
‘
そ
れ
ぞ
れ
，

各
邸
会
や
事
業
所
の
代
表
と
あ
っ
て
、

暉
腐
を
息
う
気
岱
ち
は
独
＜
，
活

茂
木
町
商
店
街
復
興
計
回
作
成
委
員
の
皆
さ
ん
（
敬
称
略
）

翌
/

茂
（
滴
工
会
長
）

松
準
（
商
工
全
副
会
長
）

浮

宙

(

々

)

闊
璽
命
晨

g

沃
郎
（
々
工
業
部
会
長
）

懇
ぃ
次
（
ク
法
人
部
会
長
）

醤
（
ク
背
中
部
会
長
）

一
男
（
々
宵
年
郎
会
長
）

靡
（
優
良
店
会
長
）

己
（
一
店
一
品
袋
紅
哭
き

武
男
（
事
業
所
代
表
）

次

郎

(

々

)

精

一

（

ク

）

す
る
個
人
向
け
臨
沢
に
つ
い
て
で
す
。

0
箕
付
限
度
額

•
{
m

二
百
J
i
+
J
i
m
]

・
北
田
北
珀
打
ま
た
は
玄
俗
芥
因
梵

打
千
J

六
c
j
i
j
円

0
憤
遠
期
印

発
な
意
兄
交
換
を
し
ま
し
た
。

9
9
 

計
画
は
、
絵
に
描
い
た
餅
で
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
子
ど

も
や
孫
の
た
め
に
も
、
将
来
を
兄
通

し
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん。
こ
れ
ま
で
、
暉
店
街
の
発
展
に
つ

い
て
は
、
各
方
面
で
努
力
し
て
き
ま

し
た
が
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
契
恨
に

他
の
町
か
ら
お
客
さ
ん
が
来
る
よ
う

な
、
紘
力
あ
る
痛
店
街
づ
く
り
に
努

め
て
ほ
し
い
も
の
で
す
．

委
貝
さ
ん
は
、
次
の
か
た
が
た
で

ー若
井
勲
（
事
業
所
代
表
）

閲

弘

(

々

)

平

野

教

雄

（

ゃ

）

若

井

年

之

（

々

）

霰
井
秀
則
盆
宝
会
宜
器
知
員
）

大

塚

康

行
(

9

)

手

島

崇

夫

（

ヶ

）

大
久
保
正
義
（
役
場
窟
氾
．
~
が
、
）

醤
誤
郎
（
ヶ
涸
工
観
光
謀
）

涌

丼

苦

一

（

ク

）

後

諜

登

（

々

企

固

課

）

眼
郎
公
一

(

9

途
設
課
）

個

人

府

け

融

資

と

↑

災
害
復

IBで
農

農
林
災
害
。

按
古
の
程
ほ
等
に
よ
り
四
1
七
年

0
貨
け
金
利

●
農
作
わ
Ji
割
以
上
の
按
古

h

年．
1

，

0
%

．
g
作
物
．
1

割
以
上
の
技
古

F

年
丘
．

0
A
%

•
そ
の
他
の
技
古
打
懇
ハ•
O
“
%

合
二
つ

tiは
、
農
林
関
係
の
災
古
復

旧
出
窯
へ
の
国
庫
捕
助
字
上
釆
せ
で

す
。
災
古
復
旧
に
Jjf
す
る
代

111
が`
・・一

ト
ガ
円
以
上
の
事
棠
で
、
国
庫
補
助

対
象
巾
業
と
し
て
指
定
を
受
け
た
百

六

t
ニ
カ
所
に
つ
い
て
が
対
象
に
な

り
ま
す
。

こ
の
事
棠
に
つ
い
て
は
、
店
地
、

戻
業
Jjf
胞
設
と
も
、
お
よ
そ
九
割
が

国
庫
捕
助
と
な
り
ま
す
。
仰
人
れ
担

は
、
残
り
一
割
程
度
で
す
。
た
た
し
．

こ
れ
に
は
限
度
額
が
あ
り
、
そ
れ
以

loか
か
る
分
に
つ
い
て
は
個
人
れ
担

と
な
り
ま
す
。
こ
の
限
度
額
は
ま
だ

決
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
c

全
国
で
三
町
の
う
ち
の
う
と
し

て
屈
地
激
梵
愉
定
を
受
け
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
咋
工
業
大
へ
の
臨
貨

上
の
特
別
拍
沢
に
つ
い
て
で
す
。

こ
の
特
別
岱
誼
の
適

111
が
あ
る
の

は
、
旧
の
小
小
企
業
向
け
臨
沢
制
度

に
つ
い
て
で
す
。
具
体
的
に
は
、
日

民
令
粒
公
庫
と
中
小
企
業
金
臨
公
庫

か
ら
の
災
古
貸
付
を
受
け
た
均
合
の

み
で
す
。
こ
の
均
合
、
一
千
万
円
の

限
度
内
で
当
翌
一
年
間
の
貪
が
、

特
別
技
古
打
に
つ
い
て
は
弓

0
%、

そ
の
他
の
技
布
打
に
つ
い
て
は
、
六

彎

0
五
％
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
坦
令
で
、
媒
い

m

保
証
協
会
の
保
証
に
つ
い
て
、
通
常

保
証
訊
と
回
額
を
別
枠
で
設
け
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
限
度
額
ま
で
伯
り
て

い
る
企
棠
で
も
、
別
枠
で
伯
り
る
こ

「洪水の茂木町」
下砂田 黒崎一雄さん掃影（l刃述記事 7ページ）

と
が
で
き
ま
す
◇

ま
た
、
小
小
企
業
没
偉
近
代
化
沢

金
の
利

Ill行
で
、
巾
訊
が
あ
れ
ば
、

償
遠
皿
皿
を
最
大
二
年
ま
で
延
必
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

△
 

以
上
の
よ
う
に
、
故
甚
災
t
"
法
の

適
用
は
、
国
の
補
助
巾
菜
が
対
象
で

す
。
で
す
か
ら
、
政
接
的
に
は
、
町

の
災
古
復

m事
菜
｛
現
在
の
と
こ
ろ

農
林
関
係
の
事
某
の
み
適

Ill}
に
つ

い
て
の
補
助
額
の
上
采
せ
と
、
中
小

企
業
に
つ
い
て
、

mの
胆
沢
制
度
利

Ill行
へ
の
抽
助
半
の

Je釆
せ
で
す
。

詳
し
い
皿
い
合
わ
せ
は
、
農
林
災

古
に
つ
い
て
は
、
哀
林
心
に
、
中
小

企
業
臨
査
に
つ
い
て
は
、
商
工
観
光

謀
ま
で
ど
う
ぞ
。
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先月刃で、「災害時のビデオ・写真あ

りませんか」と呼びかけたところ， 18

人のかたからビデオや写真を寄せてい

ただきました。ありがとうございまし

た。もし、他にお拮ちのがありました

ら記録保存のため提供ください。

国
の
融
資
制
度
で

中
小
企
業
融
資
に

国
の
補
助
上
乗
せ

激
／
甚
／
災
／
害
／
法
／
が
／
遥
／
用
／

ぢ
―̀］ 

逃げる．I

（桔榎町付近）

襲う I

（榎本橋付近）

惑う．I

（下砂田付近）

Gら
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八
月
四
日
、

Jinに
か
け
て
の
台

風
10”
グ
に
よ
り
、
町
は
大
き
な
打
撃

を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
町
民
の
心
＂

さ
ん
の
包
命
の
努
力
に
よ
り
、
明
る

さ
を
取
り
炭
し
て
き
て
い
ま
す
が
一

爪
跡
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
残
っ

て
い
ま
す
。

農地などの

災害 復 旧 に 補 助

—農林災害復旧事業補助条例—

按
災
さ
れ
た
背
さ
ん
の
復
典
に
少

し
で
も
役
立
て
よ
う
と
、
町
で
は
、

税
金
の
減
免
制
度
や
災
●
賠
沢
利
十

抽
助
制
度
な
ダ
年
命
し
て
い
序
'
。

こ
の
ほ
ど
、
農
地
や
店
窯
lll胆
没
な

ど
に
技
方
を
受
け
た
人
が
、
復

111を

す
る
と
き
に
、
捕
助
を
す
る
農
林
災

盗
旧
翌
抽
助
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。哀

林
闘
の
腐
は
、

g
地

翡

て
士
ニ
カ
所
、
頭
塁
二
十
一
カ
所
、

嬰蹄
fc
十
力
所
、
農
道
呈
・
カ
所
、

ほ
り
ょ
う
ヒ
カ
所
、
揖
ホ
慎

1

ニ
カ
所
、

と
＾
酋
ヒ
十
四
カ
所
を
数
え
ま
す
。

披

9
総
訊
も
約
十
一
但
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
他
．
林
地
閃
係
二

百
一
ヵ
所
、
約
九
氾
七
千
万
円
、
屁
作

物
関
係
約
六
但
一
千
万
円
と
な
り
、

全
部
を
合
わ
せ
る
と
、
約
二
十
六
億

の
技
古
額
に
な
り
ま
す
。
こ
の
按
古

額
は
、
町
の
一
股
会
計

f
冗
の
約
平

分
に
相
当
し
ま
す
。

復
ln
を
す
る
に
は
、
国
の
災
古

復
旧
工
事
と
い
う
詞
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
復
rrJ
工
事
は
｀
す

ペ
て
の
災
古
に
該
当
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
エ
巾
金
額

が一
t

下
万
円
以
上
と
限
ら
れ
て

い
ま
す
。

今

1
は
故
仙
災
古
の
指
定

を
受
け
た
た
め
、
約
九
割
が

m

の
抽
助
、
残
り
ふ
叫
が
制
人
釘

担
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

j
 し

か
し
、
こ
れ
に
該
当
す
る

~11}Jio 
逆川河川改修で

説明会開く

逆 991,＇，J"'改作919業が、少し 9，＇つ進んでしヽ ま

-9’- 9 1 1 9 1 lには、県の，9，J99l,,＂から，町浪会

09令 911む墳会で説明があった後、 Iを必、各14114ヽ

Jとにふ団lがありました9 ;t rこ｀逆9i1,t}J;999191

係 hへの，：叩1会は、 911 18[lから2011出であ

＇）ましたぃ

◄ 9月98に行われた河川改修説明会の様子

茂
木
中
三
年

添

田

俊

昭

台
風

m乃
の

1
地
的
な

k
mに
よ

り
、
茂
木
町
は
、
大
き
な
祁
子
を
受

け
ま
し
た
c

ば
の
家
で
も
、
床
JO
心

ば
以
上
の
没
水
に
遺
い
、
押
し
入
れ

の
中
か
ら
、
机
の
引
き
出
し
の
す
み

•. 
g
g
g
i
g
"
g
g
g
g
g
g
g
,
"
g
,

＂
r
g
g
g
g
3
•
9
9

ヽ
・
<

... 
v:'‘9, 

gg§”gg"s”"'""ggggg苓
g
g
g
g音^
吾'・

そ

g.,5

よ

で

、

ド

ロ

が

人

り

込

ん

で

し

ま

い

し

た

。

い

は

、

お

も

し

ろ

い

も

の

｛

ヽ

は

ふ

’~• 
~» 

ま
し
た
。
冷
蔵
庫
や
タ
ン
ス
な
ど
ま
仕
ぺ
る
物
も
、
芍
念
い
も
ほ
と
ん
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
家
族
み
ん
な

，、バ’
、9
・

9

{

 

で
が
横
転
し
て
し
ま
い
、
家
の
中
は
、
ど
流
出
し
て
し
ま
い
た
い
へ
ん
旧
っ
協
力
で
さ
た
こ
と
は
、
よ
か
，
心

藝
臼

砂
、
＇
、
食
，
ふ

詈
3

，
ご
澪

．
て
し
ま
い
ま
し
た
ざ
ん
な
と
さ
に
、
忠
い
ま
す
。
ま
た
、
茂
＊
町
を
切
~

~
9て
ぅ
9
i
s
‘
.
i
:
t
i

そ
れ
は
兄
る
も
熙
残
な
あ
り
さ
ま
ャ
｀

全

国

の

皆

さ

ん

町

民

の

か

た

が

た

を

は

じ

め

、

県

内

く

変

え

て

い

く

に

は

、

紀

努

慎

あ

り

が

と

う

そ

し

て

全

mの
た
く
さ
ん
の
狂
禁
だ
と
忠
い
ま
す
。
安
え
る
と
り

ら
、
救
扱
物
沢
ゃ
義
抜
全
な
ど
を
送
も
、
何
年
光
に
な
る
か
は
分
か
り

っ
て
い
た
だ
さ
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
せ
ん
。
し
か
し
、
み
ん
な
で
協
h

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
e

て
や
っ
て
い
け
ば
、
必
ず
叫
う

こ
の
と
さ
ほ
ど
、
物
の
た
い
せ
つ
さ
み
よ
い
茂
＊
町
に
な
る
と
忠
い
ふ

や
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
た
こ
と
ば
あ
り
そ
し
て
、
力
を
行
し
て
く
れ
た
＂

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ご
屁
は
一
生
に
、
五
も
い
r
く
息
返
し
が
で
｀

忘

れ

な

い

で

し

ょ

う

。

よ

う

が

ん

ば

り

た

い

と

息

，

て

災
古
に
滋
っ
た
と
ぷ
っ
て
も
、
別

t

な
慈
味
で
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ご
協
力
、
ご
扱
助
ほ
も
言

ん
。
そ
れ
と
ぶ
う
の
も
｀
家
の
手
伝
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
な

工
事
は
、
百
六
十
七
カ
所
で
、
残
り

の
百
七
カ
所
に
つ
い
て
は
国
の
捕
助

で
は
実
鹿
で
き
ま
せ
ん
。
店
地
は
国

の
宝
で
す
。
戻
業
の
生
陀
性
を
邸
め

る
た
め
、
捕
助
金
を
女
給
し
、
復
旧

ェ
鸞
進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
店

家
の
経
病
安
定
を
図
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
．
こ
の
補
助
制
度
が
で
き
ま
し

•jo 

＇ ◎
補
助
の
対
象
は

袖
助
金
は
、
田
ゃ
畑
の
農
地
、
農

珀
ゃ
癌
＂
エ
な
ど
の
店
菜
厖
設
を
上

地
改
良
区
、
共
阿
の
鹿
行
や
仰
人
で

復
旧
す
る
均
合
で
、
一
カ
所
の
エ
巾

費
が
十
万
円
以
上
そ
十
万
円
未
満
の

と
さ
に
限
り
ま
す
。

八
月
の
台
風
10"ウ
に
よ
る
災
布
に

対
応
す
る
た
め
、
茂
木
町
災
古
対
策

本
部
｛
阿
部
武
史
本
部
必
）
を
設
け

ま
し
た
が
、
十
月
ニ
ト
四

nを
も
っ

て
解
散
し
ま
し
た
。

庸
地
拿
心
に
、
填
滅
的
な
打

年
を
受
け
ま
し
た
が
、
町
民
の
行
さ

ん
一
丸
と
な
っ
て
の
焚
叩
の
復
旧
作

菜
で
、
街
も

H
に
日
に
明
る
さ
を
取

り
戻
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
―
つ
の

区
切
り
と
し
て
紺
散
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
対
策
＊
部
は
、
県
の
本

部
や
関
係
伐
閃
の
協
h
を
受
け
、
救

扱
活
勁
、
防
疫
活
勁
や
土
砂
、
ゴ
ミ

-
Hも
早
く
恩
返
し
を

し
た
c

せ
っ
か
く
の
夏
休
み
だ
と
い
う
の

に
、
ド
ロ
を
取
っ
た
り
、
揺
9
を
し

た
り
、
家
の
中
の

f
伝
い
ば
か
り
で

ま
し
た
◇

k
n
さ
ん
は
‘
ー
，
―
年
前
に
川
辺
か

ら
ャ
笞
へ
木
足
を
移
砿
し
ま
し
た
◇

以
前
両
は
ど
几

K
-
げ
は
ど
の
没

委
J

ー
ズ
け
た
い
へ
ん
＂
r
勢
し
ま
し
た

t

町
民
の
か
た
が
た
が
賂
公
姿
け
、
が

ん
ば
っ
て
い
る
姿
午
見
て
、
町
の
復
典

に
い
く
ら
か
で
も
役
ャ
ー
て
ば
と
い
う

9
9
9
~
9

ヽ

く
り
、

こ
と
で
が
付
を
し
よ
し
た

，虔¥
 町

で
＂
~
、
福
祉
虹
点
の
た
め
に
生

k
n
iさ
ん
で
＇
尺
皿
ぷ
）
は
、
か
そ
う
と
社
会
揺
祉
況
ゎ
忍
へ
繰

JeJJ
丘
11
、
町
令
n
J
j
円
を
寄
付
し
り
人
れ
t
r
し
た

、

1i‘L4

◎

補

助

率

は

〇
農
地
復
旧
市
突
…
…
平
菜
費
の

扇

以

内

届

用

晉

闘

翌

．．．．． 

翌
鵞

芝
割
五
分
以
内

抽
助
金
の
巾
訊
は
、
エ
巾
兄

m肉、

傾
収
t
"
‘
写
真
｛
工
事
前
、
工
事
後

各
及
｝
‘
印
鑑
を
岱
参
の
う
え
、
役

均
屁
林
謀
へ
む
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
抽
助
制
度
は
‘
来
年

の
十
月
十
六
H
ま
で
の
問
印
が
あ
り

ま
す

災
害
対
策
本
部
を
解
散

の
粽
去
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
勁
を
し

て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
町
民
の
背
さ
ん
は
じ
め
、

全
田
の
行
さ
ん
か
ら
、
激
励
や
お
兄

碍
い
を
い
た
だ
き
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

対
策
木
部
を
舒
ば
し
て
も
‘
災
古

復
旧
を
終
わ
り
に
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
は
｀
対
i

中
本
部

が
窓
口
と
な
っ
て
仕
巾
を
迩
め
て
さ

ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
閃
係
す

忌
茄
窓
口
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
｀
行
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
手
続
き

大
貝
刃
さ
ん
が

．
 

百
万
円
を
寄
付

まさ をの令 9け で人 L,-
しん八 L 県，ー木，＂すにさ

象：i仇名今 ili闘憐；な C,： 怜
、（もてぎに生きる）

豆］應［應点閤舟 ゜っどにいたて→
⑲ 

窟l/i，屯

［念降ぢ名菜杏 水
。み、喋て裔 合入と；；召日；g茂関害

L を 99 ごん 99］発 たで，こ

てい衣 と`こ；器各
4 っ民憐＊東の

‘た 1'f
当 F の令 I9991スでた＜恐そ
然 5粁 的 I:l k‘  んのろれ合かし

竺¥店ぢ會？蘭＇管摩
小

区を
大発
ム彎 表
云し

祠
場彦

さ

ん

心

の
こ
と
を
し
た
だ
け
で
す
よ
」
と
謳

々
と
話
し
て
い
ま
す
c

ヶ

「
そ
の
瞬
問
‘
瞬
間
に
白
分
の
カ

能
力
を
敲
大
限
に
活

mし
て
生
き
}

い
き
た
い
」
を
モ
’
ト
ー
に
プ
＾
＂

っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
，
ほ
仝

う
に
頼
も
し
い
お
巡
り
さ
ん
で
す
如

小
池
さ
ん
屯
今
年
の
四
＂
品

＊
代
に
赴
任
し
ま
し
た
'
「
A
穂

あ
ふ
れ
た
温
か
い
町
で
す
ね
j

と年

靡
象
を
話
し
て
い
ま
す
。

爵
は
、
登
山
と
ス
キ
，
忘
心

と
。
ま
じ
め
人
間
の
小
池
さ
ん
：

っ
か
、
独
身
生
活
を
エ
ン
シ

"i'

て
い
ま
す
が
、
一
＂
も
い
ャ
く
む
嫁

ん
を
と
靱
っ
て
い
ま
す
。

池

明
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逆
川
河
川
改
修
に
伴
う
地
権

者
な
ど
の
説
明
会
を
十
一
月
＋

日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
九
日
問

問
催
し
ま
し
た
。
説
明
会
の
中

で
、
多
く
出
た
意
見
や
要
翌
な

ど
を
も
と
に
ま
と
め
ま
し
た
．

ー
地
権
者
へ
の
説
明
会
終
わ
る
1

説
明
会
は
、
砂

mば
か
ら
上
新
一

区
の
皿
、
地
咆
＂
な
ど
閃
係
打
二
百

六
人
に
対
し
開
き
ま
し
た
。
逆
川

河
川
改
修
対
策
班
か
ら
細
部
に
わ
た

っ
て
汲
叫
を
受
け
、
そ
の
後
、
地
偉

行
の
行
さ
ん
の
貨
問
と
い
う
形
式
で

行
い
ま
し
た
。

九

11
に
間
催
し
た
説
明
会
で
は
、

慨
要
だ
け
で
し
た
が
、
今
回
は
、
血

人
の
土
地
や
建
物
な
ど
に
似
船
（
こ

ロロニ

J’’ 竺gぷ冗芹匂協ビえと名ぎ閂竺怠乞 5 .；漿合
附闊し、危嘉望閉云闊虹心唸 L.・負ぶ只闊蘊与 i予痔
合g腐丘塩 ti誓臀岱；ii 奇原讐盈．tlii品 いな J99

↓ d 釦：K―-．
9 1 : 

こ
ま
で
叫
川
敷
地
に
な
る
と
い
う
船
）

を
打
っ
て
か
ら
の
説
明
会
な
の
で
、

分
か
り
や
す
か
っ
た
と
忠
い
ま
す
。

町
に
と
っ
て
も
．
地
伯
者
に
と
っ

て
も
、
地
域
の
行
さ
ん
に
と
っ
て
も

K
さ
な
問
四
で
す
。
足
井
と
も
改
作

を
成
功
さ
せ
、
水
布
に
強
い
町
づ
く

り
を
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

河
川
改
修
の
内
容
と
、
説
明
〈
あ

中
で
賞
間
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
の
で
．
竹
さ

ん
も
一
度
名
え
て
く
だ
さ
い
。

J
 

Jli底
を
嬌
り
下
げ
て

Jli
領
を
狭
く
で
き
な
い
か

／’ 今
回
の
改
作
で
は
、
八
月
の
大
水
害

を
名
え
、
同
じ
よ
う
な
洪
水
が
あ
っ

て
も
絶
対
に
は
ん
濫
を
し
な
い
と
い

う
水
駐
を
息
定
し
、
一
秒
間
に
三
百

J
o
十
只
か
ら
四
百
六
十
ノ
の
水
が

流
れ
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

川
磁
は
、
逆
川
で
約
三
十
＂
芯
ら

三
十
三
”
”
。
坂
井
川
で
約
二
十
二
ば

と
な
り
ま
す
。

洪
水
の
と
き
、
は
ん
濫
を
せ
ず
流

す
方
法
と
し
て
は
、
二
通
り
あ
り
ま

れ
な
く
と
も
、
ほ
に
取
り
付
く
道
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ピ
ア
'

2
 

蹄
ゃ
堤
防
の
土
手
で
潰
れ
て
し
ま
は
一
カ
所
作
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

い

ま

す

。

ピ

ア

ー

を

作

っ

て

も

、

ほ

の

長

さ

が

”
た

ま
た
、
ほ
桁
が
高
く
な
る
こ
と
に
二
倍
近
く
に
広
が
り
ま
す
の
で
、
ゴ

よ
り
、
道
玲
か
ら
家
の
中
が
兄
渡
せ
ミ
や
木
材
な
ど
が
ひ
っ
か
か
り
、
流

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
れ
を
妨
げ
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
．

り
ま
す
。

9
9
 

/

ま

た

、

今

の

唇

固

定

式

に

な

っ

烹
J

全
部

や

9

て
い
ま
す
が
、
新
し
い
晋
、
自
勁

ィ
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
か

転
倒
式
に
な
り
ま
す
。
水
の
駄
が
あ

る
程
度
以
上
の
駄
に
な
る
と
、

n勁

e, 

的
に
堰
が
転
倒
す
る
仕
祖
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。

今
後
、
大
水
が
で
た
坦
合
で
も
｀

水
の
流
れ
の
闊
害
に
な
る
こ
と
は
な
く

な
っ
て
さ
ま
す
。

河
川
の
得
と
い
え
ば
•
白
い
コ

ン
ク
リ
ー
ト
プ
ロ
ッ
ク
積
み
と
い
う
イ

メ

9
ジ
が
雄
い
と
忠
い
ま
す
が
、
逆

川
の
改
修
で
は
、
敗
観
を
占
え
る
のー/

改
修
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は

/
‘
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

逆
川
の
河
川
激
甚
災
古
対
策
砕
別

緊
急
事
棠
（
以
下
「
激
特
事
業
」
と

い
う
）
は
、
特
さ
ん
既
に
承
知
し

て
い
る
と
忠
い
ま
す
が
、
国
か
ら
の

補
助
が
あ
る
の
が
五
年
間
と
阻
定
さ

す
•
1
つ
に
は
、
川
似
を
広
げ
る
方

法
．
し
ぅ
―
つ
は
.
川
底
を
下
げ
る

方
法
で
す
．

今
回
の
場
合
は
、
市
街
地
内
の
改

作
と
い
う
こ
と
を
名
え
、
川
似
の
拡

幅
を
極
力
抑
え
、
川
底
を
下
げ
る
こ

と
に
よ
り
流
す
方
法
ヤ
考
え
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
検
討
し
ま
し

た
が
、
現
在
の
計
画
が
い
ち
ば
ん
良

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
検

討
し
た
も
の
を
紹
介
し
ま
す
．

器
、
逗
川
に
は
大
小
合
わ
せ
て
、

九
カ
所
の
堰
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
応

が
今
ぼ
の
水
害
の
要
因
の
―
つ
に
な

っ
た
と
い
う
戸
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
関
係
者
と
相
談
の
結
果
、

泊

恥

‘

弾

正

印

、

岩

患

号

．． 

所
に
な
り
ま
す
。
弾
正
堰
に
つ
い
て

は
、
現
在
の
所
よ
り
更
に
上
流
に
作

：： 

は
も
ち
ろ
ん
、
町
民
の
背
さ
ん
が
、

|
い
川
と
親
し
め
る
よ
う
に
と
芳
え
、
市

謹
は
現
在
の
石
を

街
地
は
現
在
利

mさ
れ
て
い
る
石
を

/
|
上
利
用
で
き
な
い
か

再
利

111す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

不
足
す
る
と
さ
は
、
地
元
の

n然

石
を
利
Illし
、
で
さ
る
限
り
自
然
風

土
に
合
っ
た
渡

mと
し
ま
す
。

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
災
古
が
あ

っ
た
今
年
か
ら
li
年
皿
の
う
ち
に
、

工
事
を
完

rし
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
串
業
で
す
。

し
か
し
、
工
事
を
追
め
る
と
い
っ

て
も
地
は
名
の
告
さ
ん
の
ホ
諾
が
な

く
て
は
で
き
ま
せ
ん
。
承
諾
を
得
ら

れ
れ
ば
、
昭
和
六
十
一
年
度
は
林
地

1也・叫
...幅杭打ちの様子

壽
ん
な
に
親
し
ま
れ
る
Illに

逆
川
の
河
川
改
修

12F.I-% 

91.00 

二
◎

111底
を
下
げ
ず

111幅
を
広
げ
た
場
合
＿
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こ
の
図
の
よ
う
に
、
川
似
は
九
十

五
と
な
り
、
堤
防
な
ど
を
含
め
る

と
約
百
ば
に
も
な
り
、
市
街
地
が
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

行

理

器

は

、

器

の

器

嵐

防
の
平
の
部
分
）
を
利

ITI
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
災
防
と
管
理
道
路
は
本

来
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
が
あ
り
ま
す
。

提
防
は
、
例
え
て
ほ
う
と
、
お
風

,．
 

呂
の
桶
に
あ
た
る
部
分
で
す
。
河
川

幅
の
中
で
．
水
の
流
れ
る
部
分
と
阿

じ
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、

河
川
に
関
す
る
決
ま
り
に
も
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

堤
防
の
幅
は
、
水
の
流
れ
る
拭
に

部
が
あ
り
、
深
さ
卜
＂
＂
で
は
、
ス
テ

＇
プ
を
二
段
｛
・
ニ
ー

Ii""｝
作
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
川
糾
を
作
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

ま
た
、
深
さ
卜
蒻
川
と
な
る
と
、

ピ
ル
の
四

mか
ら
川
底
を
の
ぞ
さ
込

◎
Jff幅
を
変
え
ず

む
よ
う
な
河
川
と
な
り
、
非
常
に
危

lff底
を

下

げ

た

場

合

除

な

川

と

な

り

ま

す

。

ロロ＂
W

の

親

の

9

□
!

／

の

面

あ

よ
っ
て
、
決
め
ら
れ
ま
す
。
逆
川
の

｀

＂

い

裳

、

一

秒

間

に

三

百

九

tみ
ら

ヒ
百
五
十
9
，
の
水
を
流
す
予
定
で
す

か
ら
、
最
低
で
も
三
ば
の
紺
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。

汗
理
追
蹄
は
、
日
常
の
河
川
の
兄

回
り
や
洪
水
の
と
き
の
監
視
~
＊
防

括
勁
の
た
め
や
浅
粋
な
ど
が
崩
れ
た

と
さ
の
繍
作
阻
＂

H
迩
搬
に
く
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

も
し
、
行
理
道
玲
を
無
く
し
た
均

合
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

現
在
あ
る
道
蹄
か
ら
川
に
つ
な
が
る

道
蹄
を
、
宅
地
や

fII`

畑
の
中
に
作

内
二
百
"
"
‘
六
十
二
年
度
は
林
ほ
か

ら
下
流
七
百
"
"
‘
六
十
三
年
度
は
逆

腐
（
茂
＊
町
農
協
紐
）
か
ら
林
ほ

ま
で
千
五
十
坑
六
十
匹
年
度
は
安

翌
ほ
か
ら
逆
川
ほ
ま
で
の
千
四
百

移

転

先

を

計

画

し

て

い

ま

す

。

（
早
く
決
め
て
ほ
し
い
レ
こ
の
班
来
は
、
住
宅
地
ゃ
痛
棠
地

域
、
公
園
な
ど
濶
和
の
と
れ
た
土
地

利

mを
考
え
、
実
鹿
す
る
予
定
で
す
．

町
で
は
現
在
、
移
転
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
人
、
お
よ
そ
三
十
世
術
と
、

事
業
所
の
行
さ
ん
に
不
使
を
き
た
さ

な
い
た
め
、
米
年
三
月
完
成
を
目
指

し
、
塩
UJ
地
内
に
七
追
工
事
を
逃
め

て
い
ま
す
。

究
成
す
れ
ば
、
九
区
画
が
出
来
｀

坪
当
た
り
約
五
万
円
で
分
譲
す
る
予

定
で
す
。

ま
た
、
茂
＊
市
街
地
の
東
部
皿
岱

を
名
え
、
仲
の
内
地
内
＊

m芯
三
・

八
＄
の
土
地
区
画
整
理
事
某
を
、
町

と
地
元
が
組
合
を
作
っ
て
、
共

1
で

li
古
べ
六
十
五
年
度
は
安
染
寺
捻

か
ら
上
流
二
千
以
と
坂
井
川
（
観
光

ほ
か
ら
眼
錢
ほ
ま
で
）
四
百
＂
り
の
年

次
計
画
で
激
特
事
業
を
実
廂
し
ま
す
。

以
上
ぉ
互
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た

が
、
こ
の
河
川
改
作
を
成
功
さ
せ
る

た
め
に
は
、
地
偉
打
の
行
さ
ん
の
ご

協
力
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
町
民
の

行
さ
ん
の
理
解
も
不
可
欠
で
す
。

全
囚
各
地
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
足
非
と
も
改
修
を
成
功
さ
せ
、

他
の
町
に
は
な
い
‘
茂
＊
ら
し
い
町

づ
く
り
に
向
け
が
ん
ば
っ
て
行
こ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

'64 
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さ
い
。

変
わ
る
か
を
模
索
的
に

改
修
に
よ
っ
て
、
逆
川

修
対
策
班
で
は
、
河
川

今
回
、
逆
川
河
川
改

〈安養寺橋右岸側より下流を望む〉

亘
圃
旦
閾
◎
⑬

園
譴
⑫
鼠
旦
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9）けよ町まは‘し税 m,）
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F.J-l叩・
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現 況
..,, 改修後

税 しーじ以の一 JIタブj'L
所 9t て頷出•• -J・ーまの

叫〗い屈It?l]財得税の軽減•免り］いいい］情
おはるま税合 ,1J・ 199て 災 て

かにき叫ら額をの か 粽

g食孔合各召闘麿そ 、．i’i僻
ら繰れ全 iiの姿令 多額

妥麿月悶喜翡息筍蘭ti呑『さビで墨共塁品翌閲なよさ料此名すJJ・ i,h屈 尻靡
すし金古を‘いら の算

さま
いた ー し 金 六 し 空佳と災＂） ＜取告り出ぷ丙はを

••おを 999 あ提提和1 1こ9令オくす；ぎて、歴猥そ器命爵 靡仕
゜品 ；；合包｝｝ t:呑をこ｀謡隼；＇）前ま j あ‘‘受こ 歩甜羅ぐ！！闘゜禽 名！屯
A9 減‘応 Flその家の免 0 を麦尽よ虚．合醤嬰ば猛 での以くた支 の り次

が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ

作
成
し
て
み
ま
し
た
の

で
、
参
考
に
し
て
く
だ

来 河JIl沿いの植樹等は、河川環境整傭事業等他費を

考慮した場合の案です。

〈砂田橋右岸側より下流を望む〉

¢：古染 い六町や紅
に店→て店内穴品発と
遭やホでをの中衛表にか賞

こ品贋（もてぎに生きる）

こ岱醤―’；盟紅漿翡麿令なは会 f*＇， @ 
た濫は しを発導はま全＇）で験た去

‘ て取生）i‘ し'"品を 八
、発一｀年

を恐町 回 りしと 今中表れの
取れ 1’ぅ つ扱なし店汽各年 1il大品ー］一
りての たういて 1- 、卜さ全釦二
扱‘人 体商ょ、水 出月ん-生 )i
う特 1を 駿店う伝器 場‘はの指 1こ
店にを水伝 g姦！ミ腐 Iミ 悶骰，；閃 i1隈

敬
述
し
た
た
め
、

IJ用
を
回
復
す
る

の
が
大
変
だ
っ
た
よ
」
と
、
当
時
を

飯
り
返
り
ま
す
。

中
山
さ
ん
も
、
パ
プ
ス
ナ
，
ク
い

ろ
は
の
マ
ス
タ
ー
と
し
て
、
こ
の
こ

と
は
身
を
岱
っ
て
感
じ
た
こ
と
で
し

ょ
う
•
そ
し
て
、
そ
の
と
き
の
貨
頂

な
体
験
を
発
表
し
、
今
回
の
受
賞
と

な
り
ま
し
た
。

中
山
さ
ん
と
い
え
ば
、
歌
謡
シ
ョ

嘉
の
司
会
は
、
数
を
こ
な
し
て
い

る
こ
と
は
、
知
る
人
ぞ
知
る
と
こ
ろ

で
す
。
だ
か
ら
、
鐸
台
度
切
は
、
い

い
と
忠
い
ま
し
た
が
、
「
籾
手
が
違
い

緊
張
し
た
」
そ
う
で
す
．

上
砂
田

中

山

義

孝

さ

ん

水
害
時
の
体
験
発
表
で

全
国
大
会
に
出
場

2
,
E
I
%
 

.... 現 況

＇` 

改修後

※ 右岸側については、町の土地区画整理事業とタイ

アップし紐い勾配の親水衰岸等にした場合の案です。
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OOOOOOOOO逆川河川改修事務所新設のお知らせOOOOOOOOO

城
下
町
の

OO影
を
残
し
た

景
観
づ
く
り

ー
河
川
景
観
つ
く
り
提
言
書
か
ら
1

袋
町
ま
ち
づ
く
り
推
瑯
を
貝
会

忍

警

は

、

河

川

禁

観

づ

く

り

が
考
も
の
で
す
。
こ
の
お
且
会
は
、

町
の
打
識
打
卜
匹
人
の
メ
ン
パ
ー
で

盟
さ
れ
て
い
ま
す
。

欝
翠
は
、
逆
川
河
川
改
修
ぱ
‘

惚
e
町

年

の

よ

う

な

翌

讐

器

嘉
二
さ
な
い
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
、

＂
ぅ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
．

さ
ら
に
、
河
川
の
拡
磁
に
よ
る
家

欝
に
転
や
商
店
街
の
復
限
亦
解
決

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き

な
問
題
を
捻
え
て
い
る
こ
と
を
ク
＾

れ
ば
、
茂
＊
町
の
将
来
も
左
右
し
か

ね
な
い
蛍
大
な
事
業
と
位
誼
づ
け
、

次
の
よ
う
に
提
汀
し
て
い
ま
す
。

なめ
くの 今
‘j土回

逆
薪街の 川
k姦器 の
ま ぽ は
ち先

魅
づー／犀生ヵ

~-琴 a_—`IIll,9,’1, ，＇’’’’’’-1 i，円防
る濫力＇を

の力止
す

...河JIIの岩の硬さを調べる試揖作業（弾正町地内） 契りの
i茂てた

と
し
て
と
ら
え
、
町
全
体
の
活
性
化

が
図
れ
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
．

逆
川
は
｀
茂
＊
町
の
顔
で
あ
り
、

よ
そ
の
町
で
は
決
し
て
ま
ね
の
で
き

な
い
佃
性
的
な
多
く
の
魅
力
を
も
っ

て
い
ま
す
o
こ
こ
に
町
民
の
皆
さ
ん
が

す
ぺ
て
憩
え
る
よ
う
な
す
ば
ら
し
い

環
填
を
つ
く
れ
ば
、
逆
川
に

m接
す

る
住
民
の
多
大
な
協
力
を
い
た
だ
い

て
ま
で
大
改
修
を
し
た
意
義
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

4
つの改

修
原
則

こ
の
事
業
は
、
町
の
浮
沈
を
か
け

た
頂
大
事
菜
で
も
あ
る
た
め
に
、
エ

水
に
追
わ
れ
、
完
成
を
忍
ぐ
あ
ま
り
“

必
要
最
低
限
の
目
的
を
満
た
せ
ば

よ
い
と
い
う
よ
う
な
河
川
改
作
に
終

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
絶
対
に
迫

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、

次
の
こ
と
を
考
え
る
ぺ
き
で
あ
り
ま

J
 

一
安
全
性
…
…
河
川
の
氾
濫
を
防

止
し
て
町
民
の
生
命
財
泥
を
守
る
。

4F.i~ 昭和62年 4月 1日から逆川河川改修事務所が下図の

位置に新設されます。逆川河川改修に関する相談など

気軽にお来し下さい。

二
利
便
性
；
；
：
生
活
徘
水
路
、
防

火
用
水
、
農
棠
用
水
等
へ
の
利
1110

三
保
健
住
…
…
疾
切
兌
生
を
予
防

す
る
衛
生
面
の
効

m。

匹
快
造
性
：
．．． 

潤
い
、
憩
い
の
空

間
と
遊
び
均
の
提
供
。

こ
の
よ
う
な
、
河
川
が
本
来
も
っ

て
い
る
恨
能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い

改
作
と
と
も
に
、
町
民
に
大
き
な
れ

担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
行

政
の
総
力
を
傾
け
、
地
域
住
民
の
窓

向
を
間
き
な
が
ら
、
慎

lR
に
追
め
て

い
く
ぺ
き
で
あ
り
ま
す
。

水
質
の
浄
化
に

取
り
組
む

り
っ
ば
な
ぼ
や
公
園
を
造
っ
て
も

そ
こ
を
流
れ
て
い
る
水
そ
の
も
の
が

汚
れ
て
い
た
の
で
は
、
魅
力
の
あ
る

河
川
の
殻
観
づ
く
り
は
不
可
能
で
す
。

先
進
地
を
観
察
し
た
と
き
も
、
「
我

々
の
町
で
ど
ん
な
に
川
を
き
れ
い
に

し
よ
う
と
し
て
も
、
上
流
で
汚
さ
れ

て
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
」
と
言

う
話
が
あ
り
ま
し
た
．

茂
＊
町
で
も
、
生
活
紐
式
の
変
化

や
川
に
対
す
る
道
紀
心
の
低
下
に
よ

っ
て
河
川
の
汚
れ
が
年
々
ひ
ど
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
河
川
改
修
と
並

行
し
て
、
河
川
守
理
を
含
め
た
水
買

浄
化
に
取
り
租
む
こ
と
が
急
が
れ
ま

す。
水
質
浄
化
の
最
良
の
方
法
と
し
て

は
、
各
家
庭
か
ら
で
て
く
る
汚
水
ゃ

翡
水
を
集
中
し
て
浄
化
し
て
し
ま

う
下
水
道
の
整
鑽
が
あ
る
が
、
財
政

面
な
ど
を
考
え
た
と
き
、
現
在
の
茂

＊
町
に
、
多
額
な
費

mを
必
要
と
す

る
公
共
下
水
道
の
敷
設
は
困
薙
な
こ

と
と
忠
い
ま
す
。

し
か
し
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
少
な
い
予
算
で
で

き
る
茂
木
ら
し
い
水
質
浄
化
の
方
法

を
行
政
に
お
い
て
む
案
す
ぺ
き
で
あ

り
ま
す
。

一
方
、
町
民
の
行
さ
ん
も
、
現
在

の
水
買
や
河
川
自
体
の
氾
れ
が
い
か

に
ひ
ど
い
か
を
認
識
し
、
そ
の
守
理

を
自
主
的
に
行
っ
て
い
け
る
よ
う
な

仕
租
み
が
で
き
れ
ば
、
各
家
庭
に
お

い
て
も
川
を
汚
さ
な
い
注
慈
を
は
ら

う
よ
う
に
な
り
、
結
染
と
し
て
、
水

質
の
浄
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

河
川
改
作
に
あ
た
っ
て
は
、
法
令

1
7
1
 

ゃ
技
術
的
な
副
約
が
あ
る
と
忠
い
ま

す
が
、
極
力
、
こ
れ
ら
に
柔
軟
性
を

持
ち
、
城
下
町
の
而
影
を
残
し
た
匹

史
的
禁
観
を
存
放
し
、
親
水
性
の
高

い
河
川
と
な
る
よ
う
工
事
を
逃
め
る

ペ
き
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
、
二
つ
の
委

U
全

か
ら
提
訂
が
で
た
わ
け
で
す
が
、
町

と
し
て
も
、
今
後
、
検
吋
を
加
え
、

具
体
化
し
て
行
く
方
法
を
名
え
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
中
に
は
行
政
だ
け
で
、
で
き

る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

住
み
良
い
町
づ
く
り
は
、
行
政
と
町

民
の
行
さ
ん
が
一
体
と
な
っ
て
で
き

る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
提
訂
が
、

「
画
に
か
い
た
餅
」
に
な
ら
な
い
た

め
に
も
、
背
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
顆

い
し
ま
す
。

＼
 

ふ

▲逆JIIの持っている魅力を生かした改修を

二

：
国
一
二

□
三
ロニ

「
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店子

商

二
ロ
~
店

」
」
〉
蝉

ー｛ 5) 昭和61年4月15日 町報もてぎ―
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►

1
2人
の
子
ど
も
た
ち
の
演
奏
も
い
っ
そ
う
会
場
を

盛
り
上
げ
て
く
れ
ま
し
た

9TOCI(lS ア‘ア-▲t 

'>~

＇ 
] 

マ慣れないハシを使って｀バーペキューを

しました

▲子どもどうしすぐ伸よくなりました

（
水
害
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
）

黒
沼
ユ
リ
子
さ
ん
と
メ
キ
シ
コ
の
子
と
も
た
ち

茂
木
の
皆
さ
ん
が
ん
ば
っ
て

を金一
忍ヽ，

ぃ益の＂ 演公宮都

長

（
 一

宇

町
ら

部
か

阿

、齋ー
さ

取

i

沼

け

・
黒
受
●
黒
沼
さ
ん
か
ら
感
討
状
を
受
け
取
る

▲

笹

井

実

行

委

員

長

►

町
民
セ
ン
タ
ー
で
演
奏
す
る
黒
沼
ユ
リ
子
さ
ん

水
古
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
黒
沼
ユ
リ
子
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
〇
低
井
秀
則
実
行
委

U

長
）
が
、
四
月
二
上
二
日
、
町
民
七
ン
タ
ー

ホ
ー
ル
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
年
で
三
回
目
に
な
る
コ
ン
サ
ー
ト
は
、

昨
年
八
月
の
大
水
古
を
黒
沼
さ
ん
が
知
り
、

少
し
で
も
町
民
の
背
さ
ん
の
励
ま
し
に
な
れ

ば
と
い
う
こ
と
で
無
料
で
出
演
し
て
く
れ
ま

し
た
。
会
場
に
は
、
お
よ
そ
六
百
人
が
船
ま

り
、
黒
沼
さ
ん
や
メ
キ
シ
コ
の
子
ど
も
た
ち

の
油
奏
に
問
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

茂
＊
で
公
演
の
前

11
に
は
、
下
野
新
聞
文

化
福
祉
巾
業
団
な
ど
が
主
催
す
る
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
が
文
化
会
館
で
開
か
れ
ま

し
た
。
そ
の
益
令
は
、
災
害
復
桃
の
お
役
に

立
て
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
茂
木
町
へ
全
訊
寄

付
さ
れ
ま
し
た
ロ

町
で
は
こ
の
店
付
金
と
人
場
し
た
皆
さ
ん

に
協
力
を
い
た
だ
い
た
賛
勁
金
を
合
わ
せ
て
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
店
金
に
し
、
「
茂
木
可
の
行
」

を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
4

訂
を
作
る
の
に
は
、
時
間
が
か
か
り

ま
す
が
、
行
さ
ん
と
柑
談
し
な
が
ら
こ
れ
か

ら
朽
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
に
先
だ
ち
｀
黒
mm
さ
ん
と
メ

キ
シ
コ
の

f
ど
も
た
ち

i

行
は
、
茂
木
小
学

校
の
お
は
や
し
ク
ラ
プ
の
十
七
人
と
マ
ス
約

り
や
パ
ー
ベ
キ
ュ
ー
、
お
は
や
し
の
演
奏
な

ど
を
し
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

益
金
を
全
額
町
に
寄
付

『
茂
木
の
音
』
を
作
る
基
金
に

-==--・・...”●●9,．．＂ 
．．喜

‘“̂̂ ’^‘ 
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‘Lìは
＾
義
援
金
を
受
け
と
る

阿
部
町
長

〈災害対策本部扱分〉

,.収人 l22,8•l2,3 l JPJ 

2. 支出 I2 2, 8 •l l. 2 O O Pl 

内 訳災'，'，'兄碍全 5lぶ17.000l'I

子どもf，.成会）．げ全10.000,000l'J

社 会1;,lhl:’II業）．9令 2.000,0001'1

緊急tli99l99l京91J

f1 9・,pli)L鐸令 3,750,000l'l 

如"'広告 290,2001'1 

一般会社繰J..h 5<.08・1.000l'J 

al 122,8'1,2001'1 

I, I I I l'l 

町
年
の
台
風

10"グ
の
水
古
で
町
は

“
史
以
未
の
慇
＂
を
＾
な
け
ま
し
た
。

そ
の
悛
、
町
民
の
行
さ
ん
の
胚
命
な

努

h
に
よ
り
め
ざ
ま
し
い
復
躾
を

遂
げ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
復
沢
の
影
に
全
日

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
毀
択
全
や
救
扱
物

沢
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
息
い
ま
す
。
い
た
だ
い
た
か
た

の
ご
"
”
名
ば
町
煤
で
既
に
ご
紹
介
し

て
い
ま
す
が
、
投
扱
金
の
使
い
み
ち

に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

ヒ

n
-
H現
在
で
、
全
日
か
ら
ヒ

頁『

t
1人
｛
団
体
）
．
総
額
で
ご
氾

こ

rヒ
f
f
J
e
ト
万
J
e百
四
卜
四
円
に

な
り

95t
慨
要
に
つ
い
て
紹
介
し

よ
ー

水害見舞金支給内訳

3. 名5引残令

全国の皆さんありがとう

義援金総頷で

1億2,790万944円

町
内
の
屯
住
に
「
台
風
10
号
最
茄

水
位
」
と
杏
か
れ
た
黄
色
の
反
射
テ

ー
プ
が
怨
い
て
あ
る
の
に
お
気
付
き

で
す
か
。
こ
の
テ
ー
プ
は
、
昨
年
八

月
の
大
水
布
の
給
高
水
位
を
示
し
て

い
ま
す
。

市
街
地
の
ほ
と
ん
ど
の
京
粗
は
、

床
上
没
水
な
ど
の
大
き
な
技
内
を
受

け
ま
し
た
。
月
日
が
た
つ
に
つ
れ
、

水
古
の
面
影
は
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
茂
＊
芹
察
署
の
川
瀬
密

長
の
提
案
で
、
水
古
の
ひ
ど
さ
を
後

世
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
反
射
テ

r

プ
に
よ
っ
て
交
通
安
全
に
も
役
立
つ

と
い
う
こ
と
で
、
四
百
本
の
電
往
に

表
示
し
ま
し
た
。

〈教育委員会扱分〉

＇＊収入 5.0 5 8. 6 3 31'1 

2 ・ 女 tl'， 5,058,6331'1

内 訳児沢生徒兄岱令 2.28'.500f'I 

部泊勁披•，9汁岱品 548、130f'I

水,•9'， 9919B~)＇（代 341.800円

指定浪1及全 389彎7491’l

児序9[；徒91；文 1t l A9・9 A54 1’l 

;it 5會058,6331'1

3.ぶり1残 令 Of'I 

ざんするへてれりつすっ町もにら し復公は 1i り た効の金ちま力委木町
いあ°このくがまくばて民‘匹れ全 t- IB共‘千入一

ち
0 ，こ粒やはし所い部で以

まり全と息れ‘せろら‘が私いた [fl に土戻 れ 99 利 1オ子‘たで会扱は上
しが日と返｛ぅ／及 んうし復^.tこ る こ か 9，l木地 1iた全 nl安ど災°取扱い災の
t, との忠し占助 かでい典丸ちたのら
℃う竹

m 災災 ti,sit しなも古使りいと古よ
いにさを°は町をと茂め好寄 し 999 ;9｛万 Kに まどた兄い扱の教対う

ごさまなんしそあをしなオくに．むせ まあ Flそ9簗 し布ち樗みい二 ff策に

按災区分 戸 数 1戸当 9)lil／面 名~ 額

全 壊 20 200.ooo 』1.000.000

流 失 5 200,000 1.000.000 

半 壊 58 100.000 5,800,000 

床 le 692 50.ooo 34.600.000 

＂； 下 173 10,000 l.730,000 

一部 mJ良 2.， 20.000 480.000 

店住索萩培1't填はJ-• ↓ 17 20.000 340,000 

事哀所／床．l：J1_t •98 30.000 1,440,000 

行政区協力 it 4,854 500 2,427.000 

,t t I 51. 817.000 

水害の状況を後世に

電柱400本に反射テープ

4、
5

F.1"'5" 

..水位を示す反射テープが電柱に巻かれました

7
 F
.
I
~
・

►

水
害
で
活
躍
し
た
水
防
団
の
皆
さ
ん

町
水
防
団
（
消
防
団
）
が

功
労
賞
を
受
賞

6
 
fi.1-% 

茂
＊
町
水
防
団
（
小
堀
明
団
是
・
団

員
三
八
七
人
）
は
、
五
月
二
十
一
日
｀

日
本
河
川
協
会
か
ら
河
川
功
労
者
去
彰

を
受
け
ま
し
た
。

今
回
の
表
彰
は
、
昨
年
の
台
風
粉
万

の
水
宅
の
と
さ
の
、
水
防
活
勁
や
町
民

の
若
さ
ん
の
避
醐
誘
導
な
ど
的
確
な
判

翫
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
．

わ
た
し
た
ち
の
生
命
・
財
派
を
守
る

の
が
使
命
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
団

只
の
行
さ
ん
は
、
自
分
の
家
の
災
害
を

も
顧
み
ず
活
翠
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、

ほ
ん
と
う
に
頼
も
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

1
7
3
 



＜河川改修日誌＞

'V 6月号

[① 今
年
四
月
一
日
か
ら
、
旧
腎
衣
跡

地
に
「
逆
川
河
川
改
修
事
筋
所
」
が

間
設
さ
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
既
に

ご
存
じ
の
と
お
り
｀
茂
木
町
の
被
祢

の
苅
大
さ
に
対
し
、
逆
川
の
恨
本
的

改
修
の
早
皿
究
成
を
目
指
し
て
工
事

を
進
め
て
い
ま
す
。

町
の
中
心
部
に
つ
い
て
は
「
河
川

激
却
災
古
対
策
特
別
緊
紐
事
業
」
（
通

称
激
祁
常
）
、
逆
川
の
上
流
部
に

つ
い
て
は
「
河
川
災
闊
旧
助
成
平

芭
（
通
称
血
成
狐
芯
）
の
事
煤
名

で
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
う
ち
昭
和
六
十
二
年
度

分
に
つ
い
て
国
の
内
盆
拡
大
政
策

も
反
映
し
て
、
大
糾
な
予
算
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。
激
特
・
助
成
の
工
事

内
吝
は
次
の
と
お
り
で
す
。

►

骨
地
窃
蓋
工
事

〈
激
特
事
業
〉

0
事

業

賞

約

二

十
Ji億
円

0
工
事
区
皿
馬
門
字
渕
堰
か
ら
砂

田
ほ
↑
ま
で
（
二
千

三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
）

0
工
事
予
定
八
月
か
ら

0
主
な
工
事
林
ぼ
の
改
策

用
水
施
設
の
改
築

排
水
頌
管
十
六
絡

〈
助
成
事
業
〉

0
事
潔
費
約
二
十
二
低
円

0
工
事
区
皿
北
高
岡
、
木
幡
、
小

山
、
飯
の
四
地
城
（
三

千
六
百
二
十
五
メ
ー

ト
ル
）

0
工
事
予
定
九
月
か
ら

0
主
な
工
事
皮
姉
守
栖
の
改
築

[附，通

今
年
度
の
工
事
費
は

47
億
円

激
特
・
助
成
事
業

（改修日誌）
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河こ
埋
立
地
を
探
し
て
い
ま
す

助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
災
布
復

旧
の
み
で
は
泊
水
上
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

な
効
収
が
期
埓
で
さ
な
い
こ
と
か

ら
、
巧
皮
災
布
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
未
災
箇
所
を
含
む
一
連
区
皿
に

つ
い
て
、
一
定
計
画
に
碁
づ
き
‘
改

良
復
旧
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
六
月
十
二
日
に
ご
エ

区
平
石
地
肉
か
ら
赤
沼
ぽ
ま
で
、

二
千
百
五
古
"r

十
七
日
に
ニ
エ
区

（
赤
沼
ほ
か
ら
小

山
ほ
ま
で
、

1

平

百
＂
＂
｝
の
幅
抗
（
こ

こ
ま
で
河
川
敷
地

に
含
0
と
い
う
包

打
ち
を
実
胞
L
ま

し
た
。今

、
填
界
立

ち
合
い
、

JTJ地
測

速
さ
ら
に
三
エ

区
（
小
山
ぼ
か
ら

度
姉
寺
は
ま
で
、

～
平
ば
｝
、
匹
工

区
｛
度
姉
寺
ほ
か

ら
杉
の
下
ほ
ま
で

-
～
千
"
"
}
、
の
糾
紐

打
ち
を
f
定
し
て

む
り
、
極
め
て
延

図画平

，
 

画計
↓

m
L
 

ェ＿

業

、,‘

事

＇

成

ー

ー

助

ー

OmE
-，
 

害

L
 

災

m
 

H
 

ゴ
[
iー
＼
｀
こ
—
ぃ

茫
＼
＼
＼
囁
ぃ
＼
ー
，
．． 

g｛
 

助
成
事
業
が
ス
タ
ー
ト

一

氏
の
屁
い
事
棠
で
あ
り
ま
す
の
で
、

付
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
狐
い
い
た
し

ま
す
。

ま
た
、
工
事
尖
施
に
あ
た
り
約
四

十
万
立
方
メ
＇
ト
ル
の
土
砂
亦
が
発

生
す
る
た
め
、
現
在
、
塊
立
地
を
探

し
て
い
ま
す
．
造
地
が
あ
り
ま
し
た

ら
改
修
平
務
所
ま
で
ご
連
紐
く
だ
さ

,ヽ-｛
逆
川
改
修
事
務
所
細
屈
通
大
）

四
-
紗
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決
喝
淘
猫
サ
↓

L
>

姦
宇
都
宮
支
店
大
洋
漁
棠
四
字

都
宮
営
菜
所
・
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
四
関
束

支
店
・
市
只
町
日
赤
奉
仕
団
・
翌
建

設
・
中
村
住
宅
資
材
咋
・
宇
都
宮
三

協
サ
ッ
シ
七
ン
ク
ー
四
中
村
ハ
ウ
ジ

ン
グ
・
ク
ラ
ウ
ン
芙
材

g
．
舟
生
孝

．
乎
松
涸
店
会
婦
人
部
・
矢
口
•
原

紐
ニ
・
荒
丼
循
儀
・
紐
間
・
金
子
・

半
田
幸
子
・
濱
崎
隣
子
・
桧
山
隣
一

戻
沢
光
次
ふ
"
*
•
吉
村
・
熊
倉

．
鵡
田
・
足
利
銀
行
谷
田
只
尚
．

g

中
村
味
噌
店
・
阻
南
自
勁
車
四
・
市

只
町
議
会
議
且
守
又
ハ
ギ
：
大
森
康

彦
•
1

谷
ば
笞
ぼ
貝
郡
司
征
夫
・

悶
を
は
じ
め
、
全
国
か
ら
た
＜

叉
e資
さ
ん
が
、
私
た
ち
の
町
の

復
爽
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
力
を
貸
し

て
れ
ま
し
た
。
そ
の
数
は
干
件
を

這
え
ま
し
た
．
本
紙
で
は
、
今
回

か
ら
伺
回
か
に
分
け
て
、
こ
れ
ら
の

人
た
ち
に
感
紺
の
気
持
菜
込
め
て
、

お
名
前
を
醤
し
ま
す
。

（
頗
不
同
・
敬
称
略
）

点
製
品
宇
都
宮
出
張
呵
日
＊

為
誤
岡
文
部
・
利
恨
コ
カ
コ
ー
ラ

ぶ
h
リ
ン
グ
ぬ
常
胚
大
宮
営
業
所
・

醤
児
製
作
所
・
四
み
の
わ
・
益
子

繁
ホ
テ
ル
・
栃
＊
県
民
生
活
協
団

饗
・
日
本
た
ば
こ
塁
莱
四
宇
都
宮

森
氏
・
公
明
党
池
田
大
作
・
飛
島

霰
匹
．

n民
党
・
砺
木
県
経
済
連

・
日
ま
5

十
字
栃
木
媒
支
部
・

N
T

T
腐
電
雌
電
話
局
・
公
明
党
婦
人

g
•日
本
リ
ビ
ン
グ
四
・
日
本
ク
オ

a
g
.
g墜
ゥ
＊
＇
少
古
河
ヤ

ダ
ル
ト
阪
売
四
・
日
本
箋
緯

g
．
字

嬰
電
子
四
中
都
宮
市
水
道
屈
砺

盆
雙
藷
岳
岩
崎
実
•
第
一
芸
巽

四
嘉
・
栃
木
三
菱
ふ
そ
う
自
勁
車

覧
兜
字
祁
宮
支
店
・
栃
＊
媒
社
会

翌
祓
議
会
・
上
野
ス
ト
ア
ー
ニ
'
‘

F
ン
ド
ス
ポ
ー
ツ
・
日
本
共
産
党
砺

杏
菜
員
会
副
香
い
是
小
塙
定
一
・

草
町
翌
年
団
長
川
住
宜
明
・
豊
商

事
・
字
邸
宮
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
＊
栃

姦
送
・
蕊
蒼
品
工
莱
四
東
京
支

店
・
北
閲
東
佗
王
販
売
四
・
四
ゲ
，

し
ポ
，
ル

W
R
M
社
・
竹
井
栄
治
・

石
ぼ
町
・
糊
＊
媒
民
生
部
・
東
京
ガ

◄

1
0
,
E
j
 

1
5
1
:
1
 

-
%
9
t
 

5
 

ーー

冊"＂J
 

0
[
 

月

ー
昭

m
 き

[
て
[

も醐
0
g
 

市
只
町
農
協
青
年
部
・
市
貝
町
長
ほ

＊
渉
・
市
只
町
民
生
委
員
一
同
・
市

貝
町
臓
貝
一
同
・
栃
＊
経
済
交
友
会

事
業
部
長
山
本
孝
男
・
同
広
袈
部

長
綱
川
圭
介
・
千
葉
お
や
こ
相
場
・

川
田
マ
ス
ミ
・
森
山
ま
ゆ
み
会
館
・

伊
諜
五
郎
・
栃
＊
県
連
合
青
年
団
・

紅
生
町
商
工
全
宵
年
部
・
同
婦
人
部

・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
ス
テ
ィ
ー
ル

g
増

渕
信
一
・
大
健
管
瑾
サ
ー
ビ
ス
・
岩

村
産
業
四
北
閲
束
支
店
・
塩
谷
町
農

協
人
部
・
三
和
酪
農
・
沿
津
上
商

工
会
・
人
和
総
棠
四
L
R
S事
業
部

•
四
い
苓
扁
店
．
脊
新
聞
店

咋
仙
波
朽
化
工
業
・
四
増
渕
祖

栃
木
市
農
協
•
国
分
寺
戻
協
•
藤
岡

中
央
農
協
・
大
平
町
農
協
・
菜
山
村

孜
脊
委
育
＾
デ
中
野
団
・
塩
田
稔
・

岩
佐
光
店
・
益
子
町
婦
人
団
体
述
絡

協

雙
{
.
N
H
K
宇
都
宮
放
送
局
抵

業
部
・
船
生
農
協
・
岩
舟
町
農
協
・

栃
木
媒
媒
民
生
活
欝
活
文
化
謀
・
砺

＊
県
共
演
戻
協
・
芳
賀
郡
市
労
知
組

合
協
議
会m
長
大
恨
田
久
•
水
代
農

協
・
壬
生
町
農
協
・
砺
木
県
戻
協
婦

人
部
協
議
会
副
会
長
荒
川
フ
ク
・
小

山
市
農
協
．
t山
一
電
子
工
業
四
・

日
本
コ
ロ
ン
ピ
ア
労
紺
粗
合
・
足
利

市
農
協
・
滴
田
和
芙
•
井
口
光
雄
・

和
久
井
恒
夫
・
石
川
ハ
ル
・
室
田
カ

ネ
・
森
戸
良
江
・
桑
子
フ
ミ
子
•
阿

部
政
子
：
小
林
ト
ヨ•E十
川
キ
ミ
・

全
国
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
苔
意
が
、
私
た
ち
の
物

と
も
に
支
え
と
な
り
ま
し
た
。
先
月
号
に
引
き
続
き
、
こ

要
意
を
寄
せ
て
く
れ
た
皆
さ
ん
を
紹
介
し
感
謝
の
気
持
ち

じ
ま
す
。
な
お
｀
こ
の
他
に
も
ま
だ
ま
だ
温
か
い
心
を
寄

ー
て
く
れ
た
人
は
い
ま
し
た
が
、
町
で
お
名
前
の
分
か
っ
て

し
る
人
だ
け
を
載
せ
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

扇
不
同
・
敬
称
略
）

ロ
ッ
テ
商
事
四
宇
都
宮
支
店
・
大
成

道
蹄
四
閃
束
支
社
・
芳
賀
通
速
四
・

＠
累
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
ホ
ク
七
イ
日

経
家
庭
用
品g
•清
水
述
設
四
字
郁

宮
営
菜
所
・
花
王
四
蛎
木
工
場
・
武

田
謡
・
武
田
恒
雄
こ
フ
ィ
オ
ン
四
・

日
本
共
瓶
常
徊
木
限
委
員
会
県
民
生

活
対
策
志
貝
長
滝
友
ニ
・
衆
議
院
議

貝
中
島
武
敏
．
8
*
洒
類
販
売
四
字

祁
宜
支
店
・
小
西
困
洒
店
・
膝
沼
廷

設
業
協
会
青
年
部
・
同
久
津
皮
膚
科

医
院
・
消
防
設
償
保
守
協
会
・
砺
＊

y
k
k

茂
菜
g
•高
野
紆
子
・
五
十

嵐
茂
•
新
日
本
婦
人
の
会
栃
木
県
本

部
・
宇
都
宮
動
物
園
•
松
本
丑
工
業

・
酒
井
重
工
業
・
荒
井
安
生
・
栃
木

媒
消
防
防
災
課
・
悉
屡
四
・
マ

ス
プ
ロ
電
工g
•武
田
経
理
事
務
所

・
市
貝
町
公
民
館
・
芳
賀
町
民
生
委

員
婦
人
部
・
謀
崎
洋
子
・
ぽ
＊
紆
江

・
日
本
た
ば
こ
絃
業
四
北
閲
束
工
場

桐
木
県
災
害
対
策
本
部
・
益
子
＊

材
七
ン
ク
ー
・
明
治
乳
業
四
関
東
北

支
店
・
県
の
婦
人
海
外
研
修
団
艮
．

米
工
業
g
•北
関
束
綜
合
費
償
保

陳

g
．
栃
木
媒
ダ
ス
キ
ン
加
盟
店
会

•
石
ほ
町
母
子
福
祉
会
・
や
し
お
訊

光
パ
ス
四
・
立
正
佼
成
会
・
広
瀬
丑

芙
+
•
西
方
村
長
渡
辺
健
雄
・
三
水

丸
山
つ
や
•
田
部
井
サ
チ
子
・
松
＊

査
工
業
咋
松
本
崇
夫
・
台
新
田
公

民
館
長
手
塚
徳
・
那
須
町
戻
協
・
高

恨
沢
町
東
部
地
区
遠
族
会
・
⑰
小
網

針
測
機
店
・
瓜
山
町
農
協
婦
人
部

•
同
青
年
部
・
栃
木
県
連
合
丙
年

団
団
長
紅
＊
賢
一
•
海
老
名
高
雄

・
足
利
市
福
祉
謀
・
大
田
原
市
社
会

福
祉
協
議
会
・
千
代
田
症
某

g
塚

＊
英
雄
・
坂
本
解
体
業
・
栃
木
県

議
会
議
員
一
同
・
児
玉
店
司
・
字

祁
宮
椒
雄
卸
協
同
組
合
・
海
IIJ
征

雄
・
匹
脇
希
一
・
大
森
英
政
・
片

岡
孝
原
•
平
和
生
命
保
険
四
宇
祁
宮

支
社
・
熊
介
徳
明
・
桜
庭
里
子
・
大

問
利
和
・
這
田
猛
．
粁
柳
呉
子
・
砺

＊
市
・
佐
野
市
・
林
し
し
g
う
・
浅

海
忠
次
郎
・
尾
沢
秀
俊
・
日
下
部
千

代
・
旭
幼
稚
園
・
紐
足
利
卸
七
ン
タ

ー
・
は
ご
ろ
も
缶
砧
四
・
字
都
宮
市

芸
妓
租
合
・
四
丸
井
宇
祁
宮
店
・
カ

ル
ピ
ー
仰
問
発
部
池
田
英
夫
・
三
寺

勝
手
野
・
戸
室
睛
彦
・
石
川
ウ
メ

・
斉
謀
・
木
村
介
・
日
笠
膠
子
・
荒

＊
医
院
・
金
田
哲
夫
・
大
貫
文
子
・

西
那
須
野
町
社
全
揺
祉
協
ぼ
会
・
曰

＊
潤
防
協
会
心
3
ミ
ツ
ウ
ロ
コ
・
栃

木
県
臓
貝
生
協
•
佐
野
y
k
k

病
菜

g
．
租
子
征
子
・
茨
危
吉
・
磁
叶

1
7
5
 

プ
ラ
ン
ト
四
・
ヤ
マ
ニ
大
塚
・
大
坪

武
雄
・
栃
木
県
建
設
業
協
会
芳
賀
支

部
・
高
久
芳
男
・
北
関
東
国
分

g
.

二
宮
町
久
下
田
農
協
・
四
―
一
チ
レ
イ

・
ニ
宮
町
物
部
農
協
・
栃
木
県
南
累

民
セ
ン
タ
9
所
長
土
金
勤
・
字
都
宮

市
臓
只
一
同
・
祐
他
薬
品
工
菜
・
四

山
田
屈
・
ユ
ニ
チ
カ
メ
イ
ト
四
・
テ

イ
コ
ク
四
•
河
又
憲
男
・
宇
都
宮
市

中
央
卸
売
市
場
苅
果
卸
協
同
組
合
・

栃
木
経
済
交
友
会
会
長
冑
＊
勲
・
塩

那
農
業
協
同
祖
合
・
薄
井
要
・
是
谷

川
郁
子
・
背
＊
忠
＿
―
-
・
氏
家
町
・

渇
上
ヒ
ロ
子
・
砺
木
媒
経
済
連
・

＾
庸
息
・
氏
家
町
農
協
・
県
費

本
部
交
通
部
長
田
中
文
男
・
宇
都
宮

北
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
プ
・
南
河
内
吉

田
農
協
・
弔
頭
地
区
女
性
ド
ラ
イ
パ

ー
ク
ラ
プ
・
ペ
プ
シ
コ
ー
ラ
北
閲
束

飲
料
四
中
央
営
業
所
長
水
野
義
明
・

は
ま
や
鵡
事
吟
．
叩
丸
岡
商
店
・
叩

田
中
屈
ス
ト
ア
ー
・
桜
井
設
償
工
業

面
・
塩
谷
町
婦
人
団
体
速
絡
協
議
会

菅
野
哲
夫
・
⑮
カ
ン
七
キ
・
真
岡
市

大
内
農
協
・
な
が
勢
・
真
岡
市
中
村

農
協
・
真
岡
市
公
民
館
・
ニ
宮
町
長

沼
協
•
福
田
歴
百
貨
店
・
璧
文

l
-
l

．
笈
崎
呉
服
店
・
文
部
大
臣
該
尼

正
行
・
斉
藤
利
夫
・
真
岡
市
山
前
農

司
•
佐
野
市
行
政
課
・
君
島
久
芙
子

匹
丸
和
典
・
渡
辺
朕
明
・
館
倉
敬

次
・
臼
川
儀
一
・
加
福
洋
子
・
キ
ャ

ニ
オ
ン
レ
コ
ー
ド
前
原
実
・
小
林
和

男
・
栃
木
労
働
某
準
局
・
ば
渕
七
ツ

子
・
天
理
孜
久
未
分
枚
会
ふ
唸
島

器
・
羽
黒
台
生
活
学
校
丙
翌

翌
梨
匹
テ
ー
ラ
＇
姦
・
労

但
金
庫
翡
砺
木
県
生
活
学
校
速

絡
協
平
会
・
訊
田
生
活
学
校
・
総
＊

山
知
息
院
・
上
原
・
店
紙
弥
七
・
中

栽
伎
•
長
谷
川
氾
吉
・
御
子
只
サ

ダ
・
斉
藤g
―
-
•
荒
井
切
江
・
金
田

ミ
ヨ
・
広
田
百
利
子
揺
沼
追
路
咋

2

栃
交
屁
製
造
所
・
秋
山
カ
ッ
子
：

田
ロ
ミ
ツ
子
：
小
林
・
フ
リ
ー
マ
ー

ヶ
，
ト
・
岡
田
恵
芙
子
・
石
塚
工
棠

四
・
北
詰
昭
一
・
植
久
一
男
•
藤
野

弘
・
鈴
木
あ
っ
子
・
新
井
皓
介
•
岡

敏
夫
天
ほ
尚
・
町
田
繊
維
叩
町

m

武
•
町
田
行
男
・
雄Il
l
ち
づ
子
：
小

島
茂
男
・
技
並
七
キ
・
其
岡
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
プ
塚
田
英
一
郎
・
細
田
菜

杷
子
・
サ
ン
エ
プ
リ
ー
真
岡
荒
町
店

•
鈴
木
・
田
久
保
利
光
・
谷
田
部
亨

•
黒
殿
那
須
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー
ク
ラ

プ
沿
本
支
部
・
東
部
遣
族
全
・
小
宅

孝
子
・
渡
辺
直
一
：
E
フ
ッ
ク
文
堂

大

手

組

福
Ell
妙
子
・
小
倉
屈
酒
店

胄
只
籠

．．
 —~ 

小
山
市
水
道
部
・
今
「
一

翡
水
道
部
・
国
分

国
叫
＿

一
・
西
那
須
野
町
公►
茂
＊
小
・
中
学
校
体
育
館
と
町
民
セ
ン
タ
ー

爵
三
郎
・
ニ
宮
町
ホ
ー
ル
い
っ
ぱ
い
に
寄
せ
ら
れ
た
救
援
物
資

長
小
介
尚
志
・
石
ほ
町
公
若
訟
元
培
上
寺
ふ
"9
頭
町
農
協
永
珀
キ
ク
イ

-
．
真
岡
市
長
菊
恒
三
郎
・
益
子
ふ
叩
高
山
保
政
巾
務
所
・
栃
木
放
送

町
長
高
ぽ
司
・
砺
＊
限
広
穀
謀
秋
場
・
池
Iii
は
ま
・
犯
沼
市
戯
い
一
同
・

孝
夫
•
井
上
工
業
ぬ
黒
碕
元
和
・
守
廊
沼
市
柑
防
臓
い
占
四
ふ

m
代
団
・

木
立
子
・
恨
＊
登
志
子
・
鈴
木
紀
忠
大
久
保
広
三
・
坂
ロ
ク
イ
・
栃
木
県

•
野
口
八
技
子
・
若
井
喜
代
子
・
公
治
山
林
道
協
会
長
福
宜
金
蔵
―
束

井
ト
モ
子
・
辺
兄
ト
ク
・
田
中
フ
ジ
日
本
航
空
咋
•
水
戸
士
＊
巾
務
所
・

佃
倉
―
ア
ル
子
・
五
十
嵐
窪
重
•
島
常
店
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
咋

田
芙
佐
子
・
大
前
電
気
・
菊
地
千
鶴
・
日
渡
追
跨
⑪
・
日
＊
地
図
協
会
・

子
・
新
井
栄
•
野
ロ
ハ
ル
江
・
木
村
参m
院
議
＂
店
崎
純
―
―
：
沼
水
造
園

茂
逗
利
青
染
事
菜
共
問
粗
合
•
関
ふ5上
防
災
技
術g
字
祁
宮
常
棠
所

蜀
虹
仕
品
小
光
商
棠
協
皿
組
合
＇
仕
兄
閃
底
一
•
東
武
建
設
ぬ
・
阿
木

か
蒻
人
会
・
桧
山
医
院
・
叫
保
生
坂
本
旅
菜
四
菊
地
絃
爾
・
ぬ
ぎ
ょ
う

漿
校
神
宮
HJ
文
子
・
細
谷
生
活
学
せ
い
北
関
東
支
社
次
及
川
島
を
一
火

賂
山
真
希
•
閲
ャ
ヶ
涼
南
ガ
成
会
・
因
道
1
2
3

号
線
改
作
促
進
阿
盟

小
口
孝
夫
•
島
屈
石
塚
鉄
男
・
横
川
＾
誌
常
北
町
及
大
高
秀
男
•
国

E
航

地
区
婦
人
防
火
ク
ラ
プ
・
ユ
ニ
チ
ャ
業
向
宇
都
宮
常
業
所
・
泊
水
建
設
・

ー
ム
四
栃
木
工
均
内
Ill
筏
睛
・
池
Ill

咋
巴
租
鉄
工
所
・
東
忌
建
設
字
祁
宮

羹

・

館

野

羹

・

器

腐

誓

土

裳

蒋

・

小

伝

欝

所

・

砺

杢

｀

ッ

利
市
・
田
口
ふ
＾
高
商
事
・
大
＊
山
ダ
販
売
仰
・
那
須
測
拭
ね
・
日
＊
霜

た
く
さ
ん
の
善
意
が

私
た
ち
を
支
え
て
く
れ
ま
し
た
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全
国
の
皆
さ
ん

あ
り
が
と
う
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岳
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~
9
F
.
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協
加
謀
ヤ
予
小
泉
消
ニ
・
四
中

庄
テ
ィ
シ
ュ
ー
・
野
田
三
郎
・
大
岡
建
設

・
仙
波
甚
一
・
渭
水
克
滋
・
日
新
石
油

四
・
大
塚
和
子
・
久
保
絹
技
・
今
市

地
方
交
通
安
全
協
会
女
性
部
連
合
会

•
8
光
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー
ク
ラ
プ
・

足
尾
交
通
安
全
協
会
婦
人
部
：
大
田

原
地
区
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー
ク
ラ
プ
・

白
石
物
産
四
・
ホ
沼
フ
ミ
ヨ
・
菅
野

サ
ヨ
・
横
前
苫
次
•
前
田
等
次
郎
・

城
址
会
・
四
宮
下
・
渡
辺
公
鋭
ふ
忍

羽
地
方
交
通
安
全
協
＾
品
T

人
部
連
合

会
・
籾
阪
地
区
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー
ク

ラ
プ
・
黒
磯
地
区
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー

ク
ラ
プ
・
字
祁
宮
中
央
女
性
ド
ラ
イ

パ
ー
ク
ラ
プ
・
喜
連
川
女
性
ド
ラ
イ

パ
ー
ク
ラ
プ
・
氏
家
地
区
女
性
ド
ラ

イ
パ
ー
ク
ラ
プ
・
安
佐
女
性
ド
ラ
イ

パ
ー
ク
ラ
プ
・
栃
木
地
区
女
性
ド
ラ

イ
バ
ー
ク
ラ
プ
・
野
＊
町
農
協
・
ほ

＊
タ
イ
ル
エ
棠
四
・
薬
師
寺
農
協
・

西
方
村
農
協
・
南
那
須
荒
川
農
協
・

字
郡
宮
市
農
協
・
坂
＊
：
小
山
市
Ill

農
協
・
字
都
宮
束
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー

ク
ラ
プ
・
小
山
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー
ク

ラ
プ
・
底
沼
地
区
女
性
ド
ラ
イ
パ
ー

ク
ラ
プ
・
足
利
交
通
安
全
協
会
婦
人

部
連
合
会
・
矢
板
地
区
女
性
ド
ラ
イ

パ
ー
ク
ラ
プ
・
石
ほ
地
区
女
性
ド
ラ

イ
パ
ー
ク
ラ
プ
・
西
方
村
ド
ラ
イ
パ

ー
ク
ラ
プ
・
西
方
村
社
会
磁
祉
協
議

会
・
矢
板
生
活
学
校
・
上
三
川
町
農

協
・
東
日
北
研g
•オ
ー
ク
ニ
第
二

廂
品
部
・
鹿
沼
市
農
協
・
大
田
原
市

農
協
・
埼
玉
窃
所

g
．
粟
野
町
農
協

而
那
須
町
下
江
J
I
I
農
協
・
高
恨
沢

町
農
協
・
東
北
積
苗
・
矢
板
市
農
協

•
河
内
町
農
協
・
上
河
内
村
農
協
·

宵
＊
i
ヰ
店
小
山
市
桑
農
協
・
真
岡

地
区
育
人
＾
デ
内
田
芳
江
・
大
田
原

市
地
域
婦
人
連
絡
協
浪
会
・
オ
グ
ラ

工
業

g
.
gカ
ザ
ミ
・
足
利
宵
年
会

m所
・
三
田
ア
ル
ミ
工
棠
・
足
利
商

工
会
議
所
・
栃
木
媒
繊
維
工
業
試
験

場
・
協
和
印
刷
・
四
足
利
徽
章
ふ
平

京
電
力
足
利
背
棠
所
・
荻
原
健
一
・

A
N
タ
イ
ム
ズ
・
古
内
自
修
⑰
ふ
叩

菊
J
I
I
電
懐
製
作
所
・
江
田
聡
・
足
利

足
利
市
通
四
丁
目
商
業
会
・
大
ぽ
染

エ
・
足
利
印
刷
四
＊
環
境
庁
長
官
稲

村
利
幸
・
北
川

g
.
g小
林
懐
ほ
製

作
所
・
久
保
女
品
・
増
沢
良
江
・
ア

ル
ボ
ン
洋
菓
子
店
・
栃
木
媒
ニ
ッ
ト

工
業
組
合
・
金
子
光
代
”
川
上
ひ
さ

子
・
金
子
夏
子
・
隅
田
健
二
二
二
と

も
・
若
林
近
史
・
斉
膝
敬
三
・
稲
垣

よ
し
お
•
福
田
狸
子
・
大
森
一
広
・

西
武
百
貨
店
字
祁
宮
店
稔
務
部
長
内

海
浦
治
天
柿
照
子
・
橋
本
宰
吉
・

哩
一
水
工
業
．

u
s
kメ
ン
テ
ナ
ン

ス
サ
ー
ビ
ス
四
・
泊
防
河
内
分
笞
．

鈴
木
ト
シ
子
・
佐
藤
照
子
・
沼
涼
女

性
ド
ラ
イ
パ
ー
ク
ラ
プ
・
鈴
木
康
友

・
立
正
佼
成
会
廊
沼
教
会
・
同
足
利

孜
全
•
岡
字
都
宮
孜
会
・
益
子
町
青

年
団
・
真
岡
市
農
協
・
南
那
須
町
立

荒
川
小
学
校
P
T
A
会
長
佐
謀
苦
明

・
店
山
町
農
協
・
訊
親
市
農
協
•
石

ぽ
町
農
協
・
郡
賀
町
農
協
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メ
キ
シ
コ
か
ら
も
お
見
舞
い
が

屈
謀
匹
関
東
総
文
社
貶
桑
碩
守
二

自

沼

ft品
咋
字
都
宮
出
張
所
・
無

廃
工
業
吐
志
賀
伯
・
東
鉄
工
窯
咋

字
船
宮
支
社
・
オ
リ
エ
ン
ク
ル
コ
ン

ク
リ
ー
ト
咋
・
大
成
礎
話
・
栃
木

県
米
仮
協
会
屁
福
田
活
一
・
北
関

東
綜
＾
＂
符
偉
保

m四
代
表
取
締
役
社

仕
粁
木
盛
一
・
阿
社

U
一
同
・
自
衛

椅
＊
地
方
述
紐
部
氏
ふ
四
木
県
戻

協
3

器
＂
刀
災
方
特
別
対
策
本
部
起

扁
社
・
栃
木
fJ
野

n勁
諜

社

長

盆
印
止
・
氏
玄
町
・
国

E
電
伯
屯

話
⑪
小
山
国
院
通
い
七
ン
タ

i
:
r

Ill原
西
部
地
区
社
会
磁
祉
協
議
会
・

大
田
原
市
福
祉
事
務
所
女
チ
職

U
.

k
m
靡
建
設
諜
・
詞
行
政
諜
•
阿

郡
市
位
慣
諜
・
栃
木
芋
．

g
島
洪

・
塩
那
哀
協
・
衆
褐
院
議

U
武
謀
山

治
．
g
桶
金
•
第
一
生
命
保
貶
相
互

会
社
・

K
叫
内
村
店
協
・
栃
木
冽
内

農
協
・
給
載
屈
ふ
田
分
井
町
農

協
組
合
長
理
事
水
片
翌
一
向
頭
町

・
栃
木
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会
会

必
理
小
斉
藤
努
＾
雄
・
栃
木
県
工
業

塁
政
知
・
真
岡
中
学
佼

K
野
達
店

・
牧
野
鉄
工
所
・
塩
野
目
述
設
•
佐

罰
氏
篇
苔
―
一
・
足
利
巾
是
町
I
J
l

災

・

庖

粛

岱

Iu英
太
郎
・
⑰

新
北
斗
典
業
松
平
佳
久
・
咋
栃
浄
松

臀
秋
・
咋
平
石
農
鳩
平
石
裕
共
・

堺

麿

懇

闊

＊

益

・

宇

都

宮

文
化
七
ン
タ

9
咋
｀
水
山
展
望
三
共

開

島

良

牧

m慮
嘉

鷹

石
・
⑰
栃
木
衛
生
実
行
悲
'Ill金
市

・
⑰
應
北
典
菜
朝
侠
朝
太
郎
・
暉
栃

党
・
飛
島
建
設
咋
東
京
支
店
必
紅
良

総
一
郎
．

n由
民
主
常
四
＊
県
支
郎

述
合
会
長
渡
辺
沼
＂
雄
・
栃
木
県
議

会
副
議
及

m野
辺
充
男
・
日
本
無
線

咋
．
悔
木
県
町
村
議
会
議
葵
・
一
・
両

毛
設
偉
工
事
咋
占
蘭
ロ
ー
タ
リ
ー

ク
ラ
プ
＾
哀
塚
田
英
一
郎
・
や
し
お
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茂木町という地は、 999cif-私たちを、両手

を広げて迎え入れてくださった忘れがたい

地です。どうか、特様が、この祁ましい状

況の中から大きな打気を出されるよう、私

たちは、兄弟文を込めた抱擁をお送りいた

します。竹様がたのすばらしい特徴である

同志愛と共同J乍菜への毀かなm神が、この

困倍な状況をきっと釆り越えることを、私

たちは伍じています。

どうが私たちの心の底からの連帯のあ

いさつをお受け取りください。そして、茂

木町 の 竹 様 が た が 、 こ の大さな9J9失を一日

も平く取り戻されますようお折')9l9し上げ

ます。
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＜お知 ら せ 版 ＞

町報もてぎ お矢0らせ版
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
¥ I 
＼ この度の台風で災害に遭われた町民の皆さん，心から，お見舞＼
＼ 

i申し上げます。一日も早く復1日するよう町民一丸となってがんば I
i i 
I って行きましょう。 I 
I I 
＼ この「お知らせ版」では，通常とは版を換えて，皆さんに有利＼
1 ,  ＼ 

！な情報をできる限り早くお届けする予定ですので， ご利用・くださ ＼ 
＼ ＼ 

1い。
＼ 

←~～～~～～～~～~～~~~～~~~～~～~～~~～～~~~： 

（ 予定）

8月17日1日1 日曜当番医 前 9:00~後 5：00

大兼医院 ft3-0036 

8月18日1月IIi菜沢地区巡回診叛 後2:00~ 4:00 

8月19日図 心配ごと・年金相談 （役場）

前9:00~ 12:00 

8月22日企｝ 町田地区巡回診療 後 2:00~ 4:00 

8月23日1±1 I山内地区巡回診療 後 1:30-3:00 

8月24日（日I 日曜当番医 前9:00～後s:oo

今井医院 <l3-0320 

8月26日即 心配ごと・年金相談 （役場）

前 9:00~ 12:00 

8月27日困 小・中学校第 2学期始業式

8月29日釦 I町田地区巡回診根 後 2:00~4:00 

8月31日1日） 日曜当香医 前 9:00～後 s:00 

茂木中央病院 も 3-11 51 

◎役場の窓口業務等

1住民諜関係 I

。住民票•印鑑証明はできます。

o出生・死亡・届出は受付ます。

。戸籍関係はできません。

|1呆健衛生課関係I
。生ゴミの収集は平常通り。

。汲み取りは］8日から平常通り。

。患者輸送者は20日から巡行。

1税務課関係 I

。平窃通り。

匡
。支払業務は平常通り。

- 町県民税 （第 2期）

逗固民年金（第 2期）

ふ．ごへ 納期限は，］0月6日に延長します。

―̀~・~ 国・収税も同じように延長になります。

家屋と周囲の消森のおねがい

伝染病・食中毒等を防止し，これ以上被因を大きくしないため

各家庭の消毒を行っていただきたくお願いいたします。

！）クレゾール石けん液は， 2彩に薄めて雑巾に没し，壁・床・

家具等を清拭してください。

クレゾール石けん液（ 296) 水 lリットルに対してクレゾ

ール石けん液20cc 

＝注意事項-

［！） クレゾール石けん液の原液は危検です。ぉ子さんのいらっ

しゃる家庭では，特に取り扱いに十分注意して下さい。

121 目に入った場合，原液が皮岡についた場合には，ただちに

拭き取り水で洗い流して下さい。

[3) I度薄めた石けん液は， 2日目には効力が落ちますので作

り直して使って下さい。

141 食器類には使用しないで下さい。

2) 消石灰は，手袋をつけて，便壷・家の周囲等に散布して下さい。

その他，不明なこと等ありましたら，真岡保健所までお問合

わせ下さい。 真岡保健所

真岡市熊倉町 893-11l:0285812) 3321 

◎ 救援物資の配付について

各方面から，たくさんの救援物預が町に届いています。

次のように救援物質を配布します。

0 日用雑貨品～近日中に被災者分を区長さん宅に配布します。

自動車運転免許証の再交付，

水害て自動車迎転免許証の紛失・汚拍・破拍により再交付を必

要とする場合は，当分の間次のように取扱います。

◎ 即日交付を必要とする場合

栃木限迎転免許センターでは，午前8時30分から午前］0時

まで受付時間を延長します。

◎ 即日交付を希望しない場合

笞察窓口で受付をしたものについては， 3日後ぐらいに交

付します。

◎罹災（りさい）証明の交付

保険会社等て拍求される「罹災証明」の交付は，役場 2階の対策

本部て行っています。印筵をご持参の上，交付を受けて（たさい。

言 6日の町内の盆送りは、実施します。
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台風10号による災害を受けた方への緊急融資について

茂木町ては災害を受けた方に対し，金融椴関の協力で決定した下記災古貸付について，融狡利率の 2分の 1を補助

します c

茂木町災害融資利子補助制度

6

ヶぃ

8

．
．
．
 

)

2

3

4

5

3

 

融沢使途

磁狂 限 度 額

融臼利率

利子補助率

忌狡期阻I

申し込み期間

必要密類

取扱金融機関

①り災による商品．原材料眺入等の述転沼金

3 0 0万円

5 ・ 5 0 %（年）

2. 7 5劣（年）

昭和 62年 12月 3J日まで

昭和 61年 9 月 30日まで

茂木町商工観光課発行の， り災確認杏

足利銀行，栃木相互銀行，宇都宮信用金那の茂木支店

R店舗住宅等の修復 fi金

災害を受けた商工業者のかたヘ

商工業関係災害緊急融安相談を， 8月16日まで商工会館 2階で受け付けますのでご利用ください c

住宅金融公庫より災害復興

住宅資金融資のお知らせ

住宅金融公庫では今回の水害によって住宅 1こ被害を受けた方に対し次のとおり災害復興住宅の廷設資金，家届賠入

fi金，又は補修資金の胎資を行っています。

。廷設の場合．．．．．．．．．．．． 5割以上の被；；；を受けた方

融狡限度額

利 平

償還期 i:：

床 面 狛

。購入の場合…•••

融資限度額

利 率

償遠期間

床 面 稲

融沼限度額

利 率

伯還期間

木造で 80 0万円以下

uJ ．．
 

．．．
 • 9
よ

こ
1

•9 

0 5 % 

ィ、 9tて 25年以内

1 3,992以上

5:,::以」の披店を受けた方

i、込所築家圧て 1,3 D D万円以下

0 5彩

木造新築家屈て 25年以内

4 0 m'以上

1 0万円以上

年 5.

l 2 Om'以下

1 2 Om'以下

。補修の場合・・・・・・・・・・・・補 IE1こ婆する額か 10万円以上の被害を受けた方

4 0 0万円以下

0 5%  

1 0年以内

由し込み受付機関……………股協および銀行

くわしくは殷協および銀行もしくは茂＊町役場建設諜におたずねください。
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町報もてぎ 33矢0らせ版 “• 
9月1日吟 9月15日 げ 玉 五 課 か ら ） （町民センターから）

日 0ii| 予 定

］！ 月
防災の日 二百十El

不燃物収集 （一区，二区，下新町）

2 ！火 I ’’ （上の町．仲町．大町）

3 !* ＂ 
（御固町，八幡町）

4 |和 ” （上横下横，西郭内）

5亙 ，！ （弾正町、上郭内，下郭内）

町田地区巡回診扱 後2:00~4: 0 0 

6 |土 I山丙地区巡回診振 後1:30-3: 00 

7 日 日曜当番医 前g:oo～後5:0 0 

脊 木医院も3-0323

8 月 不燃物収集 （上砂田．拮梗町．榎本町）

深沢地区巡回診療後 2:0 0~4: 0 0 

9 火不燃物収集 （下砂田，増井，たて）

心配ごと相談 （役場）前9:0 0-12: 0 0 

叫叫不燃物収集 （小倉町，仲の内，三坂）

11 木 ii 二百十日 I 
不燃物収集 逆川地区（福手，並柳を除く）

叫金町田地区巡回診療後 2:0 0-4: 0 0 

J4.I日！I日曜当番医 前g:oo～後5:0 0 

石 井医院む3-0427

15 月 1敬老の日

休日当番医 前9:0 0～後5:0 0 

今井医院 ~3-0320 

河井ささら （長寿寺）後 1:00

G 接等に住んでいる人へ）

＇口 がけ地の崩壊，土石流，地すぺり，出水等により

住民の生命に危険を及はすおそれのある区域内に

廷っている危険住宅を安全な場所に移転を促進する

ため，補助する制度かあります。

償補助金は，

除却等！t（危険住宅の撤去伐及び移転等に嬰する

費用）

今年度は，一戸当たり補助限度部 63万円

建物助成四（危険住宅と代わる住宅の建設のため，

金融楼1刃から ~I賓を受けた場合，借入れ金の利子相

渾 II～利・・名は， 8. 5％を限度とします）

今年度は．ーJl"'iたり iiliUJJ限1及吝Ii2 6 9)J卜1。た

たし，土地の11月りを＇））：しない均合の抽助限 1文和12 1 l)j1り。

直 問い合わせ先

i生J' ；ご，心、ヽ、'，:;,ht,1 19 99 1．；てて

◎ 9月の不燃物収其は，空き缶，金物

類，ガラス・セトモノをいっしょに収

集します。

◎ 8月分の高細釈投費は，災害のため

9月分といっしょに支払います。

＠ 水古のために臨時に設けた並松地区

のゴミ処理堪は， 8月22日で閉鎖しま

した。現在は，ゴミを拾てることはで

きません。

（厚生課から）

◎ 9月3日に予定していた茂木町軍人・

軍屈追悼式は，延期となりました。

水道課から

◎ 被災地の 8月分の水道料金は去年の

8月分を徴収します。これは，使用料

が多いための減免処誼です。

災害についての相談

栃木媒中央県民センターでは，今回

の災害についてこ゜相談に応じます，

。とき 9月3•4 日前 g:30~

後 4:00 

。とこる 役塩 2階会議室

・内 容一般行政相談，税務相談

。相談貝 県民センター，県税職員，税

務相談貝，行政監察事務所長

お気栓1ここ^ 相談ください。

（中小企業の皆さんへ）

栃木県の「台風10号商工災害緊急対

策査金」

。斑金使途 述転資金・設備沼金

。祗汽限度音Ii 2.000万円

。融ri利率 4.5形以内（保証協会保

証付は 4.0彩以内，保祉

料は 0.8彩）

。融狩期間 10年以内（据骰 2年以内）

（受付は62年8月）

。必嬰むWI ・県税 (1I菜税・自動車税）

納税証明舌

・咋可棠種にあっては許可

証等の写

•町長の発行する「特別被

¥1:,，11: 11J I, 1 r」
，取扱企磁1競閲 県内介即岱潤

ゃ甘戌9,1JI' ！皮，＇湘 1か年間悦収入の，

111/100または・J;丸rift各II

の5[J/100以上

9 99l l くは，役J1,I9り,・;,,,光，；；：てて

◎ 町民センターの部1せを， 9月からこ

利用くたさい。（別館ホールは除きます）

水害の復旧作架のため，町民センタ

ー全館が使用不能となっていましたか，

別館ホールを除く 10 1会議蚕～ 30 

2会議室まての部屋か使用てきること

になりました。どうぞ利用くださし'o

◎ 各種行事を検討中

8月以降に予定されていた公民館，

（教宥委員会）関係の行事は，水古に

よる準備の遅れや，その他の事↑iiによ

り，現在関係団体との協議により実施

するかどうか検討中です。不明な点は、

公民館にこ連絡ください。

◎ 全国報徳大会 (10月25日～26日）は

実施

10月に茂木町で開催予定の全国報徳

大会は，何人かの会員が水宮に追い，

開催が危ぶまれていました。

しかし、時期的に他市町ての）月代わ

りは難しいなどの事術から，茂木町で

の全国大会を開催することになりまし

た。皆様のご協力をお願いします。

'"令月註応ラリー・999luio'，iitしUl"ilリ［四1niは"

天ネ短

苧坂恒：：陶展§)
卯9999加 999""’"999999叫 999""＇＂199999n99n9h99n919919999999●99"= t に全 ”•nU9霞"

廃犬引取車の

運行日程

鳳9月 11日

（木）

時 間 場 所

午前 JO: 15 ／塁協須藤支所

午前 10:35 牒協中川支所

午前 10: 50 茂木町役坦

午荊 11: 05 殷協逆川支所

四予定時間の 10分くらいilりにおいてF
さい。

左以外の災四貸付制度は，裏

面をご屁くださし、。また，町報

もてき＇災害特集り・, Iiり1,，l0)お知

らせ版の裏Iinにも掲載してあり

1 ます。 I 
¥ -- ..---ノ
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1
8
2
 災害貸付制度一覧

＼ 中小企業向け融資制度 個人向け森資制度 利子補給

県 国民金融公庫 中小企業金融公庫 足銀他・栃相・宇信 足利銀行 労働金庫 住宅金融公庫 茂 木 町その

鰐（対象者）
制 度 名沼中金小企業基盤強化 災害貸付 災害復18貸付 緊急特別融資賓金 災害復1日資金 災害緊急資金 激甚災害特別融資 災害復興住宅資金

セ悶受急 企業

沼金使途 運転臼金 運転・設備沼金 運転・設備資金 運転・設備査金 生活資金 生活資金 賓住宅金復18 立り姿ち上金が 住宅資金 述転・設侃資金

建肪補中古設入修賂入19 l 0万万万万円円円円融沼限度額 2, 0 0 0万円 1, 5 0 0万円 理7, 貸530 , 05 万0円0万（代円） 3 0 0万円 3 0 0万円 I O 0万円 5 0 0万円 1 0 0万円 ,4 1 0 3 0 0万円
980 
4 5 0 

5. 3彩以内証付
6.4% 6.4% 

5（, 無保5え証担人保）］ 名， 5（. 保無5彩証担人保）1 名， 5 （産保内22証名不担形人以動保） 5（. 保無21証担名劣裸人） 融資利率 （協会保 は
＊ ＊ 

7. 0形 2(. 7 5 55兌%のレ？）（激甚災害の時 （激は甚3.災害の時 5 0 5% 4.8形以内）
は3.0形） I 3.0彩）

62, 12. 31 
7（（年据受以付謹内6か月以内）

IO（鴨受年付以内85/1] 3罰2 年以内融 資 機 問 5（据年以誼内6か月以内） I （据0年爵以2年内以内） 1 0年笛以年内 - まで

5（年受付以内~8/9/ 1 1 建中補設古修賂・賂入入 320I5O年年年
62（受-1付2-31まで

（据 2 以内） （受付~8/9/6 8/,8 は，
3 0) -1 0/31) 3 0) ~9/3 0) 

~9/3,0) 

必 要 苔 類 市る町「村罹長災の証発明行密す」 市る叩村罹長災の証発明行杏」す 市る町「村罹長災証の発明行瞥す」
土市る木町「事村罹務長災所証のの発明認行栂定」す苔 茂「罹木災町の証明密」市町村長の発行する「罹災証明書」

対 象 地 域 県下全域 県下全域 県下全域 被災地区 被災地区 被災地区 被災地区 茂木町

国宇民金都宮敢公支皿店 中宇小企都業金融公庫
庫足銀利行・銀真・岡行宇都信・栃宮用木信紐相合用互金

住宅金磁公庫 足互協用銀利金銀行庫行・・宇'；；・栃都木木宮町相信殷
llJ(扱金融機関 県内金融椴閲 都宮支店 足利銀行 労勧金庫

佐野支店

注 1, ＊印の 3,0形金利は， 3年目以降高くなる。

注 2. 県，国民金琺公庫，中小企業金融公庫は，一般の運転資金・設備資金（建物，機械）を有しており，常時利用できる。



減免申請の日程

次のとおり受付をしますから、該当者は申請をしてください．

H 埒 茄 p 刃 区

9月 I0日 午前 9,0 0～午後4,0 0 茂木町役場 上下新新一町．区、上上の新町二区、 弾正町

9月 11日 午前 9: 0 0～午後4: 0 0 茂木町役場 仲町、御園町、大町、八幡町

9月 12日 午前 9: 0 0～午後4,0 0 茂木町役場
圭翻：涅闊、西郭内

9月 I3日 午前 9: 0 0～正午 茂木町役場 予備日

9月 I6日 午前 9: 0 0～午後4: 0 0 茂木町役場 | 認闘：瓜閤翡闘問

！り I7甘 危麿 9 0 0 ～危屡4 0 0 岱翡扉慶所

罪も唇ロ一＜汲木地~区 ．~ーI 

1 7 9 : 0 0 ~ 4 : 0 0 

闘｝闘危喜〗 g g：：：桐犀 翡蒻鱈 須中藤川地地

9月 l9日 午前 9: 0 0～午後4: 0 0 茂木町役場 予借日

＊
＊
＊
 

贔害の状況をよく盟べておいてください。
苓するもの 茫

詳しいことは、税一課へお問合せくださし

1
8
3
 



＜新聞記事抜粋＞

• 8月 5日サンケイ新聞
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• 8月 6日 栃木新聞
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だ
）
方
束
側
の
山
が
土
砂
崩
れ
を

起
こ
し
、
平
野
さ
ん
の
妻
、
妙
子

さ
ん
(
-
ー
も
と
是
刃
、
明
宏
ち
ゃ
ん

（
七
カ
月
）
は
、
寝
て
い
た
六
位

衷
窄
の
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
戸
を
ぷ
ち

破
っ
て
流
れ
込
ん
で
き
た
土
砂
に

押
し
つ
ぷ
さ
れ
て
死
亡
し
た
。
・

平
野
さ
ん
の
父
親
、
政
身
さ
ん

（エ
k
)

ら
の
話
に
よ
る
と
、
最
初

「
ド
ー
ツ
」
と
い
う
音
が
し
て
、
・

9ら
が
寝
て
い
た
束
奥
の

部
殿
の
ド
ア
を
開
け
よ
う
と
し
た

が
開
か
な
い
の
で
、
ド
ア
を
ぷ
ち

破
っ
て
中
に
入
る
と
、
部
膠
中
泥

だ
ら
け
だ
っ
た
。
組
内
の
十
一
人

と
救
出
作
業
を
し
た
が
、
な
か
な

か
は
か
ど
ら
ず
、
一
時
IUJぐ
ら
い

か
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
．
作

棠
を
手
伝
っ
た
一
人
は
「
妙
子
さ

ん
が
明
宏
ち
ゃ
ん
を
拡
き
か
か
え

る
よ
う
に
死
ん
で
い
ま
し
た
」
と
、

沢
な
が
ら
に
話
し
て
い
た
。

行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
茂
木

町
茂
木
、
無
職
、
川
俣
カ
ノ
さ
ん

（
キ
と
は
、
五
日
午
扱
＝
一
時
ご
ろ
、

自
宅
前
の
水
粒
ど
な
っ
た
畑
の

中
か
ら
水
死
体
で
発
見
さ
れ
た
．

近
所
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
カ
ノ

さ
ん
は
独
り
郭
ら
し
、
足
腰
が
丈

夫
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
逃
げ
遅

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
話
し
て
い

==---

た

。

は

ん

ら

ん

に

よ

ゑ

箇

水

に

流

さ

壊

、

三

十

世

相

が

半

域

し

、

百

四

ま
た
同
日
未
明
、
市
口
町
杉
山
、
れ
て
水
死
し
た
“
十
八
人
が
住
む
文
を
失
っ
た
．
こ

牒
菜
、
沢
村
武
さ
ん
（
七

o
)

も

川

の

一

の

ほ

か

、

璧

、

床

下

没

水

の

被

内
を
受
け
た
住
民
は
千
八
百
世
叩

も

は

や

壊

滅

状

態

に

厄

、

町

ば

域

減

状

態

と

な

っ

こ・

碑

釦

「

河

川

対

策

見

直

し

も

」

↑

町

始

ま

っ

て

以

来

の

大

沓

に

町
全
体
が
濁
流
に
飲
み
込
ま
い
た
後
に
は
、
叩
路
わ
き
に
流
さ
見
叫
わ
れ
た
同
町
で
は
同
日
、
町

れ
、
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
た
茂
木
町
．
れ
逆
さ
に
な
っ

L
柴
用
車
、
上
流
長
、
助
役
が
出
張
中
で
、
桧
山
芳

台
風

m号
の
影
響
が
氾
鉗
的
な
豪
か
ら
流
れ
て
き
た
材
木
、
伐
な
ど
学
収
入
役
を
先
頭
に
全
職
口
が
対

雨
と
な
り
町
中
心
部
を
流
れ
る
逆
が
折
り
爪
な
り
、
同
町
始
ま
っ
て
策
に
迫
わ
れ
て
い
た
．

m守
を
印

川
の
は
ん
ら
ん
で
、
町
住
底
の
半
以
来
の
氾
録
的
な
水
古
の
恐
ろ
し
か
る
形
と
な
っ
た
桧
山
収
入
役
は

数
を
超
え
る
合
が
集
中
し
て
い
さ
を
物
品
っ
て
い
た
．
電
気
が
、
今
回
の
大
災
古
に
つ
い
て
「
逆
川

る
中
心
部
は
、
ほ
ぽ
全
域
が
床
上
水
が
、

m話
が
止
ま
り
、
迎
路
も
が
危
険
に
な
-
令
印
阻
二
0
0
り
を

没
恋
の
開
玄
受
け
た
。
前
夜
各
所
で
述
断
さ
れ
完
全
に
孤
立
し
詔
え
る
一
i
=
-
0
．
介
の
両
が
降
っ
た

か
ら
の
檄
〕
い
風
雨
に
如
戒
は
し
た
同
町
で
｀
住
民
た
ち
は
あ
ら
ゆ
の
で
JF容
範
皿
を
詔
え
て
し
ま
っ

な
が
？
9

「
ま
さ
か
、
こ
ん
な
に
る
面
で
111Iaの
め
ど
が
立
た
な
い
芍
パ
イ
バ
ス
守
河
川
行
政
も
見

ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
と
は
・
・
・
」
と
、
ま
ま
、
不
安
と
い
ら
だ
ち
の
一
日
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し

大
半
の
住
民
が
予
想
を
は
る
か
に
を
過
こ
し
て
い
た
．
れ
な
い
j

と
話
し
て
い
た
．

詔
え
た
被
田
に
ア
然
と
し
て
い
る
五
日
、
茂
木
町
役
均
に
設
限
さ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

様
子
だ
っ
た
．
一
時
は
大
人
の
胸
れ
た
水
古
対
策
本
部
に
よ
る
と
、

ぐ
ら
い
に
ま
で
逹
し
た
泥
水
が
引
同
町
内
で
十
二
但
相
の
住
宅
が
仝

186 



茂
木
は
一
夜
で
廃
虚
間
翡

電
気
消
え
飲
み
水
も
な

<itl"□

罪
、
た
ム
が
、
露
が
…
躙
流
と
化
だ
メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
よ
函
既
る
ー
。
胆
爵
な
豪
固
ぽ
夕
兄
だ
癸
照
器
用
が
五
日
未
明
わ
ず
か
数
分
皿
C

不
能
に
な
り
、
一
的
は
誓
祭
無
線
、

閉
中
憾
含
紫
嵌
み
兌

ts
「
ゴ
ォ
ー
y
」
と
い
う
地
攣
に
も
似
た
秀
音
名
も
に
、
町
へ
四
品
鴻
荏
い
稔
悶
品
、
胆
出
笏
菰
鳥
＂
に
変
店
だ
復
か
唯
一
腐
但
ヂ
段
后
っ
忍

た
3

木
ほ
采
て
栢
そ
し
て
出
腎
に
つ
い
た
母
孟
悶
、
且
要
の
愈
絶
っ
楼
商
店
揺
完
念
に
水
衣
y
残
っ
裟
は
ガ
ヒ
あ
山
過
蔀
な
お
欝
を
目
準
y

.

f

茂

適

電

気

は

午

後

か

ら

再

送

霜

さ

7

｀
丁
賣
冒
髯
〗
~
汀
旦
汀
分

r早
息

原
た
」
（
留
盪
貝
ど
い
う
。
盆
閤
深
に
も
爾
だ

t

と

が

町

長

出

張

、

収

入

器

慇

失

っ

た

息

罠

唸

。

役

ら

陣

頭

指

揮

水
や
食
料
な
ど
腐
め
器
（
で
い
ね
い
）
の

は
、
残
っ
た
ガ
レ
キ
の
山
営
兄
つ

唸

だ

け

で

ど

棗

待

け
て
い
い
な
か
冠
い
。
「
住
救
援
物
資
次
々
格
に
哀
昏
だ
襲
拇

9

、

慧

も

な

く

、

店

の

槻

賊

も

パ

ン

終

目

職

以

が

消

紐

闊

に

巧

な
8

忠
食
茎
麗
乳
勺
浮
磨
五
日
、
災
喜
盟
畜
中
、
隠
だ
し
函
麿
窟
人

か
や
X
じ
て
毎
巴
た
ら
い
い
用
し
た
癸
、
益
子
両
町
と
二
喜
り
し
な
）

か
：
」
中
窮
で
パ
と
袋
唇
町
に
水
や
食
料
全
坂
援
質
を
翌
醤
語
に
水
爵
棗

大
殻
葵
笈
尺
ぽ
、
今
後
の
送
っ
勾
部
（
本
部
辰
・
屈
誤
史
襲
）

毎
だ
委
を
巴
信
い
。
璽
町
に
は
、
上
甑
が
壊
誠
を
罹
だ
が
、
盟
履
猿

万
、
野
乎
れ
芹
闊
督
に
な
っ
た
た
惚
上
自
灼
隊
因
戸
出
張
の
な
祭
偲
早
朝

れ
の
被
憲
か
相
次
い
戸
P

同
町
町
宇
郡
器
苫
ん
地
の
給
嶺
を
は
に
坦
地
だ
笈
裔
へ
向
か
っ

田
、
舌
翌
靡
一
喜
ら
の
品
、
鹿
屑
、
小
山
市
、
巌
た
が
、
夕
恕
暑
焙
、
賢

嘉

夏

品

誓

月

に

誓

息

麿

嶺

七

を

忍

會

覧

、

麗

生
ま
れ
に
i

か
り
の
長
ん
明
宏
台
（
給
零
鼠
一
九
入
卜

9

)

を
派
教
育
長
が
陣
叫
桁
嬰
と
っ
た

3

ち
ゃ
ん
（
芳
月
と
、
自
宅
束
迎
口
岡
市
唸
倫
か
ら
危
ヒ
不
畢
ぷ
晟
に
当
た
っ
た
嬰

嬰
ハ
箭
で
早
い

ts
眉
ス
ト
ン
欝

E‘f

屈
、
森
引
い
た
巽
も
誘

醤――一時

g‘
腐
「
ド
ン
」
益
孟
だ
醤
匁
笛
の
、
二
雌
出
勁
し
て
登
甑
且
、
朝

と
い
う
陪
と
と
も
に
、
地
懇
緩
宮
町
知
槌
利
市
の
給
氷
山
が
派
か
ら
モ
；
プ
を
ヂ
に
水
や
杞
の
か

ん
だ
山
の
北
慇
雀
空
に
な
だ
れ
讐
れ
応
〉
き
出
も
に
当
た
っ
た

3

梵
勺
一
瞬
の
出
来
事
で
家
食
料
に
つ
い
て
は
、
茂
木
町
の

塵
控
出
守
血
も
な
い
。
妙
ナ
総
棗
部
に
レ
ト
ル
ト
役
卯
じ
r

さ
叙
嬰
ち
ゃ
ん
を
か
田
よ
六
邑
埃
パ
ン
五
白
袋
牛
乳
ヰ

う
に
抱
嘉
癸
、
二
人
と
も
臥
百
本
な
品
砧
け
臼
筵
華

象
き
取
っ

rP
四
阻
の
姿
町
つ
い
て
は
祠
ツ
A
占

爵

羞
げ
付
、
炒
子
さ
ん
の
包
見

腐

石

原

明

子

さ

ん

え

且

、

見

鼠

暑

忍

茂

裏
、
と
電
話
腐
こ
木
町
r
ン
4
笹
二
匹
投
、E
5〗"
iヤk
】

ヘ
逆川の水で削り取られていくわが家で心細げな主婦 187 



0 8月 6日

サンケイ新聞

まるで湖 四道29 4号線も、周リの由ん
ぼ も 、 水 に す っ ぼ 出 車 は立ち往生し、ドラ
イバーは途方にくれるばかり＝烏山町向田で

さあ復旧 「わぁ、ピショピショだわ」一床上
まで水（こ9曼され、しまう然m失としていた町民たち
も、気をと •J 直して、家財道旦を這び出す＝成＊
町で
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グ
シ
ャ
牙
を
む
い
て
押
し
翌
そ
き
た
水
に
、
齋
ぽ
ひ
と
た
ま
り
も
な
か
っ
た
。
一
麿
う
ち
に
傾

き、

m賛
雲
怠
ろ
し
さ
を
諏
徴
国
か
の
よ
う
だ
っ
た

JI戊
木
町
で



始
め
た
。
茂
木
町
外
の
人
が
、
被
ょ
う
害
で
農
作
物
が
全
滅
し
た

災
し
た
親
類
や
知
人
に
連
絡
す
る
時
、
野
菜
な
ど
救
扱
物
資
や
兄
鑓

た
め
の
も
の
で
、
ま
ず
宇
都
宮
〈
虫
乞
も
ら
っ
た
。
そ
の
屈
返
し
に

霞
報
電
話
屈
11霞
話

0
2
8
6
な
れ
ぱ
・
:
..... 」
と
い
っ
て
い
た
。

-

(
2
4
)
2
5
2
5
1
1
へ
霞
話
な
ど

に
よ
っ
て
伝
常
内
宮
と
、
あ
て
名

を
依
頼
。
宇
都
宮
か
ら
茂
木
の
屈

へ
伝
言
を
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
り
、

茂
木
島
か
ら
該
当
者
へ
配
違
す
る

シ
ス
テ
ム
。
午
油
八
時
四
十
分
か

五
日
未
明
、
眼
下
を
殴
っ
た
＝

l-8戸
を
超
す
磁
雨
は
生
き
埋
め
な
ど
で
死
登
ハ
人
、
一
人
行
方
不
明
と
い
う
被
害
を
も
た
ら
し
て
去
っ
た
。
そ
の
傷
跡
は
深
く
、
各
地
ら
午
扱
七
時
四
十
分
ま
で
受
け
付

で
中
小
洞
川
が
は
ん
ら
ん
し
て
家
屈
の
浸
水
が
相
次
き
、
限
は
特
に
被
害
の
大
き
か
っ
た
芳
賀
郡
茂
＊
町
に
自
衛
隊
の
出
動
を
要
鴎
す
る
と
と
も
に
、
災
需
救
助
法
を
発
動
け
、
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
扱

八
時
ま
で
配
遠
を
古
令
茂
＊
島

が
開
遥
す
る
ま
で
続
け
る
方
針
。

5

し
て
復
旧
に
采
り
出
し
た
が
、
各
地
に
残
し
た
水
庫
の
ツ
メ
跡
は
容
品
に
硝
え
そ
う
に
な
い
。

被
害
の
最
も
ひ
と
か
っ
た
の
は
っ
た
昭
黒
の
中
、
通
祁
兵
3
ー
六
商
店
が
立
ち
速
ふ
同
町
茂
木
の
ま
た
約
二
百
世
帯
の
町
民
が
誓
の
ン
カ
ン
照
り
つ
け
古
い
町
並
み
は
こ
の
ほ
か
、
緊
急
対
策
と
し
て
＇

器
~
が
は
ん
や
や
し
て
町
全
体
が
0
務
の
水
か
さ
し
か
な
い
逆
川
が
中
心
街
は
床
下
か
ら
台
所
、
床
上
み
醤
の
ま
ま
で
町
民
セ
ン
タ
ー
や
一
変
し
て
茶
褐
色
仁
化
し
、
今
度
通
信
衛
組
を
使
っ
て
二
百
四
十
回

水
び
た
し
に
な
っ
た
労
賀
郡
茂
＊
四
•
八
討
と
観
聘
不
能
に
な
念

5
と
み
る
み
る
汲
杏
町
全
体
が
濶
茂
ホ
小
へ
避
難
し
た
。
陸
の
孤
島
は
ほ
こ
り
が
も
？
芸
ノ
。
一
面
感
線
が
利
用
で
き
る
ょ
っ
に
す
る
と
.

町
。
た
た
き
つ
け
る
よ
品
雨
で
ど
瑯
水
。
濶
流
が
堤
防
を
越
え
て
流
の
中
に
孤
立
し
た
。
家
財
道
と
化
し
た
町
と
の
連
絡
は
ほ
と
ん
奥
が
漑
い
惨
々
た
る
状
況
だ
。
夜
と
も
に
、
一
週
間
以
内
に
八
百
回
ぃ
あ

Y

電
気
は
硝
え
、
電
話
が
不
通
に
な
ど
っ
と
町
内
へ
流
れ
込
ん
だ
。
只
、
晦
品
を
二
随
に
上
げ
た
り
、
ど
途
絶
え
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
半
か
ら
潤
流
と
の
闘
い
で
疲
れ
切
線
と
一
万
回
諒
の
移
動
式
交
換
機
・
ふ
入
ゾ
久
｀
＂

町
役
埠
の
電
話
か
ら'
s
o
s
’
っ
た
町
民
は
み
ん
な
ぐ
っ
た
り
。
を
配
備
し
、
町
内
全
回
諒
を
迪
話
〗

が
県
に
屈
い
た
の
は
午
前
三
時
を
外
に
並
ん
だ
家
財
追
具
の
援
片
づ
可
熊
に
し
た
い
と
し
て
い
る
。
”
‘
ヽ

,'ユ

回

っ

て

い

た

。

け

も

喜

に

進

ま

な

い

ま

ま

太

闊

国

分

寺

町

か

ら

給

水

車

》

瓢
[
〗r

r
i

｀
直

本

ね

て
l

＝
一
時
問
半
も
か
か
っ
て
現
地
り
、
茂
＊
町
の
電
話
互
十
四
百
回

社貼

に

到

拉

し

た

の

は

午

前

七

時

半

過

線

全

部

が

通

話

で

き

な

合

被

害

額

は

169億
円

裔

。

県

、

市

町

村

薔

額

十

億

81

守
」
。
泥
水
に
つ
か
っ
た
町
内
で
甲
た
。
こ
の
た
め
、

N
T
T栃
木

支

一

二

千

五

百

万

円

煎
速
救
辟
菜
に
当
た
っ
た
。
社
晋
曰
、
欝
回
勢
設
け
、

5
日
午
後
3
時

現

在

の

集

計

冗

麗

設

】

叉

治

山

革

九

一
日
が
昇
る
に
つ
れ
て
潤
流
も
一
覧
セ
ン
タ
ー
に
十
四
台
、
茂
木
限
災
出
対
策
本
部
が
五
日
午
扱
山
町
各
一
）
▽
行
方
不
明
一
人
ヵ
所
▽
林
迎
五
十
九
カ
所
▽
そ
の

午町
寸
刻
み
畜
畠
め
た
が
、
町
内
屈
に
ナ
の
履
機
を
配
備
し
‘
-
＝
一
時
現
在
で
集
計
し
た
台
風
lO号
（
茂
木
町
）
▽
臼
慨
吝
四
人
（
益
他
十
五
カ
所
。
被
匹
額
十
低
二
千

は
見
る
か
げ
も
な
い
が
れ
き
の
公
衆
電
話
と
し
て
無
料
開
放
し
に
よ
る
披
宮
は
、
芳
賀
郡
な
ど
県
子
、
馬
頭
町
各
一
）
万
円

木汲し
山
。
集
中
磁
雨
が
ウ
ソ
の
よ
う
に
た
。
東
部
を
中
心
に
公
共
土
木
関
係
百
【
家
屈
】
▽
床
上
没
水
二
千
臣
【
農
菜
施
股
】
▽
農
地
（
水
田

か
睛
れ
上
が
っ
て
真
夏
の
太
印
が
カ
一
ま
た
無
料
の
伝
冨
サ
ー
ピ
ス
も
＿
―
-
低
五
千
百
万
円
、
農
作
物
関
係
七
十
二
典
茂
木
町
千
一
音
柿
、
益
の
流
失
、
士
砂
流
入
）
四
百
五
十

なっ

:

••••••••.•••••••....••••• 

；
 ．
．． 

i
:……
…

…

i
:：
四
十
醤
五
千
五
百
万
円
な
羞
子
町
二
百
五
十
届
、
そ
の
他
）
四
カ
所
▽
施
設
（
水
路
、
農
祖
＾

珈

額

で

百

六

十

九

竺

一

千

四

百

万

▽

床

下

漿

草

言

四

十

九

柿

狽

）

百

九

十

力

所

。

＋

億

九

千

八

区

円

、

家

屈

汲

水

六

千

三

百

八

十

四

（

芳

賀

町

千

五

百

棟

、

真

岡

市

五

百

万

円

棟
に
述
し
た
。
こ
れ
は
五
石
年
百
棟
、
暉
狼
沢
町
四
百
七
十
四
【
農
作
物
】
水
田
そ
の
他
農
地

の路道

九

月

の

台

風

18号
に
よ
る
百
六
十
棟
、
匹
那
須
野
町
三
百
六
十
棟
、
の
冠
水
な
ど
被
塞
皿
禎
一
万
七
千

と

＿

―

-

堡

ハ

千

二

房

円

を

上

回

る

過

矢

板

市

早

晨

十

桃

、

そ

の

他

）

百

八

十

二

鯰

。

主

な

被

匹

作

物

は

去
昂
麻
の
被
四
で
、
被
四
閲
査
の
【
公
共
土
木
施
設
】
▽
限
関
係
水
稲
、
大
豆
、
飼
料
な
ど
。
被
宙

でA

巡
行
や
漿
に
よ
る
善
闊
の

T
I
河
川
（
護
岸
の
醤
）
薔
八
総
額
四
十
四
侶
草
五
百
万
円

で
、
主
な
被
山
地
城
は
芳
賀
地
区

らん

増

加

な

ど

で

合

品

、

披

匹

額

は

大

士

ハ

カ

所

、

砂

防

（

回

）

五

カ

所

ょ

加

に

削

え

る

見

通

し

だ

。

主

な

被

▽

遥

路

（

路

慰

器

、

が

枕

皿

二

十

冗

低

九

百

万

円

、

洞

内

地

区

嘉
凰
の
涌
り
。
れ
ご
云
半
力
所
、
揖
り
ょ
う
六
億
＝
―
-
干
＝
酋
万
円
、
脹
謡
穏

の逆

7
死

打

二

十

l

ニ
カ
所
7
市

i

～
厩
九
千
三
百
月
円

茂
奇
街
全
体
に
漂
う
悪
臭

ガ
レ
キ
の
山
と
ほ

Ill ll lllllllll’I II 

贔

り

塁

『や 9 9'［ ；冒＇`
流木やゴミで遮断された真岡線の踏切一茂木町で
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▲／

a
 は

ん
ら
ん
し
逆
川
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
濁
流
は
構
を
壊
し
家
々
の
土
台
を
え
ぐ
っ
た
（
茂
木
町
了
m日
午
前
8
時
半
、
毎
日
研
間
ヘ
リ
か
ら
撮
影
）

泥
水
に
浮
く
茂
木
町 、ク

り
な
が
ら
約
一
討
ウ
ロ
ウ
ロ
。
町
に
と
り
か
か
る
主
婦
な
ど
の

中
は
氾
路
も
各
所
で
寸
断
さ
れ
、
見
ら
れ
召
年
に
一
虹
の
大
水
・

自
衛
隊
忠
習
駐
屯
坦
か
ら
紋
扱
と
八
澗
山
系
園
四
雌
の
山
あ
い

隊
が
到
祖
し
た
の
は
午
前
七
時
半
町
を
隅
っ
た
災
由
に
が
っ

<
s

「
茂
木
が
訳
水
。
山
血
れ
で
図
突
っ
走
っ
た
が
、
途
中
迫
路
は
冠
つ
い
た
。
い
つ
も
な
ら
―
二
十
分
ち
過
き
。
国
i
n
l
2
3匂
と
国
鉄
真
て
い
た
。

霊
烏
」
ー
。
午
前
四
時
水
、
貧
町
の
籍
川
に
か
か
る
よ
っ
と
な
の
に
一
一
一
時
皿
も
か
か
っ
岡
線
の
町
切
よ
り
東
側
の
中
心
街
員
線
に
沿
っ
て
爵
盈

翌
ろ
、
支
局
か
ら
呼
び
出
し
霞
橋
上
を
水
が
流
れ
、
走
る
の
が
や
た
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら

mは
ス
地
は
躙
流
に
洗
わ
れ
、
路
上
を
川
は
谷
底
い
っ
ば
い
に
泥
流
を

話
が
入
っ
た
。
あ
わ
て
て
飛
ぴ
起
っ
と
。
ど
う
に
か
七
時
こ
ろ
茂
木
ト
ッ
プ
、
町
の
中
に
は
入
れ
な
の
よ
う
に
流
れ
る
氾
水
を
ぽ
う
然
げ
、
中
に
は
完
全
に
孤
立
し
ャ

き
宇
部
四
か
ら
国
道
1
2
3号
を
町
の
国
鉄
哀
岡
線
印
切
に
た
ど
り
い
。
小
匹
い
空
き
地
に

mを
止
め
と
見
つ
め
る
町
民
や
四
水
し
た
一
限
も
畔
t

町
の
中
央
商
店
街
は

賃
真
岡
線
は
4
日
夜
か
ら
不
イ
ン
ド
ー
を
破
っ
た
躙
流
に
押
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
有
線
放
送
で

通
。
茂
木
釈
わ
き
の
踏
切
は
濁
流
さ
れ
た
漿
用

mを
心
郎
そ
う
に
雌
媒
を
呼
ぴ
か
け
ら
れ
た
が
、
ニ

救
助
の
自
衛
隊
一

流
が
運
ん
だ
板
切
れ
な
ど
で
埋
の
ぞ
き
込
む
新
甲
デ
ィ
ー
ラ
ー
な
閉
に
逃
げ
込
む
の
が
や
っ
と
だ
っ

員

も

立

ち

往

生

ま

っ

た

(
5日
午
前
7
時
40分
ど

藁

畜

。

た

」

と

口

落

ろ

え

、

繋

込

み

を

町
の
中
央
を
走
る
国
皿
に
は
、
撮
影
）
「
こ
の
町
に
は
、
ケ
ー
プ
ル
テ
醗
っ
た
大
水
田
に
鷲
く
ば
か
り
。

腐
か
ら
裔
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
が
"
"
"
＂
＂

E
昔

昔

且

昔
""i
・
レ
ピ
が
あ
る
の
で
ず
っ
と
見
て
い
字
部
宮
支
局

喜
産
毎
懇
け
つ
け
た
自
衛
認
と
ポ
ヤ
＄
洋
昂
店
主
。
シ
ョ
ー
ウ
た
が
、
篇
―
―
一
時
前
に
切
れ
て
し
阿
部
善
男
記
名

息
忠
う
よ
う
に
勁
け
な
い
狐
：
v
y
.

，
1
i
iい
；
ベ

子
。
水
爵
ね
上
げ
て
流
れ
に
入
”

っ
て
は
引
き
返
す
漿
用
印
も
設
を
魯

t

農
ず
、
大
訊
乱
3

-

「
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
復
旧
ま
で
一

カ
月
は
か
か
る
わ
」
と
床
の
氾
水

を
ほ
う
き
で
は
き
出
す
主
婦
、

「
こ
れ
は
鬼
り
物
に
な
ら
な
い
」

庄
”t""”52"
＂5"＂E"＂
t"
＂"t""
＂“

字
都
宮
市
内
の
道
路
も
ド
ッ
プ

リ
冠
水
。
国
道
ガ
ー
ド
下
の
県

道
で
は
、
乗
用
車
が
匠
限
だ
け

見
せ
て
い
た
（
同
市
菜
瀬
で
、

5
曰
午
前
7
碍
40
分
撮
影
）

190 
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道
路
‘
依
然
各
所
で
寸
断

電
話
混
乱
断
水
も
深
刻

台
咸
闘
崩
れ
の
部
用
低
気
庄
に
よ
る
蒙
内
で
壊
波
的
な
打
撃
を
矛
げ
た
戊
木
町
。
水
滋
、
霜
話
な
ど
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
ま
ま
不
安
な

一
夜
生
限
“
し
た
町
民
は
、
六
日
早
朝
か
わ
茫

E
付
け
に
追
わ
れ
な3i示
臼
ほ
、
素
咆
治
辟
~
っ
て
変
わ
っ
た
快
呵
朝
か

9
⇔
笏

太
閤
が
照
り
つ
け

e中
、
プ
ル
ド
ー
ザ
ー
や
大
製
卜

1

巧
ク
が
逹
旦
回
り
、
住
宅
地
や
商
店
街
か
ら
次
々
と
t3
み
＃
運
び
出
し
た

3

名
地

か

2
悶
お
叙
認
”
資
な
ど
も
次
々
と
い
け
芸
苓
な
ど
、
町
民
に
明
全
＄
か
困

0
2
J止
J
い
る
も
災
叫
，
界
版
伽
は
依
然

と
し
て
暉
敷
続
い
て
お
伐
町
に
平
醗
か
因
余
沼
が
な
り
怨
に
な

g
u
4
p

V^,'’‘,9~,

;' 



茂
裔
氏
は
一
筋
夜
明
け
た
六
日
、
災
出
の
殺
片
付
蒻
差
烏
旧
に
向
け
て
塑
迅
し
た

3

各
地
か
ら
蒻
賢
が
埒
せ
ら
れ
、
机
や
県
内
各
市
町
伊
酋
分
た
ち
の
災
褒
臀
越
え
、
同
町

へ

の

負

忍

爺

笑

塵

麟

、

水

や

扉

國

塵

腐

の

生

活

索

蓉

揺

本

的

な

爵

暑

贋

胆

癸

町

の

器

喜

奏

聞

手

段

羹

っ

た

豆

腐

せ

さ

述

恩

J

、
N
T
T嬰
支
社
で

や
、
仕
＂
凰
嘉
闘
が
は
、
五
日
か
ら
六
日
に
か
け
、
同

つ
か
ず
、
向
町
の
住
民
は
い
ら
だ
町
欝
や
町
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
放
一
は
衛
生
血
に
対
す
る
不
安
の
声
が

新
=
[
口
]

木

闘
回
線
に
翌
盗
的
な
慇
屡
ぢ
の
中
で
器
忍
二
日
目
を
迎
力
所
に
腐
の
悪
屈
公
衆
寓
薗
出
て
い
る

3

恋
の
後
に
は
、
チ

習
、
茂
木
町
は
町
怨
広
の
通
い
え
て
い
た
，
最
低
眼
必
四
な
軍
詰
十
五
酋
を
開
設
、
茂
木
局
竹
内
で
フ
ス
や
赤
渕
な
ど
伝
染
病
が
充
生

栃日7
 

月8
 ゚

五
内
で
は
合
わ
せ
て
千
三
百
回
紺
が

日
ダ
か
ら
問
姐
し
た
住
因
に
対
す
復
旧
し
た
た
め
、
こ
の
地
域
で
の

る
伝
パ
サ
ー
ピ
ス
は
六
日
午
後
丘
伝

4
サ
ー
ピ
ス
は
と
り
や
め
と
な

時
坦
住
で
千
百
五
十
通
を
受
け
付
る
＂
伝

4
サ
ー
ビ
ス
は
6
0
2
8

け
て
い
る
が
、
的
七
澗
ば
潤
せ
さ

6
(
2
4
)
2
5
2
5
c

........................... ：
 
................................ ＊・：
．．．．．．．．．．．．． 

す
る
鯰
険
性
が
あ
る
た
め
、
同
町

の
水
古
対
笈
本
部
で
は
、
真
岡
保

健
所
な
ど
の
応
援
で
六
曰
、
殴
水

面
町
中
心
部
が
ほ
と
ん
ど
氾
水
に
し
た
な
料
や
固
辺
の
潤
心
作
菜
を

つ
か
っ
た
た
め
、
住
氏
の
IIUか
ら
開
始
し
芍
対
策
本
部
で
は
、
同

日
か
ら
き
ょ
う
七
日
に
か
け
て
町

中
心
部
を
出
点
と
し
た
ク
レ
ゾ
ー

ル
液
の
散
布
を
行
う
と
と
も
に
、

佐
野
市
、
田
沼
町
、
認
生
町
か
ら

ト
ラ
ッ
ク
で
迎
ば
れ
た
石
灰
六
百

袋
の
散
布
も
実
施
す
る
予
定
で
、

伝
染
祁
な
ど
水
苫
に
伴
う
”
二
次

的
被
古
，
の
防
止
を
行
っ
て
い
'
]
“

i

,

＇

,
9
9
,
 

，
 

，
 

な
っ
た
人
の
遺
族
を
弔
問
し
た

設
町
内
の
被
災
状
況
を
視
漿
し
、

「
町
民
に
は
希
望
を
箔
て
ず
に
頑

国
口
因

水
珀
行
が
破
殷
さ
れ
、
取
水
四
張
っ
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
た
。

麿
水
し
、
三
千
五
百
棉
翠
戸
阿
部
町
昔
今
回
の
水
田
に
つ

が
断
水
と
な
っ
た
｀
水
ば
町
lC
の
い
て
「
茂
木
の
有
史
以
来
の
出
来

:

さ

生

命

線

．

自

衛

緊

給

水

jH
雙
2

事
で
あ

P、
こ
ん
な
に
大
き
薩

f̀
 

を
は
じ
め
宇
部
四
市
、
鹿
靡
、
富
に
4

笛
と
は
予
期
で
き
な
い
こ

.u" 
i
 

9

、
9
9

1

 

と
だ
っ
た
」
と
述
ぺ
、
当
面
食
料
、

た
な
姦
っ
た
。
入
院
僧
の
あ
国
分
寺
町
な
ど
か
ら
紐
々
と
給
水

：

る

茂

木

中

央

病

院

で

は

SJ,C-)て
車

が

対

策

本

部

に

到

哨

町

民

に

襲

、

水

房

農

唇

必

四

な
対
策
に
全
力
を
挙
げ
る
と
し
、

も
動
か
せ
な
い
四
人
の
患
行
を
残
給
水
す
る
た
め
町
内
や
山
間
部
の

並
行
し
て
梃
典
の
た
め
の
救
済
拍

町
内
の
切
院
ほ
泥
水
に
つ
か
り
し
、
令
瓜
自
宅
守
に
一
時
帰
宅
の
披
災
地
に
出
か
け
て
い
く
．

鷹
の
必
狡
性
老
匹
濶
し
た
。

医
瞭
贋
の
ほ
と
ん
ど
が
役
に
立
拍
慇
を
取
っ
た
が
、
残
っ
た
四
人
一
方
、
町
は
メ
ー
カ
ー
の
協
力

に
し
て
も
潤
足
な
泊
沼
が
で
き
な
を
紺
て
水
泊
施
設
の
虹
旧
に
仝
力

剣真

い

＂

を

学

げ

て

い

る

．

同

町

に

は

上

水

器

磨

弯

醤

曰

永

翡

追

一

嘉

、

應

醤

ニ

カ

腐

も

が
医
師
、
百
設
雌
ヒ
人
揺
且
麿
が
あ
る
が
、
上
裔
で
ば
六

情衷0
．
入
証
鷹
畏
テ
ン
ト
で
け
日
ま
で
に
七
割
を
給
水
、
ヒ
日
中

喜
揺
ば
れ
て
く
る
僧
に
ほ
也
旧
す
る
メ
ド
が
立
っ
た
．

員班

凰

腐
燎
に
あ
た
ぞ
い
る

Jili、

腐
日
で
沿
沼
を
受
け
た
人
孜
は

芦るた

二

贋

丈

．

K
匁

罹

の

後

域
片
付
け
な
ど
で
け
か
哀
っ
て
い
薔
対
策
本
部
位
の
阿
部
政
史

如

る

．

．

町

桂

六

曰

午

前

、

水

遮

Uv

洋

．．
 

i
・・・・・…………
．．．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

i
 

の
ま
れ
た
町
底
に
と
っ
て
十
分
と

一

旧

は

い

え

な

い

質

は

「

後

片

付

気

け

作

菜

で

迎

れ

て

き

た

人

の

中

に

病
各
地
か
ら
紐
々
と
町
民
会
館
に
は
食
ぺ
物
を
も
ら
え
な
か
っ
た
人

蒻

貰

紺

べ

喜

哀

喜

、

下

苫

が

な

ヽ

て

困

っ

て

は配心
べ
る
物
も
泥
水
に
の
ま
れ
た
町
氏
い
る
女
性
も
い
た
J

と
い
う
．

と

だ

が

、

但

典

に

向

け

て

辟

付

け

口

由

□□
困
こ

のぁ
を
す
る
匹
は
明
る
い
，
そ
れ
を
支

え
て
い
る
の
が
救
扱
物
資
焚

の害水
災
出
訊
砒
か
ら
企
菜
、
団
体
、
町
諷
会
は
六
曰
午
前
九
時
、
臨

政
党
、
個
人
な
ど
か
ら
窃
せ
ら
れ
時
に
全
哉
凶
を
招
集
し
た
“
阿
部

大

た
お
に
ぎ
り
、
パ
ン
、
甜
涼
飲
料
、
武
史
町
長
か
ら
叫
状
線
告
を
受
け

塩
，
た
ば
こ
、
レ
ト
ル
ト
食
品
、
た
議
は
ば
こ
の
後
四
班
に
分
か
れ

毛
布
、
屯
灯
、
粋
服
な
ど
の
各
輝
全
町
内
の
被
災
状
況
を
認
".:J

の
救
扱
物
資
が
紐
々
」
j

町
LO会
郎
の
曰
午
役
、
そ
れ
ら
の
紹
染
を
拉

に
迎
5
込
ま
れ
て
い
る
。
尺
日
に
ぢ
冴
っ
て
今
後
の
対
策
ヰ
喝
、
し

は
県
か
ら
バ
ン
一
一
千
個
、
米
六
此
た

3

桧
山
汗
雌
議
是
は
「
当
面
、

も
屈
い
た
，
中
に
ば
都
腐
閃
闊
な
ど
直
接
生
活
に
包
っ
＇
、

か
ら
送
ら
れ
た
も
の
も
ふ
る
V
l
g
l迎
か
ら
対
策
を
検
討
し
た
い
」

し
か
し
、
米
や
野
店
を
泥
水
に
と

4
っ
て
い
る
。

192 

まず水、食料、医療
生活の立て直しへ



豪雨禍の茂木

m碑訓暉囀l
.．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．.... _．．．．...．．．．．．．．．．．. ＂.．．．．．．．．．．..．.. _．.．，．、..．．．.．...．．.．.．.．..．．．．”..．..．．．．．．．a.．.．．［

不安、いらだち、暑さ…。住
民の懸命の作業が続けられる

泥
ま
み
れ
の
中
心
街

ゴ
ミ
と
一
緒
に
商
品
山
積

泊
路
両
側
に
ゴ
ミ
の
山
、
家
の
中
に
ま
で
入
り
込
ん
だ
汚
泥
、
売
り
物
に
な
ら
な
く
な
っ
た
商
品
ー
ー
大
水
田
の
傷
跡
が
な
ま
な
ま
し
く
残
る
茂
木
町
。

予
想
外
の
大
洪
水
か
ら
丸
＿
底
夜
を
不
安
と
や
り
塀
の
な
い
慎
り
の
中
で
過
i
J
し
た
同
町
の
住
民
た
ち
は
、
六
日
朝
か
ら
一
斉
仁
家
殷
や
潤
路
の
後
片
付

け
を
開
始
し
た
。
町
中
心
部
を
貰
く
因
逆
ー
2
3号
線
を
は
じ
め
、
町
内
の
珀
路
は
い
た
ゑ
所
で
但
旧
作
菜
の
ト
ラ
ッ
ク
や
プ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
被
災
名
を

品
舞
う
た
め
の
一
般

m両
な
ど
で
大
渋
覇
外
部
か
ら
町
中
心
部
に
入
ろ
う
と
す
る
IUが
長
蛇
の
列
を
な
し
た
．
町
全
体
が
潤
乱
す
る
中
で
、
町
の
水
B

対
策
本
部
を
中
心
と
し
た
救
援
活
勁
が
前
日
に
引
き
続
き
行
わ
れ
た
＇
「
水
が
足
り
な
い
」
「
食
事
の
支
度
も
満
足
に
で
幸
な
い
」
「
冨
話
は
い
つ
に
な

っ
た
ら
・
・
・
」
な
ど
、
大
打
撃
か
ら
立
ち
肛
ろ
う
と
す
る
住
民
た
ち
の
訴
え
は
切
実
な

千
万
円
近
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
約
一
キ
。
手
前
か
ら
歩
き
始
め
た
益

い
う
蒻
の
経
股
埜
―
)
は
「
火
子
町
の
染
物
菜
、
日
下
田
正
さ
ん

災
保
険
に
は
入
っ
て
い
る
が
、
ま

(e
（
ぽ
「
お
ば
あ
さ
ん
が
茂
木
町

さ
か
水
古
に
遭

2
Jは
・
・
・
」
と
、
に
住
ん
で
い
る
の
で
心
配
で
・
・
・
。

思
わ
ぬ
大
水
古
に
や
り
切
れ
な
い
食
料
と
水
｀
潤
田
薬
な
ど
を
持
っ

思
い
を
つ
ぷ
や
く
よ
う
に
し
て
い
て
き
た
ん
で
す
が
、
渋
滞
が
激
し

た

。

い

の

で

。

益

子

町

よ

り

茂

木

の

方

同
町
に
向
か
う
珀
路
は
ほ
と
ん
が
被
田
が
ひ
ど
そ
う
で
す
ね
J

と

ど
が
大
渋
瑚
ニ
ュ
ー
ス
で
同
町
話
し
な
が
ら
炎
天
下
を
町
中
心
部

の
登
状
を
知
っ
た
同
町
出
我
者
や
に
向
か
っ
て
念
い
で
い
た
，

片
付
け
に
辺
わ
れ
て
い
る
状
態
住
民
の
親
せ
き
な
ど
が
嬰
一
斉
不
明
の
男
性

発
見
で
き
ず

で
、
被
害
韓
苫
を
す
ゑ
芽
ら
な
に
詰
め
か
け
て
き
た
た
め
で
、
わ

い
ら
し
く
、
訪
れ
る
の
は
大
半
が
ず
か
数
百
ぷ
進
む
の
に
も
一
時
間

人
家
の
被
古
が
比
較
的
饉
い
周
辺
近
く
か
か
る
始
末
。
こ
の
た
め
、
一
方
、
自
撃
も
の
話
か
ら
行
方

捜
の
住
民
だ
と
い
う
。
目
的
地
ま
で
の

mの
莱
り
入
れ
を
不
明
が
心
記
さ
れ
て
い
る
一
人
の

漿
に
よ
る
欝
が
摂
哭
き
あ
き
会
、
晶
い
の
喜
蒻
刃
性
に
対
す
る
捜
索
活
動
も
茂
木

か
っ
た
町
中
心
部
腐
平
2
3

っ
て
歩
き
出
す
人
が
続
出
し
た
。
署
欝
潤
防
団
、
吼
箆
農

号
線
の
阿
側
に
並
ぷ
商
店
街
で
国
潤
2
9
4号

繁
町
中
心
部
の
一
に
よ
っ
て
前
日
に
国
整
午
前

八
時
半
か
忌
粕
屯
下
流
で
行
わ
れ

町
役
場
二
陪
に
股
け
ら
れ
た
水
は
、
各
商
店
の
前
に
泥
水
で
斑
り

た
が
、
こ
の
日
も
発
見
さ
れ
ず
、

害
対
策
本
部
に
は
、
朝
か
ら
町
内
物
に
な
ら
な
く
な
っ
た
商
品
が
ゴ

ま
た
行
方
不
明
も
の
同
け
出
も
な

裔
の
住
居
か
次
々
と
訪
れ
、
被
ミ
と
一
緒
に
山
積
み
に
さ
れ
、
各

か
っ
た
。

翡
況
を
包
ぬ
そ
れ
ぞ
れ
の
店
と
も
店
舗
内
の
汚
泥
を
洗
い
流

窮
状
キ
味
え
て
い
く
。
欝
の
欠
応
滅
か
ら
嬰
つ
け
て
い
た
。
一

担
、
山
崩
れ
に
よ
る
田
畑
へ
の
土
五
日
未
明
の
没
水
時
に
は
「
商
品
―

砂
の
流
入
な
ど
、
大
水
田
に
よ
る
よ
り
命
が
大
切
」
と
遊
難
を
侵
先

様
々
な
披
古
が
報
筈
さ
れ
る
が
、
さ
せ
た
商
店
主
た
ち
染
口
の
前
に
―

住
民
の
対
応
を
す
る
町
職
貝
に
よ
山
積
み
さ
れ
た
品
れ
な
い
商
品
り

翌
、
床
上
ま
で
没
水
し
た
町
中
に
は
無
念
の
表
情
。
祠
品
の
九
一

心
部
の
住
民
は
、
自
分
の
家
の
扱
四
が
だ
め
に
な
っ
た
。
掴
古
は
三
一

道路は大渋滞
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応“
披
災
地
ヘ
ー
．
渋
滞
に
巻
要
蛍
れ
た
車
を
捨
て
歩
き
出
す
人
も
・
・

116日
｀
茂
木
町
坂
井
・
国
飢
2
9
4
号
諒
で

茂
木
町
仲
町
、
西
JII
ス
ト
ア
と
災
片
付
け
を
始
め
た
ば
か
り
。
布
団
、
食
べ
物
ま
で
み
ん
な
使
え
い
る
が
、
今
一
番
欲
し
い
の
は
学

（
醤
店
）
店
長
、
西
川
精
一
さ
で
き
る
だ
け
早
く
店
を
再
開
し
た
・
な
く
な
っ
芍
昨
夜
は
一
家
四
人
校
の
教
科
可

ん
(
-
1

七

）

店

の

品

物

は

ほ

と

ん

ど

い

。

で

四

類

の

女

に

泊

め

て

も

ら

い

、

向

町

上

砂

田

、

阿

部

酒

造

店

店

念
。
と
笞
っ
て
も
天
災
だ
か
ら
同
町
大
町
、
会
社
鼻
‘
=
-
＿
村
充
き
ょ
う
み
ん
な
に
手
伝
っ
て
も
ら
員
｀
渡
辺
途
雄
さ
ん
（
ぎ
）
函

仕
方
が
な
い
。
き
ょ
う
取
引
先
や
夫
さ
ん
（
四
―
-
）
衣
に
は
か
ろ
う
じ
っ
て
設
片
付
け
を
し
て
い
る
。
中
の
中
に
入
っ
た
泥
が
ヘ
ド
ロ
状
に

質
に
手
ぽ
っ
て
も
ら
っ
て
や
っ
て
仏
墳
が
残
っ
た
だ
け
。
毀
か
ら
学
二
年
と
小
学
二
年
の
女
の
子
が
な
っ
て
し
ま
い
困
っ
て
い
る
。
朝

1
,
i鵬
麟

早

く

A
か
ら
氾
を
か
ぶ
っ
て
使
え
な

―

●

託

げ

譴

闘

鱈

に
巡
ま
な
い
。

同
町
酉
郭
内
、
馬
謹
製
め
ん
所

喜
、
罵
輝
カ
ツ
さ
ん
（
五
七
）
朝

-q・冒
[

'

‘

9

 

か
ら
家
族
令
ば
で
部
紺
の
中
に
入

k
 

i
 

ご
．
は
い

’y,．
っ

た

泥

嘉

い

郡

て

い

る

二

mの
牲
一
十
五
枚
は
全
部
氾
水
を

か
ぷ
っ
て
し
ま
い
使
え
な
い
。
エ

腐
唄
め
ん
限
も
当
分
曲
か
せ
モ

う
に
な
い
。
町
か
ら
食
料
の
配
給

が
あ
っ
た
が
、
も
う
少
し
漿
珀

や
し
て
は
し
い
心

向
町
下
郭
内
チ
ャ
ー
ム
磨

蒻
喜
、
工
藤
聾
津
江
さ
ん
(

r

．ム）

ド
ラ
イ
ヤ
ー
や
ス
チ
マ
ー
パ
ど

怠
は
製
品
は
水
に
ぬ
れ
て
使
え

怒
な
っ
た
が
、
日
用
品
で
使
え

る
物
は
氾
を
芭
J

し
て
使
い
た

ぃ
．
沿
話
が
不
面
な
の
で
一

nで

も
が
く
虹
旧
し
て
は
し
い
。

九
二
棟
▽
同
一
部
破
胆
一
、
三

死
者
。
不
明
は
20人
[
[
口
且
彗
峠

▽
硝
路
狽
班
九
、
七
五
八
カ
所
▽

醤
庁
が
合
午
後
五
時
現
在
方
不
明
二
人
、
臼
惚
む
六
十
四
人
明
は
的
本
后
手
の
各
一
人

3

そ
稿
流
失
二
五
カ
所
区
鉗
防
決
壊

翌
と
め
た
へ
2
風

10号
に
伴
う
大
と
な
っ
て
い
る
。
死
も
の
腐
は
、
の
ほ
か
の
主
な
被
田
は
次
の
通
一

0111
カ
所
▽
山
．
が
け
崩
れ

摂
裾
詣
、
閃
東
、
東
北
な
じ
J

拘

委

人

、

茨

城

、

宮

城

各

四

人

、

り

。

一

、

二

八

七

カ

所

裟

麿

薔

一
部
十
五
邸
で
死
岱
＇
八
人
、
行
福
望
人
、
加
岡
一
人
。
行
方
不
▽
建
物
全
域
二
九
棟
▽
同
半
煉
＝
―
-
四
カ
所
▽
船
舶
被
古
九
災

「
食
料
、
電
話
早
く
」
窮
状
訴
え
る
住
民

詈

「
]
冒
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◇
照
セ
ン
ク
ー
に
は
限
や
傘
笈
懸
―
_
＿
怠
伽
え
つ
け
ら
れ
た
。
念
紐
資
の
申
し
込
み
甜
禅
か
あ
っ
た

こ
う
し
た
な
か
、
町
や
叫
に
よ
る
本
か
ら
、

5
を

改

湯

累

屈

い

た

。

町

叫

m名
は
大
半
の
暉
因
が
国
道
な
と
い
う
。

腐
籠
猛
醤
ま
っ
た
。
町
で
開
硲
料
水
、
お
に
音
、
古
泊
、
ク
ど
の
土
砂
崩
れ
の
磁
へ
出
向
き
、
逼
芳
賀
町
に
災
害

救
助
法
を
適
用

は

愚

L所
な
ど
の
諏
瓜
約
五
十
人
ワ
シ
、
洗
剤
、
米
や
企
塩
、
災
困
救
辺
朽

m両
の
幣
耶
な
ど
に
当
た
っ
た
。
国

が
一
戸
一
戸
を
回
り
、
防
疫
の
た
め
ク
晶
・
・
・
。
町
民
が
次
々
に
訪
れ
て
は
岱
ち
追
や

m血
な
と
町
外
へ
出
る
主
な

m路

レ
ゾ
ー
ル
謳
霧
し
て
歩
い
た
。
五
臼
逗
る
。
役
均
や
匹
訟
な
ど
を
中
心
に
匹
爽
日
ま
で
に
は
ほ
ぼ
惜
し
た
。
役
毘
骨
攻
、
椋
閑
沸
四
町
に
災

夜
に
電
氣
が
懲
旧
し
た
の
に
続
葵
六
話
も
一
部
で
担
旧
し
た
。

N
T
T茂
木
域
で
は
住
氏
耶
本
台
眼
な
と
が
水
に
つ
杏
救
助
法
李
照
mし
た
。
同
町
で
は
床

日
に
は
歪
も
一
部
で
偲
吝
を
ぢ
に
局
に
は
東
京
な
と
か
ら
ト
レ
ー
ラ
ー
で
か
っ
た
が
、
紛
巻
た
も
の
は
な
く
、
上
漿
が
百
八
十
出
叩
、
床
下
陵
水
が

な
っ
た
。
咽
細
節
ぼ
広
域
抒
政
事
蘭
非
常

mか
盆
g
際
迎
ぴ
込
ま
れ
、
十
日
出
生
屈
な
ど
涼
忠
な
も
の
に
限
っ
て
は
千
五
百
出
犀
士
な
り
、
過
去
に
例
が
な

合
の
パ
キ
ュ
ー
ム
カ
ー
も
集
籾
し
、
く
ほ
と
で
全
血
復
旧
を
目
珀
し
て
作
菜
が
受
け
付
け
P
始
ま
っ
た
。
足
利
坦
虹
戊
い
被
布
U
な
っ
た
。

に
つ
か
っ
た
茂
盃
咲
ハ
曰
か
ら
、
本
語
な
桐
貨
が
始
ま
っ
た
。
ド
ロ
ま
み
れ
の
字
々
は
泊
氾
さ
れ
使
い
が
努
、
次
々
品
笛
さ
れ
令
口
を
昂
苓
遥
だ
。
裸
客
れ
て
い
る
。
町
内
に
諮
碍
霞
杢
酋
癸
口
か
忌
呆
喬
叩
、
緊
こ
れ
窯
奢
器
注
の
開
は
、
茂

奇
、
益
イ
町
と
答
わ
せ

1

・
面
に
な
っ

も

の

に

な

ら

な

く

な

っ

た

家

欝

い

な

ど

の

言

歩

し

ず

つ

韮

倉

。

だ

が

大

沓

の

ポ

ぁ

中

は

闘

鱈

戸

い

。

積

ま

豪

雨

被

害

2
4
0億
円
に

「

薔

陸

一

千

万

且

上

に

毎

で

畏

爵

槃

部

が

六

昂

菩

一

時

円

▽

染

郎

盟

が

璽

十

八

祭

八

復

旧

作

業

を

大
き
く
、
街
幻
は
至
る
U
こ
そ
品
霰
く
積
ま
れ
た
ゴ
ミ
だ
ら
け
。
町
が
元
通
り
に
な
る
の
に
ほ
か
な
り
の
時
間

し
ょ
う
。
夏
惣
苓
蔀
ダ
メ
に
な
っ
習
互
杢
あ
た
苗
瓜
囚
ヲ
ヽ
ず
れ
の
百
万
円
。

が
か
か
り
そ
つ
だ
。

喜

九

割

は

ダ

メ

に

な

名

醤

の

す

ぐ

わ

き

で

、

者

宰

パ

ー

全

）

は

、

雙

事

の

き

に

淡

々

と

口

た

の

で

、

羹

姦

悠

の

梵

月

半

覇

璽

隠

薔

ほ

そ

の

援

被

害

金

額

は

翌

が

追

む

の

に

従

っ

見

合

わ

せ

る

在

ー

は

ん

ら

ん

し

た

常

に

近

い

町

て

「

い

は

ら

」

器

巽

原

器

苔

ん

＿

添

楠

い

た

。

天

荏

之

ま

菜

が

つ

か

ば

か

ら

で

し

ょ

う

。

―

-

＿

百

万

円

や

さ

を

に

変

、

唇

、

藝

設

光

、

土

て

、

哀

品

菟

委

。

真

岡

線

と

烏

山

線

ら

の

欝

な

盆

じ

い

忘

曼

ん

で

＊

郎

合

わ

せ

て

二

嘉

四

古

畢

＝

酋

一

方

、

家

属

の

醤

は

璧

漿

が

合

風

10
扁
れ
の
欝
器
庄
に
よ

し
ょ
う
が
、
こ
こ
ま
で
撤
旺
し
て
や
ら
一
―
-
＋
九
万
習
に
這
し
た
。
二
千
二
百
九
十
八
戸
、
床
下
浸
水
が
六
る
大
山
破
内
で
国
欧
口
岡
線
と
い
山
線

れ
る
U
4
三
・
・
」
。
こ
う
話
し
な
が
ら
内
訳
文
寅
ぽ
蔀
印
係
の
暉
菜
珈
痕
や
千
二
亘
ハ
＋
＝
＝
戸
、
全
域
が
一
―
-
＋
一
は
六
日
も
不
通
と
な
っ
て
お
り
、
約
―
―
―

も

、

休

扁

も

な

、

ホ

ー

ス

で

の

裏

，

也

泉

七

穴

ぽ

ハ

千

万

円

▽

戸

、

半

域

が

五

十

五

戸

ー

な

ギ

后

っ

丈

の

利

鷹

の

足

が

ス

ト

ッ

プ

し

て

ド

ロ

ヰ

洗

い

溶

手

。

林

和

5
亮

部

が

二

十

三

墜

芋

五

四

万

て

い

る

。

い

る

。

両

紺

”
{
h
苓
域
に
わ
た
っ
て
十

禾

没

か

ら

一

日

た

っ

た

茂

木

町

・

数

力

所

で

線

路

が

ナ

砂

に

皿

ま

っ

て

い

は

、

佳

氏

た

摂

梨

欝

荏

阻

紅

け

る

う

え

、

周

叩

が

水

び

た

し

で

人

が

近

貨

に

入

っ

た

。

潤

流

が

勢

い

よ

く

流

づ

け

な

い

た

め

、

国

鉄

で

は

、

和

111作

れ

欝

も

、

懲

足

の

二

述

主

で

菜

を

兄

令

わ

迂

て

い

る

。

水
位
架
が
り
、
流
れ
つ
い
た
h
ミ

が

国

欽

揺

固

本

部

で

は

水

が

ひ

さ

し

盟

席

め

る

。

な

か

に

は

さ

か

ら

足

い

祖

叩

臭

に

人

る

力

釘

だ

が

、

い

胃

て

き

た

の

か

、

卒

腐

ま

で

。

僑

尉

皐

一

い

始

元

か

ら

の

闊

緊

窒

匪

く

の

腿

詈

璧

老

塁

し

て

お

り

、

そ

れ

ま

で

は

パ

ス

が

代

化

し

た

た

め

プ

ル

ド

ー

ザ

ー

が

次

々

と

朽

す

る

。

“

岡

線

は

附

ま

で

に

あ

と

ト

ラ

ッ

ク

に

翌

、

弓

農

一

胤

吝

い

か

か

る

と

み

て

い

る

。

水
戸
線
で
禁
山
十
館
問
は
す
で
に

喜

て

い

る

が

、

直

凰

に

な

っ

た

閉

層

晨

゜

＿

逆
川
の
す
ぐ
わ
き
に
否
笈
沢
松
太

嬰

及

が

庁

醤

叫

＂

の

器

、

一

階

面

盟

が

路

っ

た

た

め

、

叶

分

バ

ス

が

腐

や

家

財

四

枯

か

す

べ

て

ド

ロ

を

か

ぺ

り

す

令

内

雌

ー

友

部

皿

は

ハ

11り

ぶ
っ
て
ダ
メ
に
な
り
が
ら
ん
ど
う
。
一
後
一
時
．
—
+
“
分
に
叩
通
し
た
。

「
四
さ
な
け
れ
ば
、
し
よ
う
が
な
い
け

ぎ
ニ
カ
月
は
か
か
る
で
し
ょ
う
。
当
一

分
、
一
蔽
ヱ
位
ら
す
し
か
な
い
で
す

ね

」

と

砧

し

て

い

た

。

．

••••.•••••••••••••••••••••••••••• ゴ
ミ
と
化
し
た
向
品
が
次
々
に
プ
ル

ド
ー
ザ
ー
で
捻
て
ら
れ
て
い
く
11茂
杢

閉

疇
蹟
ゴ
ミ
も
少
し
ず
つ
片
付
く

會

戸
會

戸
を
消
毒
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-t～吟臼芦～ー・・

ドロ水で使えなくなった生活用品を処珊する作業員一茂木町で

癸
町
職
員
か
ら
改
戎
『
．
丑
の
食
料
を
受

低
る
被
災
住
民
1
1
町
民
セ
ン
タ
ー
で

員
で
土
砂
の
除
去

―
褐
色
の
水
道
水

給
水
車
フ
ル
迎
転

-
＾
薔
＞
奢
、
霞
気
は
懸

畜
の
製
活
動
で
一
部
の
地
城
を
一

除
き
ほ
ぼ
回
似
し
た
。
し
か
し
水
―

追
の
蛇
口
か
ら
出
る
水
ほ
褐
色
に

潤
り
、
飲
料
水
に
は
適
さ
な
い
。

白
衛
隊
と
宇
祁
匹
市
な
ど
の
給
水
~

磨
台
が
町
内
を
翡
腎
、
水

嶺

皐

歪

同

時

に

、

奢

諜

記
紐
~
癸
面
で
町
の
三
分
の
一
が
水
に
つ
か
っ
た
灼
悩
簗
喜
ハ
日
、
ニ
ロ
自
に
な
っ
て
猛
墓
恩
っ
た
迎
川
も
含
や
く
態
。
「
一
曰
も
早
く
店
を
胤
し

裔
が
下
が
っ
た
。
町
民
は
や
や
招
裔
送
を
取
り
仄
し
、
田
生
に
向
け
て
動
き
出
し
た
が
、
そ
の
似
跡
は
大
き
く
、
い
つ
に
な
る
か
分
な
い
と
組
由
が
蹄
え
る
ば
か
り
」
職
口
に
よ
る
破
狽
し
た
水
追
翫
の

修
欝
終
日
続
け
ら
れ
た
。

と
、
商
店
で
は
泥
を
か
ぶ
っ
た
臨

ま
た
、
電
話
は
N
T
T露
恨
露

品
を
廃
菜
し
て
ス
ペ
ー
ス
を
確
保

か
ら
な
い
店
〈
出
箭
に
慌
た
だ
し
い
一
曰
を
送
っ
た
。

＾
醤
＞
町
水
古
対
策
本
部
一
き
に
植
ま
れ
た
生
活
用
品
の
ガ
レ
ほ
元
と
の
家
が
漿
に
つ
か
っ
日
Ill
晶
ば
か
り
で
、
ご
み
の
欝
す
る
こ
と
に
や
っ
き
に
な
っ
て
い
闘
の
装
腐
が
水
び
た
し
に
な

は
、
各
戸
窟
出
さ
れ
た
追
路
芝
キ
や
士
砂
の
除
去
に
追
わ
れ
た
。
一
た
た
め
、
他
え
な
い
密
器
只
ゃ
一
て
嬰
ダ
ン
プ
カ
ー
約
一
台
分
。
た
。
り
、
各
家
脳
の
通
醤
は
完
全
に

迩
絶
え
た
ま
ま
。
町
役
燐
や
茂
木

町
内
の
ダ
ン
プ
な
ど
を
総
動
只
し
そ
れ
に
対
し
て
、
家
邸
の
主

小
、
中
学
校
、
各
郵
使
屈
煎
な
ど

て
町
は
ず
れ
の
埋
控
号
地
ヘ
ピ
婦
は
「
ま
だ
矩
え
る
も
の
が
あ
る

に
無
料
で
使
え
る
特
設
の
公
衆
霞

ス

ト

ン

愉

送

し

た

。

か

も

し

れ

な

い
j

と
日
用
品
を
臨

話
が
開
通
、
さ
ら
に
町
内
八
カ
所

一
方
、
各
家
底
で
は
床
が
位
か
に
広
げ
て
選
別
す
る
姿
が
自
立
っ

に
百
三
台
の
宮
詰
機
が
設
阻
3/J

ず
、
磁
も
入
れ
愛
ら
れ
な
い
状
た
。

一
れ
、
遥
闘
の
翌
き
や
知
人
に

無
事
を
知
ら
せ
る
光
殿
が
見
ら
れ

た。

家
財
広
げ
選
別
す
る

t
婦
も

総
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H

ー
リ
ス

•
ウ
エ
ノ

ス
ナ
ッ
ク
‘
洗
剤
な
ど
贈
る

被
災
地
に
救
援
物
資

食
料
や
毛
布
続
々
届
く

9̂弓
腐
セ
ン
タ
菜
虚
っ
と
い
う
閻
に
な
く
な
っ

ー
に
は
、
日
赤
や
眼
な
ど
か
ら
食
た
。

料
や
毛
布
な
と
の
救
援
物
資
が
続
あ
る
轟
は
「
冷
靡
が
流
さ

々
と
屈
け
喜
。
被
災
住
民
は
れ
て
し
ま
い
、
食
料
は
ほ
と
ん
ど

懲
符
け
の
途
中
と
み
ら
れ
る
泥
な
い
。
平
く
片
付
け
を
す
ま
せ
、

ま
み
れ
の
服
装
で
訪
れ
、
忙
し
さ
家
族
全
貝
で
ゆ
っ
く
り
と
お
い
し

を
嘉
が
わ
せ
て
い
た
。
水
道
が
い
物
を
食
べ
た
い
」
と
、
大
き
な

完
全
復
旧
し
て
い
な
い
た
め
か
、
袋
を
指
え
足
早
に
帰
っ
て
い
っ

ジ
ュ
ー
ス
類
が
よ
く
さ
ば
け
、
卜
た
。

マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
の
生
鮮
野
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靡

披災から3日目＂町中心部街路には依然としてガレキの山が・・・一茂木町

郎
台
風
iOサ
災
古
対
策
本
部
は

七
日
も
被
災
地
の
位
旧
作
棠
と
披

由
調
査
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
同

日
午
咎
二
時
珀
在
で
郎
内
全
城
の

被
支
斯
器
二
百
八
十
一
憶
七
千

六
百
八
十
九
万
九
千

Plに
上
っ

た
＂
内
は
沼
路
や
橋
の
掴
隈
な

'J土
木
部
関
孫
が
百
五
十
二
億
四

千
五
百
九
十
二
万
円
、

g
地
や

g

真
岡
゜
烏
山
線
は

令

折
り
返
し
迎
転
を
続
げ
る
は
か
、

部
再
開

県
下
の

害

282
円
に

知
事
ら
き
ょ
う
提
出

渡
辺
文
雄
知
屯
訊
僻
部
は
き
ょ
う
八
日
上
京
し
、
国
土
、
牒
林
水
仰
、
建
設
、
瞑
生
、
自
治
、
大
蔵
各
省
庁
に
「
台
風
10ザ
に
伴
う
安
雨
に
よ
る
災
ヤ
紺
旧
対
策
に
関

悶
迎
沼
巴
索
屈
、
叫
栂
闊
念
腐
に
も
協
力
を
依
頓
す
る
二
咄
望
は
激
荘
慇
定
し
て
の
餡
定
な
ど
叶
謎
褪
服
七
項
目
。
激
砧
災
古
の
珀
定
を
受
け
る
と
、
公
昧

土
木
施
設
や
牒
地
の
位
旧
＂
菜
に
対
し
、
一
園
手
郎
い
田
源
拍
血
が
図
ら
れ
る

3

ま
た
、
県
白
910サ
災
古
対
策
本
部
が
七
曰
硯
伍
で
ま
と
め
た
被
叩
船
額
は
前
日
よ
り
四

十

億

円

堺

え

、

二

百

八

十

一

ぼ

七

千

六

百

万

円

に

逹

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。

1

1

関

連

記

事

2
面

檄
紐
災
古
に
は
全
国
対
匁
の
詣

定
（
本
激
）
と
市
町
村
対
象
の
招

定
（
島
地
激
荘
災
古
U
同
激
）
が

あ
る
。
東
日
本
を
腹
っ
た
唆
雨
禍

が
本
激
に
詣
定
さ
れ
な
く
と
も
、

茂
木
、
益
子
、
芳
賀
、
そ
の
他
の

市
町
の
被
因
が
指
定
駅
郎
を
超
え

て
い
｝

eと
判
断
さ
れ
れ
ば
、
土
木
、

ぬ
務
、
林
筋
琶
胆
栂
蕊
分
野

別
に
屈
檄
の
指
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
者
る
。
詣
定
さ
れ
る
と
、
も

の
に
よ
っ
て
ぱ
全
額
国
庫
臼
担
で

位
旧
に
収
り
組
め
る
も
の
も
出
て

く
る

9
中
央
防
災
会
議
（
会
位
・
中
曽

根
総
迎
）
の
宿
議
を
経
て
悶
議
決

定
す
る
が
、
同
檄
と
し
て
判
断
さ

れ
る
切
合
の
拍
定
時
期
は
、
今
年

度
末
に
な
る
，

農
笥
胆
物
の
被
古
に
つ
い
て

は
、
低
利
率
の
策
金
の
底
通
拍
皿

や
農
菜
共
済
金
の
早
期
支
払
い
を

農
業
共
済
金
早

期
支
払
い
な
ど

7
項

H
の
特
別
措
置

に在叫
つ定痰望
いの 望す
て早僭る
の期に゜
国実ば
庫施こ
負（のの
担 災 は-s 

包9か
災救 (r)
•M IJJj災
弔四古

住
宅
金
融
公
庫
北
閃
束
支
所
は

七
日
、
今
回
の
t
5
雨
で
住
宅
に
災

内
を
受
け
た
人
に
対
し
f

災
内
紅

興
住
宅
資
金
」
の
融
資
を
行
う
こ

と
を
決
め
た
．
剪
集
期
皿
は
き
ト

う
八
臼
か
ら
六
十

l
-
i

年
八
月
五
日

ま
で
の
二
年
叫
融
資
条
件
は
次

の
通
り
．扉投

1
1
耐
火
住
宅
九
百
十
万

円
、
木
辿
住
宅
八
百
万
円
、
さ
ら

に
土
地
取
叫
穀
五
百
万
円
と
幣
地

毀
二
百
五
十
万
円
の
い
ず
れ
か
を

贔
せ
融
資
の
新
咬
住
宅
の
購
入

1
1
耐
火
千
四
百
十
万
円
、
木
珀
千

三
百
万
円
＠
中
古
住
宅
の
購
入
II

南
火
九
百
八
十
万
円
、
木
迎
八
百

万
円
の
補
作
1
1
耐
火
四
百
五
十
万

円
、
木
珀
四
百
万
円
、

百
五
十
万
円
、
移
眠
資
・

十
万
円

3

貿
は
年
五
，

0
五・

期
間
は
十
年
（
補
修
の
~

ら
l

＝
干
器
（
耐
火
住

研
咽
由
裔
宅
の
購
入
―

ま
で

9
建
設
、
新

i

は
「
建
5

が
条
件
一

定
3
が・

以
K
の

村↑店」mし
込
む
。

痢
物
被
古
の
店
務
部
閃
係
が
九
十
し
、
残
る
の
は
茂
木
町
の
七
百
七
ぺ
て
迎
転
を
げ
叫
鉄
珀
は

g
岡

六
憶
八
千
二
百
七
十
九
万
一
千
十
世
花
（
三
千
七
十
人
）
の
水
辺
郷
が
詞
曰
午
設
＿
＿
一
時
四
十
四
分
下

円
、
治
山
施
設
や
林
道
の
糾
戚
な
複
18が
符
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
館
企
か
つ
下
館
ー
籾
岡
間
の
折
り

ど
林
粉
観
光
部
闘
が
一
―
-
+
―
面
が
、
完
全
也
旧
に
は
ま
だ
敬
日
が
返
し
測
艇
を
皿
始
し
た
が
、
全
面

四
千
八
百
十
八
万
八
千
円
か
か
る
見
込
み
｀
こ
の
た
め
、
近
役
旧
に
は
四
、
五
日
か
か
る
見
込

欝
作
業
で
は
、
五
曰
の
時
点

g市
町
の
給
水
車
二
台
が
水
の
供
み
。
屈
山
絞
も
同
曰
夕
か
ら
宇
部

で
一
市
八
町
で
被
出
を
受
け
た
断
給
を
続
け
て
い
る
．
畠
・
宝
珀
寺
ー
仁
井
田
間
で
一
部

水
は
こ
の
日
｀
烏
山
町
の
二
十
七
翰
送
網
は
、
因
鉄
、
関
東
、
屯
の
列
山
の
拓
り
返
し
迎
転
を
始
め

世
栢
（
約
西
人
）
の
水
逍
が
辺
旧
野
パ
ス
の
路
線
の
ャ
―
-
＿
系
統
が
す
て
お
り
、
閲
夕
の
時
皿
荀
に
限
り

被
災
者
に
復
興

住
宅
資
金
融
資
住 金

足
銀
が
個
人
向
け

に
復
旧
特
別
融
資

足
利
銀
行
は
七
日
、
台
風
10サ

被
災
ど
に
対
し
＿

役
旧
特
別
融
資
•
一

め
た

3

な
具
、

金
で
、
融
資
限
度
額
三
百
万
円
°

隙
資
期
間
は
ヒ
年
以
内
五

七．

0
を
担
保
は
不
奨

か
ら
十
月
i
t

平
一
曰
i

の
店
舗
で
取
り
扱
う
。
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な
せ
、
逆
川
は
は
ん
ら
ん
し
た
の
か
、
今
餃
の
対
応
は
ど
う
す
べ
き
か
ー
。
町
中
心
部
が
ス
ッ
ボ
リ
水
の
中
に
没
し
た
茂
木
町
．
悪
夢
か
ら
＝
＝
日
た
ち
、
よ
う
や
く
包
旧

へ
の
製
が
本
格
化
し
て
き
た
が
、
関
係
若
の
目
は
「
な
ぜ
、
逆
川
が
1
」
。
七
日
ま
で
に
初
め
て
分
か
っ
た
茂
木
町
の
雨
聾
は
一
ニ
ニ
四
ミ
リ
に
述
し
、
最
大
時
間
当
た
り
固

慧
翌
哀
に
も
の
ぽ
っ
た
．
町
、
眼
と
も
「
考
え
ら
れ
な
い
雨
攪
」
点
い
「
記
録
的
な
雨
費
が
訊
接
の
原
因
」
と
ほ
指
摘
す
る
．
だ
が
、
糀
翌
れ
た
上
流
に
比
べ
、

ぐ
っ
と
狭
く
ヽ
な
ゑ
臣
中
心
部
、
加
え
て
曲
が
り
く
ね
り
、
水
が
あ
ふ
れ
る
と
関
の
よ
う
に
な
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
な
ど
，
瞑
撃
州
を
受
け
る
事
情
は
あ
っ
た
．
か
な
り
の
雨

黙
あ
っ
た
鳩
合
は
「
今
回
の
よ
う
な
事
態
も
考
え
ら
れ
る
」
と
町
は
以
前
か
ら
バ
イ
パ
ス
や
ダ
ム
な
ど
を
県
、
国
に
希
沼
し
て
い
た
こ
と
も
胆
や
か
に
な
っ
た
。
再
び
同

じ
墨
翔
茂
木
町
を
襲
え
ば
同
じ
災
害
が
臀
吾
れ
る
わ
け
で
、
県
も
逆
川
房
誓
ら
に
「
ダ
ム
、
遊
裔
バ
イ
パ
ス
も
検
出
し
て
い
く
J

と
砥
袈
深
刻
に
呼

け
翡
め
て
い
る
．

県
拡
充
、
ダ
ム
な
ど
検
討「

も
う
土
の
嘉
度
で
は
特
た
な

，

豆

。

逆

J

I

I

製

ふ

れ

始

め

て

い

茂
木
町
の
河
野
辺
武
廷
股
課
長
町
巽
助
役
は
公
務
不
荏
河

全
＾
）
の
自
宅
に
眼
か
ら
緊
急
翫
話
野
辺
課
長
、
近
田
司
令
と
石
崎
甜

が
入
っ
た
の
は
四
日
午
後
九
時
四
町
厚
生
諜
民
の
三
人
が
協
磁
”
寅

十
五
分
C
ろ
.
f
誓
成
水
位
の
l
任
は
三
人
が
と
歪
と
午
後
十
一

吠四
ば
八
0
庶
gえ
た
J
•
関
係
機
関
時
四
十
五
分
、
洞
雉
命
令
を
出
し

J

に
通
報
し
町
役
場
へ
．
宜
岡
潤
防
た
。
町
始
ま
っ
て
以
来
。
有
線
テ

密
茂
木
分
署
民
の
近
田
利
辛
司
令
レ
ビ
で
呼
び
掛
け
、
サ
イ
レ
ン
を

llI 
拍に

名
）
も
署
負
、
団
棗
約
百
人
を
集
一
度
、
二
度
‘
=
＝
腐
町
民
セ
ン

烹
5

め
、
逆
川
の
土
の
磁
み
を
指
示
、
タ
ー
に
は
ま
だ
七
衣
族
．
二
T
人

号
蒻
＋
時
す
ぎ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
ど
．
浬
似
は
ん
え
し
た
こ

り
町
―
1
0
~前
設
の
雨
が
謀
い
か
か
と
が
な
く
、
町
民
も
半
侶
半
疑
だ

り
、
十
一
時
半
の
団
口
の
報
街
は
う
た
の
か
。
町
職
瓜
の

m防
協
力

か
木

か
茂

ーに一―
譴
~一螂細〗

の
に

ら
造

か
構品

水害の茂木

隊
と
懇
協
員
、
団
民
が
中
心
部

の
各
家
麻
の
ド
ア
を
た
た
い
て
回

っ
た
。
午
前
一
時
す
ざ
、
ア
ッ
と

い
う
間
に
逆
川
が
町
を
筏
い
、
商

店
街
の
天
井
ま
で
泥
水
が
押
し
窃

せ
た
．

名

9

荒
れ
た
逆
川
•
町
の
南
部
か
ら

北
部
の
那
珂
川
ま
で
全
長
約
一
―
-
+

一
ャ
。
の
一
級
河
川
．
坂
井
川
、
神

井
川
、
鮎
田
川
の
支
流
を
持
つ
．

町
中
心
部
の
川
幅
は
狭
い
と
こ
ろ

で
約
十
五
ば
、
広
く
て
も
二
十
五

ば
ほ
ど
で
、
「
く
」
の
字
型
に
演

切
っ
て
い
る
。
ふ
だ
ん
は
水
底
か

ら
路
面
ま
で
三
・
五
以
の
う
ち
数

＋
戌
ほ
ど
の
水
景
で
し
か
な
い
逆

川
。
そ
れ
が
一
学
に
”
卑
神
“
と

化
し
た
．
四
日
午
前
一
時
す
ぎ
の

こ
と
だ
が
、
こ
の
前
孜
の
雨
預
が

七
日
ま
で
に
分
か
っ
た
。

町
役
均
に
設
肌
し
て
あ
っ
た
虹

の
雨

m社
が
見
つ
か
っ
た
た
め

で
、
昨
り
始
め
の
四
日
午
前
四
時

か
ら
降
り
終
わ
り
の
五
日
午
前
七

時
ま
で
二
十
七
時
間
で
一
ニ
ニ
四

吠
一
時
間
の
最
大
雨

mは
五
七

ミ
リ
（
五
曰
午
前
＿
時
か
ら
二
時
）
．

そ
の
前
設
の
五
日
午
前
零
時
ま
で

が
l
-
＿
五
吠
同
三
時
ま
で
が
l
=
-
＝
-

戸
を
記
録
．
こ
れ
ま
で
の
茂
木
町

の
最
祁
雨
貴
は
昭
和
一
l
-
＝
＿
年
の
二

五
八
”
.
「
予
想
外
の
雨
景
J

と
い
う
県
河
川
課
．
「
県
内
護
岸

H
巾
は
時
間
雨
賢
約
＿

C
，
り
を
想

定
、
二
十
四
時
間
殷
大
雨
限
も
茂

木
町
で
は
一
―

IOW度
が
限
大

と
み
て
い
た
」
県
と
す
れ
ば
嘉

手
士
グ
の
雨
昂
と
い
う
こ
4
J
に

な
る
．

,

ゴ

こ
の
雨
隕
が
当
然
｀
直
接
の
原

農
が
、
逆
川
は
町
中
心
部
の
上

流
の
設
岸

H
事
が
進
ん
で
い
る

が
、
下
流
は
ま
だ
ま
だ
と
い
う
現

状
な
ど
も
絡
み
合
っ
て
い
る
よ

う
。
町
建
設
課
、
県
河
川
諜
な
ど

に
よ
る
と
、
町
中
心
部
の
隅
岸
工

市
ぱ
昭
和
二
十
八
年
か
ら
三
年
皿

で
終
J
、
そ
の
後
、
上
流
、
下
流
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_
＿
＿
言
直
唸
号
声
但
と
に
声
冬
―

蛇
口
の
水
に
感
激

日
に
二
託
汀
鰐
五
麟
一

巖
は
檻
ぶ
C

れ
、
二
、
三
回
洗
が
臨
じ
っ
て
い
る
た
め
で
飲
料
に

う
必
旺
が
あ
象
、
や
っ
と
咲
か
も
翠
叫
は
な
い
。

こ
の
日
夕
刻
ま
で
に
同
批
辛
で

出
て
何
と
か
な
り
そ
つ
で
す
」
と

は
几
嘉
咳
と
ほ
括
窒
役
旧
、
他

話
し
て
い
た
。
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
四

裂
稲
~
席
盈
羹
代
の
拇
令
も
丸
3
1几
蒻
箇

息
た

3

た
ぺ
醤
盃
緊

治
さ
ん
(a
シ
9

「
出
た
瞬
閻
は
一

向
汀
且
汀

先
に
な
り
そ

2
侶

っ
怠
激
で
し
た
ね
ェ
」
、
雑
毀

台
風

n号
の
番
で
断
水
状
態
か
続
い
て
い
た
茂
木
町
飯
野
雙
で
ハ
日
、
被
器
習
ぶ
り
に
囲
が
復
旧
柊
他
開
か
粂
3

下
歩
乏
み
占
た
り
、
他
巾
町
店
碧
高
橋
ヨ
シ
さ
ん
（
六
六
）
も

暑

爾

ポ

ン

プ

系

不

晏

お

い

で

い

畠

屡

羞

答

蛇

口

ぎ

ね

っ

て

「

こ

れ

で

客

芯

っ

る

＾

れ

る

」

と

か

彦

ン

ク

mに
よ

露

水

で

「

普

喜

っ

て

器

腐

し
の
い
で
き
丙
水
洗
ト
イ
レ
は

パ
ケ
ツ
で
流
し
、
川
で
衣
類
を
洗

水
無
し
の
日
々
か
ら
の
解
放
感
に
浸
っ
て
い
る
。
交
西
規
制
に
よ
っ
て
渋
油
が
扱
和
さ
れ
、
復
旧
作
業
も
順
調
°
真
岡
籾
似
坦
固
g
皿
も

う
人
も
お
り
、
ポ
ン
プ
の
な
い
家

胃
に
ほ
か
、
こ
く
一
部
の
店
も
笛
啓
再
開
、
被
器
へ
の
器
際
単
も
続
々
と
粗
栢
べ
ら
れ
て
い
る
。

か

1
一

厩

袖

厨

二

西

也

帯

は

、

町

は

隣

寮

娯

も

ら

い

水

。

今

年

は

名
q

の

贋

蓋

忍

水

翁

合

て

い

地

I
分
枯
は
い
の
が
救
い
で

象
、
吾
未
明
の
被
災
必
裔
「
水
が
あ
っ
て
も
、
ふ
歪
な
恐

恐
続
い
て
い
勾
襲
塙
窟
嬰
な
い
」
と
い
合
中
ヽ
齢
の

屑
且
磁
棗
罷
狙
を

J

、
地
人
が
、
郊
外
の
知
人
宅
な
ど
に
ふ

ふ▼

区
り
劣
屯
紺
ぷ
取
水
塘
が
水
没
｀
歪
年
苫
い
に
来
る
ケ
ー
ス
も
あ

眉
に
哀
叩
が
出
た
ほ
か
配
水
っ
た
。

管
に
訊
水
が
出
lS

ぷ
劣
リ
ー
ニ
ン
グ
努
裔
む

嬰

毘

苫

役

か

盆

欝

葛

喜

命

夏

・

一

隠

お

干

晨
町
内
水
厨
復
應
乗
り
出
げ
の
状
態
。
水
が
恕
又
ず
甜
匹
デ

ん
し
、
八
日
配
匹
の
紐
水
調
森
を
し
さ
な
い
間
に
も
被
災
名
や
被
災
し

さ
な
が
ら
迎
歩

lfi始
一
部
破
阻
た
回
業
匡
か
を
祝
匹
丞
5

り
が
相

ぼ高
個
所
一

llワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
瓦
3

次
き
ふ
だ
ん
の
二
、
三
倍
の
洗

を
つ
る
す
な
ど
だ
ま
し
だ
ま
し
た
＜
物
が
た
ま
っ
て
い
る
が
、
こ

5
 

の
熱
芭
（
同
本
部
）
な
が
記
小
の
日
正
午
こ
ろ
、
有
穆
プ
レ
ピ
の

喜上

裔

し

た
3

テ
ロ
，
プ
に
続
い
て
町
職
貝
か
ら

た
こ
の
問
、
“
水
追
の
な
い
日
「
委
語
で
水
製
て
い
る
」
と

々
＂
が
続
い
た
固
地
区
は
、
以
前
聞
い
て
ひ
点
女
心
°
蛇
口
か
ら
出

出が水
使
っ
て
い
た
自
家
用
ホ
ン
プ
F
地
る
歩
点
皿
認
し
て
「
こ
れ
か
ら
は

9
割
以
上
が

完

全

復

旧

200 



• 8月 9日 下野新聞 N
T
T栃
木
各
立
に
よ
や
こ
、

唇
の
影
竪
で
盃
に
な
っ
て
い

た
茂
木
届
芦
内
の
三
千
＝
二
百
の
霜

話
は
、
八
曰
，
矛
招
八
時
以
降
次
々

東
野
バ
ス

折
返
し
接
続
運
転
へ

且
昔
且
昔
昔
昔
昔
臣
昔
昔
昔
甘
昔
昔
昔
昔
狂
昔
荏
昔
臣
珪
荏
昔
目
昔
昔
昔
臣
昔
且
荏
昔
＂
且
昔
昔
昔
日

2
月
月
目
且
且
告
昔
昔
荘
昔

て
い
る
。
萄
忠
あ
七
井
曼
だ

宿
息
て
十
二
曰
ま
で
作
業
元
紐

け
る
。

青
年
会
、
高
校
生
、
宗
教
団
体
…

茂
木
回
佼
は
、
生
淀
会
と
教
職

員
長
る
違
い
且
冒

窟
プ
ー
ル
に
に
ま
っ
た
泥
を
排

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

乃

り

の

着

足

い

且

、

早

速

、

茂
木
町
で
は
辿
日
、
懸
印
の
復
こ
の
作
業
に
は
町
迎
合
肖
年
会
や
て
協
力
P

大
さ
な
“
房
と
な
祥
一
さ
竺
丘
「
私
の
家
は
幸
除
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
ご
二

凰

翡

賛

万

る

が

一

揺

校

生

泉

オ

ラ

ン

ち

ア

と

し

一

い

[

[

鱈

汀

紅

汀

汀

げ

二

鴫

疇

遭

墨

闘
し
て
お
り
、
町
田
建
の
っ
ち
お
胆
森
笈
ら
れ
る
よ
？
点
倫

音
は
日
こ
と
に
祁
ま
っ
て
い
る
。
に
し
な
く
て
は
：
」
と
徹
夜
同
年
＝
酋
人
中
、
被
應
唇
な

茂

喜

凰

（

應

翌

盈

め

を

し

て

い

る

。

同

町

か

っ

た

璽

百

怠

誓

志
代
及
、
会
只
百
四
十
四
人
）
は
公
芦
の
茂
木
旺
教
諭
羽
石
稔
さ
す
る
。

水
が
引
い
た
六
日
早
朝
か
ら
町
内
＆
二
邑
は
「
屯
話
が
使
え
な
い
た
ま
た
足
利
銀
行
は
几
曰
、
行
内

の
i
]

み
集
め
を
始
め
た

3

集
め
た
め
会
は
の
家
を
一
岬
一
軒
訪
れ
か
ら
燐
っ
な
口
五

T
八
の
灯
ぷ
ゲ
J

こ
み
は
缶
伐
八
時
こ
ろ
、
会
は
た
て
、
ボ
ラ
ン
テ
↓
ア
を
努
叩
し
よ
水
古
で
苫
し
む
茂
木
町
に
派
訊
―

ち
が
渠
っ
て
さ
に
ト
ラ
，
ク
な
ど
し
た
」

ofiJ
日
、
ヒ
、
八
人
の
会
し
、
復
旧
作
染
を
手
伝
う
。

で
臨
時
-3
み
捻
て
叫
の
並
俗
交
i

只
が
交
代
で
、
古
目
ぐ
ら
い
ま
午
前
八
時
半
か
ら
’
士
な
六
時
ま

構
~
に
埴
ふ
。
豆
閻
は
容
叫
灰
写
如
袈
糀
け
る
点
ぢ
。
で
学
校
や
駅
名
氏
ム
共
施
吸
3
復

偲
た
め
、
覧
セ
ン
タ
ー
で
救
ヒ
日
に
は
天
耶
教
の
四
卜
五
人
旧

ltに
携
わ
る
ほ
か
、
同
町
に

援
物
匹
の
幣
理
な
ど
を
し
て
い
が
茂
水
入
り
し
て
、
独
り
門
ら
し
仕
む
行
は
の
う
ち
被
災
し
た
家
庭

る
。
同
町
印
生
田
の
会
社
凶
小
森
の
老
人
宅
の
役
片
付
け
な
ど
を
し
の
後
片
付
け
を
F
伝
う

電
話
、
次
々
に
開
通

ら
、
宇
部
沼
ー
同
稿
、
同
砥
ー
馬

頭
盟
の
団
区
間
で
折
投
1
し
俵

統
油
け
を
胤
す
令
差
、
国

鉄
真
岡
観
は
八
日
の
始
発
か
ら

叫
叫
区
閻
が
益

f卜
館
間
に
延

ぴ
、
パ
ス
伐
紅
性
益
チ
ー
茂
木
閻

に
な
っ
た
り
こ
れ
で
全
廂
辿

if

国
鉄
バ
ス
烏
山
ー
茂
本
線
た
け
に

な
る
。束

野
裔
に
よ
令
J

、
宇
那
詔

ー
馬
頭
線
の
析
絨
し
接
続
迪
行

の
予
喜
い
に
つ
い
て
も
、
家
輩
薔
塁
煎
蒔
二
よ
べ

一
人
が
椙
も
た
棗
撹
砂
客
ゃ
醤
出
符
慮
ハ
時
十
兵
を

に
間
迎
し
、
夜
圭
圭
C
に
は
ほ
ぽ

全
戸
で
復
旧
す
る
見
込
み
。

今
度
の
棗
雨
災
古
で
茂
木
局
醤
椴
花
袋
全
に
壊
れ
て
い
る
家
始
発
に
、
午
前
中
は
一
時
間
半
に

（
型
屑
）
、
茂
木
轟
(
4

ハ
を
翌
、
全
割
眉
ま
で
こ
き
つ
一
本
、
缶
厄
一
時
に
一
本
間

目

）

、

囲

局

（

七

喜

）

の

見

農

一

日

几

化

燦

バ

ス

蒻

計

草

習

戸

が

盃

寇

り

、

岡

闘

塵

携

眉

8
醤
の
両
盟
質
舜
た
め
、

八
曰
屋
で
に
癸
北
局
、
爵
裔
塵
醤
の
迎
行
店
蓄
料
冴
は
駿
製
履
旧
た
国

塵

羞

喜

八

開

は

＿

屑

競

い

て

い

た

翡

パ

ス

沌

Jfdl喜
負

誓

J

阻
じ
て
い
た
が
、
残
る
茂
木
局
宇
郡
四
ー
馬
頭
線
は
几
日
朝
か
と
に
な
令

"＂＂"＂"＂
2

"

＂＂"＂＂"＂＂＂＂"＂＂＂

t
"
＂＂"い＂＂＂＂＂り""""＂＂

t
"
＂"""＂＂""＂じ"""＂"り

"""t"
＂＂"＂＂"＂＂＂"""＂＂

t"""
＂"

県

爾

漿

嬰

屈

萩

中

心
J

な
り
、
茂
木
小
の
校
磨
母
子
健

所

悶

ン

タ

ー

に

「

恩

闘

含

の
ス

品
ビ
饂
闘
鱈
い

一
ら
で
記
た
ら
け
に
な
っ
た
そ
ピ
、

一

層

扉

蔚

器

列

を

つ

く

サ

ヵ

厄

闘

薔

は

、

こ

れ

を

3

製

電
気
慇
容
一
時
印
か
り
、
二
、

メ
酋
で
修
罪
委

気
理
―

メ
ー
カ
よ
祝
堺
咆
紐
「
水
に

つ
か
っ
た
霞
気
槻
船
で
も
円
生
UJ

電

修

「
水
に
つ
か
っ
た
テ
レ
ビ
、
冷
能
な
物
が
多
い
の
で
、
気
軽
に
相

羅
位
踪
埋
’
出
よ
す
」
。
茂
木
町
談
所
に
持
ち
込
冗
で
ほ
し
い
」
と

閃
日
、
県
家
霞
メ
ー
カ
ー
会
、
話
し
て
い
る
。

よ
っ
求
め
に
し
こ
れ
に
対
し
綿
因

醤
国
上
庁
辰
宮
は
記
在
、
披

宙
の
滋
鬼
涸
介
中
で
あ
り
、
調

県
労
が

100
万
円
を
寄
託

県
労
会
議
（
西
籾
硝
二
議
長
）
で
囲
n、
足
利
銀
行
栃
木
支
止
で
五
砧
困
裔
っ
て
函
用
す
る
か

は
八
日
開
い
た
常
任
幹
部
会
議
間
い
た
理
央
柄
而
上
g
仄
定
し
と
公
2
井
J

)

却
団
し
た
い
」
レ
笞

で

茂

木

、

益

子

町

な

ど

の

来

唄

た

。

え

楼

被
災
地
へ
の
篇
活
卯
品
翁
、
知
事
に
申
し
入
れ
天
皇
、
皇
后
両
臨
ト

昆
会
か
13
習

本

県

な

ど

に

見

舞

金

取
り
あ
る
品
叫
届
い
括
統
の
中

か
ら
見
舞
金
ギ
半
酋
万
円
を
昭

る
こ
と
在
決
め
、
渡
辺
副
消
捻

附

班

眉

泉

下

靡

罪

伴

｀

丞

欝

怒

J

し

て

雪

骨

嵐

闘

に

伴

う

豪

鷹

炭

受

裔
れ
、
翌
託
柊
罰
閾
格
且
平
活
必
ふ
叫
品
け
た
本
県
を
は
じ
め
茨
城
、
悶
、

喪
似
器
雫
の
現
貝
ぶ
心
な
ど
の
救
援
物
図
の
確
保
と
迅
宮
城
四
県
に
お
見
皿
金
と
し
て
金

ニ
叉
に
も
刀
ン
パ
を
呼
ぴ
世
2

速
、
恋
切
な
配
但
②
谷
皿
・
迎
い
一
封
を
昭
ら
れ
た
。

醤

的

な

的

應

慇

闘

府

網

の

闊

凰

員

喜

の

県

、

県

議

会

に
特
別
措
置
要
請

る
。
さ
ら
に
醤
緊
贔
篇
―
因
閾
徹
底
な
ど
，

農
協
の
対
策
本
部

舅

員

二

臭

）

の

蓋

閃

「

激

甚

法

」

の

た
ら
へ
の
物
匹
面
で
の
救
辺
に
保

り
出
功
J

品

決

め

た

，

適

用

求

め

る

眼

農

悟

央

会

や

拇

侶

連

、

眼

危
、
闊
ソ
ロ
プ
委
f

ス
ト
参
院
特
別
姿
で
上
野
氏
経
箔
迎
な
ど
で
柑
諏
す
る
県
製
協

繋
（
片
抑
欝
子
笞
ら
も
八
八
日
叫
か
れ
に
参
院
災
占
対
屯
台
風
10男
災
古
特
別
対
衣
本
部

日
、
卜
野
新
判
繁
忍
に
「
茂
特
柑
頁
合
谷
隠
旦
（
本
部
長
・
慇
欝
県
麿
祖
〈

人
町
を
中
心
じ
た
裔
警
の
で
、
本
岨
翡
山
雄
斎
（
社
裔
）
梼
八
日
、
翌
嬰
だ

被
災
行
の
ル
に
役
屯
て
て
ド
さ
会
）
は
台
風
JO
弓
に
よ
る
災
古
間
対
し
台
風
W
号
に
よ
る
被
古
救
箔

t

い

さ

叫

會

督

裔

托

し

尺

慇

臀

fげ
、
政
府
に
対
し
被
の
特
別
嬰
彦
慕
っ
闊
し
：

り
ク
ラ
プ
の
活
勅
四
金
の
一
部
災
地
に
激
屈
災
印
佐
を
函
HJ
す
る
た

3

「
電
蕊
屈
ゑ
ず
相
慇
巴
に
運
ぜ
込
む
男
8

鯰い
f.t

百
万
円
を
寄
託
す
る
―

1
1
8臼
、
下
野
所
聞
社
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…
，

．．．
 

決
死
の
覚
佐
で
跳
び
越
べ
自
宅
に
回
の
大
裕
男
g
ェ
ベ
キ
ペ
く
も
な
か
釜
川
の
は
ん
や
侶
2
、
部

m化
さ
四
十
五
年
に
市
の
中
心
部
を
流
れ
る

た
点
着
い
勾
水
は
既
に
慇
か
っ
た
0

れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
上
吋
止
径
染
み
五
伐
川
の
改
努
痴
穿
で
い
る
。
そ

ら
四
十
t
ン
に
達
し
て
い
る
。

B
答
同
町
の
山
口
貴
一
助
役
は
「
茂
木
込
注
い
雨
が
、
短
的
間
に
流
入

3

れ
で
さ
え
、
今
度
の
素
雨
で
は
、
は

＼
⑪
ろ
」
と
怒
鳴
り
な
が
ら
ア
パ
ー
ト
町
は
二
十
一
年
の
台
風
で
さ
品
笹
さ
ら
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
111筋
が
、
ん
ら
ん
ま
で
わ
ず
か
数
十
t
＃
立
あ

雙
に
危
阪
を
知
ら
芸
匁

mが
床
品
菜
し
た
だ
け
。
そ
れ
以
ス
ム
ー
ズ
な
流
れ
井
紡
げ
た
の
が
原
の
改
修
が
も
し
終
わ
っ
て
い
な
か
っ

来

、

青

な

か

っ

た

。

ま

さ

か

こ

因

芍

た

ら

、

と

忠

2
Jゾ
ッ
と
す
る
」
と

ん
な
事
態
に
な
密
ほ
’
こ
芦
惑
い
迎
川
の
ケ
ー
ス
が
、
こ
れ
に
酷
似
菊
地
艇
二
郎
市
長

・

番

は

な

い

閉

は

ず
こ
の
間
も
、
逆
川
の
は
ん
兌
で
な
が
含
9
、
「
油
断
が
あ
り
ま
し
た
」
す
る
。
上
流
の
山
か
ら
大
崖
の
雨
他
市
町
村
の
「
教
訓
」
と
r
「先

員

扉

忌

翡

的

な

書

き

で

れ

に

笥

屑

児

免

で

大

名

品

笈

昇

虚

木

み

尻

嘉

位

は

包

、

慕

持

ち

と

窟

醤

厖

経

葱

。

急

徳

流

れ

込

む

。

鵞

い

の

手

」

の

醤

が

付

れ

ば

、

町

怠

災

庸
地
孟
屈
盆
闘
希
~
爾
予
腔
柚
」
甜
あ
を
論
紐

釜
川
の
ケ
ー
ス
と
酷
似

町
涸
流
は
千
△
目
以
上
の
民
容
笏
み
込
み
、
住
民
生
匹
そ
の
も
の
を
押
〗
匪

y
が
れ
き
の
山
だ
よ
か
っ
て
く
る
。
平
限
な
の
で
逃
げ

烙
料
ts災
害
の
約
も
る
＄
も
開
梵
防
災
、
普
体
制
垢
蒻
ぽ
な
か
っ
た
の
か
。
四
こ
れ
携
か
な
い
。
し
か
た
な
く
表
と
二
人
同
様
に
蛇
行
し
て
い
る
。
き
な
い
。

か
姿
ぎ
立
彗
て
い
く
の
か
。
既
塵
化
だ
茂
苓
取
茅
る
中
で
豪
祖
将
戎
包
た
問
面
欠
れ
の
品
以
に
“
羅
”
°
今
回
の
器
の
原
は
、
確
か
に
同
品
品
襦
芳
の
哀
岡
市
で
は
、

慇

整

し

て

み

た

。

万

一

の

場

、

天

井

を

突

き

慶

想

像

を

絶

す

る

囮

箭

な

集

田

裔

＇

ぅ

国

菩

，

翌

悶

な

が

g
だ

が

、

果

た

し

釜

国

習

薗
犀
予
測
阻
ん
だ
滋
商

毀
動
し
丘
忍
矢
見

戸
鱈
り
り
価
他
山
の
石
五
は
あ
っ
た

の
ス
タ
，
フ
で
も
。

下
浸
水
が
始
ま
っ
た
」
と
の
被
杏
報
月
を
迎
え
た
身

mの
表
か
、
一
人
で
一
夜
を
明
か
し
た
e

な
か
っ
た
の
ぢ
0
つか。

靡
相
次
い
だ
a

帰
り
党
啓
て
い
る
。
そ
の
五
十
＂
い
皮
肉
に
も
矢
野
さ
ん
が
ま
と
め
上
五
十
七
年
夏
、
釜
川
の
は
ん
ら
ん

追
ほ
冠
水
、
車
捨
て
た

「
翡
命
令
窟
す
べ
芦
だ
」
ふ
「
自
分
裟
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
毘
徳
往
点
惜
碍
努
膨
大
な
「
翠
尊
欝
圃
書
」
で
多
条
巌
喪
氾
し
た
考
瑕
市

見
？
系
い
た
。
晋
は
一
時
皿
委
互
辟
さ
ん
は
気
が
気
で
は
五
日
午
前
窃
照
告
翌
ん
楼
に
は
、
今
向
の
事
態
を
引
造
し
た
鉗
は
、
河
川
パ
イ
パ
ス
柔
四
り
流
水
ゲ

j

半
も
印
に
、
鵞
戒
水
位
を
船
五
て
い
な
か
っ
侭
役
叫
か
ら
一
内
°
ほ
ど
雌
況
を
出
た
0

洒
路
が
冠
水
し
、
途
中
所
は
一
げ
も
な
い
°
災
宙
予
防
計
脚
分
散
。
川
床
を
―
-E"掴
り
下
げ
た
た

冤
名
地
区
の
消
防
団
凶
か
ら
基
床
れ
た
平
附
の
ア
パ
ー
ト
に
は
、
死
み
で

mが
勁
か
な
い
。

mを
束
り
捨
て
に
は
一
応
、
水
害
で
「
特
に
影
四
を
め
、
今
回
の
豪
叩
で
も
ピ
ク
と
も
し

て
走
っ
た
が
、
昂
革
煎
』
ぁ
怠
受
け
念
怜
哄
」
と
し
て
、
茂
木
市
街
な
か
っ
た

3

祠
川
の
は
ん
ら
ん
は
、

尻
用
恣
岱
が
流
さ
れ
て
渡
れ
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
日
に
同
必
匹
る
か
よ
り
安
短
時

な

い

。

こ

Oi恥
点
ヱ
叩
災
担
当
者
の
矢
野
さ
間
伝
陣
歪
雨
の

mが
問
題
」
と
同
市

「
ダ
メ
か
」
と
思
い
な
が
ら
安
ん
は
も
ち
ろ
ん
｀
町
民
だ
れ
も
が
今
の
関
口
斎
四
川
諌
長
は
諮
う
。

•9イ· • 
l' 

町の「災害予防9団1画Jでは、今回の事態を予想すべくもなかった<

迎Illの濁流1こ押し流された材木は、ようやく民家の｀血で止まっ

た

（報罷屑班）
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停

襲

テ

レ

ピ

が

や

ら

れ

、

電

話

も

，

水

没

“

し

て

使

え

な

か

っ

た

醤
、
無
線
も
役
立
た
な
い
1
。

=

-

=

＿

防

災

無

線

（

上

）

と

や

は

り

水

に
攻
め
込
ま
れ
役
立
た
す
と
な

っ
た
緊
急
発
霞
概
用
引
き
込
み

四
，
リ
の
超
記
鋭
的
な
索
雨
に
襲
わ
れ
た

茂

裔

、

人

口

二

万

人

の

静

か

な

町

の

口

（

下

）

11
い
ず
れ
も
茂
木
町

生
活
は
一
夜
明
け
る
と
一
変
し
た
。

[
3

役
均
で

話
、
無
線
、
テ
レ
ピ
と
さ
ま
さ
ま
な

．．
 
：
 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．．．．． 

れ
て
い
な
か
っ
た
．
そ
ん
な
反

n

を
し
な
が
ら
逆
川
の
す
ぐ
そ
ば
の

”
研
姐
担
が
放
時
間
か
ら
孜
曰
に
わ

大
町
、
罪
眼
店
経
汎
、
小

mm-

弩
i

．
心
切
れ
た
町
中
心
部
を
流
几
ゑ
指
が
吾
呆
明
は
ん
ら
ん
、
町
は
胸
ま
で
の
泥
水
に
哩
翡
、
患
み
の
”
孤
立
し
た
街
“
と

な

っ

て

し

に

つ

荏

慇

汁

咆

本

部

腐

か

れ

た

町

腐

も

外

界

と

の

咄

一

の

糸

、

防

醤

漿

バ

ッ

ク

ア

ッ

ブ

シ

ス

テ

ム

と

も

総

せ

ず

郎

嘉

危

J

蒻

で

罰

関

只

賢
ウ
叩
印
笞
3
、
団
ば
ら
一
平
改
人
が
な
す
す
ぺ
も
な
く
＼
夜
明
け
謡
~
っ
た
＂
水
心
、
邁
気
、
無
線
、
雷
話
と
次
第
に
回
但
し
て
き
て
い
で
も
あ
り
、
同
夜
、
繋
ね
出
曲
し

た
常
雄
さ
ん
(
'
o
)
の
二
人
ば
f

大

雨
益
濶
と
か
と
伝
え
る
よ
り
床

る
が
、
．
典
い
f
段
か
一
時
失
わ
れ
た
町
の
必
切
ば
ど
う
だ
っ
た
の
か
ー
・

せ

防

災

無

線

は

蔽

翌

さ

れ

た

＂

わ

た

っ

て

叔

助

ず

る

な

ど

活

叫

し

プ

の

出

逹

担

当

は

井

原

宏

町

厚

上

、

床

下

氾

水

の

恐

れ

か

、

あ

水
か
ぷ
り
使
用
不
能

弯

か

ぷ

っ

て

し

ま

い

使

い

も

の

て

い

た

“

し

か

し

、

挑

哨

無

糾

を

生

課

硝

防

交

通

保

妊

。

こ

の

発

霜

の

水

因

と

同

坦

樅

の

m
mな

J

た

鵞

口

の

際

に

現

地

と

叫

庁

に

な

ら

な

く

な

っ

た

＂

こ

の

時

、

組

ん

だ

翁

悶

町

役

均

内

で

一

嗅

＿

屡

誓

っ

た

が

早

分

か

り

や

す

い

切

報

を

流

す

こ

と

が
必
吸
に
な
る
の
で
は
J

>

J

話
し

と
が
迎
路
を
瞬
時
に
取
り
合
え
る
酋
町
の
防
災
無
線
も
詞
様
の
粕
“
沈
腔
、
公
用

mそ
の
も
の
も
い
段
農
二
罹
上
に
引
き
上
げ

i
l

考

叫

下

令

市

町

村

嘉

泊

防

防

住

民

に

避

廂

命

令

を

出

し

た

屈

岡

た

c

〗
，r[□〗
[
無
線
積
ん
だ
車

I
I

水
没
I
I

〗
〗
〗
[
[
[
1

〗
二
叫
〗
n
[
〗

靡

翠

谷

繋

レ

ビ

の

2

サ
イ
レ
ン
制
部
の
は
か
、
蜀
CIjiH

〗
五
直
[
'
一
危
機
感
薄
い
「
大
雨
警
報
」
[
[
〗
〗
`
ぃ

□
｀
｀
l`

闘

で

直

按

、

児

冤

紅

・

さ

り

込

み

j

が
出
屯
る
こ
C
夜

か
J

と
い
嘉
患
，
茂
木
切
蒻

兌

麿

な

っ

た

戸

生

勢

ギ

ー

屈

大

乳

か

屈

閤

と

な

り

、

町

防

て

助

か

っ

た

．

こ

れ

で

二

閉

醤

髯

口

」

は

町

闘

一

腐

墜

に

佃

均

所

な

ど

反

行

材

料

に

な

っ

「

逆

川

大

堺

水

の

た

め

町

内

の

危

石

闊

翌

-
J
腐

Itl"ぷ匹．
J

許

ば

町
'
2
叫
か
ら
ば
々
ム
の
に
公
川
鷹
・
つ
ぢ
十
台
に
無
線
を
醤
恩
撃
占
ど
な
っ
た

C

客
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
翡
災
取
り
付
け
て
あ
り
、
す
で
に
水
没
た
」
と
翡
保
長
“
と
も
あ
れ
、
吟
区
域
の
方
ば
町
陪
ン
ク
ー
、
呼
ん
に
わ
け
だ
が
、
近
Ill
繋

茂

災
叫
荏
，
ー
が
し
え
ら
れ
、n

団
み
、
硲
賛
喜
り

3

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
だ
め
無
線
を
ド
ッ
キ
ン
グ
す
れ
ば
回
線
し
．
邸
焉
一
・
三
＂
か
ら
一
•
こ
の
発
醤
、
〈
＇
愕
蓋
愕
公
醤
へ
避
難
し
て
・
ヽ
だ
ぷ
い

j

秀
脊
呈
翌
．
打
、
団

詞
こ
庁
内
こ
流
れ
て
い
た
．
し
・
り
に
t
J

の
公

mjli.1、m絣
で
ぷ
る
は
確
俣
で
き
る
ハ
巧
県
防
災
無
四
＂
＂
の
均
に
設
沢
し
て
あ
る
ケ
ー
諌
な
ど
を
照
ら
す
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
の
テ
ロ
ッ
プ
を
流
し
」

j

だ
が
、
見
お
せ
て
り
四
百
予
合
う

か
し
、
}
'
夜
諏
は
ら
ば
逆
川
の
土
郡
岱
111餌
諒
機
が
文
3
3

叫
夜
の
町
防
災
無
郡
、
叫
防
災
無
朋
J

線
が
途
切
れ
た
五
日
未
明
、
唸
屯
ス
の
中
は
泥
に
ま
み
れ
て
万
下
体
の
屯
郎
に
な
り
、
作
富
対
策
非
常
町
住

lslatだ
通
り
が
℃
月
●e
J

ぢ
音
出
仕
附
ふ
ぷ
・
つ
の
＂
＂
ぺ
渭
ば

笥
団
・
ぢ
＇
避
難
命
令
の
敵
況
に
タ

rrjの
な
か
町
に
出
に
戦
ば
ら
は
も
水
の
中
に
沈
ん
だ
が
、
こ
う
し
機
の

5
ン
セ
ン
ト
“
を
つ
な
こ
す
．
「
最
役
の
通
佑
方
法
だ
っ
た

ln況
の
役
加
を
果
た
し
た
の
水
か
さ
だ
っ
た
の
と
「
茂
本
で
ど
。
平
み
葛
・

2
"れ
ば
」
面
苫

乳
阿
っ
て
い
に
悶
一
時
す
こ
の
餌
控
哀
為
、
水
に
つ
か
っ
た
非
常
温
の
た
め
に
白
溶
隠
う
と
し
た

3

が
、
パ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
だ
め
。
引
分
か
り
や
す
い
情
報
ば
ば
ん
ら
ん
ば
な
い
」

e
)
い
う
忠
が
、
よ
ず
約
謡
け
の
令
N
に
取

ぎ
、
町
謡
晨
祖
水
が
押
し
符
て
エ
ン

nし
た
嘉
盟
―
一
度
に
に
K
る
防
災
無
諒
の
パ
ッ
ク
ア
ッ
だ
が
、
こ
の
「
非
常
盟
涼
引
さ
き
込
み
の
習
、
防
災
無
諒
腐
町
役
咆
J

と
も
に
四
翡
、
町
い
迎
い
喜
叫
打
習
悲
っ
＂
甘
・
且
な
け
れ
ば
氾
翌

-＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝=＝＝＝＝＝＝＝＝=＝＝-＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝i-＝-＝=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝-＝＝＝＝=＝＝＝＝＿=＝-=＝＝=＝＝=＝＝＝
II

＝=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝=＝＝=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝-＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝=-I-＝＝＝=＝＝-＝＝＝＝＝＝＝-=＝-＝＝＝＝＝-＝＝＝＝＝＝-＝＝i-==＝＝＝＝＝-＝＝＝＝＝=＝-=＝＝=＝＝＝＝＝l
-

＝＝＝＝＝-＝-＝＝＿＿ 
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絶
叫
調
の

"sos“

「
炉
巾
が
増
水
し
て
、

JPふ
れ
て

い

灸

翡

薗

窟

て

い

寿

品
窪
阻
召
固
が
多
に
な
8
'

対
策
を
・
＇
」
，
宇
都
沼
巾
の
ヽ

T
T

栃
木
爵
・
伊
戒
久
司
副
支
礼
拐

自
宅
に
、
茂
木
の
~
田
沿
局
比
か
ら

爵
調
の

S
o
s山
箱
か
人
'tCの

は
、
ム
日
午
前
．
蒔
こ
ろ
，

＂
京
蒔
凰
叩
、
虹

Ill凶
比

は
「
必
口
は
ん
｀
ゃ
ん
」
の
間
恨
J
`

N
T
T
茂
木
沿
報
霜
話
屈
に
行
い

た
町
に
あ
ふ
れ
た
湘
流
は
、
水
か

さ
易
い
を
し
て
い
＇
ヽ
．
窓
の
外

腐
流
を
見
な
が
り
「
こ
れ
で
引
J

始
忍
か
、
こ
れ
で
引
さ
始
汐
が
J

と
、
シ
リ
ン
リ
し
な
が
入
氏
；
に
，

蒔
閻
、
時
閻
：
、
つ
い
に
水

か
屈
内
に
人
り
虎
心
床
か
ら
＾

水
峰
纂
犠
讐
喜
讐
亨
望
臨
褐
．
[

名
の
叫
所
に
設
贈
さ
れ
た
、
ク
ロ
ス

ハ
ー
交
屑
も
浸
水
。
身
の
危
を

ふ
じ
な
記
田
局
柊
}
‘
残
っ
た
唯
一

の
西
厚
送
で
あ
盆
鉛
”
霞
砧
限
を

頭
上
に
担
ざ
上
げ
、
笛
ま
で
つ
か
り

な
が
詔
底
セ
ン
タ
ー
に
た
と
認
ロ

9

、―-0番
最
後
に
不
通

同
日
午
前
四
時
四
ャ
．
分
、
茂
木

屈
の
ク
ロ
ス
パ
よ
盃
g
限
か
ら
ば
岡

⑲ 

固
に
、
凶
常
巾
態
年

J

知
ら
せ
念
ノ
ラ

ー
ム
晋
発
愧
こ
れ
で
町
の
濱
話
ほ
、

完
全
に
不
西
に
な

'rp

「
衷
山
が
刷
れ
、
投
J
f供
が
埋

恙
勾
胄
予
＇
よ
い
」
二
茂
木

冴
の
蔽
加
人
慮
は
五
日
午
前
t
-

叫
十
h
な
叫
ぷ
ば
穀
乳
に
な
っ
た

上
砂
叩
れ
の
．
吊
西
報
を
殿
後

に、

fV歪
定

な

足

麿

時

間

俊

、

翌

ボ

隠

會

扉

‘

爵
所
、
以
鵞
本
部
な
屯
J

甜蕗

が
取
れ
な
い
｀

iifiな
く
、

U
こ
ろ
鵞
寮
白
が
使

う
那
甲
用
無
線
で
急
叫
を
し
3

ベ

唯
音
の
人
る
無
挫
尺
必
な
殷
は
限

”
 

の
情
報
を
本
部
に
伝
↓
屠
精
い

品
い
だ
。

厖
も
兵
六
十
令
漿
し
て

い
冤
自
衛
呟
阻
翌
哨
＇
，
乏

い
j
o
茂十へ
E
I
匹
協
か
d
t
限
消
年
防

災
に
防
災
無
線
震
話
で
辿
絡
が
入

っ
た
の
は
五
日
午
前
四
時
五
分
。
こ

の

時

出

肩

四

厚

怪

、

虹

と
即
叩
で
詰
ぷ
「
防
蔽
無
線
」

し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
勾
役
翌

悶
誓
肩
魯
あ
悶

醤
閉
、
閻
圭
芝
水
吼
に
没

し
た

3
無
線
だ
け
が
頼
り
・
・
・

闘
未
間
の
巾
態
に
、
県
も
町
も

戸
惑
っ
た

3

災
古
拭
料
交
与
益
棚

で
さ
な
い
の
焚

茂
木
潤
防
署
の
泊
防
無
線
を
使

い
、
ば
闘
防
本
咆
和
径
由
し
て
ど

う
に
か
県
と
叫
絡
を
取
っ
た

J

役
湯

の
防
器
面
が
胤
し

r05は
、
八

照
籾
倅
j

情
報
不
明
、
災
害
パ

焚
平
屋
掛
4
3庁
控
平
凶
ぅ

ち
膝
岡
葛
集
竺
局
は
近

く
に
河
川
が
あ
令

町

贋

闊

は

、

本

体

が
二
陪
に
あ
っ
た
も
防
、
一
叩
の

墨
醤
慨
が
緊
し
た
た
め
、
非
常

時
に
用
を
f玉
往
か
っ
た

3

県
内
市

町

葵

悶

屑

森

、

醤

誓

喜

屠

‘

県

は

「
改
少
曲
所
の
菰
岱
洒
辺

OillJ

紗
屈
ぺ
、
二
度
と
同
じ
事
加
妥
招

か
な
い
よ
つ
に
し
た
い
」
と
し
て
い

二

ぷ
つ
つ
り

ッ
ク

大
災
古
の
前
に
文
明
の
利
器
は
あ

ま
り
に
も
、
も
る
か
っ
た
0

今
回
の

災
害
で
町
と
外
部
を
結
ぷ
“
椋
は

一
贖
属
田
同
長
硲
担
ん
だ
無
線

9
9息

ー
戸
方
と
微
べ
文
字
辺

2
似
島
と

な
っ
た

3

N
T
T
茂
木
同
は
平
殴
挫
4
cあ

歪
め
、
局
内
が
一
＂
幻
以
上
浸
水
す

れ
ば
交
探
限
が
懐
坦
小
能
に
な
る
。

県
内
の
筏
四
笞
茜
四
一
ナ
盆
笏
う

| l 町□籠ビ態い
がふp

c ;;:_ /~死

患”
， 麿麿

屯喜店し`甘羞
そが

少嘉蔚
乳 ＇と祠['

慮？盟汀9

浸水は行政防災皿靱電話慣が設瀾された役鳩厚生謀民席まで直した

椴
に
伝
直
で
き
な
い
」
（
町
役
堺
）

状
態
が
続
き
、
町
は
一
時
情
報
恋
叩

苫
、
パ
ニ
，

2
A陥
っ
に
り

今
回
の
家
閲
禍
は
、
四
倍
ャ
段
が

自
然
の
力
の
前
に
は
「
糸
電
茄
一
の

含

に

台
0
い
こ
と
を
忠
い
知
ら
せ

た
U

翁
罷
罰
班
）

204 



0 8月10日下野新聞

鼠
闘
に
表
含
蘭
笑
胃
盃
製
六
人
の
尊
い
命
を
統
っ
だ
ら
｀
名
£
砂
府
で
死
じ
た
笠
息
翠
四
印
ど

菜
町
器
柔
葬
限
が
九
日
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
ヱ
cし
め
や
か
に
行
わ
れ
に
3

一
瞬
の

r2っ
に
三
人
を
の
み
込
ん
た
ャ
砂
は
賜
に
取
り

魯
れ
、
さ
に
は
生
花
か
ポ
ッ
ン
と
渡
か
れ
て
い
た

れ
て
い
た
3

u

5

面
に
関
連
記
事
）

四

阻
L

日
二
十
丘
人
な
蒻
。
竺
の
日
が

1,-ti成
の
畢
貝
例
ん
培
や
翠
、
ほ
乱
空
〕
店
の

漿
流
れ
る
中
、
一
人
ひ
と
り
が
一
ヰ
な
ら
家
族
し
ハ
ム
C
に
さ
や
か
な
佗
で
哩
め
ら
れ
た
船
は
、
ぶ
族
や

焼
窟
済
ま
せ
利
夫
ど
に
別
れ
を

l

涎
主
パ
ー
テ
，
ー
を
切
つ
は
ず
だ
親
類
に
牛
導
さ
れ
、
近
く
の
梵
坦

翡
届
、
ク
ラ
ス
代
表
の
小
塙
―

iteが
、
令
年
は
こ
じ
て
必
し
へ
向
か
っ
た

3

敬
広
は
＾
乙
が
弔
辞
を
邸
み
ー
げ
―
い
涎
牛
日
と
な
っ
て
し
よ
っ
た
し
こ
の
日
の
空
は
、
入
の
死
を

楼
「
利
夫
ど
は
ウ
ソ
を
つ
か
な
い
両
親
の
涙
に
誘
わ
れ
る
よ
っ
に
、
沖
む
よ
っ
に
今
に
も
泣
さ
出
し
t

正
直
な
性
悠
C
、
い
つ
も
面
い
い
会
均
の
あ
芸
J

ち
か
袋
9
す
り
泣
｀

2
兌
沿
f

殷
疼
3

別
れ
を
し
た

こ
と
を
占
っ
て
み
ん
な
毎
六
わ
せ
登
か
雌
れ
、
殷
煎
邸
ぶ
ヂ
合
わ
新
一
さ
ん
は
「
テ
令
一
堵
に
近

て
い
な
み
ん
な
利
夫
広
の
こ
と
、
工
そ
い
た
回
磨
だ
翌
莉
夫
と
っ
に
か
ら
：
ぺ
ゆ
か
り
は
、
あ
す

窃
き
で
し
た

3

た
く
さ
ん
の
m
i
-
O
J棺
（
ひ
つ
さ
）
を
訳
を
J

ら
ス
に
な
れ
ば
2
叫
に
遊
ん
で
も
ら
一

い
出
を
似
し
て
逝
っ
て
し
差
人
る
よ
っ
に
じ
ご
J

兄
つ
め
て
い
る
と
唱
忍
い
姉
弟
別
々
に
な

望
、
ぢ
娑
合
に
眠
っ
て
一

rp

っ
て
足
っ
た
が
、
い
な
く
な
っ

上

い

」

一

中

川

教

位

「

ひ

ょ

う

逹

ん

で

に

一

1

人
の
た
め
に
も
今
浚
ゆ
か

そ
れ
ま
で
懸
硲
に
訳
告
」
ら
ぇ
一
三J

て
畠
る
い
工
で
し
に
；
亡
く
り
が
砧
叫
す
歪
窟
で
，

t懸
朗
1

て
い
た
久
堂
兄
ゃ
製
親
の
屯
5
k
i
ば
る
前
日
は
四
年
生
の
登
佼
日
キ
そ
い
か
な
く
て
は
」
占
洒
え
入
｀

r
利
火
凸
、
と
つ
な
吝
界
に
れ
、
生
さ
埋
め
に
な
そ
死
亡
し
＂
益

f
小
四
年
ii
の
腐
は
、
止
の
参
列
祈
の
販
を
誘
っ
た
。
子
亨
公
ぎ
も
、
小
塙
灼
弔
辞
一
て
、
あ
ん
な
に
元
気
に
し
て
い
た
り
そ
う
な
山
で
必
し
み
を
拍
，
-

P

＿
国
要
夕
芦
一

眠
っ
て
合
い
」
)

1

凪
w号
に
＿

r益
子
聾
，
9

、
大
翡
灰
三
午
か
ら
自
宅
で
し
め
や
か
に
打
ゎ
翡
に
は
利
夫
と
の
担
任
中
川
が
始
ま
っ
に
必
瑞
、
出
を
品
そ
ら
に
」
喜
足
だ
け
で
、
あ
と

よ

る

大

雨

で

自

宅

の

衷

山

が

叩

名

督

悶

互

＇

一

れ

、

隠

鵞

―

1

臭

一

讐

直

霞

か

、

laJお
一
隠
も
に
属
也
‘
た
は
こ
一
城
に
な
往
か
っ

r

員

ー

ノ

―

な
お
、
町
か
ら
は
阿
部
町
長
が
、

綿
因
国
土
庁

一
芹
飩
無
邪
気
な
遺
児
の
姿
に
涙
｝

一
パ
一
瞬
に
し
て
応
子
二
人
チ
さ
公
屯
占
朋
明
宏
ち
ゃ
ん
と
Q
蒻
が
並
ひ
、

1
的
伽
の
竺
念
心
ぷ
せ
な

J
砂
崩
れ
の
あ
っ
後
、
弔
四
に
訪
れ
に

一

朋

屑

瓦

だ

緊

町

町

（

ヒ

カ

月

ニ

象

ぎ

の

人

の

母

に

出

場

し

磨

ぷ

羞

J!rc房
屯
悶
℃
仕
取
り
招
か

1
U
J、
↑
ム
貝
平
野
新
エ
瓦
后
汚
5答
誘
っ
r
j
3

し~
i
笞
勺
只
守
ャ
3
か
、9
[四
級
一
が
だ4月
~
祁

5朕
ザ
；

一

て

も

贔

一

時

か

ら

＇

ゎ

一

冊

や

ほ

、

県

ホ

，

ヶ

l

薗

悟

直

喜

肩

主

）

え

く

れ

、

靡

誓

ー
れ
、
吋
し
船
伍
岬
か
に
眠
笛
8
妙
や
令
市
底
ホ
，
’
ケ
ー
部
O
G会
な
が
列
を
作
り
、
し
や
｝
か
に
速
匹
一
料
セ
つ
け
て
い
る
3

一
由
脊
ゃ
ん
は
初
め
て
の
刃
の

j
だ
っ
に
た
け
に
、
祖
父
政
身
さ

虹邪
囚
竺
も
語
に
な
ら
な
い
：
＇
」

て

i

出
弁
割
ら
葛
ば
か
り
。
因

庶隕

こ

J

弟
荏
巧
和
妾
窮
か
位
っ

一
ゃ
ん
っ
こ
’
げ
が
開
気
に

葬の

ーか

4
J
Aぷ
5
ハ
き
の
上
で
「
死
ん

んさ
ん
一

野
ゃ
.
し
ゃ
ご
に
ね
で
も
、
ゆ
か
旦
9

」
り
『
;
し
j

泣
か
な
い
よ
」
点
平
ん
で
お

半
ら
一

パ
リ
、
，
憂
に
参
列
行
か
袋
ぜ
＾

t
か

[a翡
れ
に

3

ま
ゆ

包
る

i

妙
£
た
点
明
宏
ち
ゃ
ん
の
遺

J

さ
み
ち

し
を
一
体
は
同
じ
柏
に
入
れ
ら
れ
、
中
に

一
請
麿
ゃ
ん
辟
だ
っ
た
が

悲

花

利
夫
荏
の
葬
隕
に
贅
列
し
た
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
，

廃
に
涙
を
i
J
9
玉
て
い
る
り
9
日

W
、益
9
町血
f

益
子
町
の

羽
石
利
夫
君

級
友
ら
が
最
後
の
別
れ

し
め
や
か
に
葬
儀

205 



•8 月 10 日 栃木新聞

「
町
に
は
入
れ
な
い
」

f'つ
う
・
紅
さ
れ
る
"
9
"
り
う
．
来

て
も
町
丘
父
閏
い
，
と
に
か

9

ヽ
油
で
＂
心
け
は
し
た
か
ら
れ

J

「
確
和
冗
日
午
哩
硲
だ
っ
た

こ
」
）
ふ
唸
え
て
い
る
J
-
'
J
逆
川
の

す
ぐ
そ
ば
、
茂
本
町
下
砂
田
の

「
内
村
サ
f
9
ル」

n叱
小
店
経

党
の
＂
い
付
．
刃
さ
ん
な

0
)
↓
逆
川

か
ば
ん
ら
ん
し
、
「
と
に
か

'‘m

類
に
述
沿
だ
げ
ば
し
K
う
j

と
必

死
に
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
し
た
か
つ
な

が
ら
な
い
．
出
品
は
、
宇
邸
沼
市

氷
午
町
の

t
姉
、
じ
LIll
ト
シ
子
さ

ん
(
h
e
)
衷
ほ
，
に
か
か
っ
た
．

9

「
ル
ル
ル
ル
ー
、
ル
ル
ル
ル
ー
J

'

＂
夜
中
の
こ
の
時
皿
、
古
川
さ
ん

胃
2
塵
っ
て
い
た
，
「
こ
の

盛
が
雌
じ
な
け
れ
ば
も
っ
ダ
メ

だ
と
忠
い
、
つ
な
が
る
ま
で
待
っ

た
」
。
「
”
占
川
で
す
＂
」
，
五

分
役
だ
っ
た
，
突
然
の
雷
話
で
茂

木
の
現
況
だ
塁
誤
え
た
，
そ
の

を
J

器
裟
翌
な
っ
た
，

し
か
し
、
こ
の
一
本
の
雷
話
で

~
占
悶
か
ら
料
碕
や
東
京
の
m
類

に
屯
話
が
リ
レ
，
で
き
た

3

吉
川

さ
ん
は
こ
の
叩
品
で
四
五
日
夕
、

~
科
打
さ
ん
も
へ
応
扱
に
駆
け
つ
け

た

凡

El
て
す
で
に
五
日
目
'

-

J

の
交
搾
椛
、
茂
木
り
忠
の
屯

祠
か
困
る
か
と
い
っ
て
も
、
出
固
な
父
醤
闘
柚
に
あ
る
蓋
翌

品
か
雌
じ
な
い
こ
と
は
」
J困
＂
勺•
J
:
;
;
て
い
る
が
、
逆
川
の
ば
ん
ら
ん

音
な
い
」
と
咬
い
た

2

で
ト
ピ
ラ
の
す
命
曲
か
ら
泥
水
が

「ふ

t

人
り
込
だ
そ
の
暉
さ

-=-+9。
[f

5

 

＊
災
娑
挽
筏
棟
の
た
め
、
茂
木
『
[

り
k
り
冨
揺
い
四
所
に
あ
る
J

}

、

渾
回
線
の

□

'

 

っ
た
の
は
五
日
午
前
四
時
四
士
―
―

分
か
ら

3

町
役
固
そ
ば
の

N
T
T

茂
木

m隈
謡
屈
の
出
話
交
快
捜

衿
水
腿
し
た
な
っ
た
時
間
だ
。

茂
木
町
で
は
茂
木
屈
四
千
百
回

船
、
逆
川
閲
七
百
回
線
、
北
屈
六

百
回
線
と
―
一
局
に
分
か
れ
た
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
歪
し
か
し
、

市
外
霜
話
は
い
ず
れ
も
茂
木
の

”
中
央
砂
キ
経
由
す
る
。
こ
の

た
悛
木
の
交
探
限
が
や
ら
れ
た

こ
と
で
一
時
IHJ後
の
午
前
五
時
半

以
降
、
茂
木
は
完
全
に
孤
立
し
た

3

世
田
谷
通
信
火
災
に
匹
敵

JSl
は
す
で
に
一
ば
ほ
ど
の
水
に
筵

っ
て
い
た

"
N
T
Tで
は
「
は
ん

ら
ん
な

'J!iえ
ら
れ
な
い
土
地

柄
、
こ
ん
な
こ
と
は
全
く
予
想
外

で
し
た
」
と
N
T
T四
岡
軍
報
霜

話
り
の
入
闘
腔
紅
匹
槃
諜
長
．

電
池
で

24回
線
確
保

N
T
T茂
木
局
の
栞
田
澄
同

是
気
が
つ
い
た
と
き
は
滋
の
み

泣
の
ま
ま
珊
知
先
の
町
民
セ
ン
タ

ー
ヘ
＂
泥
水
が
一
ぷ
ほ
ど
に
下
が

っ
た
五
曰
午
前
六
時
半
、
水
の
中
、

《中》

交
換
機
不
能

茂
木
屈
へ
た
と
り
苫
き
、
”
秘
蔵

っ
子
＂
の
臨
時
無
綜
猥
一
台
を
確

保
し
た

0

こ
の
無
線
、
竺
塙
池

翡
で
闊
す
る
。
町
隠
ン
タ

ー
ヘ
戻
り
、
翡
し
た
住
民
の
似

盟
灯
の
叩
池
を
貸
し
て
も
ら
い

作
曲
―
―
一
時
す
ぎ
に
対
策
本
部
を

設
賊
し
た

N
T
T冥
岡
屈
が
よ
う

や
く
茂
木
固
に
到
泣
迎
侶
の
拠

点
、
茂
木
屈
が
＿
一
時
問
も
全
く
の

空
白
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時

点
で
初
め
て
現
状
が
分
か
っ
た

3

「
ま
ず
、
臨
時
雷
話
」
と
作
業
を

茂
木
電
話
全
滅
の
原
因
、
茂
杢
的
交
換
環
修
復
の
作
業
は
さ
ら
に
続
く
1
1
九
曰
、

N
T
T茂
木
り
で

似
さ
せ
た
．
こ
の

nげ
職
3
ハ山

人
を
投
入
し
て
の
10名
ふ
だ
ん

六
人
の
り
は
の
さ
っ
」
J

ベ
ト
詔

「
こ
れ
は
現
似
ば
叔
ぢ
て
も

m祖

臼
ケ
ー
プ
ル
火
災

(Iiト
凡
年
ー

一
月
）
と
同
じ
」
苫
ぢ
＇
沢
り

J

(
N
T
T百
蘭
砂

l

だ
っ
た
仕

因
か
ら
は
口
っ
ピ
り
、~
m晶
り

阿
位
が
で
き
な
い
か
J

A

而枷．」・｝

れ
た

N
T
Tた
か
、
茂
本
水
内
＂
ヅ

t
艮
＇
旧
規
閃
の
雌
い
叫
此
咄
ド

件
と
り
じ
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
．

情
報
不
足
の
テ
マ

出
話
ぱ
九
旧
レ
E
3
」
一
部
で
巾
4

」j
つ
な
が
ら
な
い
な
し
）
”
龍
炉

が
続
い
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
拠

点
以
外
で
不
雌
た
っ
た
'
J
'
J
S
;
?

匹
が
出
て
い
た
，
聞
恨
不
足
の
う

え
、
町
役
均
な
ど
閃
係
揺
閃
4
)
直

按
の
述
絡
が
取
れ
な
い
•
Jし
）
が
怜

を
か
け
て
い
た
ら
し
い
，
「
伝
染

紺
が
出
た
」
「
が
刑
で
一
天
が
入

院
し
た
」
「
コ
レ
ラ
で
迎
ば
れ
た

ら
し
い
」
「

mの
人
か
切
院
へ
巡

ば
れ
て
死
ん
だ
ら
し
い
」
，
み
ん

闊
，
全
血
不
通
か
ら
＋
時
間
後
ま
ま
だ
が
、
こ
の
時
点
で
灼
定
皿
な
「
ら
し
い
」
の
拙
測
研
俎
だ
っ

麿
曰
午
菩
一
時
、
町
民
セ
ン
ク
遠
茂
木
屈
の
交
挽
限
は
「
テ
レ
た
，
町
戚
は
‘
{
如
寮
宜
｀
保
健
所

ー
と
茂
木
栂
前
の
ニ
カ
所
に
合
わ
ピ
の
プ
ラ
ウ
ン
竹
が
水
に
す
っ
ば
皿
凶
が
そ
れ
ぞ
れ
各
な
斑
で
祁
れ

せ
て
二
十
四
回
線
を
つ
な
ぐ
こ
と
り
つ
か
っ
た
の
と
同
じ
」
で
、
回
ら
れ
て
い
た
，
デ
マ
情
担
麗
3

に
成
功
し
た
，
五
日
か
ら
六
曰
に
位
は
見
込
め
な
か
っ
た
，

N
T
T

か
っ
た
，
町
役
均
で
ば
水
内
に
よ

か
け
、
さ
ら
に
八
百
回
線
を
持
つ
は
呵
搬
式
の
最
新
鋭
交
腐
二
台
る
町
民
の
画
拙
が
生
ん
だ
”
バ
ニ

交
快
典
を
殺
入
、
晨
、
岱
棠
、
の
投
入
を
決
め
た
，
一
一
｛
翡
し
ッ
ク
＂
の
翡
と
み
嘉
恕
循

闊
、
役
切
、
学
校
な
ど
爪
咄
挺
く
も
曰
本
航
空
ジ
ャ
ポ
機
咲
沿
一
褪
八
日
、
窃
剖
配
包
J

路
め
て

点
に
新
し
い
番
サ
の
霜
品
を
つ
な
囚
年
に
使
わ
れ
る
た
め
、
群
馬
県
「
伝
築
約
の
う
わ
さ
が
流
れ
て
い

ぎ
、
そ
の
勢

J

し
の
い
だ

9

の
事
故
醤
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
が
そ
の
遁
は
あ
り
ま
せ

芍
一
台
重
さ
約
＋

l

＝
-
ふ
ク
。
茂
木
ん
j

と
広
叩
笛
を
出
し
た
1
a

同
前
の
門
柱
を
倒
し
て
搬
入
．
八

日
航
機
現
場
か
ら
運
ぶ

ま
だ
町
民
に
は
叩
話
は
不
通
の
曰
午
餃
七
時
半
ま
で
に
仝
郡
を
回

―-um-――-gm-『

m-―-5u吾
琵
琵
琵
珪
吾
昔
珪
廷
巽
琵
昔
琵
昔
註
琵
昔
話
琵
珪
琵
昔
註
琵
琵
琵

珪
昔
琵
珪
巽
昔
註
荘
琵
迂
琵
昔
狂
昔
誌
琵
琵
琵
琵
廷
註
琵
巽
琵
琵
註
琵
琵
巽
且
昔
琵
琵
昔
狂
琴
琵
琵
琵
昔
昔
五
荘
―
―

-
s
"
"
"
"
"
"
"
"
"

―
―
―
-
m
-—

交
換
機
は
水
の
中

茂
木
町
の
沿
話
か
令
政
に
屈
か
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0 8月10日栃木新聞
珪
耳
琵
迂
琵
廷
琵
昔
琵
巽
昔
註
荘
琵
琵
荘
註
昔
琵
昔
註
珪
五
荘
琵
程
琵
琵
琵
琵
琵
昔
註
五
琵
琵
荘
荘
廷
芸
琵
琵
琵
荘
琵
琵
琵
琵
琵
昔
琵
琵
琵
琵
琵
話
琵
程
昔
琵
琵
昔
耳
琴
荘
耳
琵
琵
耳
昔
一

台
風
fOサ
に
よ
る
風
水
古
か
ら
五
日
国
の
九
日
、
茂
木
町
な
ど
被
災
地
で
は
順
調
に
位
旧
作
菜
が
続
き
、
謀
民
の
温
か
い
救
援
活
曲

も
次
々
と
裔
せ
ら
れ
た
嘉
i-fT
で
は
笞
王
血
日
の
九
日
は
休
菜
日
だ
が
、
足
利
銀
行
で
は
行
負
約
百
八
十
人
が
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
参
加
す
る
な
ど
、
町
内
の
ゴ
ミ
撤
収
や
な
底
の
甜
糾
作
菜
キ
争
匡
っ
た
。
郎
教
委
は
、
教
科
内
を
流
さ
れ
た
り
、
使
え
な
く
な
っ
た

児
嗅
生
徒
の
た
め
に
孜
科
湛
の
無
償
給
与
を
決
定
、
ま
た
被
災
地
の
現
地
祖
祭
に
綿
貫
国
土
庁
伍
宜
、
藤
屈
正
行
文
部
大
臣
も
訪
れ
、

膝
足
文
部
大
臣
は
学
校
給
食
を
二
学
期
が
始
ま
る
二
十
七
日
に
問
に

合
う
よ
う
給
食
セ
ン
タ
ー
の
幣
瑚
を
招
示
し
た

3

被
災
地
は
、
姐
内

外
の
支
援
に
よ
っ
て
自
位
を
回
図
し
つ
つ
あ
る

3

g

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
躍

”↓
 18

薔
か
ら
五
日
回
の
九
臼
、
茂
加
わ
っ
た

3"裔
盟

聾

菜

笈

9

の
木
町
中
心
部
を
臆
っ
た
士
砂
と
が
沼
会
や
点
岡
rliの
軒
年
団
も
さ
ょ

町
れ
き
の
撤
収
作
菜
は
思
稟
っ
に
う
十
日
に
2
旧
作
芯
の
手
伝
い
を

t
 

木茂
巡
ま
ず
、
ほ
と
ん
ど
不
眠
不
体
で
す
る

3

水
ヤ
心
対
策
本
部
も
苓
民

知
作
荼
紐
け
て
い
た
闘
た
ち
の
．
ふ
唸
な
の
は
人
手

J

と
傾
る
人

れ
四
に
も
捉
労
の
邑
が
悶
せ
な
い

0

梅
戦
術
に
大
欧
迎

流
そ
ん
な
住
民
た
ち
の
力
に
な
ろ
う
ゴ
ミ
微
収
作
突
は
や
っ
と
表
通

が汗

/
J

、
立
翡
iE会
や
郎
価
学
会
、
り
に
メ
ド
立
っ
た
内
腐
紅
で

も
だ
間
な
ど
宋
夜
団
体
を
含
む
十
ば
な
の
中
の
研
糾
に
追
わ
れ
、
路

こ副

Ii団
体
に
続
い
て
、
九
日
、
足
利
地
や
訊
な
ど
に
山
と
な
っ
た
コ
ミ

の
銀
け
の
行
供
臼
ヒ
十
二
人
が
K
即
を
迎
ひ
出
す
ま
で
に
は
手
が
削
り

り

reKElそ
哨
し
て
作
党
虞
い
に
な
い

3

町
内
の
建
設
梵
行
や
近
芦

テンラポ

まず県が抜本対策を
藤尾文相が現地視察

激甚災害指定には時間

実
態
を
把
握
し
対
策
[の

噂
知
虹
現
地
視
察
、
要
望
受
け
る
繹

茂
木
県
内
外
か
ら
視
察
入
り

順
調
に
進
む
復
旧
作
業

•• 

．
．
 ，
 

市
町
が
協
力
し
プ
ル
ド
ー
ザ
ー
や
．
水
寄
対
策
本
部
で
は
、
「
ボ
ラ
濶
合
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
血
沼
市
な
ど
に
つ
い
て
は
市
町
村
牧
桑
一

シ
コ
ペ
ル
カ
ー
を
位
っ
て
ほ
と
ん
ン
テ
ィ
ア
希
望
者
は
グ
ル
ー
プ
の
迎
転
免
許
セ
ン
タ
ー
で
、
月
晦
ま
た
は
学
校
伝
の
証
明
に
よ
っ
て

桑
眠
不
体
の
撤
収
作
菜
を
進
め
で
」
と
呼
び
団
け
、
「
作
晋
~
兵
曰
か
ら
土
蹄
曰
ま
で
の
午
前
八
時
蹂
器
人
教
翡
協
会
か
ら
給
与

て
い
る
が
、
撤
収
作
菜
は
は
か
ど
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
マ
ス
ク
半
か
念
回
九
時
ま
で
の
問
に
、
手
さ
れ
る
も
の
．

ら
な
い
．
ゴ
ミ
の
撤
収
が
済
ま
な
や
軍
手
、
在
靴
な
と
を
持
参
し
て
紐
き
を
取
る
こ
と
に
な
る
．
免
訂
限
牧
委
で
は
、
各
学
校
、
地
方

い
と
辺
路
補
作
も
で
き
な
い
た
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
る
．
問
本
証
再
交
付
の
手
続
き
は
、
免
許
証
教
育
平
和
所
を
通
じ
て
牧
科
苗
の

め
、
ゴ
ミ
撤
収
が
包
旧
を
左
右
し
部
は

8
0
2
8
5
6
(
3
)
1
]
用
写
瓦
一
枚
、
印
鑑
、
汚
狽
し
た
波
失
、
阻
切
状
況
を
囮
ぺ
、
必
要

免
許
証
、
手
数
料
千
九
百
円
が
必
冊
数
を
救
科
臼
供
給
所
に
指
示
す

て
い
る
．

•• 

,．
 

h3.l咀
翠
爵
．

•. 

,'1,
＇ 

教
科
書
を
無
償
給
与
て
か
ら
一
瀾
凹
程
度
で
孜
科
翌
J

薗

本

部

で

は

、

八

日

、

テ

レ

被

災

者

に

免

雹

要

．

ッ
ク
ス
で
郎
内
や
茨
城
県
の
一
部
〖

の

支

店

に

ポ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ヘ

の

が

グ

．

許

証

再

交

付

県

数

委

．

臀

言

え

る

こ

と

が

で

き

る

と

加
辟
ぴ
掛
け
た
．
応
じ
た
け
凶
茂
恣
で
は
、
水
災
宮
に
よ
っ
て
訊
羹
は
九
日
、
農
10号
で
し
て
い
る
が
、
敦
科
由
が
ど
の
野

は
女
性
三
十
人
含
む
百
ヒ
十
二
運
転
免
許
証
を
流
を
た
り
汚
担
懇
心
を
受
け
、
教
翡
を
失
っ
た
ぼ
必
要
に
な
る
か
は
濶
造
し
な
い

人
．
こ
の
曰
午
前
八
時
に
大
型
パ
し
た
入
の
た
め
に
、
再
交
付
の
使
り
位
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
た
小
と
分
か
ら
な
い
、
と
限
教
委
で
は

ス
ニ
台
と
マ
イ
カ
ー
に
分
来
し
て
宜
を
図
っ
て
い
桑
．
同
吝
で
再
交
・
中
・
店
校
の
児

m、
生
徒
に
対
話
し
て
い
る
．

米
3
少
と
野
菜
類
卜

同
町
に
入
り
、
午
葵
時
ま
で
撤
付
の
手
続
き
を
取
っ
た
埠
合
、
通
し
、
教
科
哲
苺
苗
給
与
す
る
た

ラ
ッ
ク
10台
分
送
る

収
作
菜
度
の
中
の
研
詞
活
曲
l

}

常
は
二
週
皿
か
か
っ
て
い
た
と
こ
め
濶
歪
を
行
う
こ
と
を
決
め
た
．

｀

’

県

晨

協

中

央

会

汗
を
流
し
た
。
ろ
を
二
曰
問
に
短
縮
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
災
出
救
助
法
適
用
の

期
皿
は
、
取
り
ぁ
え
ず
茂
木
町
が
茂
木
、
益
子
、
芳
賀
町
内
の
児
窪
、
"

復
旧
す
る
ま
で
と
し
て
い
る
．
生
徒
に
つ
い
て
は
岡
法
の
規
定
に

即
日
再
交
付
を
希
翌
す
る
人
の
よ
っ
て
給
与
、
透
用
外
の
屈
山
町

裔
の
森
的
を
視
窪
す
る
た
め
の
対
策
に
全
カ
ギ
尽
く
す
」
と
Jtl

九
日
茂
木
町
を
訪
れ
た
綿
田
民
師
っ
た
．

国
土
庁
長
官
は
、
渡
辺
文
雄
知
事
同
町
を
訪
れ
た
の
は
綿
閃
長
宮

や
阿
部
武
史
町
長
の
説
明
を
受
け
を
団
長
に
文
部
、
建
改
、
国
土
、

焚
弯
披
宙
の
殿
も
大
き
い
町
中
店
林
水
庇
な
ど
閃
保
各
省
庁
の
代

る
心
部
を
歩
い
て
祖
窪
し
た
設
、
午
表
十
五
人
．
一
行
は
午
前
十
一
時

後
芍
時
半
か
ら
町
役
島
で
同
町
か
四
十
五
分
、
阿
部
武
モ
町
丑
を
は

さまに
ら
同
地
汲
甚
災
む
の
指
定
な
ど
六
じ
め
批
僻
部
、
町
僻
部
ら
の
出
迎

晋
の
即
翌
受
け
た
が
、
同
民
え
で
陸
上
自
街
政
の
ヘ
リ
ニ
翌
で

しさ

U
間
沿
宜
は
「
（
唇
器
指
定
に
つ
い
．
癸
中
醤
に
陪
り
立
っ
た
．

5
仁
て
は
）
善
が
十
六
都
府
邸
と
広
品
総
と
渡
辺
知
事
や
阿
部
町

｛
レ

山
か
醤
に
渡
っ
て
い
る
の
で
、
で
き
民
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
．
四
十

翌
る
だ
け
早
く
ヽ
正
確
な
蕗
・
2

の
実
態
五
分
間
に
わ
た
っ
て
翡
状
況
を

を
把
郎
し
、
速
や
か
に
判
断
し
た
視
窃
翡
に
招
み
上
げ
ら
れ
た

き
i

，＇くれ官
が
長
ぃ
．
灼
状
モ
十
分
ふ
ま
え
て
今
餃
が
れ
き
や
削
り
取
ら
れ
た
氾
路
、

＜
貫

さ
綿

，
ふ
と

を
J

路
状

道
惨

は
九屎
日ば

災皐
舌央
対
策＾

会

本翌
部田
を計
設全
凹長
、ツ

'，のをて同
ク四送米曰
・ド日つ十 ‘ 
募問た討茂

‘ ゚ 詰木
一：野まめ町
器菜た三．に
る類‘百＂救
・1を＋

J 
袋援

＇．迎—‘物
．：曰日軒資
‘9卜ま三と
：ラでメし

瞑
尾
文
部
天
臣
は
九
日
午
前
、

地
元
茂
木
町
と
益
子
町
の
水
古
被

也
地
を
視
莱
し
た
。

視
禁
砒
、
阿
部
武
史
町
民
ら
の

水
古
の
経
過
と
現
状
の
説
明
を
受

け
た
文
部
大
臣
は
町
碑
部
や
県
玲

部
に
対
し
「
（
破
甚
災
也
指
定
は
）

翌
に
発
盆
し
て
い
く
．
し
か
し

ま
と
ま
こ
し
て
い
る
と
指
定
ま
で

に

l=＿
力
月
か
か
っ
て
し
ま
う
．
そ

れ
ま
で
は
つ
な
ぎ
を
貼
に
や
っ
て

い
た
だ
く
」
と
述
ぺ
、
ゴ
ミ
対
策

や
防
疫
対
深
の
ほ
か
災
古
対
策
公

共

m兄
、
店
菜
救
訂
、
河
川
の
抜

本
的
対
策
の
必
要
性
を
畑
調
し

こ・f
 さ

ら

に

昇

闘

の

被

出

で

は
、
給
食
セ
ン
タ
ー
が
翡
萎

間
叫
〗
田
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笈
町
の
中
笛
に
也
揺
恣

閉
両
腐
」
の
出
刺
か
、
ゆ
っ

V
討
と
持
ち
が
っ
勺
樅
そ

丘
区
の
シ
＂
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
が
パ

IJ

バ
リ
と
音
年
立
て
て
破
れ
、
店
内
の

本
が
国
ギ
ら

5
号
に
流
れ
出
す
。

息
明
の
心
川
は
ん
ら
ん
で

詞
内
隠
胃
屑
―

け
間
が
涸
流
に
泊
え
た
い
家
mは
商

綽
1
1で
な
＜
家
財
迎
以
圭
祓

な
く
的
い
去
っ
た
。

比
L
の
炉
辺
純
一
郎
さ
公
E

ハほ

「
店
の
旧
埠
翌
？
•
そ
ん
な
邑

よ
で
叫
が
回
ら
な
い
。
ま
ず
後
片
付

緑
先
に
よ
」
奇
内
の
混
星

ブ
で
押
し
出
し
な
が
ら
、
深
い
た
め

恨
j

つ
い
に

3

ム
曰
、
四
伝
兄
せ
「
ア
レ
ー
9

」
と

＂
り
っ
た
さ
昴
っ
て
し
磐
た

没
切
苓
麗
忽
む
飯
昴

t#fさ
ん
“
と
も
「
あ
す
か
や
J

う
し
よ
っ
」
と
記
に
ら
け
の
商
晶
を

卯
に
沿
な
が
出
な
い
や
ア
，
と
い
う

待
た
れ
る
行
政
の
証
へ
断
ク

っ
て
い
る
。
こ
こ
圭
曲
流
が
押
し

喜
に
の
尽
「
売
品
芦
注
ら
な

い
」
。
ポ
ッ
苫
つ
ぶ
｝
い
た
阪
畠

さ
ん
2
、
ま
に
即
し
黙
っ
た

3

な
く
な
っ
た
稼
ぐ
手
段

か
つ
て
な
い
水
盗
ぶ
”
に
大
さ
な

該
を
受
け
roJは
「
稼
手
殴
」

乞
言
＜
蒻
っ
た
曲

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
内
取
り
些
令
'

の

濁
流
に
消
え
た
1
万
冊

流
出
し
に
本
の
Mi
向はレ

K
な
る

の
か
c
似
革
ぬ
ば

E
方
印
宕
葛

か
に
超
xte"
「
こ
れ
か
ら
閻
ぷ
'J

交
渉
し
な
け
れ
ば
」

r
}

そ
の
四
屈
も

閻
の
浸
水
で
、
洋
服
を
二
朗
に
上
げ

泉
裕
も
な
か
っ
た
。

シ
1

ー
ケ
ー
ス
の
料
さ
―
•
五
訂

部
分
に
、
＜
っ
さ
，
9
と
氾
の
線
が
残

粕
料
行
は
人
歪
し
か
し
、
商
］

菜
在
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
旺
吸
か

始
め
ら
れ
る
か
、
全
氣
嘉
つ
か

な
い
」
（
渡
喜
。

地

元

蜃

賃

望

、

被

災
行
に
対
す
る
―
一
百
万
円
の
緊
怠
犀

四
を
決
め
た
，
県
も
二
千
万
円
を
限

旺
に
、
迎
転
匹
愈
の
融
資
に
采
り
出

し
た

0
利
率
は
諏
融
，
関
が
五
•
五
鈴

祉
五
・
三
忽
曲
常
融
資
に
比
べ

二
他
芝
低
い
代
翡
、
薔
薗

が
一
年
（
金
融
槻
態
、
五
年
（
い
小
）

と
短
い
。

被
災
し
た
商
工
菜
行
の
K
半は、

細
々
と
應
蒋
蘭
璽
ゃ
零
細

工
叉
主
に
。
中
ヽ
炒
包
パ
ン
店
捏

常
す
癸
醤
委
忍
底
「
パ

ン
を
作
全
腐
も
、
パ
ン
扮
怪
め

贅
翠
部
空
っ
ぼ
。
破
幣
因

．．．
 
」
と
半
ぱ
田
仕
克
保
衣
3
i
あ
た
ふ

う
で
も
あ
0
。

開

醤
後
、
利
息
の
半
分
を
自
沿
体
が

蘭
す
魯
丞
祭
し
た

3

祠
俎

五
薯
、
し
か
も
短
盟
済
窓
足
無

理
」
と
屈
し
に
の
な
合
。

隠
仕
、
い
添
尻
閤
に
対

し

日

闊

を

検

悲

鸞

な
い
」
点
白
え
た
。
蘭
す
れ
ば
被

災
屑
歩
と
註
乳

柔
砂
話
苫
巧
も
早
＜
笈
心

自
隈
な
八
潤
の
町
・
茂
木
は

つ
か
ず

が”
5
g
,
•
1
1
1
I
I
I
l
l
"

R
 

短
朋
返
済
は
と
て
も
…

ほ
と
心
嘉
裔
翌

同
じ
状
況
の
忠
、
た
と
賣
を

習
て
も
短
附
唇
茜
ぶ
。
し

か
も
「
三
酉
月
円
く
ら
い
は
、
店
の

改
修
斑
金
g
四
そ
し
ま
っ
」
（
渡

覧
）
。
被
沿
8
お
り
は
そ
れ
で
な

を
も
必
jJ“

災
い
、
楓
能

力
が
乏
し
い
の
だ
。

「
県
祈
せ
烈
補
給
す
歪
包

を
し
て
い
る
」
奇
盟
揺
被

環戚的な打撃を受けに西店いつになったら商売が始まるのか・・・

醤

晨

屯

じ

て

懇

に

ク
笑
れ
て
さ
に
0

大
淵
の
観
光
ヤ

ナ
、
町
常
キ
ャ
ン
盗
、
ほ
闘

シ
イ
タ
ク
賛
茂
木
焼
・
・
・
。
そ
し

瓦

席

蒻

篇

慮

翡

が

誓

嵐

靡

泉

グ
み
い
楼

廃
虚
か
ら
の
円
追
に
は
、
被
災
占

の
”
念
弱
jJ"
が
不
ciJ
火
な
の
は

も
ち
ゃ
ん
に
が
、
こ
ん
な
時
ご
苦
叫

例
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
血
の
西
っ
た

行
政
」
が
必
疫
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
（
経
迫
部
取
材
毬
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り
、
野
努
に
活
気
を
取
り
戻
西
に
よ
る
慣
四
企
疋
か
ら
、
伝
染
時
半
こ
ろ
、
茂
木
町
増
井
の
林
橋

し
つ
つ
あ
令
病
が
発
生
し
た
と
い
う
デ
マ
が
町
束
岸
で
出
怯
か
行
方
不
明
に
な
っ

し
か
し
、
町
糾
卒
盆
朋
函
査
内
外
に
流
れ
勾
た
と
い
う
情
報
が
あ
る
こ
と
か

が
辿
む
に
つ
れ
、
被
宙
が
ま
茫
よ
一
方
茂
恣
汽

r
五
日
午
前
一
ら
、
翠
園
の
あ
と
行
方
の
分
か
ら

町
内
外
か
ら
援
助
の
手

闘
且
且
鱈
亘
丘
鱈
闘
闘
＂
鰭
疇
尉
闘
鱈
闘
鱈
‘
団
体
、

il"＂ぃ
司
捌
釘
巴
―
門
賛
鰭
彗

笑
翠
街
瓦
、
日
堕

nの
丁
ま
な
曲
統
か
い
な
を
J

こ
つ
に
残
辺
隊
や
救
援
物
資
が
続
々
と
窃
せ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
昭
臨
切
資
や
宇
せ
つ
け
て
い
る
。
間
報
提
供
を
呼
び
揖
け
て
い
る
。

日
白
碗
か
ら
汚
れ
た
家
財
道
只
さ
れ
て
い
る
。
復
旧
作
業
に
当
た
ら
れ
、
披
害
に
遭
っ
た
町
民
た
ち
郡
宮
市
か
ら
ね
丘
わ
さ
バ
ス
で
や
各
家
底
の
後
片
付
り
群
ゃ
ん
で

な

示

後

底

料

径

装

か

行

莉

歪

製

の

偲

哉

莉

の

急

仇

柔

符

け

て

い

る

。

っ

頁

た

と

い

2

品
婦
笞
知
人
い
歪
か
、
涸
流
に
流
店
だ
靡

さ
町
勺
こ
よ
笈
日
乍
菜
が
堅
否
8

か
ら
の
怒
認
詔

g函
110れ
、
類
な
ど
径
芯
2
臨
柄
曲
に
は
、

と
固
時
に
各
地
か
ら
釜
煎
盆
採
被
宵
に
遭
っ
た
町
民
に
配
ら
れ
て
被
吉
か
ら
五
日
が
過
き
て
い
る
こ

胃
f
誓

、

＇

や

ク

ル

ー

プ

な

斎

続

々

哀

爺

だ

い

る

。

と

か

ら

段

恩

色

篇

く

な

り

始

＇ 

茂

胃
11係
、
十
日
も
盆
笏
町
内
に
は
、
大
型
プ
ル
ド
ー
ザ
必
お
り
、
一
日
も
早
い
復
旧
が

‘

、

只

し

；

崖

っ

て

晨

薔

訊

ー

、

’

目

さ

望

翡

て

い

る

。

<

d

・

シ

閏

届

支

部

か

阜

七

尻

琶

麿

羨

々

多

ン

プ

町

腐

喜

忍

直

↓

r

庸

藝

慧

祗

に

習

カ

ー

屈

桑

g
g眉
醤
闘
覧
の
委
程
恣

'
」
町
け
、
国
れ
な
い
欝
が
急
＇
チ
で
辿
め
ら
れ
て
お
醗

mし
た
が
、
一
時
は
筏
男
不

急

二

雷

冒

真

岡

、

水

戸

線

が

平

常

に

霜
烏
山
ー
茂
木
線
も
再
開

"＂

[di-―
文
面
璽
喜
窒

汲
旦
干
人
な
ど
、
近
榮
3

若危

i
 

―――――――――-―_-――士字ま

｀
g

慕
胄
問
、
聾
み
れ
に
な

〗
こ
“
p
尿
鼻

1
1
に
男
、
町
鼠
棋
羞
鼠
匹
で
一
と
し
て
い
た
が
、
十
凰
喜
篠
屑
と
に
よ
り
国
序

せ
民
を
喜
ぱ
せ
た
。
部
挫
恋
な
っ
て
い
た
圏
箇
岡
七
分
小
山
駅
発
か
ら
連
転
を

P
l
,
A喪
か
寸
所
さ
れ
、
全
面
臆
休

ら寄
ま
た
こ
の
日
も
真
岡
市
山
前
製
線
と
水
戸
諒
、
全
廂
裸
と
な
っ
間
、
全
線
平
常
ダ
イ
ヤ
に
戻
っ
た
3

と
な
っ
て
い
が
国
鉄
パ
ス
烏
山
ー

夏ク
、
’
と々

協
か
ら
ク
マ
ネ
ギ
や
キ
ャ
ペ
之
心
て
い
た
国
鉄
バ
ス
馬
山
ー
茂
木
線
水
戸
線
は
小
曰
川
の
増
水
に
よ
茂
木
糊
は
1
戸
尤
ぼ
四
時
十
五
分

匂
靡
靡
餞
裟
だ
ほ
が
十
一
日
ま
で
に
迎
転
矛
句
間
、
り
、
下
館
ー
新
治
釈
間
で
代
行
バ
烏
山
発
か
点
叫
臼
寄
崩
し
た
。

5

か
、
葛
生
町
巷
太
笥
年
部
か
9

班
吊
ダ
イ
ヤ
に
戻
っ
た
3

ス
を
直
行
し
て
い
た
が
、
十
一
曰
十
一
日
午
前
六
時
三
十
五
分
為
山

タ
オ
ル
千
本
や
町
内
の
被
苔
に
選
真
岡
腺
ほ
工
陀
咆
兄
依
亡
J

い
午
前
四
時
五
十
一
分
勝
田
釈
発
か
発
の
始
発
か
{
は
平
常
の
ご
矢

芸
か
っ
た
町
内
各
地
区
の
婦
人
市
塙
ー
茂
木
間
を
バ
ス
代
行
暉
転
ら
全
線
の
連
転
と
円
問
す
る
。
往
復
坪
行
に
皮
る
。
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「
嫁
と
孫
を
助
け
て
」

来
て
も
大
丈
夫
な
よ
う
な
高
い
所
い
情
叙
を
流
し
て
い
た
の
は
町
役

ヘ
浬
露
し
て
』
と
言
つ
の
が
精
い
謁
の
広
報

mだ
っ
た
．
因
固
筑

つ
ば
い
の
状
態
だ
っ
た
」
と
川
郡
は
テ
レ
ピ
、
一

2
ン
オ
、
新
問
な
ど

を
ン

韓
セ

情
民
圭
一
茂
木
署
長
（
五
も
。
こ
の
訴
え
で
茂
木
災
古
を
知
り
応
援
に
駆
け

t
田
＋
翌
日
午
前
四
時
半
以
降
ピ
タ
リ
つ
け
た
が
、
茂
裔
民
は
目
の
前

槃

な

く

な

っ

た

。

屯

翡

繁

通

で

に

あ

"
C
雑
名
な
ゴ
ミ
を
片
づ
け
る

1
1
9
番
、
1
1
0
番
が
蒋
え
の
が
一
番
の
仕
巾
。
泥
に
ま
み
れ
、

汗
と
ホ
コ
リ
の
中
で
伯
き
回
る
町

琴報
ら

f“

広
婦
茂
木
署
で
は
八
台
の
岱
寮
無
線
民
か
ら
は
「
手
を
休
め
な
い
で
分

が
な
ん
と
か
捩
能
し
て
い
た
が
、
か
る
研
報
が
助
か
る
」
と
い
う
山

の
主

費

、

次

長

も

四

日

午

後

十

一

時

い

っ

た

ん

醤

圧

す

る

と

い

う

ア

ク

場

の

「益

m」
と
呼
ば
れ
る
U
窪
磁
話
を
何
人
か
ら
詞
い
た
．

町

5

は
五
日
午
前
八
時
三
十
七
分
に
不
こ
の
広
報
llI
だ
が
、
町
の
公
用

す
ぎ
か
ら
町
を
祖
窪
、
逆
川
よ
り
シ
デ
ン
ト
に
見
匹
わ
れ
た
．
結
屈
、

癸
町
中
心
部
が
，
水
没
“
し
低
い
民
家
に
対
し
て
罪
靡
す
る
よ
事
故
硯
切
に
は
午
塑
ハ
時
こ
ろ
に

な

る

通

．

霊

欝

闘

闘

区

醤

木

車

で

は

な

い

．

翁

ru四
十
一
台

給
ま

蓋
日
午
塑
一
時
十
五
分
、
水
の
う
指
導
、
平
野
さ
ん
の
1
9
0
番
地
元
硝
防
団
が
歩
い
て
、
午
前
九

な

か

に

あ

っ

た

茂

恋

芦

に

1

1

0

前

後

に

品

を

助

か

し

て

い

て

二

時

す

ぎ

に

千

王

翌

所

が

オ

ー

ト

供

集

で

通

佃

部

の

移

動

式

多

泊

無

珈

jJI
が
は
い
ず
れ
も
水
1

で
故
障
、
県
、

腐
報
．

f

助
け
て
く
だ
さ
い
、

A
公
3

流

さ

れ

た

」

な

と

十

数

本

の

バ

イ

で

、

茂

木

本

薯

は

午

前

十

一

料

て

一

出

動

、

再

び

誓

謀

通

侶

が

使

え

る

其

岡

市

、

交

通

安

全

協

会

、

市

貝

ら
よ
う
に
な
っ
た
の
は
電
話
不
通
か
町
な
ど
が
提
供
．
六
日
は
午
設
八

食
得

嫁
と
茄
が
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
J
.
”
悲
界
が
瞑
け
込
ん
で
い
た
．
時
前
設
に
到
誓
す
る
と
い
う
状
態

声
の
主
は
茂
木
町
か
ら
な
。
、
同
こ
の
豆
っ
平
野
さ
ん
の
1
1
0
帝
に
な

2
gを
得

な

か

っ

た

．

ら

八

時

間

設

の

五

日

正

午

以

降

．

時

な

つ

二

時

間

、

七

、

八

、

九

、

町

町

田

の

会

社

員

、

王

四

新

一

さ

茂

木

潤

防

署

は

パ

ッ

テ

リ

ー

式

の

＋

日

は

早

朝

か

ら

丸

一

日

、

一

台

萄
防
無
繋
キ
ー
局
鶯
り
、
司
令
か
ら
四
台
の
広
菰
車
が
町
を
回
っ

農
と
四
台
が
概
能
し
て
い
た
。
た
．
「
こ
ち
品
町
役
埠
の
広
報

し
か
し
、
こ
れ
も
貸
、
団
翡
車
で
す
」
弯
始
ま
る
広
礎
初

8
sは
本
で
受
笞
れ
な
か
す
」
f

食
料
の
配
給
を
し
ま
す
」
、

罰
間

119.llO番
が

3
B間

不

通

の

連

絡

に

使

わ

れ

、

覧

か

ら

の

め

は

「

日

鬱

麿

が

来

て

い

ま

開
間
躙

a
m
“望
広
報
車
が
フ
ル
回
転
庄
尉
｀
~
鼠
厨
[

十

六

合

も

の

土

砂

で

母

子

が

助

か

民

に

男

詰

が

な

く

実

際

の

S
Q
0
い
ま
す
」
「
郵
使
は
が
き
を
無
料

よ
う
な
や
り
方
が
あ
っ
て
も
い
い
と
五
時
間
の
う
ち
に
五
十
六
件
の
て
お
り
、
逆
川
の
は
ん
ら
ん
直
位
は
伝
え
よ
う
に
も
伝
え
ら
れ
な
か
配
布
し
ま
す
j

「
迎
転
免
杵
証
を

4
時
間
で

40件
の
「

119」

る
わ
け
も
な
い
。
隣
の
家
の
手
も
は
す
ぐ
に
町
田
を
管
切
す
る
千
本

侶

り

パ

ケ

ツ

や

岡

手

で

掘

り

出

し

耽

珪

所

に

伝

え

ら

れ

た

。

同

駐

在

の

で

は

」

と

を

匹

っ

た

．

町

中

心

滋

賓

ゲ

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。

に

悲

叩

が

殺

到

し

た

こ

と

を

哀

づ

っ

た

。

流

失

し

た

方

は

ー

」

な

ど

七

種

類

を
広
戟
。
こ
の
六
日
皿
で
さ
っ
と

40種
類
の
情
報
流
す

た
が
、
す
で
に
死
亡
し
て
い
な
所
の
石
川
通
保
巡
査
部
長
(
-
ず
）
に
二
人
の
郭
儀
を
絡
え
た
翌
日
の
部
で
も
避
雖
命
令
が
出
さ
れ
「
危
＝
―
-
台
の
1
1
9
苗
、
二
台
の
加
入
け
て
い
る
．

茂
木
署
の
問
い
合
わ
せ
に
は
「
救
よ
る
と
、
駐
在
所
前
の
道
路
は
深
十
日
、
平
野
新
一
さ
ん
は
「
四
日
険
」
と
知
ら
さ
れ
て
も
大
半
が
半
電
話
、
一
合
の
誓
寮
電
話
、
そ
し
茂
木
硝
防
署
の
一
年
間
の
1
1
四
十
稲
類
に
も
上
る
情
躙
を
提
供

出
し
た
が
、
も
う
ダ
メ
で
す
J
。
さ
＝
＝
＋
尭
ほ
ど
の
急
流
に
な
り
、
午
設
九
時
と
ろ
、
テ
レ
ビ
で
台
風
伯
半
菜
だ
っ
た
が
、
現
実
は
1
1
て
消
防
無
線
の
交
信
記
録
。
こ
の
9
番
受
珊
件
数
は
二
百
八
十
件
前
ふ
だ
ん
の
I
l
o、
1
1
9
祐
し
て
き
た
．
「
そ
う
で
す
か
、
そ

午
前
四
時
半
以
降
は
霞
話
も
不
通
各
所
で
ガ
ケ
崩
れ
な
ど
が
起
き
直

10
号
の
ニ
ュ
ー
ス
は
見
て
い
た
0
番
通
菰
、
そ
し
て
特
に
ー
1
9
う
ち
町
民
か
ら
の
緊
急
迎
絡
は
約
設
。
一
日
一
件
あ
る
か
ど
う
か
。
に
戻
っ
た
の
は
八
日
夜
．

S
O
S
ん
な
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
か
」
と

に
な
り
、
甜
防
や
誓
寒
U
の
連
絡
が
通
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
『
今
ま
で
も
な
か
っ
た
し
、
毎
茂
木
潤
防
睾
へ
の

S
O
Sに
七
叩
、
四
十
件
前
砒
。
平
野
さ
ん
わ
ず
か
五
時
間
で
ー
カ
月
半
分
の
機
加
が
洒
え
て
か
つ
既
に
丸
―
ー
百
担
当
の
茂
木
町
役
切
の
古
田
土
志

も
つ
か
な
か
っ
た
．
そ
の
こ
ろ
、
昂
四
り
の
翌
防
団
瓜
五
、
六
人
に
台
風
が
通
っ
て
も
丞
は
出
な
か
っ
み
ら
れ
る
よ
う
に
大
変
な
軍
態
が
方
の
事
故
は
も
ち
ろ
ん
、
「
増
水

S
Q
nが
飛
び
込
ん
で
幸
た
こ
と
も
経
っ
て
い
た
。
再
開
1
9
0
帝
郎
文
書
広
報
係
長
（
だ
）
。
こ
の
十

町
は
逆
川
の
は
ん
ら
ん
の
真
只
中
平
野
さ
ん
方
の
事
故
を
伝
え
て
持
た
。
大
丈
夫
だ
』
と
思
っ
て
し
ま
起
き
て
い
た
わ
け
だ
．
し
た
」
「
躇
石
が
あ
る
」
「
が
け
に
な
る
、
事
情
は
茂
木
署
も
同
様
は
五
日
午
扱
＋
時
二
十
四
分
．
夫
日
、
「
ゴ
ミ
の
収
集
は
十
一
日
で

に
あ
り
、
孤
立
無
援
の
状
態
で
あ
逮
一
方
、
茂
木
署
は
バ
ト
カ
ー
っ
た
」
と
青
さ
め
た
表
情
で
話
し
茂
木
潤
防
署
に
は
四
日
午
設
＋
が
崩
れ
た
」
「
床
上
没
水
し
た
」
で
五
日
午
前
―
―
一
時
C
ろ
に
は
記
録
如
げ
ん
か
だ
っ
た
．
ー
1
9
帯
は
一
時
打
ち
切
り
ま
す
」
の
広
報
も

っ

た

．

を

出

血

さ

せ

た

が

、

大

雨

で

mが
た
。
さ
ら
に
「
他
険
な
状
況
を
区
一
時
す
ぎ
か
ら
町
の
電
話
が
全
波
「
通
行
止
め
と
な
っ
た
j

な
ど
．
も
で
き
な
か
っ
た
し
、
「
助
け
よ
八
日
午
後
五
時
二
十
分
、
怠
病
人
．
加
わ
っ
た
．
梢
領
は
復
活
し
、

茂
木
署
で
は
前
夜
か
ら
署
災
を
故
岡
、
誓
叛
官
は
茂
木
潤
防
馨
に
長
な
ど
を
迎
し
て
知
ら
せ
ら
れ
る
し
た
五
日
午
前
四
時
半
ま
で
さ
っ
時
皿
は
午
堕
一
時
す
ぎ
に
集
中
し
う
に
も
助
け
ら
れ
な
い
．
『
水
が
こ
の
間
に
、
町
民
が
殿
も
知
り
た
「
ヤ
マ
埠
」
ぱ
越
え
た

多
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さ うー耕J様のず出を床泥商つ
ん 岡 か 川 す 々 よ つ 始 1’tをを J
で 1;hーはるなう介め耕Jふ掃
バ往：一

貞裔薔屑息勇息善託
滋で．．一 毀不督＇谷たすきさ 中のた庁臣出は
二欝：。鷹爵員fi靡¢酋詞巴髯齢大・．紙やの九乳合

闘虚 ふ恙るがれ
も斑、のの席 麿新］悶貝給筈

なた

且i汀月 11＼＼ニニニ墨
水 不るたにが追
也町 俗合裔沓‘だ

この 3即
の側戸

を建 今つ

嬰薗需占ぷ奮唇醤E 嬰悶含患っ、さ水届塁”` りミロ9羞屡＂胃゚！匠活ド [9
盆翌苓 g,9リ,i:1li店器乱悶 てかる広
,，しのあ戒沿紅 0)にをい Jヽヽ 盆姦．．．—芯

汀事彗？冒決 兵喜闊
鱈闘褪翌．，渇倫げめの：［翠應
喜房罰屡 眉屡蓋贔

中こ倍器

釘噂質雙器麿ぃ手ィ罰

叫9［叫哀安信［間，詞
釘噂釘囀ぁ速 ffi
ん山毎-J 
f̀’-人

で1U1年_f_` 償人大汀t『]叫
耀げ：］汀鱈害き~ 闘書叶尼〗闘
賛〗息忍塁裔嘉屡尻：：防 旦紅賛竺粛晏努塁

”心包驚注塔貝 止 ＜ 艮意闘屑正，屑覧屡i[f
芝¢か g塔苔競亙芭努 0）心で、西 lllJせた合新め'・i
とこ色おて惰ですて兄 衣肢忠昂夜；；；；翌蒻名百合遡

麟と魯芽伍娃バi策 誓゜炉＇ま乳琵て畠匂‘°
い、四か°具い地うて
でもつか建をかに一い

怨芝、゜突は 9こ差

ほ皇為盈忍習令翡茫歪
ん 坂昴？つ今土、近二

g 品屎倹含嶺器晋盆念

[ i [ i [信[［ 9 ろ ー 一m --ぞ近

てし．住か
いてん亙

旦
ら土彗

や喜
るもて．と 9Il]で出 山

‘疎
゜合いう助はるれ口 化

るすがな をさが
麟色岩し；蓋嬰お心
炉邸とい 9i↓旦エ住配
よ阪屯以砂 1/9む

るつ としる今磁て路全
。た朋lた ま の 、 、 い のく

一人 U °ろは iI9flりか H 遥

鱈云包渭炉い
が ‘•Ii は過・斗て

くはな

、今韮 な疎力い

のはは
こでに いが一る互巖椋

町一~約
芭き吊。な足三

•- ら心そらいつ

芯欠号 哀品包腐哀．；唸
うを人 ろんてで仕 S ° 
ーむJだ こでい、事も逆

をい倒で名 t はかい
ぉて昭怠度蘭五督など ろ

昇酎鐸鱈因‘
茂 麟蒻

゜ち

セ翁象醤翌こ霞品-含活．
い舷
た 1升し

9こだれと工 をつ

°のご象限を召盗 怒芝
賃"J|斎毎を盆烈 され
のき送うとが是

なる
手た‘°をみは そ易

＞下＜

開
猛
が
肋
這
に
の
り
、
道
路
に
は
、

H
亭
軍
両
に
代
わ
っ
て
一
般
霙
用
軍
が
自
立
つ

110呂
呈
後
ふ
[
-
ろ
、
茂
}
8叩
茂
木
で
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0 8月11日 東京新聞

『見た』『聞いた』の証言
出ない届け警察改めて捜索

台
風

Jogの
棗
雨
に
よ
る
被
四
は
十
六
部
眼
に
広
が
り
、
死
省
十
九
人
、
行
方
不
叩
吝
二
人
を
出
し
た
。
本
眼
関
係
名
は
県
東
部
で
死
名

六
人
、
行
方
不
明
者
一
人
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
行
方
不
明
者
は
水
巽
産
か
月
日
後
の
十
日
に
な
っ
て
も
名
前
も
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
肉

親
窟
の
披
索
願
も
出
さ
れ
て
い
な
い
。
肇
煤
当
局
は
、
変
雨
当
夜
、
潤
流
の
中
で
竹
や
ぷ
に
つ
か
ま
り
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
人
が
「
＊

の
怪
紐
食
ぎ
が
り
助
位
と
求
め
て
い
た
刃
が
い
た
」
と
芦
っ
て
い
た
こ
と
や
、
近
所
の
人
た
ち
が
叩
や
み
の
中
で
恋
那
な
「
助
け
て
く

れ
」
と
い
う
声
を
聞
い
た
と
い
う
証
冨
か
ら
行
方
不
明
和
と
断
定
し
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
「
助
か
っ
て
い
る
の
で
は
・
・
:
.... 」
「
最
初
か

急
の
去
丘
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
・
・
・
・
・
・
冑
．
」
の
店
も
出
始
め
た
。
摯
叛
で
は
、
決
箱
を
つ
け
る
た
め
十
一
、
十
二
日
、
は
ん
ら
ん
し

た
逆
川
で
大
披
索
を
行
い
「
手
が
か
り
が
な
け
れ
ば
、
行
方
不
明
を
取
り
消
し
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
．
．
．
．
．
．
．
．
o

心

1/9

す
で
に
力
は
囲
J

え
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
三
十
人
の
披
丙
只
を

投
光
部
で
照
ら
し
た
が
や
は
り
伺
勁
只
し
て
行
わ
れ
た
披
索
も
中
止

も
見
え
ず
、
「
明
る
く
な
っ
て
か
さ
れ
、
町
内
の
広
報
店
助
だ
け
に

ら
」
と
そ
の
城
で
待
機
。
な
っ
て
い
る
状
餌
だ
。

し
か
し
、
鹿
氾
さ
ん
は
恐
怖
の

一
夜
を
屈
い
出
し
な
が
ら
「
も
っ

枝
に
し
が
み
つ
く
男
性

午
前

l

-

＿
時
半
、
姐
の
近
く
で
采
少
し
で
助
け
出
せ
る
と
こ
ろ
だ
っ

用

mが
発
兄
さ
れ
た
。

mの
持
ち
た
ん
で
す
。
傑
は
本
当
に
ラ
ッ
キ

主
は
ナ
ン
パ
ー
か
ら
、
同
町
茂
ー
で
、
あ
の
濶
流
で
は
・
・
・
・
・
・
・
・
。
男

木
、
会
社
瓜
臨
沼
誠
さ
ん
（
も
。
の
人
は
俣
が
助
け
よ
う
と
し
土

鹿
沼
さ
ん
は
午
前
一
時
漑
写
笈
人
の
を
分
か
っ
た
は
ず
。
も
し
助
か

宅
へ
向
か
つ
途
中
、
昭
や
み
か
ら
っ
て
い
た
ら
傑
を
安
、
紫

j

せ
て

助
け
を
求
め
る
声
を
聞
き
つ
け
ぽ
し
い
で
す
ね
」
と
話
し
て
い

た。

mの
ラ
イ
ト
の
中
に
「
は
や
る
。

「
助
け
て
く
れ
」
の
声
は
こ
の
し
姐
」
た
も
と
の
木
の
枝
に
し
が
助
け
を
求
め
る
~
裳
を
問
い
た
と

構
の
後
か
ら
し
た
1
1
茂
＊
み
つ
く
よ
っ
に
し
、
潤
流
に
の
ま
い
う
別
の
地
元
の
人
は
「
最
初
か
一

町
で
れ
そ
う
な
男
の
人
が
入
っ
た
。
助
ら
い
な
か
っ
た
と
か
、
助
か
っ
た

••• 
：' 

•••••••••••• 

,
 

．．．．． 
9…
…
・
・
・
け
ょ
っ
と

mか
っ
降
、
腹
ま
で
と
か
い
う
人
も
い
る
が
、
あ
の
激

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
追
川
が
水
に
つ
か
り
近
づ
こ
う
と
し
た
が
流
を
見
な
い
か
ら
匹
え
る
ん
で
す

旧国

r
翫

い
た
の
は
同
所
、
電
気
殴
紐
森
皿

井
唯
司
さ
ん
(
9
9
0

洞
井
さ
ん
は
濶
流
に
流
さ
れ
た
。
夢
中
で
竹
や
よ
」
と
凹
を
か
し
げ
る
。

謡
所
の
開
防
団
嬰
ら
を
述
れ
、

m
ぶ
に
つ
な
百
、
約
六
時
閻
薔
機
動
隊
員

100人
を
動
員

が
叫
こ
え
る
迎
川
に
架
か
る
「
は
跡
的
に
自
衛
隊
の
ヘ
リ
に
救
出
さ

や
し
梃
」
近
く
へ
。
―
て
こ
で
怯
中
れ
た
。
眼
肇
濫
仰
二
諜
で
は
「
確
か
に

電
灯
で
照
も
て
み
た
が
、
辺
り
繁
煤
で
は
初
め
、
助
け
を
求
め
闘
が
残
る
行
方
不
明
者
。
は
っ

は
品
で
何
も
兄
え
な
か
っ
て
い
た
の
が
血
沼
さ
ん
と
判
断
き
り
た
姿
を
だ
れ
も
見
て
い
な

詈困＿

た
。
漿
の
た
め
、
閲
へ
も
進
め
し
、
事
且
解
決
し
た
と
み
て
い
一

な

い

。

た

が

、

血

沼

さ

ん

の

話

で

、

も

っ

一
人
の
行
方
不
明
者
が
が
い
る
と

断
定
。
叩
る
く
な
る
の
を
招
っ
て

助
け
て
・
・
・
・
と
絶
叫

「
オ
ー
イ
、
オ
ー
イ
」
「
助
け
披
索
を
間
姶
し
た
。
い
の
で
す
か
唸
流
さ
れ
た
と
し

て
く
れ
］
j

の

芦

だ

け

。

元

気

だ

て

も

い

な

く

な

っ

た

人

が

現

在

の

と
こ
ろ
い
な
い
の
で
す
か
ら
不
思

30件
の
身
元
も
確
認

っ
た
声
も
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ

起
こ
っ
た
。
坦
所
は
同
町
の
中
心
て
い
た
。
午
前
二
時
二
分
、
と
り
と
こ
ろ
が
、
眼
内
に
は
行
方
不
議
な
話
で
す
よ
・
・
・
・
・
・
・
・
j

と
珀
を
担

逆
川
が
は
ん
ら
ん
部
か
ら
束
へ
約
二
砂
の
兜
叶
地
あ
え
ず
自
宅
へ
戻
っ
て
、
地
元
茂
明
の
該
当
者
が
お
ら
ず
、
眼
外
か
え
て
い
る
。

こ

の

ミ

ス

テ

リ

ー

は

璽

で

芳

内

。

木

署

へ

述

絡

し

た

。

ら

窃

せ

ら

れ

た

三

十

件

の

行

方

不

十

一

、

十

二

曰

の

大

披

索

は

概

賀
郡
茂
木
町
を
流
れ
る
逆
川
が
は
こ
こ
で
は
家
全
体
が
濶
流
に
の
繁
寂
宮
が
到
望
し
た
の
は
午
煎
明
者
照
会
も
す
べ
て
均
元
が
確
認
動
隊
口
な
ど
百
人
を
励
只
、
ゴ
ム

ん
ら
ん
し
た
五
日
午
前
一
時
過
ぎ
み
こ
ま
れ
る
よ

2
公
J

と
こ
そ
少
二
時
半
過
き
の
こ
と
。
そ
の
時
は
さ
れ
て
い
た
。
ポ
ー
ト
で
茨
城
眼
梃
ま
で
行
う
。

塁
6

悶
麦

i
b

＂ー↑[国
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炎
天

F
、
後
か
た
づ
け
に
汗

「
激
甚
法
」
の
適
用
明
言

天
野
建
設
相
、
現
地
を
視
察

て
い
灸
こ
れ
か
ら
も
気
は
爵
鼠
闘
に
よ
る
習
被
災
地
の
激
鼓
災
嘉
の
適
用
②
爵
を

ま
せ
ん
よ
」
と
話
し
て
い
る
。
の
視
房
た
め
、
上
曰
、
茂
木
中
ヽ
ゼ
じ
に
河
川
の
抜
本
的
改
修

鸞

狂

尖

翡

屑

は

、

激

の

二

磨

闘

喜

に

「

国

註
贔
笑
顔
も
戻
る

玉

ー

巴

姐

災

喜

考

隠

麗

爾

に

甘

＿

忍

わ

け

屈

な

い

が

、

復

台
風
籍
に
よ
る
豪
雨
か
眼
咆
翁
っ
て
か
ら
、
十
一
日
で
一
姻
間
か
経
過
し
な
ぷ
皮
面
が
水
没
し
、
壊
滅
的
な
打
撃
点
済
だ
茂
や
が
れ
さ
の
船
去
化
は
、
属
一
的
は
竿
滅
状
態
に
な
っ
た
賓
す
る
か

i
Hが
に
召
て
「
過
去
旧
に
は
膨
大
な
費
用
と
時
間
が
か

木
町
で
は
、
炎
呑
め
中
、

9急
ヒ
，
チ
で
辿
ゃ
討
、
後
片
付
け
に
汗
を
流
す
町
民
の
間
に
も
少
出
，
っ
突
間
か
見
ら
れ
る
を
中
心
に
ほ
ぽ
終
わ
り
、
十
一
日
胡
も
工
臼
夕
方
ま
で
に
互
t
四
の
例
と
比
べ
て
も
大
丈
夫
だ
と
忠
か
る
た
め
、
町
の
自
立
の
た
め
抜

去
に
な
っ
匁
電
気
、
応
叫
筏
晒
が
次
々
に
復
胆
X

た
の
に
続
き
、
国
鉄
曰
岡
線
も
平
常
名
1
ヤ
に
戻
っ
栢
わ
ず
か
に
残
っ
た
商
に
一
時
打
ち
切
ら
孔
lP
ま
戸
向
面
I
s
l
椋
の
住
ハ
鈴
、
が
r
ー
百
191

う
の
で
、
一
日
も
早
く
函
用
を
受
助
を
お
願
い
し
た
い
。
将
来
は
必

品
で
蘭
を
田
開
だ
商
胆
芸
埓
た
だ
依
然
と
し
て
円
f
汚
詈
名
ゾ
ー
ル
が
四
じ
り
合
っ
て
放
つ
毀
奥
と
ほ
J

り
が
充
満
し
、
人
の
ぼ
先
な
ど
に
多
掠
れ
さ
な
線
が
間
哨
残
り
―
百
回
線
は
被
け
ら
れ
る
よ
っ
に
し
に
い
」
と
語
ず
ゃ
立
派
な
町
づ
く
り
を
火
現
さ

器
様
な
箭
怒
f
習
か
粂
3
貝

賛

葱

｝

屯

襄

懲

阻

暴

は

器

緩

<

ど

の

讐

骨

迎

孔

衣

恐

褻

わ

欝

漿

阻

だ

だ

唸

欝

足

均

全

国

の

A
た
箆
に
裕
兄

E

っ
て
か
ら
屈
叩
す
灸
付
け
中
で
、

N
T
T
栃

令

斧

ほ

こ

れ

は

岨

辺

知

市
J

珂
部
詞
町
た
い
」
と
北
え
に

J

(
5
.
1
4
應
関
扉
）

に
郎
み
、
後
片
偲
品
じ
な
が
ら
市
堅
デ
依
ツ
所
で
も
商
品
空
分
も
「
小
型
ト
ラ
ッ
ク
＝

l

否
分
の
商

i
]
み
か
取
り
隙
か
れ
、
す
っ
さ
「
い
つ
で
も
叩
迎
さ
せ
や
れ
る
状
長
の
陳
情
に
対
し
窃
え
た
も
の
現
地
祝
磁
を
終
え
た
埠
殴
相
ぱ

の
＂
は
隠
界
。

e面
宮
珀
岩
の
一
が
水
に
漬
か
り
、
す
べ
て
斑
品
は
ダ
メ
で
し
た
」
と
叫
い
な
が
り
し
た
誼
路
は
、
な
通
規
制
花
汀
態
は
超
え
た
J
'
J

説
明
し
て
お
り
、
で
、
災
古
粒
旧
桐
，
の
現
職
閣
僚
「
衆
院
議
恩
J

し
て

1

ニ
ャ
年
間
、

国
商
店
街
図
晋
勢
開
始
し
た
営
む
市
原
堡
及

ahは
「
本
格
菜
勢
に
し
た
ぷ
母
采
用
冷
蔵
l
l
U
ら
、
残
っ
た
商
品
で
宮
菜
を
始
め
わ
れ
て
い
る
こ
ギ
宰
の
っ
て
か
渋
完
拿
但
旧
は
IJ
泊
」

J

が
同
法
の
適
用
を
明
苫
し
た
の
は
災
占
仁
匁
て
き
た
か
、
ご
ん
な
波

盟
が
そ
フ
ホ
ラ
見
ら
れ
る
よ
っ
的
な
常
業
は
旧
盆
明
け
ふ
ら
で
す
が
故
隙
し
、
冷
凍
企
晶
な
ど
も
窟
な
。
今
迎
か
{
面
涼
が
盆
休
み
の
泊
は
解
潤
さ
れ

rP
た
戸
ぶ
紺
g

に

初

め

て

3

古
ほ
切
め
て

g
内
ぴ
災
古
が
起

に

な

危

特

に

国

閉

§

号

が

、

一

日

で

も

早

く

始

め

な

い

と

足

い

。

た

ぬ

新

た

に

閃

岱

誓

な

こ

ぴ

り

つ

い

防

泥

が

屹

突

可

被

害

総

額

層

籠

晋

崖

、

稲

さ

な

い

含

建

設

§

警

丸

上

沿
い
の
闘
役
眉
夏
は
順
調
死
楠
述
で
す
か
ら
」
と
明
。
罰
替
唸
烈
mさ
ん
（
ず
）
い
状
態
た
ょ
霜
限
易
翠
Ia-
＝

一

全

体

が

ほ

こ

り

に

包

ま

れ

て

し

烈

器

庄

区

口

と

衆

院

災

翡

困

後

、

に

に

ら

に

丙

定

磨

J

派
叫
し

喜

屡

履

一

日

恩

喜

翡

翌

嬰

薗

468億
円

に

曼

旦

罹

一

郎

行

た

腐

厚

籠

嶺

に

、

祠
[
i

店

裔

い

乞

嘉

鼻

誓

共

屡

流

因

屡

始

め

＿

唇

二

十

二

人

）

、

旦

誓

g羞
麟

屡

爾

地

付

娯

終

わ

っ

た

の

＜

水

伝

四

勺

懇

災

爵

策

本

部

（

本

部

長

・

一

薔

紗

貪

会

（

井

上

袋

は

し

、

翌

巖

砂

こ

ぃ

泥

じ

た

ǹ” ｀
 

街市

か

っ

て

庸

の

隠

菫

暑

昆

庸

腐

m
渡
辺
爾
）
平
―
息
扁
＿
唇
四
人
）
が
そ
れ
ぞ
れ
、
茂
木
い
」
と
喜

9-9 
,
1
 

の
印
し
佃
椋
伸
び
9
と
誹
し
た
羹
も
す
べ
菟
了
，
十
一
日
は
現
廷
¥
℃
あ
た
酋
熙
肖
に
伴
町
柔
謳
視
家
、
住
氏
に
よ
盃
g

吏
約
器
利
召
も
「
公
共
ー

mi ＊
た
め
勾
「
差
衷
含
峡
な
ク
レ
ゾ
ー
ル
、
況
仁
灰
を
名
戸
に
う
家
頃
の
被
杏
状
況
に
よ
る
J

‘

1

命
な
凶
IUぷ
り
佐
兄
た
人
以
外
の
一
殴
仕
氏
の
被
店
5
対

茂―
―
い
で
甚
、
冷
感
叩
は
何
台
か
売
配
布
し
た
り
、
爵
篇
岱
杷
被
蓋
揺
は
四
臭
十
に
密
牛
こ
れ
に
対
し
阿
部
同
町
捻
磯
し
て
も
細
か
い
配
収
を
行
い
た

る
れ
ま
だ
よ
」
と
二
J

コ
リ
。
殺
虫
剤
を
敗
佼
9
る
化
委
け
っ
脅
揺
し
、
前
調
査
時
（
九
翡
況
を
眉
す
る
も
も
に
、
い
」
嘉
べ
た

勺
町
紺
匹
衛
生
の
斎
嬰
宏
日
}
宕
約
二
十
四
欝
覧
た

J

課
採
盟
ほ
「
こ
れ
で
る
の
防
醤
的
に
は
さ
3
に

讐

凰

g

―
こ
み
撤
委
防
疫
―

を
一
曰
に
約
五
十
台
の
ト
ラ
ッ
ク
疫
作
業
は
終
わ
っ
た
が
、
ま
た
屈
し
な

況虚
薔
人
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
が
内
に
は
た
く
さ
ん
の
汚
泥
が
残
っ
ま
に
、
人
と
案
笏
被
嘉
こ
の
日
塵
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る

路

と

、

死

荏

ハ

人

、

げ

Ij
不
町
一
人
、

m軽
ハ

t公
家
困
の
被
古

g

↓

,
1
E
7
,
7
{
 

励

ノ

[

-

ク

望

悶

ハ

十

苫

、

半

壊

皐

ヒ

尺

墜

漿

二

rに
面
十
五
い
、

水給

九

；

・

-

i

-

床

F
浸
癸
千
晶
四
十
几
，
い

さ

で

、

被

災

也

m屯
ハ
F
六
疸
ハ

m.

m、
計
二
万
は
i
ト
ニ
人
が
被
災

収回は

し

た

3

ミゴたてれさみ旧山

賛
[

/

棗

町

屈

？

i
(芭と
且
舟
戸
靡
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0 8月12日 栃木新聞

正麟謳ニ認犀匿量--

店
、
工
場
も
再
開

令
風

IogmJれ
の
屯

miIで
町
一
栢
が
配
沼
化
し
た
茂
木
町
。
か
つ
て
な
い
惹
＂
発
生
か
ら
十
一
日
で
一
潤
間
が
過
さ
た
。
こ
の
間
、

m接
市
町
村
や
民
間

＾
狂
、
ポ
ラ
ン
テ
ー
ア
た
ち
の
乱
か
い
労
力
な
仕
や
物
資
の
探
助
を
受
け
な
が
ら
、
よ
う
や
く
明
る
さ
を
と
り
戻
し
て
き
た
，
こ
の
状
態
に
茂
木
町
水
内
対
策

本
部
（
本
部
且
•
阿
部
武
吏
町
是
）
は
、
十
曰
ま
で
行
っ
て
い
た
救
絞
物
資
の
配
給
を
倅
止
し
、
ゴ
ミ
徹
収
作
菜
も
十
一
日
い
っ
ば
い
で
一
時
中
断
し
な
町

の
中
は
ほ
ぽ
ゴ
ミ
微
収
作
定
を
終
え
、
商
店
や
工
均
な
ど
除
々
に
で
は
あ
る
が
再
開
し
つ
つ
あ
る
。
町
民
は
、
池
人
の
援
助
に
顆
る
だ
け
で
な
く
，
自
立
担
旧
“

の
辺
を
よ
う
や
く
歩
み
始
め
た

4

救
援
物
資
の
配
給
打
ち
切
り

授
物
資
は
習
腐
五
日
は
二

十
五
件
だ
っ
た
が
十
日
に
は
六
十

件
を
超
え
た
。
こ
れ
に
対
し
救
殴

物
資
に
匹
る
町
民
は
徐
々
に
減

り
、
十
日
に
は
町
民
セ
ン
タ
ー
に

入
り
切
れ
な
ヽ
な
り
茂
木
小
体
行

館
に
分
偲
対
策
部
で
は
祓

唇
資
に
四
象
、
崩
力
再
生
の

嬰
」
と
町
民
に
呼
び
か
け
、
＋

一

日

か

ら

蒻

貰

の

配

給

を

打

つ

つ

あ

る

．

咋

器

が

全

面

間

通

し

た

八

日

ち
切
り
、
腐
り
や
す
い
翌
の
記
し
か
し
「
醤
の
意
味
で
の
収
ぱ
贋
士
ハ
通
と
い
っ
た
具
合
．

給
た
け
に
と
と
め
て
い
る
。
旧
は
こ
れ
か
ら
」
と
同
本
部
。
こ
伝
誼
の
大
半
は
披
中
吊
の
お
見
舞

町
の
房
や
近
隣
市
町
村
の
応
れ
ま
で
に
開
さ
れ
た
だ
け
で
も
ぃ

c

さ
ら
に
は
「
心
配
だ
か
ら
連

唇
製
習
五
十
合
の
ト
ラ
ッ

l=＿
百
数
十
力
所
の
道
路
破
隈
や
土
絡
を
し
て
ほ
し
い
」
「
油
嘉
あ

氣
勁
し
て
い
た
ゴ
ミ
撤
収
作
砂
崩
れ
で
交
通
網
は
混
乱
状
態
．
る
が
出
席
で
き
る
か
ど
う
か
j

破
総
腐
、
泥
水
に
家
や
篇
笹
一
命
残
っ
て
い
る
だ
け
．
残
業
に
つ
い
て
も
「
町
の
中
の
撤
収
塁
歴
裸
の
薔
が
二
十
四
億
円

f

復
Iaに
必

翌

紛

露

禽

汎
を
の
ま
れ
た
四
百
人
の
町
民
っ
た
二
人
も
近
く
自
宅
や

m類
の
作
菜
は
ほ
ぼ
登
J
し
、
菜
若
自
塁
に
達
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
受
け
＾
れ
態
努
は
1
」
な
ど
生
活

が
覧
セ
ン
タ
ー
と
茂
木
小
体
育
家
に
引
き
懇
げ
る
．
対
策
本
部
で
の
復
旧
作
菜
も
必
痰
j

と
し
て
盆
苓
商
品
を
流
失
し
た
り
、
機
域
に
密
箱
し
た
内
容
が
多
か
っ
た
よ

翌
遊
難
し
た
。
災
古
か
ら
一
週
は
「
水
辺
、
ガ
ス
が
ほ
ぼ
四
旧
し
、
休
み
に
入
る
十
二
日
か
ら
の
作
菜
が
破
隈
さ
れ
た
商
店
や
工
燭
も
多
う
．
発
侶
は
全
因
各
地
か
ら
で
本

嬰
っ
た
十
一
日
、
ほ
と
ん
ど
の
文
の
ゴ
嘉
収
稔
わ
り
、
よ
う
を
一
時
中
期
し
た
．
ぃ
゜
腐
り
翌
欝
腐
“
県
内
が
五
得
以
上
を
占
め
た
が
、

町
民
が
泥
と
ゴ
ミ
で
埋
ま
っ
た
自
や
く
自
宅
で
生
話
で
き
る
よ
う
に
町
は
ゴ
ミ
を
取
盆
さ
、
祖
路
を
選
ひ
、
再
生
に
向
け
て
歩
み
始
東
哀
が
二
団
、
さ
ら
に
茨
城
郎
な

磨

作

紅

苔

、

m類
や
知
人
な
っ
た
j

と

臼

う

．

を

洗

い

糊

し

、

ガ

ソ

リ

ン

ス

ク

ン

め

た

．

ど

が

目

立

っ

た

．

篇
っ
て
出

M
Eき
、
現
在
二
世
こ
の
間
、
各
地
か
ら
窃
せ
ら
れ
ド
や
商
店
な
ど
が
徐
々
に
再
開
し

N
T
T茂
木
局
符
内
で
は
ふ
だ

ん
の
一
日
の
打
料
フ
ァ
ク
ス
の
取

伝
―
―
―

-
0フ
ァ
ク
ス
大
活
躙
〗
間
罰

受
付
で
二
十
人
、
配
送
で
四
十
人

積
は
職
員
、
自
転
車
で
配
逹
闘
闘
賃
戸
註

囮
と
撃
が
迎
っ
た

9

寮
雨
で
切

茂
木
町
へ
食
か
ら
二
千
四
十
ら
、
ま
た
、
五
｀
六
、
七
の
三
曰
保
、
町
民
セ
ン
タ
ー
、
町
役
培
前
町
の
被
災
名
に
伝
え
た
い
メ
モ
を
路
が
寸
断
さ
れ
、
由
で
は
行
け
な

盈

し

N
T届
喜

と

N

問

で

千

八

百

既

上

、

全

体

の

九

に

無

料

臨

塁

喜

喜

醤

薗

醤

屡

旦

い

と

こ

鵞

っ

た

．

こ

の

た

め

T
囚
裔
で
は
寮
雨
の
塁
を
割
を
占
め
る
な
ど
醤
の
全
面
回
に
五
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
誓

(
2
4
)
9
3
5
2
5に
送
翌
、

N
T
Tで
は
1ハ
日
に
醤
需
＋

菩
け
た
茂
木
町
民
の
た
め
に
、
逆
担
ま
で
居
ロ
フ
ァ
ク
ス
が
い
か
に
双
、
濶
防
、
醤
、
学
校
な
ど
重
闘
が
茂
裔
に
フ
ァ
ク
ス
で
送
五
合
を
殺
入
し
て
”
銀
納
部
股

川
は
ん
ら
ん
か
ら
一
夜
明
け
た
五
爪
咲
な
瑶
伯
手
伊
に
な
っ
て
咄
処
点
に
も

m用
電
話
キ
設
け
完

13．
こ
れ
を
受
屈
し
た
茂
木
屈
で
で
の
記
迩
作
戦
」
J

な
っ
た
．

曰
午
災
五
時
半
か
ら
無
忠
の
伝
口
い
た
か
を
衷
づ
け
た
．
全
回
投
す
る
ま
で
ざ
っ
と
六
百
回
ば
職
只
が
フ
ァ
ク
ス
を
持
っ
て
茂
加
え
て
衣
札
が
水
に
流
さ
れ
た

フ
ァ
ク
ス
サ
ー
ビ
ス
を
ス
タ
ー
ト
茂
木
町
の

m話
珈
伯
網
は
、
逆
糾
を
紡
ん
だ
。
し
か
し
こ
の
IIU，
木
町
内
の
一
竺
軒
を
回
っ
て
記

y降
も
あ
り
、
実
際
の
記
述
で
は

さ
せ
て
い
た
が
、
十
一
日
正
午
ま
川
の
は
ん
ら
ん
で
N
T
T茂
木
同
町
民
の
家
班
で
は
れ
話
そ
の
も
の
遠
す
る
と
い
う
や
り
方
，
切
日
の
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

N
T

で
の
一
週
間
で
な
ん
と
二
千
四
＋
の
霞
話
交
快
隅
か
水
没
し
に
な
っ
が
使
え
な
い
た
め
、
こ
の
伝
J
フ
五
曰
は
夕
方
か
ら
だ
っ
た
が
＝
酉

T
栃
木
支
社
の
紅
田
恵
一
広
報
課

盈
姦
え
て
い
た
。
発
但
は
本
た
こ
と
で
一
時
全
面
不
通
．

N
T

ァ
ク
ス
に
よ
る
”
通
釘
手
界
を
九
十
五
通
、
二
日
目
の
六
日
が
ピ
長
は
f

こ
ん
な
に
も
利
用
が
あ
る

阻
屈
最
茎
か
っ
た
が
、
北
海

T
で
は
五
日
午
後
＿
＝
一
時
か
ら
急
き
斑
供
し
た
。
ー
ク
で
九
百
八
十
六
通
七
日
は
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
い
か
に
コ

珀
か
ら
関
西
ま
で
全
国
各
地
か
ょ
臨
時
無
諒
で
二
十
四
回
綿
を
確
シ
ス
テ
ム
は
郎
内
外
か
ら
茂
＊
四
百
五
十
七
逆
、
午
後
七
時
半
以
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
痰
で
大

事
か
柔
没
め
て
而
砿
し
た
。
今
回

の
災
古
の
牧
訓
を
今
後
に
生
か
し

た
い
」
。
ま
た
、
翌
は
約
ー
百

町
ほ
ど
が
災
内
処
珊
な
ど
で
設

で
き
る
状
態
に
な
い
た
め
「
一
両

日
の
撃
を
み
て
つ
多
ス
を
ど

＿
』
旦
韓
噂
ぃ
」
（
同
）
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08月12日

0 8月13日

サンケイ新聞

下野新聞
「
や
っ
ぱ
父
ま
で
住
ん
で
き
た
衣
す
。
で
も
も
う
川
の
念
火
は
も
と
り

か
ら
は
郎
れ
た
く
な
い
。
お
金
も
な
い
た
く
な
い
し
」
と
、
昭
一
さ
ん
は
い

し
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
立
を
建
て
itlせ
う
。

る
か
わ
か
ら
な
い
悠
、
こ
う
し
ヱ
＿
人
在
ゃ
し
だ
っ
た
大
＊
さ
ん
ば
、

ら
し
て
い
く
し
か
あ
ぃ
喜
ん
」
。
話
良
男
が
か
つ
て
喜
喜
息

し
続
け
る

gに
UJ士
元
の
回
に
涙
し
て
い
を
忘
あ
っ
て
、
空
い
て
い

が
に
3
ん
だ
。
た
校
長
官
令
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
。

閾

塁

喜

賛

。

「

で

も

い

つ

か

梢

望

嬰

漿
憾
の
た
も
と
は
二
棟
あ
っ
た
如
均
ぶ
な
い
し
、
も
兎
と
こ
っ
も
な
い
し
」
。

「
白
分
た
ち
の
差
も
の
、
郎
れ
た
く
な
く
て
」
~
れ
か
け
た
家
の
な
が
流
れ
去
っ
て
踪
形
も
な
い
。
こ
こ
に
ユ
キ
さ
ん
は
し
き
り
に
住
み
翌
裟

か
で
、
何
と
か
屑
登
る
人
が
い
る
。
濶
流
に
寮
姦
わ
れ
、
仮
住
ま
い
は
晋
昭
＿
さ
ん
（
ぷ
）
の
一
詈
人
を
恨
か
し
が
っ
た

3

を
し
な
が
ら
傘
方
に
琵
て
い
史
が
い
る
。
紘
10号
崩
れ
の
裔
で
、
と
、
大
木
ユ
キ
さ
会
象
住
ん
で
い

蒻
隠
木
町
が
潤
磁
に
の
ま
れ
て
、
き
ょ
辛
二
日
で
＿
罹
゜
腐
か
た
。

ら
は
h
ミ

も

あ

ら

か

涵

息

息

喜

喜

蒻

塁

璽

え

一

家

は

檎

の

器

側

に

あ

登
芍
だ
が
、
腐
の
心
に
爵
た
キ
ズ
跡
は
深
く
、
以
油
の
生
活
に
も
と
る
農
婆
に
移
っ
た
。
夫
筐
二
人
・
'
.... ，
 
．．． ,.,.,.,.,.,.,.,.,

•99999 

慧

籠

証

い

。

盆

翌

翌

墨

J

と

に

な

っ

捧

懇

喜

喜

’

た

。

「

翌

隠

虞

ぃ

ん

で

裔

璽

葛

芦

喜

鵞

闘

「

隠

な

い

で

し

ょ

う

。

あ

る

の

は

五
の
ぽ
と
り
。
川
に
忍
籠
ぃ
た
だ
い
た
食
べ
胃
。
そ
れ
も
二
菱

.
刀
刃
さ
ん
（
忍
器
、
か
ろ
う
じ
て
臼
、
お
に
胄
ゃ
鷹
だ
け
で
過
f
J
し

>

柱
だ
け
が
残
り
、
訂
い
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
て
き
て

9

9

,

0

き
ょ
う
シ
ャ
ワ
ー
が
出
る

璽
喜

｀
 

ト
が
咽
が
わ
り
に
眼
ら
れ
て
い
る
。
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
や
っ
支
れ
る

鱈
且
闘
冒
戸
塁
鸞
烏
徳
し
』

た。

10限
の
後
る
に
昨
年
十
一
月
に
建
た
及
切
で
い
う
。
か
＇

，i
て

た

孟

晨

誓

夏

喜

覧

窒

喜

「

嬰

層

｝

了

畠

蜜

5

め
、
一
衣
四
人
培
、
そ
こ
蒻
も
に
移
っ
て
は
」
と
い
う
話
が
終
羨

て

い

る

。

っ

た

。

良

女

の

勁

め

t
o
g
i
り
の
人
た
ち

没
危

4

.

.

.

.
 ”
 ..
.
.
 
，
 

••••• 

，．， •• 

，
 
．．．． 
9,.,
．, ．．
 

が
探
し
て
き
て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
。
◇

す
ぐ
四
下
を
流
れ
る
逆
川
に
洗
わ
今
の
夕
か
ら
も
そ
う
追
く
な
い
。
文
口

れ
、
郎
が
崩
れ
、
往
だ
け
と
な
っ
た
廊
↓
9

月
一
万
円
で
い
い
と
い
う
。
だ
が
暉

間
さ
ん
の
家
H
茂
本
町
茂
木
で
問
さ
ん
夫
婦
は
こ
の
話
を
断
っ
た
。

茂
木
高
生
が
清
掃
に
協
力

町
の
ほ
と
ん
y
gか
水
5
L矢
さ
町
民
セ
ン
ク
ー
の
氾
江
炉
に

m万
内
f
ほ
、
商
布
知
始
め
る
商
店
も

な

被

塞

か

出

た

茂

木

肛

ほ

、

十

し

て

い

勾

ポ

ッ

ポ

ツ

と

現

れ

て

い

る

こ

と

か

二
日
も
早
朝
か
ら
洪
水
の
後
片
付
ま
荏
紺
町
や
大
平
町
の
農
協
ら
町
の
対
策
本
部
で
は
、
こ
れ
ら

岱
為
巳
チ
で
辿
の
＊
捻
牡
、
P

か
ら
玉
歪
荘
と
の
生
壁
数
が
開
店
し
始
め
な
藷
誠
な
姦
四
店

こ
の
曰
は
、
茂
木
靡
生
た
芦
立
応
屈
け
ら
れ
町
器
ゲ
J

刃
気
づ
け
て
い
救
済
の
た
め
町
ら
れ
た
生
鮮
野
菜

杷
呪
け
付
け
、
町
常
プ
ー
ル
や
る
が
、
復
旧
か
辿
む
に
つ
れ
、
町

r店
を
無
料
で
町
居
』
配
布
し
て

い
い
も
の
か
ど
え
り
、
そ
の
対
応

に
顕
を
悩
ま
共
L
い
る
、

P

被
災
地
に
強
力
助
っ
人

瓢
‘
認
か
な
り
復
旧
し
た
が
…
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0 8月13日栃木新聞

同
公
民
館
で
は
十
日
、
役
貝
ら

佐
野
市
（
早
川
古
三
市
民
）
は

が
「
公
民
館
の
憲
章
第
三
条
に
忠

十
一
日
午
餃
、
眼
を
通
し
台
風
10

い
や
り
の
和
を
広
げ
よ
う
と
い

号
で
被
災
し
た
茂
木
町
に
タ
オ
ル

2
羞

掲

て

お

り

、

水

や
毛
布
、
肌
泣
な
ど
の
救
扱
物
資

害
で
苦
し
む
茂
木
町
に
伺
か
お
手

を
送
っ
た
．

こ

れ

は

、

早

川

市

器

醤

只

伝

い

し

ぢ

」

裔

ぴ

欝

、

炊

喜
お
に
き
り
に
で
も
使
っ

に
呼
び
掛
け
、
全
職
災
が
タ
オ
ル

て
も
ビ
否
苫
莱
を
賃
一

i

尽か

資
や
毛
布
な
ど
の
羞
物
資
を
一
人
―

物扱
一
、
二
点
持
ち
窃
っ
た
も
の
で
、

l

ら
五
良
占
め
勾

摂
磁
質
の
利
え
塁

救
集
ま
っ
た
救
扱
物
資
は
タ
オ
ル
、
一

る

証
明
書
の
発
行

茂
喜
苔
で
同
町
に
通
じ
・
宕
裔
巴
る
表
だ
な
っ
に
は
恣
把
弱
旧
J
涸
臼
も
ポ
ツ
ボ

tS

毛
布
、
タ
オ
ル
ケ
ゾ
ト
、
夏
掛
け

れ

る
量
縣
て
い
た
茂
布
賓
か
、
地
荻
医
阻
固
」
竺
渓
院
盗
留
し
な

A
が
ら
、
町
の
自
忌
3
日
は
今
棗
塁
苓

1

隠
所
の

ま
布
団
、
靴
下
、
肌
消
な
ど
千
六
百

茎
酋
缶
爵
時
眉
包
が
冒
ま
で
に
開
し
た
た
ぬ
嬰
忍
促
孟
味
で
む
腐
メ
ン
パ
ー
面
が
岳
八
万
角

3
日
間
で
的
件
に

積
十
一
点
．

芸
絣
の
名
皿
況
製
釜
面
院
5

旦
亦
救
磯
再
器
旦
面
九
堕
」
瓦
踏
砺
資
姦
封
守
る
時
明
に
を
本
社
今
市
吝
四
伍
吋
託
し
た
の
茂
否
臼
酋
喋
以
盈
茨
者
に

ク
救
援
物
資
は
、
市
職
は
の
手
で

ラ

し

た

。

引

き

槻

け

匁

翌

し

い

る

、

と

判

断

。

今

後

の

対

を

は

じ

め

、

県

担

十

食

品

卸

協

会

対

す

る

災

害

特

別

胆

質

の

利

ナ

補

ッ
ニ
十
九
個
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
詰

吾

爾

の

災
H
以
来
、
同
署
同
本
部
は
、
明
に
霞
気
、
ガ
ス
、
応
を
協
峨
す
る
。
（
箕
綸
勝
朗
会
長
）
の
一

l

干
五
万
給
を
受
け
付
は
か
る
が
、
同
制

ト
め
ら
れ
、
佐
野
土
木
市
窃
所
の
二

は
国
租
K
6品
で
四
蒋
、
国
・
:
,
：
i
:
9
9
,
:
＇9,
：＇：，'：

99,
：,：'，'：'，．
99,
：＇，
9,
．,
．．
 

円
、
県
青
年
騒
槃
屈
究
会
（
青
度
利
思
知
拾
荘
災
害
証
祖
男

で
蔽
で
被
災
地
、
茂
木
町
に
送
ら

手如
咋
mで
は
眼
に
早
川
市
長
、
新
一
羽
§
貨
屑
暑
＿
被
害
総
額
は
唇
土
ハ
億
草
召
（
整
）
盃
眉
）
の
二
芳
程
婆
聾
且
‘
+
-
＝
日
ま
忍
―
ー
百
皿

へ
、
表
関
額
二
百
一
焦
二
千
い
ず
れ
も
「
一
日
も
早
く
復
阻
に
で
六
十
件
に
達
し
た
。

万
円
か
ら
二
百
凸
肖
へ
と
で
れ
努
力
さ
れ
、
被
災
か
ら
立
ち
よ
か
町
の
利
丈
槻
四

r
六
十
二
年

腐
降
澁
麿
裔
屑

508億
円
に
増
加

篇
、
復
旧
作
業
な
と
の

mを
属

市
用
灯
男
助
役
、
池
沢
喜
夫
散
育
長

職

荏
瓦
P

ぷ

出

窃

運

鼠

闘

に

使

土

紺

盆

善

ぞ

れ

増

歪
f

れ
歪
J

と
廠
っ
て
」
の
苦
意
3

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を

ら
が
市
の
部
長
会
、
課
是
会
、
主

搬
、
漑
腐
掃
作
業
が
お
お
む
ね
に
つ
い
て
県
災
害
蕊
棗
部
（
本
募
金
西
塞
自
頁
店
宇
部
宮
店
で
対
象
に
、
三
百
万
円
を
限
陛
に
災

悶
、
製
諏
位
に
呼
び
出
け
、

翡
竺
十
一
万
四
千
円
を
被
災
務
J
し

な

七

箋

屈

詞

盆

で

部

長

・

墨

爾

）

が

―

-

＿

昂

救

援

募

金

が

支

提

員

な

募

っ

た

‘

鯰

ま

窟

阻

俎

罰

賢

孟

白

涵

裔
慕
増
閉
る
忌
包
か
後
一
―
-
9

め
た
を
ろ

9
5
0
万
円
を
突
破
歪
―
―
芳
円
畜
欝
復
禁
合
、
五
•
五
忽
型
の
二
忽

地
に
送
っ
て
い
る
は
か
、
近
く
市

白
回
は
町
災
害
対
策
本
部
と
に
よ
る
＜
被
杏
認
額
は
五

1

白

ハ

野

新

聞

社

に

持

参

、

「

館

眉

金

」

一

を

町

が

負

担

す

る

。

贋
組
合
で
も
見
舞
金
を
と
り
ま

凰
、

9
困

が

な

い

堡

ハ

千

召

羞

只

習

合

苗

団

閉

僭

だ

使

秦

緑

託

柊

と
め
披
災
地
に
送
る
．

と

し

因

桶

蟹

器

笑

二

穴

墜

増

加

だ

。

町

席

心

に

し

た

被

災

地

へ

救

一

双

爵

沢

閉

怠

果

1

町
民
号
中
止
に

元
目
尻
復
旧
恣
迎
造
声
品
説
は
、
畏
房
督
援
・
只
舞
金
が
続
々
と
奇
芦
尻
民
館
（
手
塚
微
皿
長
、
館
邑
日
二
茂
木
町
は
来
月
七
、
八
日
、
一

話
が
回
昂
前
十
時
現
菜
九
九
額
が
璽
十
五
億
辛
万
円
か
ら
て
い
る
が
、
本
社
の
救
認
”
金
は
士
已
は
王
日
、
白
番
涙
を
泊
二
日
で
予
定
し
て
い
た
真
岡
線

昔""""＂＂且昔

g"N"べ
”
”
"
＂
t
"
t
"
＂
．
"
g
"
m
"
"
g
"
"
t
"
"
”
”
a
"
"
3
"
t
s
9
一
血
へ
送
っ
烈
厨
屑
柔
正
忍
ら
を

兆

翌

靡

毘

罰

に

、

一

几

房

一

士

酋

翠

だ

。

同

翫

苺

ほ

と
宮
城
県
の
秋
園
泉
町
民
二
百

「
災
害
復
旧
予
算
屡
防
孟
費
旱
胃
料

聞

は

別

枠

で

処

理

」

誓

」

点

べ

、

腐

忍

理

ま

員

早

公

稔

加

し

て

向

匂

茎

を
館

刹

天

鞣

筵

相

す

璽

爾

喜

柊

米

民

一

忍

葬

登

涵

ぱ

い

だ

っ

匁

台

ご畔託
"cJ鼠
□
一

[

株

晨

府

へ
か
根

日
岳
楳
し
た
天
四
護
相
皐
三
法
は
な
い
が
、
器
罰
幣
且

民

高
区
る

14
日

夕

、

麗

市

で

磐

裔

し

‘

漿

な

乳

ば

屡

い

。

臭

・

地
め

月
器
覆
旧
予
円
つ
い
て
「
晋
月
原
の
終
屡
漿
令
盆
議

か
ら
の
臨
時
饗
で
組
翡
歪
一
で
申
欠
れ
た
い
」
と
詔
っ
た
u

t

8
 ゚
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一
1

、
一L

 
大
人
の
背
た
け
を
超
え
る
水
位
最
高
位
は
二
•
五
屈
に
速
し
た
茂
木
町
の
水
害

ノ月0,鉱亭ご訟醤転
屎
最
閻
ニ
・
五
ば
、
町
中
心
部
南
北
約
一
・
一
詑
、
東
匹
一
•
五
｀
。
が
水
没
し
た
ー
．
茂
木
水
宙
で
は
逆
川
の
は
ん
ら
ん
で
町
中
心
部
が
一
•
五
＂
か
の
泥
水

に
つ
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
虹
河
川
諜
と
頁
岡
土
木
事
務
所
が
、
没
水
状
況
を
現
地
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
町
の
中
心
部
、
国
道
ー
2
3号
線
の
メ
ー
ン
ス
ト

リ
ー
ト
の
中
栖
感
巻
二
ぶ
、
御
庄
坪
栖
閲
辺
で
一
・
八
ば
も
浸
水
｀
日
塾
塔
薮
北
四
役
翌
祐
~
に
架
か
る
仲
町
檎
上
流
で
は
二
云
ば
翠
澁
、
茂
杢
叫
は

=-i角
形
状
に
硲
℃
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
．
さ
ら
に
逆
川
の
杵
容
流
豫
は
如
秒
百
六
十
ト
ン
が
上
眼
だ
が
、
当
時
は
こ
の
1

一
涵
、
約
五
百
沙
も
の
泥
水
が

押
し
寄
せ
た
と
み
ら
れ
、
逆
川
の
抜
本
的
改
に
を
迫
C
れ
て
い
る
県
河
川
諜
で
は
現
在
の
逆
川
の
川
幅
の
二
倍
、
約
四
十
ぶ
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
必
疫
に
な
る

と
し
て
い
る
．

県
罰
醗
忘
箇
土
否
娑
所
、
近Yの
算
本
陣
璃
左
m
-
•
七

醤

盃

窟

裔

け

蛋

、

9

ば

、

靡

翌

・

合

、

祖

公

六
の
両
曰
、
職
員
五
十

A
モ
宅
薗
南
東
で
椋
荏
が
合
痙
皿
下
笠
g,

＇

P

投
入
し
て
茂
木
町
の
浸
水
状
況
を
樋
橋
左
岸
が
二
．

l
-

麻
、
有
竺

こ
閲
査
．
そ
の
結
果
、
浚
水
は
町
中
・
一
ぶ
。
い
貫
も
二
ば
前
後
の
茂
木
靡
で
罰
下
流
の
員
潤
ー
北
西
部
の
醤
癸
駅
前
は

O・

f

心
部
を
流
れ
る
逆
川
と
国
泊
2
9

没
水
と
な
り
、
こ
の
周
辺
の
各
四
防
腎
茂
木
分
署
は

0
•
三
ば
、
町
二
ば
だ
っ
た
．

4
号
線
に
沿
っ
て
逆
川
に
合
流
す
店
、
住
宅
で
は
軒
先
ま
で
濶
流
が

1

急
井
川
の
各
周
辺
で
発
生
．
逆
押
し
寄
せ
た
こ
と
が
分
か
る
．
殿

川
が
「
く
の
字
」
型
に
曲
折
し
て
揺
は
ふ
だ
ん
で
も
低
地
の
国
鉄
茂

い
る
た
め
三
角
形
状
の
浸
水
図
が
木
釈
北
西
、
坂
井
川
仲
町
稿
匹
側

得
ら
れ
た
．
範
囲
は
町
中
心
部
だ
周
辺
で
な
ん
と
，
深
さ
こ
一
・
五

け
で
も
南
北
約
一
・
一
討
、
東
西
ば
も
あ
っ
た
。

約
一
•
五
ャ
。
に
も
及
び
”
水
没
の
町
の
拠
点
で
み
る

U
‘
災
古
対

町
“
だ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
浮
き
策
本
部
が
置
か
れ
た
町
役
鳩
が
一

彫
り
に
し
た
．

．

 

六
M
、
N
T
T茂
木
砥
線
霞
話

没
水
状
況
を
逆
川
に
架
か
る
各
局
が
一
•
四
ば
、
町
民
の
遊
薙
先

橋
の
周
辺
で
み
る
と
、
国
道
9
2

の
阻
g
セ
ン
タ
ー
、
茂
木
小
芝
て

3

号
級
上
の
中
樟
で
は
左
岸
が
二
れ
ぞ
れ
一
•
四
ぶ
、
町
東
部
の
茂

ば
、
右
岸
が
一
・
九
ぷ
、
茂
木
小
木
中
校
庭
が
一
ば
、
県
逍
水
戸
ー

茂
木
町
ほ
ほ
復
旧

な
お
、
同
災
宙
対
双
本
部
が
十
了
し
た
た
め
、
規
制
を
解
除
し

＝
―
-
日
ま
と
め
た
被
醤
は
、
骨
た
。

聞

八

億

六

千

万

円

と

な

っ

た

。

な

お

、

現

在

塩

谷

欝

辿

川

町

交

通

規

制

も

解

除

郎

子

畑

の

2
9
3農
、
梱
が
流

さ
れ
た
た
め
氾
行
止
め
に
な
っ
て

町

内

2
つ
の
国
道
い
る
の
常
包
め
、
眼
氾
や
町
追

日

日

赤

の

救

護

班

も

引

き

揚

げ

新

醤

10号
に
よ
る
大
雨
の
被
四
入
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
食
料
時
で
引
き
拗
げ
、
今
後
は
診
訳
を
芳
双
那
茂
木
町
の
復
旧
作
業
な
な
ど
十
四
路
線
で
一
部
通
行
止
め

毎
で
、
大
打
怒
笈
け
た
芳
賀
郡
戊
品
、
衣
料
、
日
用
品
な
ど
薔
物
醤
し
た
同
町
内
二
人
の
医
師
が
ど
の
た
め
、
六
日
か
ら
交
迎
糾
間
が
続
い
て
い
る
。

日4
 

1
木
町
で
は
、
古
百
ま
で
に
、
ガ
資
は
、
同
曰
か
ら
菩
け
入
れ
を
追
診
組
に
当
た
る
。
が
行
わ
れ
て
い
た
国
迎

i

E
、
ス
、
霞
気
、
水
迎
と
も
復
旧
、
霞
咸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
隈
災
古
対
策
本
部
に
は
食
料
、
（
茂
木
町
培
井
ー
同
町
坂
井
皿
）

8
麿
五
雲
首
四
十
七
回
線
の
う
ま
た
、
五
日
か
尻
日
閻
に
わ
生
活
物
資
の
ほ
か
二
千
万
円
の
見
▽
国
迎
2
9
4号
（
同
町
茂
木
ー

・
ち
十
四
回
線
を
残
し
て
、
ほ
と
ん
た
っ
て
救
護
活
勁
を
し
、
延
べ
千
舞
金
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
氾
布
先
同
町
干
本
皿
）
の
ニ
カ
所
に
つ
い

ど
復
旧
し
た
c
ま
た
店
も
閃
業
を
五
百
四
十
一
人
の
沿
旗
に
当
た
っ
を
扱
吋
の
う
え
被
災
地
に
陀
分
す
て
、
限
公
安
委
貝
会
は
土

I

1

日、

県
「
川
幅
拡
張
が
必
要
」

逆
川

三
角
形
状
に

豪雨被災

許
容
量

3
倍
の
濁
流

11

水
没
II

県河川課調査

虹
河
川
課
で
は
こ
れ
ら
の
没
水

状
況
か
ら
五
日
午
前
一
時
C
ろ、

ま
ず
中
橋
周
辺
か
ら
逆
川
が
は
ん

ら
ん
、
午
前
四
時
こ
ろ
に
ピ
ー
ク

に
達
し
た
。
さ
ら
に
没
水
面
積
な

ど
か
ら
、
当
時
逆
川
は
毎
秒
約
五

百
ト
ン
の
流
訳
だ
っ
た
と
拙
定
し
て

い
る
。
湿
E
m
は
曰
尖
時
UJJ雨
罰
二

0
沢
、
毎
秒
百
六
十
少
が
限
k
杵

容
流
専
と
こ
ろ
が
、
当
時
最
大

討
間
酢
量
は
五
七
心
を
記
録
、
ふ

だ
ん
の
さ
っ
と
＝
二
倍
の
泥
水
が
逆
．

川
に
流
れ
込
ん
だ
た
め

2

ア
ッ
と

い
扁
に
許
容
流
雲
露
寛
｀
は

ん
ら
ん
せ
ぎ
全
箪
沿
ぃ
蕊
茫

な
っ
た
。

三
も
た
墨
烈
翠
街
盗

品
っ
た
謁
合
、
追
川
を
現
状
の

，
ま
巌
修
某
板
墨
孔
将
じ

沓
Ic可
祖
つ
．
3．
る
の
は
必
写

こ
の
た
め
県
河
川
郡
で
は
、
十
二

曰
の
泄
辺
文
紐
県
知
事
の
逆
川
改

作
発
口
を
交
け
、
元
祁
五
百
ふ
グ

の
流
鑽
に
耐
え
ら
れ
る
河
川
改
修

が
必
痰
に
な
る
。
そ
の
切
合
、
宇

郡
区
市
の
田
川
か
苺
秒
六
百
メ
の

許
容
流
量
と
な
っ
て
い
る
た
め
田

川
規
模
の
川
幅
に
す
る
必
痰
が
出

て
く
き
（
田
野
辺
文
司
叫
河
川

諜
民
）
と
話
し
て
い
る
。
こ
れ
も

町
中
心
部
の
改
炉
構
想
と
絡
む
た

め
「
地
元
の
協
力
が
最
大
限
必
要

に
な
る
」
（
同
）
と
し
て
い
る
"

町中心部が水没の破匹に遭・った茂木町
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柘
梧
云
手
二
百
五
信
な
う
か
」
＇
（
上
ノ
内
組
釘
し
）
と
中

が
器
だ
は
か
な
店
い
。
禁
＄
西
」
の
商
面
ャ
憫
緊
羹
一
歪
3
瓦
」
点
し
て
い
る
。
歩
羨
定
し
朽
が
、
「
今
瑛
釜
爵
で
行
翌
元

酋
限
甜
禍
で
戊
奇
が
“
水
没
”
し
て
き
ょ
う
百
曰
で
一
カ
月
0

泥
と
3
み
少
欝
付
け
が
一
段
溶
し
な
八
且

r

商

似
い
た
エ
堀
二
棟
も
喋
す
考
え
い
、
町
が
既
に
泡
和
だ
り
災
証
四
十
年
余
り
紐
い
た
釣
り
大
会
が
決
ま
り
、
転
出
す
る
人
も
増
え

に
品
物
が
汎
3
、
店
舗
や
住
宅
氾
お
展
没
も
開
始
さ
れ
、
町
内
格
箇
的
に
は
平
静
を
取
り
戻
し
な
；
だ
が
水
の
ツ
メ
跡
は
堺
ヽ
大

a

き
い
。
一
歩
涅
入
歪
包
夫
埒
「
世
笑
担
昇
な
い
」
と
い

2
匝
°
緊
染
賢
柔
吾
工
紺
だ
乗
り
出
だ
束
硲
逗
”
S
川
沿
い
の
ア
パ
ー
ぶ
狂
穴
明
事
は
三
百
六
十
七
件
あ
る
た
一
逆
川
コ
イ
釣
り
大
会
一
に
は
国
年
、
発
四
や
篇
趾
か
ら
る
の
窓
迅
」
（
廊
も
と
み
尻
、

箔
器
民
急
・・・J

羹
扇
岡
璽
I

°

誓

癸

雨

の

“

後

農

羞

闘

襄

喜

＄

畠

て

い

っ

た

し

・

：

。

緊

染

欝

め

、

瞥

申

し

込

径

蒻

喪

四

に

四

、

栞

人

が

訪

れ

る

が

、

忠

醤

町

へ

窟

患

鋲

筈

れ

て

晉
万
円
じ
ゃ
と
つ
に
も
な
ら
な
は
界
必
二
侶
以
上
に
な
Q
苫
秋
の
名
欝
甲
・
迎
川
の
コ
イ
に
な
っ
た
の
は
初
め
て
い
る
。

0
 

3

い
。
大
口
だ
っ

B
朋

羹

函

だ

3

釣
笑
会
忠
酋
腐
農
忠

1

逆
川
改
修
計
画

9
日
に
説
明
会

喜

ね

」

丘

磁

手

。

創

嬰

魯

欝

穴

月

六

曰

、

の

唇

習

夏

一

転

居

者

一

眉

＂

＂

闘

詞

麟

峠

麟

襄

雄

麟

韓

闘

鱈

託

嘉

屑

羞

見

八

月

醤

（

は

ん

兒

）

し

低

木

盆
曲
守
る
予
写
な
か
、
盤
開
年
以
臼
器
茫
っ
た
た
め
「
旧
り
決
定
し
た
も
の
で
、
十
習
厖
中
に
町
茫
括
包
た
の
符
ハ
也
町
毀
閉
腐
川
啓
眸
柚
を
辿

/
展
翌
声

麿
慮
な
い
。
て
も
蓉
な
い
」
と
ソ
ッ
が
裔
代
会
で
竪
誤
指
笛
菟
用
、
四
十
人
d

被
蓋
ツ
な
い
町
め
て
い
る
眼
は
、
丸
n、
茂
木
町

T

：

鴫

i
l

記
―
友
八
月
二
十
一
曰
か
麿
か
れ
匁
柔
該
、
町
が
二
分
の
千
晉
匹
が
い
起
岬
本
陣
隈
郊
外
＠
翡
方
な
名
如
玲
じ
た
で
初
め
て
似
捐
会
を
開
＜

業
慨
卯
X
古
舘
品
店
均
含
住
一
の
利
孟
諮
（
一
年
間
）
を
決
＠
説
医
で
さ
ス
焦
影
が
な
く
な
人
も
約
十
世
僭
に
よ
令
漿
河
川
課
に
よ
や
<
改
修
案

町
面
土
絣
複
の
話
ば
足
、
町
六
削
丘
窮
。
店
ま
だ
ぽ
「
去
め
｀
金
悟
脈
苓
逗
箔
歪
ヰ
年
以
り
、
「
焦
は
放
流
す
烈
珠
必
泳
、
全
坦
恋
酋
で
転
出
し
た
と
は
の
概
合
は
、
酋
困
笥
弓
災
禍
に
匹

中
‘
盆
釈
涵
店
臨
日

l

二
十
三
店
細
は
片
付
い
て
も
中
は
ま
だ
ま
だ
内
に
延
長
ぷ
欝
付
け
が
一
段
落
町
が
ダ
メ
ー
ジ
を
芯
X
め
に
ど
い
え
な
い
が
、
月
当
た
り
の
件
数
敵
す
る
一
日
当
た
り
三
二
0
沢、

□

-/ゾ：

と
し
因
祐
較
的
多
め
で
町
住
時
捌
n
た
図
兜
会
七
あ
雨
磁

商
店
の
営
業
再
開
は

7
割
＇
声
い
川
田
直

ぶ
、
，
；
勺
：
＇

9に
兌
で
喀
僻
手
政
督
二
十
股
3
転
思
毎
憩
乳

る。

の
う
ち
、
現
在
ま
で
に
苔
碓
蘭

国
r

こ
鵞
甘
届
午
前
中
に

町
翌
、
饗
に
屡
長
点
四

体
唇
説
明
爵
い
、
負
の
同

詞
鱈
ド
緊
急
融
資
申
し
込
み
殺
到

楼
腿

屡

笹

じ

て

い

た

醤

意

づ

ら

喜

て

い

＜

麗

゜

[
I

翠

祭

屡

一

合

も

：

・

。

二

展

猛

風

屈

冥

陵

、

薗一

汀
u
闘
託
汀
闘
ド
転
居
柑
次
ぎ
過
疎
化
不
安

焚
tcJ
虐
五
哀
菱
き
ん
釈
て
ね
」
と
菩
3

塁
の
思
い
切
り
が
つ
き
ま
し
切
っ
た
表
情
芍
こ
の
た
め
町
食

骰―

た
J

ン
袈
の
店
を
取
り
壊
し
、
家
品
菜
協
苓
Fょ
ど
四
団
体
は
「
水
洗
し
た
時
期
と
嬰
っ
た
こ
と
も
あ

窯

屋
に
薗
し
て
い
る
。
い
し
た
食
品
は
売
っ
て
い
ま
せ
り
、
申
し
込
爵
薔
し
な
)

ぎ
忍
の
し
に
共
ん
」
と
い
っ
た
チ
ラ
シ
姿
覇
｀
申
し
込
み
は
＿
―
-
日
閾
屑

ill念

蘊

旺

長

）

層

信

ッ

テ

ル

意

銀

屈

木

薔

の

百

一

件

営

薔

11遠
根
認
限
あ
薗
落
醤
イ
メ
ー
ジ
の
一
料
躍
に
、
栃
恣
翼
腐
畜
四
十

扉
か
か
り
、
召
ヘ
ー
ス
老
号

ts,「
｀

代

喜

薗

璽

麗

ニ

⑰
~
 

胃

＿

口

瓢

彎

堂
懇
円
閲
の
お
知
ら
せ
均
咽
出
さ
れ
、
表
向
き
は
平
”
百
乞
取
り
戻
し
た
商
店
街

218 泥9●けになったみそのたる
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臼 茂 し μi 
且~足麿醗闘篇屋も個覧信喜〗忍涵屠息五鸞 i§ へ屁窒

、 [
良試は 9-

乍砂醤芋裔翌這
こ験氾明 詞農土面餐 tら尻唇

八
月
習
夕
方
か
ら
閲
束
挫
各
嗅
っ
た
台
風
凶
召
、
釜
咄
に
記
蒻
な
豪
嬰
降
ら
辻
本
懸
茂
木
匝
ぶ
皆
日
未
明
町
中
心

嬰
流
れ
る
追
川
か
ぱ
ん
ら
匁
虫
烈
翌
体
が
部
流
に
の
み
J

ま
れ
、
五
千
世
市
（
約
二
万
人
）
が
孤
立
し
た

3

同
町
に
通
じ
念
腸
8

閤
堕
uれ
、
凶
l
T茂
木

m報
芍
砧
固
が
冠
喝
交
灰
疫
に
約
上
十
令
床
よ
没
水
し
た
た
め
、
籾
ヰ
千
五
百
回
碗
か
不
通
と
な
っ
た
。

料
T
は
延
べ
智
一
千
人
の
社
は
を
動
蜆
全
わ
毎
汚
て
懲
悔
涵
に
あ
た
っ
た
栖
采
、
八
日
に
変
硲
蹄
を
回
復
y
十
二
日
に
は

全
楓
惜
に
至
っ
た

3

今
回
の
「
筏
晒
プ
ラ
ザ
」
は
、
霞
詰
迫
曰
が
完
全
に
途
絶
え
た
茂
木
町
3
豪
雨
禍
を
リ
ポ
ー
ト
し
た
し

交
鶴
室
浸
水
必
死
の
瞬
出

募
る
不
安
、
無
線
電
話
で
活
路

219 
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_~999d 

慇

履

品

墨

翡

蒻

た

が

、

麿

蕊

房

ほ

じ

落

消

叫

腐

悶

格

覇

蓋

十
時
皿
た
っ
た
五
日
伊
啓
蒔
。
国
各
地
か
ら
利
用
さ
れ
楼

N
T

設
の
電
話
回
復

3

宇
郡
祖
固
か
ら

葛
無
罰
を
使
っ
て
茂
木
固

T
存
5
、
山
八
台
と
自
転
甲
五
非
常
男
酪
蕊
話
醤
戦
か
到
着

沌
品
罠
セ
ン
タ
ー
に
合
わ
せ
て
苗
口
を
投
入
し
て
薗
伍
唸
叩
だ
っ
し
、
六
目
千
前
六
時
か
ら
、
六
占

捐

二

十

四

慕

欝

信

。

1

六
十
＿
酋
翌
眉
し
悦

gに
名
古
展
廂
幻
か
ら
、
茂
木
か
ら
「
サ
ク
ラ
2
号
」
に
向
け
椴
だ
残
っ
た
の
が
一
箭
入

通
薗
「
笈
存
匂
」
に
向
て
霞
婆
発
信
し
た
衛
星
卑
載
閲
打
の
笞
詰
回
復
3
N
T
T
で
は
殷

発

[

こ

ロ

送
匂
こ
れ
を
吝
芹
戌
木
届
C

ま
尽
ハ
日
午
前
一
時
半
、
『

i

台
全
頗
艇
四
憐
報
か
心
他
立
し
た

儘

鼠
器
フ
ァ
ク
ス
の
メ
モ
七
約
の
衛
出
山
叔
局
が
稼
働
す
や
＜
孤
拙
惑
、
闊
怖
惑
か
ら
解
放
さ
れ

五
目
平
朝
か
ら
、
例
ム
を
＾
れ
っ
ご
戊
杢
山
内
の
一
町
一
仰
佐
回
臨
股
闊
は
、
茂
木
巾
‘
茂
木
小
、
た
が
、
そ
れ
で
も
、
取
位
の
＿
令

ず
復
旧
作
菜
が
控
否

ts

っ
て
配
涅
と
3
や
り
万
。
一
幽
閻
茂
企
嬰
切
、
茂
木
釈
、
宇
部
沼
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
捏

N
T
T真
照
四
の
練
路
課
蓉
冗
開
設
し
た
が
、
こ
の
間
、
扱
っ
た
侶
諒
、
ス
ー
パ
ー
な
と
に
八
十
．．． 

唸
電
詰
線
r点
四
じ
て
こ
P
き
ま

襲
も
、
院
々
烏
援
隊
が
送
毎
最
晟
翌
跨
一
千
哨
虹
台
爵
莉
、
一
半
に
将
訊
が
の
間
報
器
や
サ
ー
ヒ
ス
が
籠

，
に
な
象
で
ま
尽
沢
、
数
が
か

か
る
。
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酋
恨
肖
の
被
蛍
c穫
装
痰
合
、
石
芦
為
数
の

9
利
屯
溢
硲
の
営
届
け
を
脚
阪
の
懇
薔
陸
磁
湿
牽
だ
確
保
し
お
い
て
ズ
淫
全

rぽ
ら
く
待
つ
に
済
ま
せ
全
J

と
が
呑
ガ
ま
だ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ザ

N
T
T茂
本
殿
迄
苗
局
長
は

欝
冠
水
し
、
電
皓
皿
儀
恋
変
全
し
た
状
態
U
同
じ
に
な
り
、
電
詰
す
0
こ
と
が
あ
令
災
寄
双
助
や
な
け
れ
ば
な
控
伶
い
か
色
弓
し
か
な
い
。
伺
回
も
裳
歯
弟
あ
連
絡
が
伝
址
た
待
っ
て
い
る
大
と
い
う
名
さ
に
知
っ
て
お
く
と
艇
「
今
回
の
素
唄
翌
<
私
が
最
も

不
涌
后
戸
市
禾
町
の
次
客
樫
は
“
マ
ヒ
状
態
“
と
な
0
。
地
復
旧
活
勁
に
直
接
関
係
の
あ
る
災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
「

l

げ

た

り

ダ

イ

ヤ

ル

し

て

も

、

い

っ

勢

の

人

が

い

る

か

ら

芍

利

芍

感

謝

し

て

い

る

役

r
被
界
ヒ
3

姿
な
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
＜
地
腹
が
埜
巨
っ
た
後
、

9

園
、
地
万
公
共
団
体
に
は
、
無
靱
刻
も
早
く
、
被
災
地
に
い
る
親
類
そ
っ
笠
晒
が
か
か
り
に
く
く
な
0

万
一
の
災
害
時
に
珊
呑
、
親

N
T
T栃
木
支
猛
ぶ

2iil害
人
た
ち
が
N
T
Tに
対
し
て
碑
解

咀

直

、

墾

薔

、

漿

べ

類

や

知

人

へ

の

「

連

硲

ル

ー

ト

」

が

発

生

ヒ

白

盗

、

落

硲

＃

ほ

と

協

力

を

加

¥

戸

点

っ

た

こ

と

じ
日
鱈
＂
｛
女
否
確
認
や
見
舞
い
電
話
殺
到
＂
託
註
討
註
い
晴
籍
ハ
戸
彗
闘
…
忌

J

陸

か

か

り

に

く

く

な

令

に

連

略

を

名

甜

笈

r
本
収
敲
常
用
ゆ
公
衆
窪
聴
条
脳
L
莉
用
一
カ
月
余
し
及
木
町
を
訪
れ

醤

恩

斎

醤

儲

常

、

類

に

径

落

し

て

羅

茫

扉

記

で

登

翌

盗

急

烈

や

て

い

急

町

裟

岩

こ

ち

に

笞

だ

し
て
も
号
。
順
次
に
霞
話
す
る
ま
す
。
ま
茂
木
町
腐
宅
窟
素
月
ッ
必
慾
糾
賃
て
い

屡

”

笙

柴

屠

眉

う

に

、

N

T

T

9

胃

る

。

「

ぉ

屑

ま

で

に

何

嵐

三
言
亘
―
―[
―
~
讀
り
且
且
＂
＂
汀
乾
I
i

且
彗
請
い

l
-
l
l
l
l

醒
ミ
ミ
、
、
＼
〗
巳
）
状
態

羞
ヽ
き

l
l
[
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

尺
被
災
坦
ぶ
宍
は
な
れ
に
な
や
移
勁
霞
鶯
な
ど
を
出
動
さ
に
住
む
瓜
圭
盃
を
頼
っ
て
転
出

I`l-原
倫
門
―

認
や
お
見
熊
い
の

9

闘
咋
騎
顧
註
通
話
短
く
、
連
絡
ル
ー
ト
を
丘
只
闘
＂

□闘
籠
汀
咋
且
＂
辻
鱈

話

同

の

交

換

設

備

、

ケ

ー

プ

ル

、

連

絡

を

と

を

含

に

す

粂

3

も

一

話

な

ど

が

マ

ヒ

し

て

ぶ

器

学

お

う

」

と

‘

3

架

る

。

マ
イ
ク
ロ
ウ
ェ
ー
プ
な
三
ぶ
t
3
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
霞
話
機
が
配
憚
し
て
あ
念
又
茂
や
知
人
、
顧
客
｀
取
り
引
さ
先
の
だ
け
戸
P
被
災
褪
紺
岱
子
供
ビ
J

つ
の
互
g
芍

か

け

す

Q
こ
と
党
の
り
ま
す
が
、
そ
れ
よ

P
r
夜
半
、
本
雨
が

空

豆

址

り

マ

ヒ

状

態

に

な

る

碍

木

町

に

は

N
T
T茂
ア
、
碩
認
罪
g

様
子
を
知
り
た
い
」
と
い
う
人
は
ま
ず
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
一
般
の
霞
話
は
混
雑
の
度
合
い
災
害
発
生
時
の
霞
報
電
皓
に
対
し
降
る
く
ほ
と
ん
と
全
盟
『
＇
眠

た
め
楼
さ
ら
に
霞
報
笞
栢
か
こ
み
あ
っ
固
の
ほ
か
、
茂
木
町
役
皿
の
防
災
多
い
。
し
か
し
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
も
ス
で
ー
。
に
応
じ
て
通
話
が
規
制
さ
れ
る
こ

B
e迦
解
と
伍
墜
袋
お
願
い
し
れ
ぬ
夜
も
哩
玉

LJい
う
。
茂
木

農
曲
蕊
な
ど
で
翌
晨
落
た
鬱
、
災
苔
救
助
関
係
の

m要
行
政
無
碗
、
茂
木
消
防
薯
の
四
防
“
マ
ヒ
状
態
“
な
と
ぶ
平
に
つ
ま
べ
電
話
で
連
絡
が
伝
牡
｛
と
も
あ
念
、
青
、
費
、
紐
色
3
ま
す
」
と
話
し
て
い
る
。
町
の
人
た
ち
が
受
け
た
“
心
の

ち
た
り
受
話
器
が
は
ず
れ
た
湯
避
巽
点
器
ず
る
た
め
、
笞
防
無
線
が
あ
0
)
、
防
災
慨
関
な
こ
な
が
足
い
と
き
は
、
受
話
器
を
堀
臼
、
話
は
こ
く
簡

mに
ヂ

短

か

公

衆

窪

詰

か

念

滋

宗

的

に

か

か

儒

“

は

い

つ

い

え

全

3

な

0
つ。
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09月20日下野新聞

迎
川
改
作
問
馴
で
、
町
の
説
明
に
熱
心
に
閏
き
入
る
町
民

11
替
、
茂
木
町
民
セ
ン
タ
ー

つ
。
ー
て
の
祐
、
吻
止
め
細
芥
ザ
と
開

始
、
可
庄
主
ま
と
会
合
を
開
き
慈

醤
酵
函
る
。

だ
が
初
日
の
会
合
で
は
、
一
部

に
「
納
団
で
き
な
い
」
と
し
た
強

硬
意
見
も
四
出
。
渡
辺
純
一
郎
さ

倍
A
)

＂督泌木、

9

朋

は

「

眼

蒻

督

羞

芦
畠
移
転
対
象
者
に
説
明
会

□い
田

＼
汀
託
砂
請
疇
い
~
墨
璽
、
出
直
砂
闘
酎
裔
、
合
国
碍
叩
ー
:
]


て

薗

に

対

す

盆

萌

怠

牛

席

巽

鋲

ほ

謡

得

紐

魯

緊

甜

令

牡

憐

箇

に

栽

篇

八
且
恐
ら
舅
町
民
セ
ン
タ
ー
転
深
盗
酋
圭
3
歪
廷
芝
に
つ
に
入
歪
芍
秀
川
の
畑
を
⑬
さ
な
六
、
七
＾
は
叩
瓜
ナ
活
習
す
0
」

図
祖
っ
勾
示
磁
雙
ぽ
い
盃
岡
、
意
見
が
相
次
い
だ
が
、
ど
図
面
揉
態
し
、
拡
幅
理
蒻
と
拒
否
＠
笏
を
鮮
明
に
し
て
い

ょ
う
二
十
曰
夜
ま
で
三
回
行
わ
阿
部
覆
甚
め
旦
芸
町
中
心
定
、
士
曰
ギ
ぱ
に
は
阪
く
い
を
打
る
。

れ
、
県
は
出
席
者
四
同
意
松
臼
ら
部
か
ら
遠
く
な
い
、
町
東
部
」
と

狂
ぱ
、
炉
員
の
廷
尺
り
笞
各
Q
に
と
全
6

っ
た
；
ま
伝
E

乱
に
入
る
考
否
初
呂
説
明
地
袖
旧
に
つ
い
因
ぃ
、
一
般
的
な

会
で
は
、
立
も
＾
り
に
つ
い
て
お
補
償
手
順
が
述
ぺ
ら
れ
た
た
け
で

お
か
た
の
合
意
ぷ
匹
芸
だ
が
、
「
未
調
査
の
慇
四
で
呉
体
的
な
諒

一
部
に
着
に
胆
合
す
粂
浴
〖
明
は
で
き
な
い
」
と
し
、
開
河
川

の
人
も
お
り
、
楽
懇
冷
き
な
い
麗
田
咲
匹
課
長
は
「
拡
幅
部
分
一

肩

に

か

か

る

の

は

図

土

で

調

ぺ

て

約

今
回
の
説
明
会
は
、
九
曰
に
尖
百
二
十
戸
、
八
、
九
L
り
だ
が
、
明

施
篇
会
に
続
い
て
河
川
確
な
数
字
、
計
皿
＃
明
ら
か
に
す

葛
茎
森
約
転
な
と
醤
留
る
た
め
に
も
訓
鼠
へ
の
協
力
を
」

る
烈
埋
が
あ
盆
眉
に
対
し
と
立
尺
S
測
慰
窃
防
芝
れ

て
行
っ
た
も
の
で
拡
睾
定
地
る
玉
此
蒻
け
た
）

裔
且
―
ー
百
六
十
哭
が
対
こ
れ
に
対
し
、
出
應
が
合

象
。
初
目
ぱ
ト
横
町
ゎ
で
こ
九
佐
故
「
一
字
3
往
で
な
く
、
本
を
い
く

区
か
層
―
-
H人
守
力
出
叩
、
漿
つ
か
示
せ
」
と
い
っ
た
声
も
聞
か

か
ら
は
河
川
、
用
地
諌
の
職
貝
、
れ
た
が
、
晋
一
の
限
、
町
の
豆
っ

町
か
ら
は
阿
部
武
史
町
長
ら
三
役
入
り
投
請
に
、
最
終
的
に
は
大
多
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•9 月 27 日 栃木新聞

県
に
国
土
庁
か
ら
二
十
六
日
入
っ
た
巡
店
に
よ
る
と
、
殴
府
は
同
日
の
悶
証
で
、
八
月
四
日
か
9
六
日
ま
で
の
台
瓜
旧
号
哀
雨
披
宙
に
敬
甚
災
苫
法
を
湿
弓
す
る
と
と
も

に
、
翠
木
町
と
回
城
県
鹿
脳
台
町
｀
磁
島
県
菜
川
町
の
三
町
の
披
茎
を
島
地
激
甚
災
出
に
指
定
す
る
こ
と
を
決
め
た
．
澁
地
な
ど
へ
の
災
さ
復
旧
平
菜
に
補
助
の
笞
別
噴
磁

が
適
用
さ
れ
、
益
水
心
洪
の
通
常
の
研
助
と
は
別
に
、
挫
R
凶
坦
分
に
つ
い
て
国
血
碑
助
の
カ
サ
上
げ
な
ど
が
行
わ
れ
祠
茂
木
町
に
対
し
て
は
商
工
索
者
へ
の
今
距
支
痘
が

行
わ
れ
る
．

”
筋
悴
に
指
定
さ
れ
た
茂
不

町
で
は
四
百
一
l
-
+
-
＿
辻
の
両
店
、

H
埓
な
E
で
約
四
十
億
円
の
被
四

が
確
認
さ
れ
て
い
る
．
今
回
の
指

定
に
よ
る
符
例
田
饂
は
次
の
通

り．
▽
県
ば
用
保
証
協
会
の
慄
証
に

つ
い
ご
3
通
常
慄
証
菰
（
八
千
万

円
）
と
同
翌
面
~
砕
で
設
け
る
①

代
位
＃
済
の
際
の
中
小
企
菜
ば
用

保
険
公
皿
か
ら
の
戻
り
率
を
七
〇

％
か
ら
『
ハ
0
％
に
引
き
上
げ
る
③

公
皿
に
納
め
る
保
険
料
率
を
通
常

の
約
＝
＝
分
の
二
に
下
げ
る
．
企
菜

側
の
使
翌
、
隅
会
が
保
証
行
為

を
し
や
す
く
ヽ
な
る
よ
う
図
っ
た
．

沼
会
の
保
証
を
受
け
て
い
る
茂
木

言薩蒋i

9茂~
暑

ェ

菜

者

は

約

百

二

十

社

．

一

万

且

上

の

哀

金

を

必

要

と

す

る

言

一

同

塁

の

利

用

者

は

茂

不

町

に

＋

三
千
万
円
台
の
大
口
利
用
は
二
社
中
小
竪
者
に
与
え
る
メ
リ
ッ
ト
は
▽
醤
近
代
化
貸
金
の
償
覇
一
辻
あ
り
、
そ
の
言
唇
醤

だ
け
だ
が
、
「
粟
況
回
直
に
八
千
大
き
い
J

と
同
協
会
は
話
し
て
い
間
を
最
大
二
年
ま
で
迂
長
す
る
．
苗
を
支
け
た
．
日
訳
を
待
っ
て
攘

台
風

10

号
被
害

商
工
業
者
へ
金
融
支
援

国土庁指定

皐

る

．

一

饂

し

て

い

る

．

今

隠

縣

屡

叉
四
工
組
合
中
央
金
皿
に
よ
る
が
必
墨
忠
が
、
竪
惹
災
害
の

舞

屡

日

一

誓

ぢ

一

―

指

定

を

受

け

た

こ

と

で

県

の

魯
1

千
習
（
嬰
替
宇
万
円
）
を
は
＇
祭
畏
に
抑
え
ら
れ
を

塁
に
当
初
＝
＿
裔
呉
・
O
五
ー
と
に
な
る
．

彩
（
男
豆
ハ
•
四
彩
）
で
茫
U

疇

町

思

E
め
る
特
別
霰
喜
者
に
は

l
=
l
-
•
O
形
で
貸
し
付
け
る
•
四

菩
日
以

g
の
返
済
金
剌
は
高
め
に

再
衷
定
さ
れ
る
が
，
具
伝
的
に
は

日
が
検
討
中
だ
．

ま
た
、

H
県
と
宮
城
、
福
島
、

茨
城
の
四
県
に
は
天
災
庇
資
法
の

特
例
が
適
里
0

れ
、
同
法
に
よ
る

辛
菜
（
漁
菜
）
蓄
へ
の

U
金
融
過

に
関
し
て
貸
付
隅
度
額
と
償
還
四

眼
が
阪
和
さ
れ
る
．

県
は
今
回
の
災
害
但
旧
文
と
し

て
こ
れ
ま
で
に
約
百
-
=
-
＋
億
円

（
知
事
専
決
、
九
月
補
正
）
を
置
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資

0 自衛隊の災害派遣要請（栃木県知事へ）

0 自衛隊の災害派遣撤収要請（栃木県知事へ）

〇被災者の申し出による罹災証明書（厚生課行）

●被災者（緊急臨資専用）罹災確認書（商工観光

課発行）

●災害見舞金分配委員会委員名

•農業委員会から議会へ提出した要望祖

゜ ，， から町へ提出した要望杏

（昭和61年10月 2日）

0 救援物資および義援金の礼状

0 行方不明者の捜索協力要請のお知らせ

（茂木特察署）

•北高岡地内根本マサ宅避難命令解除通知

●避難命令解除の報告（栃木県知事へ）

〇災害対策本部解散会議通知

• 10月24日開催災‘・，1f対策本部会議次第

0 行方不明者 1名、削除の報告（栃木県知事へ）

•新聞に掲載したお礼の広街

●救援物資および義援金の礼状

0 台風10号災‘',I;:対策事業に関する陳情困

（昭和61年 9月 4日 茂木町農業委員会）

料

0 予筑化要望；！t

（昭和61年11月20日茂木町，茂木町議会）

●台風10号による災害状況

（昭和61年 8月18日現在）

0 茂木町地域防災計画

0 昭和61年度水防計画害

•茂木町防災会議粂例

●茂木町防災行政用無線局1序理運用規定

•昭和61年 8 月の台風10号に伴う萩雨による被

災納税者に対する町税の減免に関する条例

•茂木町災害融資融資利子補助金交付規則

•昭和61 年 8 月 4 日・ 5 日の台風10号による農

林災害即日事業補助条例

〇災害救助法

●災‘i杯救助法施行令

0 災'.-,1:：弔慰金の支給に関する法律

〇災乳；：弔慰金の支給に関する法律施行令

●激甚災布に対処するための特別の財政援助等

に関する法律
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た¥.等 lたので派さ透者切ぷの叙奴を要病い氏

走亙ュ
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罹災証明ま（申し出齊）

住 所 罹災物件 所打者 伯名

芳買郡茂＊町大字 委地

芳賀郡茂木町大字 香地

芳賀郡茂木町大字 番地

芳買郡茂木町大字 番地

芳買郡茂木町大字 番地

上記の物件は、昭和 年 月 日現在、昭和 61年8月5日台足によリ、

紅災を受けたことを申し出ます．

昭 和 年 月 日

茂商観第

-Q＿ーJ ↓皐ー一＿歪窪＿且丞ー齊 （緊象進登翌阻L

下記の打は台風 l0号による災害の、リ災行であることを積紐する．

昭和 61 年 月 日

茂＊町役場 甜工観光輝

責任者氏名 ⑭ 

茂＊町長阿部武史 R

申研人 住所 芳賀郡茂ホIIJ大字

氏名

栃木屎芳賀郡茂木町長 『可 吝E 江t 豆ユ爪生

香地

＠
 

茂描証第 号

記

住所 茂木町大字

氏名

※この隋iB書は、 1世帯 1枚とする．

上記のことについて．申し出でのあったことを証明します，

昭和年月日

栃木既芳質郡茂ホ町長戸汀 音E 芹史 ヨミ
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災貨見揖金配分委U会

団体•投昧名 氏 名 倣 堵

町 長 阿部武史

U)J 役 山口良一

収 入 役 檜 IlI ・芳孝

教 h 長 証根i扇 ・tr リl

給 /li 採 長 大な令郎

企 面 謀 長 m 巾芳リJ

Hi 生 誅 長 石給 禎

傾エ 1l1 光課長 大久保正義

公 長 檜山正雄

副 誌 長 面岡直琴

Iも務常任委員長 桜井省一

教 f)¥1.生常任委員長 谷,,, 貢

茂 ＊彗烈壻長 川瀬圭一

茂＊地区区長会 長 大塚 llil 次

逆 ill地区区長会長 高根澤 操

919)11地区区長会 長 町井角＝

須顧地区区長会長 生井 遣

商 工 会 会 長 永井 茂

商工会副会長 顧井松雄

商 工会副会長 植田洋由

茂木農協組合長 生井公一

茂木農協専務 大 llll 定男

森 林 Ill メロ 長 生井 磁

樵 巣 組 合 長 上）内良雄

足利銀行支店長 開井孝夫

栃木柑互支店長 池野幸成

宇節宮但用金庫支店長 山口克夫
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Iiii略去る 8月5[]の台風10けによる水‘11fに

より、私逹の町が壊滅的な打撃をうけました。

この水‘1ドに対し、いちはや（県内の方々を

はじめ、全国の皆様から心暖まる：：：援助をい

ただき心から厚く御礼申しあげます。

皆様方からの：：：支援をよりどころとして、

り災世帯はもとより、町民こぞって復旧にむ

けて日夜努力を重ねた結果、町も、だいぶ明

るさと落ち着きをとり戻してまいりました。

これもひとえに皆様方の：：：芳情の賜ものと

深く感謝を申しあげる次第てあります。

この：：：好意に報いるには、心機一転、一 [l

も早く、新しい町づくりをし、立派に復興さ

せることが、全国の皆様の：：：恩に報いること

と考えております。

このために町民一丸となって、一所懸命努

力してまいりますのて今後とも：：：支援：：：協力

を賜わりますようお願い申しあげます。

とり急ぎ寸書をもって御礼を申しあげます。

草々
昭和61年 9月

栃木県芳賀郡茂木町長 阿部武史
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茂総第 2 7 2 f/ 

昭和 61年 I0月20日

茂＊町長阿部武史

台風 10号災害対策本部解散について（会議）

8月5日台風 l0号の豪雨災害につきましては、特段のご配煤とご協力を

賜 •J 厚く御礼申し上げます．

災害役 2か月余経過し、町も大分落ちつきをとりもどしてまいりました・

つきましては、次によリ災害対策本部を解散したいと恩います．ご多忙中

恐縮に存じますが':::出席下さるようお刷い申し上げます．

記

日 時 昭和 61年 l0月24日午前 11時30分

湯 所 茂木町役場 3階議貝控窒

芦風 l 0 号牽雨災弯に伴う行方

不雫者1名の肖IJ除について（翠艮聟）

1 行方不明者 1名と発表した経緯

Ill昭和 61年8月5日午前 2時2分ごろ、茂木誓寮署に、茂木町大字増井303

涌井唯司さんから．林橋付近で f男女2名が救助を求めているJとの 11 0番

入証があった。茂木碧寮署では、直ちに警察官を現地に派遣し捜索したが、何

の手掛 9)もつかめなかった・

(2)一方、同時刻：：：な茂木9)大字茂＊ 73の3鹿沼誠さんが林橋にさしかかつ

たとき rIJ/Jけてくれ」という救助を求める男性の声を1l1Jいたので、救出しよう

として）11に飛び込んだが、自分も濁流にのまれ約30 0米流されて大木につか

まり救助を待った．その後、鹿沼さんはヘリコプターで救出された．しかし救

助を求めた男性は救出されなかった．

(3)約述の救助を求めていた苓爽また当町の逆）I！の湿水状況から判断して誰か

が、少なくとも男性 1名が、潤流にのまれ｀行方不明となったものと思われた・

Il 行方不明者の捜索等と結果

(1)町は、 8月9日から 8月23日まで、町全坂をカパーする日本ビジョンサー

ピス梱のCATV(2チャンネル）放送で、 1日10数回テロッブによる「行

方不明者」のお知らせをしたが、該当者は無かった．

228 

昭和 6 1年 8月 5日台風 I0号

災害対策本部会謀次第

］．災害対策本部解散について

2. 行方不明者について

3. その他

61.10.24 

茂木町役場

(2)茂木贅寮署は 8月9日から 9月30日まで、立看板を街頭に 5か所設匠

橋付近2か所．役場 1か所． llil道 123号線沿いに 2か所）し．

発見のための広報を実施したが、該当者は無かった．

(3)茂木贅察署は、 8月 10日チラシ 3, 0 0 0枚を戸別祝布し．

ついて PRしたが、何ら手掛リは無かった．

(<)茂木警察署飯野駐在所は．林橋下流住民に対し、

(6)茂木警察署、町及び消防団は 8月12日、栃木県笞察機動隊45人、

贅寮ヘリコブター 1機（果貝 3人）、茂木誓寮署貝 5人，町院貝

団貝 20人を投入して、

査につとめたが手掛，)はなかった．

(7)町は、 8月10日から 12日まで．

いて広穀活動を行ったが、該当者は出てこなかった．

方不明者の情報提供について依頼したが、何ら手掛りが無かった．

(9)町は． 9月3日から4日まで．災害相談所を開設し各種相絞を受付したが、

行方不明者の相訣は無かった．



(IO)町は、広報「お知らせ版JII月号IIO月22日発行）で、再度行方不明者

のお知らせをしたが｀行方不明者の通報は無かった・

(II)被災後｀行方不明者について、町への相談、通報は一際無かった，

台風l併号災害の御援助に

心から感謝申し上げます
m 行方不明者 1名の削除理由

行方不明者の該当あるいは発見について、茂木町及び警察当局その他の関係機

llllで．懸命の捜索活動を2か月余にわたり実施してきたが、今だに「行方不明者」

の該当者や「捜索願」も出ず．新たな情報．その他手掛等もないまま現在に至っ

ている．

行方不明者とみられる 1名については、すでに「自力で助かった」か又は，

「第三者に助けられた」と恩料されます．

したがって、先に報告しました行方不明者 1名については f削除Jしますの

で報告します．

昭和 61年 l0月29日

茂木町長 阿 部 武 史

台風10号に伴う疾雨により吋茂木町は有

史以来の被害をうけました。

この災害にあたって、県内はもとより、

全国各地から暖かいお見舞いと援助の手を

さしのぺていただきましたことを、心から

厚く御礼申しあげます。

現在、町民挙げて新しい町づくりに向け

懸命に努力しているところであります。一

日も早く復興の姿をお見せし、皆様の御好

意に報いるよう励んでまいりますので、今

後とも御指導御鞭撻をお剃い申しあげまTo
ここに紙面をもって、各方面からお守せ

いただきました御援助に重ねて感謝し、御

礼の御挨拶といたします。

昭和61年11月138

栃木県茂木町長 阿部武史

栃木駄伐木町議会議長檜山正雄

栃木累知事涙辺文雄 殿
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殿

台風 10号災害対策事業に

関する陳情書

板戸ド坪茂木町虞傘杢亘全

5 昭和61年度の農業所得及び翡諌税については、被害実態の適切な把

握によリ、減免の措置を講ずること・

昭和 61年9月4日

茂＊町農業委員会長小林 昭

茂木町農政対策協議会長小林 昭
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8月5日未明にかけ、本県を襲った台風 10号による集中豪雨は特に本町

内各地に｀水害によリ農作物及び農業用施設に甚大な損'，Fをもたらしまし

この緊急の事態におきましては、激甚災害の指定｀災害復l日に対する低利

資金の融通指置等の早期実旋などの対策を講じつつあるとllllいております

今回の災害が未曽有のものであり．損害もまた其大なものとなっている現状

に鑑み、被害状況にかかる実態の早期かつ的確な把楓によリ｀特に下記のよ

うな特別掛置を図られるなど災害復旧及び対策に万全の指置を講じられるよ

う要望いたします．

記

1 土砂等の流出入によって陥没又は、埋没した農用地．農業用施設等の

機能を早期に回復するため助成及び長期低利の融資指置を講ずること．

2 浸水、冠水の農作物の被害について、再生のための技術指針を策定

かつ強力な指導を講ずること．

3 農業用厖設の復旧、家畜死府の復興．生産資材流出の補填等のため資

金として長期低利の融資措置を講ずること．

4 本町は、過疎地域の指定になっておりますので、農林水産業施設災害

復旧事業費国庫補助の基準を 10万円以上とすること．



日召禾口 e 2 年三ぼ乏

予 算化要望書

冦本町

l.逆）11の抜本的な河川改修について

① 逆川河）1ii!1甚災害対策特別緊急事業 (i!1特）の計面的な整債促進につ

いて

② 激特計画区問下流（那珂川合流点まで）の河川改修促進

③ 市街地上流における災害助成事業、災害関速事菜の促進

c 台風 l0号による公共土木施設災害の早期復興

⑤ 河床に堆積した土砂の排除

2, 逆川改修に伴なう移転者への生活再廷対策について

市街地を中心とする河川改修により、約 ll 0戸の物件移転が必要とな

リますが言これらの移転に伴なう代替地の確保、残地の買収彎移転灰金の

貸付け｀利子補給等、生活再廷対策について特段の御配隊をお願いしたい・

3. 逆｝l1改修に伴なう県営施設（アパート）の設置につ．いヱ．

河｝II改修に伴なう偕地借求移転者に対して、過疎化防止の上からも県営

アバートの建設について御配意願います．

4. 逆川の河川環境舷備について

河川改修に関連し、うるおいある「まちづくリ」のために親水環境等、

翠 望ヨ

茂木町行政の推進につきましては、日頃、格段の御配慮を賜リ、感謝申し

上げます．

さらに、台風 10号の被害に際しては．各般に且る復1日対策に御援助、御

指導をいただき、重ねて御礼を申し上げるものであります。

さて、当町におきましては、今回の大水杏を契機に災害に強いまちづくり

を目概に、各種の旋策の推進に鋭意とり組んでいるところであリます．

つきましては．本嘗記載の亭棄は．町政運営にとりまして重要謀輝となっ

ておりますので、昭和 62年1/f.における県の予算編成に際し、特段の御配慮

を賜りますよう、要望申しあげます．

昭和 62年 ll月20日

茂＊町長阿部武史

茂木町議会議長檜 山 正 雄

河川の周辺環境の整備について、特段の御配慮を111いたい．

5.道路改良事菜について

① 主要地方道水戸｀茂木紹

茂木町大字鮎田地内 450m 

本路線は、幅貝が狭いうえ屈曲が甚だしいため、見通しが忍く、また、

冬期には凍結のおそれがあるので、早期改良と侶溝の設置を要望いたし

ます．

なお、この路絃は、茂木町から常盤自動直道水戸 ICへの近距離速絡道

路として打効な路線であり、早期に全線の改良が必要と思われます．

② 県道下平．上境線

茂木町大字山内地内 200m 

本路線は、幅員が狭陰で屈曲甚だしく．急坂路で交通上非常に危険で

あり、また、町営バス路線のため早期改良を要望いたします．

R 主要地方道御前山、芳賀線

茂木町大字牧野 500m 

本路絃は． Ill貝が狭鯰で屈曲が甚だしく、急坂路の山問路で、交通上

非常に危険であリ、早期改良を要望いたします．
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6.交通安全施設事業について

① 主要地方道字都宮．笠問線

小貰～深沢入口 延長 2loa 

本路線は交通最多く、逆）11地区の小学校統合により．児童生徒の通学

通勤に際し危険であり、特に歩行者、自転車通学の事故防止のため歩道

の新設を要望します．

② 県道上裔桜田線

十石よリ宇都宮、笠閲線の交差点まで（飯駐在ポI 1 Olm 

本路絡は歩道が惰無の状懇であり、木幡小．逆JII小、逆川中学校がある．ま

た、茂木高校生の通学等交通安全上危険であるので、歩道の新設を要望します．

③ 国道 29 4号線

茂木市街地よリ届山町境まで 1 3ヒ

本路線は、茂木市街地よリ坂井切通しまでは幅貝せまくセンターライ

ンがない。歩道は惰無の状態であリ、小、中．高校生の通学上危険であ

リ、交通事故防止のため歩道の新設を要望します．

④ 主要地方道水戸．茂木線

茂木より茂木東小学校まで 2km 

③ 水道事業会計は独立採算制であり、これらの費用は水道料金収入から

充当するほか方法がありません．年間に約 1億 1千万円の水道料金収入

しかない弱小な事業体としては、水道料金を値上げするほか方法があリ

ません．

R 水道料金を約入するのは水道利用者であ ，J` このなかには今回の事菜

により移転する方方も含まれ、過分な負担を強いることになります．ま

た｀水道料金改定には水道事業遷営委員会の答申を経て、謀会の議決が

必要ですので．このため住民 PR等により閲知することになります． 11J

民が再び水害にあわないための河）II改修であると思いますので、このた

め町民に過分な負担を強いることは主旨からいっても疑問ではないかと

恩われます．

⑤ 移転地への水道管の布設等、これに伴なう各種の事業が必要となり、

この費用も多額になリます．

R 水道は生活に必要不可欠ですので、休みなく給水をするために工事

中でも．仮骰をするとか布設行をするとかが必要になリます．

⑦ 水道謀にとって、この事業に伴なう移設等の事業量等も過分な業務量

となリますが、このような際ですので暇員の増貝も不可能であると思わ
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本路線はカープが多く、椙員がせまい．通学上危険であるので交通事

故防止のため歩道の新設を要望します．

⑤ 国道 12 3号線

天矢場よリ茂木市街地まで 2畑

本路線は、天矢場より茂木市街地に至る道路は歩道等がない．交通最

多く渋滞し．早急に交通事故防止のため歩道の新設を要望します．

7.商工特別補助金（災害特別補助金）について

台風 l0号災害特別利子補助制度（茂＊町）によって支払う補助金の一
l 

2 

の補助を要請します．

弁I l 千Fl
62年利子補助額37,000 x-＝18,500 1累要請額）

2 

B. 逆川、坂井川の滋特事業及び河川改修事業に伴なう水道施設等の移転補

償について

① 通常の工事と違い、大規模な工事であるため、通常は管理区分により

費用を補償していただいていますが、今回は全額補償をしていただきたい．

② まだ計面等の打合せは実施していませんが、予想額として、市街地で

は約 1億円かかると思われ、この費用の捻出に苦慮しておリます．

れるので、事業費等の費用も全額補償をしていただきたい．

R 以上のことをとりまとめるとつぎのようになります．

(1) 橋梁添架部は既存郎、増加狐仮設費等の全額を補償していただ

きたい．

(2) 本管及び弁笠類等、水道施設の移設に伴なう費用の全額を補償し

ていただきたい．

(3) 給水管のうち連合管の移設に伴なう費用の全割を補償していただ

きたい．

(4) 工事施工は同時施工となるため、事前に十分御協謀していただ送

たしヽ

(5) 水道管の減耗分控除については、財政難を考嬬して免除していた

だ苺たい．

（6) 工事費の補償額は設計額としていただきたい。さらに、設計委託

料、工事監督委託料、管理経費（事務費）等も全額補償していただ

きたい．

(7) 仮設費及び仮設不可飴な例所については新規ルート柱等も全額補

償していただきたい．



(8) 既存の道路種別等にかかわらず．新規道路に適合する業種往旧方

法（埋設深度、復18材料等）で補償していただきたい．

(9) 府栓．撤去等の費用も全額補憤していただきたい．

(IO) 給水管は水道利用者の負担で工事を旋工するため、この布設行の

費用については、 1il人の補償費算定の際．十分考慮していただき、

水道利用者に過分な久担をかけないように御配慮願いたい．なおこ

の誤、府栓．撤去等が必要となる時は、この費用も含みます．なお、

当町では加入金はとっていませんが．加入金にかわるものとして最

低の工事費を決めておリますので、算定の際に考慮していただきた

って十分御協誌願いたい．さらに、工程管理についても充分御配慮

願いたい．

(14) 以上について、予算措置の時期等を十分勘案していただきたい．

(15) 補償費の納入時紺 1分割の湯合を含む）等を十分勘案していただ

きたい．

(16) 以上について．事前に基本的な協定書を締結していただきスムー

ズな業務の執行に御協力をお願いしたい．

R これらは最低限必要な要望であると御理解いただき、全項目について

充足していただけますよう特にお願いいたします．

9 9. 

(11) 飯野地区簡易水道の取水場、浄水場を移殷する必要がある時は、

水道法上の許可が必要ですので．相当な日数．及び水源探査等の蒻

費用を含む経費が必要とな 1） ます．

(12) 以上について．占用、使用等の許可の手続きについては多量とな

りますので、できる阪り簡略化していただきたい．

(13) 公営企累法にもとづく経理では、 3月3I日が決算日であリ出納

期問はないので、ただちに決算処理をするため．工期の算定にあた
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第 1章総 則

第 1節目的

この計画は、災害対策茄本法（昭和 36年法tlt第 223号）第 42条の規定

に基づき、茂木町に係る防災に関し、町の処理すぺさ軍務を中心とし、地域内

のll!l係機関を網羅した総合的な計画として定め、町民の生命、身体、財産を保

護するため、防災活動の効果的な実施を図ることを目的とするものである。

第 2 節 町及び防災関係機関の事務又は菜務の大綱

（町が処理すぺき防災n9項）

I. 町は、町民の生命、牙体及び財産を災害から守るため関係機関及び他の地

方公共団体の協力を得て次に掲げる耶務を処理し、総合閃整を行う。

(1) 防災に関する組織の整備に関すること。

(2) 町内の諸団体の防災に関する組織及び町民の自主的な防災組織の拡充強

化に関すること。

(3) 防災に関する訓椋の実施に関すること。

(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄等に関すること。

(5) 防災に関する施設及び設備の整備に関すること。

(6) 被災地の衛生、その他応急対策に関すること。

(7) 災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(8) 災害に関する予報もしくは誓報又は通知に係る亭項伝逹及び必要な通知

又は齋告に関すること。

(9) 被災者の保該に関すること。

岡災害に関する広報活動に関すること。

回災害の応急復旧に関すること。

2. 町以外の他の執行扱関 11、町の所轄の下にそ•，，所掌事務に保る防災事務を

処理しなければならない。

（広域泊防茂木分署に要請すぺき事項）

(1) 被災者の救難、救助に関すること。
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（水道管理者に要請すぺき事項）

(1) 水道の操作及び保全に関すること。

(2) 災害時における給配水椀設の整備に関すること。

（土地改良区等に要請すぺき事項）

Il) 堰、水門、水路の操作及び保全に関すること。

第 3節 町の地勢と災害 記 録

l. 位 餃

本町は栃木県の南東に位骰し、東部9こ茨城県七会村、御前山村、緒川村が

あり、南部は茨城県笠問市に接し、西部は市貝町、益子町、北部は烏山町に

閃接していて、東西 12に、阿北 27にの細長い町である。

役場の所在地 経 紐 度 海 抜

栃木県芳賀郡 北紐 3 6度 3l分 m 
7 5 

茂木町大字茂＊ 155番地 東経 l 4 0度 l l分

2・ 地 勢

本町は、八滞山系の中にあり、大部分が第三紀又は古生代の地層からなる

山地で、中心が盆地状をなし、市街部を形成している。那珂JIIの急流が町の

北部を流れ、町の阿北を貫流している逆JIIが茨城県境でこれに合流している。

町総面積1117 2," Km'で、その 70％が山で、逆｝II流域に沿って耕地がひ

らけている。

236 
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I2) 災害に関ナる予報、警報に関すること。

13） 防災訓練の指導に関すること。

141 災害防止に関すること。

（農染協同組合等農林莱関係団体に要請すべき市項）

(1) 町が行なう農林関係被害調査及び応急対策の協力に関すること。

(2) 農林産物等の災害応急対策についての指母に関すること。

(3) 被災農林家等に対する融賓、又19そのあっ旋に関すること。

(4) 共阿利用施設等の災害応急対策及び復旧に関すること。

(5) 各種稲子、飼料、肥料等営農資材の確保対策に関すること。

（商工会等商工架関係団体に要請すべきll9項）

(1) 町が行なう商工業関係被害調査及び融資希望者のとりまとめ、あ 9 旋等

の協力に関すること。

12) 災害時における物価安定についての協力に関すること。

13） 救助用物資、復18資材の確保 9こついての協力、あっ旋に関すること。

（自治会等自主防災組織9こ要請すぺき革項）

{1) 町が行な 9住宅等諾物件の被害調査及び応急対策に関すること。

{2) 災害地における住宅等の復旧に関すること。

{3) 農地等の被害調査及び災宅対策に関すること。

{4) 防災訓練に関すること。

（各種文化事業団体に要請すべき事項）

(1) 町が実施する応急対策についての協力に関すること。

（病院等の経営者に要請すべき事項）

(1) 避難施設の整備と避甦訓錬等の実苑に関すること。

(2) 災害時における負傷者の医僚と助産に関すること

(3) 防疫対策の協力に関すること。

3. 過去の主な災害記録

(1) 風 水 害 等

年 月 日

昭和 56年 10月22B 

昭和 57年 9月11日

昭和 57年 1月 4日

昭和 57年 9月

(2) 火災

年 月 日

昭和 48年 12月17日

昭和 51年 2月27日
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概 要

0台風 24号被害状況

道路、橋梁被害 7 9ヶ所

田、畑被害 5 9 8. l 6 a 

住家｀井住家被害 38戸

0台風 18号被害状況

迫路、橋梁被害 8 1ヶ所

田、畑被害 1 7 9a 

住家｀非住家被害 45戸

0牧野地内地すべり

町道 100111損壊、住家 2戸崩壊

被害額 76,264千円

0飯野地内山林地すぺり

面積 20し 現在休止状態

概 要

0桧山地内火災

焼失面積 4 5 5付 焼失戸数 8戸

被害額 3,723千円

0小井戸地内火災

焼失面積 6 1 1 m' 焼失戸数 1 0戸

被害額 9.1 2 9千円
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第 4 節 茂＊町災害対策本部 2
 

茂木町災害対策本部事務分が表

1．災害対策本部の組紙、紺成及び系統図

本 部 長 町長

糊本部長 助 役

土
土木部一—一[
直設諜） 建

追

班

班

班

班

班

班
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政
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生

給

政

務

産

地

務

観

丑
五
：部△い切裔

u

部
町
副
部
上
由

務

務

画

生

民

生

衛

民

済

林

観

共

委

工
業
業

総

□
住
伍
経
侵
ぽ

木

築

班

班

水 道 部 水
（水道課）

文 教 部

し
学 校 教育班

（教育委員会）
社 会 教育班

班

税 務 部 税
俄務課）

出納部 会

（出納室）

消防部（芳賀地区広域行政布務組合消防本部、
茂木分署

計 班
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務 班

部 名 班 名 分 掌 事 務

l.災害救助に関すること。

厚生班
2．社会福祉施設の災害対策に関すること。

3.社会福祉施設の被害調査に関すること。

4住民部内の述絡調整に関すること。

住民部 1災害時の医朕、助産に関すること。

衛生班
2.災害時の防疫、消掃に関すること。

3，医服施設の災害対策に関すること。

4．医朕苑設の被害調査に関すること。

配給班 1．災害用食糧の確保に関すること。

1.被災農家の災害融資に関すること。

農政班 2．被災農家の営晨指導に関すること。

3，経済部内の連絡調整に関すること。

1．農作物及び農架用旋設（耕地班の長架用苑設を

除く。以下間じ。）の災害対策に関すること。

良務班 2.農作物及び晨菜用旋設の被害調査に関すること。

3．水産物及び水産施設の災害対策に関すること。

経済部
4水産物及び水産施設の被害調査に関すること。

1，家畜及び畜産旋設の災害対策に関すること。
畜産班

2ヽ家畜及び畜産施設の被害調査に関すること。

I.晨地等農業用施設の災害対策に関すること。

耕地班 2，晨地等畏莱用旋設の被害訊l査に関すること e

3晨地造成の災害対策及び被害調査に関すること。

部 名 班 名 分 掌 市 務

L本部の庶務に関すること。

2.本部負会議に関すること。

3防災会議、その他関係機関団体との述絡等に関

すること。

4警報等の伝達及び災害広報に関すること。

5.災害状況の収集及び伝逹報告に関すること。

6.被害状況の収集、楳計、報告に関すること。

総務班
7,災害応急対策のとりまとめ伝逹報告に関すること。

8．災害裸望国の作成配布に関す，ること。

9．災害関係職員の動員及び職員の派遣に関すること。

総務部
10．消防団に関すること。

11．関係機関団体に対する協力並びに応援要請に関

すること。

12.自衛隊の災害派逍要請に関すること。

13，災害時の輸送に関すること。

14災害関係文書の受理、配布に関すること。

15、本部各部及び総務部内の迎絡調整に関すること。

16その他、他部に属さない事項

財 政 班 1 災害対策の予算及び資金に関すること。

庁舎の整備及び庁内停電時の対策に関すること B

管財班
町有旋設の災害対策に関すること。

その他本部の事務に必要な旋設の整備に関する

こと．
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部 名班 名 分 掌 賽 務

l，林産物及び林産箆設の災害対策に関すること。

2.林産物及び林産施設の被害糊査に関すること。

林務班 3.立木の災密対策に関すること。

4町祖林等の災害対策及び被害闊査に関すること。

5．災害用木材の払下げに関すること。
経済部

l商架及びエ鉱莱の災害対策に関すること。

2．商業及びエ鉱業の被害調査に関すること。

商工観光班 3被災商工鉱菜者に対する融資に関すること。

4観光施設の災害対策に関すること。

5.観光施設の被害調査に関すること。

a災害対策のための労務者に関すること。

7．災害に関述した失架者の対策に関すること。

l．公共土木苑設の災害対策に関すること。

土木班 2.公共土木苑設の被害調査に関すること。
， 

3d土木部内の連絡調整に関すること。

1．町旋設の災害対策に関すること。

土木部 2B町施設の被害調査に関すること。

建築班 3建築物の災害対策に関すること。

4，建築物の被害調査に関すること。

5.被害住宅復典資金に関すること。

l．水道施設の災害対策に関すること。
水辺部 水辺班

2水追施設の被害調査に関すること。

， 

-7- -8-
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部 名 1班 名 分 掌 賽 務

I J.教n底設の災害対策に関すること。

2.教有施設の被害調査に関すること。

3.児窟生徒の避難に関すること。

学校教汀班 4災害時の応急教脊に関すること。

5.災害時の学校給女に関すること。

6教有関係の荻援金品の受付1::.l関すること。

7,文教部内の述絡調整に関すること。

文教部

l.社会教脊苑設の災害対策に関すること。

2．社会教育椀設の被害調査に関すること。

社会教脊班
3，文化財の災害対策に関すること。

4文化財の被害調査に関すること。

5` 災害活動に協力する関係諸団体の述絡調整にOO

すること。

L被災納税者の調査に関すること。

税務部 税務班
2．被災納税者の減免等に関すること 0

出納部 会計班 1．義援金品の受付保管に関すること。

1.水火災、その他災害の子防に関すること。

2.水火災、その他の通報に関すること。

消防部 総務班
3消防情報、気象子誓報等の収集伝逹に関すること。

4.災害の誓戒及び防御に関すること。

5.救急活勤に関すること。

6.消防団の連絡調整に関すること。
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とする。

2 本部室には、 「茂木町災害対策本部」の標示をするものとする。

3 本部室には、原則として本部述絡員をおく。

4 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所管職員のうちから指名する者をもって

あてる。

5・ 本部述絡貝は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりま

とめて本部に報告するとともに、本部からの述絡事項を各部長1こ伝逹する。

（本部の開設及び閉鎖）

第 5 条 本部は、災害が発生したとも
又11災害が発生するおそれがある場合

において本部長が必要と認めたとき開設する。

2 本部は、災害の危険が解泊したと認められるとき．又Ii災害応急対策がお

おむね終了したと認めるとき閉飢する。

（本部開設前の措既）

第 6条 厚生課長は、予誓報又9計情報等により災害の発生するおそれがあると

予想されるときは、 本部開設前に次の寡項9こついて指骰するものとする。

(1) 子警報、情報の収楳及び述絡調整

3 本 部 の 運 営

(1) 本部の運営は、次の「災害対策本部運営要領」によるものとする。

茂木町災害対策本部運営要領

（目的 J

第 1 条 この要領は、茂木町災害対策本部条例（昭和 43年茂木町条例第 28 

号） 9こ甚づき、茂木町災害対策本部（以下「本部」という。）の迎営に関し

必要な耶項を定め、災害対策の円滑かつ苅切な実施を図るものとする。

（本部の組織及び本部員会諮等 I

祁 2 条 本部に本部長をおく。本部長19災害対策本部の事務を総括し、所部の

職員を指揮監督する。本部長の隙務を補佐するため糊本部長をおくものとす

る。

2. 本部長の下に本部員会誤をおく。本部員会議19、本部長、岡本部長及び各

部の部長をもって構成し、災害応急対策の実施、その他防災に関する誼要耶

項9こついて協議する。

3. 本部9こ部及び班をおき、それぞれ各関係課長及び係長をその長にあてる。

（賽務分掌等）

第 3 条 前条の組織及び専務分掌I1、gi)に定めるとおりとする。

2 各部長は、部の分掌専務を処理するため、あらかじめ担当者を定めておく

ととも 1こ、必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。

3. 本部長、副本部長、部長、班長及び班J!l.I1、災害対策活勁に従革するとき

は、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、別に定める腕宜を帯

用するものとする。

（本部の湯所及び本部述絡員）

第 4 条 本部は、災害の程度により本部室を本部長の指定する湯所におくもの

-l0 -

3. 各部長は、前項の甚郎に基づき配備計画をたて、これを班員に徹底してお

かなければならない。

（第 1配備下の体制）

第 8 条 第 1配備下における体制 11、おしむね次のとおりとする。

(1) 総務部長は、県及び関係機関との述絡をとって、気象、その他災害に関

する情報を収集し、本部長に報告するとともに関保部班に連絡しなければ

ならない。

(2) 本部長は、必要に応じ関係部長を招択し、情報を聴取するため本部只会

議を開き、当該情勢に対応する処既を検討するものとする。

(3) 配備につく職員は、所屈する部班の所在湯所に待機し、必痰な措匠をと

るものとする。

（第 2配備下の体制）

第 9条 祁2配備下における体制9エ、おとむね次のとおりとする。

(1) 本部の横能を円滑9こするため、本部室を開設する。

(2) 各部長は、所掌事務にかかる情報の収集及び連絡体制を強化する。

(3) 各部長は、次の措既をとり、その状況を本部長に報告するものとする。

ア、災害の現況を職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。
12) 人員配備の指示

ィ、装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地
13) 関係課との述絡調整

へあらかじめ配備する。
2 休日又は勁務時問外において、誓報又は異常な情報を受理した当i1lJi19i、

直ちに厚生諜長に通報する。厚生課長は総務諜長と協議して当直者に適切な
ウ、災害対策に関係ある協力根関及び住民との述絡を密にし｀協力体制を

指示を与え、当直者は関係諜長に通報しなければならない。
強化する。

（第 3配備下の体制）
（非常配備の語江、編成計画等）

第 10条 第 3配備が指令された湯合、各部長は災害応急対策に全力を傾注する
第 7 条 本部は、被害を最小限9こ防止するため、 迅速に強力な非常配備体制を

とともに、その活動状況を随時総務部長を通じ本部長に報告する。

竪える。

2 非常配備の種別、内容等の甚郎につい ては別表第 1に定めるとおりとする。
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（非常配備の開始及び解除）

祁 11条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するもの

とする。

（被害状況の取扱い）

第 12条 災害が発生したときは、各部長は、肛ちに被害状況を調査確認し、関

保者に報告しなければならない。

2. 総務部長は、各部長並びに関係扱関よりの被害状況をとりまとめ、本部長

に報告するとともに、すみやかに県支部を通じ、又は直接県本部担当部長へ

報告するものとする。

3. 被害状況の調在及び県に対する報告は「栃木県地域防災計画」に定める要

領により定うものとする。

（災害情報の取扱い）

第 13条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、総務部長は直ちに本

部長1こ報告するととも 1こ，その状況及び応急対策の概況を遂次県消防々災課

へ報告するものとする。

2 総務部長は、災害に関する予誓報、その他災害に関する情報を収受したと

きは、必要事項について直ちに住民、その他関係のある公私の団体に伝達す

るとともに、予想される災害の事態並びにこれに対処してとるぺき招置等に

ついて間知しなければならない。

（雑則）

第 14条 この要領に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な賽項は本部

長が別に定めるものとする。
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本部職員の原識等

災害対策本部長、副本部長、その他職員の身分を明確9こするための腕五及び本

部自動車Jll標識は、次のとおりとする。

/
g
¥
 

。
ー

用長部＊
 茂木町災害対策本部

本部 長

lm 赤線
la: A’ 

"” 

gt 
11 

副本部長用 (| la 

茂木町災害対策本部
1 09稟

長副 本 部

lC 

la'” 

部班長員用・班長10 C9 ／ ＼ 茂木町災害対策本部
（部長のみ）

部 員

本部自肋車用

別表{l) 配備体制表

配 備 時 期 配 俯i 内 容

第 I. 風雨、大雨、洪水｀強風等の 特に関係ある部課の少数人員で

情報収集及び述絡活動が円滑に行配 注意報が発令され、災害の発生

備 が予想されるとき。 い得る態勢をとる。

品 2 その他とくに町長が必挺と認 第 2配備1こすみやかに移行し得
備

る体制とする。めたとき。

第 1 暴風雨、大而、洪水等の苔報 1 災害応急対策に関係ある総務．

魯
が発令され、災害の発生するお，住民、土木、経済の各課の所要人

それがあるとき。 員で情報収集、述絡活動及び応急

i 2. その他とくに町長が必要と認 措厩を実苑し、状況により第 3配

めたとき。 備1：：直ちに切り換え得る体制とす

る．

第 l. 全域にわたって風水害が発生 災害対策本部に関係ある臓員は
＝ 
配 するおそれがあるとき、又は被 全員防災事務に従亭する。

備
害が甚大と予想され、あるいは

扉 これらの災害が発生したとき<>

［ 2. その他町長が必要と認めたと

き。
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第 2 章 災害予防計画

第 1節 災害危険区域のは握

災害時において迅速的確な災害対策が実施できるように、地域の実態をあら

ゆる角度から調査し、危険区域を 1t提しておくものとする。

1. 実総責任者

町長

担当は、厚生課とする。

予想災
関係地域名

特に影響 世布数 人口 担当消防機関
lli要苑設害名 する区域 （概数） （概） （責任者人員）

旧茂木地区 大字茂木 1,420 5,100 第 1分団長 学校・役場

旧逆川地区 ＂ ，Jヽ貫下 73 3 4 9 
第 2分団長

学校・農協

火 災 9 飯 1 4 5 6 3 0 保育所

旧中）II地区 ＂ 河井 130 590 第 3分団長 学校・農協

18須藤地区 ” 千本 6 0 280 第 4分団長 ” “ 
旧茂木地区 “ 茂木｛市街） 850 4,000 

第 1分団長馬門 4 20 
水害

1日須藤地区 ＂ 大瀬 10 5 0 | 
＂ 大畑 5 25 第 4分団長

風筈 茂木町 E―円 4,930 20,000 消防団長

地＿震 ” | ＂ ” ” ” 

旧麻地区 1茂＊（口:)I 
50 20 0 

第 1分団長 1保育園

地すぺり
山内（元古甲沢） 10 4 0 

山．崩 2 0 85 
旧中｝l！地区 戸越 10 4 3 第 3分団長

入郷 20 80 

牧野 10 4 0 
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子悲災
那刃 Jl！水斉， 所在地 渓洸 洸域

炉勾昂配
危険ll[

人家1公共

名名 河JII名荻泣名 （大字・字） 長 k 面籟 分閑 戸数苑設

荘沢 JII 中探沢 茂木町中沢沢 °・ 2 0 

"゚ 8 ゚
C ， 

逆 !lt小貫一丹沢 ＇， 中小貫 0. 2 5 °・ l 2 8° B ？ 

＂ 下，J慣二痴 Ir 下小貫 0. 1 ] °・ O l 9° C 6 

土石況 ＂ 下小頁匹所只 ＂ ＂ 
0. 2 5 °・ 2 6 7° B " 

危険

渓況 鮎田／il 林下沢 ＂ 
林 その他 5 

迫 JI! 北 l:.沢 ＂ 北 ゜~ 1 7 
0.03 9° C 5 

那珂！11 石山沢 ＂ 乎 0. 2 5 o.o, 
"゚

B 6 

＂ 
上二号沢 " 上 0. 1 7 °・ 0 5 I I ° C ？ 

木須｝ll 入郷沢 ＇， 入氾 °・ 2 3 °・ 1 4 1 1° B 7 

八反田Jll 道の入沢 ＂ 
甲 °・ 2 2 ゜~ 0 7 1 2° B 5 

＂ 
上元古沢 ＇， 元古沢 ゜~ 2 0 °・ l O A ， 

逆 川中1濱二号沢 『9 中小貫 0." 0. 0 3 9 7° B s 

八反田JIl 下元古沢 ＇， 元古沢 その他 5 

この一覧去1i．建設省通知「土石況危険渓況及び危険区域閃査実菟9こついて」 9こ迅る

ものである。 (S53 8・ 4 建設省河発第 49号）

＼ 臼所名 大字 字 危験区域の戸数 公共的建物の布俄 摘 要

閲 根茂木町 閲机 5 

急伍斜地 黒田西 ＂ 
崩下 6 

崩鰈危験

筐 所和 久 ＂ 
熱田東 5 

（自然がけ）
桜井小学校 ＂ 

二反田

゜
有

栗 生 " 菜生 5 

烏生田 ＂ 
塩郷 6 
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第 2l1l 災害危険ケ所の調査

1. ntlliJ!ll屁の対象となる設備又は物件の事前調査

災害対策基本法第 59条第 1項の規定に甚づく事前措筐を効果的に行うた

めに｀その対象となるものをあらかじめ平常時において悶査11掘しておくも

のとする。

2 設備、物件の管理者への事前指母の方法

災害が発生した場合に、事前措既の対象となることを、あらかじめ予想で

さるものについては管理者等に対して軍前に口頭により指導を行うとともに

文書（別紙）をもって通知するものとする。

3・ ll9前措肛の始期、終期の茄郎

19前措既を行う期問11、おおむね予賓報発令の期間内とする。

4 実旋責任者

町長

担当は、厚生課とする。

（別紙）

第号

事前措置予告通知因

住所

氏名

貴所有の蕊設、物件9こ災害が発生した湯合、現状では災害対策甚本法第 5

9条9こ茄づく事前措置の対象となり得るので、下記の革項9こ留泡のうえ、災

害時には適宜な措置をとられるよう通知します．

昭和年月日

茂木町長 ⑲ 

措置の方法 I備

240 
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＼ 四所名 大字 字 危険区域の戸数 物公共の的布注箕 摘 要

河井中 茂＊町 小井戸 8 

飯野北 ＂ 飯野北 s 

飯野久 ＂ 天包 3 91 

急伍斜地

崩壊危険 罵門仲 " 古内後 5 

箇 所
林

99 東谷 ， 

（自然がけ
＂ ＂ 鐙塚 5 

上神井 ＂ 上神井 ？ 

＂ ＂ ＂ 
5 

下神井 " 下神井 5 

＂ ＂ ＂ 
8 

仲の内 ＂ 伸の内 1 2 
昭和 53,7. 28 
栃告 697号

ll[本町 ＂ 覆＊ 2 5 
昭和れ． 2.25 
栃缶 124号

小井戸 ＂ 桔梗町 3 0 
昭和 46.3 9 
栃告 164号

八幡町 ＂ 八幡町 8 

弾正町 ＂ 弾正 ， 

北高岡 " 乙 8 

仮 布 " 仮布 ， 昭和 52,11. 25 
栃告 1019号

上新一区 ＂ 上新一区 3 1 
昭和 51.4 2 
栃告 371号

坂井下 ’’ 坂 99下 ， 

坂井中 ＂ 坂井中 5 

霞 尻 ＂ 布尻I 8 
昭和 52.l I. 25 
栃告 1019号

牧 野 ＂ 舟鳩 5 
昭和 55.l.4 
栃告 9号

J哄 " 桔梗町 2 0 有
昭和 47.2. 5 
栃告 124号

この一覧表 1土、建設右通知「急傾斜地の崩嵌等による災害危験箇所の再点検」

（建設省河傾亮第 31号 S 55 9・ 9）により市町村．各土木事務所が閃査したものである。
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第 3節 防災組紐の覧傭i

l. 組織の整備と職員の配置

(1) 災害対策本部各部班に所屈する若の職名及び事務分掌は次のとおりであ

る。

所属部 所属班 臓名 氏 名 分掌事務 述絡方法

総務部 班長 厚生課消防交通係長
総務班に係る

電話、無

部長 総務班 班員 厚生課消防交通係員 線｀又11

総務課長
事務 口願／こよ

総務課庶務係R

副部長
る。

厚生課長 財政班
班長 企画開発課財政係長 財政班／こ係る （各班共通）

企画開発
班員 ” 財政保員 市務

課 長
班長 総務課管財係長 管財班に係る

管財班
班員 ＂ 管財係艮 賽務

住民部
厚生班

班長 厚生課福祉係長 厚生班に係る

部長
班員 ＂ 福祉係員 19務

厚生課長
班長 保健衛生諜保健衛生保長

副部長 街生班 班負 H 保健衛生保貝
衛生班に係る

保健衛生 ＂ 保健婦
専務

課長

住民課長
配給班

班長 住民既記録係長 配給班tこ係る

班員 /I 記録係員 軍務

経済部 晨政班 班長 1農林課晟林醗 農政班に保る

部長 班員 ＂ 農林係員 軍務

農林課長 班長 ＂ 農架共済係長 農務班に係る

副部長
晨務班

班員 “ 農業共済保員 耶務

企画開発

諜 長
畜産班 班長l＂ 農林係貝 畜産班9：：係る

班員 11 " 事務

耕地班
班長 ＂ 晨林土木係長 耕地班t：：保る

班員 ＂ 霙林土木係員 lI9務
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所屈部 1所属班 臓名 氏 名 分掌軍務 述絡方法

林務班
班長 農林課農林係長 林務班に係る

班員 “ 保負 耶務

商工 班長 企画開発課商工観光保長 1商エ砥班IC

観光班 班貝 が 商工観光係員係る事務

班長 建設課lJ9架係長 土木班／こ係る
土木班

/I 耶業係員 事務班貝
土木部

班長 “ 建築係長 建築班に係る
部長 建築班

軍務班員 /I 建築係員
建設課長

職染 班長 II 土木管理係長： 職棠安定班に

安定班
班員 H 土木管理保員 係る事務

水道部
水道班 班長 水迫課架務係長 水道班に係る

部長 班員 “ 莱務係員 事務
水辺課長

文孜部
班長 学校教育係長

学校教育班に学校
部長 教育班 班員

庶務係員 係る寡務
教行長 学校孜脊係員

糊部長
社会 1班長

社会教育係長 I社年育班に学校む百課長
教育班 l!!員 社会孜育係員 係る事務

社会教育課長

班長 税務諜町民税保長
税務部

班員
税務班に係る

税務班 U 資産税保長部長
U 税務管理保長

事務

税務課長
9 税務諜員

出約部
会計班

班長 出納室出納係長 会計班に係る

部長 班員 II 出納係員 事務

収入役
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第 4節 防災施設の新設又は改良

I. 建築物災害予防計画

(11 防火地域又 9ii¥ll防火地域の指定地域を設ける。

(2) 叩防槻閃Ii、今後予想される宅地等土地造成1こ伴う、がけくずれ又1と土

砂流出の生じるおそれがある地域9こついて、企画開発課、建設課と協力し

十分な調査を行ない、必痰な規制のための措匠を講ずる。

2・ 防災蕊設の整備拡充

(1) 消防旋設の整備計画

別に定める消防組織整備計画によるほか、救出扱材、照朋具、携91fラジ

オ等予算措既を考慮して遂次整備する。

(2) 水防用資椒材及び水防倉車の整備計画

茂木町水防計画の定めるところによる．

{3) 通信旋設又は設備の整備

地域内に町内の有線テレビジ・ンの阿軸線を利用した有線通信網を整備

するよう努めるとともに、無線通信についても整備するよう努めるものと

する。

{4) 救助、避難などに利用する箆設及び設備の整備

避難道路の建設、救助などに要する苑設、設備を整備するとともに、災

害時に避難場所を開設する学校、公民餌などの公共の建物に、給水、炊出

しなどの設備を整備するよう努めるものとする。

第 5 節 各災害往別ことの災寄予防

l． 暴風面に対する災害予防

(1) 危険区域の巡視

消防恨関、その他自主防災組紐等をもつ一般住民の協力によって子想さ

れる危険区域を巡視し誓戒するものとする。そのために防災組緻の充実強

化を図り、責任担当区域、要貝配匹町当局への述絡方法など十分徹底し
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(2) 消防団については、各責任担当区ごとに組織、人員、災害時の配骰分担

及び集合湯所等を軍前に定めておくとともに、情報の収集を密にして 常

9こ消防本部と連絡をとり、行動の迅速性をあらかじめ団且9こ徹底しておく

ものとする。

2. 服務の基準

災害時における職員の服務Ii.次の「災害時における職員服務心得JIこよ

るものとする。

災害時における屈員服務心得

1． 災密時においては、とくに公務員としての資務を深く自兌し、職務上の

秩序を守り、分字瑣務を能率的かつ的確9こ履行しなければならない。

2 非常徴集の通知を受けたとさ又は出勁の必要があると認めたときは、次

の場合を除き、すみやかに出勁しなければならない。

(1) 交通が遮断された場合

12) 現住所が減失又1ゴ居住できたい程度9こ破壊さ丘た場合

{3) 家族が死亡し、又は重傷を受けた場合

{4) その他やむを得ない事情があるとき

3 責務の履行にあたっては、関係攣関との連絡協詞 9こ努めなければならな

し‘o

4 被災者に対する応接態度は、と (9こ殴実かつ公正でなければならない。

3 消防吏負へ委任すぺき事項

災害全般にわたって、人の生命又は身体を災害から保譲し、災害の拡大を

防止するために町長の権限として行う避難の指示、勧告、警戒区域の設定、

その区域への立入りの制限、禁止、あるいはその区域からの退去命令に関し

ては、現実に現場1こおいて活動する消防更員も行えるよう委任規程を定めて

おくものとする。
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ておくものとする。

(2) 晨業用用水路等の点検

晨業用用水路は場合によって思わぬ災害を招くことがある。これら施設

を管理する土地改良区等の団体は、災害時における点検と適宜t9予防措置

を講じ、未然に災害を防止するよう努めるも，，とする。

(3) 水防資器材等の点検配備

水防管理団体は、水防倉庫に備菩する水防資器材などを、災害時期に点

検し、常に活用できるよう整備しておくものとナる。また災害が発生する

おそれがある場合これら資器材を作莱 9こ便利な場所に配備しておくものと

する。

2 地震に対する災害子防

震災予防対策としては、地盤、地質、市街地の実態等を専門的立場から罰

査して危険区域をは提しておき、地震が発生した褐合に直ちに応急．措醗が行

なえるよう、予防柑置を謬じておくものとする。

{1) 地震発生時における心構えの周知

一般住民が地震時に心得ておくべき注意寡項を、地震発生時はもちるん

常に機会をとらえて周知し、住民自ら的確な応急措匠の実旋と被害の拡大

防止が図れらるようにする。

(2) 避難措置

ア、避難場所の設定

地震の被害を想定して、安全な場所を設定し、関係住民にその場所を

周知徹底しておくものとする。

ィ、避甦の指示誘導

迅速確実に避難の勧告及び指示が徹底するように、伝逹広報について

地域ごとに効果的な方法を検討しておくものとする。また、避難の際の

混乱を防止し、安全に避烈を行うよう誘澤計画をたて、誘導方法．誘導

心得、避甦誘導の責任者をあらかじめ定めておくものとする。
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3. 大火に対する災古予防

防火，思想の行及徹底と梢防体制の充実弥化を図り、一般住民の協力により

火災予FIiと大火の防止を期するものとする。

Ill 火災笞戟の発令1k郎

知1［から火災気象通報を受信したとさ、または報道恨関によりこれらを

箕知したとさ、あるいは、地域の気象状況が火災防止上危険であると認め

る場合に、火災笞雑を発令するものとする。

(2) il'I防扱関の警戒体制の確保

7、腎戒出動のための要且出動又は伝逹方法

笞報が発令され、特1こ贅戒出勁を要する場合には、直ちに痰貝が確保

でさるように消防団gのうちから要n及びfi任者を定めておくものとす

る。出勁災笥についての述絡lJ<項の伝逹方法、お集湯所、適時上級幹部

へ報告を行う褐合などの要領を別に定めておくものとする。

ィ｀点検計画

梢防機関11、各区域ごとに組織体制の整備を図り、直ちに出動できる

よう、消防施設の点検整備と、非常出勘体制を確保しておくため、・点検

は次により行うよう点検要領を定めておくものとする。

i、通常点検

ii、特別点検

iii、現場点検

ゥ、火災予防査察

火災贅報が発令された場合はもちろん、通常の場合においても、火災

発生及び被害の拡大を防止するため、誓戒担当区域を決め、梢防団は責

任分担の区割を定め、次に掲げる子防査察を実控するよう、実控要領を

定めておくものとする。

(7) 特殊対象物の査察

工場、スーバー、映画郎、学校、幼稚園、保育所 (llll)、旅郎、病

院、危険物関係施設、文化財などの抱設について、防火管理者の協力

第 6節 災客通信益備計画

災害通信系統図
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牛校―名

阪野ヽJヽ

小貫小

応生田 小

逆 Il1 小

桜井小

千本小

中 191 小

凍小

探沢，Jヽ

山内小

木幡小

茂＊＇ Jヽ

逆 Ill 中

須藤中

中 111 中

茂本中

電―話

3 -0 4 8 8 

5 - 0 2 9 9 

3 -0 4 6 6 

5 - 0 9 9 l 

3 -0 4 5 9 

3 -0 4 5 9 

2 - 0 l 2 3 

3 -0 9 0 9 

5 -0 3 2 l 

2 -0 2 2 1 

3 -0 6 2 0 

3 - 9 2 1 9 

5 - O O l i 

3 -0 4 5 4 

3 -0 4 2 4 

3 - 9 2 9 8 

を得て、予防対策｀梢火拉鳳迎烈設伽等を阻点的に1澤するものと

する。

（イ）一般住宅の在寮

火災予防迎動巡ti1を通じ、火気を取扱う設伽器具などを煎点的に荘

寮するものとする．

向 火災笞報発令時の火気使用制阻

火災誓報が発令された鳩合、あるいは気象条件が悪化した楊合にお

いて、火災笞戒上特に必要と認められる場合は一定期"]を限って、火

気使用の規制を行うなどの捐位を講じるものとする。

(3) 通信系統の確保並びに水利確保の要且待段

大火の発生にそなえ、泊防用通信施設の点検整備をしておくとともに、

火災予防の呼びかけ、梢防団負への出動要請、区域外の消防自動車等の応

援要求などに活用するために、梢防用通信系統の確保を図っておくものと

する。また水利確保のため上水道、用水路苓1こ要員を待椒させておくなど

の措位をとるものとする。

(4) 森林火災子防

森林火災を防ぐため、常に関係者に対し予防思想の徹底をはかり、乾煉

期には次の専項を一般1こ閲知しておくものとする．

i、火入れについての屈け出の励行

Ji、異常乾燥又は火災警報発令中の火入れの禁止

Ill、火入れ実施中気象状況が急変した場合の巡回パトロールの実施

IV、入山者及び通行人の森林内における火気使用の制限

(5) 他市町村との応扱協定

隣接市町村との泊防の応援協定は、相互1こ協議のうえ締結しておく。

2 災害通信施設の整備充実

(1) 通信旋設の整備

-26-

町の末端地区まで通信述絡ができるよ 99こ、通信網の整備を図るよう努

，，るものとする。

｛2) 防災行政無椋の棺備充実

町の災害時における県内の防災閃保扱関との通信を確保するため、栃木

畑災行政無線を常に点検整備するとともに、町内の防災楳関笠相互の通

信を硫保するため、茂木町防災行政無緑を整備するものとする。

(3) 通信椒蛉の維持管理

既設の通信摂僻及び機械が、常に活用でさるよう定期又は随時 9こ点検整

備を行うものとする。

(4) 災害用電源の確保

災害時の停咤に備え、霞灯用はもちるん、非常用通信設備活用のため．

自家用発電横を整備し、需源の確保に努めるものとする。

第 7 節 防災知は普及計固

1. 庁内臓貝及び公共様関等の職且に対する教百

(1) 茂木町地域防災計画内宅の徹底

茂木町地域防災計画が的確有効に活用されるように、その内容、迎用等

を悶知徹底するよう努めるものとする。

(2) 防災教脊の実苑

台風発生期、火災多発期などに、字郡宮地方気象台、県等の邑力を得て

特別1こ防災教汀を実庶するよう定めておくものとす。この場合、必要に応

じて隣接市町村と共同して実施するものとする。

2 一般町民に対する教脊

(1) 茂木町地域防災計画に定められている 9ちで、特に一般住民1こ周知させ

又は注意．を喚起する必要がある事項を／月知するものとする。
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i、気象災害の一般知品及び子笞報の種類と内容

ii、被古w/9B等の通fn

ii、避難方法の徹底

(2) 町内で起った過去の災也の紹介

｛3) 災害時における心得

凪水也、地鉗、大火など災古の種別ごとに災古の特徴をとらえ、一般住

民が、知っておくぺさ心得等を許及するものとする。

3. 甘及の方法

防災に関する広報は、保その他関保扱関と協力のもと 1こ、最も効果的な広

雑媒体を活用して尖加するものとする。

特に、在秋 2回の火災予防巡勁巡間、河）II愛蔑迎助、防災の日、国民安全

の日など一述の防災関係行lJIを通じて防災知誨の若及をはかる。

i、ラジオ、テレビ、有椋テレビ等の放送苑設

ii、新聞、雑誌

Ill、広報誌、バンフレ・ト、チラシ、ポスク～等

N、映画、スライドの作成

V、広報車の巡回

vi、講習会、展覧会等の開催

第 8節 防災訓疎計画

茂木町地域防災計画が災害時 9こ充分活用され、逸確に迷行できるよう、県、

隣接市町村、その他関係披関と協力して防災訓練を実筵し、関係桟関との緊密

な迩けい、防災体制の整備及び防災思想の行及を図るものとする。

防災訓疎のわ加根閲は、おおむね次の機関とし、訓疎の実施にあたっては、

関係椒関が協紐して、実施嬰領を作成するものとする。

L 町（泊防関係を含む）

2・ 犀及び限出先機関

-29-

ア、災害発生のおそれがある気象情雑等が関係機関から通報され、又は、

それをラジオ等により箕知し、緊念に応忍措骰を実茨する必亜があると

認められるとさ。

ィ、災官が発生し、緊念に応忍指眈を実旋する必要があると認められると

とさ。

ウ、災古発生のおそれがある異常現象の通報があったとさ。

3. 笞察培、笞寮本部

4 広域梢防

5・ 日本赤十字社、何奉仕団

6・ 自衛隊

？、 閃接市町村

8 気象台、気象通報所

，・ 公共殷関（国鉄、電々公社、東京雹力、放送局等）

10、 高、中、小学校、その他施設、病院

11. 公共的団体（良協等）及びスーバー、旅館、工場など

12・ 各種文化耶架団体などを含めた一般住民

第 3章 災害応急対策計画

第 1節動員計画

l. 動只の記俯伝逹系統及び方法

(1) 勁務時間内の伝逹

災害対策本部が配置された場合、総務部長は、本部長の指示により、各

部長に対し庁内放送又は電話等9こよって配備体制を指令する。各部長は、

直ちに所属職只 9こ述絡し指揺監督を行うものとする。

(2) 休日又は勁務時間外の伝達

i、各班員に対する述絡

各部長は、部所属の各班員の住所及び述絡方法をは掘しておき、肛ち

に動員できるよう措置するものとする。

ii、当直者による非常伝達

当直者は、次に掲げる扮合には、町長、助役、総務錬長及び厚生諜長

に述絡して指示をあおぎ、必要に応じて関係課長 9こ述絡するものとする。

さた、関係職員に対しても電話又は伝逹員により連絡するものとする。

-30-

2・ 各部、各班別の応援要請

本部長は、必痰に応じて各部の脱員を他部に応板させるものとする。その

ため、各部長は毎日部班別の応援可能者数を総務部まで提出するものとする。

各部長 1エ、所管の実情により応援朦員の中猜を稔務部長を通じ本部長に行

い、必嬰人数の応援を受けるものとする。

なお、当直室には町の幹部、並びに院員の住所紅雹話番号及び迎 3・ 1也桟関に対する出動及び応援要請

絡方法を表示しておくものとする。 （!) 県及び他市町村等に対する炭請

(3) 眺且の非常狂庁 各部長12、限及び他市町村などに応援協力を要請する必嬰が生じた場合

災害対策本部既凸は、休日又9i勁務時間以外において豆庁の指示をうけ は、総務部長に連絡するものとする。稔務部長は直ちに本部員会識を招共

たとさ、また災害の発生、あるいはそのおそれがある情報を察知したとき し、協軍のうえ本部長が決定するものとするが、その時間がない琴合は、

災古の状況 9こより所屈の長と述絡の上、又は自らの判断により狂庁するも 直接本部長が決定する。

のとする。 応援隊の活勁についての折衝は、直接関係のある部があたる。

なお、災屯対策本部が設似された場合は、放送機関に放送を依印するも なお、応援朕の人数及び仕根｀宿舎などについては必要に応じて総務部

のとする。 長に報告するものとし、終始述絡を密1こし、応援の状況をは姐しておくも

(4) 各部の本部述絡員及び体制確立後の報告 のとする。

各部長は、本部長直屈の総務部との連絡にあたらせ、臨捜応変1こ各部阻I (2) 自衛隊の災害派遣要請

の相互応援を行うため、各部に本部述絡只正屈02名をあらかじめ定めてお 「栃木県地域防災計画」の「自衛限派遣要請計画Jで定めた要領により

くものとする。 只泊防々災諜を通じて要請するものとする。

名部長は、本部長の配俯体制の指示に基づさ配備体制が完了したとさ 1i

直ちに本部述絡Aを通じ本部長1こ報告するものとする． 第 2節 予誓報苓の伝達計画

(5) 消防団に対する伝迅 ！． 気象笞報等の伝逹系統及び方法
麟団への伝逹12、じ務部が行うものとする。梢防団長1i町長から本部

殴位に伴う配備体制の述絡を受けたとさは、直ちに出動できる体制を確立

するよう各分団長に対し、冗話、伝令等により指令するものとする。

なお、梢防団の応急復l日従19の際の始期及び終期は、町長あるいは、消

防団長の明碇な指示に基づくものとし、出動した際はできるだけ記鉗をと

るものとする。

-31- -92-
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Ii、贅報等を受信したときは、直ちに町長、助役、総務課長をはじめ、関

係各課1こ述絡するものとする。情報迎絡を担当する厚生諜Ii、次の伝逹

分担表により肛ちに必痰11,項の/1,l知徹底を図るものとする。

笞報等伝追分担表

伝逹担当考 方 法 伝達先 ー級住民への伝逹

責任者 庁内放送 庁内各課 各分団長（部長）、団員へ

正厚生課長 電 話
消防団長 は消防用可指令装既(N
関係機関団体 VSテレビ）、電話．口賄畜

副 消坊交通係長 ロ 頭 NVSテレビ サイいン．広報車利用

正総務魏長 各自治会、口班、回覧
電話等 行政区長

掲示板副庶務保丑

正 学校教育課長

＂ 孜汀委且会
各学校

副 学校教育係長 施設へは霞話

般 住

↓
 

民

一

関

係

横

関

団

体

丁

病

院

、

商

工

会

、

森

林

組

合

13） 災害情報の収集

1、ラジオ、テレビの利用

情勢の急速な推移に対処するため、携帯ラジオ、テレビを郎備し｀積

極的に情報の収集1こ努めるものとする。

II、水位｀．雨量等の情報 1こついては、国及び県出先機関、気象台、隣接

市町村等から収集1こ努め、関係河川の水位等の状況を1れ椀するものとす

る。

{2) 伝達方法

1、県及び霞々公社等から通報される脊報等は、通常の勁務時間中は厚生葬

が、勁即時間外は当il!者が受信する。さた、災害対策本部が開設中のとき

は、総稔部があたるものとする。
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災害が発生するおそれがある異布な現象を発見したもの 1こ、次のうち穀

も近いところに通報するものとする。

ア、町役場厚生諜 電話 (3) 1111 番

仁広域消防茂木分署 電話 (3) 0201 番

ゥ、茂木笞察署 電話 13) 1101 番

ュ、消防団

(2I 町への通報

異常現象を発見した場合、
あるいは地域住民から通報を受けた警察官、

呻機関又は梢防団員は、直ちに町長に逸報するものとする。

町の情報収媒担当課は次のとおりである。

厚生課 （災害対策本部の開設中は総務部）

責任名厚生課長 電話 (3) 1111番

I3) 町長の各関係機関への通報

町長11、異常現象発見の通報を受けたとさは、直ちに情報を確認し、必

要な応急措既を計画に従って行うものとする。

また必要に応じて次の機関1こ通報するものとする。

1、宇llll宮地方気象台 （霊話宇都宮 (33) 2 ? 6 7番）

ii、賓察署 （電話茂＊ 13) 1101番）

Iii、異常現象によって、災害の影響があると子想される隣接市町村

益子町役場 （霊話 益子 0285712121 1 1番）

市貝町役湯 （咤話 市只 02656 (8) 1 1 1 1番）

御前山村役場 （電話 029554 2番）

肘、県又は同出先楼関

（本庁）消防防災諜 電話宇都宮 (23) 21 36番

（出先）真岡土木亭務所電話真岡 (2) 3 4 0 5番

（出先）芳賀庁含 雹話真岡 (2) 

(4) 放送局の利用

災害情報．その他必要な措置等を一般住民に伝達する場合は、必姿に応

じ県消防防災課を通じて、栃木放送並びにNHKに放送を依頬する。

2 異常現象発見時における措置

11) 発見者の通報

-3, ＿ 

V、町の通報担当班

厚生課 1総務部総務班）

1,1 一般住民等に対する周知徹底

予想される災筈地域の住民及び関係機関、団体等9こ9J知徹底する場合は

予報伝逹計画の lによ 9 て行うものとする．

第 3節 災寄通信計面

［ 公飛霰気通信苑設の利用

行通需話による通信（非常椛話）及び霞報による通信（非常霰報）の利用

方法は、 「県地域防災計画）の「通信情報計画Jに定めるとこるによる。

2 専用通億旋設の利用

町 1己災害が発生したときは、茂木町防災行政無線施設を活用し、災笞対策

本部（基地屈）と移動局による災害現地との緊密な逃けいにより適切な処厩

を講ずるものとする。また、県内の防災関係殷関との通は1こ、栃木県防災行

政無線により行うものとする。

3. 優先順位

通信徳餃を優先して使用又は利用する場合の優先順位It、おおむね次のと

おりとする。

(1) 住民に対する避難勧告、指示等人命に関する事項の通信

(2) 応急措置の実施1こ必要な通信

(3) 災害誓報

!4) 災害予報

(SJ その他予想される災害の布態並び1ここれに対するlド前措置に関する事項

の通信等。

3 8 2 4香
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第 4茄 災害惰9B苓の報告、収集計画

L 災害tli親の問在実苑者

被古状況のは証及び応他対策の閲在収集は、関係各部が行い、総務部がそ

のとりまとめを行うものとする。

2 災害情報及び被害穀告

11) 災害情報述祁

九災古情報を外部に述絡する貢任担当者は次のとおりである。

部名 総務部 担当者名 厚生課長

ィ、述絡先

町の災也の状況及びこれに対する措既の状況は、随時県に連絡するも

のとする。述絡先は限消防防災課（県災害対蒙本部開設中は泊防災名班）

とする。また、特に関係ある公共扱悶団体等に対しても述絡する。

ゥ、述絡 9J9項

i、災害対策本部設骰の状況

ii、水防措置の状況

爾、洪水の没水状況

i¥i、住民の生命、財産の安否に関する事項

V、救助物資及び女糧の補給等に関する革項

Vi、防疫、救渡、医原資材等に関する革項

'iii、その他緊急に対策を必要とする耶項

(2) 災害情報の収集

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害情報の収

集には、まず町職員をあたらせるほか、各区域ごとに被害閲五協力員を委

哄しておき、情報の平珈這に努めるものとする。硝防菰団員に対しても

常時災害情報の述絡を平急に行うよう徹底しておくものとする。
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Iウ） 泊防団いの情報調在述絡且

分 団 部 名 瞭 名 備 巧

第 1分団 第 1部 梢防部長

祁 2部 “ 
第 3部 " 
祁 4部 ” 
第 5部 “ 
祁 6部 ，， 

第 2分団 第 1部 梢防部長

第 2部 ” 
第 3部 " 

第 3 :部→．I “ 
第 4 " 
第 5 ” 

第 3分団 第 1部 消防部長

第 2部 ，， 

第 3部 " 
第 4部 ” 
第 5部 ” 
第 6部 I ” 

第 4分団 第 1部 消防部長

第 2部 ＂ 
第 3部 ” 
第 4部 ” 
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(71 町蹄 liの災害情報調充述絡且

調充王任 述 絡 R 
地区名

職氏名 述絡方法 躁 氏 名 述絡方法

町内
厚生課長 1I電話、口頭

厚生課梢防交通保長 1 I 9E話、口9n
全地区

又は防災無
杞務課庶務係長 又ば防災無椋

企画開発課広報調在係長
絵

農林課農林土木係長

農林課農林係長

廷設課土木管理係長

建設課耶架係長

水道課業務係長

税務課町民税係長

Iイ）各区域ごとの災害情報協力員

茂木町内 l26行政区の区長を災害情報協力員に委嘱するものとする．
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(31 被害報告及び受領

災害が発生し、ある程度被密の状況が判明した場合これをとり文とめ、

県はじめ関係先へ報告する態勢は次のとおりである。

ァ、報告担当部および担当考

部 名 担当者穀名 備

総務部 厚生課消防交通係長

住民部 住民課住民係長

経済部 農林諜農林係長

土木部 建設諜土木管理保長

水辺部 水道課染務係長

文教部 教脊委員会学校教有係長

税務部 税務課町民税保長

山 納 部 出納室出納係長

イ、連絡先

県消防防災課（本部設Illの湯合19梢防災害班）

ゥ、報告の種類及び報告の痰領

iア） 発生報告

考

災害が発生し、もしくは相当大規校の被害が見込まれて防該活動を

開始したときは、限防災無該又99電話をもつて県へ紐告する。

（イ） 被害阪況報告

「県地域防災計画」で定めた詞迂報告要領により、被害按況及びこ

れに対してとられた措佐の慨要をは捩した範囲内で取りまとめ、直ち

に防災無緑又は電話で報告する。

（ウ）被害中問報告

「県地域防災計画Jで定め辺紐報告要領により、破害状況の推移

及び措翠のま要を毎日時rd1を定めて防災無終又1こ雹話で報告する。

pa) 被害確定報告
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「県地域防災計画」で定めた被害報告甚 9こより、災害終結の日より 3

日以内 9こ報告する。

3・ 被害状況等調五

{1) 被害謁在分担

町における被害状況の関査にあたっては、次の被害調在担当表により、

県の職員あるいは1関係扱関、団体の協力を1りて実応するものとする。

被屯状況悶査担当表

部 調査責任者及び糊責任者 協力団体等 悶査革項

厚生訊消防交通係長 一般被害及び応急対

総務部 梢防団 策状況の総括

総務課管財係長 町有財産の被害

厚生課福祉保長 各行政区被害 人、住家等1l)被害．

住民部 社会福祉関係被害

保1lll街生課保健衛生係長 調査協力員 衛生関係披害

晨林課農林係長 晨 協

経済部
農林水産関係被害

晨林課農莱共済係長 森林組合

建設課土木管理係長

土木部 H 事架係長
土木関係被害

/I 建築保長

水道部 1水道課架務係長 I 
水道関係被害

学校教育課

文教部
学校教育係長

旋設管埋者 教育関係被害

社会教育課

社会教育係長

(2) 問査準備及び要領

被害網査にあたっての具体的要領9i、 「県地域防災計画」に示されてい

る被害調査要領及び様式に甚づくものとする。また詞査実旋にあたっては
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広報関係一覧表

広報担当部 広報責任者 述絡方法 広報対象

本部長又は副本部長 ロ頭文書 報道様関

責任者 庁内放送

正企画課長 庁内 職 a 
副広報係長

電 話

総務部 責任者 広報 11,

正 総務課庶務係長 ラジオ 一般住民、被害者

総務班 副 ＂ 
保員 テレピ

（有稼）

責任若
広報車

正厚生烈睛防文逸氏長
ラジオ 地域内の公共的団

躙 “ 係貝
テ v ビ 体及び施設

（有線）

2 広報資料の収然

広報担当部は、災害状況及び措匹の状況等の報告資料を収集するほか、必

要に応じて関係機関その他各種団体施設などに対し情報の提供を求め、関係

機関に1計協力を求めておくものとする。

3 報道機関に対する発表の方法

広報担当部は、次に掲げる渾項等の広報資料をとりまとめ本部員会識1こ笛

ったうえ、本部長、副本部長、広報担当者部長のいずれかが報道機関に発表

するものとする。報道機関への発表1t送時行うよう協力を得ておくものとす

る。

i、災害の種別及び発生日時

ii、災害発生の場所

Iii、被害状況

iV、応急対策の状況

V、住民に対する避難勧告指示の状況

Vi、一般住民並びに被災者に対する協力及び注意耶項
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悶査担当員にあらかじめ報告用紙を配布しておくとともに、祖査及び迎絡

方法について専前に協諾し｀統一しておくものとする。

13） 調在報告のとりまとめ

各部は、糊在結果を毎日時間を定め被害とりまとめ担当の絶務部に親告

するものとする。被害とりまとめ結果は、災も対策本部長に919告・rるとと

もに、各部長に報告する。

広報担当及び県へ報告する担当祁班は、それぞれ関係先へ直ちに報告系

統9こしたがって報告する。

14) 被害写真の撮影

被害状況の写真は、被害状況確認沢料として、また記録保存のため重要

なので、各披害調査員が適宜か所を選び、被害状況が明瞭にわかるように

撮影9こ努めるものとする。

被害写真 9こは、撮影年月日、時刻、場所名、被害名などを記入しておく

こと。

第 5節 災害広報計画

災害時において一般住民及び報道関保者等に対し、被害状況、その他災害

情報を迅速かつ的確1こ閲知し、人心の安定と社会秩序の維持を図るものとす

る。

!. 広報担当部及び広報責任者

災害対策本部の広報を担当する総務部は、各部から集めた広報資料を編媒

し、各広報責任者に依頼し、広報活動を行うものとする。

広報事項はあらかじめ災害対策本部長の承認を得て行う。
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4. 庁内迩絡

広報責任者は、災害情報及び被害状況の推移を庁内放送等を利用して一般

職員にも周知するものとする。

5. 各関係機関等に対する迎絡

とくに必腿がある場合、広報責任者は地域内の公共機関、各種団体、頂要

な旋設の管理者等に対し必要に応じて災害情報を提供するものとする。

6. 一般住民に対する広報

広報担当者は、一般住民に対し、災害情報及び応急措院の状況を具体的に

わかりやすくまとめて広報するものとする。

(1) 災害発生前の広報

災害の規模、動向、今後の予想を検討し、これに対処するため被害の防

止に必要な注意耶項を取りまとめ広報車、有線テレビ (NVS)を利用し

て広報を行う。

(2) 被害発生後の広報

被害の推移、避難の準備及び避難の指示、応急措既の状況が確実に徹底

するよう広報する。

7, 広報写真の収集

報告｀記録に供する写真は、広報担当部が担当し、各部の被害調査員等が

撮影した写真を収集するとともに、写真班を派遣し、被害写真集を作成する

ものとする。

第 6節 避難計画

1. 実苑責任者

{1) 町長

災害の危険がある場合、必要と認める地域の居住若、滞在者、その他の

者に対し、避難のための立退きを勧告又 9日指示するとともに、併せて立退

さ先を指示する。

{2) 警察官
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町長が指示するいとまがないとき、又ほ町長から嬰求があったとき、避

難のための立退さを指示する。

93） 知事．その命を受けた県職い又は水防竹理渚

ア、洪水等による避難の指示

ィ、地すぺりによる避烈の指示

2 避難の勧告、指示区分の基“'

避難の勧告、指示を行う場合．災店の推移9こよって三段陪に分けておくも

のとし、それぞれ一応の甚部は次のとおりとする。

111 事前避難

大m．必風m、洪ホの笞報が発令され、避難の準（前あるいは19前に避難

を嬰すると判断されるとき。

河川が笞戒水位を突破し、なお水位が上昇するおそれがあるとき。

その他諸般の状況から避難郎備又は取前に避難させておく必要があると

認められるとき。

(2) 緊忍避難

市前避難のいとさがない場合、例えば地震、火災、洪水等による被害の

危険が目前に切迫していると判断されるときは、至近の安全な場所1こ緊急

避難させる。

(3) 収容避烈

革前避甦として利用していた避難場所に危険が生じ、他の安全な場所に

緊急避雄させ、又は救出者を安全な場所に避難させる場合は、蛉送用車両

を用意するなどあらゆる手段を講じて収容避難させる。

3， 避難勧告、指示の伝逹方法等

(1) 県に対する報告

町長等が避難の勧告又は指示を発令したときは、総務部長は、発令者、

発令の理由、発令の対象区域、発令日時、避烈先を朋らかにし、記録する

とともに、直ちに県に対しその旨報告するものとする。

(2) 関係機関への述絡

i、避難先、その場所名

ii、避烈経9S

iii、避難指示の理由

IV、注慈耶項

{Al 避難の際の戸蹄
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{B) 家艇補強、家財辺几を麻い所へ移動

IC) 携術品は、限られた必要なものだけにする。例えば、女糧、水筒、

9オル、チリ紙、荘換え、救急薬品、恢中雹灯、携猾ラジオ等

[)） 服装11軽装とし、柘子、訂合羽、防寒用具、ヘルメ 9 卜等

4、 各地域ごとの避雌場所及び避難方法

(1) 避難所

各地区ごとに避難場所を選定しておくものとする。

避難場所一覧表

避烈所名
使用する地域

収容人員
炊出し 箆設の 経路位置 管理者

又は地区名 能力 状況 所要時間 責任者

l茂木小学校 蒻盟 500 ＇ ，，り 体孜育館室 10分 小学校長

2．町民七ンバ誌川東地区 j3 0 0 あり 10分 公民前長

3茂木中＃叶蒻聾 | 500 |あり炉塁 I10分 中学校長

4蕊木高校1茂三木坂地川東区 | 5 0 0 あり " 1 5分 高等森長

這）1|中中交，1飯地区 I 2 0 0 ，，り 1 ” | 20分 1中学校長

6木幡小学校裔窟峰息 I 1 0 0 あり “ | 2 0分 1小学校長

7．小貫小学校 1小貫地区 、10 0 あり I” 20分 ” 
這沢小咀I深沢地区 I 1 0 0 あり “ 20分 ＂ 
9．中）1|中学校 河井・後漑地区 200 あり ＂ 20分 中学校長

°・飯野小学校飯野地区 1,oo あり 1教 室 1 20分 1小学校長， 

1．山内小学校 1山内地区 | 3 0 0 ありは賃 I30分 ” 
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町長が避廷の勧告又は指示を発令したとさ、またm察官等から発令の通

報を受けたときは、総務部長は次の要頷 9こより必要に応じて関係限関等9こ

対して述格するものとする。

i、即の関係出先機関、警察署・又は派出所等に述絡し協力を得る。

ii、町内の避姓場所として利用する学校、公民俯、公共的団体、その他旋

設の管理者に対し至急述絡し協力を求めておく。

圃、隣接市町村への述絡。

19、地域住民が避難のため隣接市町村内の箆設を利用することもあり，ま

た避難の誘導、経路によって協力を求めなければならない場合もあるの

で、隣接市町村に対し必要耶項を述絡しておく。

（3) 伝逹の方法

避烈の事J1J準備の勧告又は避駐の勧告指示をした町長等は、直ちに次の

方法により伝逹広報を行うものとする。

7、信号による伝逹

誓鐘、サイレン、その他

ィ、放送による伝達

NHK、栃木放送、 NVS,に対して、勤告、指示を行った旨を通知

し、関係住民に伝達すべき事項を示して放送を依頼する。

ゥ、広報車による伝達

町の広報車及び消防車を利用して関係地区を巡回し伝達する。

二、伝達員による戸別訪問

避難を勧告、指示した時が夜間であり、停電時で風雨が激しい場合11

消防団員等でもって班を編成し、偕別訪問1こより伝達する。

このような事態を予想して消防横関、誓察は災密時には常に町と連絡を

密にして、情勢判断を検討しておくものとする。

(4) 指示伝達事項

避難の勧告、指示の内容として関係住民に伝達する事項は、おおむね次

の事項とし、わかりやすく行うものとする。
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避難所名
使用する地域

収容人員
炊出し 箆設の 経路位脱 管理者

又は地区名 能力 状況 所嬰時間 責任者
1 2・ 中）ll小統泉^ 佼 窪贔炉 300' あり 体教 ff • 館至 30分 小学校長

13須藤中学校 千本•町田地区 300 あり 1 99 20分 中学校長

14，桜井小学校 闘峰井 '100 あり 1孜室 20分 小学校長

15．鳥生llJ,J<+i,鑓製遥麿 10 0 あり ” 20分 “ 
16．老人憩の家 大i111地区 70 あり I 10分 町 長

17. r'“メ公民館
韓又地区 50 ，，り 10分 公民節長

18，馬門公民煎 罵門地区 4 0 あり 10分 “ 
19．束小学校 鮎福手田地・林区 200 あり 教室 20分 小学校長

20．天子公民節 天子甲地区 30 あり 10分 公民姐長

その他、各行政区にある公民館、コミニテ f ・センクーを使用するものとする。

(2) 避難誘母及び避甦経路

ア、避烈の誘導は、警察官、消防団員が行うものとし、各地区ごとに専前

に責任者及び誘導員を定めておくものとする。

ィ、避駐経路の表示

避甦場所及びその位置を住民に徹底させるため、広報伝達のうえ要所

ごとに掲示するか、標札をたてておく。

ゥ、避難の誘導

避甦場所に誘導する鳩合は混乱をさけるため、それぞれの地域の実情

に応じ避江経路を選定しておき、安全度及び道路の状況を過宜判断して

安全な経位を誘導する。

(3) 避甦顧位及び移送の方法

ア、避駐頗位

老人、幼児、傷病者及び婦女子を優先的に避難させる。

ィ、移送の方法
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自力て避難てきないμ，¥合、又は迎99送中危検がある鳩合、あるいは、

店院名の入院患名の場合、そ，，他施設の老）、、子供の避991こついては31[

両了を利用して行う。

5 逍烈所の（反設

近代所に逸する捻設がない地域又19逍難場所が使111不能にな＇た場合、あ

るいは避飩場所に収宕しされなくなった場合には、住民部麻生班は、 ff外に

パう、クを仮設し又は天藉を設営するなどの措似をとる。

6 避難湯所の史態99扮

Ill '，9在li

避難所を開設し、避難住民を収容したとさに19、9iらに各避俎所ごとに

(t民肛生班の職貝を祇迅し駐在させる。

121 近烈化民のIii終及び本部との述絡

駐在只19、避紐住民の実態Ii艇と保護にあたるものとし、消防団只と協

力して避難所を管理L、常に災害対策本部との情報述絡を行うものとする。

7・ 避難所開設の報告及び記母

(11 知iltへの{Il告

避難所を開設したときは、住民部序生班Ii知9"に次のポ項を殺告する。

i、遊雌所開設の日時、易所及び庇股名

Ii、収容状況及び収容人負

iii、開設期間の見込

（2!記鉗

各避雌所の駐在 RI1、避難所及び迦甦住民に関する記餃をとるも 0 とす

る。

8． 学校、社会福祉淀設守9こおける避難対策

児窟、生徒の避難措館9こついては、竹理者は特に避難対策を検討して安全

な方法を配慮しておくものとし、各学校、苑設ごとに次の耶項を定めて徹底

しておくものとする。

i、迎鎧芙苑責任者

_49 -
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ii、避難の印位

iii、避疑誘潤責任者及び補助者

iv、避紐誘刃の方法

第ア節 丸 99供絵計詢

I 災害時における主股介別の応急配給

住民部配給班は、り災者に対し「9,'，地域，）／災計画」に定めるところ 1こより

配比を行うものとする。

第 8節 被災地区に対する応急拾水の円滑化を図る

）． 給ホ方法

給ホ取あるいは、その他の容器 1こ詰めて、 トラ.,,命送9こより現地給水を

行う。

2. 給水碗設の応急復旧

上水辺及び簡g水迫苑設の応急復1日を図るものとする。

第 9節 祐 送 計 画

披災者の避難及び応急対第 1こ必要な）、且、物資の鯰送を確実かつ迅速に実

施し、名作業の万全を期する。

!. 自動取餘送

公用取を使用し、不足する均合は足摺lの自勁Iliを倍り上げ絃送する。

2 空中輸送

惧泊防防災課を通じて自衛欧の協力を得て、ヘリコプ'-,こよって実屁す

る。

ヘリコプターの発沼逸地点は（ヘリボート）は、茂＊中学校校庭、茂木小

学校校庭、県立茂木高等学校校庭とする。
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昭和 61年度

水防計画書

茂 木町

7交木町水 I;｝j31•面虚 （黍）

第 1,;t 紐 n，1

第 l. この計酉は．水防法及び栃木県水防計西に応じて．洪水時におけ

る自治体水防の完墜をはかリ．その被害を最少に止めるため、関係

機関と緊忠なる連祁と水防上必要な人的物的施設を盤佃しておくと

ともにこれらの具体的話用方法を定め洪水に開して、緊急IIt屈の

適切、 Pl滑な．実旅を1開すものとする．

第2. 本町は水防団を設既せず、 ill防団が水防団をかねるものとする．

第 3. 本町における要水明箇所は次のとおリとする．

莉 河川名 位 訊 左右！や 延長 危険理由 対策水

大 字 小字 重要度 {m) 防工法

l 那珂川 大 湘 右 A 1,100 堤防甜 積土俵

2,, 河 j l• 栃本河原 右 B 150 ＂ 
,, 

3,, ” 上河原 右 B 300 ＂ ” 
4 " 町 田 栗生 右 A 100 " ” 
5 逆 川 北高岡 槍原 左 B 500 ＂ ＂ 
6 " 十石増井 左右 A 6,000 ,, 

＂ 
7 " 叛 野 欽下 右 A 150 99 " 
8 " 99 下 右 B 150 " ＂ 
9 " 馬 門 芋濶 右 8 100 ＂ " 
10 ,, 

" 上河原 左 B 50 ＂ ＂ 
11 坂井川 千 本 下邦 右 B JOO ,, 

＂ 
12 鮎田川 林 泣塚 左 A 150 99 " 
13 木須川 小 江 合戸川 右 B 150 " ＂ 

（任務分担）

第4. 本町における水防平務の分担は、別表 1のとおりとする

水防本部を設匠し、ホ務を処理する．

第 5. 調査及び指導等のため．現場に赴くれ只は別に定める訳n証を所

持しなければならない．

第 6. 水防法第 11条の規定により知専の定めた車両の祝況は、別紙様・

式第 10)とおりとし．水防のため出場する関係戦只は別に定める踪

宜を附するものとする．

（水防信号）

第 7. 水防法第 13条の規定により．知事の定めた水防侶号は次のとお

リである．

区 分 警鏡信号 サイレン付•サ

15秒体

警戒信号 0休止0休止0休止 0 ―、 ／一、

5秒吹` ‘，，， ＇ ＇ 
、`，， 

v 

6秒休

沿防団只 000 000 000 0-．一、，一、,r・・. 

全員集合 5秒吹 ‘、r‘＇ ‘,‘ 

5秒休

居住者出場 0000 0000 0000 

0― .・ 
10秒吹＇̀ V ＇ ‘ " 

5秒休

避難信号 乱 打 o-, f I --,.` ． , 
・ 、

1分吹 v`＇ ヽ'

紺考 {5号は適立の時間枇杭し、必要に応じ繁汎侶サとサイレン侶サと併

用することができる．
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第B. It,芍21条の規定による9KI/i'i'f埋{f又はiII防梃1Jりの長にあって"・

身分を示す証明守、その他これらの委任を受ける者にあっては、別

紙様式29こよる証明芥を携行し．必要に応じこれを掲示しなければ

ならない．

第9. 法第 21条の規定により公用久担を命ずる権限を行使する際は．

原附として刑紙様式 3による公mit担命令t9を目的物の所有者．又

は管理者もしくはこれに泊ずるものに手渡して、これを執行しなけ

ればならない．．

第2寇 気象通棟 （戟告）

第10． 法第 l0条の 2肌定によリ知事が、指定管理団体の水防竹理者及

び屎水傑の管理者に対して気象情穀．洪水予毅の孤骰は次の系統で

行なわれ、これをうけて水防管理者は水防団に通様するとともに町

民一般に対し有椋テレピ又は口頭伝述．張紙掲示、広骰車等による

伝達方法によリこれら／月久11を図らなれればならない。

＇ー 立岡土木事務所

〇建設省OO東一栃木限水防木部―-I—贅烈本部

地方建設局 （河川諜）

字都宮地方気象台ー」

自衛隊宇都宮駐屯部隙

ー硝防防災課

各戟道機関

。J'l岡土＊耶務所

贅n＊郎

茂木町水防管理者（町長）

茂木行祭昇

飛水皿（；1l't|叩視伝逹（飼）沢（紐 1受戟担当者」連杓方法「Ii要領

茂木 第1分団 3部長 1虻捐水防＊n四話自勁！V口頭文杏

第 1分団 2部長
,, 

” 

（町委隕）

紐水椋＿看視伝遠ー~茂木町 其岡ー＿＿県水防本部

牙視人 親僻沢任者 水防竹理者 土＊ （河川瞭）

し一祁務
所

（県設四）

最水襟

竹視人

第4烈 巡祝及び通穀述終

第15. 水防管理者は、法第 9条の肌定により仰事から気象状況｀又は水

防賓穀が発せられ、若しくは水防仔理において必要と1はめたときは｀

水防団巡視nをして堤防の巡視にあたらしめるものとする．

(I)水防苔代の種類及びその内容は次のとおりである．

種 類 内 容

水防団に不慈の出水、あるいは水位の再上昇等が予想され

る褐合．必要に応じてすみやかに出動できるようにして四

1．符伐 く必要がある旨を笠告するもの

又は出勁期間が長引くような楊合に水防活動をやめること

はできないが、出勁人只を該らしても差し支えない旨を寄

告するもの．

民．．
 i

 
“n ‘’ 

、
一
／
，
’

頭

号

示

ピ

レテe
 

£ヽ

じ

侶

掲

布

団防水者理管
印

貼

戟

水

広
J
 

一

胃
”＊

 
茂0

 

第11. 水防管理者は、洪水のおそれがあると認められる閲雨（口而凩50

ミリ以上で総雨拭100ミリ以上）があったときは偶数の正時．又は

雨最50ミリ以上の雨尿最大時雨最を屯骰、又は屯話をもって莉接

又は土木事務所を経山して知事に代告するものとする．

第3,;t 最水況の監視及び水位のllll'i

第12. 本町における法第 10条の 3による知事の指定する県及び水防竹

理者の管理する最水悦の位誼及び牙視人は次のとおリである．

通骰 雲恨 行 視 人 |□it餞
水位 水位 甜水(t

1.50 1.80 第1分団3部長

1.50 1.80 第1分団2部長

1.50 l.80 

第13. 屎水楳の牙視及び水位の観告9むこの計画に定めるもののほか、

県の最水訊測規定の定めるところによるものとする．

第14. 最水保の示す水位が｀この計雨第 12で定める通棟水位を屈えた

坦合は｀水防管理者又は兼水襟の管理者はOO係者に対する通恨を迅

速確尖に行なうため最水保の連枯担当者、述終鬼述粋要碩を次の

とおり定める．

種類 内 容

水防に関する情骰連終、水防資囮材の整佃点検、水門等の

2．準侃 開閉の準傭｀通信及び輪送の殖保等に努めるとともに水防

団に出動の準償をさせる必要があるけを繁告するもの．

3．出動 水防団が出動する必要がある旨を誓告するもの．

水位の上昇下降最高水位滞水、その他水防活動上必弧な状

4．指示 況を明示するとともに越水．漏水．崩壊、亀裂その他河川

状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの

5．解除 水防活動が必要とする出水状況が解沿した旨を通告すると

ともに当該一連の水防警穀を終了する旨を通告するもの

(2)堤防の巡視にあたっては｀次の状態に注意するものとする．

ァ．堤防の溢水状況

ィ．表側の水当 ，Jの強い場所の魯裂及び崩壊

ゥ．裏側の漏水、又は鯰水による亀裂及び崩洟

工．天焔の亀裂、又は沈下

ォ．樋Ì1(/)両袖又は底部からの涌水及び扉の節まリ具合

ヵ．橋梁その他の構造物と堤防との取付部分の異常

(3)さらに河川が増水して通戟水位を越えたときは．堤防100m毎に贅

戒只 1名．述樟貝 2名の碁珀で警戒にあたらせるものとする．
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：贅

（4)前記の巡視した枯釆・、水防上危険とiい＇パる箇所を発几したとさは．

巡視沢任抒は、すみやかに水防管理者（役掲）に通恨するものと

する

(5)＊町の堤防巡視者を次のとおり定める．

河川名 巡視区域 延長 巡視沢任者 人只 水防管理省へ

連Ill方法

那珂川 町田．菜生 100m 第4分団第3部長 2 冠話自動車等

那珂）I! 大瀬 1000m 第4分団第4部長 3 笥話自動車等

那珂川 河井上河屈 300m 第3分団第1部長 2 冠話自動車等

那珂川 '，栃本河原 300m 第3分団第1部長 2 符話自動車等

逆｝I[ 十石増井 6000m 第1分団第1部尺 3 喧話自動車等

逆川 馬rり芋即 IOOm 第1分団第3部長 2 冗話自勁車等

逆川 馬門上河原 50m 第1分団第3部長 2 電話自動車等

逆 JI[ 仮野棠下 150m 第3分団第2部長 2 窃話自勁！II等

逆）I! 下飯野 150m 第3分団第2部長 2 霞話自動車等

坂井）II 千本下郭 100m 第4分団第1部長 2 祖話自勁lit等

鮎田川 林位塚 150m 第lク）団第6部長 2 雹話自動車等

＊須川 合戸川 150m 第3分団第5部長 2 霞話自勁Ill等

堤防巡視沢任者1む前項の連枠を迅速適格に行なうため言事前に所要

の沢辟材及び人只を部仰しておくものとする。

第16. 法第 20条第 2項の規定により知事、水防竹理荘又はこれらの

命を受けたものは、水防上緊急を要する通mのため、公衆電話を優

先的に利用し、必要あるときは｀贅がで揺冠気事業者、通信施設

その他の,:J.ffl通信胞設を利mすることができる．

第18． 水防竹理者は．•）tに県河川諜． l［岡土木事務所．建設省•）;t陸工事

事務所｀同那珂川上流出張所をはじめ、繁烈野、 NTT茂木｀駅、

東双鼈力及び隣接市町村等と緊出なる連枠を保持し~これらの通信

施設を緊急の場合に最大限9こ括nlするよう努力するものとする．

(2) 前項の非甜通伺は非'1;tl/<態が発生し、又は発生するおそれがある

と認められる¥¥l合においての予防及び応急扱Jり撒団の打合せ並びに

情恨連絡を目的とする緊念通話に限る．

(3) 水防管理者は、緊急<lJ¥¥l合の屯話通侶施設の利用につき予め諒解

をうけておくものとする．

（4) この非竹t通信事項は、所定のnl紙に記栽し、これに取扱い者の氏

名及び発信、受信の日．時間を必ず記入する。

第17. 優先的に利用できるOO係者の氾話及び繁店笥．話は次2iのとおりで

ある

名 称 同名 電話番号 俯 わ

県庁河川諌 宇都宮 (23) 24'16 0286 

渭防防災課 字都宮 (23) 2130 0286 

建設省常陸 柑陸

工事事務所 大田 (72) 3171 0 2 9 4 

建設省那珂川

上流出張所 烏山 (2) 3365 02878 

其岡土木事務所 其岡 (2) 3405 02858 

茂木警察署 茂＊ (3) 1101 02856 

東電茂木営業所 ＂ (3) 0032 

茂＊町役湯 " (3) 1111 

町民センター " (3) 1137 

茂木町農協本所 ＂ (3) 1105 

逆川支所 ＂ (5) 0111 

中／1|支所 ＂ (3) 0423 

須藷支所 ” (3) 0453 

茂＊小学校 " (3) 1217 

中川小学校 " (3) 0426 

飯野小学校 ＂ 
(3) 0488 

茂＊ JI(小学校 ＂ (3) 0209 

鳥生田小学校 ＂ (3) 0466 

須謀小学校 " (3) 0457 

茂＊中学校 ＂ (3) 1218 

中川中学校
,, (3) 0424 

須謀中学校 ” (3) 0454 

叛野駐在所 ＂ 
(3) 2169 

千本駐在所 ＂ 
(3) 0776 

叛駐在所 ＂ (5) 0003 

第 51,t 水防楼関の出動

第"・ 水防警根が発せられ、又は水防管理者が必要と認め．水防団が出

動するときは、次の区分による．

(1) 巡視出動

巡視担当者は、本計画「第 15」による外．出水時において水位

が警戒水位程度以上に達するか．あるいは被害の起ることが予想さ

れる湯合には、水防巡視只はただちに出動して任務にあたるものと

する．

(2) 出動準傭

河川が警戒水位に遠し．なお上昇のおそれがあるとき｀又は水防

誓穀（準佃）の通穀を受けたときは、水防団に対し出勁準何をさせる．

(3) 出 動

ァ．第一次出動 水防団の少数が出勁して水門等の開閉危険箇所

第19, 停冠、又はその他の2Jtt/iにより災害情骰又は聴取りが不充分のと の早期水防等を行なう．

きは、その土木事務所。建設省工9J9事務所又は県河川諜と述I!して

情骰の収狼をはかり、その対策に万全を期するものとする．

第20. 水防関係者は、河1月脆設のII，院により、これを使用（利用）するこ

とが不可能な扮合、オートパイ又は自勁車等を利用し、若しくはそ

の他の方法をもって巡枯の確保に努めるものとする．

｀ 
第21. 洪水に際して、水防管理行は水防団が出勁したとき又は水防作業

を開始したとき、及び河川堤防等に異柑を発凡したときは「第 14 J 

に祁じて知事（土木事務所長経山）に戟告するものとする。

ィ．第二次出動 危険箇所の状況に応じ．特定の団只が出勤する．

ゥ．第三次出動 水防団只全只が出動して水防活動に入る．

河川名 巡視区域 j象最9l 担 当 出 動 人 n 
悦水位 指 揮 者 1次出動 2次出勁 ： 次出むJ

那珂）II 町田深生 1分団3郎只 3部 20名 4分団 78 全R395

那珂川 大 瀬 h分団4部1 4部 20名 ＂ " 
那珂川河井上河l, 3分団1部j 1部 20名 3分団 10 ＂ 

那珂川 ＂栃本河原 3分団1部1 ＂ ＂ " 
逆川 十石増井 1分団1部11234部80名 1分団 ll, ＂ 

逆川 馬門芋沿l 1分団3部I 3部 20名 " ＂ 

逆 /I[ ＂上河原 1分団3部1 ＂ 
99 " 
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逆 JII

逆川

坂井Jll

鮎田JII

木須川

叛野裳下

下阪野

千木下択

林位塚

合戸川 二
"＿”-＂l” 

(2) 贅戒区域の表示は、通惟純張り等をもって行ない．夜間において

は灯火（標灯）を用い一般に認襄させる外．危険防止のため監視Rを配

置するものとする．

第6双 梢防機関の相互援助協力

第23． 逆川、坂井川地域の水防沢材の内、空俵彎椛等については、最寄

リの関係者、地元行政区より調達するものとする．

なお、水防団が現恐に出勁したときは指令本部の所在を明示する

ため昼夜の区分により適宜な襟謙灯を用いるものとする．

(2) 煎表の予定されない分団は 1別令を含まない）自己の水防区域内の

繁戒及び決摂防止に当るものとする．

本部部只は、水防管理者の指示する｛i代1にあって本部の任務速行

にあたる．

第24． 本町内の指定河川の堤防が決戦のおそれあるとき、又は決戦した

ときは、水防管理者は土木事務所長に通洲するとともに水防団の緊

繹集を命じ、町民一般にはこれを徊知し｀予が暉してある水防

沢材により、できるかぎリ氾濫による被害が拡大しないよう防止対

策に努めるものとする．

第25． 法第 14条の規定により．水防管瑶名は居住者に対し、避筵要釘

又は平情に応じ適切に立ち退きを指示するものとする．

（避甦のための立ち迅き先別表）

第26. 法第 14条の規定により、水防上誓戒地成を設定する必要がある

ときは、水防団は特戒区域を設け、交通の制限、立ち入りの禁止、

又はその区域から立ち迅きを命ずることができる．

第3l． 水防管理者又は沿防機関の長1む水防のためやむを得ない楊合、

又は必要があるときは、本町の区域内に屈化する者又は呪場にいる

ものをしてホ防及び訓練に従耶させ． n籾ji街関に応扱させることが

できる．

第32． 水防管迎者は．河｝l1の状況．設岸等の状況を拗案して、本町の尖

情に ~I応する水1坊賂材沢材を水防企血に佃蒋保管し、洪水時におけ

る水防活動の完盛をIOOするものとする．

(2) 本町における水1）i衰材(/)≪i菊状況は次のとおりである．

第27. 水防管理者は．警察の援助について．水防のため必要があるとき

比警察署長に対して、警祭官又は贅祭史nの援助を求めることが

できる・

（援助内容）

1.要請の目的．固成

,.保合の日、揚所

3.任務、指導区分

4．応援者の給食｀宿泊

5．経費久担分

（只数）

第28. 町内の水防活動は、地元分団部を中心として行ない必要あるとき

は、 il'l防団長（水防団長）は地元住民並びに他の分団部及び隣接市町

村硝防団の応扱について要請するものとする．

第29・ 前項の応援にあたっては、応扱隊は応援を求めた方の水防竹珂者

の所管指揮下に入り、つとめて隊組械をもって協力活勁をするもの

とする．

第 7寇 水防訓棟及び水防機材の罰莉

第30. 木町においては、別に定める水防罰1棟尖施売領に絡づいて、地戌

の実情にあった水防訓棟を尖施するものとする．

第 8宜

第 9章

水防招隙

節34． 水防管理者は．水位が誓戒水位以下に祓じ、かつ危険がなくなっ

たときは、水防の解除を命じ、これを一般に周知されるとともに

土＊事務所にその旨を殺告する．

結果の殺告

？ 

第35、 水防管理者は、洪水によリ被害を生じた場合は．概ね下記の方

法により土木事務所を経出して知事に＂告する．

河

川

名

介

血

番

号

逆

JI[ 

符

理

者

宍

任

者

所

在

地
錢

水

籾 鈍

防困具

三コル

’‘ ツ 鍬

煎

明

具

••• 1

2

3

 
茂町

881木長

左

同

茂木町

茂木789

概要穀告

中間戟告

確定穀告

別紙様式による

18 

掛

矢

ペ

ン

チ
俵

衰材

~;' 
楳 I木

51580 

俯

労

救命胴衣

0 1 20 

第36. *防が終結したとき1む水防管理者は別に定める様式に坪じて

戟告する．

第37, 水防団の各分団長1む水防が終結した場合（台風｀洪水が終粘）

は、管轄区域内の被害状況を腐査し、』り紙様式によ＇）、その被害

状況を水防管理者に骰告するものとする．

第33. ",J項の水防沢材の外、不足する褐合は緊急を要する湯合は、一般

梁者よリ岡遠するものとする．
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別表 1 フK I坊平花労分北1 琴 別紙様式第 3

水防管理者

水防代理者

水 防団長

水 防 団 付

町長

助役

梢防団長

梢防副団長

第 号

公用負担命令粟

班 名 班長 班只 任 務

1．水防本部及び予打給与柑四に関す

ること．

庶務班 厄生諌長 厚生課只 2．水防揺具究材の問逹に関すること．

3，水防協議会に閃すること．

4．猫機OOとの述棉に関すること．

5，水防団只に関すること．

1．気象予戟宍枝の受信及び広積伝達

に関すること・

述1各 2．水防団の出勁指令に関すること．

情毅班 ill防 限生課只 （危険区域の巡祝指令）

交通係長 3,危険ケ所の述枯水防工法（エ19)に

ooすること．

4．雨最水位の記録に関すること．

5．被害損害額の調査に関すること．

1．水防活動の技術指導に関すること。

技術班 建設課長 建設牒只 2．決壊ケ所の応急揖匠の指導に1l1lす

ること．

3．その他水防技術一般に関すること．

l．水防沢材の逓搬に関すること・

2．応扱団只の輸送にOOすること．

粕送班 3．水防竹理者及び竹理者の状況閲査

又は被害謂査又は調査只の案内翰

送に関すること．

4．その他水防に関する柏送全般

別紙様式第 1

1.法第 11条の規定によリ水防のため出勁する車両の椋諜は昼夜の

区別により次による椋旗又は保燎を用いるものとする．

甜〗:):
水防行理団体名

”/ ツ
ー

チ

戸
＼
ア
ぃ
＼
＼
．

•• 
‘
 

切

ブ

住 所 栃木県芳只郡茂木町大字

負担者氏名

番地

物件 I数最 I:ll 担内宕 I期間 1摘要

昭和年月日

水防管理者

茂＊町長 ⑰ 

3.建設省OO菜地方廷設局戦只の用いる悦旗及翰衣Ii次のとおりである．

赤：〗〔
建設省

赤 >
建設省

祝 旗 腕店

2.水防のため出別Jする保及び）暉；邸邸紅＼は、次による腕立を苅mする．

）店糀只 水防符理団体名の戦只

赤：〗口
栃木県

>[
000水防行理団体名
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別紙 2
 

塁 づン• 3正 妥某 別表 '2

法第 21条の規定による本戦只の身分証烈は次のliliりである．

第

昭和

号年

月 g交／寸

身分

窮名

氏名

この者は水防法21条の規定に

よる戦只であることを証する．

証 菜

茂木町長 ⑰
 

水防法抜枠

法第 21条xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx. 

河川名 避難対象区域 立 退 先

市町村 大字 字

那珂JII 茂木町 大瀬 平 氏生田小 学校

＂ ‘’ 河井 中川中学校

桜井
,, ,, 町田 栗生 コミュニテイセンター

逆川 ＂ 茂木 十石 茂木小学 校

＂ ＂ ＂ 茂木 茂 木 小学校

,, 
’’ 阪野 叛野小学校

茂木町水防協磁全委員名碑

（政

g)

第
一
条
こ
の
条
例
＂

r
＊
防
法
〈

m和
i
l
4
,
E
I
年
法
｛
第
百
九
中
'
i
i

一
号
）
寛
l
-
4
,

六
条
第
五
項
の
訊
定
に
よ
る
茂
木
町
＊
防
協
訊
会
（
以
下
「
協

m会
J

と
い
う
．
）

の
姐
磁
及
び
辺
苫
に
つ
い
て
ほ
·
-
J
C免
釘
の
定
め
る
と
•
Jる
に
よ
る
．

•• 

度^）

第
一
＿
条
町
長
に
必
茨
と

E
め
た
と
き
は
｀

5
ぽ
全
に
お
午
若
干
名
を
お
く
こ
と
が

で
き
る
．

2

含
与
ば
、
閃
伍
行
政
設
閃
の
四
月
｀
ホ
切
に
関
保
あ
る
団
体
の
代
表
名
及
び
ギ

白
圧
験
の
あ
る
名
の
う
ち
か
ら
町
長
が
委
嘱
す
る
．

（
会
長
｀
囚
会
長
及
び
委

8

第＿＿
I

条

岱

m̂
1は
会
長
、
引
仝
長
及
心
咬
只
を
も
つ
て
且
段
す
る
。

2

4

8
＾
は
町
長
を
も
つ
て
充
て
る
．

3

会
長
は
む
訊
会
を
代
笠
し
5
社
を
記
珪
す
る
．

4
会
長
に
石
放
あ
る
と
ざ
は
｀
訊
会
長
が
そ
の
哀
務
を
代
坦
す
る
．

m会
長
は
防

役
の
は
に
あ
る
若
を
完
て
る
．

，
芭
―
―
仄
行
政
一
虹
（
茂
＊
町
ホ
防
協

m会
条
例
）

0
茂
木
町
水
防
協
謀
会
条
例蕊

和
一
呼
吃
虚
'
-
―
―
昨
）

昭和62年 7月1日現在

役戦名 氏 名 住 所 紺＇ 者

l 会 長阿部武史 茂＊町役湯 町長

2 副 会 長 檜山芳学 茂＊町役場 助役

3 委 貝高悶真琴 大字山内35 議会議長

4 “ 桜 井 省 ＝ 大字北高岡964 副議長

5 ＂ 谷 中 貢大字飯2,034 枚・厚委只長

6 ＂ 平野幸雄 大大瀬551 建設委只長

7 ,, 
小 堀 明大字茂＊1，643 梢防団長

8 ‘’ 斎 藤 弘大字茂木1,729 梢防副団長， 
＂ 高津戸宏一 大字大俎275 消防則団長

10 な 与 川 瀬 圭 一 大字茂木209 茂木警察暑B

ll ” 田辺英昭 瓦岡市荒町l,111-4 其岡土木所1

1 2 ＂ 松 浦 照 可 大字茂＊ 158 逆河川改所£

13 " 近 田 利 幸 大字増井38-1 茂木分暑只

14 ,, 
河野辺武 茂木町役場 建設課長

15 幹 事 石川芳孝 茂木町役場 厚生課長

16 書 記河原好男 茂木町役湯 課長lli佐

1 7 “ 井 原 宏 茂木町役湯 梢防係長

18 ” 矢 野 健 可 茂木町役場 消防係貝

19 ＂ 上野幸弘 茂木町役場 建設謀係長

〔
茂
木
町
―
―

10)

5

委

A
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
名
を
も
つ
て
充
て
る
．

一
町
網
会
扇
長
の
蕊
に
あ
る
者

二

町

鋼

仝

m綱
長
の
鳳
に
あ
る
名

三
町
訊
会
〇
敦
胃
厚
生
、
達
設
常
任
天
只
長
の

g
に
あ
る
名

四
消
”
団
長
、

n団
長
の
職
に
あ
る
者

（
任
期
）

第
四
采
唸
且
？
迂
団
は
ヤ
0
蒙
に
あ
る
期
間
と
す
る
．

2

町
長
ほ
抒
別
の
珪
●
が
あ
る
とE
め
た
と
さ
ば
•
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

そ
の
任
問
中
に
れ
い
て
も
』
こ
れ
を
免
じ
、
又
は
＂

g
す
る
．
i

と
が
で
き
る
．

(IB第）

第
五
条
会
長
は
4
面
を
招
集
し
、
そ
の
只
長
と
な
る
．

（
定
足
孜
及
び
去
決
）

第
六
条
協
翠
会
江
、
委
八
の
二
分
の
一
以
上
出
席
が
な
け
れ
ば
会
翠
を
閲
く
こ
と

が
で
さ
な
い
．

2

協
図
会
の

m事
は
、
出
席
因
良
の
過
ェ
H

改
で
決
す
る
も
の
と
し
｀
可
吝
閂
孜
0

と
令
ほ
臼
長
C
決
ナ
る
と
｀
j

る
に
よ
る
．

（
幹
亭
及
び
書
記
）

箪
七
豪
協
悶
全
に
●
ヰ
及
び
●
記
を
＊
き
4
1
長
が
合
ず
る
●
｀

2

幹
布
は
、
会
長
の
命
を
受
け
庶
拷
な
俎
塁
す
る
．

3

寄
記
は
．
上
可
の
命
を
受
け
迅
朽
に
従
軍
ナ
る
．

（
規
則
へ

2さ
任
）

宴

A
条
こ
の
北
例
の
ぽ
行
に
つ
い
て
必
哭
な
寄
項
は
．
町
長
が
只
＂
で
定
め
る
．

附

則

l
A

の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
i
g
行
ナ
る
．
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（
日
的
〉

第
一
条
こ
の
条
例
は
．
災
苔
対
策
玉
本
法
（
昭
和
一
二
十
六
年
法
律
第
二
百
＿
＿
十
一
―
―

告
）
第
二
十
一
ー
一
条
第
六
項
の
規
定
に
基
．
つ
き
、
茂
＊
町
災
吝
対
策
本
部
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
。
・

（紐

g)

を
一
条
災
吝
対
策
本
部
丑
は
、
災
害
対
策
本
部
の
事
務
を
捻
括
し
所
部
の
環
員
を

摺
揮
監
沓
す
る
。

2

災
吝
対
策
副
本
部
丑
は
、
災
密
対
策
本
部
長
を
助
け
、
災
客
対
寮
本
部
長
に
事

故
あ
る
と
さ
は
、
そ
の
応
朽
を
代
坦
す
る
．

〇
茂
木
町
災
害
対
策
本
部
条
例

（

翌

翌

逗

吟

姓

雑

）

笹
＿
＿
類
行
政
一
般
（
茂
木
町
災
害
対
策
＊
郎
条
例
）

3

専
門
委
且
は
．
当
該
耳
門
の
事
項
に
関
す
る
罰
査
が
荘
了
し
た
と
き
は
、
解
缶

さ
れ
る
も
の
と
ナ
る
。

（
訊
事
き

第
五
条
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
災
会
議
の
議
事
そ
の
他
防
災
会
議
の

連
営
に
関
し
必
英
な
事
項
は
．
会
長
が
防
災
会
譲
に
は
か
つ
て
定
め
る
。

附
＂
~

こ
の
条
例
は
．
昭
和
四
士
―
一
年
九
月
一
日
か
ら
淀
行
す
る
．

祁
一
―
―
類
行
政
一
般
（
茂
木
町
防
災
会
議
条
例
）

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
条
例
は
．
災
苔
対
策
基
本
法
（
昭
和
＿
―
-
十
六
年
法
は
第
二
百
二
十
三

号
）
第
工
公
器
＿
器
の
規
定
に
基
づ
き
、
茂
木
町
防
災
会
訊
（
以
下
「
防
災
会

猛
」
と
い
う
。
）
の
所
＃
事
務
及
び
紐
加
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

裔
＃
周
）

第
二
条
防
災
会

t
は
、
次
の
各
分
に
褐
げ
る
平
む
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
茂
木
町
地
拭
防
＂
む
已
面
を
作
成
し
、
及
び
そ
の
実
応
を
拉
迅
す
る
こ
と
。

二
町
の
北
放
に
保
る
災
宅
が
発
生
し
た
坊
合
に
お
い
て
、
当
該
災
客
に
関
す
る

情
紐
を
収
択
す
る
こ
と
．

三
的
各
”
プ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
仕
又
は
こ
れ
に
恣
．
つ
く
政
令
に
よ
り
そ

の
栢
凩
に
屈
す
る
事
務

（
会
長
及
び
委

g

第
I

＿
一
条
防
災
会
給
は
、
会
長
及
び
委
且
を
も
つ
て
紐

5
す
る
．

2

会
北
は
｀
町
天
を
も
つ
て
充
て
る
．

3

会
長
は
、
会
務
を
総
瑛
す
る
。

4

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
．
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
且
が
そ
の
臓
狂

昭
和
四
十
三
年
八
月
ナ
芦
）

（

条

例

第

二

十

．

七

号

〇
茂
木
町
防
災
会
諾
条
例

・
〔
茂
木
町
一
七
〕

を
代
瑶
す
る
。

5

委
且
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
．

一
指
定
地
方
行
政
摂
関
の
窪
且
の
．
9
4
っ
か
ら
町
長
が
任
命
す
る
者

二
拐
木
県
の
知
事
の
郎
内
の
諏
員
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
す
る
者

三
茂
木
芸
窯
暑
長
の
底
に
あ
る
者

四
町
長
が
そ
の
部
内
の
底
且
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者

五

教

育

長

六
消
防
団
長

七
指
定
公
共
扱
関
又
は
指
定
地
方
公
共
樹
関
の
荘
員
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
合

す
る
者

6

前
項
の
委
且
の
定
数
は
、
二
十
名
以
内
と
す
る
．

7

第
五
項
第
七
号
の
委
且
の
任
期
は
．
二
年
と
す
る
．
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の

任
期
は
、
そ
の
前
任
者
の
残
任
期
閲
と
す
る
。

8

前
項
の
委
且
は
｀
羽
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
尊
門
委
且
）

．
黙
四
条
防
災
会
議
に
、
寡
門
の
亭
項
を
籾
王
さ
せ
る
た
め
、
専
門
委
員
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
．

2

寡
門
委
且
は
、
関
係
地
方
行
政
恨
関
の
屈
且
．
初
木
県
の
裏
員
、
町
の
底
且
、

閲
係
指
定
公
共
橙
閲
の
滋
且
．
関
係
指
定
地
方
公
共
扱
関
の
粧
且
及
び
学
は
経
験

の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
町
長
が
任
命
す
る
．

1
0五・
2

3

災
寄
対
策
＊
郎
員
は
｀
災
吝
対
策
本
部
長
の
命
を
受
け
、
災
吝
対
策
本
部
の
事

窃
に
従
亭
す
る
．

（部）

第
三
条
災
害
対
策
本
部
長
は
、
必
冥
と
認
め
る
と
き
は
｀
災
寄
対
策
本
部
に
部
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
．

2

郎
に
償
す
べ
き
災
害
対
策
本
郎
員
は
、
災
害
対
策
本
部
長
が
指
名
す
る
．

3

郎
に
郎
長
を
置
き
，
災
吝
対
寮
＊
郎
長
の
指
名
す
る
災
害
対
策
本
祁
貝
が
こ
れ

に
当
た
る
．

T

郎
長
は
、
郎
の
事
務
を
掌
瑶
す
る
．

（
雑
叫
）

第
四
条
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
吝
対
策
本
部
に
関
し
必
姿
な
事
項

は
、
災
害
対
策
本
邪
長
が
定
め
る
．

附

則

こ
の
条
例
は
、
昭
和
四
十
一
二
年
九
月
一
日
か
ら
紐
行
す
る
．・

・
〔
茂
木
町
三

O
l

1
0
"
 

（
謡
け
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
茂
＊
町
地
域
防
災
計
面
に
甚
つ
く
災
宅
対
策
に
係
る
事
務

お
よ
び
行
政
事
務
に
関
し
、
円
滑
な
通
信
を
図
る
た
め
孜
置
す
る
茂
木
町
防
災
行

政
用
無
絲
局
（
以
下
無
緑
局
と
い
う
。
）
の
行
理
に
つ
い
て
、
霞
波
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
お
よ
び
肋
保
法
規
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
．

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
規
社
に
お
い
て
．
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
栢
の
惹
荻
は
、
当
荘
各
号

に
定
め
る
と
こ
る
に
よ
る
．

-
「
無
線
局
」
と
は
、
電
波
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
祭
緑
局
を
い
う
。

二
「
固
定
局
」
と
は
、
一
定
の
固
定
地
点
の
間
の
燕
緑
通
信
菜
務
を
行
う
無
緑

屈
を
い
．
9
．

三
「
基
地
扁
」
と
は
、
協
上
移
動
局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
陸
上
に
開
設
す
る

移
動
し
な
い
無
純
局
を
い
う
，

昭
和
五
十
九
年
二
月
一

E
)

（

訓

令

第

l

号

〇
茂
木
町
防
災
行
政
用
無
線
局
管
理
運
用
規

程
第
三
烈
行
政
一
般
（
茂
＊
町
防
災
行
政
用
無
純
局
管
理
速
用
規
狂
）

（
紐
后
）

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
窃
百
九
十
一
＿
一
号
）
第
二
十

六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
茂
木
町
水
防
協
磁
会
（
以
下
「
記
訊
会
」
と
い
う
。
）

の
組
廠
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
お
与
）

第
二
条
町
長
は
必
要
と
認
め
た
と
さ
は
、
協
誤
全
に
お
与
若
干
名
を
お
く
こ
と
が

で
き
る
。

2

全
与
は
｀
閲
保
行
政
機
閲
の
職
員
、
水
防
に
関
係
あ
る
団
体
の
代
去
者
及
び
牛

識
圧
験
の
あ
る
名
の
う
ち
か
ら
町
長
が
委
嘱
す
る
。

（
会
長
、
訓
会
長
及
び
委
員
）

第
三
条
協
訊
会
は
会
長
、
副
会
長
及
び
委
只
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

2

会
長
は
町
長
を
も
つ
て
充
て
る
。

3

会
長
は
協
議
会
を
代
表
し
会
務
を
記
理
す
る
。

4

会
長
に
事
故
あ
る
と
さ
は
、
孤
会
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
olll会
長
は
助

役
の
職
に
あ
る
名
を
充
て
る
。

第
三
類
行
政
一
般
（
茂
＊
町
水
防
協
議
会
条
例
）

〇
茂
木
町
水
防
協
譲
会
条
例昭

和
翠
六
誓
月
＋
—
＿

-
a
)

（

条

例

第

八

号

〔
茂
木
町
一
＿
一
〇
〕

5

委
員
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
完
て
る
．

―
町
議
会
哀
長
の
琺
に
あ
る
者

二
町
鱗
会
副
窪
長
の
臓
に
あ
る
名

-
＝
町
訊
会
の
教
育
厚
生
｀
建
設
常
任
委
只
長
の
殴
に
あ
る
名

四
梢
防
団
長
｀
副
団
長
の
職
に
あ
る
去
―

（
任
期
）

第
匹
条
委
負
の
任
期
は
そ
の
職
に
あ
る
期
間
と
す
―
0
.

2

町
長
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

そ
の
任
期
中
に
お
い
て
も
こ
れ
を
免
じ
、
又
は
解
瓢
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
招
集
）

第
五
条
会
長
は
会
議
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
た
る
。

（
定
足
数
及
び
表
決
）

第
六
条
協
議
会
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
出
席
が
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と

が
で
き
な
い
。

2

協
訊
会
の
議
事
は
、
出
席
箕
貝
の
過
学
数
で
決
す
る
も
の
と
し
、
可
否
阿
数
の

と
さ
は
訊
長
の
決
す
る
と
こ
る
に
よ
る
。

（
幹
事
及
び
書
記
）

第
七
条
協
置
会
に
幹
事
及
び
書
記
を
お
さ
会
長
が
命
ず
る
。

2

幹
事
は
、
会
長
の
命
を
受
け
庶
務
を
処
哩
す
る
。

3

寄
記
は
、
上
町
の
命
を
受
け
処
務
に
従
事
す
る
。

1
0
五
•
3

二
ハ
九
•
6
6

四
「
紐
上
移
動
局
」
と
は
．
控
上
を
移
動
中
ま
た
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に

停
止
中
運
用
す
る
燕
線
局
を
い
う
．

五
「
燕
級
系
」
と
は
、
前
各
号
の
男
線
局
お
よ
び
そ
の
附
帯
設
億
を
含
め
た
通

信
シ
ス
テ
ム
を
い
う
．

六
「
発
緑
従
事
者
」
と
は
｀
無
緑
設
備
の
操
作
を
行
な
う
者
で
あ
っ
て
．
郷
政

大
臣
の
免
許
を
受
け
．
か
つ
、
当

”U祭
控
拉
信
を
操
作
す
る
天
格
を
有
す
る
呑

を
い
う
．

（
祭
緑
局
の
回
紐
捐
成
）

第
三
条
無
縁
局
の
回
線
構
成
お
よ
び
記
置
等
は
．
別
紙

i

ー
ニ
の
と
お
り
と
ナ

る．（
祭
緑
系
の
総
括
管
理
者
）

第
四
条
禁
撓
示
に
総
括
管
理
名
を
置
く
．

2

捻
括
管
理
者
は
、
竺
緑
系
の
管
理
・
運
用
C
業
務
を
紀
括
し
、
管
理
資
任
者
を

指
掘
監
督
す
る
．

3

捻
括
管
理
者
は
、
町
長
が
自
ら
そ
の
翫
に
あ
た
る
．

念
管
理
責
任
巧
）

第
五
条
燕
珠
示
に
管
理
責
任
者
を
既

v.

2

行
理
責
任
者
は
総
括
管
理
者
の
命
を
受
け
｀
そ
の
祭
線
系
の
管
理
・
運
用
の
棠

務
を
行
な
う
と
と
も
に
、
通
信
取
扱
責
任
者
、
管
理
者
を
指
揮
監
督
す
る
．

3

管
理
責
任
者
は
、
厚
生
課
長
の
諏
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
．

（
通
信
取
板
責
任
者
）

〔
茂
＊
町
―
―
マ
ハ
〕
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第
1

ハ
条
無
終
示
に
通
信
取
投
資
任
者
を
既

v.

2

通
信
取
投
資
任
者
は
、
行
理
責
任
者
の
命
を
受
け
｀
無
線
局
を
管
理
~
運
用

し
、
蕪
尺
島
に
保
―
0

棠
務
を
所
掌
す
る
、

3

迎
佑
取
投
責
任
者
は
｀
管
理
責
任
者
が
そ
の
底
且
の
中
か
ら
無
純
従
布
者
の
資

格
を
布
す
る
者
を
指
名
し
、
こ
れ
に
充
て
る
，

（
管
理
者
）

第
七
条
次
の
所
に
行
理
者
を
皿

v.

一
基
地
屈
（
制
御
器
を
含
む
）
の
通
信
操
作
を
行
う
部
培

二
町
役
拐
以
外
で
あ
っ
て
、
応
上
移
豹
局
を
配
備
し
た
出
先
機
関
等
の
部
署

2

管
理
行
は
｀
行
理
責
任
者
の
命
を
受
け
、
当

i

必
部
培
に
設
四
し
た
無
燦
局
ま
た

は
茫
設
等
の
行
理
、
監
仔
の
業
務
を
所
掌
す
る
．

3

管
理
者
は
、
町
役
掛
に
あ
っ
て
は
当
該
部
母
の
課
長
、
出
先
概
関
等
に
あ
っ
て

は
当
荻
棟
間
の
長
を
も
つ
て
充
て
ち
．

（
祭
珠
従
事
者
の
配
皿
焚
成
等
）

第
八
条
総
括
管
理
者
は
、
無
線
系
に
屈
す
る
燕
緑
局
の
運
用
体
制
に
見
台
っ
た
Jil

数
だ
け
焦
繰
従
事
者
を
記
低
す
る
．

2

総
括
行
理
者
は
、
無
線
従
寡
者
の
造
正
な
配
舷
を
硫
保
ナ
る
た
め
、
常
に
無
線

従
布
者
の
投
成
に
留
北
す
る
も
の
と
す
る
．

3

紀
括
管
理
者
は
、
無
純
従
事
者
の
現
状
を
把
捏
す
る
た
め
、
缶
年
四
月
一
日
を

も
つ
て
燕
椋
従
事
者
名
常
（
探
式
第
一
サ
）
を
作
成
ナ
る
も
の
と
す
る
．

（
祭
純
従
布
者
の
任
務
）

第
三
類
行
政
一
舷
（
茂
＊
町
防
災
行
政
用
燕
緑
局
管
理
迷
用
規
む
）

第
三
類
行
政
一
般
（
茂
＊
町
防
災
行
政
用
発
純
局
管
理
運
用
規
程
）

（
無
椋
品
の
運
用
）

第
＋
l

一
条
燕
純
局
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
運
用
姐
則
に
よ
る
も

の
と
す
る
．

（
燕
税
設
侃
の
保
守
点
検
）

第
十
三
条
発
珠
設
佃
の
正
宮
な
機
能
紐
拷
を
荻
保
す
る
た
め
、
つ
ざ
の
と
お
り
保

守
点
検
を
行
う
．

一
缶
日
点
検
様
式
第
二
号
に
基
つ
く
点
検

二

伍

＂

バ

点

枚

”

三

年

点

桧

“

2

点
枚
項
目
に
つ
い
て
は
、
祭
緑
紋
備
臣
伯
B
誌
（
様
式
第
五
号
）
の
と
お
り
と

し
、
年
点
検
は
征
四
半
期
ご
と
に
一
回
実
だ
す
る
も
の
と
す
る
．

3

保
守
点
検
の
責
任
者
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
と
す
る
．

一
缶
日
点
検
は
通
佑
取
扱
責
任
者
ま
た
は
管
理
者

二
拓
月
点
検
は
、
管
理
責
任
者

三
年
点
検
は
、
鯰
括
管
理
者

4

予
佃
装
阻
及
び
子
佃
定
況
に
つ
い
て
は
、
征
月
一
回
以
上
そ
の
装
肱
を
使
用
し

そ
の
樽
能
を
ほ
認
し
て
お
く
も
の
と
す
る
、

5

点
検
の
結
弟
異
常
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
管
理
責
任
者
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
．

6
管
理
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

代
旧
に
必
炭
な
措
位
を
と
る
と
と
も
に
｀
そ
の
結
屎
に
つ
い
て
通
侶
取
扱
資
任
者

〔
茂
木
町
三
八
．
｝

第
九
条
燕
線
従
事
者
は
｀
無
緑
系
に
屈
す
る
無
絞
局
の
無
級
設
備
の
操
作
を
行
う

と
と
も
に
、
無
玲
業
務
日
誌
（
様
式
第
二
号
）
の
記
戯
を
行
う
。

2
甚
地
局
に
配
謹
さ
れ
た
祭
紐
従
事
者
は
、
そ
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
陸
上
移

動
局
の
通
信
取
投
者
の
行
う
悪
牒
社
慌
の
操
作
を
指
掘
監
督
す
る
。

（
通
信
取
投
者
）

第
十
条
逆
侶
取
扱
者
は
、
無
絲
従
事
者
の
管
理
の
も
と
に
、
電
波
法
等
関
係
法
令

を
遅
守
し
、
法
令
に
基
づ
い
た
燕
緑
局
の
運
用
を
行
う
．

2

通
信
取
投
者
は
、
燕
緑
品
の
運
用
に
た
ず
さ
わ
る
一
般
底
員
と
す
る
．

（
何
え
付
け
芥
類
等
の
管
理
）

第
十
一
条
管
理
責
任
者
は
、
電
波
法
等
関
係
法
令
に
基
．
つ
く
棠
務
苔
類
を
管
理
保

管
ナ
る
．

2

管
理
責
任
巧
は
｀
霞
波
法
令
集
を
常
に
現
行
の
も
の
に
紐
持
し
て
お
く
も
の
と

ナ
る
．

3
ヽ
燕
腺
莱
務
日
訪
は
、
征
日
管
理
資
任
者
お
よ
び
通
信
取
扱
責
任
者
並
び
に
管
理

者
の
査
閲
を
受
け
る
と
と
も
に
、
月
に
二
四
総
括
管
理
者
の
査
閲
を
受
け
る
も
の

と
す
る
．

4

通
信
取
扱
責
任
者
は
、
無
線
菜
務
日
誌
抄
録
（
第
三
号
様
式
）
を
征
年
一
月
＋

五
日
ま
で
に
作
成
し
、
管
理
責
任
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
紐
括
責
任
者
の
承
認

を
得
て
関
東
電
波
は
理
局
長
宛
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
．

5

管
理
責
任
者
は
、
無
線
従
事
者
選
・
が
任
屈
（
楳
式
第
四
号
）
お
よ
び
無
探
棠

務
日
誌
抄
録
の
写
し
を
整
理
．
保
管
し
て
お
く
も
の
と
す
る
．

一
六
九
•
6
7

一
六
九
．

g

ま
た
は
管
理
者
に
逸
知
し
．
処
理
経
過
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
．

（
通
信
割
練
）

第
十
四
条
給
括
管
理
者
は
｀
非
常
災
客
亮
生
に
儒
え
．
通
信
機
能
の
破
認
お
よ
び

通
信
運
用
の
否
熟
を
図
る
た
め
｀
つ
ぎ
に
よ
り
定
期
的
な
通
信
訓
練
を
行

9
も
の

と
す
る
．

一
鯰
合
防
災
割
錬
に
併
せ
た
総
合
通
信
割
疎
拓
年
一
回

＿
一
定
期
通
信
訓
練
缶
四
半
期
ご
と
に

l

回

2

罰
練
は
、
通
信
荒
制
訓
練
、
情
報
収
集
・
伝
速
訓
練
を
直
点
と
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
研
修
）

節
十
五
条
総
括
管
理
者
は
．
缶
年
一
回
以
上
通
信
取
投
者
等
に
対
し
て
、
霞
浪
法

苓
閑
係
法
令
及
び
運
用
細
則
並
び
に
燕
線
微
の
取
投
要
仮
等
の
研
修
を
行
う
も
の

と
す
る
．付

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
十
七
日
か
ら
逃
用
ナ
る
．〔

茂
＊
町
三
八
〕

0
昭
和
六
十
一
年
八
月
の
台
風
十
号
に
伴
う

奈
雨
に
よ
る
被
災
納
税
者
に
対
す
る
町
税

の
減
免
に
関
す
る
条
例

昭
和
六
十
一
年
八
月
一
二
十
日
）

（

条

例

第

十

八

号

第第 第
し者三＾到さ二＾あ，，宅ー＾
‘9こ条町来昭条減る死-条災
又対 民すね 免も税と も

坑 は し 災 税 る 六 こ の の 及 い 昭 渋
六 免 て 也 の も 十 の 対 の び う 和 免
顛除は 9こ波の一条名： 19 田 J 六の

すそよ免 9こ年例とか民を十特
財るれりツつ度にたこ愧受一例
狂゜ぞ次 い分茄るの原け年シ

れの てのづ町ク：保た八

昭^
 同去 行 税 く 税 例 除 袂 月

和
去の な 碩 町 の の 税 屯 の
の上 9 の税に定のポ台

空 下既 もうの囲め減 9こ凪
閉 9こ の，，減ッる免対十

年
に掲 と 災 免 とにす号

9¥ 
掲げ す宅 1こ こつるに

月
げる るを るい昭伴
る市 ゜ 9 災 にて和う

各 割由 け名 よ 9之六変
合に た，こる‘+m 

岳 に該 日よ °法ーに

号
ょ当 以る 令年よ
りす 後笠 そ分る

9こ のの災
件

町る に告
民こ 納活 他町古

点税と 期が 9lJ 民＾

を
と の納 9こ税以

厄 tょ 末付 定‘下
軽っ 日す め因―’

点 減た のべ が定災

夏 2
納金じ額＾る三額附年住＾扶号 ば第閃と四生死
税額占と法 3 百｀則中宅保焚 9こ災缶二害 tょ号活亡
者 l1かす祁又十法祁の又険親規宅渚百名つの保し I事
9こび六る三，文四 9tt 三‘・法 9之金族定 lこな九＾た規 裏た
対投百→百法条則十第家‘をすよ い十地鳩定法,.
す害万か十附の第三二財損いるり ぅ二1i合に＾合
る程円あ四則二三条百の吝ぅ控目 J条税よ昭
町度以る条第の十の九価陪 J 除己と祁法る和
税の下場の三規四三十格慣の対又
の区で合二十定条第二の金所象 93

tこ一^ 生二
つ項以 活十

減分あ 1この五の第一条十等布配てた祁下扶五
免 lこる i;規糸適一項祁分 9こに偶の場九-助年
に応も‘定第 Jlj 項 9こ一のよ保者扶合号法を法
関じの当のーが 1こ般項三りる及狡 ，←受律
す ｀に該透項あ規定第以補住び双 視とけ第
るそ対金用 1こ る 定 す ＋ 上 て 宅 法 族 定いる百
保れし額が規湯する三でん又第等 すうこ四
例ぞてをあ定合る土号あさは二＾ る ↓ と 十
ツれは含るす 1こ諜地 1こるれ家百法 ・ 1

同‘む鳩る 1之税等規町る財九祁
表次°合託‘長に定民ぺ 1こ十二十 全

仝軽

四 1この以 1こ税そ期保す税さつ二百分 郡
蔀減

五掲去下 :t短の訳るるの企き条九の 又；；；
一げに本‘期適渡亦合納額生第十九

命名翡含店閂翡眉嘉情棗届姜合孟 息1苔
ほ木

合るお適所の企得得務＜損 1こ第 1七
に合ぃ Jl1得金額等金者↓害炉一

町ッ

よ計 前 碩＾ 額でかの乏項
令

り所ての企と法の 、 そ 金 す 第 一」
町得同金額す第企 g前の額る七

四
五

l.37
・ニ

葵
奴
財
移
（
昭
和
六
十
一
年
八
月
の
台
風
＋
号
に
伴
う
豪
雨
に
よ
る
笠
災
納
税
者
に
対
す
る
町
税
の
減
免
に
関
す
る
条
例
）

ロ

ロ

ー

ロ

閻
虹
叫
叫
訓
〗
叫
〗
口
冒

□
口
|
|

る
合
計
所
得
金
訟
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
阿
表
の
下
印
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
2
災
屯
に
よ
り
自
己
の
所
布
に
か
か
る
家
民
に
つ
さ
損
缶
を
受
け
た
者
に
対
し
て

り

耗

泣

し

．

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

は

、

次

の

表

の

上

烈

に

掲

げ

る

投

害

の

程

唇

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

憫

に

65
 

合

計

所

得

金

I
l
l
-
g減
又

は

免

比

の

割

合

掲

げ

る

割

合

に

よ

り

当

墾

靡

菌

品

晨

嚢

を

E
減
し
、
又
は
免
餘
す

2

―-A0万
円
以
下
で
あ
る
と
さ

l

全

郡

る

。

由

G
茂
木
町
四
七
〕



～
茂
木
町
四
七
[
]

軽
双
又
i
免
餘
の
初
合

2

災
宮
に
よ
り
自
己
又
は
当
該
泄
帯
に
属
す
る
夜
保
険
者
の
所
布
に
か
か
る
住
宅

損

屯

の

在

度

一

'

_

c
 

又
は
家
財
に
つ
き
生
じ
た
損
密
の
金
額
（
保
挨
血
、
損
密
踪
償
金
苓
に
よ
り
補
填

芭
矢
、
地
没
予
に
よ
り
家
足
の
原
形
を

全
部

全
訳
、

と
ど
め
な
い
と
さ
ま
た
に
復
旧
不
能
の
と
さ

主

要

松

迅

郡

分

が

苓

し

く

捐

傷

し

｀

＊

作

理

を

さ

れ

る

ぺ

さ

金

額

を

除

く

。

）

が

そ

の

住

宅

又

は

家

財

の

価

格

の

十

分

の

三

以

上

で

あ
る
国
民
偲
屈
保
険
税
の
納
税
毀
務
名
で
、
そ
の
考
（
当
眈
迂
帯
に
孤
す
る
笠
保

必
梃
と
す
る
場
台
で
、
当
該
家
松
の
伝
格
の
十

分

の

六

以

上

の

侶

伍

を

滅

じ

た

と

さ

十

分

の

八

蘭

、

内

裟

｀

店

、

江

点

に

損

伍

を

受

険

者

を

含

む

。

）

の

前

杢

の

法

祁

二

百

九

十

二

条

竺

項

第

十

三

号

に

抗

定

す

る

合
計
所
得
企
額
（
法
附
則
芭
＿
＿
＋
―

-
l

久
の
一
＿
＿
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
保
る

け

r"
庄
ま
た
は
使
用
目
的
を
著
し
く
出
じ
た

舟
＂
i

・
、
当
ふ
宋
民
の

Illg＋
分
の
四
以
上

十

分

の

腐

麿

ぽ

位

を

波

じ

た

と

さ

十

分

の

六

要

靡

忍

急

｀

法

翡

誓

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

訳

渡

所

得

の
金
訊
又
は
法
附
則
第
一
―
-
＋
羞
第
一
翌
規
定
す
る
短
期
訳
渡
所
得
の
合
が

翌

、

狂

翌

111mを
受
け
．
居
住
ま
た
は
使

骨

慇

應

‘

"

珪

ま

た

は

取

g
を
必
閉
と

す

る

場

茎

喜

屡

息

辛

分

の

二

あ

る

湯

合

に

は

、

当

該

金

額

を

含

む

。

以

下

本

朱

に

お

い

て

同

じ

．

）

が

六

百

万

円

以
上
十
分
の
四
翌
麿
醤
を
減
じ
た
と
さ
十
分
の
四

以
下
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
七
計
所
得
企
額
及
び
損
喜

度
の
区
分
に
応
じ
｀
そ
れ
ぞ
れ
閲
表
に
掲
げ
る
邸
合
に
よ
り
因
醤
得
塁
を

3

災
屯
に
よ
り
日
己
の
間
に
か
か
る
氏
地
又
は
宅
地
以
外
の
土
地
に
つ
き
翡

軽
茫
、
又
は
免
除
す
る
。

姜
け
た
沼
に
対
し
て
は
、
第
二
翌
郎
じ
て
当
該
土
地
に
保
る
固
定
塁
翌

窮
茫
、
又
は
免
餘
す
る
．

；

巾

し

に

よ

り

自

己

の

所

布

に

か

か

る

塁

却

沢

唇

っ

さ

翡

を

受

け

た

者

に

対

/

/

/

:

：

厨

冒

眉

」
憂
冒
〗
十

:
R
i
:

〗
被
〗
〗
〗
冒
〗
る

第
六
頂
財
務
（
昭
和
六
十
一
年
八
月
の
台
凪
＋
号
に
伴
う
豪
雨
に
よ
る
按
災
納
税
考
に
対
す
る
町
税
の
減
免
に
関
す
る
条
例
）
四
五

l
.
3
7
•
四

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
晨
作
物
共
済
金
額
を
控
除
第
七
条
町
長
は
、
虚
偽
の
中
猜
＂
さ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
町
税
の
減
免
を
受
け

し
た
金
額
）
が
、
平
年
に
お
け
る
当
該
嚢
作
約
に
よ
る
収
入
額
の
十
分
の
一
二
以
上
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
者
に
保
る
減
免
を
取
り
消
す
も
の
と
す

で
あ
る
も
の
で
｀
・
て
の
名
（
当
該
世
帯
に
屈
す
る
笠
保
険
者
を
含
む
）
の
前
年
中
る
。

の
法
第
二
百
九
十
二
朱
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
が
六
百
万
附
則

円
以
下
で
あ
る
も
の
（
当
該
合
計
所
柑
金
団
の
う
ち
晨
衣
所
得
以
外
の
所
得
が
二
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
淀
行
し
、
昭
和
六
十
一
年
度
分
の
町
税
に
汲
り
適

百
四
十
万
円
を
紐
え
る
も
の
を
枕
く
。
）
に
対
し
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
用
す
る
。

ら
ず
｀
当
該
世
帯
の
国
民
促
原
保
浜
税
額
に
前
年
の
合
計
所
得
金
額
に
占
め
る
晨

罹
得
の
企
額
の
割
合
を
兒
じ
て
得
た
顆
に
つ
い
て
、
次
の
去
の
上
収
に
掲
げ
る

合
計
靡
嘉
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
的
に
掲
げ
る
更
合
に
よ
り
軽
減

し
、
又
は
免
庇
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。

一
軽
減
又
は
免
除
の
割
合

．
 

合

計

所

得

企

頸

．
 

ーハ

0
万

円

以

下

で

あ

る

と

き

全

部

間
罰e〗□冑

（
波
免
の
中
詞
）

第
六
条
前
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
町
税
の
汝
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
｀
納
期

困
前
七
日
ま
で
に
』
町
税
波
免
巾
請
柑
を
町
長
に
提
出
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（
減
免
の
取
泊
し
）

〔
茂
木
町
四
七
〕

〇
茂
木
町
災
笞
融
資
利
子
補
助
金
交
付
規
則

翌
＾
＋
一
年
八
月
十
一

8
)

（

規

則

第

十

号

改

正

臼

”
k
一
年
八
9
-
＿七
n
規
即
●
＿
l

．

合
笞
）

第
一
条
茂
木
町
民
又
は
茂
木
町
内
で
事
箆
所
を
営
む
者
で
｀
昭
和
1

ハ
十
一
年
台
風

十
号
に
よ
る
り
災
者
が
受
け
た
災
害
復
旧
緊
急
駐
資
の
利
子
の
一
部
を
補
助
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
災
釦
3

の
復
la
を
円
滑
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
補
助
の
対
象
）

箪
二
条
足
利
銀
行
｀
栃
木
相
互
銀
行
、
宇
都
宮
信
用
金
孤
に
よ
る
災
害
復
IS
緊
急

贋
扇
度
額
＿
二
百
万
円
、
年
利
五
・
五
席
、
中
し
込
期
汲
昭
和
六
十
一
年
九
月

早
日
）
及
び
茂
木
町
農
翌
協
阿
組
合
に
よ
る
、
昭
和
六
十
一
年
災
農
特
別
資
金

匝
只
貨
付
を
受
け
た
名
。

（
補
助
本
）

第
三
条
災
密
復
la
緊
急
融
資
及
び
六
十
一
年
災
害
特
別
資
金
原
資
貨
付
を
受
け
て

羞
っ
た
利
子
の
二
分
の
一
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
対
象
支
払
利
子
は
｀
昭
和

六
十
二
年
十
二
月
一
二
十
一
日
さ
で
の
も
の
と
す
る
。

0
昭
和
六
十
一
年
八
月
四
日
・
五
日
の
台
風

十
号
に
よ
る
農
林
災
宙
復
旧
事
業
補
助
条

例

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
染
例
は
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
四
日
か
ら
五
日
に
茂
木
町
を
躾
っ
た

台
瓜
如
十
号
及
び
そ
の
後
の
低
パ
｛
圧
に
よ
り
拉
宅
を
受
け
た
晨
地
及
び
最
突
用
徳

設
の
災
布
筏
旧
事
第
に
対
し
、
子
打
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
企
を
交
付
し
復
旧

布
茶
の
促
追
を
は
か
り
、
長
棠
生
餃
住
の
向
上
と
晨
棠
丘
営
の
安
定
に
資
す
る
こ

と
を
日
的
と
す
る
。

（
補
助
の
対
象
）

を
一
条
補
助
企
は
、
土
地
改
良
区
、
共
同
だ
行
体
、
そ
の
他
町
長
が
適
当
と
認
め

る
も
の
（
以
下
「
布
棠
だ
行
名
」
と
い
う

0)が
、
一
匠
所
の
エ
布
費
が
十
万
円
以

占
―
―
十
万
円
未
法
の
晨
地
又
は
農
探
用
淀
殴
の
災
害
復
旧
事
業
を
笑
筏
す
る
た
め

に
必
要
な
炊
用
に
対
し
て
交
付
す
る
。

（
補
助
平
）坑

七
知
空
糸
荘
済
（
沼
和
六
十
一
年
八
月
四B
•

五
日
の
台
鼠
＋
号
に
よ
る
最
林
災
密
復
旧
事
業
補
助
朱

C
l
)

翁
点
茫
呼
翌
藷
）

第
七
類
庄
棠
圧
済
（
茂
木
町
災
害
融
資
利
子
補
助
金
交
付
規
則
）

六
四
三

〔
茂
＊
町
四
七
〕

（
補
助
金
中
請
）

第
四
条
利
子
の
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
名
は
、
当
該
融
資
を
受
け
た
日
か
ら
一

ヶ
月
以
内
に
町
長
に
所
定
の
用
紙
で
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
）

誓
条
補
助
金
の
交
付
は
｀
災
宅
復
旧
緊
急
駐
沢
返
済
後
一
ヶ
月
以
内
、
t

四
和
六

十
＿
＿
＿
年
一
月
＿
＿
＿
十
一
日
の
い
ず
れ
か
平
い

E
に
子
算
の
鯰
四
内
で
支
払
う
も
の
と

す
る
。

（
そ
の
他
）

第
六
条
そ
の
他
必
要
な
こ
と
は
、
町
長
が
決
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
苑
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
六
一
年
規
則
第
―
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
茂
木
町
四
七
｀

第
三
条
補
助
金
交
付
の
字
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
晨
地
筏
旧
事
第
に
つ
い
て
は
、
そ
の
布
哭
費
の
百
分

2
1
H
'以
内

ニ
長
架
用
純
設
復
旧
事
棠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
費
の
百
分
の
三
十
五
以
内

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
箕
出
さ
れ
た
額
に
千
円
未
渋
の
俎
数
が
あ
る
と
さ
は
、
こ

れ
を
切
り
拾
て
る
。

（
委
任
）

第
四
条
こ
の
条
例
の
だ
行
に
つ
い
て
必
要
た
事
項
は
．
町
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

l

こ
の
ん
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
芸
行
し
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
四
日
か
ら
適
用

す
る
。

2

こ
の
条
例
は
、
笠
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
時
に
そ
の
効
力
を

失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
な
さ
れ
た
こ
の
条
例
に
甚
づ
く
符
助
中
筋
に
つ

い
て
は
、
そ
の
時
以
応
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

六
0
九
・
幻
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〇
災
害
救
助
法
（
認
逢
咤
吃
サ
吠
咋
）

広
正

g--1
孟

●
二
四
年
五
月
三
一
品
を
五
七
号

.
ー

-
g

五
9
=
-
-
-
g
"
-
K
^
•

閃
―
W
苓

七
9
'
"
'
日
閃
賃
一

-

-

l

九●

●
二
六
年
一
1-9-1
＿一
B
E
2

第
i
o
-
i
骨

●
二
＾
年
＾
9

-
―
-
日
閃
賀
一
六
六
骨

閃
二
九
年
五
9
-
五
日
閂
粛
一
o
,
•

同
一
―
―
七
年
五
月
＾
日
閲

"-0九●

E

五
五
年
一
一
月
ご
＾
9
閃
買
＾
五
●

閲
五
九
年
五
月
＾
日
閲
買
二
五
晉

閲
五
九
年
ー
ニ
9
二五
B
●
賃
八
七
骨

災
害
対
策
（
災
害
救
助
法
）

第
一
軍
紀
則

第
一
条
こ
の
法
ね
は
、
災
害
に
際
し
て
、
口
が
地
方
公
共
団
体
、
日
本
赤
十

字
社
そ
の
他
の
団
体
及
び
口
民
の
協
力
の
下
に
、
応
急
的
に
、
必
要
た
救
助

を
行
い
．
災
害
に
か
か
っ
た
者
の
保
護
と
社
会
の
孜
序
の
保
全
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
．

筍
十
九
編

第
十
九
羅
災
害
対
策
（
災
害
救
助
法
）

九

埋

葬

十
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
外
｀
命
令
で
定
め
る
も
の

②
救
助
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、

前
項
の
扱
定
に
か
か
わ
ら
ず
｀
救
助
を
妥
す
る
者
（
埋
葬
に
つ
い
て
は
埋
葬

を
行
う
塔
）
に
対
し
、
企
銭
を
支
給
し
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
さ
る
。

③
救
助
の
租
度
｀
方
法
及
び
期
間
に
関
し
必
淡
な
亭
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を

定
め
る
．

第
二
十
＿
―
一
条
の
二
指
定
行
政
機
閲
の
長
（
災
害
対
策
甚
本
法
（
昭
和
ー
―
-
＋
六

年
法
往
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
企
第
一
二
号
に
規
定
す
る
指
定
行
政
扱
閃
の

長
を
い
い
、
当
該
指
定
行
政
機
関
が

a家
行
政
祖
諏
法
（
昭
和
二
十
一

l

一
年
法

袢
第
百
二
十
号
）
第
一
i
一
条
第
二
項
の
委
且
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
指
定
行
政
機
閃
と
す
る
。
以
下
次
条
に
お
い
で
同
じ
。
）
及
び
指
定
地
方
行

政
機
関
の
長
（
災
宅
対
策
基
本
法
祁
二
条
筍
四
号
に
規
定
す
る
指
定
地
方
行

政
橙
閃
の
長
を
い
う
•
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
防
災
菜
窃
計
画

（
同
法
同
生
第
九
号
に
規
定
す
る
防
災
棠
拐
計
画
を
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
救
助
を
行
な
う
た
め
特
に
必
茨
が
あ
る
と
認
め
る
と
さ
は
、
放

助
に
必
要
た
わ
資
の
生
音
，
択
荷
｀
阪
売
配
給
，
保
行
若
し
く
は
約
送
を

業
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
取
り
扱
う
物
資
の
保
管
を
合
じ
、
又
は
救
助

に
必
妥
な
物
賓
を
収
用
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。

②
前
項
の
湯
合
に
お
い
て
は
｀
公
用
令
書
を
交
付
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
第
二
久
の
処
分
を
行
た
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
処
分
に
よ
り
通
常
生

ず
ぺ
さ
損
失
を
補
償
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
ぃ
．

第
二
節
災
害
救
助

四

0
1

四
〇

A
0
9
法
●

lふ
八
〕
心
》

第
二
条
こ
の
法
律
に
よ
る
救
助
（
以
下
「
放
肪
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県

知
事
が
、
政
令
で
定
め
る
租
度
の
災
宅
が
発
生
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含

む
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

1

ハ
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
の
区
域
又
は

当
該
市
の
区
の
区
域
と
す
る
。
）
内
に
お
い
て
当
該
災
害
に
か
か
り
、
現
に
飲

助
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、
こ
れ
を
行
た
う
。

第
三
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
削
除

第
二
軍
救
助

第
二
十
二
条
都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
の
万
全
を
期
＋
る
た
め
、
常
に
、
必

要
な
計
画
の
樹
立
．
政
力
な
救
助
姐
紐
の
確
立
並
び
に
労
窃
、
箕
餃
．
餃

備
．
物
資
及
び
資
金
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

第
二
十
三
条
救
助
の
種
類
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
収
容
茂
設
（
応
急
仮
設
伍
宅
を
含
む
。
）
の
供
与

二
炊
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
粁
水
の
供
給

―
―
ー
破
凪
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貨
与

四
医
徴
及
び
肋
藍

五
災
害
に
か
か
っ
た
者
の
救
出

六
災
害
に
か
か
っ
た
住
宅
の
応
急
修
這

七
生
業
に
必
妥
な
資
金
｀
岳
具
又
は
資
料
の
給
与
又
は
貸
与

八
年
用
品
の
給
与

第
二
十
三
条
の
三
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
物
賣
の
保
管
を
合
じ
｀
又
は

物
資
を
収
用
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び

指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
官
吏
に
物
資
を
保
管
さ
せ
る
湯
所
又
は

物
資
の
所
在
す
る
湯
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び
指
定
地
方
行
政
襲
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の

蜆
定
に
よ
り
物
資
を
保
管
さ
せ
た
者
か
ら
、
必
要
な
穀
告
を
取
り
｀
又
は
当

註
官
吏
に
当
註
物
資
を
保
管
さ
せ
て
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
士
る

こ
と
が
で
さ
る
．

③
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

旨
を
そ
の
場
所
の
管
理
者
に
通
知
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
．

④
当
舷
官
吏
が
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
湯
合
は
、
そ

の
劣
分
を
示
す
証
票
を
携
膏
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

第
二
十
四
条
都
道
府
限
知
事
は
へ
救
助
を
行
う
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

E
め
る
と
さ
は
、
医
僚
、
土
木
建
築
工
事
又
は
釉
送
関
係
嗜
を
、
第
一

ll+l

条
の
規
定
に
甚
く
主
任
大
臣
の
命
令
を
実
蕊
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
さ
は
、
医
徴
又
は
土
木
建
築
工
事
閲
伍
者
を
｀
救
助
に
関
す
る
喋
苔

に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
地
方
運
籟
局
長
（
海
運
藍
理
部
長
を
含
む
。
）
は
、
都
道
府
限
知
事
が
第
一
―
―

十
一
久
の
規
定
に
蕊
く
主
任
大
臣
の
企
令
を
実
克
す
る
た
め
、
必
置
が
あ
る

と
E
め
て
要
求
し
た
と
さ
は
｀
籟
送
閲
保
考
を
救
助
に
関
す
る
棠
苔
に
従
事

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．

〔
日
法
四

0
七
八
〕
R

R
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
区
様
、
土
木
建
築
工
寮
及
び
籍
送
関
係

若
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
．

R
第
二
十
＝l

-

久
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
祁
二
項
の
湯
合
に
、

こ
れ
を
加
用
す
る
．

⑤
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
実
費
を
弁
償
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

g

二
四
た
一
五
七
．
＂
＿
―
-
七
芭0九
・
竪
含
法
八

H
•
印
五
九
き
一
手
一

E

改正）

第
二
十
五
条
都
道
府
限
知
事
は
｀
救
助
を
要
す
る
者
及
び
そ
の
近
ほ
の
者
を

救
助
に
関
す
る
突
務
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条
郡
道
府
県
知
事
は
、
放
助
を
行
う
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
さ
、
又
は
第
三
十
一
条
の
規
定
に
蕊
く
主
任
大
臣
の
命
令
を
実
蕊

す
る
た
め
、
必
浜
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
病
院
、
お
痕
所
、
旅
紐
そ
の

他
政
令
で
定
め
る
厖
設
を
管
理
し
、
土
地
．
家
屋
若
し
く
は
物
資
を
使
用

し
．
物
資
の
生
韮
．
禁
荷
、
阪
売
、
配
給
、
保
管
若
し
く
は
鯰
送
を
茶
と
す

る
名
に
対
し
て
、
そ
の
取
り
扱
う
物
安
の
保
管
を
命
じ
、
又
は
物
資
を
収
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
二
十
＿
＿
一
条
の
二
第
二
項
及
び
邪

l
-

＿
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
、
こ

れ
を
竿
用
す
る
。

(
m
-
-
I
七
伝
一
〇
九
．

na改正）

第
二
十
七
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
を
管
理
し
、
士
地
、
家
昆
若

し
く
は
物
資
を
使
用
し
｀
物
資
の
保
管
を
合
じ
｀
又
は
物
灰
を
収
用
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
き
は
｀
都
道
府
累
知
事
は
、
当
該
吏
員
に
栢
設
、
土
地
．

家
屋
、
物
資
の
所
在
す
る
湯
所
又
は
物
資
を
保
管
さ
せ
る
塙
所
に
立
ち
入
り

第
十
九
編
災
害
対
策
（
災
宅
救
助
法
）

第
十
九
羅
災
害
対
煎
（
災
害
放
肋
法
）

第
三
十
条
都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
ほ
｀
救
肋
の
実
応
に
関
す
る
そ
の
臓
掟
の
一
部
を
市
町
村
長
に

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

●
-
i
八
紐
＿
六

K.n.. も

鯖
―
-
H
'
一
条
主
任
大
臣
は
、
部
辺
府
県
知
事
が
行
う
救
助
に
つ
4
と
、
他
の
都

道
府
県
知
事
に
対
し
て
、
応
援
を
な
す
ぺ
さ
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
さ

る．

鋼
l
l
-

＋
一
条
の
二
日
本
赤
十
字
社
は
、
そ
の
使
命
に
か
ん
が
み
、
救
助
に

5

力
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

②
政
府
は
、
日
＊
赤
十
字
社
に
、
政
府
の
指
攘
監
督
の
下
に
、
救
助
に
関
し

地
方
公
共
団
体
以
外
の
団
体
又
は
佃
人
が
す
る
協
力
（
祁
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
協
力
を
除
く
。
）
の
漣
絡
閃
笠
を
行
た
わ
せ
る
こ
と
が
で
さ
る
．

g-Wは
一
〇
九
．
這
包

算

i
-
H
,
i
一
条
都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
又
は
そ
の
応
投
の
実
如
に
関
し
て
必

要
な
事
項
を
日
本
赤
十
字
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

箪
＿
二
宜
費
用

第
＿
＿
干
＿
＿
一
条
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
救
助
に
要
す
る
費
用
（
牧
助
の
事

務
を
行
う
の
に
必
要
な
費
用
を
含
む
。
）
は
、
数
助
の
行
わ
れ
た
地
の
都
辺
府

只
が
、
こ
れ
を
支
弁
す
る
。

②
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
交
弁
償
及
び

5
1
一
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
扶
助
金
の
支
給
で
、
第
二
十
四
灸
祁
二
公
の
規
定
に
よ
る
従
事
命
令

又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
出
力
命
令
に
よ
つ
て
救
助
に
関
す
る
索
秘

に
従
事
し
｀
又
は
協
力
し
た
名
に
保
る
も
の
に
衷
す
る
費
用
は
、
そ
の
従
事

検
査
な
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
都
道
府
累
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
物
資
を
保
管
さ
せ
た
者

か
ら
、
必
要
た
報
告
を
取
り
、
又
は
当
該
吏
員
に
当
該
物
資
を
保
管
さ
せ
て

あ
る
鳩
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
さ
る
．

R
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
子
め
そ
の
后
を
そ

の
施
設
、
土
地
、
家
屋
又
は
湯
所
の
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。、
し

c
当
該
吏
員
が
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
le
、
そ

の
身
分
を
示
す
証
漂
を
捻
帯
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
厚
生
大
臣
、
都
辺
府
県
知
事
、
第
一

l

-

＋
条
の
規
定
に
よ
り
救
助

の
実
苑
に
関
す
る
都
道
府
県
知
事
の
屈
柾
の
一
部
を
委
任
さ
れ
た
市
町
村
長

（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
．
以
下
同
じ
9
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
企
を
受
け
た

名
は
、
非
常
災
害
が
発
生
し
、
現
に
応
急
的
た
救
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
湯

合
に
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
緊
急
を
要
す
る
通
信
の
た
め
，
電
気
通
信
亭
棠

法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
奇
）
第
二
条
祁
五
号
に
規
定
ナ
る
電
気

通
信
事
棠
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
を
優
先
的
に
利
用

し
、
又
は
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
条

第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
若
し
く
は
無

繰
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

U

芭
一
八
●
一
六
一
ハ
・
全
●
、
●
一
1＿七●

-
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九
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＾
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正
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第
二
十
九
条
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
助
に
関
す

る
業
務
に
従
事
し
、
又
は
協
力
す
る
者
が
、
こ
れ
が
た
め
負
傷
し
、
疾
病
に

か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
湯
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
る
に
よ

り
扶
助
金
を
支
給
す
る
．

四〇＿＿＿

匹

0
匹

命
令
又
は
協
力
合
令
を
発
し
た
都
道
府
屎
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
が
｀

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
従
亭
命
令
に
よ
つ
て
救
助
に
関
す
る
棠

移
に
従
事
し
た
者
に
保
る
も
の
に
要
す
る
費
用
は
｀
問
項
の
扱
定
に
よ
る
茨

求
を
な
し
た
都
道
府
県
知
事
の
院
＂
す
る
都
道
府
県
が
、
こ
れ
を
支
弁
す

る。

③
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
箪
用
す
る
第
二
十
一
＿
一
条
の
二
第
一
二
項

の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
要
す
る
費
用
は
、
管
理
、
使
用
若
し
く
は
収
月

を
行
い
、
又
は
保
管
を
台
じ
た
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
が
、

こ
れ
を
支
弁
す
る
．

き̂

-g只
＾
’
●
二
＾
竺
癸
’
●

-lw.-g.tu望
）

第
三
十
四
条
郡
道
府
県
は
、
当
舷
都
道
府
限
知
事
が
第
一
二
十
一
一
条
の
規
定
に

よ
り
委
託
し
た
事
項
を
実
茂
す
る
た
め
｀
日
本
赤
十
字
社
が
支
弁
し
た
費
用

に
対
し
、
そ
の
費
用
の
た
め
の
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
を
控
験
し
た
額
を
補

償
す
る
．

G●
-
＿
四
松l
k
^
•
こ
望
）

第
＿
二
十
五
条
都
道
府
県
は
｀
他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
行
わ
れ
た
牧
助
に
つ

さ
な
し
た
応
扱
の
た
め
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
｀
救
助
の
行
わ
れ
た
地
の

都
這
府
限
に
対
し
て
｀
求
償
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。

u.-m.;^
'
一
●
音
）

5
 

第
三
十
六
条
因
庫
は
｀
都
道
府
県
が
竺
I
H
’
＿
＿
一
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た

S.)

費
用
及
び
第
三
十
四
条
の
親
定
に
よ
る
補
償
に
要
し
た
費
用
（
前
条
の
規
定

2

に
よ
り
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ

る
求
償
に
対
す
る
支
払
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
顧
以
上

U
E法
四

0
七
八
〕
＠



と
な
る
切
合
に
お
い
て
、
当
該
合
計
額
が
｀
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

往
包
ー
百
二
十
六
号
）
に
定
め
る
当
該
都
道
府
県
の
行
遥
税
（
法
定
外
行
通

税
を
徐
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
祁
一
条
第
一
項
祁
五
号
に
い
う
標

郎
税
平
（
標
革
税
字
の
定
め
の
な
い
地
方
税
に
つ
い
て
は
．
阿
法
に
定
め
る

税
平
と
す
る
。
）
を
も
つ
て
箕
定
し
た
当
は
年
度
の
収
入
見
込
額
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
収
入
見
込
訊
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
二
以
下
で
あ
る
と
さ
に

あ
っ
て
は
当
該
合
計
額
に
つ
い
て
そ
の
百
分
の
五
十
を
負
担
す
る
も
の
と

し
、
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
を
こ
え
る
と
き
に
あ
っ
て
は
左
の
区
分
に
従

つ
て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
湯
合
に
お
い
て
．
収
入
見
込
額
の
算
定

方
法
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
祁
二
百
十
一

号
）
祁
十
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
収
入
且
込
顧
の
百
分
の
二
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
百
分

の
五
十

二
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
を
こ
え
、
百
分
の
四
以
下
の
部
分
に
つ
い
て

は
．
そ
の
額
の
百
分
の
八
十

＿
二
収
入
見
込
額
の
百
分
の
四
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
百

分
の
九
十

（
●
-
ー
一
七
き
。
九
・
仝
改
）

第
三
十
七
条
都
道
府
県
は
．
前
条
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
の
財
涼
に
充
て

る
た
●
、
災
宅
救
助
茄
金
を
積
み
立
て
て
筐
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8

●
-
―
四
●
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k
＾
・
ニ
5
改
正
）

を
―
l
十
八
条
災
壱
牧
助
基
金
の
各
年
度
に
お
け
る
投
少
額
は
当
該
都
道
府
県

の
当
は
年
度
の
煎
年
度
の
前
＝
―
年
間
に
お
け
る
地
方
税
法
に
定
め
る
苔
通
税

第
十
九

m
災
害
対
策
（
災
害
救
助
法
）

坑
十
九
編

災
害
対
策
（
災
害
救
助
法
）

ら
、
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

綱
四
＋
―

i

一
条
災
害
救
助
基
金
が
妨
一
＿
＿
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
最
少
額
以
上
積

み
立
て
ら
れ
て
い
る
都
辺
府
県
は
、
区
域
内
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
が
災
害
敦
助
の
資
金
を
貯
苔
し
て
い
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定

に
よ
る
炊
少
額
を
超
え
る
部
分
の
企
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
災
害
救
助
基

金
か
ら
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

^
“
二
＾
往
Z
ハ
K
．
珂
一
1
一
七
松
一
〇
九
•
一

．．
 王）

第
四
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
茂
に

関
す
る
そ
の
疏
権
の
一
部
を
市
町
村
長
に
委
任
し
た
湯
合
又
は
都
道
府
県
が

枚
助
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
暇
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
救
助
を
必

要
と
す
る
者
の
現
在
地
の
市
町
村
に
、
救
助
の
実
旋
に
要
す
る
費
用
を
一
時

紐
行
支
弁
さ
せ
る
こ
と
が
で
さ
る
。

＾
弓
一
四
往
一
六
＾
・
-

．．
 邑

第

四

章

罰

則

第
四
十
五
条
左
の
各
号
の
一
に
は
当
す
る
者
は
｀
こ
れ
を
六
節
月
以
下
の
懲

役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

l

第
i

-

＋
四
条
第
一
項
又
は
祁
二
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
命
令
に
従
わ
な

い
者

二
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保

竹
合
令
に
従
わ
な
い
者

（
●
1
-
l
七
●
＿
0
九
・
一
●
改
正
）

第
四
十
六
条
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
救
助
を
受
け
、
又
は
受
け
さ

せ
た
者
は
、
こ
れ
を
1
ハ
芭
月
以
下
の
懲
戒
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

Q
げ

〔
日
法
四
0
七
八
〕
R

の
収
入
額
の
決
算
額
の
平
均
年
額
の
千
分
の
一
ユ
に
相
当
す
る
額
と
し
｀
災
害

救
助
甚
金
が
そ
の
汲
少
額
に
達
し
て
い
な
い
場
合
は
、
都
道
府
県
は
、
政
令

で
定
め
る
金
額
を
、
当
欧
年
度
に
お
い
て
、
釈
み
立
て
た
け
れ
ば
た
ら
な

ヽ

●

②
前
項
の
設
定
に
よ
り
算
定
L
た
各
年
度
に
お
け
る
災
密
救
助
荼
金
の
表
少

額
が
五
百
万
円
に
演
た
た
い
と
さ
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
災
害
救
助
蕊
金

の
丑
少
額
は
、
五
百
万
円
と
す
る
。

（
●
二
＾
訟
＿
K
六
•
＿
●
改
正
）

第
三
十
九
条
災
害
牧
助
茶
金
か
ら
生
ず
る
収
入
は
、
す
べ
て
災
害
救
助
基
金

に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
四
十
条
第
―

-H'六
条
の
規
定
に
よ
る

111庫
の
負
担
額
が
、
阿
条
に
規
定
す

る
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
に
災
害
救
助
菟
企
以
外
の
財
源
か
ら
支
出
さ
れ
た

額
を
起
過
す
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
は
．
こ
れ
を
災
害
救
助
基
金
に
紐
り

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
（
●
1
-
m
●
＿
六
＾
・
一
瓢
改
正
）

第
四
十
一
条
災
害
救
助
基
金
の
運
用
は
、
左
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

た
い
。

ー
資
金
運
用
部
へ
の
預
託
又
は
確
実
な
銀
行
へ
の
預
金

二
口
償
証
券
、
地
万
債
証
券
．
勧
案
償
券
そ
の
他
碩
実
な
償
券
の
応
寡
又

は
買
入

三
第
二
十
一
＿
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
品
の
事
前
閃
入

（
●
-
ー
六
●
＿o
ニ
・
＿
•
改
正
）

第
四
十
二
条
災
害
救
助
基
金
の
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
災
害
救
助
基
金
か

四

0
五

四

0
六

る
。
そ
の
刑
法
に
正
条
が
あ
る
も
の
は
｀
刑
法
に
よ
る
。

（
●
＿-
Hぶ
5
-
0
九
~
＿
•
改
正
）

第
四
十
七
条
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
七
粂
第

一
項
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
官
吏
若
し
く
は
吏
員
の
立
入
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
｀
又
は
第
二
十
三
条
の
一
＿
＿
第
二
項
若
し
く
は

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
輯
告
を
な
さ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
殺

告
を
な
し
た
者
は
｀
こ
れ
を
一
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

q●
-
-
i
七
●
I
O
九
~
ー
●
u
邑

第
四
十
八
条
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
閲
し
第
四
十
五
条
又
は
前
条

の
遠
反
行
為
を
な
し
た
と
き
は
、
行
力
者
を
罰
す
る
の
外
會
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
~
各
本
条
の
罰
企
刑
を
科
す
る
．

附

則

妙

①
こ
の
法
捻
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
日
か
ら
、
こ
れ
を
芸
行
ナ
る
。

9

罹
災
救
助
甚
金
法
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

③
こ
の
法
律
斑
行
の
際
｀
現
に
存
す
る

IB法
に
よ
る
霰
災
救
助
甚
企
は
、
こ

の
法
律
に
よ
る
災
害
救
助
甚
企
と
す
る
。

附
則
（
碍
を
一
四
年
五
月
1
-
―
-

．．
． 

駕
一
五
七
骨
）
紗

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
蕊
行
す
る
。

附
則
臼
●
●
―
]
四
●
五
9-
＿
二
●
●
零
●
只
＾
骨
）
抄

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
苑
行
す
る
。

附
則
＾
・
・
1
-
K
“

こ
の
法
在
は
、
資
金
速
用
部
賀
金
法
G

昭
和
二
十
六
年
法
祁
第
百
号
）
芸
行

の
日
か
ら
苑
行
す
る
。

aggti.ゎ
-
I
-
"
2
口

9
-
g

附
則
（
●
竺
＿
＾
年
＾
9
-
ー
—
,

．．
． 
-
2
8
.
 

ー
こ
の
法
祁
は
、
公
布
の
日
か
ら
控
行
す
る
。
但
し
、
第
一
―
-
+
―
―
一
条
及
び
祁

_
＿
＿
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
則
(
m
●
-
―
―
七
年
五
9
＾
日
往
●
●
ー
0
九
●
）

1

こ
d
法
体
は
｀
災
宅
対
策
基
本
法
の
茂
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
｀
妍
ー
ー
ー
糸
中
災
宅
救
助
法
第
一
＿
＿
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

笞
行
し
、
昭
和
一
l
l
十
七
年
度
分
の
国
庫
負
担
企
か
ら
適
用
す
る
．

（
●
n
の
g
t
i
.ゎ
-
1
一
七
年
七
"
1
0
•
1

2

こ
の
法
搾
の
苑
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

11則
の
適
用
に
つ
い
て

11、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
（
●
●
五
五
年
―

-
9
-
各
a
.
.
.
 ^
五
●
）
抄

（
菟
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
｀
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
茂
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
条
こ
の
法
在
の
徳
行
前
に
し
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
に
係
る

Ill
の

橙
関
の
法
な
若
し
く
は
こ
れ
に
甚
づ
く
命
令
の
扱
定
に
よ
る
許
可
、
屁
可
そ

の
他
の
処
分
又
は
英
約
そ
の
他
の
行
な
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
幻
分

誓
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

節
十
九

m
災
宅
対
僚
（
災
害
救
肋
法
）

邪
十
九
田
災
害
対
策
（
災
害
救
助
法
）

に
よ
り
相
当
の
地
方
運
杭
局
長
、
海
運
監
理
部
長
又
は
活
運
支
局
長
等
に
対

し
て
し
た
中
罰
守
と
み
な
す
．

第
二
十
五
条
こ
の
法
律
の
厖
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
た
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

附
則
（
磨
岳
袋
．

n-g-音
●
●
●
八
考
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
招
行
す
る
．

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
八
条

JIl則
坑
二
条
か
ら
前
灸
主
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

代
の
応
行
に
関
し
必
要
な
事
攻
は
｀
政
令
で
定
め
る
。

四
0
八
（
ー
琶
）

〔
日
法
四
0
七
八
〕
⑮

正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
蒟
つ
く
凸
令
の
規
定
に
よ
り
又

は
こ
れ
ら
の
規
定
に
甚
づ
く
所
掌
事
狂
の
区
分
に
応
じ
『
相
当
の
麿
概
閑

の
し
た
処
分
年
と
み
た
す
。

附
則
（
●
●
五
九
を
五
月
八
9
紐●貫―

-K-＊
）
抄

（青誓）

第
一
条
こ
の
法
＃
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
徳
行
ナ
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
こ
の
法
律
の
茂
行
前
に
淀
遅
局
長
、
洒
速
監
理
部
長
、
氾
遠
局

若
し
く
は
海
遠
監
理
部
の
支
局
そ
の
他
の
地
方
様
閲
の
長
（
以
下
「
支
応
長

き
と
い
う
。
）
又
は
臣
運
屈
長
が
法
な
若
し
く
は
こ
れ
に
蕊
づ
く
ん
令
の
蜆

定
に
よ
り
し
た
許
可

‘
E可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
（
支
局
長
等
が
し
た

処
分
等
に
あ
っ
て
は
．
運
柿
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
こ
の
法
＃

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
樗
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
会
令
の
規
定

に
よ
り
相
当
の
地
方
遅
雑
局
長
、
海
運
監
瑶
部
長
又
は
地
方
運
松
局
若
し
く

品
運
監
理
部
の
洒
遅
吝
箆
の
他
の
地
方
機
関
の
長
C
以
下
「
滋
遅
支
局

長
等
」
と
い
う
•
)
が
し
た
処
分
等
と
み
た
す
。

第
二
十
四
条
こ
の
法
律
の
施
行
前
届
鸞
長
、
茫
運
監
理
部
長
、
支
局
長

等
又
は
陸
運
局
長
に
対
し
て
し
た
申
罰
屈
出
そ
の
他
の
行
お
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
印
積
等
」
と
い
う
。
迂
、
政
令
（
支
局
長
等
に
対
し
て
し
た

申
請
等
に
あ
っ
て
は
、
運
籟
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
｀
こ
の
法
律

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
在
若
し
く
は
こ
れ
に
甚
づ
く
合
令
の
伐
定

四

0
七

C
B法
四

f

九
八
J

念
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0
災
害
救
助
法
施
行
令

（
昭
禾
二
十
二
年
十
月
三
十
日
）

政
令
第
二
百
二
十
五
サ

U
正

g
-
1

—
i
年
―
"
9
-
W
"
5
七
疇
―
R
o
.

閃
『
＿
＾
．
＾
n
l
t
i
n
E
き
＾
l
号

閲

"
'
o
•
'
"
ー
音
閃
箕
口
●

閃
一
1
-
3
一
年
七
"
”
―
―
―
-
n

閲
貫

t
l
-—l
-
．

閃
I
-
t
”
年
七
月
―
-
＂
閃
を
一
岳
ハ
峯
”

E
-
t
-
七
年
七
n
九
日
陀
訳
二
＾
た
号

閃
三
＾
“
e
n
'
"
'
9
m
第
一
―
-
＾
ゃ
｀

災
宅
炊
助
法
加
行
合
を
こ
こ
に
公
布
す
”
6
.

災
忠
放
助
法
洸
行
令

第
一
条
災
む
孜
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
往
冗
百
十
八
梵
以
下
f

法
j

と

ぃ
．
9
J
笹
一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
和
度
の
災
宅
は
、
次
の
各
名
の

い
ず
れ
か
に
此
当
す
る
災
宅
と
す
る
．

一
当
該
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
．
以
下
問
じ
J
の
区
域
G

地
方
日
治
法

（
四
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
サ
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
当
餃
市
の
区
城
又
は
当
低
市
の
区
の
区
域
と

す
る
．
以
下
閲
じ
9
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
数

以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失
し
た
こ
と
・

二
当
屈
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
，
当

tl都
道
府
県
の
区
域
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
去
笹
一
に
定
め
る
数

郎
十
九
駕
災
害
対
策
（
災
宅
放
肋
法
蕊
行
令
）

第
十
九
編
災
害
対
策
（
災
害
汝
助
法
茂
行
令
）

二
災
害
に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
遠
ば
れ
た
土
石
、
竹
＊
笠
で
、

日
常
生
活
に
苓
し
い
支
絃
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
除
去

g
-
一
口
き
一
五
六
・
追
R
)

第
九
条
の
二
救
肋
の
報
度
、
方
法
及
び
期
閲
は
、
応
急
救
油
に
必
衷
な
笠
屈

内
に
れ
い
て
｀
予
め
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
都
道
府
県
知
事
が
、
こ
れ

を
定
め
る
．

s
”
i
t
-
B
●
二
五
六
・
旧
算
九
条
誡

3

第
十
条
法
雰
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
医
獄
、
土
木
建
築

H
事
及
び
帖
送
関
係
名
の
幻
囲
は
、
左
の
沼
り
と
す
る
．

一
医
飼
｀
歯
科
医
節
又
は
菜
剤
師

二
保
憶
婦
、
助
蹄
婦
又
は
泊
穎
婦

-
＝
―
土
木
技
術
名
又
は
速
築
技
術
嗜

四
大
工
．
左
官
又
は
と
び
戚

五
土
木
棠
屯
又
は
述
築
菜
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
従
菜
名

六
地
方
鉄
道
痰
苓
及
び
そ
の
従
染
名

七
此
道
経
営
省
及
び
そ
の
従
業
者

八
自
勘
訊
運
送
淳
業
者
及
び
そ
の
従
業
者

九
船
拍
運
送
莱
者
及
び
そ
の
従
業
者

＋
蘭
巡
迭
菜
名
及
び
そ
の
従
菜
者

第
十
一
条
法
祁
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
宴
費
弁
償
に
悶
し
て
必
要

品
項
は
｀
予
め
既
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
會
都
道
府
県
知
平
が
、
こ
れ
を

定
め
る
・

罠
十
二
条
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
符
翠
す
る
こ
と
が
で
き
る

四
四 匹

匹

以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失
し
た
極
合
で
あ
っ
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域

内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
去
第
三
に
定
め
る
数
以
上
の
仕
吝
の
生
家

が
滅
失
し
た
こ
と
．

三
当
餃
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
｀
当

該
郡
道
府
県
の
区
域
内
の
人
口
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
四
に
定
め
る
数

以
上
の
世
花
の
住
家
が
滅
失
し
た
坦
合
又
は
当
該
災
宅
が
閉
絶
し
た
地
域

に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
苓
災
害
に
か
か
っ
た
者
の
改
咽
を
嗜
し
く
困
難

と
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
湯
合
で
あ
っ
て
、
各
数
の
世
苓
の
住
家
が
滅

失
し
た
こ
と
．

四
多
数
の
者
が
生
令
又
は
身
体
に
危
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
お
そ
れ
が

生
じ
た
こ
と
．

R
袖
灰
第
一
号
か
ら
菜
ー
ニ
サ
文
で
に
規
定
す
る
住
家
が
滅
失
し
た
世
帯
の
数

の
算
定
に
当
た
つ
て
は
｀
住
家
が
半
填
し
又
は
半
焼
す
る
等
苓
し
く
損
伍
し

た
世
帯
は
二
世
布
を
も
つ
て
、
住
家
が
床
上
浸
ホ
、
土
砂
の
た
い
積
ぞ
に
よ

り
一
咤
的
に
店
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
註
と
な
っ
た
世
花
は
三
社
苓
を

も
つ
て
｀
そ
れ
ぞ
れ
住
家
が
減
失
し
た
一
の
社
苓
と
み
た
す
．

U

●
-
―
一
七
●
ー
i
八
大
・
仝
改
＂

第
二
聾
か
ら
昂
七
条
ま
で
削
除
（
●
-
l
-
ま
政
一
＿
＾
も

第
八
条
市
町
村
長
（
特
別
区
長
を
含
む
J
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
改
助
に
関

し
て
、
都
道
府
県
知
事
を
補
助
す
る
．

第
九
条
法
第
二
十
三
条
第
二
2
第
十
サ
に
規
定
す
る
激
助
の
喜
類
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
．

ー
死
体
の
披
羹
び
処
翠

茂
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
，

ー
病
院
、
診
裔
又
は
助
産
所

二
旅
館
又
は
飲
食
店

g
-
l
七
駅
一
＿
＾
た
＿

．． 
5
 

第
十
三
条
法
第
二
十
九
条
の
扶
助
金
（
以
下
「
袂
助
色
と
い
う
．
）
は
｀
療
養

裔
金
．
休
業
扶
助
金
、
障
害
扶
助
金
、
遺
族
扶
助
金
．
葬
祭
扶
助
金
及
び

打
切
扶
助
金
の
六
誼
と
す
る
．

u
g
-
1
-
0
百
・
全
邑

第
十
四
条
前
条
に
規
定
す
る
扶
助
金
（
窯
養
扶
助
金
を
給
＜
J
は
、
支
珀
玉

塁
を
甚
準
と
し
て
支
給
す
る
．

②
前
攻
に
規
翠
る
支
給
基
礎
額
は
．
次
の
と
お
り
と
す
る
．

一
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
飲
助
に
関
す
る
菜
秘
に
従
事
し
た
者

（
以
下
「
従
事
者
j

と
い
う
3
の
う
ち
．
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
往
巧
四
十
九
号
）
に
規
定
す
る
労
舶
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
．
負
ほ

若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
放
が
発
生
し
た
B
又
は
飴
断
に
よ
っ
て

疾
病
の
発
生
が
菰
定
し
た
日
を
基
学
と
し
て
、
同
法
第
十
二
条
の
訊
定
に

よ
り
算
定
し
た
平
均
賃
金
の
額

二
従
事
沓
の
う
ち
、
労
働
甚
準
法
に
規
定
す
る
労
働
者
で
な
い
者
に
つ
い

て
は
．
そ
の
名
が
通
常
得
て
い
る
収
入
の
瓢
を
基
準
と
し
て
都
道
府
県
知

事
が
定
め
る
額
．
た
だ
し
、
そ
の
者
が
通
常
得
て
い
る
収
入
の
額
が
、
そ

の
地
方
で
．
閲
様
の
事
業
を
営
み
．
又
は
同
様
の
英
秘
に
従
事
す
る
者
が

通
常
得
て
い
る
取
久
の
都
C
以
下
「
様
準
収
入
額
j

と
い
う
。
）
を
こ
え
る

．
．
 U
日
法
二
五
三
七
〕
も

‘‘‘、

•
C
a
法
こ
五
ミ
七
〕
公
》

と
き
は
．
標
渾
収
入
額
を
某
準
と
し
て
謡
道
府
県
知
事
が
定
め
る
額
と
す

る．

l
＝
法
第
―
-
＋
五
名
の
紺
定
に
よ
り
救
助
に
関
す
る
業
稔
に
協
力
し
た
者

（
以
下
「
協
力
者
」
と
い
う
J
に
つ
い
て
は
、
む
寮
官
に
協
力
援
肋
し
た
者

の
災
屯
給
付
に
関
す
る
法
律
菟
行
令
（
四
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十

九
分
）
第
五
条
に
規
定
す
る
給
付
基
磁
類
の
例
に
よ
り
都
道
府
限
知
事
が

定
め
る
額

a
-
1
-
0
●
●
：
父
改
．． 
――一七政―-^
九・閃1―
-
A
政
ー
ニ
＾
．
n
5
改
も

第
十
五
条
従
事
者
又
は
協
力
名
が
負
岱
し
．
又
は
疾
利
に
か
か
っ
た
坦
合
に

お
い
て
は
｀
寮
養
扶
助
金
と
し
て
、
必
要
な
僚
養
に
妥
す
る
費
用
を
支
給
す

る．
＠
前
項
の
択
養
の
範
囲
は
．
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
獄
養
上
相
当
と

区
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
．

一

拾

察

二
凜
剤
又
は
治
拭
材
料
の
支
給

三
処
筐
、
手
術
そ
の
他
の
治
縦

四
病
院
又
は
飴
摂
所
へ
の
収
名

五

看

護

六

9
送（●-1-0N四

．． 

m
 

第
十
六
条
従
ぷ
者
又
は
協
力
者
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
窯
養
の

重
い
冴
体
障
害
に
応
ず
る
等
扱
よ
り
三
汲
上
位
の
等
敬

の
前
項
の
規
定
に
よ
る
闊
害
扶
助
金
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寿
体
障
害
に
応

ず
る
答
紋
に
よ
る
ほ
害
扶
助
金
の
額
を
合
算
し
た
額
を
こ
え
て
は
た
ら
な

、．ヽ
＞

①
既
に
身
体
ぽ
害
の
あ
る
従
事
者
又
は
協
力
者
が
．
女
伍
又
は
疾
病
に
よ
っ

て
、
閲
一
部
位
に
つ
い
て
輝
害
の
租
度
を
加
直
し
た
坦
合
に
は
、
そ
の
閂
害

扶
助
金
の
額
か
ら
従
前
の
障
害
に
応
ず
る
等
紋
に
よ
る
障
害
扶
助
金
の
額
を

差
し
引
い
た
額
を
も
つ
て
、
障
害
扶
助
金
の
額
と
す
る
．

u
g
-
1
-
0
欧
ロ
・
m
g
•
l
-
I
七
●
二
＾
九
・
一
鰐
●
芭

第
十
八
条
従
亭
名
又
は
協
力
名
が
死
亡
し
た
呂
合
に
お
い
て
は
、
遺
族
扶
肋

金
と
し
て
．
そ
の
者
の
遺
灰
に
対
し
て
、
文
給
基
恥
額
の
千
倍
に
相
当
す
る

金
額
を
支
給
す
る
．

ugl-IO黛
a
．
這
包

第
十
九
条
訛
条
の
遺
族
は
、
次
の
各
丹
に
掲
げ
る
者
と
す
る
，

一
配
偶
者
（
婚
姻
の
屈
出
を
し
な
い
が
、
従
事
者
又
は
協
力
者
の
死
亡
当

的
事
実
上
街
切
閑
侶
と
同
挟
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
9

二
子
、
父
母
、
孫
及
び
祖
父
母
で
、
従
事
名
又
は
協
力
者
の
死
亡
当
時
主

と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
批
持
し
て
い
た
も
の

一
ー
ー
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
従
事
者
又
は
協
力
者
の
死
亡
当
時
主
と

し
て
そ
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
搾
し
て
い
た
名

四
子
｀
父
母
、
蜀
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
郎
ニ
サ
に
該
当
し
た
い
も

の

⑦
柏
項
に
掲
げ
る
者
の
遺
族
扶
助
血
を
受
け
る
閏
位
は
、
同
項
各
サ
の
問
に

に
よ
り
｀
阿
項
芥
二
号
又
は
第
四
サ
に
掲
げ
る
名
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ

第
十
九
編
災
害
対
策
（
災
害
汝
肋
法
芯
行
令
）

第
十
九
攀
災
害
対
策

G

災
害
芯
助
汰
瓦
行
令
）

た
め
従
前
の
業
務
に
匝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
笞
合
に
泣
い
て
は
、
、
交
菜
坤

助
金
と
し
て
．
そ
の
業
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
期
閲
一
日
に
つ
き
．

支
給
甚
碍
甑
の
百
分
の

1ハ
十
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
す
る
．

R
前
項
の
磁
合
に
お
い
て
．
引
き
続
き
業
務
上
の
i
5
入
の
全
部
又
は
一
都
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
名
に
対
し
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
中
は
休
菜
扶
助
金
を
支
給
し
な
ど
た
だ

し
｀
そ
の
業
荘
上
の
収
入
の
額
が
休
霙
扶
肋
金
の
証
よ
り
少
い
と
き
は
、
そ

の
差
額
を
支
給
す
る
．

（
5
-
1
＿
0
政
a
．
追
も

第
十
七
条
従
事
者
又
は
協
力
者
の
負
得
又
は
疾
病
が
な
お
つ
た
坦
合
に
お
い

て
、
別
表
第
五
に
定
め
る
程
度
の
冴
体
障
害
が
存
す
る
と
き
は
、
障
害
扶
助

金
と
し
て
｀
そ
の
閾
密
の
苓
級
に
応
じ
、
支
始
去
定
額
に
同
去
に
定
め
る
倍

数
を
菜
じ
て
得
た
金
額
を
支
給
す
る
・

R
別
汲
第
五
に
定
め
る
碗
度
の
身
体
ば
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
の
吝
佐
陣
誓

の
等
版
は
、
最
も
孤
い
冴
体
障
害
に
応
ず
る
等
級
に
よ
る
・

R
次
に
掲
げ
る
場
合
の
身
体
障
害
の
答
扱
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
各
サ
の
う
ち
、
従
事
者
又
は
協
力
者
に
最
も
有
利
な
も
の
に
よ

る`一
第
＋
―
―
―
扱
以
上
に
肢
当
す
る
牙
体
障
害
が
二
以
上
あ
る
摂
合
に
は
｀
最

も
lit
い
身
体
屈
害
に
応
ず
る
答
扱
よ
り
ご
奴
上
位
の
答
伝

二
第
八
級
以
上
に
訳
当
す
る
身
体
障
害
が
二
以
上
あ
る
湯
合
に
は
、
気
も

霊
い
烹
体
輝
宅
に
応
ず
る
笞
荻
よ
り
二
汲
上
位
の
ぞ
紐

三
第
五
蔽
以
上
に
餃
当
す
る
身
体
H
宅
が
二
以
上
あ
る
甚
合
に
は
｀
最
も

四
四
―
-
l

れ
ぞ
れ
、
当
訳
各
号
に
掲
げ
る
隈
序
に
よ
り
、
父
母
に
つ
い
て
は
｀
養
父
母

を
先
に
し
｀
実
父
母
を
甚
に
し
、
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
養
父
母
の
父
母
を

先
に
し
｀
実
父
母
の
父
母
を
後
に
し
、
父
母
の
養
父
王
を
先
に
し
、
実
父
丑

を
後
に
ナ
る
．

＠
従
事
者
又
は
協
力
者
が
遺
言
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
予
告
で
、
第

一
項
祁
＝
菩
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
名
の
う
ち
特
に
指
定
し
た
者
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
者
は
、
閲
項
霞
三
サ
及
び
第
匹
号
に
掲
げ
る
他
の

者
に
優
先
し
て
遺
族
扶
助
金
を
受
け
る
も
の
と
す
る
．

①
遺
族
扶
助
金
を
受
け
る
ぺ
き
同
限
位
の
者
が
二
人
以
上
あ
る
坦
合
に
お
い

て
は
｀
遠
族
扶
助
金
は
、
そ
の
人
数
に
よ
っ
て
等
分
し
て
文
給
す
る
も
の
と

す
る
．

（
●
ー
―
-
o
.
a
．
這
a
)

芭
一
十
条
従
事
者
又
は
協
力
者
が
死
亡
し
た
撼
合
に
お
い
て
は
｀
葬
祭
扶
助

金
と
し
て
｀
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
て
、
支
給
基
霞
額
の
1
ハ
十
倍
に
相
当
す

る
金
額
を
支
給
す
る
．

s
g
-
o
.
ロ
・
這

E

第
二
十
一
棗
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
僚
養
扶
助
金
の
支
給
を
受
け
る
者

が
、
択
養
扶
助
金
の
支
給
開
始
後
三
年
を
経
送
し
て
も
負
伍
又
は
疾
病
が
た

お
ら
た
い
桟
合
に
お
い
て
は
、
打
切
扶
肋
金
と
し
て
｀
支
給
基
霞
証
の
千
二
，
．

百
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

②
前
項
？
規
定
に
よ
り
打
切
扶
助
金
を
支
始
し
た
と
き
は
、
そ
の
＆
は
扶
肋

金
を
支
給
し
た
い
．

（
四
―
―
-
0
政
ロ
・
辺
R

・
・
〔
日
法
二
吾
＝
＿
七
〕
＠

四
四
四

.
u
9
法
ニ
ヱ
三
七
〕
〇
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第
二
十
二
条
挟
功
金
の
文
治
を
受
け
る
ベ
ヤ
・
者
が
池
の
法
令
（
条
例
を
含

む
J

に
よ
る
”
士
焚
そ
の
他
の
給
付
又
は
補
位
を
交
け
た
と
き
は
、
同
一
の
ボ

故
に
つ
い
て
は
、
そ
の
始
付
又
は
補
使
の
阻
ば
に
お
い
て
、
扶
助
企
を
文
給

し
な
い
．

②
扶
助
金
の
文
給
．
の
限
因
で
あ
る
邪
故
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た

也
合
に
お
い
て
、
扶
功
金
の
文
給
を
天
け
る
べ
き
名
が
当
該
第
三
呑
か
ら
択

害
陪
伍
を
交
け
た
と
き
は
、
同
一
の
不
故
に
つ
い
て
は
、
•
ぺ
の
陪
佑
の
汲
度

に
お
い
て
、
扶
助
金
を
玄
治
し
な
ぃ
．

(

t

『
1
-

―つ氏["・凶
t
)

第
二
十
＿
―
]
条
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
万
円
と

す
る
．

G
g
-
――七只―
-
A
九
・
迅
E
〉

第
二
十
四
条
都
道
府
児
が
法
第
三
十
八
条
第
二
火
の
規
定
に
よ
り
由
み
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
は
、
当
眩
都
追
府
県
の
当
眩
年
度
に
お
け
る
災
害

救
助
甚
金
の
最
少
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
製
と
す
る
。

⑦
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
当
該
都
道
府
県
が
哀
に
積
み
立
て
て

い
る
顎
の
合
計
額
が
、
当
踪
都
道
府
県
の
当
眩
年
度
に
お
け
る
災
害
汝
助
甚

金
の
最
少
額
を
詔
送
す
る
拐
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
が
租
み
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
金
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
其
定
し
た
額
か
ら
そ
の
歴
王

g

を
控
除
し
た
ば
と
す
る
。
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政
ロ
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氾
元
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十
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附

則

衿

郎
十
九
紺

災
害
対
策

e
災
宅
也
肋
法
旋
行
令
）
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汲
包

郡
遊
府
媒
の
区
城
内
の
人
口

1・000・Q8'公展

昆
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蕊
〗
」
心
{
[
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芦
一
ー

柔

蕊

令

釜

冠

認
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三、

Q
8、

8
0人
塁

―

二

、

一

も

Cl

〔
日
芭
＿
七
二
九
1

各

①
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
．

②
四
和
十
年
勅
令
第
二
十
号
（
屈
災
救
助
甚
金
の
貯
寄
巳
に
関
す
る
勁
令
）

は
、
こ
れ
を
開
止
す
る
・

G
m
-
i攻＿
i九
0
,
i
●
さ
さ

閉

則

合

わ

―
i

-

＿
竺
二
月
二
七
且
苓

m二
九
0
●
)

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
姦
行
す
る
．

附
則
（
四
加
二
八
年
＾
9
I
-
＿a政令
m
一
八
一
色

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
へ
迎
和
ー
え
＿

o竺
3
ー
な
品
苓
翌
ぶ
ク
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
―
0
.

附
則
臼
四
翌
ー
E
年七

":_m立令
m-
―岳ハ号）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

＾
附
則
（
巧
れ
一

1

一七年七
9
九日

u-示
-
l

八
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
災
守
対
預
蕊
ネ
法
答
の
一
部
を
改
正
ナ
る
法
全
の
蕊
行
の
日

か
ら
益
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
袋
の
第
二
十
三
条
の
規
定

は
、
昭
和
＿
二
十
七
年
臣
分
の
国
瓜
負
担
金
か
ら
適
用
す
る
．

0
合
の
日

11.和-―}七年七
“
l
o
g

附
則
（
阿
れ
一
＿
＿
八
年
口
9
-
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-a政
令
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色

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
如
行
し
｀
昭
和

]-H'
八
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
．

別
表
第
＿
―

-a-―
-
七
き
一
八
た
．
追
g
)

別
表
厄
四
（
●
i-

―七歎―-^
九
．．． 
）
 

郡
遼
府
保
の
区
域
内
の
人
口

I'0̂
x、

0
8人
未
滋

六
裟
ぶ
翠
双
起

毛
苓
裟
苓
翌
認

三、

000、

000人
以
上

．
．
 口
日
法
二
五
三
七
〕
＠

籠
尊

三、

g-
一
〗
旦

―-rocx 

第十九町~災害対気（災害汝助法旅行令）
五‘五‘五̀  

m8  ; l [ 

苔 I吾

四
"
i
（̂9
~
g
i
o

四
匹
l
f

五I :ー：

：指；： ： ： ： ：： ： ； ：； ［．：／ ：し

111r1111rr r11 11 
きは 解

召塁 t 
もの こ

の得 ぷ
をで

七

紋

第
十
九
耀
災
害
対
策
（
災
害
奴
助
法
施
行
令
）

第
十
九
覇
災
害
対
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災
害
救
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法
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行
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紐

三

四

O
'
I

両
眼
が
矢
明
し
た
も
の

二
叫
内
及
び
哲
顆
の
楓
能
が
失
わ
れ
た
も
の

三
精
神
に
若
し
い
阻
害
を
残
し
、
常
に
介
霞
を
要
す
る
も
の

匹
駒
訳
郎
瓜
盤
の
様
能
に
苓
し
い
障
密
を
残
し
．
常
に
介
顧
を
妥
す
る
も
の

四
三
□

体

血

害

別
表
第
五
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第
十
九
編
災
宅
対
策

G

災
害
救
助
法
苑
行
令
）

第
十
九
編
災
害
対
策
（
災
害
救
防
法
斑
行
令
）
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たのも ぷった

i i l l ! 
四
六
〇

匹
一
ユ
九

九

紐

七
片
足
を
り
ス
9
9
9
関
印
以
上
羹
っ
た
も
ワ

八
両
足
の
す
ぺ
て
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

・'

九
女
子
の
外
貌
が
著
し
く
阪
く
た
っ
た
も
の

9
9
 

1
0
得

棗

を

失

っ

た

も

の

＿
 

：

／

五

l

l下
に
減
し
た
も
の

三
神
経
示
院
の
扱
能
に
著
し
い
ほ
害
を
残
し
、

E
凡
な
労
苔
以
外
の
労
務
に
g

四
お
や
指
を
あ
わ
せ
片
手
の
二
本
の
指
を
失
っ
た
も
の

五
片
手
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の
又
ほ
お

i
-

あ
わ
せ
片
手
の
三
本
以
上
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

.“
 

六
一
下
肢
を
五
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
ぼ
縮
し
た
も
の

七
ー
上
肢
の
三
大
閲
節
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
関
節
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
ャ

八
一
下
肢
の
三
大
関
団
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
関
節
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た

九

l

上
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

1
0
一
下
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

―
一
片
足
の
す
ぺ
て
の
指
を
失
っ
た
も
の
‘

.
，
.
 

-

i

一
評
皮
又
は
一
方
の
腎
嚢
を
失
っ
た
も
C-

一
丙
殴
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ

0
．
六
以
下
に
減
じ
た
も
の

ニ
ー
訊
の
視
力
が

0
・
O
Jハ
以
下
に
減
じ
た
も
の

三
丙
眼
に
そ
れ
ぞ
れ
半
百
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
哀
す
も
の

四
両
眼
の
＊
ぷ
た
に
そ
れ
ぞ
れ
箸
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
限
能
に
著
し
い
に
害
を
残
す
も
の

六
咀
弔
及
び
万
店
の
慢
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
餃
猿
の
全
部
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
方
の
ヰ
の
巴
力
が
全
く
失
わ
れ
た
も

八
片
手
の
お
や
指
を
失
っ
た
も
の
、
ひ
と
さ
し
指
を
あ
わ
せ
片
手
の
二
本
の
指

一五―

のを
失
っ
た

9
の
又
は
お
や
指

｀
も
の

も
の

指
若
し
く
は
ひ
と
さ
し
指
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

.

.
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五
三

t
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一

四

紙

第
十
九
篇
災
害
対
資

G

災
害
救
肪
法
施
行
令
）

第
十
九
繹

仰
名

一
祝
力
の
和
定
は
，
万
国
式
試
祝
力
表
に
よ
る
も
の
と
し
、
屈
折
異
状
が

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
｀
筋
正
祝
力
に
よ
っ
て
町
定
す
る
。

二
手
の
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
．
お
や
指
は
指
悶
節
、
そ
の
他
の
指
は
第

一
指
閑
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
を
い
う
。

三
手
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の
と
は
、
拍
の
末
益
の
半
分
以
上

を
失
い
、
又
は
中
手
指
節
関
節
若
し
く
は
第
一
招
関
節
（
お
や
指
に
あ
っ

}

]

｝

｝

紐

ー

ニ

紐

災
害
対
策
（
災
害
改
助
法
斑
行
令
）

七
片
手
の
ひ
と
さ
し
指
の
末
関
節
を
屈
仲
す
る
こ
と
が
で
き
た
く
な
っ
た
も
の

八
一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

九
片
足
の
第
三
足
招
以
下
の
一
本
又
は
二
本
の
指
を
失
っ
た
も
の

-
0
片
足
の
雰
二
足
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の
、
第
三
足
担
を
あ
わ
せ
片
足
の
二
本
の
指
が
用
を
な

さ
な
く
な
っ
た
も
の
又
は
片
足
の
第
三
足
指
以
下
の
三
本
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
た
っ
た
も
の

五
―
一
眼
の
ま
ぷ
た
の
一
郎
に
欠
損
又
は
ま
っ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

t.
＾
 

二
三
＊
以
上
の
歯
に
歯
科
補
炭
を
加
え
た
も
の

q
 三

上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
大
以
上
の
大
き
さ
の

mい
あ
と
を
残
す
も
の

四
下
肢
の
四
出
面
に
て
の
ひ
ら
大
以
上
の
大
き
さ
の
閲
い
あ
と
を
残
す
も
の

五
片
手
の
こ
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

六
片
手
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
担
以
外
の
指
の
指
骨
の
一
郎
を
失
っ
た
も
の

七
片
手
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
以
外
の
指
の
末
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八
片
手
の
第
三
足
指
以
下
の
一
＊
又
は
二
＊
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

(
l
g名
「
片
さ
と
な
る
は
ず
の
置
り
）

九
屈
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の

-
0
房
子
の
外
貌
が
閲
く
な
っ
た
も
の

て
は
指
関
節
）
に
宅
し
い
迩
勤
匹
害
を
残
す
i
の
を
い
う
，

四
足
の
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
、
そ
の
全
応
を
失
っ
た
も
の
を
い
う
．

五
足
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の
と
は
．
然
一
足
拒
に
末
節
の
半

分
以
上
．
そ
の
他
の
指
は
末
関
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
又
は
中
足
指
節
は

節
若
し
く
は
祁
ー
指
関
節
（
第
一
足
招
に
あ
っ
て
は
指
関
正
）
に
苓
し
い

逮
勁
ぼ
打
を
残
す
も
の
を
い
う
．

六
各
苓
萩
の
身
体
悶
宅
に
該
当
し
た
い
身
体
の
ぼ
宅
で
あ
っ
て
．

9

苫
苓
薮

の
冴
体
ほ
名
に
相
当
す
る
も
の
は
、
当
該
苓
紐
の
身
体
障
宅
と
す
る
．

C
8
法

l

l

＿
八
九
七
〕
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匹
1
^
f

四
六

六

ヽ

七
片
手
の
ひ
と
さ
し
指
が
JlJ
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の
又
は
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
以
外
の
片
手
の
二
＊

の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

八
第
一
足
指
を
あ
わ
せ
片
足
の
二
＊
以
上
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

九
胸
瞑
郡
諏
翡
に
隠
害
を
残
す
も
の

四
―
一
眼
の
眠
球
に
著
し
い
閃
節
扱
郎
皿
害
又
は
連
勁
ぽ
害
を
残
す
も
の

ニ
ー
眼
の
ま
ぷ
た
に
著
し
い
速
勤
悶
宅
を
残
す
も
の

.^' 

三
七
＊
以
上
の
也
に
歯
科
補
ほ
を
加
え
た
も
の

か`

四
一
方
の
耳
の

H
殻
の
大
部
分
を
欠
扱
し
た
も
の

五
鉛
骨
．
肱
骨
｀
る
＜
骨
“
け
ん
こ
う
骨
又
は
サ
盤
竹
に
若
し
い
奇
形
を
残
す
も
の
‘

六
一
上
肢
の
三
大
関
節
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
関
節
の
扱
能
に
悶
害
を
残
す
も
の

七
一
下
鼓
の
三
大
悶
節
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
関
節
の
概
能
に
悶
害
を
残
す
も
の

八
丑
菅
状
骨
に
奇
形
を
残
す
も
の

九
片
手
の
な
か
指
又
は
く
す
り
指
が
JlJ
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

-
0
片
足
の
第
二
足
招
を
失
っ
た
も
の
又
は
片
足
の
第
三
足
担
以
下
の
三
本
の
指
を
失
っ
た
も
の

ー
一
片
足
の
第
一
足
指
又
は
他
の
皿
本
の
指
が
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
も
の

＂＇ 

ー
ニ
屈
部
に
頭
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

"' 

-

l

i

i

男
子
の
外
説
が
苓
し
く
閲
く
な
っ
た
も
の

"' 

一
四
女
子
の
外
館
が
閃
く
な
っ
た
も
の

九

l

l

眼
の
視
力
が

0
.
1ハ
以
下
に
減
じ
た
も
の

9
9
 

ニ
ー
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

三
両
眠
の
さ
ぶ
た
に
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
欠
投
又
は
さ
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

四
片
手
の
こ
指
を
失
っ
た
も
の

五
片
手
の
お
や
指
の
指
骨
の
一
部
を
矢
っ
た
も
の

六
片
手
の
ひ
と
さ
し
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

： 
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0
災
害
救
助
法
施
行
規
則

胃

肩

―

二

十

日

）

阿
咋
、
大
冦
省
令
祁
一
号

し
＂
円

大
蘊
省

改正

g-―H
品

運
節
ク

o
m●
 

E

五＿公年

[--n1―-oaた
第

一

針

E

K
元
年
一
ハ
9
ニ
―
―
日
●
第
一
骨

災
内
枚
助
法
箆

n規
則
を
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

災
笞
枚
助
法
玲
行
規
則

第
一
条
災
沼
牧
助
法
（
以
下
法
と
い

9
.
）
祁
二
十
三
条
の
二
切
一
項
又
は
第

二
十
六
条
祁
一
項
の
規
定
に
よ
り
杓
沢
の
保
管
を
合
じ
．
物
資
を
収
用
し
．

苑
設
を
符
理
し
．
又
は
土
地
｀
家
凪
若
し
く
は
物
資
を
使
用
す
る
場
合
の
公

用
令
店
は
、
当
は
の
わ
貨
．
克
設
、
土
地
又
は
家
足
を
所
有
す
る
者
に
対
し

て
こ
れ
を
交
付
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
｀
所
有
者
に
交
付
す
る
こ
と

が
困
鯰
な
均
台
に
お
い
て
は
｀
権
原
に
基
い
て
そ
の
杓
資
｀
芸
設
｀
土
地
又

に
屈
を
占
有
す
る
者
に
対
し
て
こ
れ
を
交
付
す
る
こ
と
を
以
て
足
り
る
．

②
罰
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
が
占
布
者
で
な
い
と
さ
に
、
占
有

名
に
対
し
て
も
公
用
令
冑
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
公
用
令
柑
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
飲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

冗
十
九
編
災
害
対
策

G

災
密
汝
助
法
芸
行
烈
則
）

巧
十
九
因
災
害
対
領
（
災
害
汝
助
法
加
行
規
態

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

g一
七
羞
配
罪
漣

n省
令
一
．

nご改正）

第
二
条
収
用
又
は
使
用
す
べ
き
物
賀
11
．公Jjjふ＂

t
に
記
紅
し
た
引
哀
時
期

に
そ
の
所
在
の
衿
所
に
お
い
て
、
収
用
又
は
使
用
の
幻
分
を
な
す
指
定
行
政

梃
閲
の
長
若
し
く
は
指
定
地
万
行
政
綬
関
の
長
又
は
都

ill府
限
知
芥
に
こ
れ

を
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

指
定
行
政
授
関
の
長
若
し
く
は
指
定
地
方
行
政
梗
閃
の
長
又
は
都
道
府
県

知
事
は
｀
当
該
官
吏
又
は
更
員
に
、
双
用
又
は
使
用
す
べ
き
杓
沢
の
引
渡
し

を
受
け
さ
せ
る
も
の
と
す
る
．

e
当
該
官
吏
又
は
史
員
が
引
渡
し
を
受
け
た
と
さ
は
｀
受
佼
閃
円
を
作
り
｀

引
涙
し
を
な
し
た
所
有
者
又
は
占
有
者
に
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

•. 
し

④
当
荻
官
吏
又
に
吏
は
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
閃
肉
を
占
打
者
に
交
付

し
た
わ
合
に
お
い
て
は
、
遅
摺
た
＜
所
布
者
に
そ
の
搾
本
を
交
付
し
た
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ニ
巧
一
ニ
セ
屁
＂
こ
厚
マ

"
9
令
一
・
一

¢
t芭

第
三
条
法
第
二
十
＿
―
-
生
の
二
堕
二
項
（
法
第
二
十
六
条
れ
二
項
の
規
定
に
よ

り
郎
用
さ
れ
る
坊
合
を
含
む
，
）
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
若
は
｀
保
行
、
竹
理
又
は
使
用
の
均
台
に
お
い
て
は
仔
管
、
行
理
又

は
使
用
の
期
閉
況
了
の
後
に
お
い
て
｀
収
用
の
均
合
に
お
い
て
は
収
用
の
後

三
丙
月
以
内
に
お
い
て
、
補

E
．
求
の
事
由
、
補
償
請
求
印
そ
の
他
必
要
と

認
め
る
市
項
を
記

aし
た
損
牛
荊
償
莉
求
符
を
｀
当
該
処
分
を
な
し
た
指
定

行
政
根
関
の
長
若
し
く
に
指
定
地
方
行
政
椒
関
の
長
又
は
、
辺
附
県
知
市
に

2
日
法
四
―

H
I

＝D
危

一
公
用
令
街
の
交
付
を
受
け
る
活
の
氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
つ
い

て
は
，
そ
の
名
称
）

二
保
管
さ
せ
る
べ
さ
佑
資
の
種
知
、
数
羹
所
在
の
場
所
及
び
保
管
の
期

問
（
杓
沢
を
収
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
，
収
用
す
べ
き
わ
資
の
稽
類
，

数
益
．
所
在
の
湯
所
及
び
引
渡
時
期
、
施
設
を
管
理
す
る
鳩
合
に
お
い
て

は
、
管
理
す
ぺ
さ
班
設
の
名
称
｀
団
類
及
び
所
在
の
場
所
並
び
に
管
理
の

範
囲
及
び
期
間
｀
土
地
又
は
家
屈
を
使
用
す
る
湯
合
に
お
い
て
は
、
使
用

す
べ
き
土
地
又
は
家
屁
の
稲
類
及
び
所
在
の
場
所
並
び
に
使
用
の
範
囲
及

び
期
間
、
物
沃
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
す
ぺ
さ
物
天
の
植

奴
｀
数
正
、
所
在
の
場
所
、
引
渡
時
期
及
び
使
用
の
期
間
）

―
―
ー
そ
の
他
必
要
と
鯰
め
る
事
項

④
指
定
行
政
扱
閲
の
長
（
災
害
対
霞
基
本
法
（
昭
和
一
二
十
六
年
法
往
第
二
百

二
十
ー
―
ー
号
）
第
二
灸
祁
一
i

一
号
に
規
定
す
る
指
定
行
政
様
関
の
長
を
い
い
、
当

該
指
定
行
政
獣
関
が
国
家
行
政
組
紐
法
（
昭
和
二
十
一
二
年
法
＃
第
百
二
十

号
）
第
三
条
第
二
項
の
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
行
政

機
関
と
ホ
0
•
以
下
阿
じ
•
)
若
し
く
は
指
定
地
万
行
政
機
関
の
長
（
災
害
対

策
基
本
法
第
二
全
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
地
方
行
政
捜
関
の
長
を
い
う
。

以
下
阿
じ
。
）
又
は
郡
道
府
県
知
事
が
．
公
用
令
冨
を
交
付
し
た
後
前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
た
＜
公

Ill変
更
令
誓
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

⑤
指
定
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
又
は
都
道
府
県

知
事
が
．
公
用
令
書
を
交
付
し
た
後
保
管
、
収
用
、
管
理
又
は
使
用
に
関
す

る
処
分
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
さ
は
、
遅
符
な
く
公
月
取
消
令
書
を
交

四
六

l

―-
四
六
匹

畏
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
保
で
，
管
理
又
は
使
用
の
場
合
に
お

い
て
は
｀
保
管
、
管
理
又
は
使
用
の
期
間
一
芭
月
を
経
過
す
る
毎
に
そ
の
C-

過
し
た
期
間
の
分
に
つ
い
て
直
ち
に
損
失
祐
償
詣
求
誓
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
．

8

捐
失
補
償
罰
求
霞
に
は
、
損
失
補
慣
額
算
出
朋
細
書
を
添
附
し
た
け
れ
ば

な
ら
な
い
．
受
領

g
霰
の
交
付
を
受
け
た
場
合
で
あ
る
と
き
は
、
た
お
そ
の

写
を
鋲
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

"
"
一
七
虻
府
配
厚
渭
9
省
令
ー
・
一
●
S
正）

第
四
条
法
第
二
十
四
条
祁
一
項
又
は
第
二
咬
の
規
定
に
よ
り
従
事
さ
や
る
場

合
の
公
用
令
国
に
は
｀
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
取
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
．

＿
介
令
を
受
け
る
名
の
氏
名
．
藍
硲
出
生
の
年
月
日
及
び
居
生
の
鳩
所

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
つ
い
て
に
そ
の
名
称
｀
事
茉
の
花
類
及
び
i
-
i

た

る
平
務
所
の
所
在
地
）

ニ
従
事
す
ぺ
さ
第
秘

―
―
ー
従
事
す
べ
さ
杓
所
及
び
期
間

四
出
取
す
ぺ
さ
日
時
及
び
鳩
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
つ
い
て
に
従
事

す
ぺ
き
黙
秒
の
内
宕
計
面
）

五
そ
の
他
必
妥
と
認
め
る
事
項

＠
公
用
令
書
の
交
付
を
受
け
た
巧
が
や
む
を
得
な
い
亭
放
に
よ
り
女
功
の
実

克
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
さ
た
い
均
合
に
は
．
直
ち
に
事
由
を
付
し
て
従
事

合
令
を
発
し
た
都
道
府
累
知
高
地
方
運
祐
局
長
（
氾
逃
監
翠
郎
丑
を
含

む
。
以
下
同
じ
．
ご
に
そ
の
甘
を
屈
け
出
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
．

R
前
項
の
規
定
に
よ
る
屈
け
出
が
あ
っ
た
堡
合
に
お
い
て
、
都
追
尼
昂
知

ム
U

日
注
四
一
三
き
＠

本
、
地
方
迎
約
局
長
が
救
助
の
実
哀
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
送
当
で
な
い
と

窮
め
る
と
さ
は
、
第
一
項
の
命
令
を
取
り
泊
す
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
場
台

に
お
い
て
は
、
公
用
取
梢
令
布
を
発
し
、
そ
の
名
に
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
．

a-1一七に＂・＂卍
g
9
令
一
・
研
岳
ハ
紀
町
●
＂
還
＂
劣
介
＿
．

E
F
k
g
"込

n●
n省令
-
.
-
S
改正）

第
五
条
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
｀
史
費
弁
償
請
求
の
ボ
央
、
実
費
弁
償
訊
求
碩
そ
の
他
必
痰
と
認
め

る
ホ
項
を
記
歎
し
た
実
咲
弁
償
請
求
切
な
従
事
命
令
を
発
し
た
祁
道
府
県
知

水
又
は
法
祁
二
十
四
条
招
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
な
し
た
都
辺
府
県
知

事
（
こ
の
均
合
に
お
い
て
は
、
従
布
命
令
を
発
し
た
地
方
迎
舵
局
長
を
経
由

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J
I
C
提
出
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

iig-七
e
n
・
・
遵
n
布

i
.＂
五
九
に
＂
互
に
澤

n
省
令
ー
・
ー
記
竺
5)

第
六
粂
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
扶
助
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
｀

扶
助
金
支
給
巾
罰
甚
を
従
平
介
令
若
し
く
は
協
力
命
令
を
発
し
た
郡
迫
府
昂

知
水
又
は
法
第
二
十
四
生
第
二
攻
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
な
し
た
都
辺
J
f
j
原

知
亨
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
従
事
命
令
を
発
し
た
地
方
述
粽
局
長
を
経

由
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
に
提
出
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
扶
助
金
支
仕
申
請
由
に
は
、
左
の
区
別
に
従
い
、
所
淡
屯
顔
を
浜
附
し
た

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
根
茨
扶
助
金
支
給
中
罰
甚
に
つ
い
て
は
医
師
の
診
断
由
及
び
根
狡
費
に

関
す
る
罰
求
書
又
は
慎
収
揖

二

m杏
扶
助
金
支
給
申
請
貨
に
つ
い
て
は
身
体
悶
害
の
程
度
及
び
租
養
開

第
十
九
紺
災
害
対
禁
（
災
害
救
助
法
菟
行
規
則
）

し
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る

法
律
（
認
疇
吠
望
彗
詮
）

・
正
芍
●
五
0
年
＿

n-i-言
2

位
●
賽
一
壽

E
E
竺
0
月
一
一
六
日
閲
冨
七
四
9

U

吾
一
年

1

一
四
二
晨
買
六
号

E

五
K
●
四
n
-
0
9
E
買ニ―

t

今・

閃
五
七
年
＾

n
k
a尺
茫
七
0
9

G
2
＿̂
七
●
七
O
•
M
.
,

災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
授
護
沢
企
の
貨
付
け
に
関
す
る
法
往
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

9
次第

一
宜
捻
則
（
第
一
条
•
第
二
条
）

祁
ー
ー
宜
災
害
弔
慰
金
の
支
給
（
第
三
久
ー
祁
七
色

第
一
＿
五

祁
四
衣
災
害
援
護
資
金
の
貨
付
け
（
祁
十
条
ー
祁
十
五
久
）

附
刑

第

一

宜

総

則

（
態
旨
）

訊
一
条
こ
の
法
袢
は
、
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
選
択
に
対
し
て
支
給
す

第
十
九
編
災
宅
対
策

〔
日
法
四
＝
―
＿
-
=
=
〕

8
.

始
以
来
の
圧
過
を
詳
記
し
た
医
臣
の
じ
断
誓

―
―
一
遺
族
扶
助
金
又
は
葬
祭
扶
助
金
の
支
結
申
請
書
に
つ
い
て
は
氏
話
の
死

亡
じ
断
笞
及
び
死
亡
若
と
の
関
係
を
に
翌
’
る
書
屈

（●

-1-七
昔
置
犀
遅

n省
令
ー
・

E-
ュ
E
E
0己
遅
g
省
令
ー
・
一
苔
―
よ
）

附

則

①
こ
の
合
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
忘
行
す
る
．

②
征
災
救
助
基
金
法
応
行
手
既
、
北
活
辺
ほ
災
救
助
基
金
江
哀
行
手
浣
及
び

明
治
三
十
八
年
大
冠
省
令
第
三
・
千
八
号
は
、
こ
れ
を
尻
止
す
る
．

k
 

*
u
`
 

附

則

(mゎ
＿
―
-
差
七
月
九
日
●
忌
盗
＿
号
）

澤
記
省

n
が●

こ
の
命
令
は
、
災
害
対
策
茄
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
＃
（
巨
和
一

l-+

七
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
蕊
行
す
る
．

ag"11苔
―
＿
七
年
七
9
-
0
日）

紀
●
円

附

則

g
g
g
-月

-
i
-
O
E
5
峠
令
第
一
号
）

遍
●
●

n泊
●

こ
の
命
ふ
＂
は
、
地
万
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
泥
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
庶
行

す
る
．

給
悶
"

附

則

（

日

姜

委

告

＿

E
E
式
が
●
＿
サ
）

這
●
雀

g
泊
省

こ
の
命
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
だ
行
す
る
．

四
六
五

〔
日
法
三
八
五
二
〕
⑮

る
災
害
弔
慰
金
、
災
害
に
よ
り
精
神
又
は
身
体
に
著
し
い
ぽ
害
を
受
け
た
者

に
対
し
て
支
給
す
る
災
害
ほ
害
見
箕
金
及
び
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世

帯
の
世
帯
主
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
災
害
授
筵
資
金
に
つ
い
て
拭
定
す
る
も

の
と
す
る
．G

翌
七
往
七
0
.
＿
に
改
邑

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
＃
に
お
い
て
「
災
害
」
と
は
、
暴
凪
、
豪
雨
、
豪
勾
洪

水
、
高
濶
、
地
震
、
葎
波
そ
の
他
の
異
常
た
自
然
現
象
に
よ
り
芸
害
が
生
ず

る
こ
と
を
い
う
・

第
二
軍
災
害
弔
慰
金
の
支
給

（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
）

第
三
条
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ

る
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
災
害
C

以
下

y
の
宜
及
び
次
立
に
お
い
て
半
に

「
災
宅
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
遺
裟
に
対
し
．
災
害
弔
慇
企

の
支
給
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
遺
族
は
．
死
亡
し
た
者
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者

（
婚
姻
の
屈
出
を
し
て
い
た
い
が
事
笑
上
婚
姻
閲
保
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
者
を
含
み
ー
雌
婚
の
屈
出
を
し
て
い
た
い
が
事
央
上
院
婚
し
た
と
同
様
の

事
情
に
あ
っ
た
者
を
餘
く
。
）
．
子
、
父
母
、
孫
及
び
祖
父
丑
の
範
囲
と
す

る。
3

災
害
弔
烈
企
の
額
は
、
死
亡
者
一
人
当
た
り
三
百
万
円
を
迅
え
た
い
範
囲

内
で
死
亡
者
の
そ
の
世
帯
に
お
け
る
生
計
粒
持
の
状
況
等
を
砧
案
し
て
政
令

で
定
め
る
額
以
内
と
す
る
．

263 



笏
十
九
紺
災
害
対
繋

G
火

害

弔

烈

企

の

支

給

等

に

関

す

る

法

律

）

五

0
ニ

｛
応
五
〇
巴
．
塁
一
●
者
・
田
苔
臭
．
塁

E-＿
ニ

・

幻

五

七

と

七

含

む

J

に
精
神
又
は
身
体
に
別
表
に
掲
げ
る
径
度
の
悶
害
が
あ
る
住
民
（
次

項
に
お
い
て
「
a
害
者
」
と
い
う
J

に
対
し
、
災
宅
芦
宅
見
舞
金
の
支
給
を

O• 

I
C
＆
邑

（

災

害

に

よ

る

死

亡

の

推

定

）

行

う

こ

と

が

で

さ

る

。

第
四
条
災
む
の
界
現
に
そ
の
均
に
い
あ
わ
せ
た
者
に
つ
さ
、
当
該
災
甚
の
ゃ
2
災
柑
ば
宅
見
箕
企
の
額
は
、
広
害
者
一
人
当
た
り
百
五
十
万
円
を
超
え
た

ん
だ
後
三
月
問
そ
の
生
死
が
わ
か
ら
な
い
均
台
に
は
、
災
宅
弔
慰
金
に
関
す
い
範
囲
内
で
悶
害
者
の
そ
の
世
帯
に
お
け
る
生
計
廷
井
の
状
況
を
勁
案
し
て

る
規
定
の
透
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
．
当
訟
災
宅
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
政
令
で
定
め
る
額
以
内
と
す
る
。

も

の

と

推

定

す

る

。

（

翌

ほ

も

・

恙

g

)

（

支

給

の

制

限

）

（

諏

用

規

定

）

第
五
条
災
忠
弔
応
合
、
そ
の
災
宅
に
よ
る
死
亡
が
そ
の
死
亡
し
た
者
の
故
第
九
条
祁
羹
か
ら
雰
七
朱
ま
で
の
規
定
は
、
災
羞
覧
塁
に
つ
い
て

夏
箭
委
羹
に
よ
る
も
の
で
あ
る
均
合
そ
の
他
こ
れ
を
支
想
す
る
こ
笠
用
す
る
。

と
が
不
迩
当
と
認
め
ら
れ
る
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
支
粕
し
な
い
●
（
箆
七
a
き
・
辺
B
〉

（

四

蒻

）

第

四

箪

災

宅

援

證

資

企

の

貨

付

け

（

塁

者

も

・

旧

苔

＿

ヱ

繰

ご

第
1

ハ
条
租
税
そ
の
他
の
公
純
は
、
災
宅
弔
慰
企
と
し
て
支
給
を
受
け
る
金
鈷
（
災
害
翠
顆
資
金
の
貸
付
け
）

第
十
条
市
町
村
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
そ
の
区
辺
内
に
お
い

を
控
欧
と
し
て
、
罪
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
。

て
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
往
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
救
助
の
行
わ

（
費
用
の
れ
担
）

．
れ
る
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
苔
害
を
受
け

第
七
条
都
辺
府
限
は
、
災
む
弔
氾
企
に
要
す
る
投
Ill
に
つ
さ
、
そ
の
四
分
の

た
世
布
で
政
令
の
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
算
定
し
た
こ
れ
に
属
す
る
者
の
所

三
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
｀

2
因
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
迫
府
県
が
負
担
す
る
費
用
に
つ
さ
、
そ
の
得
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
に
満
た
た
い
も
の
の
世
帯
主
に
対
し
、
生

活
の
立
て
直
し
に
資
す
る
た
め
、
災
害
援
誤
資
金
C
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が

三
分
の
二
な
仇
担
す
る
も
の
と
す
る
．

第
三
掌
災
害
ね
宅
見
箕
金
の
支
給
（
塁
七
怯

5
．迫
8
）

で

き

る

、

一
僚
費
に
要
す
る
期
間
が
お
お
む
ね
一
月
以
上
で
あ
る
世
吝
一
ー
ー
の
負
傷

（
災
宅
ほ
宅
見
虹
金
の
支
給
）

第
八
条
市
町
村
は
．
条
例
の
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
災
害
に
よ
り
負
傷
二
政
令
で
定
め
る
相
当
程
度
虐
居
又
は
家
財
の
損
害

し
、
又
に
疾
糾
に
か
か
り
、
治
っ
た
と
さ
（
そ
の
症
状
が
固
定
し
た
と
さ
を
2
災
宅
板
霰
賀
金
の
一
災
宅
に
お
け
る
一
世
帯
当
た
り
の
累
度
額
は
、
政
令

U

日
法
四

l=-＝――)qi-

で
定
め
る
．

3
災
害
投
護
沢
金
の
償
還
期
問
命
紐
期
間
を
含
む
。
）
は
、
十
年
を
超
え
た

い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
。

4

災
宅
援
距
資
金
に
、
据
笠
期
間
中
は
無
利
子
と
し
、
探
置
期
問
圧
過
後
は

そ
の
利
字
を
廷
深
の
坊
合
を
除
さ
年
一
ll
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

U

●
五
0
●
l
.
n
"
U
正
、
略
U
七
紐
七
0
.
＂
賞
＾
条
●
下
・
一
●
改
正
）

（
郡
辺
府
県
の
貨
付
け
）

納
十
1

条
都
辺
府
県
は
｀
市
町
村
G

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
往
第

六
十
七
号
）
松
二
百
五
十
二
条
の
十
九
然
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定

郡
市
」
と
い

9
゜
迄
飲
く
。
第
十
一
＿
一
条
祁
一
項
を
柘
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
災

屯
疫
詑
欠
金
の
共
付
け
の
財
況
と
し
て
必
妥
と
す
る
金
額
に
相
当
ナ
る
金
額

を
、
延
滞
の
甚
合
を
除
き
無
利
子
で
、
市
町
村
に
貸
し
付
け
る
も
の
と
す

る．

2
前
項
の
貸
付
企
の
ほ
還
期
閏
（
据
訟
期
間
を
含
む
。
ど
は
、
十
｝
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
。

G

●
五
七
註
七
0
・
旧
貫
九
灸
緯
下
・
一
U
H
邑

（
由
の
得
It)

第
十
二
条
田
は
、
指
定
郡
市
が
災
密
投
護
資
金
の
代
付
け
の
財
汽
と
し
て
必

要
と
す
る
金
割
又
は
都
道
府
累
が
前
条
約
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
貨

し
付
け
る
貸
付
企
の
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
を
、
筵
洒
の
褐
合
を

佐
・
ざ
缶
利
子
で
、
指
定
都
市
又
は
都
道
府
県
に
貸
し
付
け
る
も
の
と
す
る
．

2
執
項
の
貸
付
金
の
依
還
期
間
（
照
匹
期
問
を
含
む
。
）
は
｀
十
二
年
（
指
定

杯
市
に
対
す
る

t
の
に
あ
っ
て
は
十
一
年
）
を
紐
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で

祁
十
九
紺
災
宅
対
策

G

災
屯
弔
む
金
の
支
給
等
に
閑
す
る
法
往
）

△
〔
日
法
四
―

-
l
-
l
-
D
R

定
め
る
．

（
●
五
七
袂
七
0
占
2

第
十
条
●
下
・
一

Uu-二）

（
償
還
免
餘
）

第
十
三
条
市
町
村
は
、
災
名
援
護
資
企
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た

と
き
、
又
は
精
神
若
し
く
は
身
体
に
著
し
い
笠
害
を
受
け
た
た
め
災
宅
授
裏

安
金
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
さ
は
、
当
該

災
宅
授
裏
費
金
の
償
還
未
済
額
の
全
郎
又
は
一
部
の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
さ
る
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
鳩
合
は
、
こ
の
霞
り
で
た
い
。

9

郡
辺
府
県
は
｀
市
町
村
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
援
殴
資
企
の
伝
辺
な

免
餘
し
た
と
さ
は
、
当
駿
市
町
村
に
対
し
．
そ
の
免
称
し
た
ん

iii額に
相
当
す

る
額
の
貸
付
金
の
償
還
を
免
除
4
9
る
も
の
と
す
る
．

3

国
は
、
指
定
茄
市
又
は
郡
辺
府
界
が
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
災

宅
扱
琵
双
金
又
は
貸
付
金
の
償
還
を
免
除
し
た
と
さ
は
、
当
該
指
定
郡
市
又

は
郡
道
府
只
に
対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
類
の

貨
付
金
の
償
氾
を
免
称
す
る
も
の
と
す
る
。

G

●
五
七
松
七
0
-
．
賞
十
一
条
●

3

（
貸
付
金
の
は
遼
方
法
）

黙
十
四
条
市
町
村
は
｀
都
辺
府
然
か
ら
の
貸
付
金
の
償
還
期
閏
の
終
期
前
一

年
さ
で
の
問
は
、
災
害
扱
設
資
企
の

g
還
を
受
け
た
と
さ
に
、
政
令
の
定
め

る
と
こ
る
に
よ
り
、
償
還
を
受
け
た
金
額
（
利
子
及
び
廷
溶
利
子
に
係
る
令

証
を
除
く
。
第
一
＿
＿
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
に
相
当
す
る
企
額
を
都
道
布
累
に
償

茫
す
る
も
の
と
す
る
。

2
都
道
府
県
は
｀
a
か
ら
の
貸
付
金
の
仮
還
期
閉
の
終
灼
前
一
年
さ
で
の
間

五
0
1

―-

第
十
九
磁
災
古
対
笛
（
災
名
弔
患
金
の
支
給
客
に
関
す
る
法
律
）

は
．
前
項
の
規
定
に
よ
り
貨
付
金
の
償
遠
を
受
け
た
と
さ
に
、
政
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
慣
還
を
受
け
た
金
額
の
一
二
分
の
二
に
相
当
す
る
企
額
を

国
に
償
翠
，
る
も
の
と
す
る
．

3

指
定
都
市
は
、
国
か
ら
の
貨
付
金
の
償
還
期
間
の
終
期
前
一
年
さ
で
の
間

は
、
災
害
投
獲
安
企
の
償
遼
を
受
け
た
と
さ
に
｀
政
令
の
定
め
る
と
こ
る
に

よ
り
彎
償
還
を
受
け
た
金
額
の
一
＿
＿
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
を
固
に
償
翌
'

る
も
の
と
す
る
。

(
g
『
五
七
●
七
0
・
旧
賞
十
I
I
条
馘

3

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条
第
十
条
か
ら
前
朱
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
｀
災
菩
援
護
資

金
の
貸
付
方
法
、
貨
付
条
件
そ
の
他
災
害
援
展
資
金
の
貨
付
け
（
こ
れ
に
保

る
都
道
府
県
及
び
国
の
貨
付
企
の
貸
付
け
な
含
む
。
）
に
関
し
必
要
た
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
悶
五
七
紐
七
0
自
”
+
-
1
一
条
●
下
.
-
↑
ぢ
改
邑

附

則

”

（
施
行
期
B
停〉

1
こ
の
法
祁
は
、
政
令
で
定
め
る
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
以
前
の
日
か
ら

姥
行
し
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
六

E
以
後
に
生
じ
た
災
宅
に
関
し
て
近
J
l
l

す
る
。

（
●
和
四
八
年
政
令•
_
-
l苫一
骨
で
略
a
g
i
九
年
一"n
-
9か
ら
●
＾
”
)

附
則
（
阿
わ
五
0
竺
g-―1-
，．．
．
 
一骨）

こ
の
法
れ
は
、
公
布
の
日
か
ら
筏
行
す
る
。

別
表
（
邪
ハ
条
閲
氏
）

a
日
五
七
仕
七
0
・
迅

m)

一
丙
眼
が
失
明
し
た
も
の

ム

C-'

二
唄
屯
及
び
口
語
の
楼
距
を
麻
し
た
も
の

―
―
―
神
径
系
院
の
梃
能
又
は
”
神
に
若
し
い
印
宅
を
残
し
、
常
に
介
姦
を
咬

す
る
も
の

四
胸
肛
郁
氏
船
の
依
能
に
若
し
い
倅
宅
を
残
し
、
常
に
介
説
を
要
す
る
も

の
五
丙
上
肢
な
ひ
じ
閃
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
両
上
眩
の
用
を
全
廂
し
た
も
の

七
両
下
肢
を
ひ
ざ
閲
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

八
切
下
肢
の
用
を
仝
庇
し
た
も
の

九

m神
又
は
身
体
の
印
む
が
誼
伐
す
る
均
台
に
お
け
る
当
t
＃
祖
筏
す
る
印

む
の
程
匝
が
前
各
号
と
固
程
渡
以
上
と
籾
め
ら
れ
る
も
の

五
0
四

附
則
a
”
五
六
●
四
9
,
o
9法
●
●
ニ
ニ
号
）

こ
の
法
袢
は
、
公
布
の
日
か
ら
ぼ
行
し
．
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
役
の
第
一
―
―

条
第
一
ll
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
＿

l月
十
四
E
以
径
に
生
じ
た
災
密
に

係
る
災
宅
弔
烈
金
に
つ
い
て
透
用
す
る
。

附
則
（
石
応
五
七
年
A
9
k
9
た
拿
気
七

0
3
.

（
控
行
期
日
等
）

1

こ
の
法
在
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
箕
し
て
三
月
を
起
え
t

芯
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
応
行
し
、
改
正
役
の
災
害
弓
肛
血
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
日
以
後
に
生
じ
た
災
害
に

閲
し
て
透
用
す
る
。

（
阿
印
五
七
年
政
令
第
ニ
―
-
〗
一
号
で
団
わ
王
七
年
＾

n
l
k
日
か
ら
兌g
)

っ
日
法
三
八
五
二
〕
令

〔
日
法
三
八
五
二
）
c

一二
0
1
;

264 



〇
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
二
十
六

B
)

政
令
祁
一
I
ー
百
七
十
四
号

竺
4

町
ね
五
0
年
i
n
-
―
-
1
-
H
K
令
釘
．
九
q.

＂
エ
0
年
1
ハ
n
'
"
9
日
芭
七
―
―

q'

同
巴
年
六
月
七
日
同
竺
四
0
"

E
五
一
竺
o
l
l
呉
翡

m-―ハ一1一サ

m
苔
年
｛
ハ
l
l
七
＂
＂
m
-
芸
”

閂

吾

荘

E
-
1
_
1
年
七
"
―
-
1
9
同
m
忌
辱

＂
五
四
年
六
＂
一
九
"
E
m
―
八
一
l
i
"

閃
五
五
年
冗
“
"
'

＂
岳
ハ
年
E
"
ズ

0
9
問
m
l
_
-
i
”

問
エ
六
年
1
ハ
n
-
K
n
問
"
-
=
―
―
~
-
”

E
五
七
年
五
＂
i
[
二
n
問
m
-
E
公
”

閂
五
七
年
八
"
-
四
"
n
き
一
ニ
―
l
-
サ

閂
五
ハ
年
七
"
-
"
h
m
．
ー
ロ
九
分

閃
五
九
午
五
"
-
五
＂
＂
芥
＿
苔
石
‘

閂
K
O
年
K
月
七
"
"
"
-
K
九
サ

閂
六
一
年
｛
令
”
I
O
'
m
m
-
l
0
五
”

閉

1
2
年
ー
ニ
"
-
=
＂
a
閂
第
一
―
-
＾
＿
な
っ

災
店
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
箆
沢
金
の
代
付
け
に
関
す
る
法
律
匠
行
令

を
こ
こ
に
公
布
す
る
，

災
害
弔
慰
金
の
支
給
g
に
関
す
る
法
往
苑
行
令

祁
十
九
紺
災
害
対
禁
（
災
宅
弔
慰
金
の
支
給
等
に
開
す
る
法
往
施
行
令
）

〔
日
法
四
五
二
五
〕
各

o
g
五
七
た
1
=
'
"
'
・
改
も

内
閣
ほ
、
災
宅
弔
烈
金
の
支
給
及
び
災
宅
援
忠
沢
金
の
箕
付
け
に
関
す
る
法

仕
（
昭
和
四
十
八
年
法
往
第
八
十
二
仔
）
第
三
条
祁
一
項
、
第
五
条
、
第
八
条

第
一
項
か
ら
第
三
誓
で
、
朗
紺
第
二
項
、
堕
＇
魯
二
項
、
第
十
一
条
第

一
項
、
第
十
二
条
及
び
坑
七
三
条
の
規
定
に
甚
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る。
（
法
第
三
悉
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
宅
）

第
一
条
災
宅
弔
慰
ム
の
支
給

t
に
関
す
る
法

5
（
以
下
「
法
j

と
い
う
．
）
第

三
条
沈
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
屯
は
、
一
の
市
町
村
（
特
別
区

を
含
む
，
以
下
阿
じ
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
生
じ
た
住
居
の
披
害
が
厚
生
•
K

臣
が
定
め
る
程
匹
以
上
の
災
忠
そ
の
他
こ
れ
に
郎
ず
る
程
貶
の
災
む
と
し
て

厚
生
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る

C

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
浮
生
大
臣
が
定
め
る
住
居
の
被
密
の
程
度
は
、
住
居

の
祐
害
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
災
吝
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
・

t,

八
サ
）
に
よ
る
救
助
（
以
下
「
救
助
一
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
荘

小
の
災
宅
の
当
舷
住
居
の
拉
害
の
程
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

・ヽ

d
2
五
七
と
―
―
-
l
-
―
-
•
一
圧
改
正
）

（
法
祁
三
生
芭
＿
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
項
）

郎
一
条
の
二
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
死
亡
老

が
死
亡
当
時
に
お
い
て
そ
の
死
亡
に
関
し
災
害
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
る
者
の
生
計
を
主
と
し
て
紐
丼
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は

五
0
七

第

十

九

磁

災

宅

対

領

（

災

宅

弔

慰

金

の

支

給

停

に

関

す

る

法

祁

拓

行

令

）

五

0

八

三
百
万
円
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
百
五
十
万
円
と
す
る
。
た
だ
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
害
）

し
、
死
亡
名
が
そ
の
死
亡
に
任
る
災
書
に
関
し
既
に
災
布
恥
害
且
茄
金
の
支
閉
＿
l
i
条
法
第
十
条
祁
二
公
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
宅
は
、
当
該
市
町

給
を
受
け
て
い
る
為
合
に
、
こ
れ
ら
の
頷
か
ら
当
該
支
給
を
受
け
た
災
宵
広
村
を
そ
の
区
城
に
含
む
郡
辺
府
県
の
区
絃
内
に
お
い
て
生
じ
た
災
吝
で
救
助

忠

見

箕

企

の

額

を

控

庇

し

た

碩

と

す

る

。

が

行

わ

れ

た

も

の

と

す

る

。

面
X
0
た
九
・
迅
g
.
＂
五
一
政
二
八
一
二
．
＂
召
ー
一
竺
全
．
m
五
｛
ハ
た
＿
ニ
ー
・
(
m
五
七
は
一
l
-
＿
-
]
一
・
＿
U
改
正
）

＂

五

七

た

ニ

―

―

―

―

-

・

一

序

改

正

）

（

法

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

所

得

の

立

定

）

（

法

”

五

”

公

に

規

定

す

る

政

令

で

定

め

る

扮

合

）

第

四

条

法

祁

十

条

祁

一

項

の

規

定

に

よ

る

所

得

の

冗

定

は

、

当

該

苫

害

を

受

第
二
条
法
第
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
死
亡
に
関
し
け
た
年
の
前
年
の
所
得
（
当
該
筏
宅
を
一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
問
に
受
け
た

そ
の
名
が
究
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
付
企
そ
の
他
湯
合
に
あ
っ
て
は
、
前
前
年
の
所
得
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額

こ
れ
に
郎
ず
る
給
付
金
で
形
生
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
支
給
さ
れ
る
均
合
と
は
、
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
屈
す
る
年
度
分
の
地
方

す

る

．

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

祁

祁

二

百

二

十

T
六
号
）
祁
五
条
第
二
項
祁
一
号
に

（
法
第
八
＂
公
沈
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
研
）
掲
げ
る
市
町
村
民
税
（
特
別
区
が
阿
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
課

第
二
条
の
二
法
祁
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
印
害
者
す
る
阿
法
第
五
生
第
二
項
第
一
分
に
掲
げ
る
税
を
含
む
•
)
に
係
る
問
法
第
三

が
当
該
災
中
＂
に
よ
り
れ
侶
し
又
は
疾
店
に
か
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
そ
の
屈
百
十
三
朱
第
二
出
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
同
法
．
則
筍
―
I
J
・
I
'
-
―
―
ー
大
の
二

す
る
世
術
の
生
計
を
主
と
し
て

llt持
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
百
五
十
万
の
規
定
の
苅
用
を
受
け
る
宅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
当
該
規
定
0
活
用
を

円
と
し
、
そ
の
他
の
杓
合
に
あ
っ
て
は
七
十
五
万
円
と
す
る
。
受
け
る
活
で
な
い
も
の
と
し
て
狂
定
し
た
阿
法
第
三
百
＋
―
-
一
条
第
一
項
に
規

合

歪

き

1

ニ

―

,

,

・

迅

ど

定

す

る

紀

所

得

金

額

）

逍

恥

所

得

金

額

及

び

山

林

所

得

金

額

、

同

法

附

則

第

（

訊

用

）

三

十

三

染

の

一

二

祁

四

項

に

お

い

て

邸

用

す

る

阿

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

第
二
条
の
三
第
二
＾
ん
の
規
定
は
、
災
寄
印
害
且
抵
金
の
支
給
の
割
限
に
つ
い
等
に
係
る
ホ
第
所
得
等
の
金
額
．
同
法
附
則
笹
―
-
＋
'
四
条
第
四
項
に
お
い
て

盃
川
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
＾
＾
中
「
法
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
邸
用
す
る
同
朱
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
誼
渡
所
得
の
金
額
並
び
に
同
法
防

f

法
第
九
条
に
お
い
て
郎
用
す
る
法
第
五
条
」
と
．
「
当
舷
死
亡
」
と
あ
る
則
第
三
十
五
朱
第
六
項
に
お
い
て
郎
用
す
る
阿
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期

の

は

「

当

該

印

古

」

と

読

み

行

え

る

も

の

と

す

る

。

訳

渡

所

得

の

企

西

の

合

計

額

と

す

る

．

G

五
七
k

―
―
l
l
-
1
一
・
辺
g
)
6
印
五
〇
政
｝
竺
＿
•
応
五
七
さ
＿
m
-
＿
・
―

-
3
5邑C

E
法
四
五
二
五
〕
g

合

喜

言

―

一

〕

含

（
法
第
十
”
K
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
）
辛
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
培
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
と
す
る
．

塁
来
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
一
の
世
帯

3

災
害
援
護
安
＾
一
の
償
還
は
、
年
賦
償

9
又
は
学
年
吠
償
還
の
方
法
に
よ
る

5
 

6
 

に
屁
す
る
者
が
一
人
で
あ
る
と
き
は
二
百
二
十
万
円
、
二
人
で
あ
る
と
さ
に
も
の
と
す
る
．

三
百
十
万
円
、
三
人
で
あ
る
と
さ
は
三
百
七
十
万
円
、
四
人
で
あ
る
と
さ
は

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
災
宅
援
證
資
金
の
年
朕
償
還
又
は
半
年
蹂
償
還
は
、

2

四
百
二
十
万
円
、
五
人
以
上
で
あ
る
と
さ
は
四
百
二
十
万
円
に
そ
の
世
帯
に
そ
れ
ぞ
れ
元
利
均
等
償
還
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
．
た
だ
し
｀

属
す
る
者
の
う
ち
四
人
を
除
い
た
者
一
人
に
つ
き
一
二
十
万
円
を
加
算
し
た
額
災
害
援
庶
安
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
い
つ
で
も
紐
上
伝
乏
を
す
る
こ

と

す

る

。

と

が

で

さ

る

．

合
云
0
竺
七
＿
＿
．
E
エ
ー
圧
m
o
.
m
五
＿
一
竺
七
K
.
＂
五
一
1
＿
庄
―
-
苫
一
・

G
云
0
は
九
．
＂
五
一
政
―

-
A
-
―l.g=-i-
之
-
g
.
g
五
1
"
E
-
i
ー
・
翌
そ

m
吾
●
＿
＾
―
―
i
.
g
岳
＆
一
口
王
・
ロ
H
K
●
-
l
-
—l
-
l
．
塁
七
竺
癸
・
日
●
―
―
―
H
-
-
·
奥
＿
竺
―
囚
ハ
・
一
唇
一
上
）

翌
さ
―
―
-
＿
＿
＿
.
m
茨
巴
閉
'
0
癸
竺
苔
一
・
奥
〇
竺
委
・
ロ
六
（
保
証
人
）

第
八
采
災
害
扱
綬
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
江
人
を
立

一
及
n
o
五
・
1
把
ロ
正
）

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
条
第
一
項
祁
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
損
害
）

2

前
項
の
保
証
人
は
、
災
害
投
設
l
k
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
渚
と
連
布
し
て

第
六
条
法
祁
十
条
第
一
項
祁
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
相
当
雹
度
の

債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
保
証
債
務
は
、
第
十
条
の
筑
定
に
よ
る

住
居
又
は
家
財
の
損
害
は
、
被
害
金
額
が
当
該
住
居
又
は
家
財
の
価
額
の
お

速
約
金
を
包
含
す
る
も
の
と
す
る
。

お
む
ね
＿
一
＿
分
の
一
以
上
で
あ
る
損
害
と
す
る
．

(
i
時
償
還
）

a
X
七
U
-
l
-＝-
1
-
•
l
応
h
t
i
p
i
)

第
九
条
市
町
村
は
、
災
害
援
毀
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
、
偽
り
そ
の

（
災
害
援
護
資
金
の

Ill度
額
及
び
償
還
方
法
）

第
七
条
法
第
十
条
祁
二
項
に
規
定
す
る
限
度
額
は
、
二
百
五
十
万
円
と
す
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
貨
付
け
を
受
け
た
と
さ
、
又
は
償
還
金
の
支
払
を
怠

る
．
た
だ
し
｀
厚
生
大
臣
が
被
害
の
植
烈
及
び
程
度
を
勘
案
し
て
定
め
る
場
っ
た
と
き
は
、
第
七
条
祁
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
災
宅
痘
謹
資

合
は
、
百
九
十
万
円
、
百
八
十
万
円
｀
百
七
十
万
円
、
百
十
万
円
又
は
百
万
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
に
対
し
、
災
害
扱
衷
資
金
の
全
部
ヌ
は
一
都
に
つ

円

と

す

る

。

さ

、

一

時

償

還

を

研

求

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

2

法
第
十
条
第
一
二
項
に
規
定
す
る
償
還
期
問
は
、
十
年
と
し
、
同
項
に
規
定
（
迄
約
金
）

す
る
拐
既
期
間
は
、
そ
の
う
ち
―
I
一
年
（
厚
生
大
臣
が
被
宅
の
租
度
そ
の
他
の
第
十
条
市
町
村
は
、
災
宅
援
護
資
企
の
貨
付
け
を
受
け
た
者
が
支
払
期
日
に

第

十

九

霞

災

害

対

策

（

災

宅

弔

烈

金

の

支

絵

等

に

関

す

る

法

祁

蕊

行

令

）

五

0

九

第
十
九
編
災
害
灯
策
（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
葎
瓦
行
令
）

償
遼
金
又

11
前
条
の
規
定
に
よ
り
一
時
償
還
す
べ
き
金
額
を
支
払
わ
な
か
つ

た
と
き
は
，
廷
滞
元
利
金
額
に
つ
き
、
年
＋
・
七
五
．
＾
ー
七
ン
ト
の
割
合
を

も
つ
て
、
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
当
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
箕
し
た

速
約
金
を
徴
収
す
る
．
た
だ
し
、
当
該
支
払
期
日
に
支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ

き
．
災
害
そ
の
他
ゃ
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ

の
保
り
で
な
い
．

（
償
還
今
＿
の
支
払
狛
子
）

第
十
一
条
市
町
村
は
、
災
害
、
盗
鯰
、
疾
i
‘
“
バ
m
m
そ
の
他
や
む
を
得
た
い

理
由
に
よ
り
、
災
告
扱
殴
資
金
の
貨
付
け
を
受
け
た
者
が
支
払
期
日
に
償
還

企
を
支
払
う
こ
と
が
弔
し
く
困
店
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
坑
七

灸
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
償
還
金
の
支
払
を
猶
子
す
る
こ
と
が
で

さ
る
．

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
企
の
支
払
が
狙
子
さ
れ
た
と
き
は
、
災
害
投
該

沢
金
の
利
子
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
債
迂
金
の
支
払
に
よ
っ
て
伝
遠
さ

れ
る
ぺ
き
で
あ
っ
た
貨
付
ん
＿
11
．
猶
子
前
の
支
払
期
日
に
償
還
さ
れ
た
も
の

と
み
た
す
．

（
法
第
十
―
―
―
久
祁
一
項
た
だ
し
計
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
扮
台
）

第
十
二
条
法
祁
十
＿
＝
一
条
第
一
項
た
だ
し
布
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
扮
合

は
、
保
証
人
が
当
該
災
害
板
襄
宍
金
の
償
茫
未
済
額
を
償
還
す
る
こ
と
が
で

さ
る
と
認
め
ら
れ
る
湯
合
と
す
る
．

q
2
五
七
さ
＿
I
W
-
•
＿
記
改
正
）

（
都
道
府
県
の
代
付
金
の
償
還
期
間
）

第
十
＿
l
一
条
法
第
十
一
条
祁
二
項
に
規
定
す
る
供
還
期
開
は
、
＋
一
年
と
す

U
竺
ユ
七
政
一
l
-
l
-
i
＿
・
＿
拓
改
正
）

（
国
の
貸
付
金
の

llt還
期
間
）

第
十
匹
条
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
期
間
は
、
十
二
年
・
（
指
定

都
市
に
対
す
る
貨
付
金
に
あ
っ
て
は
、
＋
l
年
）
と
す
る
．

臼
五
七
政
―
―
i
=
1
-
-
'
l
u
U
正
）

（
法
第
十
四
久
の
規
定
に
よ
る
貨
付
企
の
伝
還
方
法
）

第
十
五
条
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
貨
付
金
の
償
選
は
、
缶
年
至
E
l
月
一

日
か
ら
九
月
三
十
日
さ
で
の
間
に
償
定
を
受
け
た
金
在
に
つ
い
て
は
、
当
該

年
度
の
三
月
三
十
一
日
士
ー
で
に
、
毎
年
度
十
月
―
m
.
e
ら
一
＿
＿
月
一
―
―
―
↓
一
日
さ

で
の
間
に
償
還
を
受
け
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度
の
九
月
―
-
H
‘
m
さ
で

に
｀
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
期
間
ご
と
に
と
り
さ
と
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
巧
五
七
.
-
I
-
＿
＿
t
l
．
ご
ほ
邑

附

則

抄

ー
こ
の
政
令
は
．
法
の
だ
行
の
日
（
四
和
四
十
大
年
一
月
一
日
）
か
ら
だ
行

す
る
．

附

則

G

口
和
五
0
年
＿

R
―-―1-sた令ぢ九号）

こ
の
政
令
は
｀
公
布
の
日
か
ら
巨
行
す
る
。

阻
則
(
m
れ
芙
0
年
1
ハ
月
1
-
-
a
た
令
第
一
七
i
-
9
"

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
だ
行
し
、
改
正
後
の
第
四
条
及
び
雰
―
―
一
条
の

規
定
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
一
日
以
後
に
災
宅
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
苔
に

対
す
る
災
宅
扱
渡
資
企
の
貨
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
則
合
和
吾
一
年
七
n
-
―
-
9
政
令
芭
一
七
一
―

-3

る。

ーニー

0

〔
日
法
四
五
二
五
〕
念



6
8
注
四
f

ユ
ニ
五
J
o

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
だ
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
ば
、
四

1

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
だ
行
す
る
．

和
岳
全
年
六
月
一
日
以
役
に
災
害
に
よ
り
技
害
を
交
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
2
昭
和
五
十
七
年
六
月
一
日
前
に
災
害
に
よ
り
技
害
を
受
け
た
抵
帯
の
世
帯

対
す
る
災
名
拉
詞
沢
金
の
伐
付
け
に
つ
い
て
冦
用
す
る
。
主
に
対
す
る
災
害
援
設
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
｀
な
お
従
前
の
例
に
よ

附

則

g

g

告

委

9

-

六

日

岳

竺

八

1

号

）

る

。

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
茫
行
し
｀
改
正
後
の
第
一
ユ
条
の
規
定
は
、
四
附
則
（
日
れ
五
七
年
八
月
二
皆
1瓦
i
g
-
＝
-
-
t
-
2

ゎ

和
五
十
四
年
六
月
一
日
は
後
に
災
四
に
よ
り
按
宅
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に

1

こ
の
政
令
は
、
災
寄
弔
慰
企
の
支
給
及
び
災
宅
挽
坦
沢
金
の
貸
付
け
に
関

対
す
る
災
宅
祝
だ
沢
金
の
行
付
け
に
つ
い
て
烹
用
す
る
。
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
比
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
八
月
＋T

陀
則
｛
E
塁
塁
予
月
{
<
I
O
•
•
令
幻
l
g
g
六
日
）
か
ら
泥
行
し
、
改
正
後
の
第
二
条
の
二
及
び
第
二
条
の
一
＿
一
の
規
定

1

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
だ
行
す
る
．

10,
問
年
七
月
十
日
以
後
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
炊
傷
し
又
は
疾
店
に
か
か

2

昭

和

ー

を

書

"-8前
に
災
宅
に
よ
り
筏
害
を
受
け
た
世
喜
器
っ
た
住
民
に
対
す
る
災
喜
詈
貸
金
の
支
給
に
つ
い
て
恋
洞
す
る
．

主
に
対
す
る
災
害
扱
店
只
金
の
貨
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
附
則
(
a
g
令
七
"
-
9
た
＄
”
-
口
九
g)

る

。

こ

の

政

令

は

，

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

，

改

正

後

の

第

三

条

の

規

定

は

、

四

附
則
（
磨
呉
巴
E
9
l
o
•
•
令
ぶ
l
-
＝
-
g
和
五
十
八
年
六
月
一
日
以
後
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
堂
帯
の
世
苔
主
に

こ
の
政
令
10
，
公
布
の
日
か
ら
庄
行
し
，
改
正
役
の
第
一
条
の
二
の
挟
定
は
対
す
る
災
害
扱
巨
資
企
の
貨
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
四
日
以
後
に
生
じ
た
災
宅
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
常
則
自
わ
五
九
年
五
月
―
―
在
9
政
令
竺
空
二
分
）

遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
い
て
｀
改
正
後
の
第
七
条
第
二
火
の

1

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
応
行
す
る
’

規
定
は
当
註
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
筈
援
匡

2

昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
前
に
災
宮
に
よ
り
被
告
を
受
け
た
た
帯
?
[
帯

沢

企

の

貸

付

け

に

つ

い

て

烹

用

す

を

主

に

対

す

る

災

害

援

茎

資

金

の

貨

付

け

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

偲

に

よ

附
則
（
●
和
吾
竺
＂
9
-
六
且
苓
鮒
l
l
-
―
-
l
-
号
)
る
．

こ
の
政
令
は
，
公
布
の
日
か
ら
応
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
四
附
則
(
g
芸
0
委
月
七
B
政
令
拓
ー
を
名
）

和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
後
に
災
害
に
よ
り
祖
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
い
は
の
政
令
は
，
公
布
の
日
か
ら
浣
行
し
、
改
正
致
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭

対

す

る

災

害

援

護

資

金

の

貸

付

け

に

つ

い

て

透

用

す

る

．

和

1ハ
十
年
六
月
一
日
以
後
に
災
害
に
よ
り
技
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
吝
主
に
対

附
則
（
磨
t
屯
年
苓
月
u
n
，
た
令
第
～
ミ
k
号
｝
す
る
災
塁
匿
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
透
用
す
る
．

祁
十
九
閉
災
害
対
僚
（
災
害
弔
慰
金
の
文
絃
等
に
関
す
る
法
紐
だ
行
令
）

第
十
九
m
災
害
灯
策
（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
在
庶
行
さ

開
則
｛
名
さ
ヰ
六
月
1
0
9
E
令
●
l
l
0
五

5

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
淀
行
し
．
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
四

和
六
十
一
年
六
月
一
日
以
後
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に

対
す
る
災
害
授
護
資
血
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則

日

和

六

1

年
l
-
l
,
＿
-
K
9
政
令
●
一
t
-
A
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
応
行
し
．
改
正
役
の
第
七
条
第
一
項
の
規
定

は
、
四
和
六
十
一
年
七
月
十
日
以
後
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世

帯
の
世
布
主
に
対
す
る
災
害
投
霰
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
・

五

五
―

-
K
I
^
8
)

G
I
注
四
1
<
1
1
1
1
<
1
)
呑

;
〉
/
〉
／
〉
／
ふ
ゑ
笈
蕊
＾
＾
多

、‘、、

じ
ん

〇
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特

別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
＝
＝
十
七
年
九
月
六

B
)

法

祁

第

百

五

十

号

△
g
日
法
旦
ュ
ニ
き
⑮

第
二
立
公
共
土
木
蕊
設
災
害
復
旧
事
禁
ぞ
に
閲
す
る
特
別
の
防
政
投
幼

（
第
三
条
•
第
四
条
）

第
三
笠
農
林
水
産
棠
に
関
す
る
特
別
の
助
底
（
第
三
条
ー
第
十
一
条
の

l

[

）
 

笞
四
立
中
小
企
築
に
閲
す
る
特
別
の
助
広
（
第
十
二
失
ー
第
1
，
三
条
）

笏
五
立
そ
の
他
の
特
別
の
財
政
援
助
及
t
に
助
皮
（
第
i
,
K
条
ー
第
二
'
F
l
l
-

条）

改
正磨

戻
年
n
-
J
I
-
1
＿
一
＂
器
m
き
9

閑
見
色
t
-
g
-
A
g
届
竺
一
七
＂
廿
利

E
畏
年
七
“
―
-
a
n
E
-
I
-
i
I
-
I
サ
閂
H
O
年
七
A
{
-
9
問
t
m
k
o
¥
,

閉

戻

a

（
廷
后
）

＂
一
秀
年
七
n
-
"
"
名
．
ご
元
"
m
も
巴
0
月
二
七
8
E
m
六
九
分

E
l
委
芝
1
}
J
I
l
l
E
n
碕
巴
八
四
サ
閂
吾
葬
七
J
I
五
，
＂
m
八
七
サ

E
E
0
年
召
I
l
-
g
2
9
吾
ー
サ
閂
互
1
色
c
n
忌
且
凹
m
を
考
第
一
条
こ
の
法
往
は
、
災
宅
対
策
甚
本
法
（
四
和
岳
＇
六
年
法
往
第
二
百
二

同
E
0
年
六
Jl

―
-
n
n
"
2
0
八
ぅ
"
-
＃
王

E
四
云
―
l
-
J
I
-
l
=
-
n
n
笛
二
七
＂
閂
奏
年
8
J
I
-
o
a
"
？
二
号
十
尋
）
に
規
定
す
る
苓
し
く
数
甚
で
あ
る
災
害
が
発
生
し
た
鳩
合
に
お
け

る

aの
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
特
別
の
財
政
援
助
又
は
被
災
者
に
対
す
る

閂
ロ
ニ
年
{
"
J
I
-
I
｛
な
藷
m
a
尋
閂
笈
ハ
午
六
n
-
-
＂
E
m
委
サ

E
臼
二
年
七
月
一
―
―

-n阿”
葵
9
同
五
七
年
五
n
l
l
-
-
g

問
四
二
年
七
J
I
ニ
脊
阿
m
九
八
サ
閂
五
苺
王
J
I
一
八
R
閃
●
妥
¥
、
特
別
の
助
成
拮
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
．

E
E
E
年
六
n
1
0
m
"
訳
四
一
牙
閂
五
七
年
A
n
-
―
―
て
品
第
八
七
サ

E
目
四
年
一
--Jl

九
＂
阿
第
＾
尋
＂
五
九
年
四
月
二
七
8
阿
切
一
合
、
、
（
徴
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
澄
用
す
ぺ
念
壁
慨
の
指
定
）

第
二
条
田
民
経
済
に
箸
し
い
影
石
を
及
ぼ
し
、
か
つ
、
当
該
災
害
に
よ
る
地

問
口
昂
ご
F
”
九
易
冨
八
五
サ
問
五
九
年
五
月
二
a
問
岱
l
-
A
9

同
口
五
年
五
J
I
-
A
8
何
第
六
ふ
サ
悶
五
九
年
七
J
I
-
―
1
-
a
“
問
•
k
＿
四
サ

E
臭
竺
一
月
二
奇
阿
竺
一
母
＂
癸
き
首
忌
a
問
熔
八
七
＂
方
財
政
の
負
担
を
粧
和
し
、
又
は
破
災
者
に
対
す
る
特
別
の
幼
成
を
行
な
う

E
四
七
年
ご
了
”
A
n
c
竺
―
-
＝
一
号
閂
｛
ハ
ー
年
五
J
I
二
ハ
g
.
H
O
サ

閉
四
八
年
有
“
＿
首
河
第
四
百
•
も
竺
1
-
9
a
g
"
九
一
1
一
●
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
災
宅
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
災
害

激
甚
災
宅
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
籾
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
を
漱
甚
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

に
公
布
す
る
．

2

前
項
の
指
定
を
行
な
9
湯
合
に
は
、
次
宜
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
｀

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
寧
に
関
す
る
法
律
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
て
逸
用
す
ぺ
さ
把
置
を
当
註
政
令
で
指
定
し
た
け
れ

目

次

ば

な

ら

な

い

。

祁
一
宜
詑
則
（
第
一
糸
・
祁
二
条
）

3

前
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
の
立
案
に
つ
い
て
は
、
内
閣
紀
浬
大
臣

第

十

九

霧

災

害

対

僚

（

汝

甚

災

害

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

援

助

等

に

関

す

る

法

＃

）

二

八

0

1

第
十
九
梃
災
害
対
策
（
出
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
ぞ
に
関
す
る
法
律
）
二
八
0
=
-

は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
防
災
会
訊
の
E
見
を
き
か
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
・
五
生
活
保
護
法
〈
呟
和
二
十
五
年
法
往
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
条
又
9

」

第
二
宜
公
共
土
木
ぽ
設
災
宅
復
旧
事
茨
年
に
関
す
る
特
別
の
財
政
扱
祁
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
段
置
さ
れ
た
保
霰
定
註
の
災
害
復
旧
事
菜

助
k
児
証
福
祉
法
（
昭
和
＝
—
+
＝
一
年
法
ね
第
百
六
十
四
号
）
第
l
l
l
十
五
条
第

（
符
別
の
財
政
投
助
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
不
究
）
二
項
か
ら
祁
四
項
さ
で
の
規
定
に
よ
り
設
匠
さ
れ
た
児
童
福
祉
定
設
の
災

じ
ん

第
三
条
印
ほ
｀
滋
荘
災
害
に
保
る
次
の
各
サ
に
掲
げ
る
耶
策
で
、
政
令
で
定
害
筏
旧
事
深

め
る
某
球
に
該
当
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
特
定
地
方
公
共
団
六
の
二
老
人
福
祉
法
（
昭
和
一
二
十
八
年
法
往
第
百
一
二
十
―
-
l
吾
）
第
十
五
朱

体
」
と
い
9
0
>
が
そ
の
評
用
の
全
郡
又
I
t
l
部
を
只
祖
す
る
も
の
に
つ
い
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
焚
＄
逝
人
ホ
ー
ム
及
び
特
刷
費
襄
老
人
＊
＇

て
、
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
の
凸
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
交
付
金
を
交
付
ム
の
災
害
復
旧
ヰ
菜

し
、
又
は
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
の
I
l
lに対
す
る
h

担
金
を
波
少
す
る
も
七
身
体
陣
害
者
椙
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
在
祁
二
百
八

•
H＿
一
号
）
第
二

の

と

す

る

。

十

七

生

第

二

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

都

辺

府

県

ヌ

は

市

町

村

が

氏

一
公
共
土
木
紐
設
災
屯
復
旧
平
共
毀
因
印
炊
祖
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
祁
江
し
た
打
体
紅
害
忠
更
生
扱
設
定
設
の
災
宅
復
15
事
菜

第
九
十
七
号
）
の
規
定
の
送
用
を
受
け
る
公
共
土
木
庇
設
の
災
害
復
旧
ヰ
八
粁
神
畜
弱
も
福
祉
法
G

昭
和
I
i
-
+
i
丑
年
法
往
第
U
H
'
七
号
）
坑
十
九
先

棗

の

規

定

に

よ

り

都

辺

府

累

又

に

市

町

村

が

設

筐

し

た

柘

神

蒋

蒻

宅

筏

匡

苑

二
前
号
の
災
宅
復
旧
ホ
然
の
徳
行
の
み
で
は
再
度
災
古
の
防
止
に
十
分
な
設
の
災
芍
復
旧
布
菊

効
屎
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
こ
れ
と
合
併
し
て
行
な
う
公
九
売
荘
防
止
法
（
昭
和
一
二
十
一
年
法
往
第
百
十
八
号
）
第
一
I
\

➔
'六
条
の
良

空
本
ハ
徒
設
災
宅
復
旧
事
熟
殺
因
印

h
担
法
第
三
条
に
掲
げ
る
施
設
で
政
定
に
よ
り
郡
辺
府
限
が
設
口
し
た
好
人
保
裟
定
設
（
市
町
村
又
は
社
会
福

令
で
定
め
る
も
の
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
ホ
笙
祉
法
人
が
設
匠
し
た
姪
人
保
餃
だ
設
で
都
辺
府
県
か
ら
収
宅
保
匡
の
委
託

}
l
l
公
立
学
校
だ
股
災
牝
復
旧
＂
田
団

h
担
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
柁
祁
I
l
を
受
け
て
い
る

t
の
を
含
む
。
）
の
災
害
復
旧
事
築

百
四
十
七
ゃ
9
)
の
投
定
の
逸
Jll
を
受
け
る
公
立
字
校
の
茫
設
の
災
宅
復
旧
＋
伝
染
病
予
防
法
（
明
治
一
l
一
十
年
法
狂
第
一
二
十
六
弓
）
第
十
七
条
第
一
項

ホ

花

の

規

定

に

よ

り

設

既

さ

れ

た

伝

染

病

院

．

荒

閉

病

会

．

匹

茫

所

又

は

泊

迅

四
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
＃
筍
百
九
十
＿
二
号
）
第
八
矢
祁
＿
i
-
項
所
の
災
害
復
旧
事
寧

の
糾
定
の
適
用
を
受
け
る
公
営
住
宅
又
は
共
阿
芸
設
の
廷
餃
又
は
祁
作
に
十
一
洪
甚
災
害
の
た
め
の
伝
染
病
子
防
法
窮
ニ
・
T
二
久
の
規
定
に
よ
る
E

E

す

る

事

第

辺

府

界

の

支

弁

又

は

同

法

第

二

十

一

条

若

し

く

は

第

二

十

二

久

の

扱

定

に

6

日
法
三
六
二
五
〕
R

266 



〔
日
法
IIH
ハ
ニ
＿
＿
―
〕
各

よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
肛
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
応
殴
に
つ
い
て
は
．
阿
条
及
び
同
法
第
三

i
,
•
K

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
支
弁
条
の
三
の
規
定
を
郎
用
す
る
．

に
保
る
伝
染
刑
子
防
事
深
及
び
伝
染
病
子
防
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定

(
O
-
1
-
＾
法
―
―1
-―
―
―
・
日
四
四
昔
＿
•
一
朽
こ
正
）

に

よ

り

市

長

が

行

な

う

伝

染

病

子

防

事

染

（

特

別

財

政

扱

助

顆

等

）

十
二
激
甚
災
害
に
伴
い
発
生
し
た
土
砂
等
の
流
入
．
崩
壌
等
に
よ
り
河
川
．
院
四
条
前
来
の
規
定
に
よ
り
国
が
交
付
し
｀
又
は
減
少
す
る
金
額
の
符
定

i

氾
路
、
公
因
そ
の
他
の
技
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
区
域
内
に
堆
訳
し
方
公
共
団
体
ご
と
の
紀
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
財
政
扱
助

U
J

た
政
令
で
定
め
る
程
度
に
述
す
る
瓜
常
に
多
虻
の
泥
土
、
砂
既
＂
岩
石
、
と
い
う
。
）
は
、
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
玄
令

10木
等
（
以
下
「
堆
訳
土
砂
」
と
い
う
。
）
の
排
捻
事
第
で
地
方
公
共
団
体
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
算
出
し
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
茶
ご
と

又
は
そ
の
桟
閲
が
定
行
す
る
も
の
（
他
の
法
令
に
国
の
負
担
若
し
く
は
補
の
都
辺
府
県
の
負
担
額
を
合
箕
し
た
額
を
次
の
各
号
に
定
め
る
碩
に
区
分
し

助
に
関
し
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
又
は
国
が
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
て

m次
に
当
該
各
号
に
定
め
る
平
を
兼
じ
て
箕
定
し
た
面
を
合
算
し
た
企
証

し
．
若
し
く
は
補
助
す
る
災
害
復
旧
事
第
に
防
随
し
て
行
な
う
も
の
を
詮
と
す
る
。

，
 

く

。

）

一

徴

甚

災

害

が

発

生

し

た

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

会

計

年

度

に

お

け

る

+
―
―
―
数
甚
災
害
に
伴
い
発
生
し
た
前
舟
に
規
定
す
る
区
域
外
の
堆
釈
土
砂
当
肛
都
這
府
県
の
楳
ね
税
収
入
（
公
共
土
木
茫
設
災
害
復
旧
事
莱
費
U
犀

で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
指
定
し
た
扮
所

10
集
積
さ
れ
た
も
の
又
は
市
町
負
担
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
楳
竿
税
収
入
を
い
い
、
以
下
こ
の
<

村
長
が
こ
れ
を
放
Illす
る
こ
と
が
公
益
上
誼
大
な
支

H
が
あ
る
と
認
め
た
に
お
い
て
「
標
準
税
収
入
」
と
い
う
9

)

の
百
分
の
＋
を
こ
え
．
百
分
の
三

も
の
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
行
な
う
拌
餘
事
業
（
他
の
法
令
に
国
の
負
担
＋
さ
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
．
百
分
の
五
十

又
は
補
助
に
関
し
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
二
前
号
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
五
十
を
こ
え
．
百
分
の
百
さ

こん

十
四
激
甚
災
害
の
発
生
に
伴
い
没
入
し
た
水
で
没
入
状
態
が
政
令
で
定
め
で
に
相
当
す
る
碩
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
五
十
五

る
程
度
に
述
す
る
も
の
（
以
下
B

湛
水
」
と
い
う
。
）
の
排
松
市
索
で
地
方
―
―
―
第
一
号
に
規
定
す
る
襟
埠
税
収
入
の
百
分
の
百
を
こ
え
、
百
分
の
二
百

公

共

団

体

が

だ

行

す

る

も

の

ま

で

に

相

当

す

る

額

に

つ

い

て

は

、

百

分

の

六

十

2

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
児
童
福
祉
克
設
の
滋
如
災
害
に
保
る
災
宅
復
旧
布
四
祁
一
号
に
規
定
す
る
楳
邸
税
収
入
の
百
分
の
二
百
を
こ
え
．
百
分
の
四

菜
に
つ
い
て
は
、
児
童
磁
祉
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
荻
当
し
百
ま
で
に
相
当
す
る
烈
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
七
十

た
い
も
の
（
地
方
公
共
団
体
が
設
匠
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
同
項
第
二
号
に
五
第
一
号
に
扱
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
四
百
を
こ
え
、
百
分
の
六

第
十
九

m
災

害

対

策

（

泣

甚

災

名

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

投

助

答

に

関

す

る

法

律

）

＿

＿

八

0l-l

ニ
八

0
四

〔
E
法
四

0
七
八
〕
⑮

い

た

託

費

）

の

全

部

す

る

も

の

を

詮

く

。

）

の

災

害

復

旧

事

亮

で

あ

っ

て

完

設

ご

と

の

工

事

の

費

用

2

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
国
が
行
な
う
補
助
の
額
は
、
当
該
災
宅
復
旧
が
十
万
円
以
上
の
も
の
に
渓
す
る
荘
費
に
つ
き
｀
都
道
府
県
が
十
分
の
九

布
然
又
は
当
は
災
害
閲
述
事
架
に
要
す
る
圧
吠
の

IJl
（
災
害
復
旧
市
第
に
あ
（
第
三
号
に
掲
げ
る
苑
設
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
九
の
応
四
内
で
政
令
で
定

つ
て
は
暫
定
措
置
法
第
一

l一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
、
災
密
閃
述
事
第
め
る
平
。
以
下
こ
の
朱
に
お
い
て
同
じ
．
）
を
下
ら
な
い
平
に
よ
る
補
助
を
す

に
あ
っ
て
は
通
常
の
補
助
の
額
に
相
当
す
る
部
分
の
額
を
餘
く
。
）
の
う
ち
政
る
鳩
合
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
は
郡
道
府
県
に
対
し
、
そ
の

令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
部
分
の
額
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
補
助
に
要
す
る
経
費
（
都
道
府
限
が
十
分
の
九
を
起
え
る
字
に
よ
る
補
助
を

分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
部
分
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
九
の
範
囲
内
に
お
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
廷
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
経
費
を
餘
い
た
経

い
て
政
令
で
定
め
る
本
を
兼
じ
て
得
た
額
を
合
冗
し
た
割
と
す
る
。
費
）
の
全
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
さ
る
．

3

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
因
が
補
助
す
る
額
の
交
付
に
関
し
必
洒
た
事
項
一
開
拓
若
の
住
宅
、
棗
令
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
笠
設

は

、

政

令

で

定

め

る

。

二

開

拓

名

の

共

阿

利

用

に

供

す

る

施

餃

で

政

令

で

定

め

る

も

の

（
晨
林
水
秤
笙
共
同
利
用
出
餃
災
害
復

18事
探

費

の

補

助

の

特

例

）

一

l

i

水
匠
勤
菰
物
の
笑
烈
茂
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

第
六
条
激
荘
災
害
を
受
け
た
暫
定
拮
近
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
阿
目
五
大
き
一
八

•
-
E
巴
邑

利

111苑
設
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
地
破
内
の
茫
設
に
つ
い
て
は
、
＂
定
拮
（
天
災
に
よ
る
拉
害
長
林
洪
茨
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
逗
に
関
す
る
暫
定

匠
法
祁
二
条
祁
六
項
及
び
第
七
項
中
「
三
十
万
円
」
と
あ
る
の
は

r＋
万

措

饂

の

特

例

）

円
」
と
、
阿
法
第
一
―
―
氏
第
二
項
祁
五
勺
中
f
十
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
＋
第
八
条
決
災
に
よ
る
破
宅
農
林
溌
莱
者

8
に
対
す
る
安
金
の
融
近
に
閃
す
る

分
の
四
（
当
該
事
索
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
暫
定
拮
吐
法
（
昭
和
一
―
-
＋
年
法
＃
第
百
―
-
＋
六
号
。
以
下
「
天
災
融
資
法
」

て
は
、
十
分
の
九
）
」
と
し
｀
そ
の
他
の
地
域
内
の
厖
設
に
つ
い
て
は
、
同
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
天
災
が
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ

号
中
「
＋
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
＋
分
の
三
（
当
該
事
棠
費
の
う
ち
政
れ
た
場
合
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
区
域
に
保
る
当
該
天
災
に

令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
五
）
」
と
す
る
。
つ
い
て
の
同
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
四
項
第
一
晉
中
「
ニ

（

●

五

九

竺

一

〈

一

巴

改

正

）

百

万

円

（

北

海

追

に

あ

っ

て

は

三

百

五

十

万

円

｀

政

令

で

定

め

る

資

金

と

し

（
開
拓
者

8
の

徳

設

の

災

害

復

旧

市

突

に

対

す

る

補

助

）

て

貸

し

付

け

ら

れ

る

場

合

は

五

百

万

円

政

令

で

定

め

る

法

人

に

貸

し

付

け

第
七
条

Ill
は
、
激
甚
災
宅
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
い
て
、
当
舷
ら
れ
る
場
合
は
二
千
五
百
万
円
、
漁
具
の
開
入
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ

徴
荘
災
甚
を
受
け
た
次
に
掲
才
る
桟
設
（
暫
定
措
置
法
第
二
久
第
一
項
に
規
る
場
合
は
五
千
万
円
）
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
五
十
万
円
（
北
犯
江
に
あ
っ

定
す
る
只
某
用
苑
設
又
は
同
条
祁
四
項
に
規
定
す
る
共
同
利
用
蕊
殴
に
該
当
て
は
匹
百
万
円
｀
政
令
で
定
め
る
費
金
と
し
て
貨
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は

K

飢

十

九

茄

災

宅

対

餌

（

激

甚

災

召

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

拉

助

等

に

閲

す

る

法

律

）

二

八

0
五

第
十
九
斑
災
害
対
策
（
激
甚
災
笞
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
宅
に
関
す
る
法
捻
）

百
ま
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
八
十

a
―
-
1
-
A
●

l
-
-ー"
'
•
四
五
一
"
●
＾
七
石
召
邑

六
第
一
号
に
規
定
す
る
摂
邸
税
収
入
の
百
分
の
六
百
を
こ
え
る
額
に
相
当
第
三
宜
長
林
水
産
架
に
関
す
る
特
別
の
助
成

す

る

額

に

つ

い

て

は

、

百

分

の

九

＋

（

晨

地

等

の

災

害

復

旧

事

業

等

に

保

る

補

助

の

特

別

措

置

）

cん

2

特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
に
保
る
特
別
財
政
援
助
額
の
江
定
方
第
五
条
激
甚
災
名
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
け
る
当
該
法
荘
災
害

法
は
｀
前
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
郎
じ
て
政
令
で
定
め
る
。
に
保
る
最
地
、
晨
菜
用
毎
設
若
し
く
は
林
道
の
災
宅
復
旧
事
業
（
農
林
水
奔

i

3

前
二
項
の
特
別
財
政
桜
助
研
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
突
だ
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
印
補
助
の
暫
定
拮
既
に
関
す
る
法
年
（
四
和
二

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
印
茶
ご
と
の
特
定
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
に
応
じ
十
五
年
法
祁
祁
百
六
十
九
号
。
以
下
「
暫
定
措
置
法
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受

当
核
各
事
突
ご
と
に
区
分
し
て
｀
交
付
等
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
け
る
災
害
筏
旧
事
架
を
い
う
。
以
下
こ
の
合
に
お
い
て
同
じ
。
）
ヌ
は
当
荻
長

合
に
お
い
て
｀
ホ
棠
ご
と
に
区
分
し
て
交
付
さ
れ
る
交
付
金
は
、
当
註
事
芽
築
用
祐
設
若
し
く
は
林
道
の
災
害
筏
18
事
第
に
保
る
災
害
閲
述
事
棠
（
当
該

に
つ
い
て
の
＂
担
又
は
椅
助
に
係
る
法
令
の
規
定
の
透
用
に
つ
い
て
は
、
当
災
宅
復
旧
不
祭
の
だ
行
の
み
で
は
再
度
災
寄
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
茄
符

訪
法
令
の
規
定
に
よ
る
仇
担
企
又
は
補
助
金
と
み
た
す
。
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
と
合
併
し
て
行
な

9
必
要
が
あ
る
晨

4

前
久
第
一
項
祁
十
二
号
か
ら
祁
十
四
号
文
で
に
掲
げ
る
事
菜
に
保
る
前
項
棠
用
祐
設
又
は
林
道
の
新
設
又
は
改
良
に
閃
す
る
事
釈
を
い
う
。
以
下
こ
の

に
よ
る
交
付
金
の
交
付
の
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
つ
て
長
林
水
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
田
は
、
郡
迫
府
県
に
対
し
、
災
宅
復
旧

花

大

臣

又

は

建

設

大

臣

が

行

な

う

。

ホ

棠

に

あ

っ

て

は

行

定

措

匠

法

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

補

均

災

害

1
、人

5

涼
甚
災
害
に
保
る
前
条
祁
一
項
第
五
号
か
ら
筍
六
号
の
二
ま
で
及
び
第
九
閲
迎
事
策
に
あ
っ
て
は
通
常
の
補
助
の
ほ
か
、
子
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

号
に
掲
げ
る
事
深
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
認
し
た
茫
設
に
次
に
掲
げ
る
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

C

伝
る
平
第
に
つ
い
て
は
｀
田
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
当
此
哀
一
郡
辺
府
媒
が
行
な
う
災
宅
復
旧
字
攻
又
は
災
害
閃
述
事
棠
に
要
す
る
巨

設
の
設
紅
岩
に
交
付
す
ぺ
さ
も
の
と
し
て
、
当
註
徳
設
の
災
告
復
旧
事
架
双
衣
の
一
部

の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
だ
設
の
所
在
す
る
郡
辺
府
界
又
は
指
二
都
道
府
県
以
外
の
者
の
行
な
う
災
害
復
18事
染
又
は
災
宅
関
連
事
業
に

定

郡

市

に

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

つ

き

、

郡

迫

府

屈

が

当

耽

平

架

を

自

ら

行

な

う

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

6

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
が
交
付
等
を
行
な
う
特
別
財
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
補
肋
を
受
け
る
ぺ
さ
額
を
下
ら
な
い
団
に
よ
る

致
援
助
顎
の
交
付

t"の
時
期
そ
の
他
当
舷
特
別
財
政
援
防
額
の
交
付
子
に
関
補
助
を
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
補
助
に
要
す
る
匡
双
（
そ
の
な
を
こ
え

し

必

疫

た

平

項

に

、

政

令

で

定

め

る

。

て

補

助

す

る

場

合

に

は

｀

そ

の

こ

え

る

部

分

の

補

助

に

要

す

る

巨

費

を

餘

合
日
法
三
六
二
邑

8

くくくくくく＜を＜＜＜＄父

5:':t念
忍
＾
忍
く
参
姿
念
唸
遠

第

十

九

編

災

害

対

策

（

激

甚

災

害

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

阪

援

助

等

に

閲

す

る

法

律

）

二

八

0
六

百
万
円
、
政
令
で
定
め
る
法
人
に
貨
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は
二
干
五
百
万
事
業
を
応
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
棠
費
に
つ
き
｀
都
道
府
県
が
＋

円
｀
漁
具
の
贋
入
資
金
と
し
て
貨
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は
五
千
万
円
）
」
と
分
の
九
を
下
ら
な
い
寧
に
よ
る
補
助
を
す
る
と
き
は
、
子
算
の
範
囲
内
に
北

し
、
同
項
祁
二
号
中
「
六
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
（
政
令
で
定
め
る
沢
金
い
て
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
そ
の
補
助
に
要
す
る
圧
費
（
郡
道
府
県
が

に

つ

い

て

は

七

年

）

」

と

す

る

。

、

十

分

の

九

を

こ

え

る

平

に

よ

る

補

助

を

す

る

場

合

に

は

｀

そ

の

こ

え

る

部

分

2

天
災
融
資
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
天
災
が
激
甚
災
害
と
し
て
指
の
補
助
に
要
す
る
経
費
を
餘
い
た
経
費
）
の
全
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
さ

定
さ
れ
た
鳩
合
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
蔀
道
府
県
の
区
域
に
保
る
当
該
天
る
。

災
に
つ
い
て
の
同
法
の
選
用
に
つ
い
て
は
、
阿
法
芭
一
条
第
八
項
中
「
二
千
（
共
同
利
用
小
型
漁
船
の
建
造
費
の
補
肋
）

cん

五
百
万
円
（
速
合
会
に
貨
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は
五
千
万
円
）
」
と
あ
る
の
第
＋
l

条
因
は
、
滋
甚
災
害
に
保
る
小
型
漁
船
の
被
害
が
著
し
い
政
令
で
定

は、

f

五
千
万
円
（
述
合
会
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は
七
千
五
百
万
円
）
め
る
都
道
府
県
が
、
沢
棠
は
同
組
合
の
必
要
と
す
る
共
同
利
用
小
型
漁
船
更

以

内

で

政

令

で

定

め

る

額

」

と

す

る

。

造

費

に

つ

さ

、

当

該

漁

莱

協

同

組

合

に

対

し

、

一

二

分

の

二

を

下

ら

な

い

平

に

（●

i-i九
●
一
八
ロ
・
巧

Eio.-0̂
・
閃四

g-―五．
m云
0
法
六
九
・
巴
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
子
箕
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県

吾
一
●
令
•
閲
五
七
往
令
~
―

C

改
王
）
に
対
し
、
そ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
（
都
辺
府
県
が
一
二
分
の
二
を
こ
え
る
寧

C
い

（
森
林
組
合
等
の
行
な

9
堆
積
土
砂
の
排
除
布
党
に
対
す
る
補
助
）
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
え
る
部
分
の
袖
助
に
要
す
る
経
費

ビ
ん

第
九
条
因
は
、
激
甚
災
名
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
区
域
に
お
い
て
森
林
組
を
詮
い
た
経
費
）
の
二
分
の
一
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
捻
行
す
る
政
令
で
定
め
る
林
突
用
施
設
に
保

2

前
項
の
共
阿
利
用
小
型
汎
船
建
造
費
と
は
｀
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

c
ぃ

じ

上

る
淮
訳
土
砂
の
排
肱
事
染
の
市
探
費
に
つ
さ
｀
都
道
府
県
が
＿
二
分
の
二
を
下
す
る
漁
哭
臼
同
組
合
が
、
政
令
で
定
め
る
小
型
漁
船
で
激
甚
災
害
を
受
け
た

ら
な
い
平
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
子
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
も
の
（
沈
没
、
滅
失
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
に

こ
ん

粒
杯
道
府
限
に
対
し
、
そ
の
補
助
に
要
す
る
圧
衣
（
都
道
府
県
が
一
二
分
の
二
限
る
。
）
を
激
甚
災
宅
の
発
生
の
際
に
所
有
し
、
か
つ
、
そ
の
営
む
漁
茶
の
月

を
こ
え
る
平
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
え
る
部
分
の
補
助
に
に
供
し
て
い
た
組
合
只
の
共
同
利
用
に
供
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

要
す
る
経
費
を
餘
い
た
経
費
）
の
全
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
る
に
よ
り
小
型
の
漁
船
を
建
造
す
る
た
め
に
要
す
る
廷
費
を
い
う
も
の
と
す

C
L
 

（

土

地

改

良

区

年

の

行

な

う

沿

水

排

除

ホ

業

に

対

す

る

補

助

）

る

。

”
〗
ん

賽
十
条
困
は
、
檄
甚
災
害
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
区
域
に
お
い
て
土
地
改
（
森
林
災
害
復
旧
事
笑
に
対
す
る
補
助
）

C
ん

cん

良
区
又
は
土
地
改
良
区
述
合
が
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
湛
水
の
徘
防
然
十
一
条
の
二

111
は
、
激
甚
災
害
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
け
る

〔
日
法
＿

ll
八
五
二
〕
⑮
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〔
日
法
四
三
九
五
〕
〇

森
枯
災
害
復
旧
寓
・
菜
に
つ
さ
、
予
江
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
辺
府
県
に
対
通
保
険
」
と
い
う
J

｀
阿
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保
険

し
．
次
に
掲
げ
る
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。
又
は
同
法
第
三
糸
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
保
で

一
都
辺
府
県
が
行
う
森
林
災
宅
復
旧
市
架
に
要
す
る
経
費
の
二
分
の
一
ぁ
っ
て
、
災
害
閃
保
保
証
（
政
令
で
定
め
る
日
さ
で
に
行
た
わ
れ
た
次
の
各

二
都
辺
府
県
以
外
の
も
の
が
行
う
森
林
災
屯
復
旧
事
菜
に
つ
き
、
郡
道
府
号
に
掲
げ
る
者
の
事
稟
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
言
そ
の
直
接
又

は
問
接
の
科
成
負
た
る
第
一
号
に
掲
げ
る
考
の
事
菜
）
の
再
建
に
必
要
な
資

只
が
三
分
の
二
を
下
ら
な
い
｛
中
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
台
に
お
け
る
そ
の

金
に
伍
る
阿
法
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
一
一
＿
第

補
助
に
痰
す
る
圧
費
（
都
追
府
県
が
一
二
分
の
二
を
超
え
る
平
に
よ
る
補
助

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
を
い
う
．
以
下
こ
の
生
に
お
い
て
同
じ
J

を

受
け
た
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
保
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
祁
―
―
―
条
第
一

を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

IJlえ
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
経
究
を
稔
い
た

項
包
＿
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
一
ー
一
条
の
三
祁
一
項
及
び
第

経
費
）
の
四
分
の
―
―
―

c
ん
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条
祁
一
項
中
「
保
険
価
額
の

2
前
項
の
森
林
災
害
復
旧
ホ
架
と
は
都
道
府
県
、
市
町
村
、
森
林
組
合
そ

t

合
計
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
漱
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援

の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
が
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
当
飲
激
甚
災
害

cん

を
受
け
た
踪
林
を
復
旧
す
る
た
め
に
行
う
当
該
檄
甚
災
宅
を
受
け
た
樹
ホ

C
ん

t

助
等
に
閲
す
る
法
葎
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
閲
保
保
に
（
以
下

（
当
数
激
荘
災
害
を
受
け
た
樹
木
以
外
の
樹
木
で
あ
っ
て
当
該
徴
甚
災
害
を

こ
の
条
、
次
条
及
び
第
三
条
の
三
に
お
い
て
f
災
害
関
保
保
江
」
と
い
う
。
）

受
け
た
樹
木
の
伐
採
跡
地
に
お
け
る
造
林
の
ほ
甚
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以

に
保
る
保
険
閲
保
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
保
の
保
灰
価

下
「
被
古
木
等
」
と
い
う
3
の
伐
採
及
び
搬
出
並
び
に
被
害
木
等
の
伐
採
跡

C
4

額
の
合
計
額
と
が
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
保
険
低

地
に
お
け
る
泊
林
．
当
該
徴
甚
災
害
に
よ
り
酎
伏
し
た
造
林
に
保
る
樹
木
の

額
の
合
計
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
関
保
保
証
に
保
る
保
険
関
係
の
保
依

引
起
こ
し
又
は
こ
れ
ら
の
作
業
を
行
う
た
め
に
必
灰
た
作
棠
路
の
翻
設
の
事

架
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
荼
郎
に
正
当
す
る
も
の
な
い
う
も
の
と
す
る
。
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
保
の
保
翠
価
額
の
合
計
額
と
が
そ
れ
ぞ

（
翌
芸
●
三
・
追

a)

れ
」
と
、
同
糸
第
一
＿
＿
項
中
「
当
該
保
証
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
同
品
宅
関
保

第

四

章

中

小

企

第

に

閃

す

る

特

別

の

助

皮

保

匠

及

び

そ

の

他

の

保

証

ご

と

に

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

保

証

を

し

た

」

と

、

「

当

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
よ
る
災
害
関
係
保
証
の
特
例
）
舷
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
関
保
保
証
及
び
そ
の
他
の
保
証
ご
と
に
、

第
十
二
条
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
当
該
債
務
者
」
と
、
同
法
第
三
条
の
一
＿
一
祁
一
項
中
[
.
保
験
価
額
の
合
計
証
が
」

分
）
第
一
＿
＿
朱
第
一
項
に
規
定
す
る
苔
通
保
険
（
以
下
こ
の
糸
に
お
い
て
f
行
と
あ
る
の
は
需
災
害
関
保
保
証
に
係
る
保
検
閲
保
の
保
験
価
額
の
合

E
額
と

祁

十

九

配

災

宅

対

策

（

激

甚

災

宅

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

扱

助

等

に

閲

す

る

法

律

）

二

八

0
七

第

十

九

阻

災

古

対

策

（

激

甚

災

害

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

投

助

等

に

関

す

る

法

律

）

二

八

0
八
↑
―
-
＾
t
k
)

そ
の
他
の
保
験
関
伍
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
が
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
同
条
第
年
法
律
祁
百
十
五
号
）
第
一
＿
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
に
係
る
貸
付
企

二
項
中
「
当
註
保
証
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
災
宅
関
係
保
証
及
び
そ
の
他
で
あ
っ
て
、
数
甚
災
宅
を
受
け
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
災
害
を

の
保
証
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
証
を
し
た
」
と
、
「
当
該
債
務
名
」
と
受
け
る
以
前
に
貸
付
け
を
受
け
た
も
の
（
同
項
第
二
号
の
貨
与
概
閲
が
．
汰

あ
る
の
は
「
災
害
関
係
保
匠
及
び
そ
の
他
の
保
証
ご
と
に
、
当
該
佑
訟
送
」
甚
災
宅
を
受
け
た
活
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
者
が
当
該
災
害

と

す

る

。

を

受

け

る

以

前

に

同

号

に

規

定

す

る

近

代

化

設

備

の

訳

渡

若

し

く

は

貨

付

け

cん

一
政
令
で
定
め
る
地
域
内
に
ホ
染
所
を
有
し
、
か
つ
、
欧
甚
災
害
を
受
け
又
は
近
代
化
ブ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
ブ
E

グ
ラ
ム
使
用
権
の
提
供
を
行
っ
た
埠
り

た
中
小
企
究
者
、
協
架
組
合
及
び
中
小
企
第
等
協
阿
組
合
そ
の
他
の
主
と
合
に
お
け
る
当
訳
譲
渡
若
し
く
は
貸
付
け
ヌ
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
控
の
提
供

し
て
中
小
規
校
の
平
架
者
を
直
接
又
は
問
接
の
構
成
且
と
す
る
団
体
に
充
て
る
た
め
貨
付
け
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
翌
＿

二
中
小
企
築
等
協
同
組
合
そ
の
他
の
主
と
し
て
中
小
規
棋
の
事
第
者
を
直
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
償
還
期
間
を
一
年
を
応
え
な
い
範
囲
内
U

接
又
は
問
疫
の
栴
成
且
と
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
問
接
の
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

構

成

且

の

う

ち

に

前

号

に

掲

げ

る

者

を

含

む

も

の

（

巧

戻

法

七

l

．
屑
五
―
―
七

．． 
巴
一
法
癸

．． 
K

こ
巨
0
．
一
配
●

2

行
迎
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
災
宅
関
係
保
証
に
保
る
も
の
に
つ
い
邑

（
事
築
協
同
組
合
等
の
苑
設
の
災
害
復
旧
事
棠
に
対
す
る
補
助
）

cん

て
の
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
一

i

一
条
祁
二
項
及
び
同
法
第
五
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
法
祁
一
二
生
第
二
項
中
「
百
分
の
七
＋
」
と
あ
り
、
同
法
第
十
四
条
国
は
、
都
道
府
県
が
、
漱
甚
災
害
を
受
け
た
事
棠
協
同
組
合
、
事

第
五
条
中
「
百
分
の
七
＋
（
無
担
保
保
依
、
特
別
小
口
保
険
、
公
害
防
止
保
翌
欝
小
組
合
若
し
く
は
協
同
組
合
連
合
会
、
協
棠
姐
食
品
工
組
合
若

除
、
ニ
ネ
ル
ギ
9
対
策
保
険
及
び
新
技
術
企
深
化
保
険
に
あ
っ
て
は
、
百
分
し
く
は
商
工
組
合
述
合
会
の
倉
印
、
生
殴
克
設
、
加
工
菟
設
そ
の
他
共
同
苺

殴
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
災
害
復
旧
事
棠
に
要
す
る
経
費
に
つ
さ

の
八
＋
こ
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
八
十
」
と
す
る
．

（
同
0
法
吾
一
靡
品
旦
＿
．
旦
一
狂
九
八
．

m四
＾
法
貝
磨
羞
四
分
の
三
を
下
ら
た
い
平
に
よ
り
補
助
す
る
培
合
に
に
、
農
都
道
府
県
に

ô．
応
五
七
邑
も

・-g正
）

対

し

、

子

算

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

補

助

に

要

す

る

巨

費

（

都

辺

府

県

（
中
小
企
莱
近
代
化
貨
金
等
助
皮
法
に
よ
る
代
付
金
等
の
償
還
期
問
年
の
特
が
四
分
の
＿
二
を
こ
え
る
平
に
よ
る
補
助
を
す
る
湯
合
に
は
、
そ
の
こ
え
る
部

包

分

の

補

助

に

要

す

る

廷

費

を

除

い

た

経

費

）

の

一

二

分

の

二

を

補

助

す

る

こ

と

第
十
三
条
都
迫
府
晃
は
、
中
小
企
探
近
代
化
沢
企
苓
助
皮
法
（
昭
和
―
l
]
f
,
i

が
で
さ
る
。

〔
8
法
四
三
九
五
〕
も

〔
日
法
三
八
菩
一
〕
⑮

合
匹
二
怯
九
八
•
一

8

改
邑
ち
同
音
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る
そ
の
者
の
事
然
所
又
に
主
要
な
事
築
用

じ
4

（
中
小
企
盃
茫
対
す
る
沢
全
の
胎
近
に
閏
す
る
特
倒
）
安
庄
の
徴
甚
災
害
に
よ
る
損
失
額
が
当
該
市
棠
所
若
し
く
は
主
要
た
高
然
用

節
十
五
条
商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
そ
沢
匠
の
缶
額
ヌ
は
そ
の
者
の
事
深
に
よ
る
総
収
入
に
比
し
政
令
で
定
め
る
屈

の
事
染
命
＝
ー
サ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
直
扱
又
は
問
接
の
構
成
且
度
以
上
で
あ
る
ぼ
の
証
明
を
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
楼
閃
か
ら
受
け
た
者

た
る
第
一
号
に
出
げ
る
者
の
事
索
）
の
再
建
に
必
痰
な
汗
金
を
致
令
で
定
め
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
茨
害
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
貸
付
金
及

る
日
さ
で
に
貨
し
付
け
る
場
合
に
は
、
第
一

g
に
出
げ
る
中
小
企
第
者
に
対
び
阿
項
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
の
直
接
又
は
問
接
の
構
成

R
で
あ
る
特
別
苫

す
る
貨
付
企
に
あ
っ
て
は
一
人
に
つ
き
千
万
円
を
、
同
号
に
拍
げ
る
協
菜
組
害
者
に
庄
貨
さ
れ
る
当
該
団
体
に
対
す
る
貸
付
金
の
利
平
に
つ
い
て
は
、
政

合
又
は
団
体
に
対
す
る
代
付
金
に
あ
っ
て
は
一
団
体
に
つ
全
＿
一
千
万
円
を
、
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
年
三
パ
ー
七
ソ
ト
と
す
る
。

第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
貸
付
金
に
あ
っ
て
は
そ
の
肛
按
又
は
間
接

g
a二
＆
九
八

4
苔
公
二
五
伝
巧
四
七
狂
＿
一

1

＿
一
．
塁
0
芭
父
・
日
―

-
i

の

構

成

ハ

た

る

祁

一

＂

に

掲

げ

る

名

（

当

該

伐

付

金

の

信

を

受

け

る

翌

岳

忍

き

品

＾

さ

＿

8

言

限
る
。
）
一
人
に
つ
き
千
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
珀
え
な
い
範
即
内
に
お
い
て
政
令
第
五
宜
そ
の
他
の
出
別
の
財
政
按
助
及
び
助
成

で
定
め
る
額
を
限
虹
と
し
て
年
六
・
ニ
バ
ー
七
ソ
ト
を
超
え
な
い
莉
曲
内
に
（
公
立
社
会
数
可
控
設
災
害
復
旧
平
第
に
対
す
る
補
助
）

eん

お
い
て
政
令
で
定
め
る
利
＂
中
に
よ
り
代
し
付
け
る
も
の
と
し
、
国
は
、
必
要
第
十
六
条
国
は
、
徴
荘
災
害
を
受
け
た
公
立
の
公
民
館
、
図
四
館
、
体
打
紐

と
認
め
る
均
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
当
該
貨
付
け
に
つ
そ
の
他
の
社
会
孜
＂
（
社
会
孜

W
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
往
祁
二
百
七
号
）

受
代
付
け
後
一
二
年
間
を
限
り
利
子
補
給
企
を
支
給
す
る
け
の
英
約
を
商
工
祁
二
禾
に
規
定
す
る
社
会
叙
育
を
い
う
。
）
に
関
す
る
定
設
で
あ
っ
て
政
令
で

組

台

中

央

企

郎

と

枯

ぷ

こ

と

が

で

き

る

。

定

め

る

も

の

の

廷

約

、

廷

物

以

外

の

エ

作

わ

、

土

地

及

び

設

備

（

以

下

次

項

ー
政
令
で
定
め
る
地
域
内
に
事
架
所
を
布
し
、
か
つ
、
激
甚
災
害
を
受
け
及
び
次
条
に
お
い
て
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）
の
災
害
の
復
旧
に
要
す
る
本
工

た
中
小
企
究
者
｀
侶
菜
組
合
及
び
中
小
企
策
等
旧
同
組
合
そ
の
他
の
主
と
亦
費
、
附
帯
エ
亦
費
（
買
収
そ
の
他
こ
れ
に
拡
ず
る
方
法
に
よ
り
廷
わ
を
取

し
て
中
小
規
校
の
事
架
者
を
直
接
又
は
問
接
の
構
成

nと
す
る
団
体
で
政
得
す
る
均
合
に
あ
っ
て
は
、
買
収
費
）
及
び
設
俯
野
（
以
下
次
項
及
び
次
条

令

で

定

め

る

も

の

に

お

い

て

「

エ

平

費

」

と

紀

称

す

る

。

）

並

び

に

不

務

費

に

つ

い

て

、

政

令

で

二
中
小
企
祐
守
出
阿
組
合
そ
の
他
の
主
と
し
て
中
小
規
模
の
市
架
者
を
直
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
｀
予
算
の

g
四
内
に
お
い
て
、
そ
の
一
二
分
の
二
を
補

接
又
は
間
接
の
構
成

A
と
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
問
接
の
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

構
成
且
の

9
ち
に
前
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
も
の

2

前
項
に
規
定
す
る
エ
ホ
費
は
、
当
該
蕊
設
の
建
物
等
を
原
形
に
復
旧
す
る

2

前
項
の
貨
付
け
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の

9

（
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
当
該
廷
的
苓
の
従
前

第

十

九

紺

災

密

対

策

（

漱

甚

災

宅

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

援

助

等

に

関

す

る

法

律

）

＿

l

八
[
l

＿九

第

十

九

紺

災

害

対

策

（

漱

甚

災

宅

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

援

助

ぞ

に

関

ナ

る

法

律

）

二

八

四

〇

の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
の
妓
設
を
す
る
こ
と
及
び
原
形
に
復i
Bす
る
こ
と

G巧
四
玄
●
六
九
．
m
五
0
注
k
o
•
印
五
0
法
六
一
・
応
五
0
狂
六
九
・
一
匠
改

が
著
し
く
田
穀
で
あ
る
か
又
は
不
遥
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
建
物
等

g

第
十
八
条
削
餘

a―五0法
K
O
)

に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
応
設
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
も
の
と
し
て
算
定
す
る

（
市
町
村
が
淀
行
す
る
伝
染
病
子
防
事
深
に
関
す
る
負
担
の
特
例
）

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
設
備
費
の
冗
定
に
つ
い
て
は
、
政
令

第
十
九
条
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
が
訟

で
定
め
る
甚
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

c心甚
災
告
の
た
め
の
伝
染
病
子
防
事
菜
に
閲
し
て
行
た
っ
た
伝
染
灯
子
防
法
第

3
田
は
、
政
介
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郡
辺
府
県
の
教
冴
委
只
会
が
文

二
十
一
生
の
支
弁
（
阿
条
第
一
項
第
四
仔
に
規
定
す
る
施
穀
に
つ
い
て
の
災

部
大
臣
の
委
任
に
甚
．
つ
い
て
第
一
攻
の
補
助
の
実
施
に
閃
す
る
事
籾
を
行
た

苔
の
復
旧
に
妥
す
る
費
用
及
び
阿
法
第
十
九
朱
第
二
項
に
関
4
9
る
諸
費
な
肱

う
た
め
に
必
要
た
託
費
を
都
道
府
県
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

く
。
）
に
つ
い
て
は
｀
同
法
第
二
十
四
条
中
「
三
分
ノ
ニ
」
と
あ
る
の
に
「
全

（
私
立
学
校
苑
設
災
害
復
旧
事
策
に
対
す
る
補
助
）

.

＂

ん

額

」

と

、

阿

法

祁

二

十

五

条

第

一

項

中

「

二

分

ノ

ー

」

と

あ

る

の

は

「

三

分

第
十
七
条
国
は
、
徴
荘
災
害
を
受
け
た
私
立
の
学
校
（
学
校
歌
打
法
（
昭
和

9

二
」
と
読
み
抒
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
阿
法
第
二
十
四
灸
又
は
第
二
十
五
条
第

二
十
―
一
年
法

”i第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
を
い
う
。
以
下
阿

二
引
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
母
子
福
祉
法
に
よ
る
国
の
貨
付
け
の
特
例
）

じ
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
廷
わ
等
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
災
宅
の
復

(1の記
分
に
，
「
●
子

§
K臼
g
社
註
」
と
た
る
は
ず
の
狐
り
）

旧
に
咬
す
る
エ
布
費
及
び
祁
務
衣
に
つ
い
て
、
当
は
私
立
の
学
校
の
設
置
若

第
二
十
条
井
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
（
指
定
都
市
を
含
む
。
以

に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
子
打
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

下
こ
の
条
に
お
い
て
阿
じ
。
）
に
対
し
、
曰
が
母
子
及
び
寡
婦
襦
祉
法
（
昭
和

の
二
分
の
一
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
十
九
年
法
往
祁
百
二
十
九
号
）
に
よ
っ
て
貨
し
付
け
る
金
額
は
、
激
甚
災

2

前
条
祁
二
項
及
び
笹
―
―
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
因
が
補
助
す

る
沿
合
に
つ
い
て
祁
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
久
祁
二
項
中
「
当

宅
を
受
け
た
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
糸
に
お
い
て
「
笠
災
年
度
j

と
い
う
。
）

舷
徳
設
の
廷
わ
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
は
私
立
の
学
校
の
用
に
供
さ
れ
る
迂
．
．

ク
さ
と
、
阿
条
笹
―
―
咬
中
「
都
辺
府
県
の
数
lT委
＂
会
」
と
あ
る
の
は
及
び
そ
の
翌
年
殿
に
瓜
り
、
同
法
坑
十
四
久
第
一
項
（
第
十
九
企
の
二
第
五

「
都
道
府
県
知
芭
と
そ
れ
ぞ
れ
託
み
咎
え
る
も
の
と
す
る
。
項
に
お
い
て
郎
用
す
る
鳩
合
を
含
む
e

)

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
阿
項
の
机

3
私
立
学
校
伝
肌
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六

+
-
g
祁
十
二
失
及
定
に
よ
っ
て
貸
し
付
け
る
も
の
と
さ
れ
る
金
額
と
、
当
肛
郡
迫
尼
限
が
当
は

び
第
十
三
条
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
保
る
問
法
附
則
祁
二
条

”l項
及
び
災
吝
に
よ
る
被
害
を
交
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
笠
災
者

j

と
い

祁
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
扱
定
に
よ
り
田
が
補
助
す
る
均
合
に
つ
い
て

9
e
)
に
対
す
る
貸
付
血
の
財
源
と
し
て
特
別
会
計
に
紐
り
入
れ
る
金
額
と
の

箪

用

す

る

。

合

計

額

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

〔
日
法
＿
二
七
八

0
〕

R
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2
日
法
四

0
七
八
〕
も

2

訂
攻
の
を
追
府
県
が
惹
益
墨
丑
年
度
の
宋
日
さ
で
に
技
災
活
に
対
し
テ
江
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
公
営
住
宅
の
工
事
費
の
四
分
の
一
l

一
を
補
助

貸
し
付
け
た
企
訟
が
、
当
区
都
辺
府
界
が
筏
災
年
度
及
び
そ
の
翌
年
庇
に
お
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
飲
災
由
に
よ
り
祓
失
し
た
住
宅
の
戸
数

い
て

m蕊
右
に
対
す
る
貸
付
金
の
財
況
と
し
て
特
別
会
計
に
紐
り
入
れ
た
金
の
一
ユ
印
に
相
当
す
る
戸
数
を
こ
え
る
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
尺
9
で
な
い
．

江
の
匹
倍
に
相
当
す
る
金
翌
翌
な
い
こ
と
と
な
っ
た
為
合
に
は
、
当
欧
2
前
項
の
投
定
に
よ
る
第
二
租
公
営
住
宅
の
エ
布
費
に
つ
い
て
品
の
加
功

郡
正
拍
料
は
、
投
災
年
度
の
翌
翌
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
渋
た
な
い
江
の
八
企
訊
の
笠
定
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
法
第
七
糸
第
一
三
＿
項
及
び
第
四
咬
の
規

分
の
一
に
相
当
す
る
金
訊
を
特
別
会
計
に
舷
り
入
れ
、
又
は
そ
の
渋
た
た
い
定
を
江
用
す
る
。

E
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
因
に
償
辺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＾
t
口
ロ
注
ロ
一
・
一
翫
改
正
）

3
叩
禎
の
親
定
に
よ
り
郡
辺
府
屎
が
特
別
会
計
に
代
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
（
匠
探
労
ぬ
名
住
宅
建
設
資
金
融
近
の
特
例
）

た
い
令
＿
訟
に
つ
い
て
は
｀
包
子
及
び
万
姪
福
社
法
祁
十
四
条
第
一
項
（
第
十
第
二
十
三
条
住
宅
金
融
公
瓜
は
、
激
甚
災
屯
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
地
域

九
＾
ぢ
二
祁
五
項
に
お
い
て
比
用
す
る
約
合
を
含
む
。
）
の
殺
定
に
、
迅
用
し
に
あ
っ
た
変
索
労
粕
者
住
宅
そ
の
他
の
住
宅
で
あ
っ
て
当
該
激
四
災
宅
に
よ

た

い

。

り

波

失

し

た

も

の

に

そ

の

災

害

の

当

陀

居

住

し

て

い

た

歪

亮

労

a者
の
居
生

g
-

—
没
＿
号
・
巧
姜
怯
七
た
．
＿
烹
竺
正
〉
の
用
に
供
す
る
た
め
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
二
年
以
内
に
住
宅
を
建
設
し
よ

会

防

沢

村

収

の

椛

肋

の

特

代

）

う

と

す

る

亨

索

名

で

、

主

務

大

臣

の

定

め

る

条

件

に

該

当

し

、

か

つ

、

当

該

算
二
十
一
条
檄
荘
災
古
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
地
芯
に
発
生
し
た
も
の
に
江
甚
災
宅
に
よ
り
産
茶
労
的
宕
住
宅
又
は
寧
茶
褐
に
著
し
い
損
害
を
受
け
た

閲
し
、
瓦
迫
府
県
又
は
ホ
防
法
（
四
和
二
十
四
年
法
枕
祁
百
九
＋
＝
―
号
）
第
も
の
に
対
↓
~
疋
菜
労
働
者
住
宅
資
企
融
迎
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
往
第
六

二
久
第
一
項
に
糾
定
す
る
水
防
行
理
団
体
が
水
防
の
た
め
使
用
し
た
沢
村
に
十
l

＿
一
号
）
第
七
条
の
糾
定
に
よ
り
必
葺
な
箕
金
を
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い

閲
す
る
史
川
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
｀
田
は
、
子
打
の
筵
迎
内
て
、
当
は
事
菜
者
が
当
該
災
害
の
た
め
同
法
第
九
桑
第
一
項
の
償
還
採
間
内

に
お
い
て
、
そ
の
衣
用
の
三
分
の
二
を
袖
助
す
る
こ
と
が
で
き
0
．

に

償

還

す

る

こ

と

が

fll紐
な
状
況
に
あ
る
と
認
め
る
と
さ
は
、
阿
項
の
親
定

（
松
災
名
公
営
住
宅
述
致
事
突
に
対
す
る
補
助
の
特
例
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
期
間

0
'ぇ
お
き
四
間
を
含

蒙
二
十
二
条
日
は
~
地
方
公
共
団
体
が
汝
甚
災
屯
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
む
。
）
を
＿
―
-
年
以
内
廷
長
し
』
か
つ
｀
貸
付
け
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

t一
年
以
内

地
域
に
あ
っ
た
住
宅
で
あ
っ
て
当
駿
檄
甚
災
害
に
よ
り
減
失
し
た
も
の
に
そ
の
す
え
お
き
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
さ
る
。

の
災
古
の
当
時
居
住
し
て
い
た
者
に
賃
貨
す
る
た
め
第
二
征
公
営
住
宅
を
建
（
小
災
宅
債
に
保
る
元
利
償
還
金
の
甚
準
財
政
需
妥
額
へ
の
算
入
等
）

設
す
る
衿
合
に
は
、
公
営
住
宅
法
祁
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
芽
二
十
四
条
訟
甚
災
密
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
が
政
令
で
定
め
る
地
塚
に

冗
十
九
紺
災
凹
対
策
（
油
甚
岱
宅
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助

U
に

開

す

る

怯

も

二

八

四

一

第
十
九
紺
災
也
対
策
（
激
証
災
甚
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

m)

二
八
四
＿
＿

お
い
て
応
行
す
る
当
該
災
古
に
よ
つ
て
必
炭
を
生
じ
た
公
共
土
木
応
設
及
び
元
利
償
還
に
要
す
る
庄
費
は
、
地
方
交
付
税
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

公
立
学
校
底
設
に
係
る
災
舌
復
旧
事
染
の
う
ち
、
公
共
土
木
控
設
に
保
る
も
当
眩
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
ぺ
さ
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る

8

の
に
つ
い
て
は
、
一
箇
所
の
工
事
の
費
用
が
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
あ
比
財
政
需
要
額
に
箕
入
す
る
も
の
と
す
る
．

つ
て
は
四
十
万
円
以
上
六
十
万
円
未
濶
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
十
3
前
二
項
の
地
方
債
は
、
資
金
字
情
の
許
す

Ill,、

aが
、
資
金
運
用
蔀
費

五
万
円
以
上
―

-H'万
円
未
湛
の
も
の
、
公
立
学
校
店
設
に
係
る
も
の
に
つ
い
金
又
は
簡
品
生
合
保
険
及
郵
便
年
金
特
別
全
計
の
積
立
金
（
以
下
次
項
i

』お

て
は
、
一
学
校
ご
と
の
エ
布
の
費
用
が
十
万
円
を
起
え
る
も
の
（
公
立
学
校
い
て
「
政
府
資
金
J

と
い
う
。
）
を
も
つ
て
そ
の
全
額
を
引
さ
受
け
る
も
の
と

此
立
災
也
復
旧
費
田
駅
仇
担
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
因
の
負
担
の
な
い
も
す
る
．

の
に
限
る
J

の
牧
用
t
2

充
て
る
た
め
発
行
が
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
保
る
元
4
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
債
を
政
府
資
金
で
引
さ
受
け
た
屯

利
償
f

庄
に
要
す
る
狂
費
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
化
第
二
百
合
に
お
け
る
当
註
地
方
債
の
利
息
の
定
字
及
び
償
還
の
方
法
に
関
し
必
要
た

十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
交
付
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
．

ナ
ペ
さ
地
万
交
付
税
の
額
の
宜
定
に
用
い
る
甚
郎
財
政
需
痰
額
に
宜
入
す
る
（
●
H
七
注
四
H
.
m
五
九
竺
在
曰
王
九
●

t-̂
.n3改正〉

も
の
と
す
る
•
（
深
用
保
険
法
に
よ
る
求
臓
者
給
付
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

2

漱
妊
災
古
を
受
け
た
地
絃
で
只
地
そ
の
他
の
農
林
水
荏
第
応
設
に
保
る
役
第
二
十
五
条
激
甚
災
名
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
屈
用
況
険
法

古
の
布
し
い
も
の
を
包
括
す
る
市
町
村
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
（
昭
和
四
十
九
年
法
往
第
百
十
六
号
）
況
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
享

こ
の
項
に
お
い
て
「
被
災
市
町
村
」
と
い
う
．
）
が
伍
行
す
る
晨
地
、
只
突
用
架
に
犀
用
さ
れ
て
い
る
労
囮
考
（
阿
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

控
設
ス
ぱ
林
辺
に
保
る
災
害
復
旧
事
衣
の
う
ち
、
一
窃
所
の
エ
平
の
費
用
が
る
高
年
齢
継
統
笠
保
験
者
｀
問
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
巨
期
湿

十
万
円
以
上
―
―
-
＋
万
円
未
滋
の
も
の
の
事
棠
費
に
充
て
る
た
め
、
晨
地
に
保
用
特
例
被
保
険
者
及
び
同
法
第
四
+
-
＝
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
厖
労
佑
茨

る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
事
業
牧
の
百
分
の
五
十
．
農
棠
用
施
設
又
ほ
林
道
保
険
者
G

第
一
ユ
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
高
年
齢
姐
笠
技
保
険
者
等
」
と

に
任
る
も
の
に
あ
っ
て
ば
当
該
匹
森
ぢ
百
分
の
六
十
五
に
相
当
す
る
項
の
い
ぅ
3
を
除
く
J

が
、
当
該
事
笑
の
事
菜
所
が
災
害
を
受
け
た
た
め
、
ゃ
む

筏
四
内
盆
筵
市
町
村
の
区
域
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
特
に
を
得

1,、
事
築
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
り
休
棠
す
る
に
一
g-

祐
古
の
苓
し
い
地
坂
と
さ
れ
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
当
該
耶
棠
費
の
う
ち
政

9
、
労
図
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
労
す
る
こ
と

令
で
定
め
る
記
分
に
つ
い
て
は
百
分
の
九
十
の
迂
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
が
で
き
ず
、
か
つ
｀
賃
血
を
受
け
る
こ
と
が
で
さ
な
い
状
態
に
あ
る
と
き
は
．

め
る
字
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
）
で
発
行
が
許
可
さ
れ
た
地
方
依
に
保
る
回
法
の
規
定
の
近
用
に
つ
い
て
は
、
失
架
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
西
本

〔
日
法
四
―
-
＝
＝
＝
〕
＠

〔
日
法
四
―
―
-
＝
-W]41-

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。
た
だ
し
、
災
岩
の
状
況
斎
泡
し
て
、
菜
主
と
の
屑
隠
が
茫
了
し
た
者
を
除
く
3
は
、
雇
用
保
険
法
の
規
定
の

地
域
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
期
日
」
と
送
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
期
日
の
翌
日
に
従
前
の
布
棠
所
に
屈
用
さ
れ
た
も

い

う

．

）

さ

で

の

間

に

烈

る

。

の

と

み

た

す

．

た

だ

し

、

指

定

期

日

ま

で

に

従

前

の

事

究

所

に

再

び

就

莱

，

6
 

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
塁
手
当
の
支
約
を
受
け
る
に
は
、
当
該
休
棠
に
つ
し
、
又
は
従
前
の
事
棠
主
の
他
の
烹
棠
所
に
改
索
す
る
に
至
っ
た
各
｀
就

2

い
て
忽
器
令
の
定
め
る
と
こ
る
に
よ
り
労

a大
臣
の
莉
認
を
受
け
な
け
れ
架
の
最
初
の
日
に
煕
用
さ
れ
た
も
の
と
み
た
す
．

7

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
高
年
齢
阻
紐
筏
保
堕
苺
以
外
の
菩
訳
款
者
と
み

ば
な
ら
な
い
．

3
前
項
の
確
認
が
あ
っ
た
扮
合
に
お
け
る
屈
Jll
保
険
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
な
さ
れ
た
者
と
従
前
の
喋
棠
H
I
と
の
煕
用
閲
保
が
茫
了
し
た
坦
合
（
新
た
に

い
て
は
｀
そ
の
者
は
、
当
該
休
棠
の
氾
初
の
日
の
前
日
に
お
い
て
雄
恥
し
た
屈
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
、
高
年
齢
受
給
資
格
又
は
特
塁
藷

も
の
と
み
な
す
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
．
阿
法
第
七
染
の
規
定
は
．
迂
用
し
資
格
を
取
得
し
た
場
合
を
除
く
．
）
に
は
、
そ
の
屈

Ill閃
伍
が
笞
了
し
た
日
後

`• ヵ

し

に

お

け

る

そ

の

者

に

関

す

る

同

法

第

一

＿

芯

北

の

規

定

の

送

用

}
2

つ
い
て
は
、
労

4
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
甚
本
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
開
用
保
険
法
第
硲
省
令
で
符
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
五
条
．
祁
二
十
一
朱
、
第
三
十
朱
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
の
逸
Jll
に
つ

8

第
二
項
の
茫
認
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
瓶
用
保
険
法
第
六
豆
及
び

第
八
十
一
灸
の
規
定
を
郎
用
す
る
。

い
て
労
働
名
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（阿一
1-A
●
-

g•. 

R
.
同
a
g
^
-
1
＿
・
百
旦
怠
翌
王
法
＿
＿

5

第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
屈
用
保
険
法
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
逆
用
平
菜
に
屈
用
さ
れ
て
い
る
労
伯
若
で
、
阿
法
第
三
十
七
．
塁
合
吾•
-
E
1邑

七
＾
＾
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
俎
続
茨
保
険
名
又
は
同
法
第
三
十
八
附
則

靡
一
項
に
規
定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
に
註
当
す
る
も
の
に
つ
い
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
茨
行
し
、
四
和
三
十
＇
七
年
四
月
一
日
以
役
に

発
生
し
た
災
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
．

て
は
、
そ
の
者
を
高
年
齢
継
統
控
保
険
若
苓
以
外
の
拉
保
荻
名
と
み
な
し

附
則
｛
定
和

1—
-
＾
年
一
二
月
1
=＿
9

江
た
第
七
＿
サ
）
抄

て
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
茄
本
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
功

合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
逸
用
さ
れ
る
阿
法
第
二
十
二
条
祁
（
苑
行
期
日
）

招
一
条
こ
の
法
律
は
、
昭
和
一
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
応
行
す
る
。

一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
五
十
五
紋
以
上
六
十
五
政
未
泌
」
と

あ

る

の

は

、

「

五

十

五

歎

以

上

」

と

す

る

。

附

則

＿

g-＿八
ま
七
月
l
-
a
法
や
第
一
ー
1-1-19)

抄

9

第
二
項
の
花
認
を
受
け
た
名
（
指
定
期
日
さ
で
の
間
に
お
い
て
従
前
の
不
（
控
行
期
日
）

祁
十
九
妬
災
宅
対
策
（
激
甚
災
宅
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
）

切
十
九
笛
災
宅
対
餌
（
徴
甚
災
宅
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
年
に
閲
す
る
法
律
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
節
月
を
こ
え
な
い
範
血

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
茄
行
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
役
の

公
貶
送
祁
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
卯
祁
百
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
は
．
こ

の
法
化
の
施
行
の
日
か
ら
起
箕
し
て
三
節
月
を
庄
過
し
た
日
後
に
そ
の
期
日

が
公
示
さ
れ
、
又
に
告
示
さ
れ
る
遥
が
か
ら
活
用
す
る
。

(t”
―1-A
年
5
令
5
―-Eik̂
？で
[m5-i-
＾
年
八
"
-
9
か・
c

附

則

g
m三
八
年
八

"-9怯
a
g
=
-
a
-
2
ゎ

（
蕊
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
に
、
公
布
の
日
か
ら
だ
行
す
る
．

附

則

g
竺
1九
午
七
"
i
E
烈＂芭

ii
九
サ
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
作
は
、
公
布
の
日
か
ら
蕊
行
す
る
。

閉
則
日
翌
天
年
ご
万
二
四
＂
怯

E
釘
一
八

m
g
ゎ

ー
こ
の
法
祁
は
，
公
布
の
日
か
ら
招
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
以
後

の
天
災
及
び
こ
れ
に
よ
る
災
告
に
つ
き
適
用
す
る
。

附

則

a
”
E
0
年五

"-g岩
切
五

1

号
）
抄

（
応
行
期

E
)

第
一
条
こ
の
法
作
は
、
公
布
の
日
か
ら
庄
行
す
る
．

附

則

6
【わ口

0年
i"JIl-9法
"
m
-
0公
”
)
抄

1
こ
の
法
化
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
天
災
に
よ
る
被
む

農
林
油
茶
者
等
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
暫
定
拍
餃
法
（
以
下
「
天

災
融
資
法
」
と
い
う
3
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
開
拓
営
長

釦
殷
臨
時
措
置
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
，
定
の
あ
っ
た
天
災

ニ
八
四
三

ニ
八
四
四

C
L
 

又
は
異
常
な
天
然
現
象
及
び
同
日
以
後
に
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特

別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
往
（
昭
和
＿
二
十
七
年
法
祐
第
百
五
十
号
。
以

eん

下
「
沿
甚
災
害
法
」
と
い
う
。
）
第
一
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
阿
法
第
八
糸

祁
一
項
に
規
定
す
る
措
位
が
指
定
さ
れ
た
災
宅
に
つ
さ
逸
用
す
る
。

2

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
さ
で
に
天
災
磁
安
法
第
二
条
第
一
項
の
扱

定
に
よ
る
指
定
又
は
開
拓
営
長
探
典
臨
時
措
四
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
親

定
に
よ
る
指
定
の
あ
っ
た
天
災
又
は
累
常
な
天
災
現
象
及
び
同
日
さ
で
に
滋

荘
災
宅
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
祁
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

掛
位
が
指
定
さ
れ
た
災
害
で
あ
っ
て
、
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
以
後
に
発

生
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
在
の
蕊

行
の
日
か
ら
會
そ
れ
ぞ
れ
、
改
正
後
の
天
災
融
沢
法
第
二
条
祁
四
項
第
一
号

及
び
第
二
号
、
改
正
後
の
開
拓
営
棗
投
屈
臨
時
指
匠
法
第
一
そ
苓
＄
二
雰
二
項

C
人

並
び
に
改
正
後
の
激
甚
災
密
法
祁
八
条
第
一
項
の
規
定
を
苅
用
す
る
．

附

則

a

g

l
年一
1-9-――
-
9
E
E
竺
一
七
さ
"

（
応
行
期
日
）

第

一

条

こ

C
法
律
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
だ
行
1
.
-
0
.

閉
則
（
田
和
a
-
l
年
k
9
-
――ハ
9
江
ume-―
―
分
）
わ

（
苑
行
期

E
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
だ
行
す
る
．

附
則
（
応
苔
二
年
七
1
1
l
-
＿

-8"uam
五
六
代
）
わ

（
克
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
往
は
、
公
布
の
日
か
ら
だ
行
4
,
-
0
．
た
だ
し
、
附
即
位
六
条

C
B
法
四
―
―
―
-

i

―
-
）
含



及
び
附
則
第
十
三
朱
か
ら
芭
―
-
+
-
＾
＾
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
月
を
こ
え
な
い
廷
四
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
ほ
行
す

る。

＾
↑
ゎ
巴
一
年
2
・
芦
二
吾
耳

＂．^ 
（
笹
芸
翌
に
対
必
す
る
た
め
の
牝
別
の
財
政
五
助
等
ICooす
る
法
往
の
一

即

改

正

に

伴

う

桓

過

規

定

）

a

g

E

I

I

悶

四

七

年

a

I

I

＿

日

）

第
二
十
条
附
剌
坊
十
l
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
．
近
代
化
｝
只
企
（
翌
在
尺
七
・
翡
3
-
E
g

等
助
皮
法
第
三
条
祁
一
項
に
規
定
す
る
ij付
け
に
ぷ
る
代
付
金
及
び
阿
法
第
2
―
田
家
＾
藉
且
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
＿
―
-
土
―
ー
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第

五
条
第
二
項
の
中
小
企
某
共
同
エ
均
に
つ
い
て
は
、
前
”
宏
ば
規
定
に
よ
る
改
百
十
九
保
に
規
定
す
る
船

ll組
台
只
の
う
4
0
日
本
冗
毎
屯
話
巻
翌
祖
合
及
び

E
ん

正
後
の
放
荘
災
宮
に
対
匁
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
扱
助

6
に
比
す
る
法
往
日
本
鉄
辺
共
済
姐
合
の
組
合
只
は
．
当
分
の
問
、
船
且
保
埃
法
第
4
'
七
条
の

坑
十
一
一
荼
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
同
条
の
規
定
に
よ
る
船
且
保
放
の
笠
保
段
名
で
な
い

閉

則

(

a

g

二

年

七

1

1

-

l

九

g

店

箆

＾

色

抄

も

の

と

み

た

し

て

、

こ

の

法

律

の

規

定

を

送

用

す

る

。

（

芸

行

期

日

）

（

塁

九

●

八

七

・

追

R.
咤
-
2
●
歪
・
石
塁
）

第
一
条
こ
の
法
が
は
．
公
布
の
日
か
ら
起
箕
し
て
一
二
月
を
こ
え
な
い
廷
囲
内
附
訓
．

Q

曰
苔
五
年
一
e
n
-
A
9
往
筏
了
六
大
●
）
抄

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

だ

行

す

る
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毎

行

期

日
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g
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g
令
第
二
九
者
苫
者
―
一
年
令
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o
g
g
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薪
一
条
こ
の
法
在
は
、
公
布
の
日
か
ら
庄
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
一

附

則
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g

g

委

n

1

0

日

む

往

第

四

ー

サ
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抄

久

か

ら

第

二

十

四

条

さ

で

の

伐

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

四

月

を

こ

（

芸

行

期

日

）

え

な

い

記

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

た

行

す

る

。

ー

こ

の

法

代

は

、

公

布

の

日

か

ら

芸

行

す

る

。
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g

翌

名

5

名
を
含
ま
‘
g
苔
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品
七
月
一
日
か
ら
互
“
)

附
則
合
苔
g
ー
ニ
＂
・
た
且
荘
訳
八
一
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抄
附
則
(
g
a
t
3
k
年
―
-
n
-
一
た
E
注
m
a
l
一
五
さ

合

行

期

g

l

こ

の

法

店

、

公

布

の

日

か

ら

芸

行

す

る

。

第
一
条
こ
の
法
往
の
規
定
は
．
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
2
こ
の
法
代
の
注
行
前
に
天
災
に
よ
る
芸
名
最
枯
漁
莱
者
等
に
対
す
る
資
金

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

控

行

す

る

。

の

融

通

に

関

す

る

暫

定

拮

餃

法

第

二

条

祁

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

の

あ

っ

第
十
九
潤
災
筈
対
僚
（
激
甚
災
宅
に
況
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
扱
助
等
に
関
す
る
法
往
）
＿
＿
八
四
＝
1

p
4
 

た
天
災
及
び
こ
の
法
往
の
差
行
前
に
激
甚
災
害
に
対
匁
す
る
た
め
の
特
別
の

財
政
投
助
等
蒻
す
る
法
祁
祁
二
朱
第
二
項
の
投
定
に
よ
り
阿
法
祁
八
条
第

一
項
又
10
皐
晨
益
皐
ゑ
器
が
指
定
さ
れ
た
災
害
に
関
し
て
は
．

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

閉
則
(
E
"
四
さ
2
-
-
＂
“
^
a
往
な
第
一
ー
1
―
ー
も

｀
る
法
沈
は
、
公
布
の
日
か
ら
徳
行
し
、
閉
和
四
十
七
年
K
月
l
日
以
後
の

災
害
に
つ
さ
適
用
す
る
。

阻

則

合

苔

盆

育

音

怯

筏

百

g

)

や

（
応
行
期
日
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1
こ
の
法
代
は
、
公
布
の
日
か
ら
院
行
す
る
．

閑

則

合

わ

U
在
i
=
ー
-
g
l
八
a
ル社
t
l
-
4
ー
サ
）

こ
の
法
化
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
庶
行
す
る
．

閉
則
合
和
五
0
年
七
”
l
-
a
怯
ぶ
m
k
o
さ

こ
の
注
体
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
笠
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
だ
行
1
,

る。

附
則
（
日
れ
芸
0
年
七
月
一
一
日
む
紐
芭
ハ
ー
サ
）
抄

（
控
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
往
は
、
沼
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
だ
行
す
る
。

（
庄
笙
孜
打
拓
只
法
等
の
一
郎
改
正
＂
ば
K
.
9
圧
迅
拷
位
）

第
十
三
条
こ
の
法
｛
ば
斉
存
初
に
、
閉
則
第
七
保
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

竪
益
む
打
探
択
法
第
十
九
条
の
伐
定
、
附
則
祁
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
珪
科
む
訂
知
閏
法
第
九
条
の
規
定
、
防
則
第
九
企
の
担
定
に
よ
る
改
正
前

一
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
扱
定

一
月
l

日

附
則
g
g
a
年
＿
―
-
n
九
g
．
寓
八
五
色

l
"
」
の
法
作
（
第
一
条
を
餘
く
。
）
は
、
徴
収
法
の
だ
行
の
日
か
ら
だ
行
す

る。

昭
和
四
土
モ
年

第
十
九
霰
災
害
対
策
（
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
投
助
等
に
閃
す
る
法
律
）
二
八
四
｛
ハ

の
高
等
学
校
の
定
的
制
数
育
及
び
通
信
教
育
採
典
法
第
九
条
の
規
定
．
附
即

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
大
字
の
研
究
設
伽
に
対
す
る
日
の
補

助
に
関
す
る
法
律
芭
一
条
の
規
定
．
附
則
妍
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
ス
ポ

9
ツ
担
典
法
第
二
十
条
の
規
定
又
は
前
条
の
扱
定
に
よ
る
改
正
前
の

9
ん

汲
甚
災
宅
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
法
人
又
は
学
校
法
人
以
外
の
氾
立
の
学
校
の
註
藍

者
に
対
し
て
し
た
袖
助
に
関
し
て
は
｀
た
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
（
応
を
も
竺
o
g
一
七
8
仕
霞
竺
ら
も

ー
こ
の
法
拌
It
．
公
布
の
日
か
ら
芸
行
す
る
。

2
こ
の
法
袢
の
芸
行
前
に
天
災
に
よ
る
技
害
戻
林
拘
茶
者
等
に
対
す
る
資
金

の
融
通
に
関
す
る
暫
定
祖
四
法
祁
二
条
祁
一
項
又
は
第
一
l
―
項
の
規
定
に
よ
る

uん

指
定
の
あ
っ
た
天
災
及
び
こ
の
法
＃
の
茫
行
前
に
沿
甚
災
害
に
対
処
す
る
た

め
の
特
別
の
財
政
桜
助
苓
に
開
す
る
法
牝
”
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
閉
十
五
条
に
机
定
す
る
拮
匹
が
指

定
さ
れ
た
災
害
に
閲
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

町
則
＾
咤
わ
五
岳
苓
月
五
日
ね
霞
寛
＾
七
●
）
お

（
だ
行
期
日
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第
一
条
~
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
捻
行
す
る
．
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則
合
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l
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g
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e
E
u
2
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さ

こ
の
法
＃
は
、
公
布
の
日
か
ら
控
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
校
の

天
災
に
よ
る
笠
害
晨
林
漁
棠
考
苓
に
対
す
る
資
金
の
融
追
に
関
す
る
暫
定
拷
甦

法
第
二
久
祁
四
項
第
一
号
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
役

C
ん

の
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
投
助
等
に
関
す
る
法
往
第
八
条
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及
び
筍
十
五
条
第
二
汎
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
以
役
に
発
生
し
法
竺
一
条
第
四
項
第
l
号
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二
条
の
挟
定
に
よ
―
ク
改
正
貶

た

天

災

又

は

災

古

に

つ

き

透

用

す

る

。

の

激

甚

災

密

に

対

処

す

る

た

め

の

特

別

の

財

政

投

助

等

に

閏

す

る

法

な

第

八

条

附
則
＾
ほ
を
荏
五
委
月
～
0
a
●
●
箪
八
0
を
も
及
び
祁
十
五
条
祁
一
項
の
規
定
は
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昭
和
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七
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七
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g
-
E
以
役
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丑
生
し

合

行

期
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一

k

災
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は

災

宅
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つ

き
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用

す
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こ
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律
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こ
の
法
往
は
｀
公
布
の
日
か
ら
応
行
し
｀
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
一
日
以
後
1
こ
の
法
＃
は
、
公
布
の
日
か
ら
だ
行
す
る
^
-

に

発

生

し

た

災

吝
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用

す

る
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処

す
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法
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復

IB事
築
に
つ
い
て
に
、
前
項
の
伐

竺
条
こ
の
法
化
は
．
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
苑
行
す
る
。
定
に
よ
る
改
正
後
の
沈
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
0
特
別
の
財
政
援
助
等
に

附
則
（
氏
懇
芯
羹
”
-
i
-
-
a
●
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第
四
母
）
9
閃
す
る
法
狂
祁
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
お
従
前
の
例

1

こ

の

法

牝

は

、

公

布

の

日

か

ら

哀

行

す

る

。

に

よ

る

。

4
芭
～
菜
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
激
甚
災
密
に
対
氾
す
る
た
め
の
特
別
の
附
則
（
巧
わ
五
2
年
五
月
―
-
a
訟
●
●
―
-
＾
号
）
9

財
政
拉
助
苓
に
閃
す
る
法
祁
店
二
十
四
久
の
規
定
は
｀
こ
の
法
律
の
芸
行
の
1
こ
の
法
仕
は
、
公
布
の
日
か
ら
苑
行
し
、
定
行
の
日
以
後
に
発
生
し
た
災

日
以
後
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
依
に
つ
い
て
迩
陪
し
．
阿
E
前
に
発
行
宅
に
つ
い
て
造
用
す
る
．

を

許

可

さ

れ

た

地

方

依

に

つ

い

て

は

、

た

お

従

前

の

供
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よ

る
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一

条

こ

の

法

往

IC
．
四
和
一
ユ
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
控
行
す
る
。

第

一

条

こ

の

法

汗

荘

，

公

布

の

日

か

ら

誌

行

す

る

。
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の

他

の

経

送

拮

匝

0

政

令

へ

の

委

任

）

閉
則
(
g
芦
七
年
A
9
-
-

＝-
E
E
E
9
ハ
七
号
）
第
二
十
一
一
条
こ
の
附
則
に
親
定
す
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
法
律
の
注
行
に
伴

こ
の
法
祁
IC
．
公
布
の
日
か
ら
庭
行
し
、
第
一
ム
ふ
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
い
必
妥
た
狂
逸
拮
置
は
、
政
令
で
定
め
る

9

-
K
災
に
よ
る
破
害
位
林
漁
第
者
年
に
対
す
る
貨
金
の
磁
近
に
関
す
る
屯
定
拍
低
附
則
（
巧
狂
五
九
午
i
-
-
9
二
三
E
E
●
"
t
1
今
）
抄

筍
十
九

la
災
害
対
策
（
檄
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
）

第
十
九
世

（U
芦
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
往
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
芸
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
八
条
附
則
第
二
糸
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

111の
だ
行
に
切
し
必
迩
た
平
項
は
、
政
令
で
定
め
る
．

附
則
（
巧
ゎ
き
年
五
"
-
-
a
i
第
五
0
サ
）
抄

（
廷
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
｀
公
布
の
日
か
ら
廷
行
ナ
る
。
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則
合
”
k
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年
I
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I
"
”
四
a
"
i
筏
訊
九
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K
B
i
^

（
だ
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
化
は
｀
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
控
行
す
0
.

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
二
条
附
則
第
二
朱
か
ら
前
条
さ
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

作
の
芸
行
｝
比
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

災
害
対
策
（
汲
甚
災
宅
に
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す
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特
別
の
財
政
筏
助
等
に
関
す
る
法
律
）

l
l
八
四
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そ
の
他
の
圧
過
術
匹
の
政
令
へ
の
委
任
~

第
三
十
七
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
に
よ
る
＾
―
法

在
の
改
正
に
伴
い
必
要
た
経
過
拮
置
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
必
要
た
親
定
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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法
律
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月
一
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苑
行
す
る
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関
保
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整
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関
す
る

法
往
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抄
）



茂木町災害記録誌作成委員会

1.目的

昭和61年 8月 4日から 5日にかけての台風10号およびその後の

低気圧により、町は有史以来の大被害を受けた。この被害状況を

後世に伝えるとともに町民の防災意識の高揚を図るため、記録誌

を編巣する。作成委員18人で資料収集、原稿作成をし、編集委員

5人で編集にあたった。

2.作成委員会

課 名 委員名→ II 課 名 委 員 名

議会事務局 毛塚 良 俊 農林課 糸 井 誠

総務課~→1 馬範 明牒業委員会 星 徹夫

，， 
大野道~登也 |iIII 殷業共済課

小林孝寿
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